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イ．安全評価に関する基本方針 

設計基準事故は，ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設（以下

「ＭＯＸ燃料加工施設」という。）周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリス

クを与えないことを確認する観点から，安全設計上想定すべきものである。

ＭＯＸ燃料加工施設における特徴，取り扱う核燃料物質の形態及び取扱方

法を踏まえて，核燃料物質が存在するＭＯＸ燃料加工施設の各工程におけ

る機器等の故障等により，発生の可能性との関連において想定される異常

事象の中から設計基準事故を選定し，安全設計の妥当性を確認する。 

安全設計の妥当性とは，設計基準事故時において，安全上重要な施設の

機能により，工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないことを確認する

ことをいう。 
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ロ．設計基準事故 

(イ) 設計基準事故の評価事象 

設計基準事故とは，発生頻度が低いものの当該事象が発生した場合に

は，ＭＯＸ燃料加工施設から多量の放射性物質が放出するおそれがある

ものとして，安全設計上想定すべき事象とする。 

このため，事業許可基準規則を踏まえ，機能喪失と過度の放射線被ば

くとの関係で安全上重要な施設の機能として設定している「臨界防止」

と「閉じ込め機能」に着目し，放射性物質を大気中に放出する可能性の

ある事象として，「核燃料物質による臨界」と「閉じ込め機能の不全」を

設計基準事故の評価事象とし，その分類ごとに，ＭＯＸ燃料加工施設の

特徴，取り扱う核燃料物質の形態及び取扱方法を踏まえて発生の可能性

との関連において想定される異常事象を抽出し，その中からＭＯＸ燃料

加工施設から多量の放射性物質が放出するおそれのある事象を設計基

準事故として選定する。 

また，安全設計の妥当性として，発生防止対策の機能喪失が設計基準

事故の誘因にならないことの確認（以下「発生防止対策の確認」という。）

並びに事故に対して拡大防止対策及び影響緩和対策（以下「拡大防止対

策等」という。）の機能により公衆に著しい放射線被ばくを与えないこと

の確認（以下「拡大防止対策等の確認」という。）をする。 

設計基準事故の選定に当たって考慮するＭＯＸ燃料加工施設の特徴

を以下に示す。なお，ＭＯＸ燃料加工施設では，通常運転時においては

従事者への作業安全を考慮し，燃料加工建屋，工程室，グローブボック

ス等の順に気圧を低くすることで，放射性物質の漏えいの拡大を防止す

る設計とし，施設内の状態監視を実施しているが，以下のＭＯＸ燃料加

工施設の特徴を考慮すると，外部電源が喪失した場合又は外部電源系統
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からの電気の供給が停止し，ＭＯＸ燃料加工施設の非常用所内電源設備

からの電源が喪失した場合（以下「全交流電源喪失」という。），全工程

が停止し，核燃料物質は静置され安定な状態となるため，大気中への放

射性物質の放出には至らない。 

このため，大きな事故に進展するおそれのある事象が発生した際は，

必要に応じて換気設備等のユーティリティの停止を含まない全ての加

工工程の停止（以下「全工程停止」という。）並びに気体廃棄物の廃棄設

備の建屋排風機，工程室排風機，グローブボックス排風機，送風機及び

窒素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備（以下「全送排風機」と

いう。）の停止を行い，地下階においてグローブボックス内にＭＯＸ粉末

を静置させることで，核燃料物質を安定な状態に導くことができる。 

(１) ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は，ウラン及びウランと

プルトニウムの混合酸化物であり，化学的に安定している。 

(２) 燃料製造における工程は乾式工程であり，有機溶媒等の化学薬品を

多量に取り扱う工程はなく，化学反応による物質の変化及び発熱が生

ずるプロセスはないことから，工程における核燃料物質は安定な状態

である。 

(３) ＭＯＸ燃料加工施設では，密封形態のＭＯＸとして燃料棒及び混合

酸化物貯蔵容器を取り扱う。また，ＭＯＸ粉末，焼結前の圧縮成形体

（以下「グリーンペレット」という。）及びグリーンペレット焼結後の

ペレット（以下「ペレット」という。）は作業環境中に核燃料物質が飛

散又は漏えいすることのないよう，グローブボックス等内で取り扱う。

核燃料物質の形態のうち，ＭＯＸ粉末は飛散しやすく，気相中へ移行

しやすい。このため，グローブボックスで取り扱うとともに，ＭＯＸ

粉末を取り扱うグローブボックスを燃料加工建屋の地下３階に設置
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する。 

(４) ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱うＭＯＸは崩壊熱が小さく，冷却機能

等の常時機能を期待する動的機器を必要としない。 

(５) ＭＯＸ燃料加工施設における加工工程は，バッチ処理であり，各処

理は独立している。このため，異常が発生したとしても換気設備等の

ユーティリティの停止を含まない加工工程のうち任意の工程の停止

（以下「工程停止」という。）の措置を講じれば停止時の状態が維持で

き，異常の範囲は当該処理の単位に限定される。 

 

(ロ) 設計基準事故の発生を想定する際の条件の考え方 

発生防止対策の確認及び発生の可能性との関連において想定される

異常事象の発生を想定する際の条件を設定し，これによる安全上重要な

施設の機能喪失を整理することで，多量の放射性物質が放出するおそれ

がある事象として設計基準事故を選定する。 

その際に考慮する条件として，外部からの影響による機能喪失の要因

となる事象（以下「外的事象」という。）及び動的機器の故障等の機能喪

失の要因となる事象（以下「内的事象」という。）を考慮する。 

(１) 外的事象 

外的事象については，ＭＯＸ燃料加工施設の設計に当たり，国内外

の文献等を参考に，地震，火山の影響等の56の自然現象を，また，航

空機落下，有毒ガス等の24の人為事象（故意によるものを除く。）を

抽出し，それらの中から設計対応が必要な事象として，地震等の事象

をさらに抽出するが，これらの外的事象については，設計基準事故に

対処するための設備の設計として想定すべき規模の外的事象に対し

て，当該設備の機能を維持するよう設計の条件を設定していることか
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ら，設計基準事故の起因とならない。 

設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出結果を添７第

１表に示す。 

(２) 内的事象 

内的事象については，ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を考慮すると，製

造工程や核燃料物質の取扱いにおいて過渡変化がないことから，化

学的変化の影響による機能喪失は想定しにくい。 

このため，施設の特徴及び事業許可基準規則の各安全設計への要求

事項を考慮し，安全上重要な施設の機能喪失の要因となり得る事象と

して，動的機器の単一の故障，誤作動及び誤操作（以下「動的機器の

単一故障」という。），溢水，内部発生飛散物，内部火災，配管破断

及び短時間の全交流電源喪失を対象とし，これらの要因が異常事象の

発生を想定する際の条件となり得るかについて検討した結果，内的事

象としては，動的機器の単一故障を異常事象の発生を想定する際の条

件として設定する。以下に検討結果を示す。 

① 動的機器の単一故障 

動的機器については，使用の過程においてランダムに故障等するこ

とは否定できないことから，動的機器の単一故障は機能喪失の要因と

して想定する。 

② 溢水 

溢水により安全上重要な施設の安全機能が喪失しないように設計し

ている。このため，溢水は機能喪失の要因としない。 

③ 内部発生飛散物 

内部発生飛散物により安全上重要な施設の安全機能が喪失しないよ

うに設計している。このため，内部発生飛散物は機能喪失の要因と
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しない。 

④ 内部火災 

内部火災により安全上重要な施設の安全機能が喪失しないように設

計している。このため，発生防止対策の確認においては，内部火災は

機能喪失の要因としない。 

ただし，安全上重要な施設のグローブボックスに対する火災の感知

及び消火に係る機能を安全上重要な施設として設定していること，火

災自体が大気中への放射性物質の放出に至る駆動力となることから，

発生の可能性との関連において想定される異常事象として考慮する。 

⑤ 配管破断 

ＭＯＸ燃料加工施設では製造工程において，放射性物質を内包する

腐食性の液体は取り扱わない。また，非腐食性の流体（空気，冷却水

等）を内包する配管に関しては，腐食の進行が穏やかであり，保守点

検により健全性を維持できることから，配管破断はせず，機能喪失の

対象としない。 

⑥ 短時間の全交流電源喪失 

短時間の全交流電源喪失が発生した場合，動的機器の機能が機能喪

失に至る。このため，発生防止対策の確認においては，短時間の全交

流電源喪失は機能喪失の要因として想定する。 

発生の可能性との関連において想定される異常事象の発生を想定す

る際においては，発生防止対策の機能喪失に加えて，異常事象の発生

を前提とすることから，異常事象の発生と短時間の全交流電源喪失の

重ね合わせについては，いずれも偶発的な事象であるため考慮しない。 
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(ハ) 設計基準事故の選定 

安全上重要な施設ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する

事故の分析を行い，異常事象の発生を想定する際の条件による安全機能

喪失状態を特定することで，想定すべき異常事象及びその発生を想定す

る機器を抽出する。抽出した異常事象の中から，その異常事象の発生に

よりＭＯＸ燃料加工施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあ

る事象を設計基準事故として選定する。 

設計基準事故の選定フローを添７第１図に示す。 

(１) 設計基準事故の選定の考え方 

設計基準事故は，事業許可基準規則にて，核燃料物質による臨界及

び閉じ込め機能の不全の２つが事例として掲げられている。 

これらは，それぞれの発生防止対策が機能を喪失した場合に発生す

る可能性があるが，機能喪失の条件，すなわち事故が発生する条件は

それぞれ異なる。 

したがって，以下の方針により，設備ごとの安全機能の整理と機能

喪失により発生する事故の分析を行い，設計基準事故の想定の条件に

よる安全機能の喪失状態を特定することで，その事故の発生を想定す

る機器を特定する。 

(２) 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析 

① 対象の整理 

安全機能の喪失を想定する対象は，公衆への著しい被ばく影響をも

たらす可能性のある事故が設計基準事故であることを踏まえ，安全機

能を有する施設のうち安全上重要な施設とする。安全上重要な施設は，

その機能喪失により，公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼす

可能性のある機器を選定していることから，安全上重要な施設の安全
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機能を対象として，安全機能の喪失を考慮し，事故に至る可能性を整

理する。安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設の機能が喪失したとしても，公衆及び従事者に過度な

放射線被ばくを及ぼすおそれはない。 

ただし，想定される事故の発生防止対策として安全上重要な施設以

外の安全機能を有する施設の機能に期待する場合には，事故の発生防

止対策の確認という観点から，想定される事故の発生防止対策である

安全上重要な施設以外の安全機能の喪失を想定する。 

② 設計基準事故に至る可能性がある安全機能の喪失又はその組合せ

の特定 

安全上重要な施設の安全機能が喪失した場合に至る施設状態及びそ

の後の事象進展を分析することにより，事故に至る可能性がある機能

喪失又はその組合せを特定する。 

設計基準事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せの特定

に関して，詳細を「(ニ) 設計基準事故に至る可能性のある機能喪失

又はその組合せの特定」に示す。 

(３) 安全機能喪失状態の特定 

「(２)② 設計基準事故に至る可能性がある安全機能の喪失又はそ

の組合せの特定」で特定した事故に至る可能性がある安全機能の喪失

又はその組合せが，発生防止対策の確認において考慮する機能喪失の

要因により，発生するか否かを判定する。 

安全機能が喪失しない又はその組合せが発生しなければ，発生防止

対策が機能し，事故が発生することはないと判定できる。 

(４) 拡大防止対策等の確認 

7－8



「(３) 安全機能喪失状態の特定」において発生防止対策を確認す

るが，発生の可能性との関連において想定される異常事象を抽出し，

異常事象の発生を想定した上で，当該事故に対する拡大防止対策等の

機能により，公衆に著しい放射線被ばくを与えないことを確認するた

めに，設計基準事故を選定し，評価する。 

設計基準事故の選定に当たっては，事象の収束手段，事象進展の早

さ又は公衆への影響をそれぞれ評価する。 

 

(ニ) 設計基準事故に至る可能性のある機能喪失又はその組合せの特定 

事業許可基準規則に定められる設計基準事故の事例に関して，それぞ

れの発生を防止する安全機能を整理することにより，設計基準事故に至

る可能性がある機能喪失又はその組合せを特定する。 

そのため，安全機能ごとに，当該機能が喪失した場合に至る施設状態

及びその後の事象進展を分析することにより，機能喪失により発生する

可能性がある事故を特定する。 

(１) 核燃料物質による臨界に至る可能性のある機能喪失又はその組合

せの特定 

核燃料物質による臨界の起因となり得る安全上重要な施設の機能喪

失について整理する。 

① 発生防止対策 

ａ．核的制限値（寸法）の維持機能 

核的制限値（寸法）の維持機能を有する機器は，機器が健全であ

ることで，核的制限値（寸法）を逸脱した核燃料物質の搬送が行わ

れたとしても，核的制限値（寸法）の維持機能により当該核燃料物
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質が搬送されることを防止し，搬送先の核的制限値（寸法）を維持

することにより未臨界を維持することが可能である。 

核的制限値（寸法）の維持機能が単独で機能を喪失しても，核的

制限値（寸法）を逸脱した核燃料物質の搬送が行われなければ，放

射性物質の大気中への放出には至らない。ただし，安全上重要な施

設以外の安全機能を有する施設が有する「搬送する核燃料物質の制

御機能」を喪失することにより，核燃料物質の核的制限値（寸法）

を逸脱した核燃料物質の搬送と同時に核的制限値（寸法）の維持機

能も喪失していれば，事故に至る可能性がある。 

核的制限値（寸法）の維持機能の喪失により発生する可能性があ

る事故を以下に示す。 

 

 

また，搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な施設以外の

安全機能を有する施設）の喪失後の事象進展により発生する可能性

がある事故を以下に示す。 

 

 

 

 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能

性がある事故 

核的制限値

（寸法）の

維持機能 

異常が発生していないことから，単独で

機能を喪失しても放射性物質の大気中へ

の放出には至らない。 

－ 
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安全機能 
安全機能の喪失後に

想定する施設状況 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する

可能性が

ある事故 

搬送する核燃料物質の制

御機能（安全上重要な施

設以外の安全機能を有す

る施設） 

核燃料物質の搬送先

で核的制限値（寸

法）を逸脱する。 

核的制限値

（寸法）の

維持機能 

核燃料物

質による

臨界 

 

ｂ．安全に係る距離の維持機能（単一ユニット相互間の距離維持）（以

下「単一ユニット相互間の距離の維持機能」という。） 

単一ユニット相互間の距離の維持機能を有する機器は，機器が健

全であることで，未臨界を維持することが可能である。 

単一ユニット相互間の距離の維持機能が損なわれた場合には，内

包する核燃料物質によって臨界が発生する可能性がある。 

単一ユニット相互間の距離の維持機能の喪失により発生する可

能性がある事故を以下に示す。 

 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能

性がある事故 

単一ユニット相

互間の距離の維

持機能 

臨界を防止するための単一ユニット

相互間の距離が損なわれる。 

核燃料物質に

よる臨界 

 

ｃ．誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設） 

ＭＯＸ燃料加工施設における臨界管理のうち，質量管理により核

燃料物質の管理を行う設備においては，安全上重要な施設以外の安

全機能を有する施設である秤量器，ＩＤ番号読取機，運転管理用計
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算機，臨界管理用計算機及び誤搬入防止シャッタで構成する誤搬入

防止機能により，臨界の防止を行う設計であることから，誤搬入防

止機能についても対象とする。 

誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）

は，誤搬入防止に係る機器それぞれが健全に機能することにより，

計画外の核燃料物質の搬送が発生した場合においても，搬送先の単

一ユニットにおいて核的制限値を超えることがないように誤搬入

を防止するものである。 

誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）

を構成する全ての機器の機能が損なわれ，計画外の核燃料物質の搬

送が発生した場合，搬送先の単一ユニットにおいて核的制限値を逸

脱することが考えられる。また，核的制限値を逸脱する量の核燃料

物質が集積した場合には，核燃料物質による臨界に至る可能性があ

る。 

誤搬入防止機能の喪失により発生する可能性がある事象を以下

に示す。 

 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能

性がある事象 

誤搬入防止機能（安

全上重要な施設以外

の安全機能を有する

施設） 

計画外の核燃料物質の搬送が発

生した場合，搬送先の単一ユニ

ットにおいて核的制限値を逸脱

する。 

核燃料物質に

よる臨界 

 

上記のａ．からｃ．の確認により，ＭＯＸ燃料加工施設において核

燃料物質の臨界に至る事象としては，取り扱う核燃料物質が局所的に
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異常に集積することにより臨界に至る状態である。 

(２) 閉じ込め機能の不全に至る可能性のある機能喪失又はその組合せ

の特定 

閉じ込め機能の不全の起因となり得る安全上重要な施設の機能喪失

について整理する。 

① 発生防止対策 

ａ．プルトニウムを非密封で取り扱う主要な工程に位置する設備・機

器を収納するグローブボックス及び設備・機器の閉じ込め機能（以

下「プルトニウムの閉じ込めの機能」という。） 

プルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場合，核燃料物質が当

該閉じ込めの機能を有する機器から漏えいする可能性がある。 

プルトニウムの閉じ込めの機能を有する機器は静的機器のみで

ある。このため，本機能を有する機器に対して何らかの外力が与え

られない限り，プルトニウムの閉じ込めの機能が喪失することはな

い。プルトニウムの閉じ込めの機能が単独で機能を喪失しても，排

気機能を有する設備が機能を維持していれば，内包する核燃料物質

はグローブボックス又は設備・機器外に漏えいしない。また，焼結

炉及び小規模焼結処理装置（以下「焼結炉等」という。）のプルトニ

ウムの閉じ込めの機能が損なわれた場合には，高温状態の焼結炉等

内の水素・アルゴン混合ガスと空気の反応により爆発に至ることが

考えられるが，取り扱う水素ガスは，燃料加工建屋内において取り

扱う水素濃度が９vol％以下であること，燃料加工建屋内へ水素濃

度が９vol％を超える水素・アルゴン混合ガスが流入することは生

じ得ないことから，爆ごうが発生することは想定できない。また，

焼結炉等は，仮に空気が混入した焼結炉等内で水素濃度が９vol％
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以下の水素・アルゴン混合ガスが燃焼した場合においても，拡散燃

焼しか発生せず，急激な圧力の上昇を伴うものではないことから，

大気中への放射性物質の放出には至らない。 

ただし，排気機能を有する設備が機能喪失し，かつ，プルトニウ

ムの閉じ込めの機能が損なわれた場合には，内包する核燃料物質が

ＭＯＸ粉末である場合はグローブボックス又は設備・機器外に漏え

いする。 

プルトニウムの閉じ込めの機能の喪失により発生する可能性が

ある事故を以下に示す。 

 

 

また，排気機能の喪失と同時にプルトニウムの閉じ込めの機能の

喪失により発生する可能性がある事故を以下に示す。 

 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する可

能性がある

事故 

プルトニウ

ムの閉じ込

めの機能 

内包する放射性物質が 

グローブボックス又は設備・ 

機器の外に漏えいする。 

排気機能 
閉じ込め機

能の不全 

 

ｂ．排気経路の維持機能 

この機能を有する安全上重要な施設として，グローブボックス排

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能

性がある事故 

プルトニウムの

閉じ込めの機能 

単独で機能を喪失しても放射性物質の

大気中への放出には至らない。 
－ 
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気設備の系統及び窒素循環設備の系統が該当する。 

排気経路の維持機能が単独で機能を喪失しても，排気機能を有す

る設備が機能を維持していれば，放射性エアロゾルが漏えいするこ

とはない。ただし，排気機能を有する設備が機能を喪失し，かつ，

排気経路の維持機能が損なわれた場合には，排気経路外に放射性エ

アロゾルが漏えいする。 

排気経路の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故を

以下に示す。 

 

 

また，排気機能の喪失と同時に排気経路の維持機能の喪失により

発生する可能性がある事故を以下に示す。 

 

安全機能 
安全機能の喪失時に想定す

る施設状況 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する可能

性がある事故 

排気経路の 

維持機能 

放射性エアロゾルが排気経

路外に漏えいする。 
排気機能 

閉じ込め機能

の不全 

 

ｃ．ＭＯＸの捕集・浄化機能 

グローブボックス等からの排気中に含まれる放射性エアロゾル

を捕集するための機能であり，この機能を有する安全上重要な施設

としてグローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能

性がある事故 

排気経路の 

維持機能 

単独で機能を喪失しても放射性物質の

大気中への放出には至らない。 
－ 
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フィルタユニットが該当する。 

これらは，破損することなく形状を維持することによって機能が

維持される。ＭＯＸの捕集・浄化機能が損なわれた場合には，排気

中に含まれる放射性エアロゾルが捕集されずに排気経路から大気

中に放出される。 

ＭＯＸの捕集・浄化機能の喪失により発生する可能性がある事故

を以下に示す。 

 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能

性がある事故 

ＭＯＸの

捕集・浄

化機能 

排気中に含まれる放射性エアロゾルが 

捕集されずに排気経路から大気中への 

放出に至る。 

閉じ込め機能

の不全 

 

ｄ．排気機能 

排気中に含まれる放射性エアロゾルを捕集した気体を排気する

ための機能であり，この機能を有する安全上重要な施設としてグロ

ーブボックス排風機が該当する。排気機能は，機器が健全であり電

源から電力が供給されることにより機能が維持される。 

排気機能が損なわれた場合，大気中に放射性物質を放出する駆動

力がなくなるため，大気中への放出には至らない。 

排気機能の喪失により発生する可能性がある事故を以下に示す。 

 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能

性がある事故 

排気機能 
単独で機能を喪失しても放射性物質の大

気中への放出には至らない。 
－ 
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ｅ．熱的制限値の維持機能 

熱的制限値の維持機能が健全であることにより，核燃料物質を高

温状態で取り扱う機器が一定の温度を超えない状態を維持するこ

とが可能である。この機能を有する安全上重要な施設として，焼結

炉等の内部温度高による過加熱防止回路が該当する。 

熱的制限値の維持機能が単独で機能を喪失しても，「温度の制御

機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」があるため，

焼結炉等内が異常な高温になることはなく，放射性物質の大気中へ

の放出には至らない。ただし，安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設が有する「温度の制御機能」の喪失と同時に熱的制限値

の維持機能が喪失した場合，焼結炉等が有するプルトニウムの閉じ

込めの機能が喪失し，焼結炉等内に空気が混入し，高温状態の焼結

炉等内の水素・アルゴン混合ガスと空気の反応により爆発に至るこ

とが考えられる。しかし，取り扱う水素ガスは，水素濃度が９vol％

以下である水素・アルゴン混合ガスであり，高温の炉内で燃焼した

としても，拡散燃焼しか発生せず，急激な圧力の上昇を伴うもので

はないことから，大気中への放出には至らない。 

熱的制限値の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故

を以下に示す。 

 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能

性がある事故 

温度の制御機能（安全上

重要な施設以外の安全機

能を有する施設），熱的制

限値の維持機能 

機能を喪失しても放射性物

質の大気中への放出には至

らない。 

－ 
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ｆ．焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能 

焼結炉等の負圧を維持するための排気経路を維持するために必

要な機能であり，この機能を有する安全上重要な施設として，焼結

炉等の排ガス処理に係る系統及びグローブボックスが該当する。 

焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能が単独で機能を

喪失しても，排気機能を有する設備が機能を維持していれば，内包

する放射性エアロゾルが漏えいすることはない。ただし，排気機能

を有する設備が機能を喪失し，かつ，焼結炉等の閉じ込めに関連す

る経路の維持機能が損なわれた場合には，放射性エアロゾルが漏え

いする。 

焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能の喪失により発

生する可能性がある事故を以下に示す。 

 

 

また，排気機能の喪失と同時に焼結炉等の閉じ込めに関連する経

路の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故を以下に示

す。 

 

 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能性

がある事故 

焼結炉等の閉じ込

めに関連する経路

の維持機能 

単独で機能を喪失しても 

放射性物質の大気中への 

放出には至らない。 

－ 
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安全機能 
安全機能の喪失時に

想定する施設状況 

事象進展に対

する拡大防止

機能 

発生する可能

性がある事故 

焼結炉等の閉じ

込めに関連する

経路の維持機能 

放射性エアロゾルが

排気経路外に漏えい

する。 

排気機能 
閉じ込め機能 

の不全 

 

ｇ．焼結炉等内の負圧維持機能 

焼結炉等内の負圧維持機能は，焼結炉等内の負圧を維持するため

の排気機能の支援機能である。この機能を有する安全上重要な施設

は，焼結設備の排ガス処理装置の補助排風機及び小規模試験設備の

小規模焼結炉排ガス処理装置の補助排風機が該当する。 

焼結炉等内の負圧維持機能が単独で機能喪失しても，大気中に放

射性物質を放出する駆動力がないため，大気中への放射性物質の放

出には至らない。 

焼結炉等内の負圧維持機能の喪失により発生する可能性がある

事故を以下に示す。 

 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能

性がある事故 

焼結炉等内

の負圧維持

機能 

単独で機能を喪失しても放射性物質の

大気中への放出には至らない。 
－ 

 

ｈ．安全に係るプロセス量等の維持機能（閉じ込めに関連する温度

維持）（以下「小規模焼結処理装置の加熱停止機能」という。） 

小規模焼結処理装置の炉殻を冷却する冷却水の流量が低下した

場合に，小規模焼結処理装置の加熱を停止する機能が該当する。 
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小規模焼結処理装置の加熱停止機能が単独で機能を喪失しても，

炉殻を冷却する冷却水が供給されていれば，小規模焼結処理装置が

有するプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失することはない。ただ

し，小規模焼結処理装置への冷却水供給機能（安全上重要な施設以

外の安全機能を有する施設）が喪失し，小規模焼結処理装置への冷

却水の供給が停止している状態で，小規模焼結処理装置の加熱停止

機能が喪失した場合，小規模焼結処理装置が有するプルトニウムの

閉じ込めの機能が喪失し，小規模焼結処理装置内に空気が混入し，

高温状態の小規模焼結処理装置内の水素・アルゴン混合ガスと空気

の反応により爆発に至ることが考えられる。しかし，小規模焼結処

理装置で取り扱う水素ガスは，水素濃度が９vol％以下である水素・

アルゴン混合ガスであり，高温の炉内で燃焼したとしても，拡散燃

焼しか発生せず，急激な圧力の上昇を伴うものではないことから，

大気中への放射性物質の放出には至らない。 

小規模焼結処理装置の加熱停止機能の喪失により発生する可能

性がある事故を以下に示す。 

 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能

性がある事故 

小規模焼結処理装置への冷

却水供給機能（安全上重要

な施設以外の安全機能を有

する施設），小規模焼結処

理装置の加熱停止機能 

機能を喪失しても放射性

物質の大気中への放出に

は至らない。 

－ 

 

② 拡大防止対策等 

ａ．排気経路の維持機能及びＭＯＸの捕集・浄化機能（以下「事故
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時の排気経路の維持機能及びＭＯＸの捕集・浄化機能」という。） 

安全上重要な施設とするグローブボックス等を設置する工程室

からの排気に係る系統及び当該系統に設置する高性能エアフィル

タが該当する。これらが単独で機能を喪失しても，発生防止対策と

してのプルトニウムの閉じ込めの機能を有する設備若しくは焼結

炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能を有する設備又は排気

機能を有する設備が機能を維持していれば，放射性物質の大気中へ

の放出には至らない。ただし，プルトニウムの閉じ込めの機能を有

する設備若しくは焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能

を有する設備及び排気機能を有する設備の機能並びに事故時の排

気経路の維持機能が同時に喪失した場合，工程室内に放射性エアロ

ゾルが漏えいし，排気経路外から大気中に放射性物質を放出するお

それがある。 

事故時の排気経路の維持機能の喪失及び事故時のＭＯＸの捕集・

浄化機能の喪失により発生する可能性がある事故を以下に示す。 

 

 

また，プルトニウムの閉じ込めの機能を有する設備若しくは焼結

炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能を有する設備及び排気

機能を有する設備の機能喪失並びに事故時の排気経路の維持機能

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能

性がある事故 

事故時の排気経路の

維持機能，事故時の

ＭＯＸの捕集・浄化

機能 

単独で機能を喪失しても放射性物

質の大気中への放出には 

至らない。 

－ 
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の同時喪失により発生する可能性がある事故を以下に示す。 

 

安全機能 
安全機能の喪失時に

想定する施設状況 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する可能

性がある事故 

プルトニウムの

閉じ込めの機能

及び排気機能 

放射性エアロゾルが

排気経路外に漏えい

する。 

事故時の 

排気経路の 

維持機能 

閉じ込め機能

の不全 

焼結炉等の閉じ

込めに関連する

経路の維持機能

及び排気機能 

放射性エアロゾルが

排気経路外に漏えい

する。 

事故時の排

気経路の維

持機能 

閉じ込め機能

の不全 

 

ｂ．安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能（以下「非常

用電源の供給機能」という。） 

外部電源が喪失した場合において，安全機能を有する施設の安全

機能確保に必要な設備が使用できるための支援機能としての非常

用所内電源設備が該当する。 

非常用電源の供給機能が単独で機能を喪失しても，外部電源があ

れば，安全上重要な施設及び安全上重要な施設以外の安全機能を有

する施設の発生防止対策を有する設備が機能を維持するため，放射

性物質の大気中への放出には至らない。 

外部電源が喪失し，非常用電源の供給機能が喪失した場合は，電

源を必要とする機器で構成する発生防止対策が機能を喪失する。発

生防止対策としている安全上重要な施設のうち，電源を要する安全

機能は，排気機能，熱的制限値の維持機能，焼結炉等内の負圧維持

機能及び小規模焼結処理装置の加熱停止機能である。このうち，排

気機能及び焼結炉等内の負圧維持機能は，機能を喪失したとしても
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大気中への放射性物質の放出に至る駆動力がないことから，放射性

物質の大気中への放出には至らない。熱的制限値の維持機能及び小

規模焼結処理装置の加熱停止機能が喪失した場合は，これらの機能

を必要とする焼結炉等の加熱も外部電源の喪失により停止するこ

とから，焼結炉等は異常な高温となることはなくプルトニウムの閉

じ込めの機能は維持されるため，放射性物質の大気中への放出には

至らない。 

非常用電源の供給機能の喪失により発生する可能性がある事故

を以下に示す。 

 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能性

がある事故 

外部電源，

非常用電源

の供給機能 

機能を喪失しても放射性物質の大気中

への放出には至らない。 
－ 

 

ｃ．安全に係るプロセス量等の維持機能（混合ガス中の水素濃度）（以

下「水素濃度の維持機能」という。） 

焼結炉等に供給される水素・アルゴン混合ガスの水素濃度が爆ご

うが発生する濃度である９vol％を超える場合に，焼結炉等への水

素・アルゴン混合ガスの供給を自動で停止する混合ガス水素濃度高

による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁が該当

する。 

混合ガス供給停止回路又は混合ガス濃度異常遮断弁が単独で機

能を喪失しても，水素濃度が９vol％以下である水素・アルゴン混合

ガスしか燃料加工建屋内に受け入れないため，高温の炉内で水素・
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アルゴン混合ガスが燃焼したとしても，拡散燃焼しか発生せず，急

激な圧力の上昇を伴うものではないことから，放射性物質の大気中

への放出には至らない。 

水素濃度の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故を

以下に示す。 

 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能

性がある事故 

水素濃度の

維持機能 

異常が発生していないことから， 

単独で機能を喪失しても放射性物質の大

気中への放出には至らない。 

－ 

 

ｄ．グローブボックスの閉じ込め機能の維持機能のうち，ＭＯＸの捕

集・浄化機能（以下「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」

という。） 

グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能として，プルトニウ

ムの閉じ込めの機能を有するグローブボックスの給気側のうち，グ

ローブボックスの閉じ込め機能維持に必要な範囲が該当する。事故

時においてグローブボックスからＭＯＸ粉末が工程室に漏えいす

るとき，グローブボックス給気側を漏えいの経路とすることにより，

経路上の給気フィルタを通過することで漏えいするＭＯＸ粉末量

を低減することができる。 

グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能が単独で機能を喪

失しても，排気機能が健全であれば，グローブボックスからＭＯＸ

粉末が工程室に漏えいすることはないため，放射性物質の大気中へ

の放出には至らない。ただし，排気機能が喪失していれば，グロー
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ブボックス内のＭＯＸ粉末が給気フィルタを通過せずに工程室に

漏えいするため，大気中への放射性物質の放出に至る可能性がある。 

グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能の喪失により発生

する可能性がある事故を以下に示す。 

 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能

性がある事故 

グローブボッ

クス給気側の

ＭＯＸの捕集

機能 

異常が発生していないことから，単独

で機能を喪失しても放射性物質の大気

中への放出には至らない。 

－ 

 

また，グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能の喪失と同時

に排気機能の喪失により発生する可能性がある事故を以下に示す。 

 

安全機能 
安全機能喪失後に想定

する施設状態 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する可能

性がある事故 

排気機能 

グローブボックスから

工程室にＭＯＸ粉末が

漏えいする。 

グローブボ

ックス給気

側のＭＯＸ

の捕集機能 

閉じ込め機能

の不全 

 

ｅ．グローブボックスの閉じ込め機能の維持機能のうち，火災の感知

機能及び火災の消火機能（以下「火災の感知・消火機能」という。） 

火災の感知・消火機能として，グローブボックス温度監視装置及

びグローブボックス消火装置が該当する。また，グローブボックス

消火装置が起動するためには，グローブボックス排風機が起動して

いることが条件であることから，グローブボックス排風機について
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も火災の感知・消火機能の支援機能の位置づけになる。 

火災の感知・消火機能が単独で機能を喪失しても，核燃料物質を

取り扱う設備において火災が発生していなければ，放射性物質の大

気中への放出には至らない。ただし，核燃料物質を取り扱う設備に

おいて火災が発生した状態で，火災の感知・消火機能が喪失してい

れば，火災が継続することにより，大気中への放射性物質の放出に

至る可能性がある。 

火災の感知・消火機能の喪失により発生する可能性がある事故を

以下に示す。 

 

 

また，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設が有する火

災の発生防止の機能の喪失と同時に火災の感知・消火機能の喪失に

より発生する可能性がある事故を以下に示す。 

 

安全機能 

安全機能喪失

後に想定する

施設状態 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する可能

性がある事故 

火災の発生防止の機能を

有する機器（安全上重要

な施設以外の安全機能を

有する施設） 

火災が発生

し，継続す

る。 

火災の 

感知・消火

機能 

閉じ込め機能

の不全 

 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能

性がある事故 

火災の 

感知・消火機

能 

異常が発生していないことから，単独

で機能を喪失しても放射性物質の大気

中への放出には至らない。 

－ 
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以上より，事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せは以

下のとおり整理できる。 

 

想定される

事故 

事故に至る可能性がある機能喪失 

（又はその組合せ） 

安全機能１ 安全機能２ 安全機能３ 

核
燃
料
物
質
に
よ
る
臨

界 

搬送する核燃料物質の制御機能

（安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設） 

核的制限値（寸法）の

維持機能 
 

単一ユニット間の 

距離の維持機能 
  

誤搬入防止機能（安全上重要な施

設以外の安全機能を有する施設） 
  

閉
じ
込
め
機
能
の
不
全 

プルトニウムの 

閉じ込めの機能 
排気機能  

プルトニウムの 

閉じ込めの機能 
排気機能 

事故時の 

排気経路の 

維持機能 

焼結炉等の閉じ込めに関連する

経路の維持機能 
排気機能 

事故時の 

排気経路の 

維持機能 

排気経路の維持機能 排気機能  

ＭＯＸの 

捕集・浄化機能 
  

焼結炉等の閉じ込めに関連する経

路の維持機能 
排気機能  

グローブボックス給気側のＭＯＸ

の捕集機能 
排気機能  

火災の発生防止の機能（安全上重

要な施設以外の安全機能を有する

施設） 

火災の感知・ 

消火機能 
 

 

(ホ) 事故の発生を想定する機器の特定結果 

安全上重要な施設の安全機能の機能喪失又はその組合せにより発生

する可能性がある事故ごとに事故の発生を想定する機器の特定の結果

を以下に示す。 

安全機能が喪失する場合又は安全機能が組合せで同時に喪失する場

合であっても，評価によって事故に至らないことを確認できれば，「△」

を記載する。 
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安全機能の喪失又はその組合せに対して，評価によって事故に至らな

いことを確認できない場合には，事象の収束手段，事象進展の早さ又は

公衆への影響をそれぞれ評価し，以下のとおり記載する。 

○：事故の発生を想定する機器として特定 

×１：事象が発生してもそれ以上事象が進展しないため，設計基準事

故として選定しない事象 

×２：安全機能の喪失により事象が進展するまでの間に喪失した安全

機能の復旧が可能であるため，設計基準事故として選定しない

事象 

×３：機能喪失時の公衆への影響が平常運転時と同程度であるため，

設計基準事故の発生を想定しない事象 

(１) 核燃料物質による臨界 

① 発生防止対策の確認 

核燃料物質による臨界に至る可能性がある機能喪失又はその組合せ

は以下のとおりである。 

・「搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設）」及び「核的制限値（寸法）の維持機能」の同時

喪失 

・「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失 

・「誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設）」の喪失 

これらについては，発生防止対策で構成されている。このため，発

生防止対策の確認の条件として，動的機器の単一故障又は短時間の全

交流電源喪失を想定し，事故に至る可能性を検討する。 

以下，これらについてそれぞれ事故の選定結果を示す。 
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ａ．「搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な施設以外の安全

機能を有する施設）」及び「核的制限値（寸法）の維持機能」の同時

喪失 

「搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な施設以外の安全

機能を有する施設）」が喪失して搬送する核燃料物質の寸法が制限

された条件から逸脱し，「核的制限値（寸法）の維持機能」が喪失し，

制限された寸法から逸脱した核燃料物質が搬送先に搬送された場

合には，核燃料物質による臨界に至る可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

「核的制限値（寸法）の維持機能」を構成する機器は静的機器

であるため機能喪失しない。 

(ｂ) 短時間の全交流電源喪失の場合 

「核的制限値（寸法）の維持機能」を構成する機器は静的機器

であるため機能喪失しない。 

ｂ．「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失 

「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失により核燃料物質間

の距離が制限された条件から逸脱し，核燃料物質による臨界に至る

可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

「単一ユニット間の距離の維持機能」を構成する機器は静的機

器であるため機能喪失しない。 

(ｂ) 短時間の全交流電源喪失の場合 

「単一ユニット間の距離の維持機能」を構成する機器は静的機

器であるため機能喪失しない。 
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ｃ．「誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設）」の喪失 

「誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設）」が喪失した状態で核燃料物質が搬送された場合，搬送先の単一

ユニットにおいて核的制限値を逸脱することにより，核燃料物質に

よる臨界に至る可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

誤搬入防止機能を有する機器が単一故障により機能喪失する

可能性がある。しかし，誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設）は，ＩＤ番号読取機による搬送対象と

なる容器のＩＤ番号が一致していることの確認，秤量器による容

器の秤量値に有意な差がないことの確認，運転管理用計算機及び

臨界管理用計算機による確認，誤搬入防止シャッタの開放並びに

運転員による搬入許可といった，複数の機器による確認及び運転

員による確認を行っている。このため，単一故障により誤搬入防

止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）を喪失

することは想定されないことから，核燃料物質が誤搬入されるこ

とはなく，核燃料物質による臨界は発生しない。 

さらに，誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設）を構成する機器は，それぞれが異なる機器であるた

め，偶発的に同時に機能を喪失することは想定しにくいが，仮に

誤搬入防止機能を構成する複数の機器が同時に機能喪失するこ

とを想定したとしても，運転員による確認行為により，核燃料物

質の誤搬入が発生することはない。 

また，誤搬入防止機能を構成する複数の動的機器の機能喪失と
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運転員による確認ミスにより，核燃料物質が１回誤搬入すること

を想定したとしても，搬入先の単一ユニットにおける運転管理の

上限値は逸脱するものの，未臨界質量を超えるものではないため，

核燃料物質による臨界の誘因とならない。 

(ｂ) 短時間の全交流電源喪失の場合 

誤搬入防止機能を有する機器の全てが機能を喪失する可能性

がある。しかし，全交流電源喪失により，核燃料物質の搬送も停

止することから，核燃料物質の誤搬入が発生することはなく，核

燃料物質による臨界は発生しない（×１）。 

② 拡大防止対策等の確認及び設計基準事故の選定 

核燃料物質による臨界については，①に記載のとおり，発生防止対

策の信頼性が十分に高く，想定される異常事象の発生が十分に防止で

きることから，核燃料物質による臨界は設計基準事故として選定しな

い。 

核燃料物質による臨界の各事象に対する発生防止対策，拡大防止対

策等の確認結果を添７第２表に示す。 

(２) 閉じ込め機能の不全 

① 発生防止対策の確認 

閉じ込め機能の不全に至る可能性がある機能喪失又はその組合せは

以下のとおりである。 

・「プルトニウムの閉じ込めの機能」及び「排気機能」の同時喪失 

・「プルトニウムの閉じ込めの機能」，「排気機能」及び「事故時の排

気経路の維持機能」の同時喪失 

・「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」，「排気機能」及

び「事故時の排気経路の維持機能」の同時喪失 
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・「排気経路の維持機能」及び「排気機能」の同時喪失 

・「ＭＯＸの捕集・浄化機能」の喪失 

・「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」及び「排気機能」

の同時喪失 

・「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」及び「排気機能」

の同時喪失 

・「火災の発生防止の機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設）」 

以下，これらについてそれぞれの事故の発生を想定する機器の特定

結果を示す。 

ａ．「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失及び「排気機能」の喪

失 

「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失及び「排気機能」の喪

失により，閉じ込め機能の不全に至る可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

「排気機能」を有するグローブボックス排風機は動的機器の単

一故障により機能を喪失するが，グローブボックス排風機は多重

化していること，運転中のグローブボックス排風機の故障時は予

備機が自動で起動することから，「排気機能」は喪失しない。 

また，「プルトニウムの閉じ込めの機能」を構成する機器は静的

機器であるため，機能喪失しない。 

(ｂ) 短時間の全交流電源喪失の場合 

「排気機能」は喪失するが，「プルトニウムの閉じ込めの機能」

を構成する機器は静的機器であるため喪失しない。このため，同

時に機能を喪失することはない。 
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ｂ．「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失，「排気機能」の喪失及

び「事故時の排気経路の維持機能」の喪失並びに「焼結炉等の閉じ

込めに関連する経路の維持機能」の喪失，「排気機能」の喪失及び「事

故時の排気経路の維持機能」の喪失 

「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失，「排気機能」の喪失及

び「事故時の排気経路の維持機能」の喪失並びに「焼結炉等の閉じ

込めに関連する経路の維持機能」の喪失，「排気機能」の喪失及び「事

故時の排気経路の維持機能」の喪失により，工程室からの排気経路

外に放射性エアロゾルが漏えいする可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

「排気機能」を有するグローブボックス排風機は動的機器の単

一故障により機能を喪失するが，グローブボックス排風機は多重

化していること，運転中のグローブボックス排風機の故障時は予

備機が自動で起動することから，「排気機能」は喪失しない。 

また，「プルトニウムの閉じ込めの機能」，「事故時の排気経路の

維持機能」及び「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」

を構成する機器は静的機器であるため，機能を喪失しない。 

(ｂ) 短時間の全交流電源喪失の場合 

「排気機能」は喪失するが，「プルトニウムの閉じ込めの機能」，

「事故時の排気経路の維持機能」及び「焼結炉等の閉じ込めに関

連する経路の維持機能」を構成する機器は静的機器であるため，

同時に機能を喪失することはない。 

ｃ．「排気経路の維持機能」の喪失及び「排気機能」の喪失 

「排気経路の維持機能」の喪失及び「排気機能」の喪失により，

閉じ込め機能の不全に至る可能性がある。 
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(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

「排気機能」を有するグローブボックス排風機は動的機器の単

一故障により機能を喪失するが，グローブボックス排風機は多重

化していること及び運転中のグローブボックス排風機の故障時

は予備機が自動で起動することから，「排気機能」は喪失しない。 

また，「排気経路の維持機能」を構成する機器は静的機器である

ため，機能を喪失しない。 

(ｂ) 短時間の全交流電源喪失の場合 

「排気機能」は喪失するが，「排気経路の維持機能」を構成する

機器は静的機器であるため，同時に機能を喪失することはない。 

ｄ．「ＭＯＸの捕集・浄化機能」の喪失 

「ＭＯＸの捕集・浄化機能」の喪失により，高性能エアフィルタ

により捕集される放射性エアロゾルが捕集されずに放出されるこ

とにより，閉じ込め機能の不全に至る可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

「ＭＯＸの捕集・浄化機能」を構成する機器は静的機器である

ため，機能を喪失しない。 

(ｂ) 短時間の全交流電源喪失の場合 

「ＭＯＸの捕集・浄化機能」を構成する機器は静的機器である

ため，機能を喪失しない。 

ｅ．「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」の喪失及び「排

気機能」の喪失 

「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」の喪失及び

「排気機能」の喪失により閉じ込め機能の不全に至る可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 
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「排気機能」を有するグローブボックス排風機は動的機器の単

一故障により機能を喪失するが，グローブボックス排風機は多重

化していること及び運転中のグローブボックス排風機の故障時

は予備機が自動で起動することから，排気機能は喪失しない。 

また，「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」を構成

する機器は静的機器であるため，機能を喪失しない。 

(ｂ) 短時間の全交流電源喪失の場合 

「排気機能」は喪失するが，「焼結炉等の閉じ込めに関連する経

路の維持機能」を構成する機器は静的機器であるため，同時に機

能を喪失することはない。 

ｆ．「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」の喪失及び「排気

機能」の喪失 

「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」の喪失及び「排

気機能」の喪失により，グローブボックス給気フィルタを経由せず

にＭＯＸ粉末が工程室に漏えいする可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

「排気機能」を有するグローブボックス排風機は動的機器の単

一故障により機能を喪失するが，グローブボックス排風機は多重

化していること及び運転中のグローブボックス排風機の故障時

は予備機が自動で起動することから，「排気機能」は喪失しない。 

また，「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」を構成す

る機器は静的機器であるため，動的機器の単一故障では機能を喪

失しない。 

(ｂ) 短時間の全交流電源喪失の場合 

「排気機能」は喪失するが，「グローブボックス給気側のＭＯＸ
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の捕集機能」を構成する機器は静的機器であるため，同時に機能

を喪失することはない。 

ｇ．「火災の発生防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設）」の喪失 

火災が発生するためには，燃焼の３要素として可燃物，酸素及び

着火源が必要となる。このため，火災の発生防止対策の確認として

は，発生防止対策の確認の条件によりこれら燃焼の３要素が揃うか

を確認する。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

粉末の調整又は圧縮成形を行う工程のグローブボックスは窒

素雰囲気で運転を行うこと，グローブボックス内で運転員が取り

扱う可燃物の物品は金属製の容器に収納すること，機器の駆動の

ための潤滑油は機器内に収納すること及びグローブボックスは

難燃性材料又は不燃性材料を使用することとしている。一方，火

災が発生するためには，可燃物，酸素及び着火源という燃焼の３

要素が揃う必要がある。このため，動的機器の単一故障を想定し

ても，上記の火災の発生防止対策のいずれかが機能を喪失するだ

けであり，燃焼の３要素が揃うことはないため，動的機器の単一

故障では火災は発生しない。 

(ｂ) 短時間の全交流電源喪失の場合 

グローブボックス内が空気雰囲気になることが想定されるが，

グローブボックス内の可燃物は機器の中に存在すること，電源の

喪失により着火源がなくなることから，火災の発生は想定されな

い。 

② 拡大防止対策等の確認及び設計基準事故の選定 
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①で確認した結果，発生防止対策の機能喪失が設計基準事故の誘因

にならないことを確認した。しかし，拡大防止対策等の安全設計の妥

当性を確認し，ＭＯＸ燃料加工施設周辺の公衆に著しい放射線被ばく

のリスクを与えないことを確認する観点で，設計基準事故を選定する。 

設計基準事故の選定においては，発生の可能性との関連において想

定される異常事象を抽出し，当該異常事象の発生防止対策が機能を喪

失し，異常事象が発生することを想定する。また，設計基準事故とし

ては，多量の放射性物質がＭＯＸ燃料加工施設から放出される事象を，

閉じ込め機能の不全とする。 

閉じ込め機能の不全については，ＭＯＸ燃料加工施設において，核

燃料物質を混合酸化物貯蔵容器，グローブボックス等，燃料集合体に

より取り扱うことから，これらの閉じ込めバウンダリが損傷すること

により，閉じ込め機能の不全に至ることが考えられる。 

このうち，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体は，これらが落下し

ても損傷しない高さに取扱いを制限していることから，混合酸化物貯

蔵容器及び燃料集合体の落下による閉じ込め機能の不全は想定しな

い。 

製造工程のグローブボックス等内で取り扱う核燃料物質の形態とし

ては，ＭＯＸ粉末，グリーンペレット，ペレットの形態である。グリ

ーンペレット及びペレットの形態の場合，これらは安定な成形体であ

るため，何らかの異常が発生したとしても，その影響を受けて大気中

へと放出される事態になることは考えられない。核燃料物質がＭＯＸ

粉末の形態であれば，発生した異常の影響により，大気中への放出に

至る状態になり得ると考えられる。また，ＭＯＸ粉末の閉じ込め機能

を担うものとしては，安全上重要な施設とするグローブボックスであ
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る。このため，ＭＯＸ粉末を取り扱う安全上重要な施設とするグロー

ブボックスにおいて，大気中への放射性物質の放出に至る事故の発生

の可能性を評価する。 

安全上重要な施設とするグローブボックスの閉じ込めバウンダリが

損傷することの想定としては，グローブボックス内外において，重量

物が落下し，その衝撃がグローブボックスに加わることにより損傷す

ることが考えられる。しかしながら，グローブボックスを設置する室

においては，重量物を取り扱うクレーン類がないため，グローブボッ

クス外で重量物が落下してグローブボックスが損傷することはない。

一方，グローブボックス内においては，製造工程で使用する核燃料物

質を収納した容器を取り扱うことから，重量物として容器が落下する

ことが想定される。このため，閉じ込め機能の不全としてグローブボ

ックスが破損し，ＭＯＸ粉末が漏えいするという事象が考えられる。 

グローブボックスはグローブボックス排気設備を介して大気中と接

続された構造である。このため，グローブボックスが損傷しなくとも，

グローブボックス内において何らかの異常が発生した場合に，その異

常の影響を受けた核燃料物質が，グローブボックス排気設備を経由し

て大気中へと放出されることが考えられる。 

ＭＯＸ粉末は，通常運転時において，粉末容器に収納した状態で搬

送し，各グローブボックスにおいて，混合機への投入，混合機による

粉末の混合，取り出し及びグリーンペレット成型といったプロセスに

より取り扱う。このため，粉末を収納した粉末容器を取り扱い中に落

下又は転倒することによりグローブボックス内にＭＯＸ粉末が浮遊

し，グローブボックス内の気相中のＭＯＸ粉末の濃度が上昇すること

で，大気中への放射性物質の放出量が上昇するという事象が考えられ
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る。このため，閉じ込め機能の不全として，グローブボックス内のＭ

ＯＸ粉末の飛散を想定する。 

また，ＭＯＸ粉末が影響を受ける異常として，グローブボックス内

において駆動力を有する事象が発生し，その影響を受けることで放射

性物質が大気中へと放出される事象が考えられる。ＭＯＸ燃料加工施

設では，製造工程において多量の有機溶媒等は取り扱わないこと，製

造工程において過渡変化がなく取り扱う核燃料物質自体も安定な状

態であること及び取り扱う核燃料物質による崩壊熱の影響も小さい

ことから，以上の特徴を踏まえるとＭＯＸ燃料加工施設において発生

する可能性がある駆動力を有する事象は想定しにくい。しかし，潤滑

油や水素ガスといった火災又は爆発の要因となり得るものを有して

いることから，ＭＯＸ燃料加工施設において発生する可能性がある駆

動力を有する事象においては，火災と爆発が考えられる。しかしなが

ら，爆発については，ＭＯＸ燃料加工施設において想定される爆発の

要因としては，水素・アルゴン混合ガスがあるものの，燃料加工建屋

内において取り扱う水素濃度が９vol％以下であること，燃料加工建

屋内へ水素濃度が９vol％を超える水素・アルゴン混合ガスが流入す

ることは生じ得ないことから，爆ごうが発生することは想定できない。

また，水素・アルゴン混合ガスを使用してペレットの焼結を行う焼結

炉等は，仮に空気が混入した焼結炉内で水素濃度が９vol％以下の水

素・アルゴン混合ガスが燃焼した場合においても，拡散燃焼しか発生

せず，急激な圧力の上昇を伴うものではないことから，大気中への放

射性物質の放出には至らない。このため，燃料加工建屋においては，

大気中への放射性物質の放出に至るような規模の爆発が発生するこ

とはない。 
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以上を踏まえ，閉じ込め機能の不全となり得る事象としては，「グロ

ーブボックスの破損」，「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」

及び「大気中に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生（火災）」

である。 

閉じ込め機能の不全の各事象に対する発生防止対策，拡大防止対策

等の確認結果を添７第２表に示す。 

ａ．グローブボックスの破損 

閉じ込め機能の不全のうち，グローブボックス内で重量物である

容器が落下し，落下の衝撃によりグローブボックスが損傷すること

により，グローブボックスから工程室にＭＯＸ粉末が漏えいし，大

気中への多量の放射性物質の放出に至る可能性がある。 

グローブボックス内で容器を取り扱う機器は安全上重要な施設

ではないことから，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

である，グローブボックス内で容器を取り扱う動的機器の故障によ

り，容器の落下防止機能を喪失することを想定する。 

しかしながら，落下する容器はグローブボックスの内装機器に衝

突することが考えられるためグローブボックスへの衝撃が緩和さ

れること，グローブボックス缶体はステンレス製であるため重量物

が落下しても缶体は破損しないこと及びグローブボックスのパネ

ルは側面に設置されており落下した容器が直接パネルに衝突する

ことはないことから，グローブボックス内の容器の落下によりグロ

ーブボックスが破損することはないため，事故の発生は想定されな

い。 

ｂ．グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散 

グローブボックス内でＭＯＸ粉末を収納した容器の転倒又は落
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下により，容器からグローブボックス内へＭＯＸ粉末が飛散し，グ

ローブボックス内の気相中の放射性物質の濃度が上昇することに

より，大気中への多量の放射性物質の放出に至る可能性がある。 

グローブボックス内で容器を取り扱う機器は安全上重要な施設

ではないことから，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

である，グローブボックス内で容器を取り扱う動的機器が故障によ

り，容器の落下防止機能又は転倒防止機能を喪失することを想定す

る。 

容器を取り扱う動的機器の故障により落下防止機能又は転倒防

止機能を喪失し，容器が落下又は転倒することでグローブボックス

内にＭＯＸ粉末が飛散することが考えられる。しかしながら，平常

運転時の放射性物質の年間放出量は，ＭＯＸ粉末の気相中への移行

率としてウラン粉末を１ｍの高さから落下させた際のエアロゾル

生成割合である７×10-5 を使用して算出していることから，グロー

ブボックス内で容器の落下又は転倒によりＭＯＸ粉末が飛散した

としても，平常運転時と同等の放出量であることから，事故の発生

は想定されない。したがって，公衆への影響が平常運転時と同程度

である事象（×３）に該当する。 

ｃ．大気中に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生（火災） 

グローブボックス内で大気中に放出する状態に至る駆動力とな

る事象である火災が発生し，その駆動力の影響を受けたＭＯＸ粉末

が大気中へ放出されることにより，平常運転時よりも多量の放射性

物質が大気中へと放出されることにより，事故に至ることが考えら

れる。 

駆動力となる事象として，「② 拡大防止対策等の確認及び設計
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基準事故の選定」より，グローブボックス内における火災を想定す

る。取り扱う核燃料物質の形態がＭＯＸ粉末の場合は，火災の上昇

気流の影響を受けることにより，気相中に移行し，大気中への放出

に至るおそれがある。また，粉末であっても，蓋付きの容器に収納

された状態又は機器内に収納された状態であれば，内部の粉末が火

災による上昇気流の影響を受けることは想定しにくい。そのため，

火災の発生を想定する対象となる設備として，蓋のない容器により

露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱う設備・機器を有するグローブ

ボックスとする。 

想定する火災源としては，大気中への放射性物質の放出に至るよ

うな火災の発生が想定される火災源を有するグローブボックスを，

設計基準事故の発生を想定するグローブボックスとして選定する。 

安全上重要な施設のグローブボックス内に存在する火災源とし

ては，ケーブル，計器類，グローブボックス内の機器が有する潤滑

油，清掃，メンテナンス等で使用するアルコール及びウエス並びに

遮蔽の観点でグローブボックス内で使用するポリエチレンがある。 

ケーブル及び計器類については，火災が発生しても火災の規模は

小さく，ＭＯＸ粉末に対して駆動力を与えることはないため，火災

源として想定しない。 

グローブボックス内の機器が有する潤滑油については，引火点が

200℃以上と高いため着火しにくいが，火災発生時の火災規模は大

きく，火災が発生した場合はＭＯＸ粉末に対して駆動力を与え，大

気中に放出する状態に至るおそれがあるため，火災源として想定す

る。 

清掃，メンテナンス等で使用するアルコール及びウエスについて
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は，使用時以外は不燃性容器に収納すること及び使用時は運転員が

グローブボックス作業をしている状態であることから，火災源とし

て想定しない。 

遮蔽の観点でグローブボックス内で使用するポリエチレンにつ

いては，不燃性材料で覆う設計であるとともに静的機器であること

から，可燃物として露出することがないため，火災源として想定し

ない。 

以上より，想定する火災源はグローブボックス内の機器が有する

潤滑油である。 

火災源として特定したグローブボックス内の潤滑油による火災

が発生するためには，グローブボックス内において，燃焼の３要素

である可燃物，酸素及び着火源が揃う必要がある。 

可燃物としては，機器内の潤滑油が，過電流遮断器が機能喪失し

た状態において発生した過電流の影響で潤滑油の温度が上昇した

状態で，潤滑油を収納した機器に亀裂が発生し，温度が上昇した潤

滑油が漏えいすることにより，火災源となり得る可燃物が生ずるこ

とが想定される。 

酸素としては，窒素循環設備の窒素循環ファンが停止した状態で

グローブボックス排風機の運転が継続し，グローブボックス内が過

負圧となり，自力式吸気弁が開になることで工程室内の空気がグロ

ーブボックス内に流入することが想定される。また，窒素循環設備

の系統が破断した状態でグローブボックス排風機が運転を継続す

ることにより，工程室内の空気がグローブボックス内に流入するこ

とが想定される。 

着火源については，グローブボックス内でケーブル等によるスパ
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ークが発生し，潤滑油に着火することが想定される。 

以上より，大気中に放出する状態に至る駆動力となる事象である

火災の発生が想定されるグローブボックスである，ＭＯＸ粉末を露

出した状態で取り扱い，潤滑油を有する機器を設置するグローブボ

ックスは，以下のとおりである。 

なお，いずれのグローブボックスにおいても，通常運転時は窒素

雰囲気であり，潤滑油は機器内に収納する等，火災の発生防止対策

として施していることは同じである。 

・予備混合装置グローブボックス 

・均一化混合装置グローブボックス 

・造粒装置グローブボックス 

・回収粉末処理・混合装置グローブボックス 

・添加剤混合装置グローブボックス（２基） 

・プレス装置（プレス部）グローブボックス（２基） 

上記の燃焼の３要素がグローブボックス内で揃うとともに，漏え

いした潤滑油にスパークにより着火することで火災が発生する。こ

れら偶発的な事象が同時に発生することは想定しにくいものの，火

災が発生した場合においては，大気中に放射性物質を放出する状態

に至る駆動力となる事象であることから，技術的な想定を超えた事

象の重ね合わせを考慮し，火災が発生する状態を想定する。 

以上より，露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる

潤滑油を保有しているグローブボックスにおいて火災が発生し，火

災影響を受けたＭＯＸ粉末が飛散し，大気中に放射性物質が放出さ

れる事象を設計基準事故として選定する（〇）。 

(３) 特定結果 
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ＭＯＸ粉末を露出した状態で取り扱い，火災源となる潤滑油を保有

する機器を設置するグローブボックスにおいて火災が発生し，火災影

響を受けた粉末容器内のＭＯＸ粉末が飛散し，大気中に放射性物質が

放出される事象を，設計基準事故として選定する。設計基準事故の発

生を想定するグローブボックスは，以下のとおりである。 

・予備混合装置グローブボックス 

・均一化混合装置グローブボックス 

・造粒装置グローブボックス 

・回収粉末処理・混合装置グローブボックス 

・添加剤混合装置グローブボックス（２基） 

・プレス装置（プレス部）グローブボックス（２基） 

 

(ヘ) 設計基準事故の評価の基本的な考え方 

設計基準事故の評価は，発生を想定する事故の影響を把握し，設備の

健全性を確認し，対策の実施により事故が収束することを確認するとと

もに，事故の収束までの大気中への放出量から，敷地境界における実効

線量を評価し，公衆に著しい放射線被ばくのリスク与えないことを確認

する。 

(１) 評価対象の整理及び評価項目の設定 

「(ロ) 設計基準事故の発生を想定する際の条件の考え方」におい

て考慮した事故の発生の条件をもとに，事故評価を行う代表事例を選

定し，安全設計の妥当性を確認する。 

設計基準事故の評価を実施する代表事例は，「(ホ) 事故の発生を

想定する機器の特定結果」において整理された情報を基に，設計基準

事故として想定する機能喪失の範囲，拡大防止対策等及び生ずる環境
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条件を考慮し選定する。 

設計基準事故の評価のために，評価項目を設定する。評価項目は，

設計基準事故による敷地境界における実効線量とする。 

(２) 評価に当たって考慮する事項 

設計基準事故の評価では，以下の事項を考慮する。 

① 安全機能を有する施設の安全機能の喪失に対する想定 

「(１) 評価対象の整理及び評価項目の設定」において選定した代

表事例にて想定される機能喪失を想定して評価を実施する。 

また，拡大防止対策等の妥当性を確認するために，設計基準事故の

評価が も厳しくなる拡大防止対策等の動的機器の単一故障を想定

する。 

② 操作及び作業時間に対する想定 

設計基準事故への対処については運転員による操作及び作業を必要

としない。 

③ 環境条件 

設計基準事故は内的事象を起因とした発生を想定する。また，設計

基準事故に対処するための設備は自然現象等により機能を喪失しな

いこと及び設計基準事故への対処については運転員による操作を必

要としないことから，自然現象等による影響は考慮が不要である。 

④ 設計基準事故の評価の範囲 

設計基準事故の評価は，公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与え

ないことを確認するためのものであることから，発生した事故が収束

するまでの間における大気中への放射性物質の放出量から，敷地境界

の実効線量を評価する。 

⑤ 設計基準事故の評価に使用する計算プログラム 
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設計基準事故の評価には，解析コードは使用しない。 

(３) 評価の条件設定 

① 評価の条件設定の考え方 

設計基準事故の評価の条件設定については，設計値及び運転状態の

現実的な条件を設定することを基本とする。 

② 共通的な条件 

ａ．プルトニウム富化度 

ＭＯＸのプルトニウム富化度は運転管理の上限値に基づき，ＭＯ

Ｘの形態ごとに以下のとおり設定する。 

 

ＭＯＸ形態 プルトニウム富化度（％） 

粉末 

原料ＭＯＸ粉末 60 

一次混合粉末 33 

二次混合粉末 18 

添加剤混合粉末 18 

 

ｂ．プルトニウムの同位体組成 

ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質の仕様及び取扱量に

ついては運転状態により変動し得るが，吸入による被ばくが も厳

しくなる条件となるよう，再処理する使用済燃料の燃焼の条件及び

冷却期間をパラメータとして，燃料加工建屋外へ放出するプルトニ

ウムの同位体組成を以下のとおり設定する。 

アメリシウム－241 は，再処理後の蓄積を考慮し，プルトニウム

質量に対する比で 4.5％と設定する。また，ウラン，不純物として

含まれる核分裂生成物等については，プルトニウム（アメリシウム
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－241を含む。）に比べて，公衆の被ばくへの寄与が小さい。 

核種 質量割合（％） 

Ｐｕ－238 3.8 

Ｐｕ－239 55.6 

Ｐｕ－240 27.3 

Ｐｕ－241 13.3 

Ａｍ－241 4.5 

合計 104.5 

 

ｃ．インベントリ 

ＭＯＸのインベントリは，各グローブボックス及び設備において

取り扱う運転状態を基に設定する。 

具体的には，設計基準事故の発生を想定する各グローブボックス

で取り扱う粉末容器の運転管理の上限値を適用する。 

 

グローブボックス 基数 粉末容器 

容器のインベント

リ 

（kg･ＭＯＸ） 

容器が取り

扱うＭＯＸ

粉末のプル

トニウム富

化度 

（％） 

火災影響を受ける

ＭＯＸ粉末量 

（kg･Ｐｕ） 

予備混合装置グローブ

ボックス 
１ Ｊ60 65 33 19.0 

均一化混合装置グロー

ブボックス 
１ Ｊ85 90 18 14.3 

造粒装置グローブボッ

クス 
１ Ｊ85 90 18 14.3 

回収粉末処理・混合装

置グローブボックス※ 
１ Ｊ60/Ｊ85 65/90 33/18 19.0/14.3 

添加剤混合装置グロー

ブボックス 
２ Ｊ85 90 18 14.3 

プレス装置（プレス

部）グローブボックス 
２ Ｊ85 90 18 14.3 

※回収粉末処理・混合装置では，ＭＯＸ粉末を収納した状態で２種類の粉末容器を同時に取り扱う場合がある。 
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ｄ．事故の影響を受ける割合及び気相に移行する割合 

事故の影響を受ける割合及び気相に移行する割合は，事故の特徴

ごとに既往の知見を参考に設定する。 

ｅ．大気中への放出過程における放射性物質の除染係数 

配管，ダクト等を通じた流動がある場合の放出過程における放射

性物質の除染係数の設定の基本的な考え方は，以下のとおりとする。 

(ａ) 放出経路 

流動がある場合のエアロゾルは，配管曲がり部等への貫性沈着

の効果が見込めるため，排気系統の流路全体で，除染係数ＤＦ10

を設定する。 

(ｂ) 高性能エアフィルタ 

高性能エアフィルタに関しては，通常時の環境における健全な

高性能エアフィルタ３段の除染係数ＤＦ1011 以上という測定試験

結果がある。また，多段フィルタシステムでは，後段のフィルタ

ほど捕集効率は低下するものの，除染係数が 小となる粒径付近

では，各段のフィルタの捕集効率に大きな違いはなく，１桁も変

わらないという報告もあることから，後段フィルタの捕集効率の

低下を考慮し，１段目：ＤＦ103，２段目以降：102として，健全な

高性能エアフィルタ４段の除染係数を109と想定する。 

ｆ．相対濃度 

地上高 10ｍ（標高 69ｍ）における 2013 年４月から 2014 年３月

までの１年間の観測資料を使用して求めた 8.1×10-5s/m3を用いる。 

なお，大気拡散の計算に使用する放出源は，排気口の地上高さ

及び排気口からの吹上げを考慮せずにより厳しい評価となるよう

地上放出とする。 
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ｇ．呼吸率 

成人の活動時の呼吸率を1.2m3/h(１)とする。 

ｈ．実効線量係数 

「ICRP Publication 72」(２)の実効線量係数を用いる。ＭＯＸ燃

料加工施設で取り扱うＭＯＸは不溶性の酸化物であることから，こ

れに対応した以下の実効線量係数を適用する。 

 

核種 実効線量係数

（Sv/Bq） 

Ｐｕ－238 1.6×10-5 

Ｐｕ－239 1.6×10-5 

Ｐｕ－240 1.6×10-5 

Ｐｕ－241 1.7×10-7 

Ａｍ－241 1.6×10-5 

 

(４) 評価の実施 

設計基準事故の評価は，発生を想定する設計基準事故の特徴を基に

事故の進展を考慮し，大気中への放射性物質の放出量による敷地境界

の実効線量により評価する。 

 

(ト) 設計基準事故の評価 

(１) 閉じ込め機能の不全の特徴 

火災が発生するためには，燃焼の３要素である可燃物，酸素及び着

火源が揃う必要がある。ＭＯＸ燃料加工施設において，非密封のＭＯ

Ｘ粉末はグローブボックス内で取り扱われており，粉末の調整又は圧
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縮成形を行う工程のグローブボックス内は窒素雰囲気とすること，潤

滑油が機器に収納されていること，着火源がないこと等の火災の発生

防止対策を講じている。また，非密封のＭＯＸを取り扱うグローブボ

ックス及びグローブボックスが設置される工程室及び工程室を取り

囲む建屋はそれぞれグローブボックス排気設備，工程室排気設備，建

屋排気設備により換気され，それぞれ内側の圧力が低くなるよう設計

している。 

何らかの要因によってグローブボックス内で火災が発生し，それが

継続することによって，静置された状態のＭＯＸ粉末が火災の影響を

受け，放射性エアロゾルとして気相中に移行する。気相中に移行した

ＭＯＸ粉末が，火災によるグローブボックス内の温度上昇に伴う体積

膨張によって，地下３階から地上階までＭＯＸ粉末が上昇する駆動力

が生じ，グローブボックス排気設備を経由して大気中に放出され，平

常運転時よりも多量の放射性物質を大気中に放出する状態に至る。 

(２) 具体的対策 

グローブボックス内で発生した火災は，グローブボックス天井部，

グローブボックス排気口近傍及び潤滑油近傍のいずれかのグローブ

ボックス温度監視装置の火災感知器で感知する。また，火災の感知後

はグローブボックス消火装置により火災発生のグローブボックス全

体に対して消火ガスを自動で放出し，消火ガスに置換する。グローブ

ボックス消火装置は負圧を維持しながら消火ガスに置換するため，グ

ローブボックス排風機が運転中にグローブボックス消火装置が起動

できるようインターロックを設ける設計である。グローブボックス消

火装置において消火ガスの放出と同時に，グローブボックス給気側の

ピストンダンパを閉止するとともに，消火ガス放出完了時には，グロ
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ーブボックス排気側に設置する延焼防止ダンパを閉止する。これらに

より，消火ガスの放出時及び放出完了時におけるグローブボックスへ

の空気の流入を制限し，グローブボックス内の負圧を維持した状態に

する。 

上記一連の対策は，いずれのグローブボックスにおいても自動で行

われる。 

設計基準事故に対処するための設備の系統イメージ図を添７第２図

に示す。 

(３) 評価 

① 代表事例 

閉じ込め機能の不全の発生の要因は，「(ホ) 事故の発生を想定す

る機器の特定」で示したとおり，技術的な想定を超えた，内的事象に

よる火災の発生防止対策の機能喪失及び異常事象として火災の発生

を想定することの組合せによるものである。 

このため，事故の発生を８基のグローブボックスのうちのある１基

のグローブボックスにおける閉じ込め機能の不全の発生の要因が，ほ

かの７基のグローブボックスにおける火災の発生の起因とならない

ことから，複数のグローブボックスで同時に閉じ込め機能の不全が発

生することもない。 

そのため，設計基準事故の評価の各項目において も厳しい結果を

与えるグローブボックスとして，回収粉末処理・混合装置グローブボ

ックスを代表として選定する。 

② 代表事例の選定理由 

設計基準事故として想定する潤滑油による火災は，機器から漏えい

した潤滑油がオイルパンに溜まり，オイルパン上で燃焼する火災とな
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る。この火災の状況は，オイルパン上の潤滑油の燃焼面積により，様々

な様態となり得る。このため，設計基準事故の評価においては，潤滑

油の量による火災の規模及び燃焼形態に応じた大気中への放射性物

質の放出量の関連性は考慮せず，設計基準事故の発生を想定する８基

のグローブボックスのいずれにおいても同様な燃焼をするものとし

て評価する。ただし，設計基準事故の発生を想定する８基のグローブ

ボックスのいずれにおいても多量の潤滑油を有するものではなく，火

災の規模は小さいことから，難燃性材料又は不燃性材料を使用するグ

ローブボックス自体が火災により損傷することはない。 

拡大防止対策等のうち，発生した火災の感知を行うグローブボック

ス温度監視装置，感知した火災を消火するためのグローブボックス消

火装置については，いずれのグローブボックスにおいても同じ設備に

より自動で火災の感知及び消火を行う。 

また，拡大防止対策等のうち，大気中に放出される放射性物質の捕

集を行う高性能エアフィルタは，いずれのグローブボックスからの排

気経路においても，グローブボックス排気フィルタ及びグローブボッ

クス排気フィルタユニットによる高性能エアフィルタ４段であり，対

策としては同じである。 

以上より，設計基準事故の発生を想定するグローブボックス内の機

器が有する潤滑油量や，火災の発生の感知から消火までが自動で行わ

れることを考慮すると，想定される火災の規模は小さく，火災が発生

したグローブボックスから隣接のグローブボックスへ延焼すること

は考えられない。このため，火災の影響は当該グローブボックス内に

限定されることが考えられる。 

また，いずれのグローブボックスにおいても，ＭＯＸ粉末の取扱い
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は，金属製の機器内におけるＭＯＸ粉末の混合，圧縮成形等の処理又

は金属製の粉末容器にＭＯＸ粉末を収納した状態における取扱いで

ある。 

グローブボックス内の火災の発生を想定しても，金属製の機器内又

は容器内に収納されたＭＯＸ粉末が火災影響を受けることは想定し

にくい。しかしながら，各グローブボックスにおいて取り扱う粉末容

器は粉末容器の上側に開口部を有した構造であり，蓋をしない状態で

取り扱うことから，粉末容器に収納したＭＯＸ粉末については，火災

影響を受けることを想定する。 

このため，設計基準事故の評価に当たり，代表となるグローブボッ

クスは，蓋をしない状態の粉末容器で取り扱うＭＯＸ粉末の量が も

多いグローブボックスである。 

以上より，公衆への放射線被ばくのリスクの観点で，グローブボッ

クス内で取り扱う粉末容器中のプルトニウム量が も多いグローブ

ボックスとして，同時に２種類の粉末容器を取り扱うこともある回収

粉末処理・混合装置グローブボックスを代表事例として選定する。 

③ 設計基準事故の評価の考え方 

設計基準事故の評価は，火災の発生後，拡大防止対策等であるグロ

ーブボックス温度監視装置及びグローブボックス消火装置による火

災の感知及び消火を行うことにより放射性物質を大気中に放出する

駆動力がなくなることから，大気中への放射性物質の放出に繋がる火

災に係る対応が完了するまでの間に大気中に放出される放出量を対

象とし，拡大防止対策等の機能により放射性物質の放出量が十分に低

く抑えられ，公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないことを評

価する。 
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大気中への放射性物質の放出量の評価においては，拡大防止対策等

の妥当性を確認するために，評価が も厳しくなる拡大防止対策等の

動的機器の単一故障を想定する。 

また，グローブボックス内で火災が発生しても，消火ガスの放出中

はグローブボックス排風機の運転により排気を維持し，グローブボッ

クス内の負圧を維持する。このため，発生した火災により圧力が上昇

したとしても，グローブボックス排風機によりグローブボックスから

排気されるため，火災による圧力上昇は放射性物質の放出量の評価へ

の影響はない。 

④ 事故の条件及び機器の条件 

拡大防止対策等に使用する主要な機器の条件を以下に示す。 

ａ．閉じ込め機能の不全が発生するグローブボックス内に存在する

ＭＯＸ粉末の状態 

グローブボックス内におけるＭＯＸ粉末の取扱いは，機器又は粉

末容器に収納された状態を想定する。 

ｂ．火災の感知及び消火 

火災の消火に使用するグローブボックス消火装置の消火ガスは，

対象となるグローブボックス全体を窒息状態にするために必要な

量を使用する。 

グローブボックス内の消火については，グローブボックス排風機

の運転を継続した状態でグローブボックス内に消火ガスを放出す

ることで，グローブボックス内全体を早期に消火ガスに置換する。

この際，消火ガスの放出時にはピストンダンパを閉止すること及び

消火ガスの放出完了時にはグローブボックス排気側の延焼防止ダ

ンパを閉止することにより，工程室雰囲気の流入等を制限し，グロ
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ーブボックス内の負圧を維持した状態とする。 

ｃ．拡大防止対策等の動的機器の単一故障の想定 

拡大防止対策等の妥当性の確認のために，設計基準事故の評価が

も厳しくなる動的機器の単一故障を想定する。「③ 設計基準事

故の評価の考え方」より，放射性物質の放出量の評価の観点では，

大気中への放出に至る駆動力を有する火災の消火までの時間が長

くなると，大気中への放射性物質の放出量が大きくなる。このため，

火災の感知機能及び火災の消火機能に関係する全ての設備のうち，

発生した火災を感知してから消火完了となるまでの時間が も長

くなる動的機器の単一故障を想定し，大気中への放射性物質の放出

量を評価する。 

「(２) 具体的対策」より，閉じ込め機能の不全に使用する拡大

防止対策等のうち，動的機器は，グローブボックス温度監視装置，

グローブボックス消火装置，グローブボックス排風機，ピストンダ

ンパ及び延焼防止ダンパである。 

グローブボックス温度監視装置については，グローブボックス内

に設置する火災感知器は多様性を有している。また，安全上重要な

施設のグローブボックス内の潤滑油近傍にも火災感知器を設置す

る。このため，火災感知器の単一故障を想定しても，他の火災感知

器により火災の感知が可能であるため，設計基準事故の対処に時間

遅れは生じない。 

グローブボックス消火装置については，消火ガスの放出に必要な

起動用ガスを２系統設けている。このため，消火ガスの放出の起動

用ガス系統の単一故障を想定しても，もう一方の起動用ガス系統に

よりグローブボックス消火装置の起動が可能であるため，設計基準
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事故の対処に時間遅れは生じない。 

グローブボックス消火装置の消火ガスの放出の条件となるグロ

ーブボックス排風機が起動していることをインターロックとして

いる。グローブボックス排風機は多重化しており，運転中のグロー

ブボックス排風機に対して単一故障を想定した場合でも，故障を検

知してもう一方のグローブボックス排風機が自動で起動するため，

グローブボックス消火装置による消火は可能である。しかし，グロ

ーブボックス排風機が起動するまでの間は，グローブボックス消火

装置の消火ガスの放出に必要な条件が成立しないため，設計基準事

故の対処に時間遅れが生ずる。 

ピストンダンパは，グローブボックス消火装置からの消火ガスを

駆動源として閉止する機器である。このため，想定する動的機器の

単一故障の想定としてはグローブボックス消火装置と同じであり，

グローブボックス消火装置の消火ガスの放出の起動用ガス系統の

単一故障を想定しても，もう一方の消火ガスの放出の起動用ガス系

統によりグローブボックス消火装置の起動が可能であるため，設計

基準事故の対処に時間遅れは生じない。 

延焼防止ダンパは，機器の駆動部のガス系統を多重化しており，

延焼防止ダンパの閉止時には両系統にガスを放出して閉止する。こ

のため，延焼防止ダンパの駆動部の単一故障を想定しても，もう一

方のガス系統により延焼防止ダンパが駆動し延焼防止ダンパは閉

止するため，設計基準事故の対処に時間遅れは生じない。 

以上より，火災の感知から消火完了までの時間が も長くなる単

一故障として，火災の発生と同時に，運転中のグローブボックス排

風機の単一故障を想定する。 
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設計基準事故への対処に使用する設備について添７第３表に示

す。 

⑤ 操作の条件 

設計基準事故の対処は，発生した火災への対処として，グローブボ

ックス温度監視装置及びグローブボックス消火装置により，自動で火

災の感知及び消火が行われる。また，排気経路に設置するグローブボ

ックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットに

より，放射性エアロゾルが捕集される。そのため，設計基準事故の対

処として，運転員による操作は必要としない。 

⑥ 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開 

グローブボックス内のグローブボックス温度監視装置の火災感知器

による火災を感知した場合，直ちにグローブボックス消火装置が起動

する。この際，火災の発生と同時に運転中のグローブボックス排風機

の故障を想定するが，自動で予備機のグローブボックス排風機が起動

することにより，グローブボックス消火装置の起動の条件が成立し，

グローブボックス内に消火ガスを放出することによりグローブボッ

クス内の火災は消火される。これら一連の火災の感知から消火までの

時間を６分とする。 

グローブボックス消火装置から消火ガスを放出している間はグロー

ブボックス排風機が運転し，グローブボックスから排気していること

から，グローブボックス内の気相中に移行した放射性エアロゾルは，

グローブボックスの給気側に逆流することはない。 

大気中への放射性物質の放出量は，火災が発生したグローブボック

スに内包するＭＯＸ粉末量に対して，火災の影響を受ける割合，火災

によりＭＯＸ粉末がグローブボックス内の気相中に移行する割合及
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び大気中への放出経路における除染係数の逆数を乗じて算出する。 

また，算出した大気中への放射性物質の放出量に，相対濃度，呼吸

率及び各核種の実効線量係数を乗じて，敷地境界における実効線量

を算出する。 

以下に，代表とした回収粉末処理・混合装置グローブボックスにお

ける閉じ込め機能の不全の大気中への放射性物質の放出量評価の条

件を示す。 

ａ．グローブボックスに内包するＭＯＸ粉末量 

火災による影響を考慮するＭＯＸ粉末は，蓋のない粉末容器に収

納したＭＯＸ粉末であることから，粉末容器に収納したＭＯＸ粉末

の量とする。 

回収粉末処理・混合装置グローブボックス内で取り扱う粉末容器

として，Ｊ60及びＪ85があり，これら２種類の粉末容器を同時に取

り扱うこともある。このため，グローブボックス内の火災の影響を

受けるＭＯＸ粉末量としては，Ｊ60（65kg･ＭＯＸ，プルトニウム富

化度33％）及びＪ85（90kg･ＭＯＸ，プルトニウム富化度18％）の合

計量である，33.2kg･Ｐｕと設定する。 

ｂ．火災の影響を受ける割合 

グローブボックス内で発生する火災により影響を受ける割合は，

上記①で設定したグローブボックス内で取り扱う粉末容器中のＭ

ＯＸ粉末の全量が火災の影響を受けると想定し，１と設定する。 

ｃ．火災に伴い粉末容器から気相中に移行するＭＯＸ粉末の割合 

火災によるＭＯＸ粉末の気相への移行については，火災の熱で生

ずる上昇気流を駆動力とし，この上昇気流と触れるＭＯＸ粉末表面

から気相中へ移行していく現象と整理できる。４種類のプルトニウ
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ム粉末を用い，温度と風速をパラメータとした文献(３)によると，

も気相中への移行率が高いのは，風速100cm/sでシュウ酸プルトニ

ウムを700℃で１時間加熱した場合において，試験装置を構成する

フィルタ及びライナーへの付着量が約１％/hとの実験結果が得ら

れている。 

一方， も潤滑油量が多い造粒装置グローブボックスの火災時の

熱気流上昇速度について文献(３)で示された式で求めると，流速約６

ｍ/sとの結果が得られた。 

上記の実験において確認されている流速は，粉末が火災源直上に

ある状態での値であるのに対し，実機では火災源の直上に粉末容器

はないため直接火炎にさらされることはなく，さらに，粉末容器の

形状を踏まえると，開口部が限定されており，気流の影響を受けに

くいため，実機での粉末容器の位置関係と実験での条件との違いを

踏まえ，火災影響によるＭＯＸ粉末の気相中への移行率として１ｍ

/sの流速による移行率である１％/hを用いる。 

消火が完了するまでの時間については，運転中のグローブボック

ス排風機の単一故障による系統切替の時間を１分，グローブボック

ス消火装置による消火ガスの放出による消火が完了するまでが５

分であることから，６分と設定する。 

以上より，グローブボックス内の気相中に移行する割合を10-3と

設定する。 

ｄ．大気中への放出経路における除染係数 

火災に伴いグローブボックス内の気相中に移行した放射性エア

ロゾルは，グローブボックス排風機を運転した状態で消火ガスを放

出することから，グローブボックス排気フィルタ及びグローブボッ
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クス排気フィルタユニットによる高性能エアフィルタを介して，グ

ローブボックス排気設備を経由して大気中へ放出されることを想

定する。 

放出経路であるグローブボックス排気設備のグローブボックス

排気ダクトは，長く，屈曲部を多数有しているため，ダクト内への

放射性エアロゾルの沈着による除染係数は10とする。 

経路上の高性能エアフィルタは，１段当たり103以上（0.15μmDOP

粒子）の除染係数を有し，グローブボックス排気フィルタ及びグロ

ーブボックス排気フィルタユニットにより，合計４段で構成する。

また，通常時の環境における健全な高性能エアフィルタ３段の除染

係数は1011以上という測定試験結果(４)があることから，高性能エア

フィルタ４段の除染係数は109とする。 

⑦ 判断基準 

設計基準事故時において，公衆に対して著しい放射線被ばくのリス

クを与えないこととし，敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が発生事

象当たり５mSvを超えなければリスクは小さいと判断する。 

 

(チ) 評価の結果 

評価の結果，敷地境界の実効線量は，約5.6×10-8mSvであることから，

拡大防止対策及び影響緩和対策である，火災の感知及び消火並びに消火

ガス放出時の高性能エアフィルタを通じた経路からの燃料加工建屋外

への排気によって，回収粉末処理・混合装置グローブボックスにおける

閉じ込め機能の不全の発生を想定しても，敷地周辺の公衆の実効線量の

評価値が５mSvを超えることはなく，公衆に著しい放射線被ばくのリス

クを与えることはない。 
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回収粉末処理・混合装置グローブボックスにおける閉じ込め機能の不

全による大気中への放射性物質の放出量の計算結果を添７第４表に示

す。 

放射性物質が大気中へ放出されるまでの過程を添７第３図に示す。 

本事象が，閉じ込め機能の不全のうち，実効線量が 大となる事象で

あることから，閉じ込め機能の不全に係る他の事象においても，公衆に

著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。 

 

(リ) 参考文献 

(１) 原子力安全委員会．発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審

査指針．1990． 

(２) ICRP．Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake 

of Radionuclides:Part 5 Compilation of Ingestion and Inhalation 

Dose Coefficients．ICRP Publication 72．1996． 

(３) J.MISHIMA，L.C.SCHEWENDIMAN，C.A.RADASCH.PLUTONIUM RELEASE 

STUDIES Ⅲ. RELEASE FROM HEATED PLUTONIUM BEARING POWDERS，

BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE PACIFIC NORTHWEST LABORATORY，1968，

BNWL-786． 

(４) Seefeldt, W. H. et al. Characterization of Particulate 

Plutonium Released in Fuel Cycle Operations. Argonne National 

Laboratory, 1976, ANL-75-78． 
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ハ．重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえた重

大事故等対策の設備強化等の対策に加え，重大事故に至るおそれがある

事故（設計基準事故を除く。）若しくは重大事故（以下「重大事故等」

という。）が発生した場合又は大規模な自然災害若しくは故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによるＭＯＸ燃料加工施設の大規

模な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生するおそれがある場合

若しくは大規模損壊が発生した場合における重大事故等対処設備に係

る事項，復旧作業に係る事項，支援に係る事項及び手順書の整備，教育，

訓練の実施及び体制の整備を考慮し，当該事故等に対処するために必要

な手順書の整備，教育，訓練の実施及び体制の整備等運用面での対策を

行う。 

ＭＯＸ燃料加工施設は，各処理が独立し，異常が発生したとしても事

象の範囲は当該処理単位に限定される。また，取り扱う核燃料物質等は，

化学的に安定な酸化物であり，焼結処理，焙焼処理及び一部の分析作業

を除いて，化学反応による物質の変化及び発熱が生ずるプロセスはなく，

さらにＭＯＸの崩壊熱がＭＯＸ燃料加工施設に与える影響は小さい。 

ＭＯＸ燃料加工施設では，通常運転時においては従事者への作業安全

を考慮し，燃料加工建屋，工程室，グローブボックスの順に気圧を低く

することで，放射性物質の漏えいの拡大を防止する設計とし，施設内の

状態監視を実施しているが，上述したＭＯＸ燃料加工施設の特徴を考慮

すると，外部電源の喪失又は全交流電源喪失が発生したとしても，全工

程が停止し，核燃料物質等は静置され安定な状態となるため，ＭＯＸ燃

料加工施設の外部への放射性物質の放出には至らない。 
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このため，大きな事故に進展するおそれのある事象が発生した際は，

必要に応じて全工程停止及び全送排風機を停止し，地下階においてグロ

ーブボックス等内にＭＯＸ粉末を静置させることで，核燃料物質等を安

定な状態に導くことができる。 

「ニ．(イ)(３)重大事故の発生を仮定する機器の特定結果」において，

特定されたＭＯＸ燃料加工施設における重大事故は，核燃料物質等を閉

じ込める機能の喪失であり，露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源と

なる潤滑油を有するグローブボックス（以下「重大事故の発生を仮定す

るグローブボックス」という。）で火災が発生し，設計基準として機能

を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボ

ックス消火装置の消火機能が，外的事象の「地震」又は内的事象の「動

的機器の多重故障」で喪失することにより火災が継続し，核燃料物質等

が火災により発生する気流によって気相中へ移行し，大気中へ放射性物

質が放出されることである。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象施

設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又

はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を判断した後の指示（以

下「重大事故等着手判断後」という。）により，重大事故等の発生防止

対策として，核燃料物質等をグローブボックス内に静置した状態を維持

するため，全工程停止を行うとともに，火災の発生を未然に防止するた

め，全送排風機の停止及び火災源を有するグローブボックス内機器の動

力電源を選択的に遮断する。 

手順等の詳細は，添７第５表「２．１．２ 核燃料物質等を閉じ込め

る機能の喪失に対処するための手順等」にて示す。 

上記と並行し，露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる

7－64



潤滑油を保有しているグローブボックスでの火災に対し，重大事故の拡

大防止対策として，気相中に移行したＭＯＸ粉末が外部へ放出されるこ

とを可能な限り防止するため，速やかに火災を消火するとともに，グロ

ーブボックス排気設備及び工程室排気設備の流路を遮断する。 

上記対策を実施後，工程室内床面に沈着したＭＯＸ粉末を回収する。 

「ハ．（イ）重大事故対策」については，重大事故等対策のための手

順を整備し，重大事故等の対応を実施する。 

「ハ．（ロ）大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムへの対応における事項」については，添７第５表「２．

１．２ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等」

から添７第５表「２．１．10 通信連絡に関する手順等」に示した重大

事故等の対応手順を基に，大規模な損壊が発生した様々な状況において

も，事象進展の抑制及び緩和を行うための手順を整備し，大規模な損壊

が発生した場合の対応を実施する。 

なお，重大事故等への対処に係る体制の整備に当たっては，ＭＯＸ燃

料加工施設と再処理施設は同じ敷地内にあることから，効果的な重大事

故等対策を実施し得るようにするため，非常時対策組織を一体化し，重

大事故等対策を実施する実施組織及びその支援組織の役割及び責任者

を再処理事業所として明確に定める。 

また，重大事故等又は大規模損壊に対処し得る体制における技術的能

力を維持管理していくために必要な事項を，「核原料物質，核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律」に基づくＭＯＸ燃料加工施設保安規定

等において規定する。 

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置については，「核燃料物

質の加工の事業に係る加工事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に

7－65



必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下

「技術的能力審査基準」という。）で規定する内容に加え，「事業許可

基準規則」に基づいて整備する設備の運用手順等についても考慮した

「事故対処するために必要な設備」及び重大事故等対策の手順の概要，

重大事故等対策における操作の成立性を含めて手順等を適切に整備す

る。 

重大事故等対策の手順の概要を添７第５表，重大事故等対策における

操作の成立性を添７第６表，事故対処するために必要な設備を添７第７

表に示す。 

なお，添７第５表「２．１．１ 臨界事故に対処するための手順等」につ

いては，臨界事故の発生が想定されないことから，臨界事故に対処するため

の手順等は不要である。また，添７第５表「２．１．３ その他の事故に対

処するための手順等」については，ＭＯＸ燃料加工施設において，その他の

事故の発生を防止するための対策に関する手順等はない。 

 

(イ) 重大事故対策 

(１) 重大事故等対処設備に係る事項 

① 切替えの容易性 

本来の用途(安全機能を有する施設としての用途等)以外の用途とし

て重大事故等に対処するために使用する設備は，平常運転時に使用す

る系統から速やかに切替操作が可能となるように，必要な手順等を整

備するとともに確実に切り替えられるように訓練を実施する。 

② アクセスルートの確保 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等

対処設備を保管場所から設置場所へ運搬し，又は他の設備の被害状況

7－66



を把握するためのアクセスルートが確保できるように，以下の実効性

のある運用管理を実施する。 

アクセスルートは，自然現象，ＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損な

わせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの，溢水及

び火災を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことがないよう，被

害状況に応じてルートを選定することができるように，迂回路も含め

た複数のルートを確保する。 

アクセスルートに対する自然現象については，地震，津波（敷地に

遡上する津波を含む）に加え，敷地及びその周辺での発生実績の有無

に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），

竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学

的事象，森林火災，塩害等の事象を考慮する。 

その上で，これらの事象のうち，重大事故等時における敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，屋外のアクセスルートへの影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外のアクセスルー

トに影響を与えるおそれがある事象として,地震，津波（敷地に遡上す

る津波を含む），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学的事象及び森林火災を選定する。 

アクセスルートに対する敷地又はその周辺において想定する人為事

象については，国内外の文献等から抽出し，さらに事業許可基準規則

の解釈第９条に示される飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，船

舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズム等の事象を考慮する。 

その上で，これらの事象のうち，重大事故等時における敷地及びそ
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の周辺での発生の可能性，屋外のアクセスルートへの影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外のアクセスルー

トに影響を与えるおそれがある事象としては，航空機落下，有毒ガス，

敷地内における化学物質の漏えい，爆発，近隣工場等の火災，ダムの

崩壊，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムを選定する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，設計基準事故に

対処するための設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置

的分散を図る。屋外の可搬型重大事故等対処設備は複数箇所に分散し

て保管する。 

ａ．屋外のアクセスルート 

重大事故等が発生した場合，事故収束に迅速に対応するため，屋

外の可搬型重大事故等対処設備を保管場所から設置場所まで運搬

するためのアクセスルートの状況確認，取水箇所の状況確認及びホ

ース敷設ルートの状況確認を行い，あわせて屋外設備の被害状況の

把握を行う。 

屋外のアクセスルートについては，「添付書類五 イ．（ロ）（５） 

地震に対する安全設計」にて考慮する地震による影響(周辺構造物

等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり)，その他自然現象に

よる影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影

響）及び人為事象による影響（航空機落下，爆発）を想定し，複数

のアクセスルートの中から状況を確認し，早期に復旧可能なアクセ

スルートを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダ等の

重機を保有し，使用する。また，それを運転できる要員を確保する。 

屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び
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降水に対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影

響を受けない箇所に確保する。 

敷地外水源の取水場所及び取水場所への屋外アクセスルートに遡

上するおそれのある津波に対しては，津波警報の解除後に対応を開

始する。なお，津波警報の発令を確認時にこれらの場所において対

応中の場合に備え，非常時対策組織の実施組織要員及び可搬型重大

事故等対処設備を一時的に退避するための手順書を整備する。 

屋外のアクセスルートは，人為事象のうち，飛来物（航空機落下），

爆発及び近隣工場等の火災及び有毒ガスに対して，迂回路も含めた

複数のアクセスルートを確保する。なお，有毒ガスについては複数

のアクセスルートを確保することに加え，薬品防護具等の適切な防

護具を装備するため通行に影響はない。 

生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスルー

トへの影響はない。 

屋外のアクセスルートの「添付書類五 イ．（ロ）（５）地震に対

する安全設計」にて考慮する地震の影響による周辺構造物等の倒壊

による障害物については，ホイールローダ等の重機による撤去ある

いは複数のアクセスルートによる迂回を行う。 

屋外のアクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び

道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，

ホイールローダ等による崩壊箇所の復旧又は迂回路を確保する。ま

た，不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，ホ

イールローダ等の重機による段差箇所の復旧により，通行性を確保

する。 

屋外のアクセスルート上の風(台風)及び竜巻による飛来物に対し
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ては，ホイールローダ等の重機による撤去を行い，積雪又は火山の

影響（降灰）に対しては，ホイールローダ等による除雪又は除灰を

行う。 

想定を上回る積雪又は火山の影響(降灰)が発生した場合は，除雪

又は除灰の頻度を増加させることにより対処する。 

また，凍結及び積雪に対しては，アクセスルートに融雪剤を配備

するとともに，車両には凍結及び積雪に対処したタイヤチェーンを

装着し通行を確保する。 

屋外のアクセスルートにおける森林火災及び近隣工場等の火災発

生時は，消防車による初期消火活動を実施する。 

屋外のアクセスルートの移動時及び作業時においては，放射線被

ばくを考慮し，放射線防護具の配備を行うとともに，移動時及び作

業時の状況に応じて着用する。 

また，地震による化学物質の漏えいに対しては，必要に応じて薬

品防護具の配備を行うとともに，移動時及び作業時の状況に応じて

着用する。 

屋外のアクセスルートの移動時及び作業時においては，中央監視

室及び再処理施設の中央制御室等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。屋外のアクセスルート図を添７第４図に示

す。 

ｂ．屋内のアクセスルート 

重大事故等が発生した場合，屋内の可搬型重大事故等対処設備を

操作場所に移動するためのアクセスルートの状況確認を行う。あわ

せて，その他屋内設備の被害状況の把握を行う。 
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屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，敷地内における化学

物質の漏えい，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス及び電磁的障害

に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確

保する。 

屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要因によりアクセ

スルートへの影響はない。 

屋内のアクセスルートは，重大事故等対策時に必要となる現場操

作を実施する場所まで移動可能なルートを選定する。 

屋内のアクセスルートは，地震の影響，溢水及び火災を考慮して

も，運搬，移動に支障をきたすことがないよう，迂回路も含め可能

な限り複数のアクセスルートを確保する。 

地震を要因とする溢水に対しては，破損を想定する機器について

耐震対策を実施することにより，その供用中に大きな影響を及ぼす

おそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以下「基

準地震動による地震力」という。）に対する耐震性を確保するとと

もに，地震時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資

機材の固縛，転倒防止対策及び火災の発生防止対策を実施する。 

設定したアクセスルートの通行が阻害される場合に，統括当直長

（実施責任者）の判断の下，阻害要因の除去，迂回又は障害物を乗

り越えて通行することでアクセス性を確保することを手順書に明記

する。 

屋内のアクセスルートの移動時及び作業時においては，放射線被

ばくを考慮し，放射線防護具の配備を行うとともに，移動時及び作
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業時の状況に応じて着用する。 

屋内のアクセスルートの移動時及び作業時においては，中央監視

室等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

機器からの溢水が発生した場合については，適切な防護具を着用

することにより，屋内のアクセスルートを通行する。また，地震を

要因とする安全機能の喪失が発生した場合においては，アクセスル

ートの安全性を確認しながら移動する。屋内のアクセスルート図を

添７第５図（１）～（５）に示す。 

(２) 復旧作業に係る事項 

① 予備品等の確保 

優先順位を考慮して，安全機能を有する施設を構成する機器につい

ては，必要な予備品及び予備品への取替えのために必要な機材等を確

保する方針とする。 

これらの機器については，故障時の重大事故等への進展の防止及び

重大事故等発生後の収束状態の維持のため，１年以内を目安に速やか

に復旧する方針とする。 

また，安全上重要な施設を構成する機器については，適切な部品を

予備品として確保し，故障時に速やかに復旧する方針とする。 

予備品への取替えのために必要な機材等として，がれき撤去のため

のホイールローダ，夜間の対応を想定した照明機器及びその他の資機

材をあらかじめ確保する。 

復旧に必要な予備品等の確保の方針は以下のとおりとする。 

ａ．定期的な分解点検に必要な部品の確保 
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機能喪失の原因を特定し，当該原因を除去するための分解点検が

速やかに実施できるよう，定期的な分解点検に必要な部品を予備品

として確保する。 

確保している予備品では復旧が困難な損傷が判明した場合に備

え，プラントメーカ，協力会社及び他の原子力事業者と覚書又は協

定等を締結し，早期に設備を復旧するために必要な支援が受けられ

る体制を整備する。 

ｂ．応急措置に必要な補修材の確保 

応急措置に必要な補修材を確保する。 

今後も多様な復旧手段の確保，復旧を想定する機器の拡大及びそ

の他の有効な復旧対策について継続的な検討を行うとともに，その

ために必要な予備品等の確保を行う。 

② 保管場所の確保 

施設を復旧するために必要な予備品，部品，補修材及び資機材は，

地震による周辺斜面の崩落，敷地下斜面のすべり及び津波による浸水

等の外的事象の影響を受けにくく，当該施設との位置的分散を考慮し

た場所に保管する。 

③ 復旧作業に係るアクセスルートの確保 

復旧作業に係るアクセスルートは，「ハ．(イ)(１)② アクセスル

ートの確保」と同様の設定方針に基づき，想定される重大事故等が発

生した場合において，施設を復旧するために必要な部品，補修材及び

資機材を保管場所から当該機器の設置場所へ移動させるため，再処理

事業所内の屋外道路及び屋内通路に確保する。 

(３) 支援に係る事項 

① 概要 
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重大事故等に対して事故収束対応を実施するため，ＭＯＸ燃料加工

施設内であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備，予備品，

燃料等）により，重大事故等対策を実施し，重大事故等発生後７日間

は継続して事故収束対応を維持できるようにする。 

プラントメーカ，協力会社，燃料供給会社及び他の原子力事業者等

関係機関とは平常時から必要な連絡体制を整備する等の協力関係を

構築するとともに，重大事故等発生に備え，あらかじめ協議及び合意

の上，事故収束手段及び復旧対策に関する技術支援や要員派遣等の支

援並びに燃料の供給の覚書又は協定等を締結し，ＭＯＸ燃料加工施設

を支援する体制を整備する。 

重大事故等発生後，社長を本部長とする全社対策本部が発足し，協

力体制が整い次第，外部からの現場操作対応等を実施する要員の派遣，

事故収束に向けた対策立案等の要員の派遣等，重大事故等発生後に必

要な支援及び要員の運搬並びに資機材の輸送について支援を迅速に

得られるように支援計画を定める。全社対策本部の概要を添７第６図

に示す。 

また，重油及び軽油に関しては，迅速な燃料の確保を可能とすると

ともに，中長期的な燃料の確保にも対応できるように支援計画を定め

る。 

原子力災害時における原子力事業者間協力協定に基づき，原子力事

業者からは，要員の派遣，資機材の貸与及び環境放射線モニタリング

の支援を受けられるようにするほか，原子力緊急事態支援組織からは，

被ばく低減のために遠隔操作可能なロボット及び無線重機等の資機材，

資機材を操作する要員並びにＭＯＸ燃料加工施設及び再処理施設まで

の資機材輸送の支援を受けられるように支援計画を定める。 
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ＭＯＸ燃料加工施設及び再処理施設内に配備する重大事故等対処設

備に不具合があった場合には，継続的な重大事故等対策を実施できる

よう，ＭＯＸ燃料加工施設内であらかじめ用意された手段（重大事故

等対処設備と同種の設備，予備品及び燃料等）について，重大事故等

発生後６日間までに支援を受けられる体制を整備する。さらに，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設外であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備

と同種の設備，予備品及び燃料等）により，重大事故等発生後６日間

までに支援を受けられる体制を整備する。 

また，原子力事業所災害対策支援拠点から，ＭＯＸ燃料加工施設の

支援に必要な資機材として，食料，その他の消耗品及び汚染防護服等

及びその他の放射線管理に使用する資機材等を継続的にＭＯＸ燃料加

工施設へ供給できる体制を整備する。 

② 事故収束対応を維持するために必要な燃料，資機材 

ａ．重大事故等発生後７日間の対応 

ＭＯＸ燃料加工施設では，重大事故等が発生した場合において，

重大事故等に対処するためにあらかじめ用意された手段（重大事故

等対処設備，予備品及び燃料等）により，重大事故発生後７日間に

おける事故収束対応を実施する。重大事故等対処設備については，

添７第５表に示す「２．１．２ 核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失に対処するための手順等」から「２．１．10 通信連絡に関す

る手順等」にて示す。 

ＭＯＸ燃料加工施設内で保有する燃料については，重大事故等発

生から７日間において，重大事故等の対応における各設備の使用開

始から連続運転した場合に必要となる燃料を上回る量を確保する。 

放射線管理用資機材，出入管理区画用資機材，その他資機材及び
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原子力災害対策活動で使用する資料については，重大事故等対策を

実施する要員が放射線環境に応じた作業を実施することを考慮し，

外部からの支援なしに，重大事故等発生後７日間の活動に必要とな

る数量を中央監視室及び緊急時対策建屋等に配備する。 

ｂ．重大事故等発生後７日間以降の体制の整備 

重大事故等発生後７日間以降の事故収束対応を維持するため，重

大事故等発生後６日間後までに，あらかじめ選定している第一千歳

平寮に支援拠点を設置し，ＭＯＸ燃料加工施設の事故収束対応を維

持するための支援を受けられる体制を整備する。 

支援拠点には，ＭＯＸ燃料加工施設内に配備している重大事故等

対処設備に不具合があった場合の代替手段として，重大事故等対処

設備と同種の設備（通信連絡設備，放射線測定装置等），放射線管

理に使用する資機材，予備品，消耗品等を保有する。 

これらの物品を重大事故等発生後７日間以降の事故収束対応を維

持するため，重大事故等発生後６日後までに，ＭＯＸ燃料加工施設

へ供給できる体制を整備する。 

さらに，他の原子力事業者と，原子力災害発生時における設備及

び資機材の融通に向けて，各社が保有する主な設備及び資機材のデ

ータベースを整備する。 

ｃ．プラントメーカ，協力会社及び燃料供給会社による支援 

重大事故等発生時における外部からの支援については，プラント

メーカ，協力会社及び燃料供給会社等からの重大事故等発生後に現

場操作対応等を実施する要員の派遣や事故収束に向けた対策立案

等の技術支援要員派遣等について，協議及び合意の上，ＭＯＸ燃料

加工施設の技術支援に関するプラントメーカ，協力会社及び燃料供
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給会社等との覚書等を締結することで，重大事故等発生後に必要な

支援が受けられる体制を整備する。 

また，外部からの支援については，作業現場の線量率を考慮して

支援を受けることとする。 

外部から支援を受ける場合に必要となる資機材については，あら

かじめ緊急時対策建屋に確保している資機材の余裕分の活用と合

わせ，必要に応じて追加調達する。 

ｄ．プラントメーカによる支援 

重大事故等発生時に当社が実施する事態収拾活動を円滑に実施

するため，ＭＯＸ燃料加工施設の状況に応じた事故収束手段及び復

旧対策に関する技術支援を迅速に得られるよう，プラントメーカと

覚書を締結し，支援体制を整備するとともに，平常時より必要な連

絡体制を整備する。 

(ａ) 支援体制 

ⅰ．重大事故等発生時の技術支援のため，プラントメーカと平常時

より連絡体制を構築する。 

ⅱ．「原子力災害対策特別措置法」（以下「原災法」という。）10

条第１項又は 15 条第１項に定める事象（おそれとなる事象が発

生した場合も含む）が発生した場合に技術支援を要請する。また，

通報訓練により連絡体制を確実なものとする。 

ⅲ．重大事故等発生時に状況評価及び復旧対策に関する助言，電気，

機械，計装設備，その他の技術的情報の提供等により支援を受け

る。 

ⅳ．技術支援については，全社対策本部室のみならず，必要に応じ

て緊急時対策所でも実施可能とする。 
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ⅴ．中長期対応として，事故収束手段及び復旧対策に関する技術支

援体制の更なる拡充をプラントメーカと協議する。 

ｅ．協力会社及び燃料供給会社による支援 

重大事故等対策時に当社が実施する事故対策活動を円滑にする

ため，事故収束及び復旧対策活動の協力が得られるよう，平常時に

当社業務を実施している協力会社及び燃料供給会社と支援内容に

関する覚書又は協定等を締結し，支援体制を整備するとともに，平

常時より必要な連絡体制を整備する。 

協力会社の支援については，重大事故等対策時においても要請で

きる体制とし，協力会社要員の人命及び身体の安全を 優先にした

放射線管理を行う。また，事故対応が長期に及んだ場合においても

交代要員等の継続的な派遣を得られる体制とする。 

(ａ) 放射線測定，管理業務の支援体制 

重大事故時における放射線測定，管理業務の実施について，協

力会社と覚書を締結する。 

(ｂ) 重大事故等発生時における設備の修理，復旧の支援体制 

重大事故等発生時に，事故収束及び復旧対策活動に関する支援

協力について協力会社と覚書を締結する。 

(ｃ) 燃料調達に係る支援体制 

ＭＯＸ燃料加工施設に重大事故等が発生した場合における燃料

調達手段として，当社と取引のある燃料供給会社の油槽所等と燃

料の優先調達の協定を締結する。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設の備蓄及び近隣からの燃料調達によ

り，燃料を確保する体制とする。 

ｆ．他の原子力事業者による支援 
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上記のプラントメーカ，協力会社等からの支援のほか，原子力事

業者間で「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」を締結

し，他の原子力事業者による支援を受けられる体制を整備する。添

７第７図に原子力災害発生時における支援体制を示す。 

(ａ) 目的 

国内原子力事業所（事業所外運搬を含む。）において，原子力

災害が発生した場合，協力事業者が発災事業者に対し，協力要員

の派遣，資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要

な協力を円滑に実施し，原子力災害の拡大防止及び復旧対策に努

める。 

(ｂ) 発災事業者による協力要請 

原子力災害対策指針に基づく警戒事態が発生した場合，発災事

業者は速やかにその情報を他の原子力事業者に連絡する。 

発災事業者は，原災法10条に基づく通報を実施した場合，直ち

に他の協定事業者に対し，協力要員の派遣及び資機材の貸与に係

る協力要請を行う。 

(ｃ) 協力の内容 

協力事業者は，発災事業者からの協力要請に基づき，原子力事

業所災害対策が的確，かつ，円滑に行われるよう，以下の措置を

講ずる。 

ⅰ．環境放射線モニタリングに関する協力要員の派遣 

ⅱ．周辺地域の汚染検査及び汚染除去に関する協力要員の派遣 

ⅲ．資機材の貸与他 

(ｄ) 原子力事業所支援本部の活動 

ⅰ．幹事事業者 
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発災事業所の場所ごとに，あらかじめ支援本部幹事事業者，支

援本部副幹事事業者を設定する。ＭＯＸ燃料加工施設が発災した

場合は，それぞれ東北電力株式会社，東京電力ホールディングス

株式会社とする。 

幹事事業者は副幹事事業者と協力し，協力要員及び貸与された

資機材を受け入れるとともに，業務の基地となる原子力事業者支

援本部を設置し，運営する。なお，幹事事業者が被災するなど業

務の遂行が困難な場合は，副幹事事業者が幹事事業者の任に当た

り，幹事事業者以外の事業者の中から副幹事事業者を選出する。

また支援期間が長期化する場合は，幹事事業者，副幹事事業者を

交代することができる。 

ⅱ．原子力事業者支援本部の運営について 

発災事業者は，協力を要請する際に，候補地の中から原子力事

業者支援本部の設置場所を決定し伝える。当社は，放射性物質が

放出された場合を考慮し，あらかじめ原子力事業者支援本部候補

地を再処理事業所から半径５km（原子力災害対策指針における原

子力災害対策重点区域：UPZ）圏外に設定している。 

原子力事業者支援本部設置後は，緊急事態応急対策等拠点施設

（オフサイトセンター）に設置される原子力災害合同対策協議会

と連携を取りながら，発災事業者との協議の上，協力事業者に対

して具体的な業務の依頼を実施する。 

ｇ．その他組織による支援 

原子力事業者は，福島第一原子力発電所の事故対応の教訓を踏ま

え，原子力災害が発生した場合に多様，かつ，高度な災害対応を可

能とする原子力緊急事態支援組織を設立し，平成25年１月に，原子
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力緊急事態支援センターを共同で設置した。 

原子力緊急事態支援センターは，平成28年３月に体制の強化及び

資機材の更なる充実化を図り，平成28年12月より美浜原子力緊急

事態支援センターとして本格的に運用を開始した。 

美浜原子力緊急事態支援センターは，発災事業者からの原子力災

害対策活動に係る要請を受けて以下の内容について支援する。 

なお，美浜原子力緊急事態支援センターにおいて平常時から実施

している，遠隔操作による災害対策活動を行うロボット操作技術等

の訓練には当社の原子力防災要員も参加し，ロボット操作技術の修

得による原子力災害対策活動能力の向上を図る。 

(ａ) 発災事業者からの支援要請 

発災事業者は，原災法10条に基づく通報後，原子力緊急事態支

援組織の支援を必要とするときは，美浜原子力緊急事態支援セン

ターに原子力災害対策活動に係る支援を要請する。 

(ｂ) 美浜原子力緊急事態支援センターによる支援の内容 

美浜原子力緊急事態支援センターは，発災事業者からの支援要

請に基づき，美浜原子力緊急事態支援センター要員の安全が確保

される範囲において以下の業務を実施することで，発災事業者の

事故収束活動を積極的に支援する。 

ⅰ．美浜原子力緊急事態支援センターから支援拠点までの，美浜原

子力緊急事態支援センター要員の派遣や資機材の搬送 

ⅱ．支援拠点から発災事業所の災害現場までの資機材の搬送 

ⅲ．発災事業者の災害現場における線量当量率をはじめとする環境

情報収集の支援活動 

ⅳ．発災事業者の災害現場における作業を行う上で必要となるアク
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セスルートの確保作業の支援活動 

ⅴ．支援組織の活動に必要な範囲での，放射性物質の除去等の除染

作業の支援活動 

(ｃ) 美浜原子力緊急事態支援センターの支援体制 

ⅰ．事故時 

(ⅰ) 原子力災害発生時，事故が発生した事業者からの出動要請を

受け，要員及び資機材を美浜原子力緊急事態支援センターから

迅速に搬送する。 

(ⅱ) 事故が発生した事業者の指揮の下，協同で遠隔操作可能なロ

ボット等を用いて現場状況の偵察，線量当量率の測定，がれき

等屋外障害物の除去によるアクセスルートの確保，屋内障害物

の除去や機材の運搬等を行う。 

ⅱ．平常時 

(ⅰ) 緊急時の連絡体制（24時間体制）を確保し，出動計画を整備

する。 

(ⅱ) ロボット等の操作訓練や必要な資機材の調達及び維持管理

を行う。 

(ⅲ) 訓練等で得られたノウハウや経験に基づく改良を行う。 

ⅲ．要員 

(ⅰ) 21人 

ⅳ．資機材 

(ⅰ) 遠隔操作資機材（小型ロボット，中型ロボット，無線重機，

無線ヘリコプター） 

(ⅱ) 現地活動用資機材（放射線防護用資機材，放射線管理用及び

除染用資機材，作業用資機材，一般資機材） 
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(ⅲ) 搬送用車両（ワゴン車，大型トラック，中型トラック） 

ｈ．支援拠点 

福島第一原子力発電所事故において，発電所外からの支援に係る

対応拠点としてＪヴィレッジを活用したことを踏まえ，ＭＯＸ燃料

加工施設においても同様な機能を配置する候補地点をあらかじめ

選定し，必要な要員及び資機材を確保する。 

候補地点の選定に当たっては，放射性物質が放出された場合を考

慮し，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処理施設から半径５km圏外の地点

に選定する。 

再処理事業所の原子力事業者防災業務計画においては，第一千歳

平寮を支援拠点として定めている。 

原災法 10 条に基づく通報の判断基準に該当する事象が発生した

場合，全社対策本部長は，原子力事業所災害対策の実施を支援する

ためのＭＯＸ燃料加工施設周辺の拠点として支援拠点の設置を指

示し，支援拠点の責任者を指名する。また，全社対策本部長は，支

援計画を策定して支援拠点の責任者に実行を指示するとともに，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設の災害対応状況，要員及び資機材の確保状況等を

踏まえて，効果的な支援ができるように適宜見直しを行う。 

支援拠点の責任者は，支援計画に基づき，全社対策本部及び関係

機関と連携をして，ＭＯＸ燃料加工施設における災害対策活動の支

援を実施する。防災組織全体図を添７第７図に示す。 

また，支援拠点で使用する資機材は，第一千歳平寮等にて確保し

ており，定期的に保守点検を行い，常に使用可能な状態に整備する。 

なお，資機材については，ＭＯＸ燃料加工施設内であらかじめ用

意された資機材により，事故発生後７日間は事故収束対応が維持で
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き，また，事象発生後６日間までに外部から支援を受けられる計画

としている。 

(４) 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 

重大事故等に的確，かつ，柔軟に対処できるように，手順書を整備

し，教育及び訓練を実施するとともに，必要な体制を整備する。 

 

① ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故の特徴 

グローブボックス内で火災が発生し，それが継続することによって，

静置された状態のＭＯＸ粉末が火災の影響を受けエアロゾルとして，

気相中に移行する。 

気相中に移行したＭＯＸ粉末が，火災によるグローブボックス内の

温度上昇に伴う体積膨張によって，地下３階から地上階までＭＯＸ粉

末が上昇する駆動力が生じ，設計基準の状態よりも多量のＭＯＸ粉末

を外部に放出する状態に至る。 

グローブボックス内の体積膨張により気相中に移行したＭＯＸ粉末

は，グローブボックス給気系，グローブボックス排気設備，グローブ

ボックスのパネルの隙間等から当該グローブボックスの外に移行す

る。給気系と隙間等から移行したＭＯＸ粉末は当該グローブボックス

が設置されている工程室に漏えいし，工程室排気設備を経由して外部

に放出され，グローブボックス排気設備に移行したものは，グローブ

ボックス排気設備を経由して外部に放出される。 

② 平常運転時の監視から対策の開始までの流れ 

平常運転時の監視から対策の開始までの基本的な流れを添７第８図

に示す。 

自然災害については，前兆事象を確認した時点で手順書に基づき対
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応を実施する。自然災害における対策の開始までの流れを添７第９図

及び添７第10図に示す。 

また，監視及び判断に用いる平常時の運転監視パラメータを添７第

８表に示す。 

ａ．平常運転時の監視 

平常運転時の監視は，中央監視室の安全監視制御盤及び監視制御

盤にて圧力，温度等のパラメータが適切な範囲内であること，機器

の起動状態及び受電状態を定期的に確認し，記録する。 

また，平常時の運転監視パラメータは再処理施設の中央制御室に

伝送される。 

ｂ．異常の検知 

(ａ) 異常の検知は，中央監視室での状態監視及び巡視点検結果から，

警報発報，運転状態の変動，動的機器の故障，静的機器の損傷等

の異常の発生により行う。異常を検知した場合は警報対応手順書

に従い，回復操作により安全機能が異常状態から回復ができない

場合は，全工程を停止する。 

露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を

保有するグローブボックスにおける火災警報の発報又は現場確

認により火災を確認した場合は，設計基準対象施設により自動で

消火し，消火完了後に全工程を停止する。 

それ以外の箇所で火災の発生が確認された場合は，固定式消火

設備又は消火器を用いた消火を実施し，消火完了後に全工程を停

止する。 

(ｂ) 地震時においては，揺れが収まったことを確認してから，速や

かに監視制御盤等にて警報発報を確認する。 
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(ｃ) 火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した

場合は，設備の運転状態の監視を強化するとともに，事前の対応

作業として，手順書に基づき，工程停止の措置の判断，排風機の

停止の措置の判断，動力電源停止の措置の判断及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業

を実施する。 

ｃ．安全機能の回復操作 

回復操作は，発報した警報に対応する警報対応手順書を参照し，

あらかじめ定められた対応を行い，異常状態の解消を図ることによ

り行う。 

警報が発報した場合は，警報対応手順書に従って，現場確認によ

る故障の判断および回復操作を行う。 

ｄ．重大事故等の判断 

全交流電源喪失に伴う安全系監視制御盤等の監視機能の喪失又は

動的機器の多重故障に伴う故障警報（多重）の発報により，重大事

故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設と

して機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又は

グローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認した場合，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設の当直長（ＭＯＸ燃料加工施設対策班長）は，統括

当直長（実施責任者）の代行として，重大事故等対処への着手を判

断する。手順着手の判断基準を以下に示す。 

(ａ) 監視機能喪失 

ⅰ．安全系監視制御盤の監視機能喪失 

ⅱ．グローブボックス温度監視装置監視制御盤の監視機能喪失 

ⅲ．グローブボックス消火装置監視制御盤の監視機能喪失 
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(ｂ) 全交流電源喪失 

ⅰ．母線電圧低（安全系監視制御盤による警報発報） 

(ｃ) 消火機能喪失 

ⅰ．グローブボックス排風機の多重故障（安全系監視制御盤による

警報発報） 

ⅱ．グローブボックス消火装置の多重故障（グローブボックス内消

火装置監視制御盤による警報発報） 

(ｄ) 感知機能喪失（消火機能喪失） 

ⅰ．グローブボックス温度監視装置の多重故障（グローブボックス

温度監視装置監視制御盤による警報発報） 

ＭＯＸ燃料加工施設の当直長（ＭＯＸ燃料加工施設対策班長）は，

重大事故等対処への着手を統括当直長（実施責任者）に通信連絡設

備を用いて報告する。全交流電源喪失等によりＭＯＸ燃料加工施設

の設計基準対象施設の通信連絡設備が機能喪失した場合は，建屋外

から，可搬型衛星電話（屋外用）を用いて再処理施設の中央制御室

への連絡を試みるが，再処理施設の中央制御室において通信連絡設

備が機能喪失しており，連絡ができない場合は，ＭＯＸ燃料加工施

設の対策要員が再処理施設の中央制御室に移動し，統括当直長（実

施責任者）に直接報告する。 

統括当直長（実施責任者）は，再処理施設の中央制御室にて，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設の当直長からの通信連絡又は対策要員からの報

告によりＭＯＸ燃料加工施設の状態を把握し，判断基準に基づき重

大事故等対策を実施する体制に移行する。 

ｅ．重大事故等の発生を防止するための手順等 

(ａ) 臨界事故の発生を防止するための手順等 

7－87



臨界事故は発生が想定されないことから，臨界事故の発生を防

止するための対策に関する手順はない。 

(ｂ) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の発生を防止するため

の手順等 

重大事故等着手判断後において，重大事故等の発生を防止する

ため，以下の対策を実施する。 

ⅰ．全送排風機の停止 

グローブボックス内火災の影響を受けた放射性物質が，グロー

ブボックス排気系の排気経路から環境中に放出されることを未

然に防止することを目的として，核燃料物質等をグローブボック

ス内に静置した状態に移行するため，全送排風機の停止操作を行

う。 

また，全送排風機の停止のうち，以下に示す場合のグローブボ

ックス排風機の停止については，拡大防止対策として位置づける。 

(ⅰ) 窒素循環ファンが停止した状態又は窒素循環ラインが破断

した状態で，火災の感知・消火機能が喪失し，グローブボック

ス排風機を停止する場合 

(ⅱ) 全交流電源喪失等で火災の感知消火機能が喪失した状態で，

グローブボックス排風機の停止を確認する際に，グローブボッ

クス排風機の運転が継続しており，グローブボックス排風機を

停止する場合 

ⅱ．全工程停止 

核燃料物質等をグローブボックス内に静置した状態を維持す

るため，全送排風機の停止操作を実施後，加工施設を安全の確保

ができる状態に移行するため，全工程を停止する。 

7－88



ⅲ．電源の遮断 

全工程の停止操作を実施後，火災の発生を防止するため，重大

事故の発生を仮定するグローブボックス内機器の動力電源を所

内電源設備のパワーセンタ（460Ｖ運転予備用母線及び460Ｖ常用

母線）にて選択的に遮断する。核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失に関する手順については，発生を防止するための対策（全送

排風機の停止，全工程停止及び動力電源の一部遮断）と並行して

火災の消火及び核燃料物質等の閉じ込めを実施することから，手

順の詳細については，添７第５表「２．１．２ 核燃料物質等を

閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等」に併せて示す。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の発生を防止するため

の対策（全送排風機の停止，全工程停止及び動力電源の一部遮断）

において，その操作に必要となる機器はないが，対策班員の防護

具及び可搬型照明等を資機材として整備する。 

また，資機材は対策に当たる対策班員の人数分の個数を確保し，

予備として同数を確保する。 

資機材の保管場所については，燃料加工建屋内の短時間で設置

場所へ移動できる場所に保管する。また，資機材については，定

期的に点検等を行い，常に使用可能な状態に整備することで健全

性を確保する。 

資機材を保管場所から設置場所へ運搬し，又は他の設備の被害

状況を把握するためのアクセスルートをあらかじめ定め，当該ル

ートには通行の支障となるものを設置しない。 

大規模な地震が発生した場合においては，設定したアクセスル

ートの通行が阻害される場合等を考慮して，必要な資機材を分散
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して保管することにより，複数のルートから事故発生場所にアク

セスできるようにする。 

(ｃ) その他の事故の発生を防止するための手順等 

その他の事故は発生が想定されないことから，その他の事故の

発生を防止するための対策に関する手順はない。 

ｆ．核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大を防止するための手

順等 

重大事故等着手判断後に，拡大防止対策として，火災の発生を確

認するため，中央監視室において，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックスの火災源に設置された火災状況確認用温度計の指示

値を，可搬型グローブボックス温度表示端末を接続することにより

確認する。 

上記と並行して，拡大防止対策として，外部への放射性物質の放

出を可能な限り防止するため，中央監視室から移動し，地下1階の

排風機室において，グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工

程室排風機入口手動ダンパを手動閉止する。 

火災状況確認用温度計の指示値が60℃を超える場合は，拡大防止

対策として，火災の発生が確認されたグローブボックスに対して，

中央監視室近傍から，遠隔手動操作により，地下３階廊下に設置さ

れた遠隔消火装置を起動させ，消火剤（ハロゲン化物消火剤）を放

出する。 

電源の確保，監視測定，情報把握設備の設置及び通信連絡に関す

る対策について，ｃ．で示した判断基準に基づき，重大事故等対処

の着手を判断した場合は，各手順に従い対策に着手する。 

重大事故対処に必要なパラメータについては，中央監視室で確認
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するとともに，再処理施設の中央制御室及び緊急時対策所に伝送し，

監視及び記録する。 

ｇ．重大事故等対処時の作業環境の確保 

重大事故等時における現場の作業環境について，放射線業務従事

者の作業安全を考慮するため，温度，湿度，線量等の作業環境を踏

まえ，放射線防護具の他，熱中症対策として，クールベスト等を整

備する。 

重大事故等対策時の防護装備について添７第９表に示す。 

③ 手順書の整備 

重大事故等対策時において，事象の種類及び事象の進展に応じて重

大事故等に的確かつ柔軟に対処できるように重大事故等発生時対応

手順書を整備する。 

ａ．全ての交流電源の喪失，安全機能を有する施設の機器の多重故障

及び計測器類の多重故障が，単独で，同時に又は連鎖して発生する

こと等を想定し，限られた時間の中で，ＭＯＸ燃料加工施設の状態

の把握及び重大事故等対策の適切な判断を行うため，必要な情報の

種類，その入手の方法及び判断基準を明確にし，重大事故等発生時

対応手順書を整備する。 

重大事故等の対処のために把握することが必要なパラメータのう

ち，ＭＯＸ燃料加工施設の状態を直接監視するパラメータをＭＯＸ

燃料加工施設の状態を監視するパラメータの中からあらかじめ選定

し，計器の故障時にＭＯＸ燃料加工施設の状態を把握するための手

順及び計測に必要な計器電源が喪失した場合の手順を重大事故等発

生時対応手順書に整備する。 

また，選定した直接監視するパラメータが計器の故障等により計
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測できない場合は，可搬型計器を現場に設置し，定期的にパラメー

タ確認を行うことを重大事故等発生時対応手順書に明記する。 

ＭＯＸ燃料加工施設では，施設に影響を及ぼす可能性がある自然

現象又は自然現象発生後の施設周辺の状況については，公共機関か

らの情報及び気象観測設備からの情報，作業員による目視等により

得られる情報により把握することが可能であり，ＭＯＸ燃料加工施

設として屋外監視カメラの設置は不要であるが，再処理事業所とし

て一体となって事象に対処する場合には，再処理施設の屋外監視カ

メラから得られた情報について，ページング装置及び所内携帯電話

等の所内通信連絡設備により情報共有する。また，火災発生等を確

認した場合に消火活動等の対策に着手するための判断材料として

必要なパラメータを明確にした手順書を整備する。 

ｂ．重大事故の発生及び拡大を防ぐために 優先すべき操作等の判断

基準をあらかじめ明確にし，限られた時間の中で実施すべき重大事

故等への対処について各役割に応じて対処できるよう，重大事故等

発生時対応手順書を整備する。 

ｃ．重大事故等への対処において，放射性物質を燃料加工建屋内に可

能な限り閉じ込めるための手順書を整備する。 

全交流電源喪失時等において，準備に長時間を要する可搬型重大

事故等対処設備を必要な時期に使用可能とするため，準備に要する

時間を考慮の上，明確な手順着手の判断基準を重大事故等発生時対

応手順書に整備する。 

警報発報により発生を検知する重大事故については，当該重大事

故への対処において，放射性物質をＭＯＸ燃料加工施設内に可能な

限り閉じ込めるための対処等を重大事故等発生時対応手順書に整
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備する。 

重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対策については，発生防

止対策の結果に基づき拡大防止対策の実施を判断するのではなく，

重大事故等着手判断後に，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止

対策の実施を同時に判断することを重大事故等発生時対応手順書

に明記する。 

また，一連の重大事故等対策が完了した後，重大事故の発生によ

り工程室内にグローブボックスから漏えいしたＭＯＸ粉末が沈降

し，工程室内雰囲気が安定した状態であることが確認された場合は，

ＭＯＸ粉末の回収を行う。また，回収作業の一環として，回収作業

に係る作業環境の確保を行うための閉じ込める機能の回復作業を

行う。これらの対策を記載した重大事故等発生時対応手順書を整備

する。 

また，重大事故等への対処を実施するに当たり，作業に従事する

要員の過度な放射線被ばくを防止するため，放射線被ばく管理に係

る対応について重大事故等発生時対応手順書に整備する。 

重大事故等発生時の被ばく線量管理は，個人線量計による被ばく

線量管理及び管理区域での作業時間管理によって行う。１作業あた

りの被ばく線量が10mSv以下とすることを目安に計画線量を設定し，

作業者の被ばく線量を可能な限り低減できるようにする。また，１

作業あたりの被ばく線量が10mSv以下での作業が困難な場合は，緊

急作業における線量限度である100mSv又は250mSvを超えないよう

管理する。その場合においても，作業者の被ばく線量が可能な限り

低減できるよう，段階的に計画線量を設定する。 

建屋内の重大事故等対策の作業については，作業負荷の観点から
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１回当たり１時間 30 分以内を目安とし，当該作業後に他の作業を

行う場合には，30分の休憩時間を確保する。 

建屋外の重大事故等対策の作業については，交代で休憩をとりな

がら作業を行う。また，大型移送ポンプ車の連続運転中の監視作業

は，２人の監視要員が１時間交代で休憩をとりながら監視を行う。 

地震時においては，地震発生直後に要員は自らの身を守るための

行為を実施し，揺れが収まったことを確認してから安全系監視制御

盤等により，火災の感知・消火機能が維持されているかの確認を実

施するため，地震の発生を起点として，その後10分間は要員による

対処を期待しない。そのため，重大事故等の対策に必要な要員の評

価等においては，重大事故等への対処のうち判断に基づき実施する

操作及び作業は，地震の発生10分後以降に開始するものとする。 

ｄ．財産（設備等）保護よりも安全を優先する共通認識を持ち，行動

できるよう，社長は，あらかじめ方針を示す。 

重大事故等時の対処においては，財産（設備等）保護よりも安全

を優先する方針に基づき定めた重大事故等発生時対応手順書を整

備し，判断基準を明記する。重大事故等対策時においては，統括当

直長(実施責任者)は躊躇せず判断できるように，財産（設備等）保

護よりも安全を優先する方針に基づき，判断基準を定めた重大事故

等発生時対応手順書を整備する。 

重大事故等対策時の非常時対策組織の活動において，重大事故等

対処を実施する際に，再処理事業部長(非常時対策組織本部長)は，

財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に従った判断を実施

する。 

ｅ．事故の進展状況に応じて具体的な重大事故等対策を実施するため，
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実施組織用及び支援組織用の手順書を適切に定める。手順書が事故

の進展状況に応じていくつかの種類に分けられる場合は，それらの

構成を明確化し，かつ，各手順書相互間の移行基準を明確化する。 

重大事故等発生時において，再処理施設と共通の手順で対処を実

施する作業については，再処理施設の重大事故等発生時対応手順書

を使用する。また，再処理施設と設備を共用する場合は，対処の内

容，体制，数量を考慮しても，両施設が重大事故等に的確かつ柔軟

に対処できるように，対処の優先順位，判断材料として必要なパラ

メータ等を再処理施設の重大事故等発生時対応手順書に定める。 

各手順書は，重大事故等対策を的確に実施するために，事故の進

展状況に応じて，以下のように構成し定める。重大事故等発生時対

応手順書を含む文書体系を添７第11図に示す。 

(ａ) 運転手順書 

ＭＯＸ燃料加工施設の平常運転（操作項目，パラメータ等の確

認項目，操作上の注意事項等）を記載した手順書 

(ｂ) 警報対応手順書 

中央監視室，制御室及び現場制御盤に警報が発生した際に，警

報発生原因の除去あるいは設備を安全な状態に維持するために

必要な対応を警報ごとに記載した手順書 

(ｃ) 重大事故等発生時対応手順書 

複数の設備の故障等による異常又は重大事故に至るおそれが

ある場合に必要な対応を重大事故事象ごとに記載した手順書で，

以下のとおりとする。 

ⅰ．重大事故への進展を防止するための発生防止手順書 

ⅱ．重大事故に至る可能性がある場合，事故の拡大を防止するため
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の手順書 

警報対応手順書で対応中に機器の多重故障が発生し，火災の感

知・消火の機能喪失が確認された場合は，重大事故等対処の着手

を判断し，重大事故等発生時対応手順書へ移行する。 

さらに，重大事故等発生時対応手順書で対応中に発生防止及び

拡大防止（影響緩和含む）への措置がすべて機能しない場合，大

規模損壊発生時対応手順書へ移行する。 

大気及び海洋への放射性物質の拡散の抑制，中央監視室，モニ

タリング設備，緊急時対策所並びに通信連絡設備に関する手順書

を整備する。 

重大事故等発生時対応手順書は，事故の進展状況に応じて構成

を明確化し，手順書相互間を的確に移行できるよう，移行基準を

明確にする。 

重大事故等発生時の対策のうち，要員に余裕があった場合のみ

に実施できるもの，特定の状況下においてのみ有効に機能するも

の，対処に要する手順が多いこと等により，対処に要する時間が

重大事故等対処設備を用いた対処よりも長いものは，自主対策と

して位置づける。 

自主対策については，重大事故等の対処に悪影響を与えない範

囲で実施することをこれらの手順書に明記する。 

ｆ．重大事故等対策実施の判断材料として確認する温度等の計測可能

な必要なパラメータを整理し，重大事故等発生時対応手順書に明記

する。また，重大事故等対策実施時におけるパラメータの挙動予測，

影響評価すべき項目及び監視パラメータ等を，重大事故等発生時対

応手順書に明記する。 

7－96



重大事故等の対処のために把握することが必要なパラメータをあ

らかじめ選定し，運転手順書及び重大事故等発生時対応手順書に明

記する。 

重大事故等発生時対応手順書には，耐震性，耐環境性のある計測

機器での確認の可否，記録の可否，直流電源喪失時における可搬型

計器による計測可否等の情報を明記する。 

有効性評価等にて整理した有効な情報は，実施組織要員である当

直（運転員）が監視すべきパラメータの選定，状況の把握及び進展

予測並びに対応処置の参考情報とし，重大事故等発生時対応手順書

に明記する。 

また，有効性評価等にて整理した有効な情報は，支援組織が支援

するための参考情報とし，重大事故等発生時支援実施手順書に整理

する。 

ｇ．前兆事象として把握ができるか，重大事故等を引き起こす可能性

があるかを考慮して，設備の安全機能の維持及び事故の未然防止対

策をあらかじめ検討し，前兆事象を確認した時点で，必要に応じて

事前の対応ができる体制及び手順書を整備する。 

対処により重大事故等に至ることを防止できる自然現象について

は，施設周辺の状況に加えて，気象庁発表の警報等を踏まえた進展

を予測し，施設の安全機能の維持及び事故の防止措置を講ずるため，

必要に応じて事前の対応ができる体制及び手順書を整備する。 

大津波警報が発表された場合に，ＭＯＸ燃料加工施設を安全の確

保ができる状態に移行させるため，原則として各工程の停止操作を

実施するための手順書を整備する。 

台風の通過が想定される場合に，屋外設備の暴風雨対策及び巡視
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点検を強化するため，必要に応じて事前の対応を実施するための手

順書を整備する。 

竜巻の発生が予想される場合に，車両の退避又は固縛の実施，ク

レーン作業の中止等，設計竜巻から防護する施設を防護するため，

必要に応じて事前の対応を実施するための手順書を整備する。 

火山の影響により,降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

に，ＭＯＸ燃料加工施設を安全の確保ができる状態に移行させるた

め，原則として各工程の停止操作を実施するための手順書を整備す

る。 

設計基準を上回る規模の積雪が予想される場合に，降雪の状況に

応じて除雪作業を実施するための手順書を整備する。 

その他の前兆事象を伴う事象については，気象情報の収集，巡視

点検の強化及び前兆事象に応じた事故の未然防止の対応ができる

手順書を整備する。 

④ 教育及び訓練の実施 

重大事故等対策を実施する要員に対し，重大事故等対策時における

事故の種類及び事故の進展に応じて的確かつ柔軟に対処するために

必要な力量を確保するため，教育及び訓練を計画的に実施する。 

必要な力量の確保については，平常運転時の実務経験を通じて付与

される力量を考慮する。 

また，事故時対応の知識及び技能について，重大事故等対策を実施

する要員の役割に応じた教育及び訓練を定められた頻度及び内容で

計画的に実施することにより，重大事故等対策を実施する要員の力量

の維持及び向上を図る。 

教育及び訓練の頻度と力量評価の考え方は，以下の基本方針に基づ
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き教育訓練の計画を定め，実施する。 

 

ａ．基本方針 

(ａ) 重大事故等対策を実施する要員に対し必要な教育及び訓練を 

年１回以上実施し，評価することにより，力量が維持されている

ことを確認する。 

(ｂ） 重大事故等対策を実施する要員が力量の維持及び向上を図る

ためには，各要員の役割に応じた教育及び訓練を受ける必要があ

る。各要員の役割に応じた教育及び訓練を計画的に繰り返すこと

により，各手順を習熟し，力量の維持及び向上を図る。 

(ｃ) 重大事故等対策を実施する要員の力量評価の結果に基づき教

育及び訓練の有効性評価を行い，年１回の実施頻度では力量の維

持が困難と判断される教育及び訓練については，年２回以上実施

する。 

(ｄ) 重大事故等対策における中央監視室での操作及び動作状況確

認等の短時間で実施できる操作以外の作業や操作については，

添７第６表「重大事故等対策における操作の成立性」に必要な重

大事故等に対処する要員数及び想定時間にて対応できるように，

教育及び訓練により効果的かつ確実に実施できることを確認す

る。 

(ｅ) 教育及び訓練の実施結果により，手順，資機材及び体制につい

て改善要否を評価し，必要により手順，資機材の改善，体制，教

育及び訓練計画への反映を行い，力量を含む対応能力の向上を図

る。 

重大事故等対策を実施する要員に対して，重大事故等時におけ
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る事故の種類及び事故の進展に応じて的確かつ柔軟に対処でき

るように，重大事故等対策を実施する要員の役割に応じた教育及

び訓練を実施し，計画的に評価することにより力量を付与し，運

転開始前までに力量を付与された重大事故等対策を実施する要

員を必要人数配置する。 

重大事故等対策を実施する要員を確保するため，以下の基本方

針に基づき教育及び訓練を実施する。 

計画（Ｐ），実施（Ｄ），評価（Ｃ），改善（Ａ）のプロセス

を適切に実施し，ＰＤＣＡサイクルを回すことで，必要に応じて

手順書の改善，体制の改善等の継続的な重大事故等対策の改善を

図る。 

ｂ．教育及び訓練の実施 

(ａ) 重大事故等対策は，ＭＯＸ燃料加工施設の状況に応じた幅広い

対策が必要であることを踏まえ，重大事故等対策を実施する要員

の役割に応じて，重大事故等発生時のＭＯＸ燃料加工施設の挙動

に関する知識の向上を図る教育及び訓練を実施する。 

重大事故等対策時にＭＯＸ燃料加工施設の状態を早期に安全

の確保ができる状態に導くための的確な状況把握，確実及び迅速

な対応を実施するために必要な知識について，重大事故等対策を

実施する要員の役割に応じた，教育及び訓練を計画的に実施する。 

(ｂ) 重大事故等対策を実施する要員の役割に応じて，定期的に重大

事故等対策に係る知識ベースの理解向上に資する教育を行う。ま

た，重大事故等対策に関する基本的な知識，施設のプロセスの原

理，安全設計及び対処方法について，教育により習得した知識の

維持及び向上を図るとともに，日常的な施設の操作により，習得
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した操作に関する技能についても維持及び向上を図る。 

現場作業に当たる重大事故等対策を実施する要員が，作業に習

熟し必要な作業を確実に完了できるように，重大事故等対策を実

施する要員の役割分担及び責任者などを定め，連携して一連の活

動を行う訓練を計画的に実施する。 

重大事故等対策を実施する要員に対しては，要員の役割に応じ

て，重大事故等対策時のＭＯＸ燃料加工施設の状況把握，的確な

対応操作の選択，確実な指揮命令の伝達の一連の非常時対策組織

の機能，非常時対策組織における支援組織の位置づけ，実施組織

と支援組織の連携を含む非常時対策組織の構成及び手順書の構

成に関する机上教育を実施するとともに，重大事故等対策を実施

する要員の役割に応じて，重大事故等対策に係る訓練を実施する。 

重大事故等対策時のＭＯＸ燃料加工施設の状態把握，的確な対

応操作の選択等，実施組織及び支援組織の実効性等を総合的に確

認するための訓練等を計画的に実施する。 

重大事故等対策を実施する要員に対しては，要員の役割に応じ

て，知識の向上と手順書の実効性を確認するため，模擬訓練を実

施する。また，重大事故等対策時の対応力を養成するため，手順

に従った対応中において判断に用いる監視計器の故障や作動す

べき機器の不作動等，多岐にわたる機器の故障を模擬し，関連パ

ラメ－タによる事象判断能力，代替手段による復旧対応能力等の

運転操作の対応能力向上を図る。 

重大事故等対策を実施する要員に対しては，要員の役割に応じ

て，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能の回復のための対応操作を習

得することを目的に，手順や資機材の取扱い方法の習得を図るた
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めの訓練を，訓練ごとに頻度を定めて実施する。訓練では，訓練

ごとの訓練対象者全員が実際の設備又は訓練設備を操作して訓

練を実施する。 

(ｃ) 重大事故等対策時において復旧を迅速に実施するために，平常

時から保守点検活動を社員自らが行って，部品交換等の実務経験

を積むこと等により，ＭＯＸ燃料加工施設及び予備品等について

熟知する。 

当直員（運転員）は，平常運転時に実施する項目を定めた手順

書に基づき，設備の巡視点検，定期点検及び運転に必要な操作を

自らが行う。 

現場における設備の点検においては，マニュアルに基づき，隔

離の確認，外観目視点検，試運転等の重要な作業ステップをホー

ルドポイントとし立会確認を行うとともに，工事要領書の内容確

認及び作業工程検討等の保守点検活動を社員自らが行う。さらに，

重大事故等対策時からの設備復旧に係わる要員は，要員の役割に

応じて，研修施設等にてポンプ及び空気圧縮機の分解点検及び部

品交換並びに補修材による応急措置の実習を協力会社とともに

実施することにより技能及び知識の向上を図る。 

重大事故等対策については，重大事故等対策を実施する要員が，

要員の役割に応じて，可搬型重大事故等対処設備の設置，配管接

続，ケ－ブルの敷設及び接続，放出される放射性物質の濃度の測

定，線量の測定，アクセスル－トの確保及びその他の重大事故等

対策の資機材を用いた訓練を行う。 

重大事故等対策を実施する要員のうち自衛消防組織の消火班

の要員は，初期消火活動を実施するための消防訓練を定期的に実
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施する。 

ＭＯＸ燃料加工施設並びに再処理施設の各要員の教育及び訓

練は，連携して行うことで必要な知識の向上及び技能の習得を図

る。 

統括当直長は，重大事故等発生時及び大規模損壊時の各事象発

生時に的確に判断することが求められるため，総合的に教育及び

訓練を実施する。 

(ｄ) 重大事故等対処施設のうち，取扱いに資格を有する設備につい

ては，有資格者により取扱いを可能とし，教育及び訓練を実施す

ることで技能の維持及び向上を図る。 

(ｅ) 重大事故等対策を実施する要員は，重大事故等対策及び重大事

故等発生後の復旧を迅速に実施するため，放射性物質，化学物質

等による影響を想定した訓練及び放射線防護具等を使用する訓

練並びに夜間の視界不良及び悪天候下の厳しい環境条件を想定

した事故時対応訓練を行う。 

また，あらかじめ定めた連絡体制に基づき，夜間又は休日（平

日の勤務時間帯以外）を含めて必要な重大事故等対策を行う要員

を非常招集できるように，アクセスルート等を検討するとともに,

非常時対策組織要員の対象者に対して計画的に通報連絡訓練を

実施する。 

(ｆ) 重大事故等対策を実施する要員は，重大事故等対策時の対応や

事故後の復旧を迅速に実施するため，設備及び事故時用の資機材

等に関する情報並びに手順書及びマニュアルが即時に利用でき

るように，平常時から保守点検活動等を通じて準備し，それらの

情報及び手順書及びマニュアルを用いた事故時対応訓練を行う。 
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それらの情報及び手順書並びにマニュアルを用いて，事故時対

応訓練を行うことで，設備資機材の保管場所，保管状態を把握し，

取扱いの習熟を図るとともに，資機材等に関する情報及び手順書

の管理を実施する。 

⑤ 体制の整備 

重大事故等発生時において重大事故等に対応するための体制とし 

て，以下の方針に基づき整備する。 

ａ．重大事故等対策を実施する実施組織及び実施組織に対して支援を

行う支援組織の役割分担及び責任者などを定め，指揮命令系統を明

確にし，効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する。 

重大事故等を起因とする原子力災害が発生するおそれがある場

合又は発生した場合に，事故原因の除去，原子力災害の拡大防止及

びその他の必要な活動を迅速かつ円滑に行うため，再処理事業部長

（原子力防災管理者）は，事象に応じて非常事態を発令し，非常時

対策組織の非常招集及び通報連絡を行い，非常時対策組織を設置し

て対処する。 

重大事故等への対処に係る体制の整備に当たっては，ＭＯＸ燃料

加工施設と再処理施設は同じ敷地内にあることから，効果的な重大

事故等対策を実施し得るようにするため，非常時対策組織を一体化

し，重大事故等対策を実施する実施組織，支援組織の役割及び責任

者を再処理事業所として明確に定める。 

非常時対策組織は，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処理施設の各工程

で同時に重大事故等が発生した場合においても対応できるように

する。 

再処理事業部長(原子力防災管理者）は，非常時対策組織本部の本
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部長として，非常時対策組織の統括管理を行い，責任を持って原子

力防災の活動方針を決定する。 

非常時対策組織における指揮命令系統を明確にするとともに，指

揮者である非常時対策組織本部の本部長（原子力防災管理者）が不

在の場合は，あらかじめ定めた順位に従い，副原子力防災管理者が

その職務を代行する。 

非常時対策組織は，本部長，副本部長，再処理工場長，核燃料取

扱主任者，連絡責任者及び支援組織の各班長で構成する非常時対策

組織本部，重大事故等対策を実施する実施組織，実施組織に対して

技術的助言を行う技術支援組織及び実施組織が重大事故等対策に

専念できる環境を整える運営支援組織（以下技術支援組織及び運営

支援組織の両者をあわせて「支援組織」という。）で構成する。 

非常時対策組織において，指揮命令は非常時対策組織本部の本部

長を 上位に置き，階層構造の上位から下位に向かってなされる。

一方，下位から上位へは，実施事項等が報告される。 

非常時対策組織の構成を添７第 10 表，非常時対策組織の体制図

を添７第12及び添７第13図に示す。 

平常運転時の体制下での運転，日常保守点検活動の実施経験が非

常時対策組織での事故対応，復旧活動に活かすことができ，組織が

効果的に重大事故等対策を実施できるように，専門性及び経験を考

慮した作業班の構成を行う。 

火災発生時の消火活動は，非常時対策組織とは別組織の自衛消防

組織（添７第13図参照）のうち，消火班及び消火専門隊が実施する。 

ｂ．非常時対策組織本部は，本部長，副本部長，再処理工場長，核燃

料取扱主任者，連絡責任者及び支援組織の各班長で構成し，緊急時
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対策所を活動拠点として，施設状況の把握等の活動を統括管理し，

非常時対策組織の活動を統括管理する。 

重大事故等対策時には支援組織要員を再処理施設の中央制御室

へ派遣し，ＭＯＸ燃料加工施設や再処理施設の状況を非常時対策組

織本部及び支援組織に報告する。また，支援組織の対応状況につい

ても支援組織の各班長より適宜報告されることから，常に綿密な情

報の共有がなされる。 

あらかじめ定めた手順にしたがって実施組織が行う重大事故等

対策については，統括当直長（実施責任者）の判断により自律的に

実施し，非常時対策組織本部及び支援組織に実施の報告が上がって

くることになる。 

核燃料取扱主任者は，重大事故等対策時の非常時対策組織におい

て，その職務に支障をきたすことがないように，独立性を確保する。

ＭＯＸ燃料加工施設の核燃料取扱主任者は，ＭＯＸ燃料加工施設の

重大事故等対策に関し保安の監督を誠実かつ 優先に行うことを

任務とする。 

核燃料取扱主任者は，重大事故等対策に係る手順書の整備に当た

って，保安上必要な事項について確認を行う。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した

場合，核燃料取扱主任者が保安の監督を誠実に行うことができるよ

うに，非常時対策組織要員は，通信連絡設備により必要の都度，情

報連絡（ＭＯＸ燃料加工施設の状況，対策の状況）を行う。ＭＯＸ

燃料加工施設の核燃料取扱主任者は得られた情報に基づき，ＭＯＸ

燃料加工施設の重大事故等対策に関し保安上必要な場合は，非常時

対策組織要員への指示並びに非常時対策組織本部の本部長へ意見
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具申及び対策活動への助言を行う。 

非常時対策組織の機能を担う要員の規模は，対応する事故の様相

及び事故の進展や収束の状況により異なるが，それぞれの状況に応

じて十分な対応が可能な組織とする。 

ｃ．実施組織は，当直（運転員）等により構成され，重大事故等対策

を円滑に実施できる体制とし，役割に応じて責任者を配置する。 

(ａ) 実施組織 

実施組織は，統括当直長を実施責任者とする。実施責任者(統括

当直長)は，重大事故等対策の指揮を執る。 

実施組織は，建屋対策班，建屋外対応班，通信班，放射線対応

班，要員管理班及び情報管理班で構成する。 

実施責任者(統括当直長)は，実施組織の建屋対策班の各班長，

通信班長，放射線対応班長，要員管理班長，情報管理班長を任命

し，重大事故等対策の指揮を執るとともに，対策活動の実施状況

に応じ，支援組織に支援を要請する。また，実施責任者（統括当

直長）又はあらかじめ指名された者は，実施組織の連絡責任者と

して，事象発生時における対外連絡を行う。 

実施組織は再処理施設の制御建屋を活動拠点とする。 

実施組織のうち，ＭＯＸ燃料加工施設対策班は，ＭＯＸ燃料加

工施設の状況を把握し，重大事故等対処が可能な中央監視室を活

動拠点とする。 

消火及びダンパ閉による閉じ込めが完了し，再処理施設の中央

制御室に監視パラメータの伝送が可能となった場合は，ＭＯＸ燃

料加工施設対策班は活動拠点を再処理施設の制御建屋に移す。 

また，工場等外への放射性物質の大量放出のおそれ又は故意に
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よる大型航空機の衝突が生じたことにより，中央監視室が使用で

きなくなる場合には，ＭＯＸ燃料加工施設対策班は再処理施設の

制御建屋に活動拠点を移行し，対策活動を実施する。 

再処理施設の制御建屋が使用できなくなる場合には，実施組織

要員は，緊急時対策所に活動拠点を移行し，対策活動を実施する。 

ⅰ．実施組織の各班の役割 

(ⅰ) 建屋対策班は，制御建屋対策班，前処理建屋対策班，分離建

屋対策班，精製建屋対策班，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋対策班，ガラス固化建屋対策班，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋対策班及びＭＯＸ燃料加工施設対策班で構成する。 

建屋対策班は，各対策実施の時間余裕の算出，可搬型計器の

設置を含む各建屋における対策活動の実施及び各建屋の対策

の作業進捗管理並びに各建屋周辺の線量率確認及び可搬型設

備の起動確認等を行う。 

(ⅱ) 建屋外対応班は，屋外のアクセスルートの確保，貯水槽から

各建屋近傍までの水供給及び可搬型重大事故等対処設備への

燃料補給を行うとともに，工場等外への放射性物質及び放射線

の放出抑制並びに航空機墜落火災発生時の消火活動を行う。 

(ⅲ) 通信班は，再処理施設の中央制御室において，所内携帯電話

の使用可否の確認結果に応じて，可搬型衛星電話（屋内用），

可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トランシーバ（屋内用），

可搬型トランシーバ（屋外用）の準備，確保及び設置を行う。

また，通信班は，通信連絡設備設置完了後は要員管理班へ合流

する。 

(ⅳ) 放射線対応班は，可搬型排気モニタリング設備，可搬型環境
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モニタリング設備及び可搬型気象観測設備の設置，重大事故等

の対策に係る放射線並びに放射能の状況把握，管理区域退域者

の身体サーベイ，モニタリングポスト等への代替電源給電実施

組織要員の被ばく管理等を行う。 

また，実施組織要員又は自衛消防組織の消火班員若しくは消

火専門隊員に負傷者が発生した場合は，負傷者の汚染検査（除

染等を含む）を行い，その結果とともに，負傷者を支援組織の

放射線管理班へ引き渡す。 

ＭＯＸ燃料加工施設の放射線対応班は，燃料加工建屋周辺の

モニタリング及び風向・風速の測定を行う。 

(ⅴ) 要員管理班は，再処理施設の中央制御室内の中央安全監視室

において，再処理施設の中央制御室内の要員把握を行うととも

に，建屋対策班の依頼に基づき，中央制御室内の対策班員の中

から各建屋の対策作業の要員の割り当て等を行う。 

対策作業に先立ち実施する現場環境確認のため，実施責任者

(統括当直長)の指示に基づき，対策班員の中から現場環境確認

要員を確保する。 

また，実施組織要員又は自衛消防組織の消火班員若しくは消

火専門隊員に負傷者が発生した場合，人命保護を目的に速やか

に負傷者の救護を行い，汚染検査のため，実施組織の放射線対

応班へ引き渡す。 

(ⅵ) 情報管理班は，再処理施設の中央制御室内の中央安全監視室

において時系列管理表の作成，作業進捗管理表の作成及び作業

進捗の管理，作業時間の管理，各建屋での対策実施に係る時間

余裕の集約及び作業開始目安時間の集約を行う。 
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ⅱ．建屋対策班の要員毎の役割 

(ⅰ) 地震を要因とする全交流電源喪失による安全機能の喪失又

は安全系監視制御盤等の機能喪失の場合 

ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，ＭＯＸ燃料加工施設におい

て重大事故等が発生した場合，ＭＯＸ燃料加工施設の情報管理

班長とともに中央監視室から再処理施設の制御建屋に移動し，

再処理施設の制御建屋の中央安全監視室において，ＭＯＸ燃料

加工施設対策班員に対策を指示し，ＭＯＸ燃料加工施設におけ

る状況確認及び活動状況の把握を行い，実施責任者(統括当直

長)へ活動結果の報告を行う。 

ＭＯＸ燃料加工施設の情報管理班長は，ＭＯＸ燃料加工施設

において重大事故等が発生した場合，ＭＯＸ燃料加工施設対策

班長とともに再処理施設の制御建屋に移動し，中央安全監視室

においてＭＯＸ燃料加工施設の作業進捗の管理等を行う。 

ＭＯＸ燃料加工施設の現場管理者は，対策作業開始後，ＭＯ

Ｘ燃料加工建屋の作業状況を，通信連絡設備を用いてＭＯＸ燃

料加工施設対策班長へ伝達するとともに，対策の作業進捗管理

を行う。また，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の現場管理者は，対

策班員にＭＯＸ燃料加工施設対策班長からの指示を伝達する

とともに，ＭＯＸ燃料加工施設内の状況や作業進捗状況等の情

報収集を行う。ＭＯＸ燃料加工施設対策班長が再処理施設の制

御建屋へ移動中は，ＭＯＸ燃料加工施設の現場管理者が指揮を

代行する。 

ＭＯＸ燃料加工施設の対策班員は，ＭＯＸ燃料加工施設対策

班長又はＭＯＸ燃料加工施設現場管理者の指揮の下，燃料加工
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建屋における重大事故等への対策を実施する。 

また，再処理施設の建屋対策班長は，対策作業に先立ち実施

する現場環境確認のため，実施責任者(統括当直長)の指示に基

づき要員管理班が割り当てた要員に対して現場環境確認（屋内

のアクセスルートの確認），可搬型通話装置の設置及び圧縮空

気手動供給ユニットの弁操作を指示する。 

再処理施設の建屋対策班の現場管理者は，初動対応として，

担当建屋近傍において，各建屋周辺の線量率確認，可搬型発電

機，可搬型排風機及び可搬型空気圧縮機の起動確認を行う。 

地震を要因とする溢水に対しては，破損を想定する機器につ

いて耐震対策を実施することにより基準地震動による地震力

に対して耐震性を確保する。 

しかしながら，現場環境確認時の建屋対策班の対策班員の防

護装備については，現場環境が悪化している可能性も考慮し，

溢水を考慮した装備とする。現場環境確認により施設状況を把

握した後の建屋対策班の対策班員の防護装備については，手順

書に定めた判断基準に基づき適切な防護装備を選定し，建屋対

策班長と放射線対応班長が協議の上，実施責任者（統括当直長）

が判断し，放射線防護装備を決定する。 

再処理施設の建屋対策班の現場管理者は，対策班員が実施し

た現場環境確認の結果を通信連絡設備を用いて建屋対策班長

に報告し，建屋対策班長は，その結果に基づいて対策作業に使

用するアクセスルートを決定するとともに，手順書に基づいた

対策作業の実施を建屋対策班に指示する。 

再処理施設の建屋対策班は，要員管理班に対して対策作業に
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必要な作業員の確保を依頼し，割り当てられた対策班員により

対策作業を行う。 

再処理施設の建屋対策班の現場管理者は，対策作業開始後，

担当建屋の作業状況を通信連絡設備を用いて建屋対策班長へ

伝達するとともに，担当建屋の対策の作業進捗管理を行う。ま

た，建屋対策班の現場管理者は，対策班員に建屋対策班長から

の指示を伝達するとともに，建屋内の状況や作業進捗状況等の

情報収集を行う。対策班員に係る汚染管理として，各建屋入口

にて対策班員同士による相互での身体サーベイを実施すると

ともに，必要に応じ簡易な除染又は養生により，管理区域外へ

の汚染拡大防止を図る。また，現場作業時は，携行したサーベ

イメータにより線量率を把握する。 

建屋対策班長は，再処理施設制御建屋内の中央安全監視室に

おいて，現場管理者からの担当建屋内の状況や作業進捗状況の

報告に基づき，建屋内での作業状況の把握及び実施責任者(統

括当直長)への作業進捗状況の報告を行う。 

(ⅱ) 内的事象を要因とする安全機能の喪失の場合 

内的事象を要因とする場合，上記と同じ対応を行う。 

ＭＯＸ燃料加工施設において重大事故等が単独で発生した

場合は，重大事故等の対策に係る指揮は実施責任者（統括当直

長）が行い，ＭＯＸ燃料加工施設の要員で重大事故等対策が実

施できる体制とする。また，ＭＯＸ燃料加工施設と再処理施設

で対処が共通な対応については，再処理施設の要員が対策作業

に加わる体制を整備する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と再処理施設との同時発災において，両
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施設の重大事故等の対策に係る指揮は実施責任者(統括当直

長)が行い，両施設の事故状況に関わる情報収集や事故対策の

検討等を行うことにより，情報の混乱や指揮命令が遅れること

のない体制を整備する。 

再処理施設のみに重大事故等が発生した場合，ＭＯＸ燃料加

工施設対策班長は，手順書に基づきＭＯＸ燃料加工施設の全工

程を停止する操作を開始し，ＭＯＸ燃料加工施設を安全の確保

ができる状態に移行させることとする。 

実施組織の構成を添７第11表に示す。 

ｄ．支援組織として，実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組

織及び実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営支

援組織を設ける。 

非常時対策組織本部要員及び支援組織要員は，非常時対策組織の

本部長の指示に基づき再処理施設の中央制御室へ派遣する者を除

き，緊急時対策所を活動拠点とする。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処理施設のそれぞれの必要要員

を確保することにより，両施設の同時発災時においても，重大事故

等対応を兼務して対応できる体制を整備する。 

(ａ) 技術支援組織 

技術支援組織は，施設ユニット班，設備応急班及び放射線管理

班で構成する。 

ⅰ．施設ユニット班は，再処理施設の運転部長又は代行者を班長と

し，実施組織が行う重大事故等の対応の進捗を確認するとともに，

事象進展の制限時間等に関する施設状況を詳細に把握し，重大事

故等の対応の進捗に応じた要員配置に関する助言，実施組織の要
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請に基づく追加の資機材の手配を行う。また，設備応急班が行う

応急復旧対策の検討及び実施に必要な情報の収集及び応急復旧

対策の実施支援を行う。 

ⅱ．設備応急班は，再処理施設の保全技術部長又は代行者を班長と

し，施設ユニット班の収集した情報又は現場確認結果に基づき，

設備の機能喪失の原因及び破損状況を把握し，応急復旧対策を検

討及び実施する。 

ⅲ．放射線管理班は，再処理施設の放射線管理部長又は代行者を班

長とし，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処理施設内外の放射線，放射

能の状況把握，影響範囲の評価，非常時対策組織本部要員及び支

援組織要員の被ばく管理，緊急時対策建屋への汚染の持込み防止

措置等を行う。 

支援組織の放射線管理班は，実施組織要員又は自衛消防組織の

消火班若しくは消火専門隊に負傷者が発生した場合，実施組織の

放射線対応班により実施された汚染検査（除染等を含む）の結果

(汚染の有無等)を受領し，２次搬送先(外部医療機関)へ汚染の有

無等の情報を伝達する。また，非常時対策組織本部要員又は支援

組織要員に負傷者が発生した場合は，負傷者の汚染検査（除染等

を含む）を行い，２次搬送先（外部医療機関）へ汚染の有無等の

情報を伝達する。 

(ｂ) 運営支援組織 

運営支援組織は，総括班，総務班，広報班及び防災班で構成す

る。 

ⅰ．総括班は，再処理施設の技術部長又は代行者を班長とし，発生

事象に関し，支援組織の各班が収集した情報を集約，整理すると
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ともに社内外関係機関への通報連絡及び支援組織の運営を行う。 

ⅱ．総務班は，再処理施設の再処理計画部長又は代行者を班長とし，

事業所内通話制限，事業所内警備，避難誘導，点呼，安否確認取

りまとめ，負傷の程度に応じた負傷者の応急処置，外部からの資

機材の調達，輸送，食料，水及び寝具の配布管理を行う。 

ⅲ．広報班は，報道部長又は代行者を班長とし，総括班が集約した

情報等を基に，報道機関及び地域住民への広報活動に必要な情報

を収集し，報道機関及び地域住民に対する対応を行う。 

ⅳ．防災班は，防災管理部長又は代行者を班長とし，可搬型重大事

故等対処設備を含む防災資機材の配布，公設消防及び原子力防災

専門官等の社外関係機関の対応並びに緊急時対策所の設備操作

を行う。 

支援組織の構成を添７第12表に示す。 

ｅ．再処理事業部長（原子力防災管理者）は，警戒事象（その時点で

は，公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではない

が，原災法第 10 条第１項に基づく特定事象に至るおそれがある事

象）においては警戒事態を，特定事象が発生した場合には第１次緊

急時態勢を，原災法第 15 条第１項に該当する事象が発生した場合

には第２次緊急時態勢を発令し，非常時対策組織要員の非常招集及

び通報連絡を行い，非常時対策組織を設置する。その中に再処理事

業部長（原子力防災管理者）を本部長とする非常時対策組織本部，

実施組織及び支援組織を設置し，重大事故等対策を実施する。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大事故等が

発生した場合でも，速やかに対策を行えるよう，再処理事業所内に

必要な重大事故等に対処する要員を常時確保する。 

7－115



非常時対策組織（全体体制）が構築されるまでの間，宿直してい

る非常時対策組織本部の本部長代行者（副原子力防災管理者）の指

揮の下，非常時対策組織本部要員（宿直者及び電話待機者），支援

組織要員（当直員及び宿直者）及び実施組織要員（当直員及び宿直

者）による初動体制を確保し，迅速な対応を図る。 

重大事故等が発生した場合に迅速に対応するため，ＭＯＸ燃料加

工施設及び再処理施設の重大事故等に対処する非常時対策組織（初

動体制）の要員として，統括管理及び全体指揮を行う非常時対策組

織本部の本部長代行者（副原子力防災管理者）１人，社内外関係各

所への通報連絡に係る連絡補助を行う連絡責任補助者２人，電話待

機する再処理施設の核燃料取扱主任者１人，電話待機するＭＯＸ燃

料加工施設の核燃料取扱主任者１人，支援組織要員12人，実施組織

要員185人の合計202人を確保する。 

非常時対策組織（初動体制）の非常時対策組織本部の本部長代行

者（副原子力防災管理者）１人，社内外関係各所への通報連絡に係

る連絡補助を行う連絡責任補助者２人，重大事故等への対処に係る

情報の把握及び社内外関係各所への通報連絡に係る役割を持つ支

援組織要員４人，防災班８人，建屋外対応班員２人，制御建屋対策

班の対策班員10人は，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）にお

ける宿直及び当直とする。 

宿直者の構成を添７第13表に示す。 

非常時対策組織本部及び支援組織の当直員及び宿直者は，大きな

揺れを伴う地震の発生又は実施責任者（統括当直長）の連絡を受け，

緊急時対策所に移動し，非常時対策組織の初動体制を立ち上げ，施

設状態の把握及び社内外関係各所への通報連絡を行う。 
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実施組織の宿直者は，大きな揺れを伴う地震の発生又は実施責任

者（統括当直長）の連絡を受け，再処理施設の中央制御室へ移動し，

重大事故等対策を実施する。 

重大事故等が発生した場合に速やかに対応するため，ＭＯＸ燃料

加工施設の重大事故等に対処する非常時対策組織の実施組織につ

いて，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報

管理班長１人，ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者１人，放射線対応班

２人，建屋対策班員16人の合計21人で対応を行う。 

ＭＯＸ燃料加工施設において単独発災した場合の重大事故等に

対処するための体制については，実施責任者（統括当直長）１人，

ＭＯＸ燃料加工施設対策班長１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班

長１人，情報管理班員３人，ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者１人，

放射線対応班長１人，放射線対応班員14人，ＭＯＸ燃料加工施設の

放射線対応班員２人，建屋外対応班長１人，建屋外対応班員９人，

燃料加工建屋対策班員16人，通信班長１人，再処理施設の建屋対策

班員11人の合計62人で対応を行い，また，建屋放水を行う場合は，

水源からの水供給及び流出抑制対策として，再処理施設の建屋外対

応班員 22 人及び再処理施設の建屋対策班員８人で対応するため合

計83人で対応する。建屋放水の手順の詳細は添７第５表「２．１．

５工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」に示す。 

ＭＯＸ燃料加工施設と再処理施設が同時発災した場合に対処す

る非常時対策組織の実施組織について，実施責任者（統括当直長）

１人，建屋対策班長７人，現場管理者６人，要員管理班３人，情報

管理班３人，通信班長１人，放射線対応班 15 人，建屋外対応班 20

人，再処理施設の各建屋内対策班員105人の合計161人で対応を行
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う。また，予備要員として，再処理施設に３人を確保する。ＭＯＸ

燃料加工施設と再処理施設が同時に発災した場合には，それぞれの

施設の実施組織要員182人で重大事故対応を行う。ＭＯＸ燃料加工

施設は，夜間及び休日を問わず21人が駐在し，再処理施設では，夜

間及び休日を問わず，予備要員を含め164人が駐在する。両施設を

合わせた実施組織の必要要員数は，182 人でこれに予備要員３人を

加えた185人が夜間及び休日を問わず駐在する。 

重大事故等への対処に係る要員配置を記載したタイムチャート

を，添７第14図に示す。 

非常時対策組織（全体体制）については，事象発生後24時間を目

途に緊急時対策所にて支援活動等ができる体制を整備する。 

再処理事業所内にて重大事故等に対処している要員以外の非常

時対策組織本部員及び支援組織要員については，緊急連絡網等によ

り非常招集連絡を受けて参集拠点に参集する体制とする。 

また，地震により通信障害が発生し，緊急連絡網等による招集連

絡ができない場合においても，ＭＯＸ燃料加工施設周辺地域（六ヶ

所村）で震度６弱以上の地震の発生により，再処理事業所内にて重

大事故等に対処している要員以外の非常時対策組織本部要員及び

支援組織要員が参集拠点に自動参集する体制とする。 

参集拠点は，緊急時対策所まで徒歩で約３時間 30 分の距離にあ

り，社員寮及び社宅がある六ヶ所村尾駮地区に設ける。六ヶ所村尾

駮地区から緊急時対策所までのルートを添７第15図に示す。 

実施組織の要員については，緊急連絡網等を活用して事象発生後

24時間以内に交替要員を確保する。 

地震により通信障害が発生し，緊急連絡網等による招集連絡がで
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きない場合においても，事象発生時以降に勤務予定の当直（運転員）

はＭＯＸ燃料加工施設周辺地域（六ヶ所村）で震度６弱以上の地震

が発生した場合には，参集拠点に自動参集する体制とする。 

参集拠点には，災害時にも使用可能な通信連絡設備を整備し，こ

れを用いてＭＯＸ燃料加工施設の情報を入手し，必要に応じて交替

要員をＭＯＸ燃料加工施設へ派遣する体制を整備する。 

平常運転時は，病原性の高い新型インフルエンザや同様に危険性

を有する新感染症等の発生に備えた体制管理を行う。重大事故等の

対策を行う要員を確保できなくなるおそれがある場合には，交替要

員を呼び出すことにより要員を確保する。 

重大事故等に対処する要員の補充の見込みが立たない場合は，統

括当直長(実施責任者)の判断のもと，運転手順書に基づきＭＯＸ燃

料加工施設の各工程を停止する操作を開始し，ＭＯＸ燃料加工施設

を安全の確保ができる状態に移行させることとする。 

火災に対する消火活動については，敷地内に駐在する自衛消防組

織の消火班に属する消火専門隊が実施する体制を整備する。また，

火災が発生した場合は，消火班員が必要に応じて消火活動の支援を

行う体制を整備する。 

ＭＯＸ燃料加工施設において重大事故等が発生するおそれがあ

る場合又は発生した場合，ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等対策の

実施に影響を与える可能性を考慮し，隣接施設の状況を共有する体

制を整備する。 

なお，再処理施設の中央制御室のカメラ表示装置にて，航空機落

下による火災及び森林火災の発生を確認した場合は，実施責任者

（統括当直長）の指示に基づき，実施組織の建屋外対応班による消
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火活動を実施する。 

ｆ．再処理事業所における重大事故等対策の実施組織及び支援組織の

機能は，ｃ，ｄ項に示すとおり明確にするとともに，責任者として

それぞれ班長を配置する。 

ｇ．重大事故等対策の判断については，非常時対策組織における指揮

命令系統を明確にするとともに，指揮者である非常時対策組織本部

の本部長（原子力防災管理者）が欠けた場合に備え，代行者として

副原子力防災管理者をあらかじめ定め明確にする。また，非常時対

策組織の支援組織及び実施組織の各班長並びに実施責任者（統括当

直長）についても，代行者と代行順位をあらかじめ明確にする。 

非常時対策組織本部の本部長は，非常時対策組織の統括管理を行

い，責任を持って，原子力防災の活動方針の決定を行う。 

非常時対策組織本部の本部長が欠けた場合は，副原子力防災管理

者が，あらかじめ定めた順位に従い代行する。 

非常時対策組織の実施組織及び支援組織の各班長が欠けた場合は，

同じ機能を担務する下位の要員が代行するか，又は上位の職位の要

員が下位の職位の要員の職務を兼務することとし，具体的な代行者

の配置については上位の職位の要員が決定することをあらかじめ定

める。 

実施責任者（統括当直長）が欠けた場合は，統括当直長代理が代

務に当たることをあらかじめ定める。 

ｈ．非常時対策組織要員が実効的に活動するための施設及び設備等を

整備する。 

重大事故等が発生した場合において，実施組織及び支援組織が定

められた役割を遂行するために，関係各所との連携を図り，迅速な
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対応により事故対応を円滑に実施することが必要となることから，

以下の施設及び設備を整備する。 

実施組織は，中央監視室，再処理施設の中央制御室，中央制御室

内の中央安全監視室，現場及び緊急時対策所間の連携を図るため，

所内携帯電話の使用可否の確認結果により，可搬型衛星電話（屋外

用），可搬型トランシーバ（屋内用）等を整備する。 

支援組織は，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処理施設内外と通信連絡

を行い，関係各所と連携を図るための統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備等（テレビ会議システムを含む。）を備え

た緊急時対策所を整備する。 

また，電源が喪失し照明が消灯した場合でも，迅速な現場への移

動，操作及び作業を実施し，作業内容及び現場状況の情報共有を実

施できるように可搬型照明を整備する。 

これらは，重大事故等対策時において，初期に使用する施設及び

設備であり，これらの施設又は設備を使用することによってＭＯＸ

燃料加工施設及び再処理施設の状態を確認し，必要な社内外関係機

関へ通報連絡を行う。また重大事故等対処のため，夜間においても

速やかに現場へ移動させる。 

ｉ．支援組織は，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処理施設の状態及び重大

事故等対策の実施状況について，全社対策本部，国，関係地方公共

団体等の社内外関係機関への通報連絡が実施できるように，衛星電

話設備及び統合原子力防災ネットワ－クを用いた通信連絡設備等を

配備し，広く情報提供を行う。  

ｊ．重大事故等発生時に，社外からの支援を受けることができるよう

に支援体制を整備する。外部からの支援計画を定めるために，あら
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かじめ支援を受けることができるようにプラントメーカ，協力会社，

燃料供給会社及び他の原子力事業者との重大事故等発生時の支援活

動に係る覚書又は協定等の締結を行う。 

非常時対策組織本部の本部長（原子力防災管理者）は，ＭＯＸ燃

料加工施設及び再処理施設において，警戒事象が発生した場合には

警戒態勢を，特定事象が発生した場合には第１次緊急時態勢を，原

災法第 15 条第１項に該当する事象が発生した場合には第２次緊急

時態勢を発令するとともに社長へ直ちにその旨を報告する。 

報告を受けた社長は，警戒事象が発生した場合には全社における

警戒態勢を，特定事象が発生した場合には全社における第１次緊急

時態勢を，原災法第 15 条第１項に該当する事象が発生した場合に

は全社における第２次緊急時態勢を発令し，全社対策本部の要員を

非常招集する。 

社長は，全社における警戒態勢，第１次緊急時態勢又は第２次緊

急時態勢を発令した場合，速やかに事務建屋に全社対策本部を設置

し，全社対策本部の本部長としてその職務を行う。社長が不在の場

合は，あらかじめ定めた順位に従い，副社長又は社長が指名する役

員がその職務を代行する。 

全社対策本部は，非常時対策組織が重大事故等対策に専念できる

ように技術面及び運用面で支援する。 

全社対策本部は，原子力事業所災害対策支援拠点の設置を行うと

ともに，プラントメーカ，協力会社，燃料供給会社及び他の原子力

事業者等関係機関と連携して技術的な支援が受けられる体制を整

備する。 

全社対策本部の本部長は，全社対策本部の各班等を指揮し，非常
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時対策組織の行う応急措置の支援を行うとともに，必要に応じ全社

活動方針を示す。また，原子力規制庁緊急時対応センターの対応要

員を指名し，指名された対応要員は，原子力規制庁緊急時対応セン

ターに対して各施設の状況，支援の状況を説明するとともに，質問

対応等を行う。 

全社対策本部の事務局は，全社対策本部の運営，非常時対策組織

との情報連絡及び社外との情報連絡の総括を行う。社外からの問合

せ対応にあたり，各施設の情報（回答）は燃料製造事業部の連絡員

を通じて非常時対策組織より入手する。 

全社対策本部の事務局は，非常時対策組織が実施する応急措置状

況を把握し，全社対策本部の本部長に報告するとともに，必要に応

じ全社対策本部の本部長の活動方針に基づき，関係各設備の応急措

置に対し，指導又は助言を行う。 

全社対策本部の電力対応班は，プラントメーカ，協力会社，燃料

供給会社及び他の原子力事業者への協力要請並びにそれらの受入

れ対応，支援拠点の運営を行う。 

全社対策本部の放射線情報収集班は，非常時対策組織の支援組織

の放射線管理班が実施する放射線影響範囲の推定および評価結果

を把握し，全社対策本部の本部長に報告する。 

全社対策本部の放射線情報収集班は，非常時対策組織の支援組織

の放射線管理班が実施する放射線防護上の措置について必要に応

じ支援を行う。 

全社対策本部の総務班は，全社対策本部の本部長が必要と認めた

場合に，当社従業員等の安否の状況を確認し，全社対策本部の本部

長へ報告する。 
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全社対策本部の総務班は，非常時対策組織の支援組織の総務班が

実施する避難誘導状況を把握し，必要に応じ非常時対策組織の支援

組織の総務班と協力して再処理事業所以外の人員に係る避難誘導

活動を行う。 

全社対策本部の総務班は，負傷者発生に伴い，非常時対策組織の

支援組織の総務班が実施する緊急時救護活動状況を把握し，必要に

応じ指導または助言を行う。 

全社対策本部の総務班は，非常時対策組織の支援組織の総務班か

ら社外の医療機関への搬送及び治療の手配の依頼を受けた場合は，

関係機関に依頼する。 

全社対策本部の広報班は，記者会見，当社施設見学者の避難誘導

及びオフサイトセンター広報班等との連携を行う。 

全社対策本部の東京班は，国，電気事業連合会及び報道機関対応

を行う。 

全社対策本部の青森班は，青森県及び報道機関対応を行う。 

全社対策本部の構成を添７第16図に示す。 

ｋ．全社対策本部は，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処理施設において重

大事故等が発生した際に，当社施設の六ヶ所ウラン濃縮工場加工施

設及び廃棄物埋設施設で同時期に事象が発生した場合においても，

ｊ項に記載した対応を行う。 

 

(ロ) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムへの対応における事項 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合における

体制の整備に関し，次の事項に関する手順書を適切に整備し，また，当
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該手順書に従って活動を行うための体制及び資機材を整備する。 

・大規模損壊発生時において大規模な火災が発生した場合における消火

活動に関すること 

・重大事故等の発生を防止するための対策 

・対策の実施に必要な情報の把握 

・臨界事故の対策に関すること 

・核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対策に関すること 

・その他の事故に関すること 

・重大事故等の対処に必要となる水の供給対策に関すること 

・重大事故等に対処するために必要な電源確保の対策に関すること 

・大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に

関すること 

(１) 大規模損壊発生時の手順書の整備 

大規模損壊発生時の対応手順書の整備に当たっては，大規模損壊の

発生によって放射性物質が工場等外に放出されるような万一の事態

に至る可能性も想定し，以下の大規模な自然災害及び故意による大型

航空機衝突その他のテロリズムを考慮する。 

ａ．大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害の選定 

自然災害については，多数ある自然現象の中からＭＯＸ燃料加工施

設に大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害を選定する。 

(ａ) 自然現象の網羅的な抽出 

国内外の基準を参考に，網羅的に自然現象を抽出及び整理し，

自然現象56事象を抽出した。 

(ｂ) 特にＭＯＸ燃料加工施設の安全性に影響を与える可能性のあ

る自然現象の選定 
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各自然現象については，次の選定基準を踏まえて想定するＭＯ

Ｘ燃料加工施設への影響を考慮し，非常に過酷な状況を想定した

場合に考え得る自然現象について評価した。 

・基準１－１：自然現象の発生頻度が極めて低い 

・基準１－２：自然現象そのものは発生するが，大規模損壊に至

る規模の発生を想定しない 

・基準１－３：ＭＯＸ燃料加工施設周辺では起こり得ない 

・基準２  ：発生しても大規模損壊に至るような影響が考えら

れないことが明らかである 

特にＭＯＸ燃料加工施設の安全性に影響を与える可能性があ

る事象の影響を整理した結果を添７第14表及び添７第17図にそ

れぞれ示す。 

検討した結果，地震，竜巻，落雷，森林火災，凍結，火山の影

響，積雪及び隕石を非常に過酷な状況を想定した場合に大規模損

壊の要因として考慮すべき自然現象として選定する。 

上記の８事象に対し，大規模損壊に至る前に対処が可能な自然

現象はＭＯＸ燃料加工施設に影響を与えないものと考え，特にＭ

ＯＸ燃料加工施設の安全性に影響を与える可能性のある自然現

象を選定した結果，地震及び隕石を大規模損壊を発生させる可能

性のある自然災害として選定する。 

(ｃ) 大規模損壊の対象シナリオ選定 

非常に過酷な状況を想定した場合に大規模損壊の要因として

考慮すべき自然現象について，それぞれで特定した外的事象及び

シナリオを基に，大規模損壊として想定することが適切な事象を

選定する。 
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上記ｂ．での整理から，ＭＯＸ燃料加工施設の 終状態は以下

の３項目に類型化することができる。 

・大規模損壊で想定しているシナリオ 

・重大事故等で想定しているシナリオ 

・設計基準事故で想定しているシナリオ 

事象ごとにＭＯＸ燃料加工施設の 終状態を整理した結果を

添７第15表に示す。その結果，ＭＯＸ燃料加工施設において大規

模損壊を発生させる可能性のある自然現象は，地震及び隕石の２

事象となる。 

また，大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象のうち，

各事象のシナリオについては以下のとおりである。 

ⅰ．地震 

も過酷なケースは電力系統，非常用所内電源設備，閉じ込め

機能，露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有

するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を

期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグロー

ブボックス消火装置の消火機能が喪失並びに当該グローブボッ

クス内の火災により発生する放射性物質の放出によるシナリオ

の場合となる。 

ⅱ．隕石 

建物又は屋外設備等に隕石が衝突した場合は，当該建物又は設

備が損傷し，機能喪失に至る可能性がある。 

ＭＯＸ燃料加工施設敷地に隕石が落下した場合は，振動により

安全機能が損傷し，機能喪失に至る可能性がある。 

ｂ．故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応 
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テロリズムは様々な状況を想定するが，その中でも施設の広範囲に

わたる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生してＭＯ

Ｘ燃料加工施設に大きな影響を与える故意による大型航空機の衝突

を想定し，多様性及び柔軟性を有する手段を構築する。 

また，大型航空機の燃料加工建屋への衝突を要因とする大規模な火

災が発生することを前提とした手順書を整備する。事前にテロリズム

の情報を入手した場合は，可能な限り被害の低減や人命の保護に必要

な安全措置を講ずることを考慮する。 

その他のテロリズムによる爆発等でのＭＯＸ燃料加工施設への影響

については，故意による大型航空機の衝突と同様として考慮する。 

テロリストの敷地内への侵入に対する備えについては，核物質防護

対策として，区域の設定，人の容易な侵入を防止できる柵及び鉄筋コ

ンクリート造りの壁等の障壁の設置，巡視，監視，出入口での身分確

認，探知装置を用いた警報及び映像等の集中監視，治安当局への通信

連絡並びに不正に爆発性又は易燃性を有する物品その他人に危害を

与え，又は他の物品を損傷するおそれがある物品の持込み（郵便物等

による敷地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を防止す

るための持込み点検を行う設計とする。また，常日頃より核物質防護

措置に係る治安当局との協力体制を構築し，連携を密にすることでテ

ロリズムの発生に備える。テロリストの侵入やその兆候を確認した場

合には，速やかに治安当局に通報するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設

の安全確保のため加工工程を停止する。また，要員の安全を確保する

ため，治安当局との連携の上，

必要な措置を講ずる。 
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テロリストの破壊行為によりＭＯＸ燃料加工施設が損壊した場合，

以下のとおり事業者として可能な限りの対応を行う。 

(ａ) 安全系監視制御盤等の監視や現場での測定により施設状態の

把握に努める。 

(ｂ) 把握した安全機能の喪失に対して安全機能の回復を図るとと

もに，治安当局による鎮圧後に必要な措置を講ずるための準備を

行う。 

以上より，大規模損壊発生時の対応手順書の整備に当たっては，ａ．

及びｂ．において整理した大規模損壊の発生によって，放射性物質が

工場等外に放出されるような万一の事態に至る可能性も想定し，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設において使用できる可能性のある設備，資機材及び要

員を 大限に活用した多様性及び柔軟性を有する手段を構築する。 

① 大規模損壊発生時の対応手順 

ａ．ＭＯＸ燃料加工施設の状態把握 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムの発生を，緊急地震速報，外部からの情報連絡，衝撃音，

衝突音等により検知した場合は，以下の状況に応じてＭＯＸ燃料加

工施設の状態把握（運転状態，火災発生の有無，建物の損壊状況等）

を行うことにより，重大事故等対策が機能せず，火災による核燃料

物質の飛散又は漏えいによる工場等外への放射性物質の拡散に至

る可能性のある事故（以下(ロ)では「放出事象」という）や大規模

損壊の発生の確認を行う。 

ＭＯＸ燃料加工施設の状況把握及び大規模損壊への対処のため

に把握することが必要なパラメータは，中央監視室におけるＭＯＸ

燃料加工施設の監視機能及び制御機能の状態を確認するための平
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常運転時の運転監視パラメータ，再処理施設の中央制御室及び緊急

時対策所におけるＭＯＸ燃料加工施設の監視機能にてＭＯＸ燃料

加工施設の状態を確認するための通常運転時の運転監視パラメー

タ，現場における機器の状態を確認するための起動状態及び受電状

態のパラメータ並びに現場の状況確認によるパラメータである。 

これらのパラメータ採取の対応に当たっては，中央監視室，再処

理施設の中央制御室，緊急時対策所及び現場から採取可能なパラメ

ータを確認する。 

(ａ) 中央監視室の監視機能及び制御機能並びに再処理施設の中央

制御室及び緊急時対策所の監視機能が維持され，かつ，現場確認

が可能な場合 

中央監視室の監視機能及び制御機能並びに再処理施設の中央

制御室及び緊急時対策所の監視機能にてＭＯＸ燃料加工施設の

状態を通常の運転監視パラメータを確認しつつ，現場の機器の起

動状態及び受電状態並びに現場の状況を確認することによりＭ

ＯＸ燃料加工施設の被害状況を確認する。 

(ｂ) 中央監視室の監視機能及び制御機能並びに再処理施設の中央

制御室及び緊急時対策所の監視機能が一部又はすべてが機能喪

失しているが，現場確認が可能な場合 

可能な限り中央監視室の監視機能及び制御機能並びに再処理

施設の中央制御室及び緊急時対策所の監視機能にてＭＯＸ燃料

加工施設の状態を平常運転時の運転監視パラメータによって確

認しつつ，現場の機器の起動状態及び受電状態並びに現場の状況

を確認することによりＭＯＸ燃料加工施設の被害状況を確認す
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る。また，機能喪失している機器については機能の回復操作を実

施する。 

(ｃ) 大規模損壊によって中央監視室の監視機能及び制御機能並び

に再処理施設の中央制御室及び緊急時対策所の監視機能の一部

又はすべてが機能喪失しており，現場確認が不可能な場合 

可能な限り中央監視室の監視機能及び制御機能並びに再処理

施設の中央制御室及び緊急時対策所の監視機能にてＭＯＸ燃料

加工施設の状態を平常運転時の運転パラメータによって確認し

つつ，優先順位に従い，現場へのアクセスルートを可能な限り復

旧する。アクセスルートが確保され次第，確認できないパラメー

タを対象にして，外からの目視による確認又は可搬型計器により，

現場の機器の起動状態及び受電状態並びに現場の状況を確認す

ることによりＭＯＸ燃料加工施設の状態を把握する。また，機能

喪失している機器については機能の回復操作を実施する。 

放出事象や大規模損壊の発生を確認した場合は，実施責任者

（統括当直長）は得られた情報を考慮し，大規模損壊への対処と

して大規模な火災が発生した場合における消火活動，放射性物質

の放出を低減するための対策及び重大事故等対策（以下「実施す

べき対策」という。）の判断を行う。大規模損壊発生時の対応全体

概略フローについて，添７第18図に示す。 

ｂ．大規模損壊への対応の優先事項 

大規模損壊への対処に当たっては，工場等外への放射性物質の放

出低減を 優先として，被害を可能な限り低減させることを考慮し

つつ，優先すべき手順を判断する。優先事項の項目を次に示す。 

(ａ) 大規模な火災が発生した場合における消火活動 
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・消火活動 

(ｂ) 放射性物質の放出を低減するための対策 

・放射性物質の放出の可能性がある場合による燃料加工建屋への

放水等による放出低減 

(ｃ) 重大事故等対策 

・事故の発生防止及び拡大防止（影響緩和含む）に係る対策 

(ｄ) その他の対策 

・要員の安全確保 

・対応に必要なアクセスルートの確保 

・各対策の作業を行う上で重要となる区域の確保 

・電源及び水源の確保並びに燃料補給 

・人命救助 

ｃ．大規模損壊に係る対応及び判断フロー 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合は，そ

の対応としてＭＯＸ燃料加工施設の状態把握，異常の検知及び回復

操作により，実施すべき対策を決定する。 

具体的な対応は以下のとおり。 

(ａ) 大規模な自然災害発生時の対応 

ⅰ．事象が発生した場合は，当直（運転員）が速やかに中央監視室

にてパラメータ及び警報発報の確認を行い，異常の有無について

確認する。また，警報対応手順書に基づき，現場での状況の把握，

機器及び設備の起動状態，健全性確認等により，故障の判断を行

い，その後，必要に応じて回復操作を実施する。重大事故の発生

を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の施設として

機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又は
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グローブボックス消火装置の消火機能が喪失している場合は，現

場にて可搬型重大事故等対処設備により，当該グローブボックス

内の火災の有無を確認することにより，ＭＯＸ燃料加工施設の状

態を確認する。 

建物に大規模な損壊を確認した場合は，実施責任者（統括当直

長）は大規模損壊が発生したと判断し，大規模損壊発生時の対応

手順書に基づいて対策の開始を判断する。 

また，事故対応への支障となる火災に対して初期消火活動を開

始する。 

ⅱ．ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，重大事故の発生を仮定するグ

ローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待す

るグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボッ

クス消火装置の消火機能の喪失かつ当該グローブボックス内の

火災が確認された場合に，実施すべき対策の判断を行う。ＭＯＸ

燃料加工施設対策班長は，実施責任者（統括当直長）にＭＯＸ燃

料加工施設の状態を通信連絡又はＭＯＸ燃料加工建屋対策班の

班員の伝達により報告する。実施責任者（統括当直長）は，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設の状態を把握し，判断基準に基づき重大事故等対

策を実施する体制に移行する。 

ⅲ．実施すべき対策に基づき，発生防止対策及び拡大防止対策（影

響緩和対策を含む）の準備を開始する。 

対策の準備開始に当たってはアクセスルートの確認を実施す

る。 
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ⅳ．施設の損壊程度が激しく，屋内アクセスルートを確認すること

が困難な場合は，大規模損壊が発生したと判断し，大規模損壊発

生時の対応手順書に基づいて対策の開始を判断する。 

(ｂ) 故意による大型航空機の衝突時の対応 

ⅰ．実施責任者（統括当直長）は，事前に故意による大型航空機の

衝突の情報を入手した場合には，治安当局への通報，原子力防災

管理者等への連絡，社外関係者への連絡等を行う。また，ＭＯＸ

燃料加工施設の運転停止やパラメータ確認を行うとともに，被害

の低減や人命の保護を考慮し，実施組織要員を可能な限り分散し

て待機させる。 

ⅱ．実施責任者（統括当直長）は大型航空機が衝突したことの確認

をもって大規模損壊の発生を判断する。その後は，中央監視室又

は再処理施設の中央制御室にて速やかにパラメータ確認，警報発

報の確認及び屋外状況の把握を行い，異常の有無について確認す

るとともに，大規模な火災が発生した場合における消火活動に関

する手順書に基づき，消火優先順位に従って消火を開始する。消

火活動においては，臨界安全に及ぼす影響を考慮する。 

ⅲ．実施責任者（統括当直長）は消火活動後又は可能な限り消火

活動と並行して，異常を認していた機器及び設備の起動状態，

健全性確認等により，故障の判断を行い，その後，必要に応じ

て回復操作を実施する。重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグロー

ブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火

装置の消火機能が喪失している場合は，現場にて可搬型重大事

故等対処設備により，当グローブボックス内の火災の有無を確
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認することにより，ＭＯＸ燃料加工施設の状態を確認する。 

ⅳ．実施責任者（統括当直長）は，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待する

グローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボック

ス消火装置の消火機能の喪失かつグローブボックス内火災が確

認された場合は，実施すべき対策の判断を行う。 

ⅴ．実施すべき対策に基づき，大規模損壊の対策の準備を開始する。

対策の準備開始に当たってはアクセスルートの確認を実施する。 

ⅵ．大規模損壊発生時の対応手順書に基づいて対策の開始を判断す

る。 

(ｃ) その他のテロリズム発生時の対応 

ⅰ．実施責任者（統括当直長）は，その他のテロリズムが発生した

場合には，治安当局への通報，原子力防災管理者等への連絡，社

外関係者への連絡等を行う。また，ＭＯＸ燃料加工施設の運転停

止やパラメータ確認を行うとともに，被害の低減や人命の保護を

考慮し，屋内への退避を指示する。 

ⅱ．実施責任者（統括当直長）は治安当局によるテロリストの鎮圧

を確認した後は，中央監視室又は再処理施設の中央制御室にて速

やかにパラメータ確認，警報発報の確認，屋外状況の把握，初期

消火活動等を行い，異常の有無について確認する。異常を確認し

た場合は，機器及び設備の起動状態，健全性確認等により，故障

の判断を行い，その後，必要に応じて回復操作を実施する。重大

事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の

施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感

知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失してい
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る場合は，現場にて可搬型重大事故等対処設備により，当該グロ

ーブボックス内の火災の有無を確認することにより，ＭＯＸ燃料

加工施設の状態を確認する。また，建物に大規模な損壊を確認し

た場合は，大規模損壊が発生したと判断し，大規模損壊発生時の

対応手順書に基づいて対策の開始を判断する。 

ⅲ．実施責任者（統括当直長）は，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待する

グローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボック

ス消火装置の消火機能の喪失かつ当該グローブボックス内の火

災が確認された場合は，実施すべき対策の判断を行う。 

ⅳ．実施すべき対策に基づき，発生防止対策及び拡大防止対策（影

響緩和対策含む）の準備を開始する。対策の準備開始に当たって

はアクセスルートの確認を実施する。 

ｄ．大規模損壊発生時の対応手順書の適用の条件 

実施責任者（統括当直長）は，大規模損壊が発生するおそれ又は

発生した時の対応で得られた情報を基に，以下の条件に該当すると

判断した場合は，実施すべき対策を選択し，大規模損壊発生時の対

応手順書に基づく事故の進展防止及び影響を緩和するための措置

を開始する。 

(ａ) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによりＭＯＸ燃料加工施設が以下のいずれかの状

態となった場合又は疑われる場合 

ⅰ．大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合（大規模

損壊発生に伴い広範囲に機能が喪失した場合） 
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ⅱ．核燃料物質等を閉じ込める機能に影響を与える可能性のあるよ

うな大規模な損壊（大規模損壊発生に伴い広範囲に機能が喪失し

た場合又は発生防止及び拡大防止（影響緩和を含む）への措置が

すべて機能しなかった場合） 

(ｂ) 実施すべき対策 

ⅰ．大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによって大規模な火災を確認した場合は，大規模な火災

が発生した場合における消火活動を実施する。 

ⅱ．大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによって核燃料物質等を閉じ込める機能に影響を与え

る可能性がある大規模な損壊を確認した場合は，放射性物質の放

出の低減するための対策を実施する。 

② 大規模損壊の対応を行うために必要な手順 

技術的能力審査基準の「１．２ 大規模な自然災害又は故意による

大型航空機の衝突その他テロリズムへの対応における要求事項」の一

から三及び「２．２ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムへの対応における要求事項」の一から六まで

の活動を行うための手順書として，重大事故等対策で整備する設備を

活用した手順書等に加えて，事象進展の抑制及びその影響の緩和に資

するための多様性を持たせた手順書等を整備する。 

また，技術的能力審査基準の「１．１ 重大事故等対策における要

求事項」における１．１．１項並びに「２．１ 重大事故等対策にお

ける要求事項」における２．１．１項～２．１．３項及び２．１．５

項～２．１．７項の要求事項に基づき整備する手順書に加えて，大規

模損壊の発生を想定し，中央監視室の監視及び制御機能が喪失した場
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合も対応できるよう現場にてＭＯＸ燃料加工施設の状態を監視する

手順書，現場において直接機器を作動させるための手順書等を整備す

る。 

整備に当たっては，重大事故等への対処を考慮した上で，取り得る

対処の内容を整理するとともに，判断基準及び手順書を整備する。 

具体的には，大規模損壊発生時の対応としてＭＯＸ燃料加工施設の

被害状況を速やかに把握し，実施責任者（統括当直長）が実施すべき

対策を決定した上で，取り得る全ての施設状況の回復操作及び重大事

故等対策を実施するとともに，著しい施設の損壊その他の理由により，

それらが成功しない可能性があると実施責任者（統括当直長）が判断

した場合は，工場等外への放射性物質の放出低減対策に着手する。 

これらの対処においては，実施責任者（統括当直長）が躊躇せずに

的確に判断し対処の指揮を行えるよう，財産（設備等）保護よりも安

全を優先する方針に基づき定めた判断基準を手順書に明記する。 

また，重大事故等対策を実施する実施組織要員の安全を確保するた

め，対処においては作業環境を確認するとともに，実施責任者（統括

当直長）は必要な装備及び資機材を選定する。 

対処を実施するに当たって，以下の手順書を整備する。 

 ａ．９つの活動を行うための手順 

大規模損壊が発生した場合に対応する手順については，以下に示

す９つの活動を行うための手順を網羅する。 

(ａ) 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順

等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合における消

火活動の手順書を整備するに当たっては，故意による大型航空機
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の衝突に伴う航空機燃料火災を想定し，以下の事項を考慮する。 

また，大規模な自然災害における火災は，敷地内に設置して

いる複数の油タンク火災等による火災の発生を想定する。 

ⅰ．消火優先順位の判断 

消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に示す(ⅰ)

～(ⅲ)の区分を基本に消火活動の優先順位を実施責任者（統括当

直長）が判断し，優先順位の高い火災より順次消火活動を実施す

る。 

(ⅰ) アクセスルート及び車両の確保のための消火 

アクセスルート及び初期消火活動に用いる大型化学高所放

水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車に火災が発生し

ている場合は，消火活動を行い，確保する。 

アクセスルート上で火災が発生している場合は，以下の点を

考慮して実施責任者（統括当直長）は確保すべきアクセスルー

トを判断する。 

・アクセスルートに障害がないルートがあれば，そのルートを

確保する。 

・アクセスルートに障害がある場合は，アクセスルートを確保

しやすいルートを優先的に確保する。 

(ⅱ) 原子力安全の確保のための消火 

放出事象の対象となる燃料加工建屋に対して優先的に消火

活動を行う。 

可搬型放水砲による放水を行うための設置エリアの消火活

動を行い，確保する。 

(ⅲ) その他火災の消火 
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(ⅰ)及び(ⅱ)以外の火災については，対応可能な段階に至っ

た後に消火活動を行う。 

ⅱ．消火手段の判断 

消火活動を行うに当たっては，次に示す(ⅰ)及び(ⅱ)の区分を

基本に消火活動の手段を実施責任者（統括当直長）が判断し，順

次消火活動を実施する。 

(ⅰ) 大型航空機の衝突による大規模な火災 

基本方針として，早期に準備が可能な大型化学高所放水車，

消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車による延焼防止のた

めの水による消火，泡消火及び粉末消火の消火活動を実施しつ

つ，可搬型放水砲，大型移送ポンプ車，運搬車，ホース展張車

及び可搬型建屋外ホースを用いた泡消火又は放水による消火

活動について速やかに準備する。また，事故対応を行うための

アクセスルート上の火災，操作の支障となる火災等の消火活動

を実施する。さらに，建屋外から可能な限り消火活動を行い，

入域可能な状態に至った後に建屋内の消火活動を実施する。 

臨界安全に及ぼす影響を考慮した建屋に対する放水につい

ては，直接損傷箇所への放水を行わないことによる建屋内へ極

力浸水させない消火活動や粉末噴射による消火活動を実施す

る。 

(ⅱ) 大規模な自然災害による火災 

大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防

車による延焼防止のための水による消火及び泡消火の消火活

動を実施する。 

ⅲ．消火活動における留意点 
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消火活動に当たっては，現場間では無線連絡設備を使用すると

ともに，現場と非常時対策組織間では衛星電話設備を使用し，連

絡を密にする。無線連絡設備及び衛星電話設備での連絡が困難な

建屋内において火災が発生している場合には，連絡要員を配置す

る等により外部との通信ルート及び自衛消防隊員の安全を確保

した上で，対応可能な範囲の消火活動を行う。 

(ｂ) 重大事故等の発生を防止するための対策に関する手順等 

ⅰ．重大事故等対策に係る手順 

(ⅰ) 臨界事故 

ＭＯＸ燃料加工施設において，臨界事故は発生が想定されな

いことから，臨界事故の発生を防止するための対策に関する手

順はない。 

(ⅱ) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

「添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（３／

10）」の重大事故等の発生を防止するための手順等の核燃料物

質等を閉じ込める機能の喪失を防止する対策に関する手順等

に示す。 

(ⅲ) その他の事故 

ＭＯＸ燃料加工施設において，その他の事故の発生を防止す

るための対策に関する手順はない。 

    ⅱ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても重大事故等で整備した手順書を

基本とし，これらは共通要因で同時に機能喪失することのない可

搬型重大事故等対処設備を用いた手順書，中央監視室での監視機

能及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてパラ
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メータを確認するための手順書，可搬型計器にてパラメータを監

視するための手順書，建物や設備の状況を目視にて確認するため

の手順書，現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備す

る。 

大規模損壊発生時には，ＭＯＸ燃料加工施設が受ける影響及び

被害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想

定するため，施設やアクセスルート等の被害状況を踏まえた優先

事項の実行判断のもと，手順から適切なものを臨機応変に選択し，

又は組み合わせることにより，事故緩和措置を行う。 

（ａ）及び（ｂ）の手順では対策が有効に機能しない場合は，

核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失の対策に関する手順であ

る拡大防止対策の手順等を実施する。 

(ｃ) 対策の実施に必要な情報の把握に関する手順等 

ⅰ．重大事故等対策に関する手順等 

対策の実施に必要な情報の把握は，「ハ．(ロ)(１)①ａ．ＭＯＸ

燃料加工施設の状態把握」にて整備する手順書を用いて情報を把

握する。 

また，重大事故等の対処に必要となる情報の把握は，「添７第５

表 重大事故等対処における手順の概要（１／10）」の重大事故等

の発生を防止するための手順等，「添７第５表 重大事故等対処

における手順の概要（３／10）」の核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失に対処するための手順等，「添７第５表 重大事故等対処

における手順の概要（５／10）」の工場等外への放射性物質の拡散

を抑制するための手順等，「添７第５表 重大事故等対処におけ

る手順の概要（６／10）」の重大事故等の対処に必要となる水の供
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給手順等，「添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（７

／10）」の電源の確保に関する手順等，「添７第５表 重大事故等

対処における手順の概要（８／10）」の監視測定等に関する手順等，

「添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（９／10）」の

緊急時対策所の居住性等に関する手順等，「添７第５表 重大事

故等対処における手順の概要（10／10）」の通信連絡に関する手順

等にて，手順を整備する。 

    ⅱ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても，対策の実施に必要な情報を把握

するため，重大事故等対策で整備した手順書を基本とし，これら

は共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等

対処設備を用いた手順書，中央監視室での監視機能及び制御機能

が喪失した場合も対応できるよう，現場にてパラメータを確認す

るための手順書，可搬型計器にてパラメータを監視するための手

順書，建物や設備の状況を目視にて確認するための手順書，現場

にて直接機器を作動させるための手順書等を整備する。 

大規模損壊発生時には，ＭＯＸ燃料加工施設が受ける影響及び

被害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものを想

定するため，施設やアクセスルート等の被害状況を踏まえた優先

事項の実行判断のもと，手順から適切なものを臨機応変に選択し，

又は組み合わせることにより，対策に必要な情報を把握する。 

(ｄ) 臨界事故の対策に関する手順等 

ＭＯＸ燃料加工施設において，臨界事故は発生が想定されない

ことから，臨界事故の対策に関する手順はない。 

(ｅ) 核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失の対策に関する手順 
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ⅰ．重大事故等対策に係る手順 

「添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（３／10）」

の核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための手順

等に示す。 

ⅱ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失によって発生する大気中への放射性物質の拡散による影

響を緩和するため，重大事故等対策で整備した手順書を基本とし，

共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対

処設備を用いた手順書，中央監視室での監視及び制御機能が喪失

した場合も対応できるよう，現場にてパラメータを確認するため

の手順書，可搬型計器にてパラメータを監視するための手順書，

建物や設備の状況を目視にて確認するための手順書，現場にて直

接機器を作動させるための手順書等を整備する。 

大規模損壊発生時には，ＭＯＸ燃料加工施設が受ける影響及び

被害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想

定されるため，施設の被害やアクセスルートの確保等の被災状況

を踏まえた優先事項の実行判断のもと，手順から適当なものを臨

機応変に選択し，又は組み合わせることにより，核燃料物質等の

閉じ込める機能の喪失の事故緩和措置を行う。 

（ａ）及び（ｂ）の手順では対策が有効に機能しない場合は，

放射性物質の放出を低減するための手順である工場等外への放

射性物質の拡散を抑制するための手順等を実施する。 

   (ｆ) その他の事故の対策に関する手順等 
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ＭＯＸ燃料加工施設において，その他の事故の対策に関する手順

はない。 

(ｇ) 重大事故等の対処に必要となる水の供給対策に関する手順等 

ⅰ．重大事故等対策に係る手順 

「添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（６／10）」

の重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等に示す。 

ⅱ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても対処に必要となる水の供給をす

るため，重大事故等対策で整備した手順書を基本とし，これらは

共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対

処設備を用いた手順書，中央監視室での監視及び制御機能が喪失

した場合も対応できるよう，現場にてパラメータを監視するため

の手順書，可搬型計器にてパラメータを監視するための手順書，

建物や設備の状況を目視にて確認するための手順書，現場にて直

接機器を作動させるための手順書等を整備する。 

大規模損壊発生時には，ＭＯＸ燃料加工施設が受ける影響及び

被害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想

定するため，施設やアクセスルート等の被害状況を踏まえた優先

事項の実行判断のもと，手順から適切なものを臨機応変に選択し，

又は組み合わせることにより，事故緩和措置を行う。 

(ｈ) 重大事故等に対処するために必要な電源確保の対策に関する

手順等  

ⅰ．重大事故等対策に係る手順 

「添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（７／10）」

の電源の確保に関する手順等に示す。 
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ⅱ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても事故対処するために必要な電源

を確保するため，重大事故等対策で整備した手順書を基本とし，

これらは共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大

事故等対処設備を用いた手順書，中央監視室での監視及び制御機

能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてパラメータを確認

するための手順書，可搬型計器にてパラメータを監視するための

手順書，建物や設備の状況を目視にて確認するための手順書，現

場にて直接機器を作動させるための手順書等を整備する。 

大規模損壊発生時には，ＭＯＸ燃料加工施設が受ける影響及び

被害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想

定するため，施設やアクセスルート等の被害状況を踏まえた優先

事項の実行判断のもと，手順から適切なものを臨機応変に選択し，

又は組み合わせることにより，事故緩和措置を行う。 

   (ｉ) 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するため

の対策に関する手順等 

ⅰ．重大事故等対策に係る手順 

「添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（５／10）」

の工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等に示

す。 

ⅱ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても工場等外への放射性物質の拡散

を抑制するため，重大事故等対策で整備した手順書を基本とし，

これらは共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大

事故等対処設備を用いた手順書，中央監視室での監視及び制御機
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能が喪失した場合においても対応できるよう，現場にてパラメー

タを確認するための手順書，可搬型計器にてパラメータを監視す

るための手順書，建物や設備の状況を目視にて確認するための手

順書，現場にて直接機器を作動させるための手順書等を整備する。 

大規模損壊発生時には，ＭＯＸ燃料加工施設が受ける影響及び

被害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想

定するため，施設やアクセスルート等の被害状況を踏まえた優先

事項の実行判断のもと，手順から適切なものを臨機応変に選択し，

又は組み合わせることにより，工場等外への放射性物質の放出を

低減する事故緩和措置を行う。 

(２) 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合における

体制については，「ハ．(イ)(５) 手順書の整備，訓練の実施及び体制

の整備」に基づいた体制を基本とする。また，以下のとおり大規模損

壊発生時の体制，対応のための要員への教育及び訓練，要員被災時の

指揮命令系統の確立，活動拠点及び支援体制について，流動性をもっ

て柔軟に対応できるよう整備する。 

① 大規模損壊発生時の体制  

大規模損壊発生時の体制については，「ハ．(イ)(５) 手順書の整備，

訓練の実施及び体制の整備」に基づいた体制を基本として，大規模損

壊発生時に対応するために，以下の点を考慮する。 

ａ．大規模損壊への対処を実施するため，統括管理及び全体指揮を行

う非常時対策組織本部の本部長代行者（副原子力防止管理者）１人，

社内外関係個所への通信連絡に係る連絡補助を行う通信責任補助者

２人，電話待機する再処理施設の核燃料取扱主任者１人，電話待機
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するＭＯＸ燃料加工施設の核燃料取扱主任者１人，支援組織要員12

人，実施組織要員は185人（実施責任者（統括当直長）１人，建屋

対策班長７人，現場管理者６人，要員管理班３人，情報管理班３人，

通信班長１人，放射線対応班15人，建屋外対応班20人,再処理施設

の各建屋対策作業員105人，ＭＯＸ燃料加工施設の要員として建屋

対策班長１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長１人，ＭＯＸ燃料

加工施設現場管理者１人，放射線対応班２人，建屋対策作業員16人，

予備要員として再処理施設３人）の合計202人を確保し，大規模損

壊の発生により実施組織要員の被災，中央監視室の機能喪失等によ

って体制が部分的に機能しない場合においても，流動性をもって柔

軟に対応できる体制を整備する。 

ｂ．建物の損壊等により対応を実施する要員が被災するような状況に

おいても，平日の日中であれば敷地内に勤務している他の要員を割

り当て，平日の夜間及び休日であれば他班の実施組織要員を速やか

に招集し， 大限に活用する等の柔軟な対応をとる。 

ｃ．緊急連絡網等により非常招集連絡を受けて参集拠点に参集する体

制とするが，六ヶ所村内において大規模な地震が発生した場合は参

集拠点に自動参集する体制を整備する。実施組織要員，支援組織要

員及びその交代要員が時間とともに確保できる体制を整備する。 

ｄ．消火活動については，基本的に消火専門隊が実施するが，消火専

門隊員の不測の事態を想定し，バックアップの要員として当直（運

転員）が消防車の準備及び機関操作を含めた消火活動の助勢等を実

施できるよう，当直（運転員）の中から各班５人以上を確保する。 

② 大規模損壊発生時の対応のための要員への教育及び訓練 

ａ．基本方針 
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大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に応じて

的確，かつ，柔軟に対応するために必要な力量を確保するため，実

施組織及び自衛消防隊の要員への教育及び訓練については，重大事

故等への対処として実施する教育及び訓練に加え，過酷な状況下に

おいても柔軟に対応できるよう大規模損壊発生時の対応手順，事故

対応用の資機材の取扱い等を習得するための教育及び訓練を実施

する。また，実施責任者（統括当直長）及びその代行者を対象に，

通常の指揮命令系統が機能しない場合を想定した個別の教育及び

訓練を実施する。さらに，実施組織要員に対して，実施組織要員の

役割に応じて付与される力量に加え，流動性をもって柔軟に対応で

きるような力量を確保していくことにより，本来の役割を担う実施

組織要員以外の実施組織要員でも助勢等の対応ができるよう教育

及び訓練の充実を図る。原則， 低限必要な非常時対策組織要員以

外の要員は，敷地外に退避するが，敷地内に勤務する人員を 大限

に活用しなければならない事態を想定して，非常時対策組織要員以

外の必要な要員に対しても適切に教育及び訓練を実施する。 

ｂ．大規模な火災への対応のための教育及び訓練 

航空機衝突による大規模な火災への対処のための教育及び訓練

は，上記の基本方針に加え，航空機落下による消火活動に対する知

識の向上を図ることを目的に，消火専門隊や消火活動の助勢等を実

施する当直（運転員）に対して空港における航空機火災の消火訓練

の現地教育並びに大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化

学粉末消防車による泡消火訓練や粉末噴射訓練等を実施する。具体

的な教育及び訓練は以下のとおり。 

(ａ) 大規模損壊発生時における大規模な火災を想定した訓練とし
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て，大型化学高所放水車及び可搬型放水砲による泡消火剤及び水

の放水訓練並びに化学粉末消防車による粉末噴射，泡消火剤及び

水の放水訓練を実施することにより，各機材の操作方法並びに泡

及び粉末の挙動を習得する。 

(ｂ) 空港における航空機火災の消火訓練の現地教育により，航空機

火災の消火に関する知識の向上を図る。 

(ｃ) 消火活動の助勢等を実施する当直（運転員）は，消防車の取扱

い操作について，消火専門隊と同等の力量を確保するため，机上

教育及び消防車の操作方法の訓練を行う。 

③ 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる被災時に対する

指揮命令系統の確立 

大規模損壊発生時には，要員の被災によって通常の非常時対策組織

の指揮命令系統が機能しない場合も考えられる。このような状況にお

いても，招集により対応にあたる要員を確保することで指揮命令系統

が確立できるよう，大規模損壊発生時に対応するための体制の基本的

な考え方を整備する。 

ａ．平日の日中 

(ａ) 建物の損壊等により実施責任者（統括当直長）が被災した場合，

代理の実施責任者（統括当直長）又は敷地内に勤務している実施

責任者（統括当直長）の力量を有している別の要員が指揮を引き

継ぎ，指揮命令系統を確立する。 

(ｂ) 建物の損壊等により実施組織要員が被災した場合，敷地内に勤

務している他の要員を実施組織での役割に割り当てることで指

揮命令系統を確立する。 

(ｃ) 中央監視室又は再処理施設の中央制御室への故意による大型
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航空機の衝突によって，実施組織要員が多数被災した場合は，上

記ａ．及びｂ．を実施し，指揮命令系統を確立する。 

ｂ．平日の夜間及び休日 

(ａ) 建物の損壊等により実施責任者（統括当直長）が被災した場合，

代理の実施責任者（統括当直長）又は実施責任者（統括当直長）

の力量を有している別の要員を招集して指揮を引き継ぎ，指揮命

令系統を確立する。 

(ｂ) 建物の損壊等により実施組織要員が被災した場合，要員を招集

して指揮命令系統を確立する。 

(ｃ) 中央監視室又は再処理施設の中央制御室への故意による大型

航空機の衝突によって，実施組織要員が多数被災した場合は，上

記(ａ)又は(ｂ)を実施し，指揮命令系統を確立する。 

ｃ．大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合における指

揮命令系統の確立 

大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合における指揮

命令系統の確立については，自衛消防組織の火災対応の指揮命令系統

の下，自衛消防隊は延焼防止等の消火活動を実施する。また，実施責

任者（統括当直長）が事故対応を実施又は継続するために，可搬型放

水砲等による泡放水の実施が必要と判断した場合は，実施責任者（統

括当直長）の指揮命令系統の下，建屋外対応班を消火活動に従事させ

る。 

ｄ．要員確保及び指揮命令系統の確立における留意点 

(ａ) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムの発生により，原子力防災体制での指揮命令系統が機
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能しない場合も考慮し，平日の日中は原子力防災管理者の代行者

をあらかじめ複数定めることで体制を維持する。 

(ｂ) 要員の招集を確実に行えるよう，平日の夜間及び休日に宿直す

る副原子力防災管理者を含む宿直者は，大規模な自然災害又は故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合

にも対応できるよう，再処理施設の中央制御室及び中央監視室か

ら離れた場所に分散して待機する。 

(ｃ) 要員の招集にあたり，大規模な自然災害の場合は道路状況が不

明なことから平日の夜間及び休日を含めて必要な要員は参集拠

点に参集する。参集拠点は緊急時対策所まで徒歩で約3時間30分

の距離にあり，社員寮及び社宅がある六ヶ所村尾駮地区に設ける。

尾駮地区から緊急時対策所までのルートは複数を確保し，非常招

集される要員はその中から適用可能なルートを選択する。大型航

空機の衝突の場合は車両による参集方法を基本とする。また，社

員寮，社宅等からの要員の招集に時間を要する場合も想定し，実

施組織要員により当面の間は事故対応を行える体制を整備する。 

④ 大規模損壊発生時の活動拠点 

「ハ．(イ)(５) 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備」で整

備する体制と同様に，大規模損壊が発生した場合は，実施組織は再処

理施設の制御建屋を活動拠点とする。実施組織のうち，ＭＯＸ燃料加

工施設対策班は中央監視室を活動拠点とする。支援組織は緊急時対策

所を活動拠点とする。また，工場等外への放射性物質の大量放出のお

それ又は故意による大型航空機の衝突が生じたことにより，中央監視

室が使用できなくなる場合には，ＭＯＸ燃料加工施設対策班は再処理

施設の制御建屋に活動拠点を移行し，対策活動を実施する。再処理施
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設の制御建屋が使用できなくなる場合には，実施組織要員は緊急時対

策所に活動拠点を移行し，対策活動を実施するが，緊急時対策所が機

能喪失する場合も想定し，緊急時対策所以外に代替可能なスペースも

状況に応じて活用する。 

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出した場合は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設周辺の線量率が上昇する。そのため，気体

状の放射性物質が大気中へ大規模に放出されるおそれがある場合は，

緊急時対策所にとどまり活動する要員以外の要員は不要な被ばくを

避けるため，再処理事業所構外へ一次退避する。緊急時対策所につい

ては，緊急時対策建屋換気設備を再循環モード又は緊急時対策建屋加

圧ユニットによる加圧によって緊急時対策所の居住性を確保し，要員

の放射線影響を低減させ，気体状の放射性物質が通過後，活動を再開

する。緊急時対策所にとどまり活動する要員以外の要員の再処理事業

所構外への一時退避については，再処理事業所から離れることで放射

線影響を低減させ，気体状の放射性物質が通過後，再処理事業所へ再

参集する。 

⑤ 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

大規模損壊発生時における全社対策本部の設置による支援体制は，

「ハ．(イ)(５) 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備」で整備

する支援体制と同様である。 

大規模損壊発生時において外部からの支援が必要な場合は，「ハ．

(イ)(３) 支援に関する事項」と同様の方針を基本とし，他の原子力

事業者及び原子力緊急事態支援組織へ応援要請し，技術的な支援が受

けられるよう体制を整備する。また，原子力事業者間と必要な契約を

締結して連絡体制の構築，協力会社より現場作業や資機材輸送等に係
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る要員の派遣を要請できる体制及びプラントメーカによる技術的支

援を受けられる体制を構築する。 

(３) 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，大規模損壊発生時の対応手順に従って活

動を行うために必要な設備及び資機材は，重大事故等発生時に使用す

る重大事故等対処設備及び資機材を用いることを基本とし，これらは

次に示す重大事故等対処設備の配備の基本的な考え方に基づき配備

する。 

① 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応に必要な設備の配備及び当該設備の防護の基本的な

考え方 

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備

の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するた

めに必要な機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様化，独立

性，位置的分散を考慮して保管する。 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象又は

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事故に対

処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考

慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象

及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，設計

基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処

設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能を

損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対処するための設備又

7－154



は常設重大事故等対処設備これらを考慮して設置される建屋の外壁

から 100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管するとともに異なる

場所にも保管することで位置的分散を図る。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，地震により生ずる敷

地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び

浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響を受

けない複数の保管場所に分散して保管する。 

可搬型重大事故等対処設備は，各保管場所において，必要に応じて

転倒しないよう固縛等の措置を講ずるとともに，動的機器については，

加振試験等により重大事故等の対処に必要な機能が維持されること

を確認する。 

② 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方 

資機材については，大規模な火災の発生及び外部支援が受けられな

い状況を想定し，配備する。また，そのような状況においても使用を

期待できるよう，同時に影響を受けることがないようにＭＯＸ燃料加

工施設から100ｍ以上離隔をとった場所に分散配置する。 

資機材の配備に当たっては，以下の観点を考慮し，配備する。 

ａ．大規模な地震による油タンク火災又は故意による大型航空機の衝

突を伴う大規模な航空機燃料火災の発生時において，必要な消火活

動を実施するために着用する防護具，消火に必要な消火剤等の資機

材，可搬型放水砲等の設備を配備する。 

ｂ．放射性物質の放出時の環境下において事故対応するために着用す

る防護具を配備する。 

ｃ．大規模損壊発生時において，実施組織の拠点である再処理施設の

制御建屋及び中央監視室，支援組織の拠点である緊急時対策所及び
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対策を実施する現場間並びにＭＯＸ燃料加工施設外との連絡に必要

な通信手段を確保するため，多様な通信手段を複数配備する。 

また，通常の通信手段が使用不能な場合を想定した通信連絡手段

として，可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用及び屋外用）及

び可搬型トランシーバ（屋内用及び屋外用）を配備するとともに，

消火活動に使用できるよう，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水

槽車及び化学粉末消防車に無線機を搭載する。 

ｄ．化学薬品が流出した場合において，事故対応を行うために着用す

る防護具を配備する。 

 ｅ．大規模な自然災害により外部支援が受けられない場合においても，

事故対応を行うための資機材を確保する。 

 ｆ．全交流電源が喪失した環境で対応するために必要な照明機能を有

する資機材を配備する。 

 ｇ．復旧作業等において，燃料加工建屋内に滞留した水を処理するた

め，排水用のポンプ，水槽等を資機材として配備する。 

 ｈ．復旧作業等において，必要に応じて中性子吸収材を使用できるよ

う，中性子吸収材を資機材として配備する。 

 ｉ．復旧作業等において，飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収す

るためのウエス等の資機材を配備する。 
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ニ．重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方 

(イ) 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮

定する機器の特定 

(１) 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方 

重大事故の発生を仮定する機器の特定に当たり，外的事象及び内的

事象並びにそれらの同時発生について検討し，重大事故の発生を仮定

する際の条件を設定する。 

① 外的事象 

自然現象等に対して，設計基準においては，想定する規模において

安全上重要な施設の安全機能が喪失しない設計としている。 

重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せを特定するた

めには，安全機能を有する施設の設計において想定した規模よりも大

きい規模の影響を施設に与えることで，安全機能の喪失を仮定する必

要がある。 

したがって，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の

喪失の要因となる自然現象等を選定し，安全機能の喪失により考えら

れる施設の損傷状態を想定する。 

ａ．検討の母集団 

外部からの影響として，国内外の文献から抽出した自然現象等を

対象とする。 

ｂ．重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因

として考慮すべき自然現象等の選定 

(ａ) 自然現象等の発生及び規模の観点からの選定 

ａ．のうち，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機

能の喪失の要因となる可能性のある自然現象等として，以下の基
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準のいずれにも該当しない自然現象等を選定する。 

基準１ ：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の

喪失の要因となる自然現象等の発生を想定しない 

基準１－１：自然現象等の発生頻度が極めて低い 

基準１－２：自然現象等そのものは発生するが，重大事故の起因

となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因

となる規模の発生を想定しない 

基準１－３：ＭＯＸ燃料加工施設周辺では起こり得ない 

基準２ ：発生しても重大事故の起因となる安全上重要な施設の

安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられ

ないことが明らかである 

自然現象に関しての選定結果を添７第 16 表に，人為事象に関

しての選定結果を添７第17表に示す。 

選定の結果，重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪

失の要因となる可能性がある自然現象等は，地震，森林火災，草

原火災，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，降下火砕物に

よるフィルタの目詰まり）及び積雪である。 

(ｂ) 自然現象等への対処の観点からの選定 

上記(ａ)において，重大事故の起因となる安全上重要な施設の

機能喪失の要因となる可能性がある自然現象等として選定した

地震，森林火災，草原火災，火山の影響（降下火砕物による積載

荷重，降下火砕物によるフィルタの目詰まり）及び積雪について，

発生規模を整理する。 

発生規模に関しては，「設計上の安全余裕により，安全機能を有

する施設の安全機能への影響がない規模」，「設計上の安全余裕を
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超え，重大事故に至る規模」，「設計上の安全余裕をはるかに超え，

大規模損壊に至る規模」をそれぞれ想定する。 

上記の自然現象のうち，森林火災及び草原火災，積雪並びに火

山の影響（降下火砕物による積載荷重）に関しては，消火活動，

堆積した雪又は降下火砕物の除去を行うことにより，設計上の安

全余裕を超える規模の自然現象を想定したとしても設備が機能

喪失に至ることを防止できることから，重大事故の起因となる機

能喪失の要因となる自然現象として選定しない。 

また，火山の影響（降下火砕物によるフィルタの目詰まり）に

ついては，降下火砕物の堆積による外部電源喪失及び屋内に設置

する非常用所内電源設備の非常用発電機のフィルタの降下火砕

物による目詰まりにより全交流電源喪失に至ることが想定され

る。しかし，大規模な火山の噴火による降灰予報が発表され，降

下火砕物の影響が予見される場合は関連する工程の停止，気体廃

棄物の廃棄設備の建屋排風機，工程室排風機，送風機及び窒素循

環ファン並びに非管理区域換気空調設備（以下「送排風機」とい

う。）の停止並びに火災源を有する機器の動力源の遮断の措置を

実施することにより核燃料物質は静置され安定な状態となるこ

とから，火山の影響（降下火砕物によるフィルタの目詰まり）に

より全交流電源喪失が発生したとしても，重大事故に至ることは

ない。このため，火山の影響（降下火砕物によるフィルタの目詰

まり）は重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現象と

して選定しない。 

したがって，地震を重大事故の起因となる安全上重要な施設の

機能喪失の要因となる自然現象として選定する。 
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ｃ．重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる

自然現象の組合せ 

重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因とな

る可能性がある自然現象については，重大事故の起因となる安全上

重要な施設の機能喪失の要因となる自然現象と，機能喪失に至る前

に対処が可能な自然現象に分類できる。これらの自然現象を組合せ

ることによって想定する事態がより深刻になる可能性があること

を考慮し，組合せの想定の要否を検討する。 

組合せを想定する自然現象の規模については，設計上の想定を超

える規模の自然現象が独立して同時に複数発生する可能性は想定

しにくいことから，重大事故の起因となる機能喪失の要因となる可

能性がある自然現象に対して，設計上想定する規模の自然現象を組

合せて，その影響を確認する。 

(ａ) 重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因と

なる自然現象と他の自然現象の組合せ 

重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因と

なる自然現象として選定された地震に対して，他の重大事故の起

因として考慮すべき自然現象との組合せの影響を検討する。検討

に当たっては，同時に発生する可能性が極めて低い組合せ，重大

事故に至るまでに実施する対処に影響しない組合せ，一方の自然

現象の評価に包絡される組合せを除外し，いずれにも該当しない

ものを考慮すべき組合せとする。 

重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因と

なる自然現象と他の自然現象の組合せの検討結果を添７第18表

に示す。検討の結果，重大事故の起因となる安全上重要な施設の

7－160



機能喪失の要因となる自然現象に対して組合せを考慮する必要

のある自然現象はない。 

(ｂ) 機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象と他の自然現象の

組合せ 

機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象として選定された

森林火災，草原火災，火山の影響（降下火砕物による積載荷重），

火山の影響（降下火砕物によるフィルタの目詰まり）及び積雪に

対して，他の重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失

の要因となる可能性がある自然現象との組合せの影響を検討す

る。検討に当たっては，同時に発生する可能性が極めて低い組合

せ，重大事故に至る前に実施する対処に影響しない組合せ，一方

の自然現象の評価に包絡される組合せを除外し，いずれにも該当

しないものを考慮すべき組合せとする。 

機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象と他の自然現象の

組合せの検討結果を添７第19表に示す。検討の結果，機能喪失に

至る前に実施する対処の内容が厳しくなる組合せとして火山の

影響（降下火砕物による積載荷重）及び積雪の組合せを想定する

が，火山の影響（降下火砕物による積載荷重）及び積雪が同時に

発生した場合には，必要に応じて除雪及び降下火砕物の除去を実

施することから，組合せを考慮する必要のある自然現象はない。 

いずれの場合においても，重大事故の要因となる自然現象の組

合せによる影響はないことから，重大事故の起因となる安全上重

要な施設の機能喪失の要因となる自然現象として地震を選定す

る。 

② 内的事象 
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ａ．設計基準における想定 

設計基準事故の選定においては，機能喪失の条件として，動的機

器の単一故障，溢水，内部発生飛散物，内部火災，配管破断及び短

時間の全交流電源喪失を内的事象による機能喪失の要因として考

慮し，これらの中で動的機器の単一故障を機能喪失の条件として想

定している。また，発生防止対策の機能喪失が設計基準事故の誘因

にならないことの確認の際には，動的機器の単一故障の他に短時間

の全交流電源喪失についても想定している。 

ｂ．重大事故の起因として想定する内的事象 

ａ．で整理した設計基準における想定を踏まえ，設計基準として

は喪失を想定していない安全機能を喪失させる又は設計基準事故

の規模を拡大させる条件として，各事象に対して以下のように想定

し，重大事故の発生を仮定する条件となるかを整理する。 

(ａ) 動的機器の故障 

設計基準事故の選定においては，動的機器の単一故障により設

計基準事故の誘因にならないことを確認している。 

このため，設計基準事故の選定において想定した規模を超える

条件として，独立した系統で構成している同一機能を担う安全上

重要な施設に対して多重故障（多重の誤作動及び誤操作を含む。）

を想定する。 

(ｂ) 溢水 

設計基準事故の選定においては，想定破損による溢水を想定し

ても，堰等により安全上重要な施設の安全機能が喪失しないよう

に設計していることから，機能喪失の要因とはならないとしてい

る。 
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上記の想定に対する厳しい条件としては，想定破損による溢水

量が増加することが考えられるが，ＭＯＸ燃料加工施設全体で保

有する水量が設計基準事故の選定における想定から変動するこ

とはないため，溢水により安全上重要な施設の機能が喪失するこ

とはない。 

このため，重大事故の発生を仮定する際の条件として，溢水に

よる機能の喪失は想定しない。 

(ｃ) 内部発生飛散物 

設計基準事故の選定においては，内部発生飛散物としての回転

体の飛散又は重量物の落下については，それらが発生しないよう

に設計していることから，安全上重要な施設の安全機能の喪失の

要因とはならないとしている。 

上記の想定に対する厳しい条件としては，内部発生飛散物が発

生することが考えられるが，回転体へのケーシング等があること，

グローブボックスを設置する工程室には重量物を搬送するクレ

ーン等の機器はないこと等により，内部発生飛散物により安全上

重要な施設の安全機能が喪失することはない。 

このため，重大事故の発生を仮定する際の条件として，内部発

生飛散物による機能の喪失は想定しない。 

(ｄ) 内部火災 

設計基準事故の選定においては，内部火災により安全上重要な

施設の安全機能が喪失しないように設計していることから，機能

喪失の要因とはならないとしている。 

上記の想定に対する厳しい条件としては，火災の規模が拡大す

ることが考えられるが，設備が有する可燃物量が増加することは
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ないため，火災の規模が設計基準事故の選定において想定した規

模から拡大することはない。 

ただし，グローブボックス内の火災に対して，火災の感知・消

火機能を安全上重要な施設に設定していること，大気中への放射

性物質の放出の駆動力となることから，設計基準事故の選定にお

いて考慮したことを踏まえ，火災は核燃料物質等を閉じ込める機

能の喪失の発生の起因となる事象として想定する。 

(ｅ) 配管破断 

設計基準事故の選定においては，ＭＯＸ燃料加工施設の製造工

程において，放射性物質を内包する腐食性の液体は取り扱わない

こと，非腐食性の流体（空気，冷却水等）を内包する配管に関し

ては，腐食の進行が緩やかであり，保守点検により健全性を維持

できることから，配管破断は機能喪失の要因とはならないとして

いる。 

上記の想定に対する厳しい条件として，ＭＯＸ燃料加工施設に

おける流体の取扱いが変わることはないことから，配管破断によ

り安全上重要な施設の機能が喪失することは考えられない。また，

腐食性の流体を取り扱わないため，腐食の進展が遅く，保守点検

によってその予兆を確認し，保守が実施できることから，腐食に

よる配管の貫通き裂や全周破断は想定されない。 

このため，重大事故の発生を仮定する際の条件として，配管破

断による機能の喪失は想定しない。 

(ｆ) 全交流電源喪失 

設計基準事故の選定においては，短時間の全交流電源喪失が発

生した場合，動的機器の機能が機能喪失に至ることから，発生防
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止対策の確認においては，短時間の全交流電源喪失は機能喪失の

要因として想定した。一方，拡大防止対策の確認においては，発

生防止の機能の喪失により異常事象が発生していることを前提

とすることから，異常事象の発生と短時間の全交流電源喪失の重

ね合わせについては，いずれも偶発的な事象であるため，その重

ね合わせは想定していない。 

上記の想定に対する厳しい条件として，長時間の全交流電源喪

失が想定される。しかしながら，長時間の全交流電源喪失につい

ては，電源喪失によって工程が停止するとともに，全送排風機も

停止することにより，核燃料物質は静置された状態になるため，

重大事故が発生することはない。また，ＭＯＸ燃料加工施設にお

いては，取り扱う核燃料物質による崩壊熱の影響も小さく，製造

プロセスにおいて化学的変化も発生しないことから冷却機能等

の常時機能を必要とする動的機器はない。 

このため，電源喪失そのものにより，異常が発生することはな

いことから，長時間の全交流電源喪失を想定したとしても，重大

事故が発生することはない。 

しかしながら，動的機器の多重故障の範囲が も多くなる要因

として，全交流電源喪失があることから，間接的な機能喪失の要

因として，長時間の全交流電源喪失を想定する。 

③ 重大事故の発生を仮定する際の条件 

前項までにおいて想定した，重大事故の起因となる機能喪失の要因

となる外的事象及び内的事象について，想定する機能喪失の状況を詳

細化するとともに，機能喪失を想定する対象設備，また同時に機能喪

失を想定する範囲を明確にすることで，それぞれの外的事象及び内的
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事象としての機能喪失の状態を「重大事故の発生を仮定する際の条件」

として設定することにより，重大事故の発生を仮定する機器を特定す

るとともに，それぞれの重大事故についての有効性評価の条件とする。 

ａ．外的事象（地震） 

(ａ) 発生する外力の条件 

基準地震動を超える地震動の地震を想定する。 

(ｂ) 発生する外力と施設周辺の状況 

地震により加速度が発生する。地震による加速度は，敷地内外

を問わず，周辺の設備に対しても一様に加わる。したがって，送

電線の鉄塔が倒壊することにより外部電源が喪失する可能性が

ある。 

(ｃ) 影響を受ける設備 

全ての設備の安全機能について，外力の影響により喪失の可能

性がある。 

(ｄ) 外力の影響により喪失する機能 

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計により維持する静的な機能は，地震の外力（加速度）による機

能喪失を想定しない。これら以外の機能は，全て機能を喪失する

（地震の加速度により，機器が損傷し，機能を喪失する）。 

動的機器については，動力源，制御部，駆動部と多くの要素か

ら構成され，復旧に要する時間に不確実性を伴うことから，機能

喪失の可能性を考慮する。 

(ｅ) 外力による機能喪失の影響による機能喪失 

外部電源喪失に加えて，非常用所内電源設備が機能喪失するこ

とにより，電源を必要とする機器は全て機能喪失に至るものとす
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る。 

(ｆ) 外力の影響による機能喪失後の施設状況 

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計により維持する機能に該当しない静的な機能の喪失により，溢

水が発生することに加え，基準地震動の1.2倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計により維持する機能に該当しない静

的な機能は，継続して長時間の機能喪失を想定する。また，電源

を必要とする機器は全て機能喪失に至るものとすることから，安

全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能である非常用

所内電源設備についても，継続して長時間の機能喪失を想定する。 

ただし，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質の形態のう

ち，ＭＯＸ粉末は飛散し，気相中に移行しやすいことから，ＭＯ

Ｘ粉末を取り扱うグローブボックスは燃料加工建屋の地下３階

及び地下２階に設置している。ＭＯＸ粉末が大気中へと放出され

る場合には，ＭＯＸ粉末が気相中に移行し，かつこれを大気中へ

と放出する駆動力が必要である。このため，動的機器については，

動力である電源の有無，機能の維持又は喪失といった設備の状態

として想定される条件に対し，大気中への放射性物質の放出を考

えた場合に機能を喪失した場合よりも厳しい条件が想定される

かを整理した上で設定するものとする。 

ｂ．内的事象（動的機器の多重故障，多重誤作動又は多重誤操作） 

(ａ) 動的機器の多重故障 

独立した系統で構成している同一機能を担う安全上重要な施

設の動的機器に対して，全台の故障により，当該機器が有する動

的機能の喪失を想定する。 
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その結果，動力源（電源，圧縮空気等）が喪失する場合は，そ

れらが供給されることで機能を果たす動的機器の機能も同時に

喪失を想定する。 

上記以外の動的機器については，互いに関連性がない動的機器

が同時に多重故障に至るとは考えにくいことから同時に機能を

喪失しない。また，動的機器の多重故障は，静的機器の損傷の要

因にはならないことから，静的機器の機能喪失は想定しない。 

(ｂ) 動的機器の多重誤作動 

独立した系統で構成している同一機能を担う安全上重要な施

設の動的機器に対して多重誤作動を想定する。その際，互いに関

連性がない動的機器が同時に多重誤作動に至るとは考えにくい

ことから，多重誤作動の同時発生は考慮しない。具体的には，安

全上重要な施設の発生防止対策を担保する安全上重要な施設の

動的機器並びに拡大防止対策等を担保する安全上重要な施設の

動的機器が同時に機能喪失に至ることは，上記(ａ)の多重故障の

同時発生に該当することから想定しない。 

動的機能の誤作動として以下の事象を想定する。 

ⅰ．異常停止（起動操作時に起動できないことを含む） 

ⅱ．異常起動（停止操作時に停止できないことを含む） 

ⅲ．出力低下 

ⅳ．出力過剰 

ⅴ．インターロック（警報）不作動 

ⅵ．インターロック（警報）誤作動 

上記のうち，ⅰ．，ⅲ．及びⅴ．は機器の故障と同一の事象と

して整理できる。また，ⅳ．については，警報の発報に対して運
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転員が安全側の対応を講ずるため事故の起因にはならない。した

がって，多重誤作動として考慮する事象はⅱ．及びⅵ．とする。

具体的には換気風量の増加を想定する。 

(ｃ) 多重誤操作 

安全上重要な施設が担う機能に関する運転員の単一の「行為」

について，多重誤操作を想定する。その際，確認を複数の運転員

で行っていたとしても，誤った操作をすることを想定する。複数

の行為において，連続して複数の運転員が誤操作することは考え

にくいため，多重誤操作の同時発生は考慮しない。 

安全上重要な施設の機器の動的な安全機能は，運転員の操作に

期待しておらず，安全上重要な施設の機能に対する誤操作として

は，安全機能を担保する機器の操作に関わるものとして，以下の

誤操作を想定する。 

ⅰ．安全上重要な施設の動的機器の操作 

安全上重要な施設の動的機器の操作については，当該機器の保

守時における起動，停止の作業における誤操作を想定する。この

場合，起こり得る現象としては当該機器の多重誤作動（異常停止，

異常起動及び出力異常）と同じであり，多重誤作動と同一の事象

として整理できる。 

ⅱ．安全上重要な施設の警報吹鳴に対する運転員対応 

ＭＯＸ燃料加工施設において安全上重要な施設の警報が吹鳴

した場合に，運転員操作を要するものはない。 

ｃ．重大事故の発生を仮定する際の条件のまとめ 

以上より，重大事故の発生を仮定する際の安全上重要な施設の条

件として，外的事象及び内的事象のそれぞれについて，機能喪失を
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想定する対象設備，同時に機能喪失を想定する範囲を以下のとおり

設定する。また，内的事象の考慮において，外的事象と同様に，動

的機器については，動力電源の有無，機能を維持する又は機能喪失

するといった設備の状態として想定される条件に対し，大気中への

放射性物質の放出を考えた場合に厳しい条件を整理して設定する

ものとする。 

また，動的機器の多重故障の範囲が も多くなる要因として，全

交流電源喪失があることから，間接的な機能喪失の要因として，長

時間の全交流電源喪失を想定する。 

(ａ) 外的事象（地震） 

安全上重要な施設の動的機器及び全交流電源の機能は復旧に

時間を要することを想定し全て長時間機能喪失する。また，安全

上重要な施設の静的機器の機能は長時間機能喪失する。ただし，

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計

とした安全上重要な施設の静的機器は機能を維持する。また，動

的機器については，動力電源の有無，動的機器の機能を維持する

又は機能喪失といった設備の状態として想定される条件に対し，

大気中への放射性物質の放出を考えた場合に厳しい条件を整理

して設定する。 

(ｂ) 内的事象（動的機器の多重故障） 

動的機器の多重故障による機能喪失を想定する。また，設計基

準事故の選定においては，火災の感知・消火機能を安全上重要な

施設に設定していること，ＭＯＸ粉末が火災の有する駆動力の影

響を受け，平常運転時を超えて大気中に放出される事象を想定し

たことから，閉じ込め機能の不全として選定している。このため，

7－170



火災に係る重大事故の発生を仮定する際の条件としては，動的機

器の多重故障の想定に加えて，火災の発生防止対策が機能喪失し

て火災が発生している状態を，想定される異常事象として考慮す

る。 

ｄ．外的事象及び内的事象の重ね合わせ 

外的事象及び内的事象の重ね合わせについては，以下のとおり考

慮する必要はない。 

(ａ) 外的事象同士の同時発生 

外的事象としての重大事故の発生を仮定する際の条件は地震

のみであり，外的事象の同時発生は想定されない。 

(ｂ) 内的事象同士の同時発生 

内的事象としての重大事故の発生を仮定する際の条件は動的

機器の多重故障のみであり，内的事象の同時発生は想定されない。 

(ｃ) 外的事象及び内的事象の同時発生 

外的事象は発生頻度が極めて低いことに加え，外的事象及び内的

事象は関連性の認められない偶発的な事象となることから考慮す

る必要はない。 

(２) 個々の重大事故の発生の仮定 

設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析を

行い，重大事故の発生を仮定する際の条件による安全機能の喪失状態

を特定することで，その重大事故の発生を仮定する機器を特定する。 

重大事故の発生を仮定する機器の特定フローを添７第19図に示す。 

① 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析 

ａ．対象の整理 

安全機能の喪失を想定する対象は，公衆への著しい被ばく影響を
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もたらす可能性のある事故が重大事故であることを踏まえ，安全機

能を有する施設のうち安全上重要な施設とする。安全上重要な施設

は，その機能喪失により，公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを

及ぼす可能性のある機器を選定していることから，安全上重要な施

設の安全機能を対象として，安全機能の喪失を考慮し，重大事故に

至る可能性を整理する。安全機能を有する施設のうち安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設の機能が喪失したとしても，公衆

及び従事者に過度な放射線被ばくを及ぼすおそれはない。 

ただし，想定される事故の発生防止対策として安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設の機能に期待する場合には，事故の発

生防止対策の確認という観点から，想定される事故の発生防止対策

である安全上重要な施設以外の安全機能の喪失を想定する。 

ｂ．重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せの特定 

安全上重要な施設の安全機能が喪失した場合に至る施設状態及

びその後の事象進展を分析することにより，重大事故に至る可能性

がある機能喪失又はその組合せを整理する。 

② 安全機能喪失状態の特定 

重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せが，重大事

故の発生を仮定する際の条件において発生するか否かを判定する。 

安全機能が喪失しない又は安全機能が組合せで同時に喪失しなけれ

ば，事故が発生することはなく，重大事故に至らないと判定できる。 

③ 重大事故の発生を仮定する機器 

②により，重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せ

が発生する場合には，重大事故の発生の可能性がある箇所（機器，グ

ローブボックス等）ごとに重大事故に至るかを評価し，重大事故の発
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生を仮定する箇所を特定する。 

ａ．事故発生の判定 

②において，安全機能が喪失する又は安全機能が組合せで喪失す

る場合であっても，評価によって事故（大気中への放射性物質の放

出）に至らないことを確認できれば，重大事故に至らないと判定で

きる。 

ｂ．重大事故の判定 

上記ａ．において，評価によって事故に至らないことを確認でき

ない場合には，事故の収束手段，事象進展の早さ又は公衆への影響

をそれぞれ評価する。 

具体的には，安全機能の喪失又はその組合せが発生したとしても，

設計基準対象の施設で事象の収束が可能である，安全機能の喪失か

ら事故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能である又

は機能喪失時の公衆への影響が平常運転時と同程度であれば，設計

基準として整理する事象に該当する。 

いずれにも該当しない場合には，重大事故の発生を仮定する機器

として特定する。 

また，重大事故の同時発生については，機能喪失の要因との関連

において，同種の重大事故が複数箇所で同時に発生する場合と，異

種の重大事故が同一箇所又は複数箇所で同時に発生する場合をそ

れぞれ仮定する。 

(３) 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 

① 臨界事故 

本重大事故は，臨界が発生することにより，気体状の放射性物質や

放射性エアロゾルが発生し，大気中への放射性物質の放出量が増加す

7－173



るものである。 

ａ．地震の場合 

地震発生時には工程を停止することから核燃料物質の搬送が停

止し，各設備における核燃料物質量に変動は起こらず，通常運転時

において核燃料物質の質量が未臨界質量以下の機器では事故の発

生は想定されない。 

原料粉末を受け入れてから成形，被覆，組立を経て燃料集合体と

するまでの各工程間の貯蔵及び燃料集合体出荷までの貯蔵を行う

施設である貯蔵施設は，単一ユニット間の距離の維持機能を有して

おり，これらの施設はピット又は棚構造であり，貯蔵される核燃料

物質間は施設の構成部材で隔離されている。 

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計

としない貯蔵施設が過大に変形又は破損することを想定した場合

においても，貯蔵設備の構成部材が喪失することは考えられず，核

燃料物質の接近の障壁となり一箇所に集積することは考えられな

い。また，仮想的にこれらの構成部材による間隔よりも核燃料物質

が接近することを想定した評価の結果，いずれの貯蔵施設において

も臨界に至ることはない。 

なお，基準地震動を超える地震動による地震の発生により，基準

地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としな

いグローブボックス等が損傷することを想定しても，質量管理を行

う単一ユニットは運転管理の上限値以下で核燃料物質量を管理す

ること，同一室内に単一ユニットが複数存在しても，単一ユニット

を構成するグローブボックスが分散配置されていることから，地震

によりグローブボックス等の機能が喪失したとしても核燃料物質
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が一箇所に集積することはなく，事故の発生は想定できない。 

ｂ．動的機器の多重故障の場合 

臨界を防止するための動的機器として，安全上重要な施設はない

ため，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設である，誤搬

入防止機能を有する機器が多重故障により機能喪失することを想

定する。しかし，誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設）は，ＩＤ番号読取機による搬送対象となる容器の

ＩＤ番号が一致していることの確認，秤量器による容器の秤量値に

有意な差がないことの確認，運転管理用計算機及び臨界管理用計算

機による確認，誤搬入防止シャッタの開放並びに運転員による搬入

許可といった，複数の機器による確認及び運転員による確認を行っ

ている。これら異なる機器の全てが多重故障により同時に機能を喪

失することは想定されないことから，核燃料物質が誤搬入されるこ

とはなく，事故の発生は想定できない。 

設計基準事故の選定においては，発生防止対策である誤搬入防止

機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）の単一故障

では核燃料物質の誤搬入が発生しないことから，誤搬入防止機能

（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）を構成する複数

の機器の機能喪失及び運転員の誤操作により，核燃料物質の１回の

誤搬入を想定しても，臨界は発生しないことを確認している。 

重大事故の発生を仮定する際の条件下においても，上記のとおり

臨界事故の発生は想定できない。また，関連性が認められない複数

の機器が同時に機能を喪失することは想定されない。 

しかし，臨界事故は核分裂の連鎖反応によって放射性物質が新た

に生成するという特徴を有する事象であり，事故が発生した場合に

7－175



は直ちに対策を講ずる必要がある。 

このため，技術的な想定を超えて，関連性が認められない偶発的

な事象の一定程度の同時発生を考慮し，設計基準事故の選定で想定

した，誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設）の全てが喪失した状態が継続し，共通要因では起こり得ない

機器の故障及び運転員の誤操作が複数回続けて起こるという重ね

合わせにより，核燃料物質のグローブボックス内への誤搬入が複数

回継続する状況を想定することにより，臨界の発生の可能性を評価

する。 

具体的には，核燃料物質が収納された容器が貯蔵施設からグロー

ブボックスに継続的に搬入され，当該グローブボックスに核燃料物

質が集積する状況を想定する。この際，各グローブボックスへ核燃

料物質を搬送する容器のうち，１回あたりの搬送量が も大きい容

器を用いて，未臨界質量まで搬入し続けることを想定する。ここで

未臨界質量とは，水反射体 2.5cm，球形状モデルにて計算した中性

子実効増倍率が 0.95 以下となる質量であり，核燃料物質の集積量

が未臨界質量を超えなければ，いかなる集積状態においても臨界に

至ることはないと判断する。 

本検討を全ての安全上重要な施設のグローブボックスを対象に

評価を行った結果， も少ない設備で25回を超える多重の故障，誤

操作の発生による誤搬入に至るまで臨界の発生は想定できない。 

また，上記の多重の故障，誤操作による繰り返しの誤搬入に要す

る時間は13時間であるが，ＭＯＸ燃料加工施設においては，臨界安

全管理のための確認とは異なる以下の確認手段によって，核燃料物

質が未臨界質量を超えて集積するよりも前に，異常な集積を検知で
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き，工程を停止する等の措置を講ずることができる。この確認手段

は，臨界安全管理のための確認手段とは原理が異なり，多様性を有

していることから，信頼性が高く，異常な集積が継続することによ

る臨界事故の発生は想定できない。 

(ａ) エリアモニタによる線量当量率の上昇検知 

核燃料物質を取り扱うグローブボックスが設置される室には，

ガンマ線エリアモニタ及び中性子線エリアモニタを設置してお

り，測定値である線量当量率については連続的に中央監視室にお

いて指示及び記録されるため，測定値の変動を確認することがで

きる。また，あらかじめ設定した値を超えた場合には警報を発す

る設計としている。 

工程室のエリアモニタ付近の空間線量率は平常時で数μSv/h

から数十μSv/hを想定している。また，万一，未臨界質量まで核

燃料物質が異常に集積した場合は，約 500μSv/h から約２mSv/h

と想定している。 

これを踏まえて警報設定値は，平常時に想定される放射線レベ

ルの変動を考慮した上で，未臨界質量の核燃料物質が集積した状

態における放射線レベルより低く設定する方針である。 

このため，エリアモニタが警報を発した場合は，設備の状態確

認を開始することができ，核燃料物質の異常な集積の有無を確認

し，異常な集積が生じている場合には，工程を停止する等の措置

を講ずることができることから，臨界事故は発生しない。 

(ｂ) 目視による異常な集積の有無の確認 

核燃料物質が平常運転時の取扱量を超えて異常に集積するこ

とを仮定した場合，核燃料物質は容器から溢れ，グローブボック
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ス内に一部が漏えいしていることが想定される。 

ＭＯＸ燃料加工施設においては，設備の健全性を確認するため，

交代勤務の運転直切り替え時に複数の運転員が設備の状態を目

視により確認することとしており，仮に通常運転時の取扱量を超

えて集積が発生している場合には，目視により異常を検知できる。 

以上より，ＭＯＸ燃料加工施設においては，臨界事故に至るお

それはない。 

② 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

事故による大気中への放射性物質の放出に着目し，ＭＯＸ燃料加工

施設から多量の放射性物質が放出される事象を，核燃料物質等を閉じ

込める機能の喪失とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設において，核燃料物質を混合酸化物貯蔵容器，

グローブボックス等，燃料集合体により取り扱うことから，これらの

閉じ込めバウンダリが損傷することにより，核燃料物質等を閉じ込め

る機能の喪失に至ることが考えられる。 

このうち，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体は，これらが落下し

ても損傷しない高さに取扱いを制限していることから，混合酸化物貯

蔵容器及び燃料集合体の落下による核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失は想定しない。 

製造工程のグローブボックス内で取り扱う核燃料物質の形態として

は，ＭＯＸ粉末，グリーンペレット，ペレットの形態である。グリー

ンペレット及びペレットの形態の場合，これらは安定な成形体である

ため，飛散しにくく，発生した異常事象の影響を受けて大気中へと放

出される事態になることは考えられない。核燃料物質がＭＯＸ粉末の

形態の場合，発生した異常事象の影響により，大気中への放射性物質
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の放出に至る状態になり得ると考えられる。 

ＭＯＸ粉末の閉じ込め機能を担うものとしては，グローブボックス

があることから，グローブボックスの閉じ込めバウンダリが損傷する

ことの想定としては，グローブボックス内外において，重量物が落下

し，その衝撃がグローブボックスに加わることにより損傷することが

考えられる。しかしながら，グローブボックスを設置する室において

は，重量物を取り扱うクレーン類がないため，グローブボックス外で

重量物が落下してグローブボックス等が損傷することはない。一方，

グローブボックス内においては，製造工程で使用する核燃料物質を収

納した容器を取り扱うことから，重量物として容器が落下することが

想定される。このため，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失として，

グローブボックスが破損し，ＭＯＸ粉末が漏えいするという事象が考

えられる。 

グローブボックスはグローブボックス排気設備を介して外部と接続

された構造である。このため，グローブボックスが損傷しなくとも，

グローブボックス内において何らかの異常が発生した場合に，その異

常の影響を受けた核燃料物質が，グローブボックス排気設備を経由し

て大気中へと放出されることが考えられる。ＭＯＸ粉末は，通常運転

時において，粉末容器に収納した状態で搬送し，各グローブボックス

において，混合機への投入，混合機による粉末の混合，取り出し，グ

リーンペレット成型といったプロセスにおいて取り扱う。このため，

粉末を収納した粉末容器を取り扱い中に落下することによりグロー

ブボックス内にＭＯＸ粉末が浮遊し，グローブボックス内の気相中の

放射性物質の濃度が上昇することで，大気中への放出量が上昇すると

いう事象が考えられる。このため，核燃料物質等を閉じ込める機能の
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喪失として，グローブボックス内のＭＯＸ粉末の飛散という事象を想

定する。 

また，ＭＯＸ粉末が影響を受ける異常として，グローブボックス内

において駆動力を有する事象が発生し，その影響を受けることでＭＯ

Ｘ粉末が大気中へと放出される事象が考えられる。ＭＯＸ燃料加工施

設では，製造工程において多量の有機溶媒等は取り扱わないこと，製

造工程において過渡変化がなく取り扱う核燃料物質自体も安定な状

態であること及び取り扱う核燃料物質による崩壊熱の影響も小さい

ことから，ＭＯＸ燃料加工施設において駆動力を有する事象の発生を

想定しにくい。しかし，潤滑油や水素ガスといった火災又は爆発の要

因となり得るものを有する設備があることから，ＭＯＸ燃料加工施設

において発生する可能性がある駆動力を有する事象としては，火災と

爆発が考えられる。しかしながら，爆発については，ＭＯＸ燃料加工

施設において想定される爆発の要因としては，水素・アルゴン混合ガ

スがあるものの，燃料加工建屋内において取り扱う水素濃度が９

vol％以下であること，燃料加工建屋内へ水素濃度が９vol％を超える

水素・アルゴン混合ガスが流入することは生じ得ないことから，爆ご

うが発生することは想定できない。また，水素・アルゴン混合ガスを

使用してペレットの焼結を行う焼結炉等においては，焼結炉等への空

気の混入防止対策，熱的制限値の設定といった爆発の発生を防止する

設計をするとともに，仮に空気が混入した焼結炉内で水素濃度が９

vol％以下の水素・アルゴン混合ガスが燃焼した場合においても，拡散

燃焼しか発生せず，急激な圧力の上昇を伴うものではないことから，

大気中への放射性物質の放出量の上昇には至らない。このため，燃料

加工建屋においては，爆発の発生を防止するとともに，大気中への放

7－180



射性物質の放出に至るような規模の爆発が発生することはない。 

以上を踏まえ，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失となり得る事

象は，「グローブボックスの破損」，「グローブボックス内でのＭＯＸ粉

末の飛散」及び「大気中に放出する状態に至る駆動力となる事象の発

生（火災）」である。このため，これら３事象が，重大事故の発生を仮

定する際の条件により発生し，大気中へ多量の放射性物質の放出に至

る事故に繋がる可能性を評価する。 

核燃料物質等を閉じ込める機能に係る安全上重要な施設の機能は，

「グローブボックスの破損」及び「大気中に放出する状態に至る駆動

力となる事象の発生」に係る機能に分類できる。また，安全上重要な

施設以外の安全機能を有する設備の有する機能のうち，「グローブボ

ックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」に係る機能として容器の落下防止機

能及び転倒防止機能がある。核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失と

なり得る３事象それぞれについて，地震及び動的機器の多重故障によ

り，これらの安全機能が損なわれる可能性について整理する。 

ａ．グローブボックスの破損 

安全上重要な施設とするグローブボックスが破損することによ

り，グローブボックス内のＭＯＸ粉末が工程室に漏えいし，平常運

転時とは異なる経路から放射性物質が大気中へと放出されること

により，事故に至ることが考えられる。 

グローブボックスは静的機器であるため，外力が無ければグロー

ブボックスは破損しない。外力としては外的事象である地震による

地震力及び重量物の落下が考えられるが，グローブボックスの直近

には重量物を取り扱うクレーン等の機器はないことから，グローブ

ボックス外の重量物落下によりグローブボックスが破損すること
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は想定されない。このため，想定する外力としては，地震による地

震力及びグローブボックス内で取り扱う重量物である容器の落下

を考慮し，グローブボックスの破損の可能性を評価する。 

(ａ) 地震の場合 

安全上重要な施設とするグローブボックスのうち，基準地震動

の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としないグ

ローブボックス内の機器で，重量物である容器の落下防止機能

（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）が喪失するこ

とが考えられるが，落下する容器はグローブボックス内の内装機

器に衝突するためグローブボックスへの衝撃が緩和されること，

グローブボックス缶体はステンレス製であるため容器が落下し

ても缶体は破損しないこと，グローブボックスのパネルは側面に

設置しており，落下した容器が直接パネルに衝突することはない

ことから，グローブボックス内の容器の落下によりグローブボッ

クスが破損することはない。 

また，基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持で

きる設計であるグローブボックスは地震により損傷等しない。し

かし，それ以外の安全上重要な施設とするグローブボックスにつ

いては，グローブボックスの倒壊及びグローブボックスのパネル

の脱落はなく大規模に破損することは想定しにくいが，損傷等す

る可能性があり，損傷等によりグローブボックス内のパネルに付

着したＭＯＸ粉末等の一部が，当該グローブボックスから工程室

に漏えいする可能性がある。 

グローブボックス排風機が運転を継続している場合は，ＭＯＸ

粉末の大気中への放出経路はグローブボックス排気設備が主た
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る経路となるため，ＭＯＸ粉末の工程室への漏えい量は極めて少

ない。グローブボックス排気設備が放出経路であれば，平常運転

時における大気中への放射性物質の放出経路と同じであるため，

公衆への影響は平常運転時と同程度である。なお，平常運転時の

公衆への影響評価は，ウラン粉末を１ｍの高さから落下させた際

の気相中への移行率である７×10-5 を使用して算出しており，グ

ローブボックスが破損したとしてもＭＯＸ粉末に駆動力は生じ

ないことから，駆動力の有無の観点からも公衆への影響は平常運

転時と同程度であるといえる。 

また，グローブボックス排風機が停止している場合には，グロ

ーブボックスの負圧が維持できなくなり，グローブボックスから

工程室へＭＯＸ粉末が漏えいするが，グローブボックス排風機の

停止によるインターロックにより工程室排風機が停止するため，

地下３階から地上１階までＭＯＸ粉末を上昇させ，大気中への放

射性物質の放出に至る駆動力がないことから，公衆への影響は平

常運転時と同程度であり，大気中への放射性物質の放出には至ら

ない。 

地震により「グローブボックスの破損」と「グローブボックス

内でのＭＯＸ粉末の飛散」が同時に発生した場合，グローブボッ

クスから工程室にＭＯＸ粉末が漏えいすることが想定されるが，

地震時には工程室排風機が機能喪失する又は運転員の操作によ

り工程室排風機を停止することから，大気中への放射性物質の放

出に至らない。 

地震による「グローブボックスの破損」及び「大気中に放出す

る状態に至る駆動力となる事象の発生（火災）」の同時発生につ
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いては，基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持で

きる設計としない安全上重要な施設とするグローブボックスに

は火災源となる潤滑油がないことから，同時発生は想定されない。 

以上より，地震により損傷したグローブボックスからＭＯＸ粉

末が漏えいしたとしても，大気中に放出されることはなく，工程

室にとどまる。 

以上のことから，外的事象（地震）を要因としたグローブボッ

クスの破損は，重大事故として特定しない。 

(ｂ) 動的機器の多重故障の場合 

グローブボックス自体は静的機器であること，グローブボック

スの損傷を防止するための動的機器として安全上重要な施設は

ないことを踏まえ，グローブボックス内で重量物である容器を取

り扱う安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設が多重故

障により，容器の落下防止機能を喪失することを想定する。 

容器を取り扱う動的機器が多重故障により落下防止機能を喪

失して容器が落下する場合，落下する容器はグローブボックスの

内装機器に衝突するためグローブボックスへの衝撃が緩和され

ること，グローブボックス缶体はステンレス製であるため容器が

落下しても缶体は破損しないこと，グローブボックスのパネルは

側面に設置しており，落下した容器が直接パネルに衝突すること

はないことから，グローブボックス内の容器の落下によりグロー

ブボックスが破損することはないため，事故の発生は想定されな

い。 

以上のことから，内的事象（動的機器の多重故障）を要因とし

たグローブボックスの破損は，重大事故として特定しない。 
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ｂ．グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散 

安全上重要な施設とするグローブボックス内でＭＯＸ粉末を収

納した容器が落下又は転倒することにより，グローブボックス内に

ＭＯＸ粉末が飛散することでグローブボックス内の気相中の放射

性物質の濃度が上昇し，平常運転時よりも多量の放射性物質が大気

中へと放出されることにより，事故に至ることが考えられる。 

ＭＯＸ粉末を収納した容器が落下又は転倒する要因としては，地

震及びグローブボックス内で容器を取り扱う機器の故障，誤作動を

想定する。 

(ａ) 地震の場合 

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする安全上重要な施設とするグローブボックスは，当該グロ

ーブボックスの内装機器についても地震に対して同様に機能維

持できる設計とすることからＭＯＸ粉末は飛散しない。しかし，

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計

としない安全上重要な施設とするグローブボックス内に設置す

る動的機器が，容器の落下防止機能又は転倒防止機能（安全上重

要な施設以外の安全機能を有する施設）の喪失により，容器が落

下又は転倒することでグローブボックス内にＭＯＸ粉末が飛散

することが想定される。 

グローブボックス排風機が運転している状態では，グローブボ

ックス排気設備を経由して放射性物質は大気中に放出されるが，

平常運転時の放射性物質の年間放出量は，ＭＯＸ粉末の気相中へ

の移行率としてウラン粉末を１ｍの高さから落下させた際の気

相中への移行率である７×10-5 を使用して算出していること，こ
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の移行率は火災による気相中への移行率と比べて２桁程度小さ

いことを踏まえると，グローブボックス内で容器の落下又は転倒

によりＭＯＸ粉末が飛散したとしても，平常運転時と同等の放出

量であることから，多量の放射性物質を大気中へ放出する事故に

は至らない。 

グローブボックス排風機が停止している場合には，グローブボ

ックスを負圧に維持できなくなり，グローブボックスから工程室

へＭＯＸ粉末が漏えいするが，グローブボックス排風機の停止に

よるインターロックにより工程室排風機が停止するため，ＭＯＸ

粉末を取り扱う地下３階から地上１階までＭＯＸ粉末を上昇さ

せ大気中へ放出させる駆動力がないことから，大気中への放射性

物質の放出には至らない。 

地震により「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」と「グ

ローブボックスの破損」が同時に発生した場合については，ａ．

(ａ)に記載の通り，想定はされるものの大気中への多量の放射性

物質の放出には至らない。 

地震による「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」と「大

気中に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生（火災）」の

同時発生については，基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際

に機能維持できる設計としない安全上重要な施設とするグロー

ブボックスには火災源となる潤滑油がないことから，同時発生は

想定されない。 

以上のことから，外的事象（地震）を要因としたグローブボッ

クス内でのＭＯＸ粉末の飛散は，重大事故として特定しない 

(ｂ) 動的機器の多重故障の場合 
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グローブボックス内で容器を取り扱う機器は安全上重要な施

設以外の安全機能を有する施設である。このため，安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設であるこれらの機器が多重故

障により，容器の落下防止機能又は転倒防止機能の喪失により，

容器が落下又は転倒することでグローブボックス内にＭＯＸ粉

末が飛散することが想定される。 

容器が落下又は転倒することでグローブボックス内にＭＯＸ

粉末が飛散したとしても，上記①と同様に，平常運転時と同等の

放出量であることから，多量の放射性物質を大気中へ放出する事

故には至らない。 

以上のことから，内的事象（動的機器の多重故障）を要因とし

たグローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散は，重大事故として

特定しない。 

「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」と「グローブボ

ックスの破損」の同時発生については，グローブボックス内で容

器の落下が発生したとしても「グローブボックスの破損」は発生

しないことから，同時発生は想定されない。 

「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」と「大気中に放

出する状態に至る駆動力となる事象の発生（火災）」の同時発生

については，グローブボックス内における容器の落下と「大気中

に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生（火災）」には因

果関係がないことから，同時発生は想定されない。 

ｃ．大気中に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生 

グローブボックス内で大気中に放出する状態に至る駆動力とな

る事象が発生し，その駆動力の影響を受けたＭＯＸ粉末が大気中へ
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放出されることにより，平常運転時よりも多量の放射性物質が大気

中へと放出されることにより，事故に至ることが考えられる。 

駆動力となる事象として，グローブボックス内における火災を想

定する。取り扱う核燃料物質の形態が粉末の場合は，火災の上昇気

流の影響を受けることにより，気相中に移行するとともに，雰囲気

の温度が上昇し，ＭＯＸ粉末を含む気体が体積膨張し，これを駆動

力として大気中への放射性物質の放出に至るおそれがある。また，

粉末であっても，蓋付きの容器に収納された状態又は機器内に収納

された状態であれば，内部の粉末が火災による上昇気流の影響を受

けることは想定しにくい。そのため，核燃料物質等を閉じ込める機

能の喪失の発生を仮定する対象となる設備として，蓋のない容器に

より露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱う設備・機器を有するグロ

ーブボックスとする。 

また，大気中への放射性物質の放出に至るような火災の発生が想

定される火災源を有するグローブボックスが，重大事故の発生を仮

定するグローブボックスとして特定できることから，グローブボッ

クス内に火災源が無ければ，重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスに該当しない。また，想定される火災の規模が小さい火災源

を有するグローブボックスについても，大気中への放射性物質の放

出に至ることが想定されないことから，重大事故の発生を仮定する

グローブボックスに該当しない。 

安全上重要な施設のグローブボックス内に存在する火災源とし

ては，ケーブル，計器類，グローブボックス内の機器が有する潤滑

油，清掃，メンテナンス等で使用するアルコール，ウエス，遮蔽の

観点でグローブボックス内で使用するポリエチレンがある。 
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ケーブル，計器類については，火災が発生しても火災の規模は小

さく，ＭＯＸ粉末に対して駆動力を与えることはないため，火災源

として想定しない。 

グローブボックス内の機器が有する潤滑油については，引火点が

200℃以上と高いため着火しにくいが，火災発生時の火災規模は大

きく，火災が発生した場合はＭＯＸ粉末に対して駆動力を与えるお

それがあるため，火災源として想定する。 

清掃，メンテナンス等で使用するアルコール，ウエスについては，

使用時以外は不燃性容器に収納すること，使用時は運転員がグロー

ブボックス作業をしている状態であることから，火災源として想定

しない。 

遮蔽の観点でグローブボックス内で使用するポリエチレンにつ

いては，不燃性材料で覆う設計であるとともに静的機器であること

から，可燃物として露出することがないため，火災源として想定し

ない。 

以上より，想定する火災源はグローブボックス内の機器が有する

潤滑油であり，重大事故の発生を仮定するグローブボックスは，潤

滑油を内包する機器を設置するグローブボックスである。 

火災源として特定したグローブボックス内の潤滑油による火災

が発生するためには，グローブボックス内において，燃焼の３要素

である可燃物，酸素及び着火源が揃う必要がある。 

可燃物としては，機器内の潤滑油が，過電流遮断器が機能喪失し

た状態において発生した過電流の影響で潤滑油の温度が上昇した

状態で，潤滑油を収納した機器に亀裂が発生し，温度が上昇した潤

滑油が漏えいすることにより，火災源となり得る可燃物が生ずるこ
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とが想定される。 

酸素としては，窒素循環設備の窒素循環ファンが停止した状態で

グローブボックス排風機の運転が継続し，グローブボックス内が過

負圧となり，自力式吸気弁が開になることで工程室内の空気がグロ

ーブボックス内に流入することが想定される。また，窒素循環設備

の系統が破断した状態でグローブボックス排風機が運転を継続す

ることにより，工程室内の空気がグローブボックス内に流入するこ

とが想定される。 

着火源については，グローブボックス内でケーブル等によるスパ

ークが発生し，潤滑油に着火することが想定される。 

上記の燃焼の３要素がグローブボックス内で同時に整うことが

必要である。グローブボックス内が窒素雰囲気から空気へ置換され

ること，潤滑油の温度が上昇されること及び着火源となるスパーク

の発生のためには，動力電源等の給電が必要である。また，グロー

ブボックス内の窒素雰囲気から空気へ置換されるためにはグロー

ブボックス排風機が運転していることが条件であることから，火災

が発生するためには10分程度の時間が必要である。 

これらの偶発的な事象の同時発生は想定しにくい。しかしながら，

外的事象及び内的事象発生時に，技術的な想定を超えて，核燃料物

質等を閉じ込める機能の喪失として，露出したＭＯＸ粉末を取り扱

い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックスにおける火災の

発生を仮定する。この火災については，「ニ．(イ)(３)ａ．グローブ

ボックスの破損」や「ニ．(イ)(３)ｂ．グローブボックス内でのＭ

ＯＸ粉末の飛散」の事象との違いとしては，火災は駆動力となる事

象であることから，グローブボックス排風機が停止した場合であっ

7－190



ても，火災の影響により，大気中への放出経路が遮断されない限り，

大気中へ放射性物質の放出の可能性は否定できないという違いが

ある。 

重大事故の発生を仮定する機器の特定に係る検討の結果として，

ＭＯＸ燃料加工施設は，核燃料物質は静置された状態であるため，

大気中に放射性物質を放出させるためには駆動力が必要である。こ

のため，グローブボックス排風機等を停止することにより，安定な

状態に移行できるとともに，駆動力となる火災を発生させるために

はグローブボックス排風機の運転や動力電源の供給が必要である

ことから，グローブボックス排風機の停止や動力電源の遮断によっ

て，駆動力となる火災の発生及び大気中への放射性物質の放出を防

止し，施設を安定な状態に移行することが可能であるが，重大事故

の発生を仮定する際の条件としては，想定しにくい火災の発生など

大気中への放射性物質の放出に繋がる厳しい条件を設定する。 

以上より，重大事故の発生を仮定するグローブボックスとして，

ＭＯＸ粉末を露出した状態で取り扱い，火災源となる潤滑油を有す

る機器を設置するグローブボックスは，以下のとおりである。 

なお，いずれのグローブボックスにおいても，通常運転時は窒素

雰囲気であり，潤滑油は機器内に収納する等，火災の発生防止対策

として施していることは同じである。 

・予備混合装置グローブボックス 

・均一化混合装置グローブボックス 

・造粒装置グローブボックス 

・回収粉末処理・混合装置グローブボックス 

・添加剤混合装置グローブボックス（２基） 
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・プレス装置（プレス部）グローブボックス（２基） 

(ａ) 地震の場合 

グローブボックス内を窒素雰囲気とすること，潤滑油が機器に

収納されていること，潤滑油を有する機器を設置するグローブボ

ックス内には着火源がないことなどの発生防止を講じている。こ

のため，火災源として特定したグローブボックス内の潤滑油によ

る火災が発生するためには，グローブボックス内において，燃焼

の３要素である可燃物，酸素及び着火源が揃う必要があり，その

ためには機器内の潤滑油の温度上昇，温度上昇した潤滑油の漏え

い，グローブボックスの空気雰囲気化及びケーブル等のスパーク

による着火が発生する必要があるが，これらの事象は偶発的な事

象であり，地震を共通要因として同時に発生することは想定でき

ない。また，潤滑油を有する機器を設置するグローブボックスの

内装機器は基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持

できる設計とすることから，火災の発生防止機能を有する動的機

器が機能を喪失したとしても，火災が発生することは想定できな

い。 

しかし，火災は大気中に放射性物質を放出する状態に至る駆動

力となる事象であることを踏まえ，技術的な想定を超えた状態と

して事象の重ね合わせを考慮し，火災が発生する状態を仮定する。

また，１基のグローブボックスでの火災の発生条件が成立するこ

とも想定しにくいが，さらに想定しにくい事象として，地震によ

り露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を

有する８基のグローブボックスで同時に火災が発生することを

仮定する。 
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さらに，発生した火災の継続という観点で，地震により「火災

の感知・消火機能」が喪失し，火災が継続することを想定する。 

以上より，地震の発生に伴い火災が発生するとともに，「火災の

感知・消火機能」が喪失することにより発生した火災が継続し，

大気中へ多量の放射性物質の放出に至ることを仮定する。 

大気中への放射性物質の放出の経路としては，グローブボック

ス排気設備の他，グローブボックスからグローブボックス給気系

を経由して工程室に漏えいし工程室排気設備を経由する経路及

びグローブボックスのパネルの隙間等から工程室に漏えいし工

程室排気設備を経由する経路が想定される。 

(ｂ) 動的機器の多重故障の場合 

火災源として特定したグローブボックス内の潤滑油による火

災が発生するためには，グローブボックス内において，燃焼の３

要素である可燃物，酸素及び着火源が揃う必要があり，そのため

には機器内の潤滑油の温度上昇，温度上昇した潤滑油の漏えい，

グローブボックスの空気雰囲気化及びケーブル等のスパークに

よる着火が発生する必要があるが，これらの事象は偶発的な事象

であり，動的機器の多重故障を想定しても，火災が発生すること

は想定できない。しかし，火災は大気中に放射性物質を放出する

状態に至る駆動力となる事象であることを踏まえ，技術的な想定

を超えた状態として事象の重ね合わせを考慮し，火災が発生する

状態を仮定する。 

さらに，火災が発生した状態に加え，動的機器の多重故障とし

て，「火災の感知・消火機能」が同時に機能喪失することにより，

火災が継続し，火災による駆動力により，大気中へ多量の放射性
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物質の放出に至ることを仮定する。 

「火災の感知・消火機能」は，グローブボックス温度監視装置

が火災を感知し，その情報がグローブボックス消火装置へと伝送

され，グローブボックス消火装置から火災が発生したグローブボ

ックスへと消火ガスを放出するという一連の機能である。多重故

障の対象としては，グローブボックス温度監視装置の機能喪失，

グローブボックス消火装置の機能喪失が考えられる。また，グロ

ーブボックス消火装置の起動条件として，グローブボックス排風

機が起動していることが条件であることから，グローブボックス

排風機の機能喪失も対象となる。なお，これらの「火災の感知・

消火機能」に係る機器は，全交流電源喪失が発生した場合，すべ

てが機能を喪失する。このため，全交流電源喪失と，グローブボ

ックス内の火災が同時に発生した場合も，同様に火災が継続する。 

以上より，火災が発生するとともに，設計基準の消火設備の起

動条件であるグローブボックス排風機の多重故障等により「火災

の感知・消火機能」が喪失することにより発生した火災が継続し，

大気中へ多量の放射性物質の放出に至ることを仮定する。 

大気中への放射性物質の放出の経路としては，グローブボック

ス排気設備の他，グローブボックスからグローブボックス給気系

を経由して工程室に漏えいし，工程室排気設備を経由する経路が

想定される。 

以上のことから，大気中に放射性物質を放出する状態に至る駆

動力となる事象の発生（火災）による核燃料物質等を閉じ込める

機能の喪失を重大事故として特定する。 

ｄ．核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に係る異常事象の同時発生
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について 

「グローブボックスの破損」，「グローブボックス内でのＭＯＸ

粉末の飛散」及び「大気中に放出する状態に至る駆動力となる事象

の発生（火災）」の３事象について，これらの事象が同時に発生す

る可能性及び同時に発生した場合の影響について以下に示す。 

(ａ) 地震の場合 

地震により，基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能

維持できる設計としない安全上重要な施設とするグローブボッ

クスが破損するとともに，当該グローブボックスの内装機器が有

する容器の落下防止機能又は転倒防止機能の喪失により，容器が

落下又は転倒することでグローブボックス内にＭＯＸ粉末が飛

散することで，「グローブボックスの破損」及び「グローブボッ

クス内でのＭＯＸ粉末の飛散」が同時に発生することが想定され

る。この場合，グローブボックス外にＭＯＸ粉末が漏えいするこ

とが想定されるが，基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に

機能維持できる設計としない安全上重要な施設とするグローブ

ボックスには火災源である潤滑油がないため，「大気中に放出す

る状態に至る駆動力となる事象の発生」である火災が同時に発生

することはない。このため，地震を起因として同時に発生する可

能性がある事象は「グローブボックスの破損」及び「グローブボ

ックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」であり，容器の落下又は転倒に

よりグローブボックス内で飛散したＭＯＸ粉末が，地震により損

傷等したグローブボックスから工程室に漏えいする可能性があ

る。ただし，グローブボックス排風機が運転している場合には，

ＭＯＸ粉末の大気中への放出経路はグローブボックス排気設備
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が主たる経路となるため工程室への漏えいは極めて少なく，また，

グローブボックス排風機が地震により停止している場合には工

程室排風機がインターロックにより停止するため，グローブボッ

クスから工程室にＭＯＸ粉末を移行させる駆動力はないことか

ら，工程室に漏えいするＭＯＸ粉末量は極めて少ないと想定され

る。 

工程室に漏えいしたＭＯＸ粉末を大気中へ放出する駆動力と

して，工程室排風機による排気及び工程室における火災が考えら

れる。 

工程室排風機による排気は，地震時には工程室排風機が機能喪

失する又はインターロックにより工程室排風機を停止すること

から，グローブボックスから工程室にＭＯＸ粉末が漏えいしたと

しても，大気中への放射性物質の放出に至らない。 

工程室における火災については，工程室の火災源としては，

440V 以上又は出力が 20kW 以上の盤とグローブボックス外に設置

する潤滑油を内包する機器がある。盤については金属筐体で覆わ

れているため，盤の火災が工程室に漏えいしたＭＯＸ粉末に上昇

気流の影響を与えることはない。また，潤滑油については，潤滑

油の温度が上昇した状態で，潤滑油を収納した機器に亀裂が発生

し，温度が上昇した潤滑油が漏えいした状態で，ケーブル等によ

るスパークが発生し，潤滑油に着火するということが想定される

が，偶発的事象の重ね合わせであり，火災の発生は想定されない。

また，漏えいが想定される箇所に吸着材を設置するとともに金属

筐体で覆うことで，金属筐体外での火災の発生はなく，仮に金属

筐体内で火災が発生したとしても，工程室に漏えいしたＭＯＸ粉
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末に上昇気流の影響を与えることはない。また，盤及び潤滑油に

ついては金属筐体で覆われていることから，仮に火災が発生した

としても酸素の供給が制限されるため，火災の規模は大きくなら

ず窒息消火するものと考えられることから，大気中に放射性物質

を放出するほどの駆動力にはならないと想定される。 

(ｂ) 動的機器の多重故障の場合 

「グローブボックスの破損」，「グローブボックス内でのＭＯ

Ｘ粉末の飛散」及び「大気中に放出する状態に至る駆動力となる

事象の発生（火災）」の３事象の組合せについては，動的機器の

多重故障を共通要因として同時に発生することは想定されない。 

以上のことから，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に係る

異常事象の同時発生は，重大事故として特定しない。 

③ 同時発生又は連鎖を仮定する重大事故 

事業許可基準規則の解釈第 22 条に基づき，重大事故が単独で又は

同種の重大事故が複数の機器で同時に発生することの想定に加えて，

異種の重大事故が同時に発生する場合又は発生した重大事故の影響

を受けて連鎖して発生する場合について，以下のとおり仮定する。 

同種の重大事故が複数の機器で同時に発生する場合の仮定について

は，①及び②の検討の結果，８基のグローブボックスにおいて発生し

た火災が消火されずに継続する事象を重大事故の発生を仮定する機

器として特定した。②に記載のとおり，１基のグローブボックスにお

いても火災の発生の条件が成立することは想定しにくいが，重大事故

の対処に係る有効性評価においては，外的事象の地震により，露出し

た状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有する８基の

グローブボックスで同時に火災が発生することを仮定する。なお，内
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的事象発生時では，８基のグローブボックスのうち１基において単独

で火災が発生することを仮定する。 

異種の重大事故が同時に発生する場合については，①及び②の検討

の結果，想定される重大事故の事象が核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失のみであることから，異種の重大事故が同時に発生することは

ない。 

重大事故が連鎖して発生する場合については，重大事故が発生した

場合における事故影響によって顕在化する環境条件の変化を明らか

にした上で，核燃料物質の状態によってさらに事故が進展する可能性

及び他の安全機能への影響を分析し，その他の重大事故の起因となり

得るかどうかを，重大事故等の対処に係る有効性評価の中で確認して，

起因となる場合には連鎖を仮定して対処を検討する。 

なお，確認に当たっての前提条件として，事業許可基準規則の解釈

第 22 条を踏まえ，多様性や位置的分散が考慮された設備での対処で

ある拡大防止対策の機能喪失は考慮しない。 

 

(ロ) 評価対象の整理及び評価項目の設定 

ＭＯＸ燃料加工施設で重大事故が発生した場合において，重大事故の

拡大防止対策が有効であることを示すため，「ニ．(イ)重大事故の発生を

仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」に

おいて特定した重大事故に対し，以下のとおり評価対象を整理し，対応

する評価項目を設定した上で，評価の結果を踏まえて，設備，手順及び

体制の有効性を評価する。 

有効性評価は，「ニ．(イ)重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及

び重大事故の発生を仮定する機器の特定」において特定された重大事故
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ごとに，同じ種類の重大事故がどの範囲で発生するかを整理した上で実

施し，各重大事故の事故影響を明らかにする。また，各重大事故の事故

影響が他の安全機能へ及ぼす影響を連鎖として評価する。 

「ニ．(イ)重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の

発生を仮定する機器の特定」では，フォールトツリー分析により，各機

能喪失の要因となっている事象ごとに機能喪失の範囲が整理されてい

る。 

有効性評価を実施する代表事例は，「ニ．(イ)重大事故の発生を仮定す

る際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」で体系的

に整理された上記情報を基に，機能喪失の範囲，講じられる対策の網羅

性及び生ずる環境条件を考慮し選定する。 

拡大防止対策の有効性を確認するため，重大事故のそれぞれについて

有効性を確認するための評価項目を設定する。評価項目は重大事故の特

徴を踏まえた上で，重大事故の発生により放射性物質の放出に寄与する

重大事故のパラメータ又はパラメータの推移とする。 

これらの有効性を確認するための評価項目は，重大事故の同時発生又

は連鎖を想定する場合であっても変わらない。ただし，大気中への放射

性物質の放出量に関する有効性については，重大事故の同時発生又は連

鎖を仮定する重大事故による大気中への放射性物質の放出量を合算し

た上で評価を実施する。 

 

(ハ) 評価に当たって考慮する事項 

有効性評価では，共通して以下の事項を考慮する。 

(１) 安全機能を有する施設の安全機能の喪失に対する想定 

網羅性を確保した有効性評価を実施するため，「ニ．(ロ)評価対象の
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整理及び評価項目の設定」において選定した代表事例にて想定される

機能喪失の範囲に加えて，更なる機能喪失を重ね合わせることが合理

的な場合には，代表事例では想定されない安全機能の喪失を加えて仮

定し，有効性評価を実施する。 

(２) 操作及び作業時間に対する想定 

重大事故等への対処のために実施する操作及び作業を開始する時間

は，安全機能の機能喪失の要因となる事象によって異なり，事象の特

徴を踏まえて以下のとおり想定する。 

① 外的事象の地震における想定 

地震発生直後，要員は自らの身を守るための行為を実施し，揺れが

収まったことを確認してから，安全機能が維持されているかの確認を

実施する。したがって，地震の発生を起点として，その後10分間は要

員による対処を期待しない。地震の発生から10分後以降，要員による

制御盤等の確認を実施し，その結果に基づき，安全機能の喪失を把握

し，通常の体制から重大事故等への対処を実施するための実施組織に

体制を移行するものと想定する。その後，要員による重大事故等への

対処に必要な操作及び作業を実施するものと想定する。 

② 内的事象における想定 

安全系監視制御盤等の情報から安全機能の喪失又は事故の発生を把

握するためには，一つの指示情報だけではなく複数の指示情報から判

断する必要がある。したがって，安全系監視制御盤等により安全機能

の喪失を判断するための情報を把握した時点を起点として，安全機能

の喪失の判断に 10 分間を要するものと想定し，重大事故等への対処

のうち判断に基づき実施する操作及び作業は安全機能の喪失を判断

するための情報の把握から10分後以降に実施するものと想定する。 
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ただし，判断に用いる指示情報が安全系監視制御盤等に集約されて

おり，事故の発生を直ちに判断できる場合においては，上記の想定に

よらず，操作可能な時間を設定する。 

③ 外的事象及び内的事象に共通する想定 

重大事故等への対処のために実施する操作及び作業の所要時間は，

ＭＯＸ燃料加工施設の配置及び設備の構造に加え，机上評価等の実績

に基づき想定する。 

(３) 環境条件の考慮 

「ニ．(イ)重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故

の発生を仮定する機器の特定」に整理される自然現象の組合せを基に，

設計基準において想定した規模の自然現象の発生を想定する。ただし，

対処により事象を収束させるまでの時間が短い場合には，その間に自

然現象が発生する可能性が十分に低いと考えられることから，対処実

施中の自然現象の発生は想定しない。 

(４) 有効性評価の範囲 

有効性評価の範囲は，事態が収束するまでの期間を対象として実施

する。 

 

(ニ) 有効性評価に使用する計算プログラム 

有効性評価において，計算プログラムは使用していない。 

 

(ホ) 有効性評価における評価の条件設定の方針 

(１) 評価の条件設定の考え方 

有効性評価における評価の条件設定については，事象進展の不確か

さを考慮して，設計値及び運転状態の現実的な条件を設定することを
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基本とする。この際，評価の条件の不確かさによって，有効性評価の

評価項目に対する安全余裕が小さくなる可能性がある場合は，影響評

価において感度解析を行うことを前提に設定する。 

(２) 共通的な条件 

有効性評価に必要な共通的な条件として，ＭＯＸの性状を以下のと

おり定める。 

① プルトニウム富化度 

ＭＯＸのプルトニウム富化度は運転管理の上限値に基づき，以下の

とおりに設定する。 

 

ＭＯＸ形態 プルトニウム富化度（％） 

粉末 

原料ＭＯＸ粉末 60 

一次混合粉末 33 

二次混合粉末 18 

添加剤混合粉末 18 

 

② プルトニウムの同位体組成 

ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質の仕様及び取扱量につい

ては運転状態により変動し得るが，吸入による被ばく及びセシウム－

137 換算による放出量が も厳しくなる条件となるよう，再処理する

使用済燃料の燃焼の条件及び冷却期間をパラメータとして，燃料加工

建屋外へ放出するプルトニウムの同位体組成を以下のとおりに設定

する。 
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核種 質量割合（％） 

Ｐｕ－238 3.8 

Ｐｕ－239 55.6 

Ｐｕ－240 27.3 

Ｐｕ－241 13.3 

Ａｍ－241 4.5 

合計 104.5 

 

③ 火災の影響を受けるＭＯＸ粉末量 

火災の影響を受けるＭＯＸ粉末量は，各グローブボックスで取り扱

う粉末容器の運転管理の上限値を適用する。グローブボックス内で同

時に複数の粉末容器を取り扱う可能性のあるグローブボックスにつ

いては，同時に取り扱う粉末容器の個数を考慮する。火災の影響を受

けることを想定するＭＯＸ粉末量を以下のとおりに示す。 
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グローブボックス 

名称 

火災影響を受けるＭＯＸ粉末量※１ 

グローブボックスで

同時に取り扱う 

可能性がある容器 

容器内 

ＭＯＸ重量 

（kg･ＭＯ

Ｘ） 

容器内 

プルトニウム 

富化度 

（％） 

容器内 

プルトニウム 

重量 

（kg･Ｐｕ） 

予備混合装置 

グローブボックス 
J60 65 33 18.9 

均一化混合装置 

グローブボックス 
J85 90 18 14.3 

造粒装置 

グローブボックス 
J85 90 18 14.3 

回収粉末処理・ 

混合装置 

グローブボックス※２ 

J60 

J85 

65 

90 

33 

18 

18.9 

14.3 

添加剤混合装置Ａ 

グローブボックス 
J85 90 18 14.3 

プレス装置Ａ 

（プレス部） 

グローブボックス 

J85 90 18 14.3 

添加剤混合装置Ｂ 

グローブボックス 
J85 90 18 14.3 

プレス装置Ｂ 

（プレス部） 

グローブボックス 

J85 90 18 14.3 

※１：グローブボックス内で取り扱う放射性物質のうち，火災影響を受ける放射性物質量とし
て，開口部がある粉末容器中のＭＯＸ粉末を想定する。 

※２：回収粉末処理・混合装置グローブボックスはJ60とJ85を同時に取り扱う可能性がある
ため，火災影響を受けるＭＯＸ粉末量として考慮する。 
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④ 事故の影響を受ける割合及び気相に移行する割合 

事故の影響を受ける割合及び気相に移行する割合は，重大事故の特

徴ごとに既往の知見を参考に設定する。 

⑤ 大気中への放出過程における放射性物質の除染係数 

ａ．高性能エアフィルタ 

高性能エアフィルタに関して，通常時の環境における健全な高性

能エアフィルタ３段の除染係数が１×1011以上という測定試験結果

がある。また，多段フィルタシステムでは，後段のフィルタほど捕

集効率は低下するものの，除染係数が 小となる粒径付近では，各

段のフィルタの捕集効率に大きな違いはなく，１桁も変わらないと

いう報告もあることから，後段フィルタの捕集効率の低下を考慮し，

１段目：99.9％，２段目以降：99％とする。また，高性能エアフィ

ルタが事故の影響を受けることが想定される場合は，事故の特徴に

応じて個別に除染係数を設定する。 

ｂ．グローブボックス排気設備等の流路 

流動がある場合のエアロゾルは，配管曲がり部等への慣性沈着の

効果が見込めるため，グローブボックス及びグローブボックス排気

設備のダクトを含む流路全体で，除染係数を10と設定する。 

また，工程室を経由する放出も同様に，工程室及び工程室排気設

備のダクトを含む流路全体で除染係数を10と設定する。 

⑥ 放射性物質のセシウム－137換算係数 

大気中への放射性物質の放出量にセシウム－137 への換算係数を乗

じて，大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）を算出

する。セシウム－137への換算係数は，IAEA-TECDOC-1162に示される，

地表沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく及び再浮
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遊した放射性物質の吸入摂取による内部被ばくに係る実効線量への

換算係数を用いて，セシウム－137 と着目核種との比から算出する。

ただし，プルトニウム等の一部の核種は，化学形態による影響の違い

を補正する係数を乗じて算出する。 

セシウム－137換算係数 

＝（ある核種のＣＦ４換算係数）／（セシウム－137ＣＦ４ 

換算係数）×（吸入核種の化学形態に係る補正係数） 

 

(ヘ) 評価の実施 

有効性評価は，発生を仮定する重大事故の特徴を基に重大事故の進展

を考慮し，放射性物質の放出に寄与するパラメータ又はパラメータの推

移を評価する。また，対策の実施により事態が収束することを確認する。 

ただし，事象進展の特徴や厳しさを踏まえ，評価および解析以外の方

法で施設が安定状態に導かれ，事態が収束することが合理的に説明でき

る場合はこの限りではない。 

 

(ト) 評価の条件の不確かさの影響評価方針 

評価の条件の不確かさの影響評価の範囲として，運転員等操作時間に

与える影響及び評価項目に与える影響を確認し，それらの影響を踏まえ

ても拡大防止対策の実現性に問題なく，評価項目を満足することを確認

する。不確かさの影響確認は，評価項目に対する安全余裕が小さくなる

場合に感度解析を行う。 

評価の条件のうち，初期条件，事故の条件及び機器の条件並びに有効

性評価の前提となる各安全機能の機能喪失の要因となる事象の違いに

起因する不確かさについて，運転員等操作時間に与える影響及び評価項

7－206



目となるパラメータに与える影響を確認する。なお，評価の条件である

操作の条件の不確かさについては，重大事故の同時発生の可能性を考慮

した上で，操作の不確かさ要因である，「認知」，「要員配置」，「移動」，

「操作所要時間」，「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」に起因し

て生ずる運転員等操作の開始及び完了時間の変動並びに可搬型重大事

故等対処設備及びそれらの予備機の設置等の対処に時間を要した場合

の完了時間の変動が，運転員等操作の時間余裕及び評価項目となるパラ

メータに与える影響を確認する。 

 

(チ) 重大事故の同時発生又は連鎖 

(１) 重大事故の事象進展，事故規模の分析 

重大事故の発生の前提となるＭＯＸ粉末の状態又は重大事故発生後

のＭＯＸ粉末の状態を基に，起因となる重大事故の事象進展，事故規

模を分析し，顕在化する環境条件の変化を，起因となる重大事故が発

生している機器ごとに特定する。 

① 温度 

火災の発生によるグローブボックス内温度上昇に伴う熱影響を分析

する。また，グローブボックスからの熱伝導による工程室温度上昇に

伴う熱影響を分析する。 

② 圧力 

火災の発生によるグローブボックス内雰囲気の体積膨張に伴う応力

の影響を分析する。また，グローブボックスからの熱伝達による工程

室体積膨張に伴う応力の影響を分析する。 

③ 湿度 

当該環境にさらされる機器の材質との関係から，脆化等が発生し得
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るかを分析する。 

④ 放射線 

当該環境にさらされる機器の材質との関係から，脆化等が発生し得

るかを分析する。 

⑤ 物質（水素，蒸気，ばい煙，放射性物質及びその他）及びエネルギ

の発生 

新たな物質又はエネルギの発生による物質の状態変化及び各種安全

機能の容量又は安全機能を有する設備の構造的な健全性への影響を

分析する。 

水素等の可燃性物質の化学反応の発生可能性を除外できない場合は，

水素等の可燃性物質の化学反応の発生を想定し，「温度」及び「圧力」

と同じ観点での影響を分析する。 

蒸気，ばい煙及び放射性物質の発生は，当該環境にさらされる機器

の材質，機器が有する機能との関係から脆化等が発生し得るかを分析

する。 

また，物質の発生及びエネルギの発生が，安全機能が有する容量に

与える影響を分析する。 

⑥ 落下又は転倒による荷重 

落下又は転倒物の衝突及び衝突に伴い発生する荷重の影響を分析す

る。 

⑦ 腐食環境 

腐食性物質の発生等，当該環境にさらされる機器の材質，機器が有

する機能との関係から腐食等が発生し得るかを分析する。 

(２) 重大事故の同時発生 

「ニ．(イ)重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故
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の発生を仮定する機器の特定」の結果を基に，同じ種類の重大事故が

どの範囲で発生するかを整理する。また，各安全機能の機能喪失の要

因となる事象がもたらす機能喪失の範囲に基づき，異なる種類の重大

事故がどの範囲で発生するかを整理する。 

同じ種類の重大事故の同時発生は，複数の機器において重大事故が

同時発生することを前提として有効性評価を行う。 

異なる種類の重大事故の同時発生は，「ニ．(チ)(１)重大事故の事

象進展，事故規模の分析」における分析結果を基に，異なる種類の事

故影響が相互に与える影響を明らかにする。 

明らかにした相互影響を基に，互いの重大事故等対策の容量不足等

が生ずるか否かを整理し，重大事故等対策を阻害する可能性がある場

合には，追加対策等の有効性を再評価する。 

また，異なる種類の重大事故の同時発生がある場合は，重大事故が

同時に又は連鎖して発生した場合の対処として，大気中への放射性物

質の放出量を評価する。 

(３) 重大事故の連鎖 

① 重大事故の連鎖の整理の考え方 

連鎖して発生する重大事故の整理は，重大事故の発生の前提となる

ＭＯＸ粉末の状態又は重大事故発生後のＭＯＸ粉末の状態を基に，起

因となる重大事故の事象進展，事故規模を分析し，事故影響によって

顕在化する環境条件の変化を明らかにした上で，自らのグローブボッ

クスに講じられている安全機能への影響，自らのグローブボックスに

講じられている安全機能に因らず，ＭＯＸ粉末の状態及び環境条件に

よって事故がさらに進展する可能性及び他の安全機能への影響を分

析し，その他の重大事故が連鎖して発生するかを明らかにする。 
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② 重大事故の連鎖に係る検討方針 

連鎖して発生する重大事故等の特定は，以下の流れに沿って実施す

る。 

ａ．起因となる重大事故の抽出 

起因となる重大事故は，「ニ．(イ)重大事故の発生を仮定する際

の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」で抽出さ

れた重大事故を対象に検討を行う。 

ｂ．事故進展により自らのグローブボックスにおいて発生する重大事

故の特定 

「ニ．(チ)(１)重大事故の事象進展，事故規模の分析」において

明らかにしたＭＯＸ粉末の状態及び環境条件によって，自らのグロ

ーブボックスに講じられている安全機能が構造的に機能喪失し，そ

の他の重大事故が連鎖して発生するかを分析する。また，自らのグ

ローブボックスに講じられている安全機能によらず，重大事故の発

生の前提又は重大事故発生後のＭＯＸ粉末の組成等の状態によっ

て，自らのグローブボックスにおいて事故がさらに進展し，その他

の重大事故が連鎖して発生するかを分析する。 

ｃ．重大事故が発生したグローブボックス以外への安全機能への影響

及び連鎖して発生する重大事故の特定 

「ニ．(チ)(１)重大事故の事象進展，事故規模の分析」において

明らかにしたＭＯＸ粉末の状態及び環境条件が及ぶ範囲を特定し，

環境条件が及ぶ範囲にある安全機能が構造的に機能喪失し，その他

の重大事故が連鎖して発生するかを分析する。 

 

(リ) 必要な要員及び資源の評価方針 
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重大事故等への対処に必要となる要員及び資源の評価においては，重

大事故の発生を仮定する際の条件をもたらす要因ごとに，同時に又は連

鎖して発生することを仮定する重大事故等が全て同時に又は連鎖して

発生することを仮定して評価を行う。 

資源は，重大事故が同時に又は連鎖して発生することを想定しても，

重大事故に至るおそれがある事故が発生してから７日間は外部支援が

ないものとして，ＭＯＸ燃料加工施設単独で措置を継続して実施できる

ことを確認する。 

また，内的事象でのみ発生を仮定する重大事故等がある場合について

は，単独で発生することを仮定し，個別に評価を行う。 

(１) 必要な要員 

ＭＯＸ燃料加工施設として，評価項目を満たすために必要な要員を

確保できる体制となっていることを評価する。 

(２) 必要な資源 

① 水源 

ＭＯＸ燃料加工施設として，重大事故等への対処に使用する水の流

量及び使用開始時間から，敷地外水源からの取水までに使用する水量

を算出することにより，再処理施設との共用を踏まえても，敷地内水

源が枯渇しないことを評価する。 

② 燃料 

ＭＯＸ燃料加工施設として，軽油を燃料とする重大事故等対処施設

の燃費及び使用開始時期から，安全機能を有する施設の安全機能の喪

失から７日間で消費する軽油の総量を算出することにより，再処理施

設と共用することを踏まえても，補機駆動用燃料補給設備が重大事故

等対処施設への給油を継続できる容量を有していることを評価する。 
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③ 電源 

ＭＯＸ燃料加工施設として，使用する重大事故等対処施設の起動電

流及び定格電流を考慮して，これらの起動順序を定めた上で，必要と

なる負荷の 大容量に対して電源設備の容量で給電が可能であるこ

とを評価する。 
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ホ．重大事故等に対する対策の有効性評価 

(イ) 重大事故等への対処の基本方針 

福島第一原子力発電所事故を教訓として，ＭＯＸ燃料加工施設では，

重大事故等が発生したとしても，公衆及び従事者を放射線被ばくのリス

クから守ることを基本方針とする。 

そのため，ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を踏まえ，設計上定める条件よ

り厳しい条件により発生する事故を網羅的に特定し，特定した全ての事

故に対して対処を実施できるよう，必要な設備，装備，資機材，体制及

び手順を整備するとともに，これらを活用して教育及び訓練を実施する。 

(１) 重大事故等への対処における概念 

重大事故等の発生を防止するとともに，重大事故等による影響を軽

減するため，重大事故等への対処の基本概念を以下のとおり定める。 

① 建屋内に放射性物質が漏えいする事故が発生した場合においても，

燃料加工建屋外への放出を防止する。 

② 仮に放射性物質を燃料加工建屋外に放出する事故が発生した場合

においても，事故の拡大を防止する。 

③ 仮に放射性物質を燃料加工建屋外に放出する事故が発生した場合

においても，可能な限り放出抑制を図る。 

(２) 重大事故等への対処 

重大事故等への対処として，「ホ．(イ)(１)重大事故等への対処にお

ける概念」に沿った以下の対策及び放出抑制の措置並びにこれらを継

続するための支援を実施する。 

① 発生防止対策 

異常事象が発生した場合においても，放射性物質を燃料加工建屋外

に放出する事故が発生することを防止するための措置として実施す
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る。 

② 拡大防止対策 

仮に放射性物質を燃料加工建屋外に放出する事故が発生した場合に

おいても，事故の拡大を防止するための措置として実施する。 

③ 異常な水準の放出防止対策 

仮に放射性物質を燃料加工建屋外に放出する事故が発生した場合に

おいても，可能な限り放出を抑制するための措置として実施する。 

(３) 重大事故等に対する考慮事項 

重大事故等に対しては，ＭＯＸ燃料加工施設で仮に放射性物質を燃

料加工建屋外に放出する事故が発生しても公衆を放射線被ばくのリ

スクから守るため，以下の事項について考慮する。 

① 放射性物質を燃料加工建屋外に放出するおそれのある事象が発生

した場合又は放射性物質の燃料加工建屋外への漏えいが検知された

場合には，必要に応じて全工程停止の措置を講ずるとともに，送排風

機の停止の措置を講ずることにより，放射性物質を可能な限りＭＯＸ

燃料加工施設内に閉じ込める。 

② 設計基準において想定している事故を含め，安全機能を有する施設

において設計上定める条件より厳しい条件で発生する重大事故等を

特定し，特定した全ての重大事故等に対して，必要な対処を行う。 

③ 設計上定める条件より厳しい条件の想定においては，施設の安全性

に影響を与える可能性のある外部事象及び内部事象である機器の破

損，誤動作及び誤操作の異常事象を考慮する。 

④ 事故の規模によらず対処は全ての事故に対して実施することから，

設計基準において想定した機能喪失に拡大要素がなく，設計上定める

条件より厳しい条件が想定されない場合であっても，放射性物質を燃
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料加工建屋外に放出する可能性がある事故は，全てを重大事故等とし

て特定する。 

⑤ 特に，公衆に被ばく影響を与えるような重大事故等を特定し，それ

らに対しては，発生防止，拡大防止及び放射性物質の異常な水準の放

出防止の措置を確実に講ずるために重大事故等対処施設を設ける。 

(ロ) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処 

(１) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処 

① 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の特徴 

ＭＯＸ燃料加工施設において，露出したＭＯＸ粉末はグローブボッ

クス内で取り扱われており，グローブボックス内は窒素雰囲気とする

こと，潤滑油を機器に収納すること，着火源を排除すること等の火災

の発生防止対策を講じている。また，火災源となりうる潤滑油を内包

する機器を有し，露出したＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスは，

燃料加工建屋の地下３階に設置する設計である。 

露出した核燃料物質等を取り扱うグローブボックス，グローブボッ

クスが設置される工程室及び工程室を取り囲む建屋はそれぞれグロ

ーブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備により換気さ

れ，グローブボックスの圧力を も低くし，次いで工程室，建屋の順

に圧力が低くなるよう設計している。 

何らかの要因によってグローブボックス内で火災が発生し，静置さ

れた状態のＭＯＸ粉末が火災の影響を受け，放射性エアロゾルとして

気相中に移行する。 

火災の継続によりＭＯＸ粉末の気相中への移行が継続し，火災によ

るグローブボックス内空気の温度上昇に伴う体積膨張によって，地下

３階から地上階までＭＯＸ粉末が上昇する駆動力が生じ，設計基準の
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状態よりも多量の放射性物質を大気中へ放出する状態に至る。 

グローブボックスから大気中へ繋がる放出経路としては，グローブ

ボックス排気系のほか，グローブボックスからグローブボックス給気

系やグローブボックスパネルの隙間等から，火災の発生を仮定するグ

ローブボックスが設置される工程室（以下(ロ)では「工程室」という。）

に漏えいした後に，工程室排気系，工程室給気系及び工程室の扉を介

する経路が考えられる。 

グローブボックス内の火災による上昇気流により気相中に移行した

放射性エアロゾルは，グローブボックス排気設備が運転継続している

場合は，当該設備を経由して大気中に放出され，設計基準の状態より

も多量の放射性物質を大気中に放出する状態に至る。グローブボック

ス排気設備が機能喪失している場合は，火災によるグローブボックス

内の空気の体積膨張によりグローブボックス内の負圧が維持できな

くなるため，グローブボックス給気系，グローブボックスパネルの隙

間等から工程室に放射性エアロゾルが漏えいし，グローブボックス排

気設備よりもフィルタ段数が少ない工程室排気設備を経由して大気

中に放出され，設計基準の状態よりも多量の放射性物質を大気中へ放

出する状態に至る。 

火災源となる潤滑油の量，グローブボックスの設置箇所が燃料加工

建屋の地下３階であること，工程室給気系には逆流を防止する逆止ダ

ンパが設置されていること及び放射性エアロゾルが工程室の扉に生

ずる隙間から仮に漏えいした場合においても，地下３階の廊下の空間

で冷却されることにより，地上階まで上昇する駆動力が失われること

を踏まえると，工程室に漏えいした放射性エアロゾルは，工程室排気

系以外の経路から大気中へ移行することはない。 
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また，工程室に漏えいした放射性エアロゾルの一部は，工程室の床

面等に沈降することが考えられる。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失は，露出した状態でＭＯＸ粉

末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有する機器を設置する８基のグ

ローブボックスで発生する。 

② 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処の基本方針 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処として，加工施設の

位置，構造及び設備の基準に関する規則の第二十二条及び第二十九条

に規定される要求を満足する核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

の拡大防止対策を整備する。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の

施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認した場合には，

重大事故等の発生防止対策として，ＭＯＸ粉末をグローブボックス内

に静置した状態を維持するために全工程停止を実施するとともに，グ

ローブボックスが空気雰囲気となることを防止するための全送排風機

の停止（気体廃棄物の廃棄設備の建屋排風機，工程室排風機，グロー

ブボックス排風機，送風機及び窒素循環ファン並びに燃料加工建屋の

非管理区域の換気及び空調を行う設備の停止）及び火災源を有する機

器の動力電源遮断により，火災の発生を未然に防止する。 

また，重大事故の発生を仮定するグローブボックスで火災が継続し

た場合，ＭＯＸ粉末が気相中へ移行し，グローブボックス内に飛散又

は工程室へ漏えいする状態が継続することから，核燃料物質等を閉じ

込める機能の喪失の拡大防止対策として，核燃料物質等の飛散又は漏

えいの原因となる火災を消火するための対策を整備する。 
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また，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内に飛散又は工

程室に漏えいした放射性エアロゾルは，火災によるグローブボックス

内空気の温度上昇及びグローブボックスからの熱伝導による工程室内

空気の温度上昇によって生ずる体積膨張による駆動力によって大気中

に放出されることから，これを防止するため，放出経路上のダンパ閉

止により，燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための対策を整備

する。また，ダンパ閉止までの間にグローブボックス排気系又は工程

室排気系を経由して放出される放射性エアロゾルについては，放出経

路上の高性能エアフィルタで低減する。 

火災の消火によりＭＯＸ粉末が飛散又は漏えいすることを防止し，

飛散又は漏えいした放射性エアロゾルを放出経路上のダンパ閉止によ

り燃料加工建屋内に閉じ込めることにより，事態を収束させ，放射性

物質が大気中へ放出されるおそれがない状態を維持する。 

ただし，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内で火災が発

生すると，グローブボックス給気系及びグローブボックスパネルの隙

間を介して，グローブボックス内のＭＯＸ粉末が工程室に漏えいして

いる可能性がある。このため，工程室に漏えいした核燃料物質等を回

収するための対策を整備する。 

また，回収作業を実施する際に作業環境を確保するため，工程室内

の気流の確保が必要であるため，代替グローブボックス排気設備によ

る核燃料物質等を閉じ込める機能を回復する対策を整備する。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスを添７第20表に示す。

また，各対策の基本方針の詳細を以下に示す。 

ａ．重大事故等の発生防止対策 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対
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象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の

感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認

した場合には，重大事故等の発生防止対策として，ＭＯＸ粉末をグ

ローブボックス内に静置した状態を維持することで火災の影響を

受けるＭＯＸ粉末を限定するため，地上１階の中央監視室で全工程

停止を行うとともに，グローブボックスが空気雰囲気となることを

防止するために全送排風機を停止する。また，着火の原因となる潤

滑油の温度上昇やスパークの発生を防止するため，火災源を有する

機器の動力電源の状態を確認し，電源がある場合には火災源を有す

る機器の動力電源の遮断を行う。 

本対策は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設

計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監

視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪

失を確認した場合，直ちに実施する。 

設計基準対象の施設の消火機能の一部であるグローブボックス

排風機の多重故障による消火機能の機能喪失を確認した場合には，

連動して停止する設計としている工程室排風機も含めて設備が停

止していることを確認するとともに，大気中への放射性物質の放出

を防止する観点で，上述の対策に加えて，発生防止対策として，グ

ローブボックス排気設備及び工程室排気設備の流路を遮断するた

め，放出経路上のダンパを閉止する。 

本対策により，火災が発生する条件の成立を防止し，重大事故へ

の進展を未然に防止する。 

なお，地震の発生により，グローブボックスの負圧異常，酸素濃

度異常に係る警報を確認した場合には，異常時の対応手順に従い，
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全送排風機停止，全工程停止，火災源を有する機器の動力電源の遮

断を行うことにより，燃焼の３要素が成立することを防止し，重大

事故への進展を未然に防止する。 

ｂ．核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策 

(ａ) 核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火する

ための対策 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準

対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装

置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失

している状態において，重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クス内で火災が発生した場合には，消火ができない状態が継続す

ることから，代替火災感知設備による確認を実施する。火災が発

生していると判断した場合は，火災による上昇気流によりＭＯＸ

粉末が気相中へ移行することを防止し，グローブボックスが設置

されている地下３階から地上階へ放射性エアロゾルを上昇させ

る駆動力である体積膨張の原因となる温度上昇を止めるため，地

上１階の中央監視室近傍からの代替消火設備の遠隔操作により，

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源に対し

て消火剤を放出し，火災を消火する。 

(ｂ) 燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための対策 

火災の影響により気相中に移行した放射性エアロゾルは，火災

によるグローブボックス内空気の温度上昇に伴う体積膨張を駆

動力として，グローブボックスが設置されている地下３階から地

上階まで上昇し，大気中への放出に至るが，放出防止設備である

高性能エアフィルタにより放射性エアロゾルを除去することで，
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大気中へ放出される放射性物質を低減する。 

消火により，グローブボックス内空気の温度上昇に伴う体積膨

張といった駆動力は失われ，大気中への放出は停止するものの，

大気中への放出経路が繋がった状態であることから，これを遮断

するため，放出防止設備であるグローブボックス排気系及び工程

室排気系の放出経路上に設置するダンパを閉止する。当該ダンパ

閉止後，排風機の下流側ダクトの風速を測定し，有意な風速がな

いことを確認することにより，大気中へ繋がる放出経路の遮断を

確認する。 

(ｃ) 核燃料物質等を回収するための対策 

火災の消火及び放出経路上のダンパ閉止後，工程室に漏えいし

たＭＯＸ粉末を回収する。 

これらは，閉じ込める機能の回復により作業環境を確保し，気

相中に移行した放射性エアロゾルが十分沈降していることを確

認した後に実施する。 

(ｄ) 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するための対策 

核燃料物質等を回収するための作業環境を確保するためには

工程室内の気流の確保が必要であるため，回収作業の実施前に核

燃料物質等を閉じ込める機能を回復する。 

閉じ込める機能の回復は，設計基準対象の施設であるグローブ

ボックス排風機の復旧等に時間を要することが想定されること

から，代替グローブボックス排気設備を整備する。 

この際，排気中の放射性物質濃度を測定し，異常があった場合

は作業を中断する。 

(２) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策 
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① 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策の具体的内

容 

ａ．核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するため

の対策 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスの火災源近傍に設

置された火災状況確認用温度計を可搬型グローブボックス温度表

示端末に接続することにより，温度を確認する。常設の火災状況確

認用温度表示装置が機能を維持している場合は，これにより温度を

確認する。 

温度の確認により火災と判断した場合には，地下３階廊下に設置

された遠隔消火装置の起動操作を中央監視室近傍にて実施し，消火

剤を火災源に対して放出することにより火災を消火する。 

消火剤の放出後は，火災状況確認用温度表示端末又は火災状況確

認用温度表示装置により温度監視を継続し，消火の成功を判断する。 

対策の概要を以下に示す。また，対策に使用する設備を添７第21

表に，対策の系統概要図を添７第20図から添７第21図に，アクセ

スルート図を添７第26図(１)から添７第26図(４)に，対策の手順

の概要を添７第 27 図に，対策における手順及び設備の関係を添７

第22表に，必要な実施組織要員及び作業項目を添７第31図及び添

７第32図に示す。 

(ａ) 火災の消火の着手判断 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準

対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装

置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の機能

喪失を確認した場合，ＭＯＸ粉末の飛散又は漏えいの原因となる
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火災を消火するための手順に着手し，以下の(ｂ)に移行する。 

(ｂ) 火災状況確認の準備 

中央監視室にある火災状況確認用温度計に接続された火災状

況確認用温度表示装置の健全性を確認する。 

火災状況確認用温度表示装置が使用できない場合は，中央監視

室にある火災状況確認用温度計に，可搬型グローブボックス温度

表示端末を接続する。 

(ｃ) 火災の判断及び消火の実施判断 

火災状況確認用温度表示装置により，重大事故の発生を仮定す

るグローブボックス内の温度を確認する。グローブボックス内温

度の設計上の上限値である40℃に対し，グローブボックス内の換

気が停止した場合における機器及び粉末容器内のプルトニウム

の崩壊熱を考慮し，火災源近傍の温度指示値が60℃以上の場合に

火災が発生していると判断し，直ちに火災の消火を判断し，以下

の(ｄ)へ移行する。 

火災状況確認用温度表示装置が使用できない場合は，可搬型グ

ローブボックス温度表示端末により，重大事故の発生を仮定する

グローブボックス内の温度を確認し，上記と同様に火災源近傍の

温度指示値が60℃以上の場合に火災が発生していると判断し，直

ちに火災の消火を判断し，以下の(ｄ)へ移行する。 

火災の判断及び消火の実施判断のために必要な監視項目は，重

大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍温度

である。 

(ｄ) 火災の消火の実施 

中央監視室に設置する遠隔消火装置の盤の手動操作により，火
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災と判断したグローブボックスへ消火剤（ハロゲン化物）を放出

できない場合は，中央監視室近傍に設置する遠隔消火装置の弁の

手動操作により，火災と判断したグローブボックスへ消火剤（ハ

ロゲン化物）を放出する。 

(ｅ) 火災の消火の成否判断 

火災状況確認用温度表示装置により，火災が発生したグローブ

ボックス内の火災源近傍温度が60℃未満であり，安定しているこ

とを確認し，グローブボックス内の火災が消火されていると判断

する。 

火災状況確認用温度表示装置が使用できない場合は，可搬型グ

ローブボックス温度表示端末により，火災が発生したグローブボ

ックス内の火災源近傍温度が60℃未満であり，安定していること

を確認し，グローブボックス内の火災が消火されていると判断す

る。 

消火を判断するために必要な監視項目は，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内の火災源近傍温度である。 

また，火災の消火後は，重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックス内の温度状況の監視を継続する。 

ｂ．燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための対策 

火災の消火により，放射性物質の大気中への放出は停止するが，

グローブボックス排気系は大気中と繋がった状態であることを踏

まえ，大気中への放出経路を遮断するためにグローブボックス排風

機入口手動ダンパを現場手動で閉止し，中央監視室の操作盤が健全

な場合は，グローブボックス排気閉止ダンパを遠隔で閉止する。 

また，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の気相中に
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移行した放射性エアロゾルは，グローブボックスに接続されたグロ

ーブボックス給気系又はグローブボックスパネルの隙間から工程

室内に漏えいする可能性がある。工程室排気系は大気中と繋がった

状態であることを踏まえ，大気中への放出経路を遮断するために工

程室排風機入口手動ダンパを閉止し，中央監視室の操作盤が健全な

場合は，工程室排気閉止ダンパを遠隔で閉止する。 

放出経路上のダンパ閉止後は，これらの下流側に可搬型ダンパ出

口風速計を設置し，有意な風速がないことを確認することにより，

放出経路の遮断を確認する。 

火災の消火により新たに気相中へ放射性エアロゾルが移行する

ことを防止するための対策及び放出経路上のダンパ閉止によりグ

ローブボックス内に飛散又は工程室に漏えいした放射性エアロゾ

ルを燃料加工建屋内に閉じ込めるための対策が完了するまでの間，

火災の影響によりグローブボックス排気系又は工程室排気系の放

出経路を経由して大気中に放出される放射性エアロゾルは，グロー

ブボックス排気系又は工程室排気系の放出経路上の高性能エアフ

ィルタにより除去することで，大気中への放射性物質の放出を低減

する。 

対策の概要を以下に示す。また，対策に使用する設備を添７第21

表に，対策の系統概要図を添７第22図及び添７第23図に，アクセ

スルート図を添７第26図(１)から添７第26図(４)に，対策の手順

の概要を添７第 28 図に，対策における手順及び設備の関係を添７

第23表に，必要な実施組織要員及び作業項目を添７第31図及び添

７第32図に示す。 

(ａ) 燃料加工建屋外への放出経路の閉止の着手判断 
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設計基準対象施設として機能を期待するグローブボックス温

度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機

能の喪失を確認した場合，放射性物質の放出を抑制するための手

順に着手し，以下の(ｂ)に移行する。 

(ｂ) 燃料加工建屋外への放出経路の閉止の実施判断 

中央監視室に設置するダンパの遠隔閉止をするための盤が健

全である場合，全送排風機の停止を確認後に，グローブボックス

排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの遠隔閉止の実施を

判断し，以下の(ｃ)へ移行する。 

中央監視室に設置するダンパの遠隔閉止をするための盤の健

全性が確認できない場合，グローブボックス排風機入口手動ダン

パ及び工程室排風機入口手動ダンパの閉止の実施を判断し，以下

の(ｃ)へ移行する。 

(ｃ) 燃料加工建屋外への放出経路の閉止の実施 

中央監視室から遠隔閉止操作によりグローブボックス排気閉

止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパを閉止し，放出経路を閉止す

る。 

中央監視室に設置するダンパの遠隔閉止をするための盤の健

全性が確認できない場合，排風機室から手動閉止操作により，グ

ローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手

動ダンパの閉止を実施し，放出経路を閉止する。 

(ｄ) 燃料加工建屋外への放出経路の閉止の成否判断 

可搬型ダンパ出口風速計をグローブボックス排風機及び工程

室排風機の下流側ダクトに接続する。 

可搬型ダンパ出口風速計により，グローブボックス排風機及び
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工程室排風機の下流側ダクト内の風速が０になっていることを

確認することにより，燃料加工建屋外への放出経路が閉止されて

いると判断する。 

放出経路の閉止に成功したことを判断するために必要な監視

項目は，グローブボックス排気ダクト及び工程室排気ダクトのダ

ンパ出口風速である。 

また，放出経路の閉止後は，ダクト内の風速の監視を継続する。 

ｃ．核燃料物質等を回収するための対策 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内で火災が発生し

た場合，グローブボックス給気系及びグローブボックスパネルの隙

間を介して，放射性エアロゾルが工程室に漏えいする可能性がある。

このため，工程室に漏えいし，沈降したＭＯＸ粉末を回収する。 

また，回収作業の一環として，回収作業を実施するための作業環

境を確保するために回復に係る作業を実施する。回復作業に係る対

策等について，「ホ．(ロ)(２)①ｄ．核燃料物質等を閉じ込める機能

を回復するための対策」に示す。 

火災の消火により新たに気相中へＭＯＸ粉末が移行することを

防止し，ダンパ閉止により燃料加工建屋外への放出経路を閉止する

ための対策が完了した後は，ＭＯＸ粉末を大気中へ放出する駆動力

がなく，大気中へ繋がる経路が閉止された状態であるため，放射性

物質が大気中へ放出されるおそれはなく，事態としては収束した状

態となる。このため，回収作業については，対策開始までの時間制

約を設けず，気相中に移行した放射性エアロゾルが十分沈降したこ

との確認の後に実施する。 

なお，工程室に放射性エアロゾルが漏えいした場合，放射性エア
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ロゾルが床面に沈降するまでには４時間～24 時間を要すると想定

されることから，これらの沈降に要する時間経過を回収作業開始の

目安とする。 

気相中の放射性物質濃度の確認は，可搬型ダストサンプラにより

工程室内の空気をサンプリングし，アルファ・ベータ線用サーベイ

メータによる測定で確認する。 

対策の概要を以下に示す。また，対策に使用する設備を添７第21

表に，対策の系統概要図を添７第24図に，アクセスルート図を添７

第26図(１)から添７第26図(４)に，対策の手順の概要を添７第29

図に，対策における手順及び設備の関係を添７第24表に，必要な実

施組織要員及び作業項目を添７第33図に示す。 

(ａ) 核燃料物質等の回収の着手判断 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の消火及び燃

料加工建屋外への放出経路を閉止するための対策が完了し，時間

経過により放射性エアロゾルが十分沈降したと推定される場合

に，核燃料物質等の回収の着手を判断し，以下の(ｂ)へ移行する。 

(ｂ) 放射性エアロゾルの沈降状況の確認 

可搬型ダストサンプラにより，工程室内の気相中の放射性エア

ロゾルを捕集し，アルファ・ベータ線用サーベイメータにより，

濃度を測定する。 

(ｃ) 核燃料物質等の回収の実施判断 

可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメー

タにより，工程室内に漏えいした放射性エアロゾルが十分に沈降

したことを確認し，閉じ込める機能の回復の完了をもって，工程

室に漏えいしたＭＯＸ粉末の回収の実施を判断し，以下の(ｄ)へ
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移行する。 

(ｄ) 核燃料物質等の回収の実施 

工程室内に漏えいしたＭＯＸ粉末の気相中への舞い上がりに

注意し，ウエス等の資機材によりＭＯＸ粉末を回収する。 

ｄ．核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するための対策 

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，核燃料物質等の回収作

業の一環として，回収作業に係る作業環境を確保するために行う。

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復においては，設計基準対象の

施設であるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要すること

が想定されることから，代替グローブボックス排気設備を整備する。 

代替グローブボックス排気設備による換気を実施する場合は，グ

ローブボックス排気ダクトに対し，可搬型ダクト，可搬型フィルタ

ユニット及び可搬型排風機付フィルタユニットを接続し，グローブ

ボックス排気系の換気機能を回復することにより，工程室の気流を

確保し，回収作業に係る作業環境を確保する。 

この際，可搬型ダストモニタにより常時大気中への放出状況を監

視し，指示値に異常があった場合には，作業を中断するとともに，

直ちに可搬型排風機付フィルタユニットを停止する。 

なお，火災の消火により新たに気相中に放射性エアロゾルが移行

することを防止し，ダンパ閉止により燃料加工建屋外への放出経路

を閉止するための対策が完了した後は，ＭＯＸ粉末を大気中へ放出

する駆動力がなく，大気中へ繋がる経路が閉止された状態であるた

め，放射性物質が大気中へ放出されるおそれはなく，事態としては

収束した状態となる。このため，本対策については，対策開始まで

の時間制約を設けず，気相中に移行した放射性エアロゾルが十分沈

7－229



降したことを確認の後に実施する。 

対策の概要を以下に示す。また，対策に使用する設備を添７第21

表に，対策の系統概要図を添７第25図に，アクセスルート図を添７

第26図(１)から添７第26図(４)に，対策の手順の概要を添７第30

図に，対策における手順及び設備の関係を添７第25表に，必要な実

施組織要員及び作業項目を添７第33図に示す。 

(ａ) 核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の着手判断 

可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメー

タにより，工程室内に漏えいした放射性エアロゾルが十分に沈降

したことを確認した後，核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の

着手を判断し，以下の(ｂ)へ移行する。 

(ｂ) 核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の準備 

可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フィルタユニット及

び可搬型ダクトを排風機室のグローブボックス排気設備のダク

トに接続する。 

(ｃ) 核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の実施判断 

準備が整い次第，可搬型排風機付フィルタユニットの起動を判

断し，以下の(ｄ)へ移行する。 

(ｄ) 核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の実施 

可搬型排風機付フィルタユニットの排風機を起動する。 

(ｅ) 核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の成否判断 

工程室内に気流が発生したことを確認し，グローブボックス排

気設備の排気機能の回復を判断する。 

可搬型排気モニタリング設備可搬型ダストモニタにより，可搬

型ダクトからの排気をサンプリングし，大気中へ放出される放射
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性物質濃度を監視する。 

この際，指示値に異常があった場合には，作業を中断するとと

もに，直ちに可搬型排風機付フィルタユニットを停止する。 

また，可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユ

ニットに附属する差圧計によりフィルタ差圧の監視を行う。 

(３) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策の有効性評

価 

① 有効性評価 

ａ．代表事例 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の前提となる要因は，「ニ．

(イ)重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発

生を仮定する機器の特定」で示したとおり，外的事象の「地震」並

びに内的事象の「動的機器の多重故障」及び「長時間の全交流電源

喪失」である。 

これらの要因において，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の

範囲，重大事故等への対処の種類及び重大事故等への対処時に想定

される作業環境の苛酷さを考慮すると，外的事象の「地震」を要因

とした場合が厳しい結果を与えることから，外的事象の「地震」を

代表として有効性評価を実施する。 

外的事象の「地震」を要因とした場合の，核燃料物質等を閉じ込

める機能の喪失に至る火災の発生箇所は，露出した状態でＭＯＸ粉

末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有する機器を設置する８基の

グローブボックスである。 

ｂ．代表事例の選定理由 

(ａ) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の範囲 
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核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失となる要因は，「ニ．(イ)

重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生

を仮定する機器の特定」において，フォールトツリー分析により

明らかにした。核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の要因とな

るグローブボックス内火災の継続を頂上事象とした場合のフォ

ールトツリーを添７第34図に示す。 

フォールトツリー分析において明らかにしたとおり，グローブ

ボックス内火災の継続は，火災源に何らかの要因で引火した状況

下で，火災の感知・消火機能であるグローブボックス温度監視装

置及びグローブボックス消火装置の動的機器の直接的な機能喪

失並びに全交流電源喪失による動的機器の間接的な機能喪失に

より発生する。 

また，内的事象の「長時間の全交流電源喪失」において，動的

機器の間接的な機能喪失により火災の感知・消火機能が喪失する。

内的事象の「動的機器の多重故障」において，同一機能を有する

動的機器のいずれか１種類の動的機器における直接的な機能喪

失により火災の感知・消火機能が喪失する。 

以上より，機能喪失の範囲の観点では，外的事象の「地震」を

要因とした場合が，動的機器の機能喪失及び全交流電源喪失が同

時に発生し，機能喪失する機器が多く，その範囲も広い。 

(ｂ) 重大事故等対策の種類 

重大事故等対策は，グローブボックス温度監視装置，グローブ

ボックス消火装置の動的機器及び動的機器を起動させるために

必要な電気設備等，多岐の設備故障に対応でき，かつ，複数の設

備故障が発生した場合においても対処が可能となるような対策
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を選定している。 

重大事故等対策がカバーする機能喪失の範囲は，添７第 34 図

のフォールトツリーのうち，拡大防止である火災の感知・消火機

能である。 

整備した重大事故等対策が，外的事象の「地震」を含むすべて

の要因で想定される機能喪失をカバーできており，重大事故等へ

の対処の種類の観点から，外的事象の「地震」以外の要因に着目

する必要性はない。 

(ｃ) 重大事故等への対処時の環境条件の観点 

重大事故等への対処時の環境条件に着目すると，外的事象の

「地震」を要因とした場合には，基準地震動を1.2倍にした地震

動を考慮する設計とした設備以外の設備の損傷及び動的機器の

機能喪失が想定される。建屋内では，溢水及び内部火災のハザー

ドが発生する可能性があり，また，全交流電源喪失により換気及

び空調が停止し，照明が喪失する。建屋外では，不等沈下及び屋

外構築物の倒壊による環境悪化が想定される。 

内的事象の「長時間の全交流電源喪失」において建屋内の換気

及び空調が停止し，照明が喪失するものの，外的事象の「地震」

の場合のように溢水及び内部火災のハザードの発生は想定され

ず，また，内的事象の「動的機器の多重故障」を要因とした場合

には，建屋内の環境条件が有意に悪化することはない。 

また，これらを要因とした場合に，建屋外の環境条件が悪化す

ることはない。 

以上より，外的事象の「地震」が建屋内外の作業環境を も悪

化させる可能性がある。 
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ｃ．有効性評価の考え方 

外的事象の「地震」を要因とし，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックス８基全てで火災が発生した場合に，火災を消火できる

ことを確認する。火災発生時の，重大事故の発生を仮定するグロー

ブボックス内及び工程室の雰囲気温度の推移を評価し，グローブボ

ックス内空気及び工程室内空気の体積膨張，これに付随する圧力上

昇を評価する。 

温度の推移及びこれに付随する体積膨張並びに圧力上昇は，グロ

ーブボックスの内装機器や工程室の壁面等によるヒートシンク効

果を考慮せず断熱として評価し，解析コードを用いず，空気の定圧

比熱等を用いた簡便な計算に基づき算出する。 

グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口

手動ダンパを閉止し，大気中への放出を防止することができること

を確認する。この際の，グローブボックス排風機入口手動ダンパ及

び工程室排風機入口手動ダンパの下流側の流速の推移を評価する。 

流速の推移は，グローブボックス内空気及び工程室内空気の体積

膨張に基づき，流路の圧力損失を考慮して評価し，解析コードを用

いず，簡便な計算に基づき算出する。 

火災の消火により新たに気相中へ放射性エアロゾルが移行する

ことを防止し，ダンパ閉止により燃料加工建屋外への放出経路を閉

止するための対策が完了した後は，ＭＯＸ粉末を大気中へ放出する

駆動力がなく，大気中へ繋がる経路が閉止された状態であるため，

放射性物質が大気中へ放出されるおそれはなく，事態としては収束

した状態となる。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策の有効性
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評価では，大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）

を評価する。 

大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換算）の評価は，

火災を消火し，グローブボックス排気系及び工程室排気系の放出経

路のダンパを閉止した後は，重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックス内及び重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置

された工程室内の気相中の放射性エアロゾルを大気中へ移行させ

る駆動力が無いことから，火災の消火及び放出経路上のダンパ閉止

までの間に，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内で火災

影響を受けるＭＯＸ粉末量，放射性物質の放出に寄与する火災継続

時間，火災に伴い気相中に移行する放射性エアロゾルの割合，圧力

損失を踏まえた各経路への移行割合及び高性能エアフィルタによ

る除染係数を考慮する。 

ｄ．有効性評価の評価単位 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失は，「地震」を要因とした場

合には重大事故の発生を仮定するグローブボックスで同時に発生

する可能性があることから，重大事故の発生を仮定する８基のグロ

ーブボックスで同時に発生することを考慮し，有効性評価は，重大

事故の発生を仮定する８基のグローブボックスに対し，重大事故等

対策ごとに実施する。 

ｅ．機能喪失の条件 

外的事象の「地震」を要因とした場合の安全機能の喪失の想定は，

基準地震動を1.2倍にした地震動を入力した場合においても必要な

機能を損なわない設計とした設備以外の設備は全て機能喪失する

ものとし，また，全ての動的機能の喪失を前提として，外部電源も
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含めた全ての電源喪失も想定していることから，更なる安全機能の

喪失は想定しない。 

ｆ．事故の条件及び機器の条件 

本重大事故は，重大事故の発生を仮定する８基のグローブボック

スにおいて同時に火災が発生することを仮定する。これらのグロー

ブボックス内の火災源は合計９箇所である。 

地震の影響に加え，技術的想定を超えて，窒素循環設備のダクト

等の破断及びグローブボックス排風機の運転継続による窒素雰囲

気の空気への置換，過電流の発生及び過電流による機器内の潤滑油

の温度上昇，温度上昇した潤滑油の漏えい及びケーブル等のスパー

クの発生による潤滑油への着火を考慮することで，燃焼の３要素は

同時に満足され，火災が発生する。火災は地震発生直後に発生する

ことを仮定する。 

火災試験の状況等を踏まえ，それぞれの火災源にて燃焼面積50％

で火災が継続することを仮定する。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスで取り扱う粉末容

器中のプルトニウムは，各グローブボックスで一度に取り扱う可能

性がある 大値を設定する。 

ｇ．操作の条件 

火災が継続した場合，火災の継続時間に応じて，放射性物質の大

気中への放出量が増加することが想定される。このため，重大事故

等の対処においては，大気中への放射性物質の放出量を可能な限り

低減させるため，火災の確認後には速やかに継続している火災に対

して遠隔操作による消火対策を実施するとともに，ダンパ閉止によ

り燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための措置を実施する。 
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火災発生の認知及び遠隔消火による火災の消火は，重大事故等着

手判断後から 10 分で完了する。グローブボックス排気系及び工程

室排気系の放出経路上のダンパ閉止による放射性エアロゾルの閉

じ込めは，重大事故等着手判断後から10分で完了する。 

なお，上記対策により事態としては収束した状態となるため，核

燃料物質等の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の回復につ

いては，操作に係る時間制限を設けない。作業と所要時間を添７第

31図から添７第33図に示す。 

ｈ．放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開 

有効性評価における大気中への放射性物質の放出量は，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内で火災影響を受けるＭＯＸ

粉末に対し，放射性物質の放出に寄与する火災継続時間，火災に伴

い気相中に移行する放射性エアロゾルの割合及び圧力損失を踏ま

えた各経路への移行割合を求め，大気中への放出経路における除染

係数の逆数を乗じて算出する。 

火災影響を受けるＭＯＸ粉末は，各グローブボックスで一度に取

り扱う可能性がある粉末容器中のプルトニウム量の 大値を設定

する。 

火災の継続時間に関係するパラメータのうち，潤滑油量は設計上

の上限値を設定する。オイルパン上での燃焼面積については，時間

経過による燃焼面の広がりや潤滑油の漏えい状況に依存するが，火

災試験の状況等を踏まえ，それぞれの火災源にて燃焼面積50％に相

当する発熱速度及び燃焼継続時間での火災が継続するものとし，火

災の継続時間を20分として設定する。 

なお，全交流電源喪失は，ケーブル等のスパークによる潤滑油へ
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の着火により火災が発生した段階で発生するものとし，火災の発生

は，機器の過加熱等による潤滑油の温度上昇に要する時間等を考慮

すると，地震の発生から10分程度の時間遅れが考えられるが，評価

上は地震の発生と同時に火災が発生することを想定する。 

算出した大気中への放射性物質の放出量にセシウム－137 への換

算係数を乗じて，大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換

算）を算出する。セシウム－137換算係数は，IAEA-TECDOC-1162に

示される，地表沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ば

く及び再浮遊した放射性物質の吸入摂取による内部被ばくに係る

実効線量への換算係数を用いて，セシウム－137 と着目核種との比

から算出する。ただし，プルトニウム及びアメリシウムは，化学形

態による影響の違いを補正する係数を乗じて算出する。 

(ａ) グローブボックスに内包するＭＯＸ粉末量 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の粉末容器又

は機器が保有するＭＯＸ粉末量は，添７第 26 表に示す運転管理

の上限値とする。 

(ｂ) 火災の影響を受ける割合 

グローブボックス内においては，ＭＯＸ粉末を機器又は粉末容

器で取り扱う。このうち，粉末容器については開口部が存在する

ため，火災影響を受けるＭＯＸ粉末量として設定する。 

なお，グローブボックス内の火災源と粉末容器の位置関係を踏

まえると，直火による直接的な火災の上昇気流の影響は受けず，

粉末容器が円筒状の構造であることを踏まえると，火災の影響を

受けるＭＯＸ粉末は表層部に限定されるが，火災の継続時間にお

いて，粉末容器中のＭＯＸ粉末全量が直火により火災影響を受け

7－238



ることを想定する。 

(ｃ) 火災に伴い粉末容器から気相中に移行するＭＯＸ粉末の割合 

火災によるＭＯＸ粉末の気相への移行については，火災の熱で

生ずる上昇気流を駆動力とし，この上昇気流と触れるＭＯＸ粉末

表面から気相中へ移行していく現象と整理できる。４種類のプル

トニウム粉末を用い，温度と風速をパラメータとした文献（１）に

よると， も気相中への移行率が高いのは，風速100㎝/s（１ｍ

/s）でシュウ酸プルトニウムを 700℃で１時間加熱した場合にお

いて，試験装置を構成するフィルタ及びライナーへの付着量が約

１％/hとの実験結果が得られている。 

一方， も潤滑油量が多い造粒装置グローブボックスの火災時

の熱気流上昇速度について文献（２）で示された式で求めると，流

速約６ｍ/sとの結果が得られた。 

上記の実験において確認されている流速は，粉末が火災源直上

にある状態での値であるのに対し，実機では火災源の直上に粉末

容器はないため直接火炎にさらされることはなく，さらに，粉末

容器の形状を踏まえると，開口部が限定されており，気流の影響

を受けにくい。また，シュウ酸プルトニウムとＭＯＸ粉末の粒径

の違いも考えられるが，実機での粉末容器の位置関係と実験での

条件との違いを踏まえ，火災影響によるＭＯＸ粉末の気相中への

移行率として 1ｍ/s の流速による移行率である１％/h を用いる。 

この移行率は，粉末容器からグローブボックス気相中への移行

率，グローブボックス排気系への移行率，グローブボックス給気

フィルタ及びグローブボックスパネル隙間を介した工程室への

移行率並びに工程室排気設備への移行率に適用する。 
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(ｄ) 放射性エアロゾルの放出経路及び移行割合 

グローブボックス内から大気中への放出経路として，グローブ

ボックス排気系へ直接移行する場合，グローブボックス給気系及

びグローブボックスパネルの隙間を介して工程室排気系へ移行

する場合を想定する。 

各経路への移行割合は，火災影響によるグローブボックス内空

気の体積膨張率をグローブボックスに与え，各経路の圧力損失が

等しくなる流速比より，経路別の分配比を算出する。 

グローブボックスパネル隙間について，設計上の漏えい率から

求められる隙間長さの 10 倍と仮定し，グローブボックス排気系

を経由する割合を約25％，グローブボックス給気系を経由する割

合を約 74％及びグローブボックスパネル隙間を経由する割合を

約１％と設定する。 

工程室から大気中への放出経路として，工程室給気ダクト及び

工程室から廊下へ繋がる扉を経由する経路が存在する。 

工程室給気ダクトについては，空気の逆流を防止する逆止ダン

パが設置されており，この経路を通じて大気中へ放射性物質が放

出されることはない。 

また，廊下へ繋がる扉を経由する経路については，前室と合わ

せて２重の扉があること，仮に扉から廊下への漏えいがあっても，

工程室が地下３階に設置されており，地下３階の廊下の空間で冷

却されることにより駆動力が失われるため，この経路を通じて大

気中へ放射性物質が放出されることはない。 

さらに，給気ダクト及び排気ダクトを通じ，火災が発生した工

程室から隣室へ移行する場合も考えらえるが，この場合は隣室の
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空気により冷却されることにより駆動力が失われる。 

評価上は重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置

された工程室から工程室排気系を通じてそのまま大気中へ放出

されるとして評価する。 

(ｅ) 大気中への放出経路における除染係数 

１％/hで気相中に移行した放射性エアロゾルが，各経路の圧力

損失を踏まえた移行割合に基づき，グローブボックス排気設備又

は工程室排気設備を経由して大気中へ放出されることを想定す

る。 

グローブボックス排気系及び工程室排気系のダクト内への放

射性エアロゾルの沈着による除染係数は10とする。 

経路上の高性能エアフィルタは１段当たり103以上（0.15μmＤ

ＯＰ粒子）の除染係数を有し，グローブボックス排気設備の経路

中にはグローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排

気フィルタユニットとして高性能エアフィルタが計４段設置さ

れている。重大事故における放出量評価においては，高性能エア

フィルタ４段の除染係数を10９とする。 

工程室排気設備の経路中には工程室排気フィルタユニットと

して高性能エアフィルタが計２段設置されている。重大事故にお

ける放出量評価においては，２段の除染係数を10５とする。 

グローブボックス給気側の高性能エアフィルタ１段を経由し，

工程室排気系から放出する場合には，高性能エアフィルタ３段を

経由する。重大事故における放出量評価においては，３段の除染

係数を107とする。 

ｉ．判断基準 
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本重大事故の拡大防止対策の有効性評価の判断基準は以下のと

おりとする。 

(ａ) 拡大防止対策 

ⅰ．核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源に対

して消火剤を放出することで，火災の消火が可能であること。火

災の消火により，グローブボックス内温度が60℃未満に低下する

こと。 

ⅱ．燃料加工建屋外への放出経路の閉止 

放出経路上のダンパ閉止をすることで，空気の流路を遮断した

状態を継続して維持し，グローブボックス排気ダクト及び工程室

排気ダクトの流速がゼロとなること。 

ⅲ．核燃料物質等の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の回復 

作業の着手等の判断，作業の実施方法等に係る手順が明確であ

ること，設備及び要員が整備されていることを確認する。 

(ｂ) 放出量 

消火及びダンパ閉止による事態の収束までに大気中へ放出さ

れる放射性物質の総放出量が，セシウム－137換算で100TBqを下

回るものであって，かつ，実行可能な限り低いこと。 

② 有効性評価の結果 

ａ．有効性評価の結果 

(ａ) 核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火 

ＭＯＸ粉末の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火に係る

対策は，４人（２人/班×２班）にて，火災発生から20分で完了

できる。 
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グローブボックス内で火災が発生することにより，雰囲気温度

が上昇し始め，可搬型グローブボックス温度表示端末の指示値が

60℃を超えた時点で当該グローブボックスにおいて火災が発生

していると判断し，中央監視室近傍から遠隔手動により遠隔消火

装置を起動させ，消火剤（ハロゲン化物）を放出し，火災を消火

する。これにより，当該グローブボックス内の雰囲気温度は低下

傾向を示すとともに，火災の影響により放射性エアロゾルとして

気相中に移行したＭＯＸ粉末の大気中への放出駆動力である体

積膨張が停止し，以降，当該グローブボックスの雰囲気温度は

60℃未満で安定する。 

対策実施時のパラメータの推移として，試験を基にしたグロー

ブボックス内温度推移を第添７第 35 図に，火災源の発熱速度を

基にした温度上昇及びグローブボックス内雰囲気の体積膨張か

ら算出したグローブボックス内圧力及び工程室圧力の推移を添

７第36図及び添７第37図に示す。 

(ｂ) 燃料加工建屋外への放出経路の閉止 

燃料加工建屋外への放出経路の閉止に係る対策は，４人（２人

/班×２班）にて火災発生から20分で完了できる。 

火災の消火と並行して，大気中への放出経路を遮断するため，

拡大防止対策として，中央監視室から移動し，地下1階の排風機

室において，グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室

排風機入口手動ダンパを手動閉止する。火災の消火と合わせて，

当該ダンパ閉止後，グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び

工程室排風機入口手動ダンパの下流側の流速が０になっている

ことをもって事態の収束と判断する。 
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対策実施時のパラメータの推移として，火災源の発熱速度を基

にした温度上昇及びグローブボックス内雰囲気の体積膨張並び

に各経路の圧力損失から算出したグローブボックス排気ダクト

及び工程室排気ダクトの流速の推移を添７第 38 図及び添７第 39

図に示す。 

事態の収束までに事業所外へ放出する放射性物質の放出量（セ

シウム-137換算）は，約8.5×10-7TBqであり，100TBqを十分下回

るものであって，かつ，実行可能な限り低い。また，火災の発生

から事態の収束までの期間における敷地境界における公衆の被

ばく線量は，4.6×10-5mSv である。核種ごとの放射性物質の放出

量を添７第27表に，放射性物質の大気放出過程を添７第40図に

示す。 

(ｃ) 核燃料物質等の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の回

復 

可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメー

タにより工程室内の放射性物質濃度を測定し，工程室内に漏えい

した放射性エアロゾルが十分に沈降したことを確認した上で作

業に着手すること，作業実施に対して時間的な制約はないことか

ら，実行可能である。 

また，回収の際には工程室に入室するが，工程室の線量率はグ

ローブボックスの直近でも約５mSv/h，床面からの線量率はグロ

ーブボックスからの線量率に比べて十分低く，被ばく管理を実施

することで対応可能である。 

ｂ．不確かさの影響評価 

(ａ) 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 
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ⅰ．想定事象の違い 

内的事象の「動的機器の多重故障」を要因として発生する閉じ

込める機能の喪失に至る火災は，１基のグローブボックスで単独

で発生するため，対処が必要な対象が限定される。 

一方，重大事故における有効性評価は，グローブボックス８基

で同時に閉じ込める機能の喪失に至る火災が発生する場合の対

策の成立性を確認していることから，評価結果は変わらない。 

内的事象の「動的機器の多重故障」の間接的な要因である「長

時間の全交流電源喪失」により感知・消火の機能が喪失した場合，

初動対応での状況確認等の作業において，外的事象の「地震」を

要因とした場合と比較して早い段階で拡大防止対策等に着手で

きるため，対処の時間余裕が大きくなることから，早期に対処を

完了することが可能である。 

内的事象の「動的機器の多重故障」を要因として感知・消火の

機能が喪失した場合，共通要因で故障等が発生しない設計基準対

象施設の使用が可能であり，中央監視室から遠隔で操作を行うこ

とから，外的事象の「地震」を要因とした場合と比較して早い段

階で拡大防止対策を完了できる。 

ⅱ．火災規模の違い 

潤滑油による火災については，潤滑油を収納する箇所に設置し

ているオイルパン上での燃焼面積による火災の燃焼時間の不確

かさがあり，燃焼面積が放出量評価の条件とした条件である50％

よりも小さい場合は，火災の影響による体積膨張の程度が小さく

なる。 

また，体積膨張の評価については，火災による発熱量の全てが
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グローブボックス又は工程室の空気に与えられると仮定した上

で，温度上昇を断熱計算で評価しており，周囲への放熱を考慮す

ると，体積膨張の程度が小さくなる。 

(ｂ) 放射性物質の放出量評価に用いるパラメータの不確かさ 

事故の発生以降，事態が収束するまでの放射性物質の放出量

（セシウム－137 換算）は，火災の燃焼継続時間，気相中に移行

する放射性エアロゾルの移行割合，圧力損失を踏まえた各経路へ

の移行割合，放出経路における放射性物質の除染係数等に不確か

さがある。非安全側な影響として，グローブボックスの給気側経

路が健全であり，かつ，グローブボックスパネルに隙間がある場

合，グローブボックスパネル隙間からの漏えい割合が相対的に大

きくなり，放出量が大きくなる可能性がある。一方，安全側な影

響として，粉末容器の構造を踏まえたＭＯＸ粉末が火災影響を受

ける割合等を考慮すると，放出量がさらに小さくなることが想定

される。このように不確かさを有するものの，これらを考慮した

場合でも判断基準を満足することに変わりはない。不確かさを考

慮した各パラメータの幅を以下に示す。 

ⅰ．グローブボックスに内包するＭＯＸ粉末量 

火災影響を受ける粉末容器が保有するＭＯＸ粉末量は，運転管理

の上限値を基に設定していることからこれ以上の上振れはない。 

粉末容器が保有するＭＯＸ粉末のプルトニウム富化度は，粉末

容器で取り扱う可能性がある 大プルトニウム富化度として

33％又は18％として評価しているが，これより低いプルトニウム

富化度で製造している場合，１桁未満の下振れが考えられる。 

ⅱ．火災により放射性物質が気相に移行する割合 
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粉末容器中のＭＯＸ粉末が，火災による上昇気流の影響により

一律に１％/hで気相に移行するとしているが，火災の上昇気流を

受ける範囲は容器内のＭＯＸ粉末表層に限定され，容器内の大半

のＭＯＸ粉末は火災の上昇気流の影響を直接受けることはない。 

粉末容器は円筒状の形状をしており，シュウ酸プルトニウムと

ＭＯＸ粉末の粒径の違いを踏まえても，火災の上昇気流を受ける

範囲を粉末容器の表層に限定した場合，１桁～２桁の下振れが想

定される。 

ⅲ．気相中に移行した放射性エアロゾルの放出経路 

本評価ではグローブボックス給気フィルタ以降の経路につい

て，工程室へ繋がる弁が開いている又は配管が破断していること

を仮定し，それぞれの圧力損失を考慮した経路ごとの分配割合を

「グローブボックス排気系：約25％，グローブボックス給気系：

約74％，グローブボックスパネル隙間：約１％」としている。 

グローブボックスの設計上の漏えい率を基に評価したグロー

ブボックスパネルの隙間長さを 10 倍と評価しているが，グロー

ブボックスパネルが健全であることも想定される。 

グローブボックスパネルを経由する放出経路は，圧力損失を踏

まえて１％と設定したが，本経路が総放出量に寄与する割合は

50％強である。 

仮にグローブボックスパネルが健全であった場合，放出経路が

グローブボックス排気系及びグローブボックス給気フィルタを

介した工程室排気系経由と限定されるため，１桁未満の下振れと

なる。 

グローブボックス給気系が健全である場合，グローブボックス
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内が空気雰囲気に置換されて火災が発生することが考えにくい

が，仮にグローブボックス給気系が健全であれば，この経路は放

出経路となりえないため，グローブボックス排気系とグローブボ

ックスパネル隙間からの移行割合が，「約97％：約3％」となる。 

上記のようにグローブボックスパネルの隙間を経由する場合，

高性能エアフィルタを経由する段数が少なくなり，１桁未満の上

振れとなる。 

なお，グローブボックスパネルの隙間等からの漏えいについて

は，グローブボックスが地震に対して一定の機能維持ができる設

計としていることから，大開口が生ずることは想定しにくいが，

仮にグローブボックスパネルに大開口が生じ，グローブボックス

から直接工程室へ移行し，工程室排気系を経由する経路が支配的

となった場合，経由する高性能エアフィルタが１段減るため，２

桁の上振れが見込まれる。その場合であっても，100TBqを十分下

回る。 

ⅳ．工程室に漏えいした後の移行率 

放出量評価においては，１％/hにて各経路を経由して大気中へ

放出されることを想定したが，グローブボックスから工程室に漏

えいした後は，直接火災の上昇気流を受けるわけではない。放射

性エアロゾルが工程室に漏えいした後の駆動力としては，工程室

の温度上昇に伴う体積膨張が考えられる。 

１％/h で工程室に移行した放射性エアロゾルが当該工程室に

均一に分布すると仮定し，工程室温度上昇による体積膨張分が工

程室排気系に移行すると仮定すると，１桁未満の下振れとなる。 

また，隣接する工程室に工程室排気系又は工程室給気系を経由

7－248



して移行した場合には，大気中への放出の観点では，隣接する工

程室の空間での放射性エアロゾルの希釈や空気への放熱による

体積膨張雰囲気の収縮などにより，放出量として１桁未満の下振

れが見込まれる。 

ⅴ．大気中への放出経路における除染係数 

グローブボックス排気設備の経路中には，グローブボックス排

気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットとして，

高性能エアフィルタが４段設置されている。 

工程室排気設備の経路中には工程室排気フィルタユニットと

して高性能エアフィルタが計２段設置されている。また，グロー

ブボックス給気側には高性能エアフィルタ１段が設置されてお

り，これを介して工程室排気設備を経由して放出される場合には，

高性能エアフィルタを３段経由する。 

健全な高性能エアフィルタは，１段当たり 10３以上の除染係数

を有しており，高性能エアフィルタ３段の除染係数として1011と

の結果（３）があるが，評価で使用した高性能エアフィルタ４段の

除染係数として 109，高性能エアフィルタ３段の除染係数として

107 及び高性能エアフィルタ２段の除染係数として 10５と安全余

裕を見込んで設定している。グローブボックス排気フィルタ，グ

ローブボックス排気フィルタユニット，グローブボックス給気フ

ィルタ及び工程室排気フィルタユニットは，基準地震動を超える

地震動の地震及び重大事故時における環境条件を考慮しても機

能が期待できる設計としていることから，これ以上の上振れはな

い。 

また，高性能エアフィルタ１段当たり 10３の除染係数を考慮し
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た場合には，大気中への放出量として１～２桁程度の下振れが見

込まれる。 

(ｃ) 操作の条件の不確かさの影響 

ⅰ．実施組織要員の操作 

「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」「他の並列操作

有無」及び「操作の確実さ」が実施組織要員の操作の時間余裕に

与える影響を考慮し，重大事故等対策の作業時間は余裕を持った

計画とすることで，これら要因による影響を低減している。 

外的事象「地震」により重大事故が発生した場合においても，

中央監視室の安全系監視制御盤等による操作が可能な場合は，ダ

ンパ閉止操作等に対して，中央監視室での遠隔操作が可能である

ため，対処に要する時間が短縮される。 

ⅱ．作業環境 

遠隔消火装置の操作及び送排風機入口手動ダンパの操作は工

程室外で行われるため，火災による工程室内の作業環境悪化の影

響を受けない。 

また，遠隔消火装置の操作は，地上１階の中央監視室近傍で実

施することから，地下３階の工程室内における放射性エアロゾル

の飛散による放射線の影響を受けない。ダンパの閉止操作は，地

下１階の排風機室で実施するが，排風機室に設置するグローブボ

ックス排気設備及び工程室排気設備の排気ダクトは基準地震動

の1.2倍の地震力に対して機能維持する設計とすることから，排

気ダクトから排風機室内への放射性エアロゾルの漏えいはなく，

また，排気ダクト内を通過する放射性エアロゾルは微量であるこ

とから，排気ダクト内の放射性エアロゾルからの放射線の影響を
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受けない。 

③ 重大事故等の同時発生又は連鎖 

ａ．重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内で火災が発生し

た場合，拡大防止対策として遠隔消火装置から消火剤を放出する。

また，放出経路上のダンパを閉止することで，大気中へ繋がる経路

を遮断する。 

以上の拡大防止対策を考慮した時のＭＯＸ粉末の状態及び核燃

料物質等を閉じ込める機能の喪失によって生ずる事故時環境は以

下のとおりである。 

(ａ) ＭＯＸ粉末の状態 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内で火災影響を

受ける可能性があるＭＯＸ粉末のプルトニウム富化度は，グロー

ブボックスごとに異なり， 大で18％又は33％である。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失は，通常運転時にグロー

ブボックスに内包するＭＯＸ粉末に対して，異なるＭＯＸ粉末が

搬送され発生する事象ではなく，火災によって発生する事象であ

るため，ＭＯＸ粉末のプルトニウム富化度及び組成が変化するこ

とはない。 

また，拡大防止対策である消火が完了するまでの間，ＭＯＸ粉

末は火災影響を受けて温度が上昇するが，ＭＯＸ粉末は安定な酸

化物であることから，溶液や気体に形態変化することはない。 

(ｂ) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失によって生ずる事故時

環境 

ⅰ．温度 
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重大事故の発生を仮定するグローブボックス内で潤滑油を火

災源とした火災が発生した場合，グローブボックス内の火災源近

傍温度は火災源鉛直方向350mmで 大450℃となる。 

漏えいした潤滑油はオイルパンに固定されるため，広範囲に潤

滑油が広がることに伴う火災の拡大はない。 

グローブボックス缶体及び接続されているダクトは不燃性素

材，グローブボックスパネルは難燃性素材であることから，重大

事故の発生を仮定するグローブボックス外へ火災が延焼するこ

とはない。 

また，グローブボックスの火災源鉛直方向 2000mm（天井付近）

の温度は 大 100℃であり，ここから工程室へ熱が移動すること

を考慮すると，工程室内の温度は， 大でも100℃である。 

工程室外については，工程室に十分な壁厚があり，扉及びダク

トからの伝熱を考慮しても十分な空間があることから通常時と

同等の温度である。 

ⅱ．圧力 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内火災の温度上

昇による圧力上昇は，系外へ繋がる経路へ避圧される。経路とし

て想定するグローブボックス排気系，グローブボックス給気系及

びグローブボックスパネルの隙間の圧力損失を考慮すると， も

潤滑油量が多い箇所での火災を想定した場合，断熱計算で求めた

空気の膨張率を与えても，火災発生直後に初期圧力に対して 大

でも600Paの圧力上昇で平衡する。 

また，重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置され

た工程室内に， も潤滑油量が多い箇所での火災を想定した場合
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の断熱計算で求めた空気の膨張率を与えても，火災発生直後に初

期圧力に対して 大でも200Paの圧力上昇で平衡する。 

工程室外については，十分な空間があることから通常時と同等

の圧力である。 

ⅲ．湿度 

火災の発生により蒸気は発生しないため，湿度は変動しない。 

ⅳ．放射線 

火災の発生により新たな放射性物質は生成しないため，グロー

ブボックス内の放射線環境は平常時と同等である。 

工程室には，グローブボックスから漏えいした放射性エアロゾ

ルが浮遊している可能性がある。 

ⅴ．物質（水素，蒸気，ばい煙，放射性物質及びその他）及びエネ

ルギの発生 

潤滑油の燃焼により，重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クス内にばい煙が発生する。また，重大事故の発生を仮定するグ

ローブボックスに隣接する基準地震動の1.2倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計としないグローブボックスの損傷に

より，工程室内にばい煙が漏出する可能性がある。 

火災の発生によるばい煙以外の物質の生成はない。 

ⅵ．落下又は転倒による荷重 

火災によりグローブボックス内温度が上昇しても，グローブボ

ックス缶体及び接続されているダクトは不燃性素材であること

から，これらの材質の強度が有意に低下することはなく，グロー

ブボックス及び接続されているダクトが転倒又は落下すること

はない。 
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ⅶ．腐食環境 

火災の発生により腐食の要因となる物質は生成しない。 

ｂ．重大事故等の同時発生 

重大事故が同時に発生する場合については，同種の重大事故が同

時に発生する場合と異種の重大事故が同時に発生する場合が考え

られる。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失は，重大事故の発生を仮定

するグローブボックス８基の全てで同時に発生する可能性があり，

本評価は同時発生するものとして評価した。 

異種の重大事故の同時発生の可能性については，臨界事故は，そ

の要因となる外的事象及び内的事象を考慮したとしても，発生防止

対策の信頼性が十分に高く，臨界事故の発生を仮定する機器は想定

されないことから，臨界事故と本重大事故が同時に発生することは

想定されない。 

ｃ．重大事故等の連鎖 

拡大防止対策を考慮した時のＭＯＸ粉末の状態及び核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失によって生ずる事故時環境を明らかに

し，ＭＯＸ粉末の状態によって新たに連鎖して発生する重大事故等

の有無及び事故時環境が安全機能の喪失をもたらすことによって

連鎖して発生する重大事故等の有無を明らかにする。 

(ａ) 事故進展により自らのグローブボックスにおいて連鎖して発

生する重大事故等の特定 

非密封のＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスは質量管理

により臨界管理を実施している。 
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「ホ．(ロ)(３)③ａ．重大事故時の事象進展，事故規模の分析」

に記載したとおり，閉じ込める機能の喪失は新たにＭＯＸ粉末が

搬送される事象ではなく，ＭＯＸ粉末のプルトニウム富化度及び

組成が変化することはない。また，ＭＯＸ粉末は安定な酸化物で

あることから，溶液や気体に形態変化することはない。 

以上より，臨界事故が発生することはない。 

(ｂ) 重大事故等が発生したグローブボックス以外の安全機能への

影響及び連鎖して発生する重大事故等の特定 

閉じ込める機能の喪失が発生した場合の事故時環境は，「ホ．

(ロ)(３)③ａ．重大事故時の事象進展，事故規模の分析」に記載

したとおりである。 

臨界に係る安全機能として，質量管理を行うための誤搬入防止

機構及び形状寸法管理を行うための，機器の形状寸法がある。 

誤搬入防止機構が機能喪失した場合には，核燃料物質の搬送が

停止するため，それ以上事象は進展せず，臨界事故が発生するこ

とはない。 

また，形状寸法管理を行うための機器については，重大事故の

発生を仮定するグローブボックスが設置された工程室とは別の

工程室に設置されており，想定される温度，圧力等の環境条件よ

りも条件が厳しくなることはない。さらに，形状寸法管理を行う

ための機器については，ステンレス鋼等の材質であり，これらの

条件によって健全性は損なわれることはないため，臨界事故が発

生することはない。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る要因は火災の発

生であり，既に重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係
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る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス

温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火

機能が喪失した状態を想定していることから，環境条件の温度に

着目し，火災の延焼により連鎖して他のグローブボックスで火災

が発生する可能性を評価する。 

グローブボックス缶体及び接続されているダクトは不燃性素

材であり，グローブボックスパネルは難燃性素材である。また，

重大事故の発生を仮定するグローブボックスの火災源鉛直方向

2000mm（天井付近）の温度は 大 100℃であり，ここから工程室

への放熱を考慮しても，工程室内の温度は， 大でも同程度であ

る。 

このため，火災の延焼により連鎖して他のグローブボックスで

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生する可能性はない。 

また，グローブボックス内で発生する火災により，グローブボ

ックス内温度や圧力が上昇するが，グローブボックス排気設備等

への避圧等により平衡状態に達することから，グローブボックス

を設置する工程室内への影響は小さく延焼の可能性はないため，

工程室内で火災等の事象が連鎖して発生することはない。 

④ 判断基準への適合性の検討 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策として，火災

の消火によりＭＯＸ粉末が飛散又は漏えいすることを防止し，ダンパ

閉止により燃料加工建屋外への放出経路を閉止する対策及び事故の

発生以降，事態が収束するまでの放射性物質の放出量を低減する手段

を整備しており，これらの対策について，外的事象の「地震」を要因

として有効性評価を行った。 
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地震を起因として重大事故の発生を仮定するグローブボックス内で

火災が発生し，設計基準として機能を期待するグローブボックス温度

監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪

失することにより火災が継続した場合，火災状況確認用温度計により

火災を検知し，遠隔消火装置を起動し，火災源に対して必要量の消火

剤を放出することにより，ＭＯＸ粉末の飛散又は漏えいの原因となる

火災を消火できることを確認した。 

また，放射性エアロゾルが大気中に放出される経路を遮断するため

に，グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手

動ダンパの閉止により，燃料加工建屋外への放出経路を閉止するため

の対策を実施できることを確認した。 

これらの対策に係るアクセスルートについては，可能な限り２ルー

ト確保することにより，対策を確実に実施することが可能である。 

火災が継続した場合，火災の継続時間に比例して，放射性物質の大

気中への放出量が増加することが想定される。このため，重大事故等

の対処においては，大気中への放射性物質の放出量を可能な限り低減

させる方針に基づく対策の検討の結果，火災の消火によりＭＯＸ粉末

が飛散又は漏えいすることを防止し，燃料加工建屋外への放出経路を

閉止するための対策は，重大事故等着手判断後から 10 分で完了でき

る。 

上記のとおり，確実に機能する対策手段を講ずること及びアクセス

ルートを可能な限り２ルート確保することから，対策は有効に機能す

ると評価する。 

また，事故の発生以降，事態が収束するまでの放射性物質の総放出

量（セシウム－137換算）は，約8.5×10-７TBqであり，放射性物質の
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放出量評価に用いるパラメータの不確かさの幅を考慮しても，100TBq

を十分下回るものであって，かつ，実行可能な限り低い。また，火災

の発生から事態の収束までの期間における敷地境界における公衆の

被ばく線量は，4.6×10-5mSvである。 

評価の条件の不確かさについて確認した結果，想定事象の違いを考

慮しても対策に影響がないこと，火災規模によらず消火が可能である

こと，地震時においても作業環境の影響を受けないこと，実施組織要

員の操作時間に与える影響はないこと及び放射性物質の放出量（セシ

ウム－137換算）への影響は小さいことを確認した。 

以上のことから，核燃料物質等を閉じ込める機能が喪失したとして

も，火災の消火によりＭＯＸ粉末が飛散又は漏えいすることを防止し，

燃料加工建屋外への放出経路を閉止し，事態を収束できる。また，有

効性評価で示す事態が収束するまでの放射性物質の総放出量は，実行

可能な限り低く，大気中への放射性物質の異常な水準の放出を防止す

ることができる。 

核燃料物質等の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の回復に係

る作業については，作業の着手判断が明確であること，作業実施に対

して時間的な制約はないことから，実行可能である。 

以上より，「ホ．(ロ)(３)①ｉ．判断基準」を満足する。 

(４) 閉じ込める機能の喪失の対策に必要な要員及び資源 

閉じ込める機能の喪失の対策に必要な実施組織要員及び資源を以下

に示す。 

① 必要な要員の評価 

外的事象を想定した核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防

止対策に必要な要員は，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員として合計
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10人である。これに対し，ＭＯＸ燃料加工施設における事故対処を実

施する実施組織要員は21人であり，対処が可能である。なお，内的事

象を要因とした場合では，外的事象の「地震」を要因とした場合より

環境条件が悪化することなく，同人数で対応できる。 

② 必要な資源の評価 

ａ．水源 

本重大事故への対処において消費する水量はなく，水源を要しな

い。 

ｂ．燃料 

ＭＯＸ燃料加工施設において，拡大防止対策を７日間継続して実

施するのに必要な軽油は，合計で４ｍ3である。また，再処理施設に

おいて拡大防止対策に必要な軽油は，重大事故の同時発生を考慮し

ても約 87ｍ3である。これに対し，第 1 軽油貯槽及び第２軽油貯槽

に合計800ｍ3の軽油を確保していることから，外部支援を考慮しな

くても７日間の対処の継続が可能である。 

ｃ．電源 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失についての拡大防止対策

に必要な負荷としては，可搬型ダストモニタの約１kＶＡ，可搬型排

気モニタリング用データ伝送装置の約0.5kＶＡ，可搬型排風機付フ

ィルタユニットの約 4.8kＶＡであり，これらを使用する場合には，

燃料加工建屋可搬型発電機から給電を行う。 

上記の前提において，必要な給電容量は，可搬型排風機の起動時

を考慮しても約37kＶＡである。 

燃料加工建屋可搬型発電機の給電容量は，約 50kＶＡであり，必

要負荷に対しての電源供給が可能である。 
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(５) 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処 

「ニ．(イ)重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故

の発生を仮定する機器の特定」において示したとおり，重大事故とし

て特定したのは火災による閉じ込める機能の喪失のみであり，異種の

重大事故の同時発生は生じない。また，同種の重大事故の同時発生に

ついては「ホ．(ロ)(３)②有効性評価の結果」に整理した。 

連鎖して発生する重大事故等の整理についても，重大事故として特

定したのは火災による閉じ込める機能の喪失のみであり，「ホ．

(ロ)(３)③重大事故等の同時発生又は連鎖」に整理したとおり，火災

による閉じ込める機能の喪失を起因として連鎖して発生する重大事

故等はない。 

(６) 参考文献 

① J.MISHIMA，L.C.SCHEWENDIMAN，C.A.RADASCH.PLUTONIUM RELEASE 
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BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE PACIFIC NORTHWEST LABORATORY，1968，

BNWL-786． 

② 長谷川 浩治，小島 正臣，松橋 哲. 煙およびガスの流動拡散性状に

関する研究. 消防科学研究所報 11号, 1974, p. 29-38. 

③ Seefeldt, W. H. et al. Characterization of Particulate 

Plutonium Released in Fuel Cycle Operations. Argonne National 

Laboratory, 1976, ANL-75-78. 
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象
 
 

×
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
外
的
事
象
 

－
：
判
定
対
象
外
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添
７
第
１
表
 
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
考
慮
す
べ
き
外
的
事
象
の
抽
出
結
果
（
２
／
12
）

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

設
計
上
の
考
慮
を
除
外
す
る
理
由
 

設
計
上
の
 

考
慮
 

設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
理
由
 

設
計
基
準
事
故

の
起
因
と
し
て

想
定
す
る
か
 

基
準
１
 

基
準
２
 

基
準
３
 

基
準
４
 

基
準
５
 

５
 

地
滑
り
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

空
中
写
真
の
判
読
結
果
に
よ
る
と
，
リ
ニ
ア
メ
ン
ト

及
び
変
動
地
形
は
判
読
さ
れ
な
い
。
ま
た
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ

燃
料
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
標
高
約

55
ｍ
に
造

成
さ
れ
て
お
り
，
地
滑
り
の
お
そ
れ
の
あ
る
急
斜
面

は
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

６
 

地
下

水
に

よ
る

地
滑

り
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

空
中
写
真
の
判
読
結
果
に
よ
る
と
，
リ
ニ
ア
メ
ン
ト

及
び
変
動
地
形
は
判
読
さ
れ
な
い
。
ま
た
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ

燃
料
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
標
高
約

55
ｍ
に
造

成
さ
れ
て
お
り
，
地
滑
り
の
お
そ
れ
の
あ
る
急
斜
面

は
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

７
 

液
状

化
現

象
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

〇
 

周
辺
地
盤
の
変
状
に
よ
り
，
そ
の
安
全
機
能
が
損
な

わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
地
盤
に
設
置
す
る
た
め
，
液

状
化
現
象
に
よ
る
影
響
は
な
い
。
 

×
 

８
 

泥
湧
出
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

〇
 

周
辺
地
盤
の
変
状
に
よ
り
，
そ
の
安
全
機
能
が
損
な

わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
地
盤
に
設
置
す
る
た
め
，
泥

湧
出
に
よ
る
影
響
は
な
い
。
 

×
 

９
 

山
崩
れ
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
山
崩
れ
の
お
そ
れ
の
あ
る
急
斜
面
は

存
在
し
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

10
 

崖
崩
れ
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
崖
崩
れ
の
お
そ
れ
の
あ
る
急
斜
面
は

存
在
し
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

11
 

津
波
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

〇
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
標
高
約

55
ｍ
に
設
置
す
る

た
め
，
津
波
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
：
発
生
頻
度
が
極
低
頻
度
と
判
断
さ
れ
る
事
象

基
準
２
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
事
象

基
準
３
：
事
象
の
進
展
が
緩
慢
で
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
象
 

基
準
４
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
事
象
 

基
準
５
：
他
の
事
象
に
包
含
で
き
る
事
象
 

〇
：
設
計
上
考
慮
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
上
考
慮
し
な
い
外
的
事
象
 

〇
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
外
的
事
象
 

－
：
判
定
対
象
外
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添
７
第
１
表
 
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
考
慮
す
べ
き
外
的
事
象
の
抽
出
結
果
（
３
／
12
）

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

設
計
上
の
考
慮
を
除
外
す
る
理
由
 

設
計
上
の
 

考
慮
 

設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
理
由
 

設
計
基
準
事
故

の
起
因
と
し
て

想
定
す
る
か
 

基
準
１
 

基
準
２
 

基
準
３
 

基
準
４
 

基
準
５
 

12
 

静
振
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
に
尾
駮
沼
及
び
鷹
架
沼
が
あ
る
が
，
Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
標
高
約

55
ｍ
に
位
置
す
る
た

め
，
静
振
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

13
 

高
潮
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
海
岸
か
ら
約
５
km
，
標
高

約
55
ｍ
に
位
置
す
る
た
め
，
高
潮
に
よ
る
影
響
を

受
け
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

14
 

波
浪

・
高

波
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
海
岸
か
ら
約
５
km
，
標
高

約
55
ｍ
に
位
置
す
る
た
め
，
波
浪
・
高
波
に
よ
る

影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

15
 

高
潮
位
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
海
岸
か
ら
約
５
km
，
標
高

約
55
ｍ
に
位
置
す
る
た
め
，
高
潮
位
に
よ
り
Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

16
 

低
潮
位
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
，
低
潮
位
に
よ
る
影
響
を

受
け
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

17
 

海
流
異
変
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

海
流
異
変
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

18
 

風
 

（
台
風
）
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

台
風
に
よ
っ
て
建
屋
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
な
い

設
計
と
し
て
い
る
た
め
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機

能
は
喪
失
し
な
い
。
 

×
 

19
 

竜
巻
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

竜
巻
に
よ
っ
て
建
屋
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
な
い

設
計
と
し
て
い
る
た
め
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機

能
は
喪
失
し
な
い
。
 

×
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
：
発
生
頻
度
が
極
低
頻
度
と
判
断
さ
れ
る
事
象

基
準
２
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
事
象

基
準
３
：
事
象
の
進
展
が
緩
慢
で
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
象
 

基
準
４
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
事
象
 

基
準
５
：
他
の
事
象
に
包
含
で
き
る
事
象
 

〇
：
設
計
上
考
慮
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
上
考
慮
し
な
い
外
的
事
象
 

〇
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
外
的
事
象
 

－
：
判
定
対
象
外
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添
７
第
１
表
 
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
考
慮
す
べ
き
外
的
事
象
の
抽
出
結
果
（
４
／
12
）
 

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

設
計
上
の
考
慮
を
除
外
す
る
理
由
 

設
計
上
の
 

考
慮
 

設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
理
由
 

設
計
基
準
事
故

の
起
因
と
し
て

想
定
す
る
か
 

基
準
１
 

基
準
２
 

基
準
３
 

基
準
４
 

基
準
５
 

20
 

砂
嵐
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
周
辺
に
砂
漠
や
砂
丘
は
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

21
 

極
限

的
な

気
圧
 

×
 

×
 

×
 

×
 

〇
 

「
竜
巻
」
の
影
響
評
価
（
気
圧
差
）
に
包
含
さ
れ

る
。
 

×
 

－
 

－
 

22
 

降
水
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

降
水
の
侵
入
は
建
屋
に
よ
っ
て
防
止
す
る
設
計
と
し

て
い
る
た
め
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
は
喪
失

し
な
い
。
 

×
 

23
 

洪
水
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
標
高
約

55
ｍ
に
位
置
し

て
お
り
，
二
又
川
は
標
高
約
５
ｍ
か
ら
約
１
ｍ
の
低

地
を
流
れ
て
い
る
た
め
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に

影
響
を
与
え
る
洪
水
は
起
こ
り
得
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

24
 

土
石
流
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
周
辺
の
地
形
及
び
表
流
水
の
状
況
か
ら
，
土
石

流
は
発
生
し
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

25
 

降
雹
 

×
 

×
 

×
 

×
 

〇
 

「
竜
巻
」
の
影
響
評
価
（
飛
来
物
）
に
包
含
さ
れ

る
。
 

×
 

－
 

－
 

26
 

落
雷
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

落
雷
に
つ
い
て
は
，
想
定
さ
れ
る
落
雷
の
規
模
に
お

い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
た

め
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
は
喪
失
し
な
い
。
 

×
 

27
 

森
林
火
災
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
建
築
基
準
法
等
関
係
法
令

で
定
め
る
耐
火
構
造
又
は
不
燃
性
材
料
と
し
て
い
る

た
め
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
は
喪
失
し
な

い
。
 

×
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
：
発
生
頻
度
が
極
低
頻
度
と
判
断
さ
れ
る
事
象

基
準
２
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
事
象

基
準
３
：
事
象
の
進
展
が
緩
慢
で
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
象
 

基
準
４
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
事
象
 

基
準
５
：
他
の
事
象
に
包
含
で
き
る
事
象
 

〇
：
設
計
上
考
慮
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
上
考
慮
し
な
い
外
的
事
象
 

〇
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
外
的
事
象
 

－
：
判
定
対
象
外
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添
７
第
１
表
 
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
考
慮
す
べ
き
外
的
事
象
の
抽
出
結
果
（
５
／
12
）
 

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

設
計
上
の
考
慮
を
除
外
す
る
理
由
 

設
計
上
の
 

考
慮
 

設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
理
由
 

設
計
基
準
事
故

の
起
因
と
し
て

想
定
す
る
か
 

基
準
１
 

基
準
２
 

基
準
３
 

基
準
４
 

基
準
５
 

28
 

草
原
火
災
 

×
 

×
 

×
 

×
 

〇
 

「
森
林
火
災
」
の
影
響
評
価
に
包
絡
さ
れ
る
。
 

×
 

－
 

－
 

29
 

高
温
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
建
築
基
準
法
等
関
係
法
令

で
定
め
る
耐
火
構
造
又
は
不
燃
性
材
料
と
し
て
い
る

た
め
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
は
喪
失
し
な

い
。
 

×
 

30
 

凍
結
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

八
戸
観
測
所
及
び
む
つ
観
測
所
で
観
測
さ
れ
た
最
低

気
温
を
考
慮
し
，
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と

す
る
た
め
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
は
喪
失
し

な
い
。
 

×
 

31
 

氷
結
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
は
取
水
設
備
は
な
い
た

め
，
氷
結
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

32
 

氷
晶
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
は
取
水
設
備
は
な
い
た

め
，
氷
晶
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

33
 

氷
壁
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
は
取
水
設
備
は
な
い
た

め
，
氷
壁
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

34
 

高
水
温
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
は
取
水
設
備
は
な
い
た

め
，
高
水
温
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

35
 

低
水
温
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
は
取
水
設
備
は
な
い
た

め
，
低
水
温
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

36
 

干
ば
つ
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
は
取
水
施
設
は
な
い
た

め
，
干
ば
つ
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
：
発
生
頻
度
が
極
低
頻
度
と
判
断
さ
れ
る
事
象

基
準
２
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
事
象

基
準
３
：
事
象
の
進
展
が
緩
慢
で
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
象
 

基
準
４
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
事
象
 

基
準
５
：
他
の
事
象
に
包
含
で
き
る
事
象
 

〇
：
設
計
上
考
慮
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
上
考
慮
し
な
い
外
的
事
象
 

〇
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
外
的
事
象
 

－
：
判
定
対
象
外

7－265



添
７
第
１
表
 
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
考
慮
す
べ
き
外
的
事
象
の
抽
出
結
果
（
６
／
12
）
 

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

設
計
上
の
考
慮
を
除
外
す
る
理
由
 

設
計
上
の
 

考
慮
 

設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
理
由
 

設
計
基
準
事
故

の
起
因
と
し
て

想
定
す
る
か
 

基
準
１
 

基
準
２
 

基
準
３
 

基
準
４
 

基
準
５
 

37
 

霜
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

霜
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
は
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

38
 

霧
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

霧
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
は
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

39
 

火
山

の
影

響
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
建
築
基
準
法
等
関
係
法
令

で
定
め
る
耐
火
構
造
又
は
不
燃
性
材
料
と
し
て
い
る

た
め
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
は
喪
失
し
な

い
。
 

×
 

40
 

熱
湯
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
周
辺
に
熱
湯
の
発
生
源
は
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

41
 

積
雪
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
積
雪
に
よ
る
荷
重
を
考
慮

し
た
設
計
と
し
て
い
る
た
め
，
安
全
上
重
要
な
施
設

の
機
能
は
喪
失
し
な
い
。
 

×
 

42
 

雪
崩
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
周
辺
の
地
形
か
ら
雪
崩
は
発
生
し
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

43
 

生
物

学
的

事
象
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

換
気
設
備
及
び
非
常
用
所
内
電
源
設
備
の
外
気
取
入

口
に
は
，
対
象
生
物
の
侵
入
を
防
止
又
は
抑
制
す
る

た
め
の
措
置
を
施
し
，
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設

計
と
す
る
た
め
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
は
喪

失
し
な
い
。
 

×
 

44
 

動
物
 

×
 

×
 

×
 

×
 

〇
 

「
生
物
学
的
事
象
」
の
影
響
評
価
に
包
絡
さ
れ
る
。
 

×
 

－
 

－
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
：
発
生
頻
度
が
極
低
頻
度
と
判
断
さ
れ
る
事
象

基
準
２
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
事
象

基
準
３
：
事
象
の
進
展
が
緩
慢
で
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
象
 

基
準
４
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
事
象
 

基
準
５
：
他
の
事
象
に
包
含
で
き
る
事
象
 

〇
：
設
計
上
考
慮
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
上
考
慮
し
な
い
外
的
事
象
 

〇
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
外
的
事
象
 

－
：
判
定
対
象
外

7－266



添
７
第
１
表
 
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
考
慮
す
べ
き
外
的
事
象
の
抽
出
結
果
（
７
／
12
）
 

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

設
計
上
の
考
慮
を
除
外
す
る
理
由
 

設
計
上
の
 

考
慮
 

設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
理
由
 

設
計
基
準
事
故

の
起
因
と
し
て

想
定
す
る
か
 

基
準
１
 

基
準
２
 

基
準
３
 

基
準
４
 

基
準
５
 

45
 

塩
害
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

換
気
設
備
の
給
気
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
に
は
除
塩
フ

ィ
ル
タ
を
設
置
し
，
屋
内
の
施
設
へ
の
塩
害
の
影
響

を
防
止
す
る
設
計
と
す
る
た
め
，
安
全
上
重
要
な
施

設
の
機
能
は
喪
失
し
な
い
。
 

×
 

46
 

隕
石
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

隕
石
の
衝
突
は
，
極
低
頻
度
な
事
象
で
あ
る
。
 

×
 

－
 

－
 

47
 

陥
没
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

〇
 

周
辺
地
盤
の
変
状
に
よ
り
，
そ
の
安
全
機
能
が
損
な

わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
地
盤
に
設
置
す
る
た
め
，
陥

没
に
よ
る
影
響
は
な
い
。
 

×
 

48
 

土
壌

の
収

縮
・
膨
張
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

〇
 

周
辺
地
盤
の
変
状
に
よ
り
，
そ
の
安
全
機
能
が
損
な

わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
地
盤
に
設
置
す
る
た
め
，
土

壌
の
収
縮
・
膨
張
に
よ
る
影
響
は
な
い
。
 

×
 

49
 

海
岸
浸
食
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
海
岸
か
ら
約
５
km

に
位

置
す
る
こ
と
か
ら
，
考
慮
す
べ
き
海
岸
浸
食
の
発
生

は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

50
 

地
下

水
に

よ
る
浸
食
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
の
地
下
水
の
調
査
結
果
か
ら
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加

工
施
設
に
影
響
を
与
え
る
地
下
水
に
よ
る
浸
食
は
起

こ
り
得
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

51
 

カ
ル
ス
ト
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
周
辺
は
カ
ル
ス
ト
地
形
で
は
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

52
 

海
氷

に
よ

る
川

の
閉

塞
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
は
取
水
施
設
は
な
い
た

め
，
海
氷
に
よ
る
川
の
閉
塞
に
よ
る
影
響
は
考
え
ら

れ
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
：
発
生
頻
度
が
極
低
頻
度
と
判
断
さ
れ
る
事
象

基
準
２
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
事
象

基
準
３
：
事
象
の
進
展
が
緩
慢
で
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
象
 

基
準
４
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
事
象
 

基
準
５
：
他
の
事
象
に
包
含
で
き
る
事
象
 

〇
：
設
計
上
考
慮
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
上
考
慮
し
な
い
外
的
事
象
 

〇
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
外
的
事
象
 

－
：
判
定
対
象
外

7－267



添
７
第
１
表
 
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
考
慮
す
べ
き
外
的
事
象
の
抽
出
結
果
（
８
／
12
）
 

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

設
計
上
の
考
慮
を
除
外
す
る
理
由
 

設
計
上
の
 

考
慮
 

設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
理
由
 

設
計
基
準
事
故

の
起
因
と
し
て

想
定
す
る
か
 

基
準
１
 

基
準
２
 

基
準
３
 

基
準
４
 

基
準
５
 

53
 

湖
若

し
く

は
川

の
水

位
降
下
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
は
取
水
施
設
は
な
い
た

め
，
湖
若
し
く
は
川
の
水
位
降
下
に
よ
る
影
響
を
受

け
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

54
 

河
川

の
流

路
変
更
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
周
辺
の
二
又
川
は
谷
を
流
れ
て
お
り
，
河
川
の

大
き
な
流
路
変
更
が
発
生
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

55
 

毒
性
ガ
ス
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
毒
性
ガ
ス
の
発
生
源
は
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

56
 

太
陽

フ
レ

ア
・

磁
気

嵐

×
 

×
 

×
 

〇
 

×
 

太
陽
フ
レ
ア
，
磁
気
嵐
に
よ
り
誘
導
電
流
が
発
生
す

る
可
能
性
が
あ
る
が
，
日
本
で
は
磁
気
緯
度
，
大
地

抵
抗
率
の
条
件
か
ら
，
地
磁
気
変
動
が
電
力
系
統
に

影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
は
極
め
て
小
さ
く
，
そ
の
影

響
は
欧
米
に
比
べ
て
無
視
で
き
る
程
度
と
考
え
ら
れ

る
。
 

×
 

－
 

－
 

57
 

船
舶

事
故

に
よ

る
油

流
出
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
，
海
岸
か
ら
約
５
km

離

れ
て
お
り
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

58
 

船
舶

事
故

（
爆

発
，

化
学

物
質

の
漏

え

い
）
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
，
海
岸
か
ら
約
５
km

離

れ
て
お
り
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

59
 

船
舶

の
衝

突
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
，
海
岸
か
ら
約
５
km

離

れ
て
お
り
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
：
発
生
頻
度
が
極
低
頻
度
と
判
断
さ
れ
る
事
象

基
準
２
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
事
象

基
準
３
：
事
象
の
進
展
が
緩
慢
で
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
象
 

基
準
４
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
事
象
 

基
準
５
：
他
の
事
象
に
包
含
で
き
る
事
象
 

〇
：
設
計
上
考
慮
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
上
考
慮
し
な
い
外
的
事
象
 

〇
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
外
的
事
象
 

－
：
判
定
対
象
外

7－268



添
７
第
１
表
 
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
考
慮
す
べ
き
外
的
事
象
の
抽
出
結
果
（
９
／
12
）
 

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

設
計
上
の
考
慮
を
除
外
す
る
理
由
 

設
計
上
の
 

考
慮
 

設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
理
由
 

設
計
基
準
事
故

の
起
因
と
し
て

想
定
す
る
か
 

基
準
１
 

基
準
２
 

基
準
３
 

基
準
４
 

基
準
５
 

60
 

航
空

機
落

下
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

航
空
機
衝
突
に
よ
り
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

と
す
る
こ
と
か
ら
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
は

喪
失
し
な
い
。
 

×
 

61
 

鉄
道

事
故

(
爆
発
，
化

学
物

質
の

漏
え
い
) 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
鉄
道
路
線
は
な
い
た
め
，
鉄
道
に
関

す
る
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

62
 

鉄
道

の
衝

突
 

×
 

〇
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
鉄
道
路
線
は
な
い
た
め
，
鉄
道
に
関

す
る
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

63
 

交
通

事
故

（
爆

発
，

化
学

物
質

の
漏

え

い
）
 

×
 

×
 

×
 

○
 

○
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
，
幹
線
道
路
か
ら

50
0ｍ

以
上
離
れ
て
お
り
，
爆
発
に
よ
り
当
該
安
全
機
能
に

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
化
学
物
質

の
漏
え
い
に
つ
い
て
は
，「

再
処
理
事
業
所
内
に
お

け
る
化
学
物
質
の
漏
え
い
」
の
影
響
評
価
に
包
含
さ

れ
る
。
 

×
 

－
 

－
 

爆
発
 

化
学
物

質
の
漏

え
い
 

－
 

－
 

64
 

自
動

車
の

衝
突
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
は
フ
ェ
ン
ス
を
設
置
し
て

お
り
，
自
動
車
の
衝
突
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
。

敷
地
内
の
運
転
に
際
し
て
は
速
度
制
限
を
設
け
て
お

り
，
安
全
機
能
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
衝
突
は
考

え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
：
発
生
頻
度
が
極
低
頻
度
と
判
断
さ
れ
る
事
象

基
準
２
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
事
象

基
準
３
：
事
象
の
進
展
が
緩
慢
で
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
象
 

基
準
４
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
事
象
 

基
準
５
：
他
の
事
象
に
包
含
で
き
る
事
象
 

〇
：
設
計
上
考
慮
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
上
考
慮
し
な
い
外
的
事
象
 

〇
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
外
的
事
象
 

－
：
判
定
対
象
外
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添
７
第
１
表
 
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
考
慮
す
べ
き
外
的
事
象
の
抽
出
結
果
（
10
／
12
）
 

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

設
計
上
の
考
慮
を
除
外
す
る
理
由
 

設
計
上
の
 

考
慮
 

設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
理
由
 

設
計
基
準
事
故

の
起
因
と
し
て

想
定
す
る
か
 

基
準
１
 

基
準
２
 

基
準
３
 

基
準
４
 

基
準
５
 

65
 

爆
発
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

〇
 

爆
発
し
た
際
に
発
生
す
る
爆
風
が
上
方
向
に
解
放
さ

れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
設
計
と
す
る
。
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料

加
工
施
設
の
Ｌ
Ｐ
Ｇ
ボ
ン
ベ
庫
は
，
屋
内
に
設
置
し

て
お
り
，
着
火
源
を
排
除
す
る
と
と
も
に
可
燃
性
ガ

ス
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
も
滞
留
し
な
い
構

造
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の

機
能
は
喪
失
し
な
い
。
 

×
 

66
 

工
場

事
故

（
爆

発
，

化
学

物
質

の
漏

え

い
）
 

×
 

×
 

×
 

×
 

○
 

「
爆
発
」，
「
近
隣
工
場
等
の
火
災
」
及
び
「
再
処
理

事
業
所
内
に
お
け
る
化
学
物
質
の
漏
え
い
」
の
影
響

評
価
に
包
含
さ
れ
る
。
 

×
 

－
 

－
 

67
 

鉱
山

事
故

（
爆

発
，

化
学

物
質

の
漏

え
い
）
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
，
爆
発
・
化
学
物
質
の
漏
え
い
の
事

故
を
起
こ
す
よ
う
な
鉱
山
は
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

68
 

土
木

・
建

築
現

場
の

事
故

（
爆

発
，

化
学

物
質

の
漏

え
い
）
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
内
で
の
工
事
は
十
分
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
及
び

敷
地
外
で
の
工
事
は
敷
地
境
界
か
ら
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加

工
施
設
ま
で
距
離
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料

加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
土
木
・
建
築
現

場
の
事
故
の
発
生
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
：
発
生
頻
度
が
極
低
頻
度
と
判
断
さ
れ
る
事
象

基
準
２
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
事
象

基
準
３
：
事
象
の
進
展
が
緩
慢
で
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
象
 

基
準
４
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
事
象
 

基
準
５
：
他
の
事
象
に
包
含
で
き
る
事
象
 

〇
：
設
計
上
考
慮
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
上
考
慮
し
な
い
外
的
事
象
 

〇
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
外
的
事
象
 

－
：
判
定
対
象
外

7－270



添
７
第
１
表
 
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
考
慮
す
べ
き
外
的
事
象
の
抽
出
結
果
（
11
／
12
）
 

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

設
計
上
の
考
慮
を
除
外
す
る
理
由
 

設
計
上
の
 

考
慮
 

設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
理
由
 

設
計
基
準
事
故

の
起
因
と
し
て

想
定
す
る
か
 

基
準
１
 

基
準
２
 

基
準
３
 

基
準
４
 

基
準
５
 

69
 

軍
事

基
地

の
事

故
（

爆
発

，
化

学
物

質
の

漏
え

い
）
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

最
寄
り
の
三
沢
基
地
は
敷
地
か
ら
約

28
km

離
れ
て

お
り
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

70
 

軍
事

基
地

か
ら

の
飛

来
物
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

軍
事
基
地
か
ら
の
飛
来
物
は
，
極
低
頻
度
な
事
象
で

あ
る
。
 

×
 

－
 

－
 

71
 

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

事
故

（
爆

発
，

化
学

物
質

の
漏

え
い
）

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

む
つ
小
川
原
国
家
石
油
備
蓄
基
地
の
陸
上
移
送
配
管

は
，
1.
2ｍ

以
上
の
地
下
に
埋
設
さ
れ
る
と
と
も

に
，
漏
え
い
が
発
生
し
た
場
合
は
，
配
管
の
周
囲
に

設
置
さ
れ
た
漏
油
検
知
器
に
よ
り
緊
急
遮
断
弁
等
が

閉
止
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
火
災
の
発
生
は
想
定
し
に

く
い
。
 

×
 

－
 

－
 

72
 

再
処

理
事

業
所

内
に

お
け

る
化

学
物

質
の

漏
え
い
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

〇
 

敷
地
内
に
お
い
て
化
学
物
質
を
貯
蔵
す
る
施
設
に
つ

い
て
は
化
学
物
質
が
漏
え
い
し
に
く
い
設
計
と
す
る

た
め
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
は
喪
失
し
な

い
。
 

×
 

73
 

人
工

衛
星

の
落
下
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

人
工
衛
星
の
衝
突
は
，
極
低
頻
度
な
事
象
で
あ
る
。
 

×
 

－
 

－
 

74
 

ダ
ム

の
崩

壊
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
周
辺
に
ダ
ム
は
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
：
発
生
頻
度
が
極
低
頻
度
と
判
断
さ
れ
る
事
象

基
準
２
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
事
象

基
準
３
：
事
象
の
進
展
が
緩
慢
で
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
象
 

基
準
４
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
事
象
 

基
準
５
：
他
の
事
象
に
包
含
で
き
る
事
象
 

〇
：
設
計
上
考
慮
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
上
考
慮
し
な
い
外
的
事
象
 

〇
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
外
的
事
象
 

－
：
判
定
対
象
外
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添
７
第
１
表
 
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
考
慮
す
べ
き
外
的
事
象
の
抽
出
結
果
（
12
／
12
）
 

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

設
計
上
の
考
慮
を
除
外
す
る
理
由
 

設
計
上
の
 

考
慮
 

設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
理
由
 

設
計
基
準
事
故

の
起
因
と
し
て

想
定
す
る
か
 

基
準
１
 

基
準
２
 

基
準
３
 

基
準
４
 

基
準
５
 

75
 

電
磁

的
障

害
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

落
雷
に
よ
っ
て
生
ず
る
電
磁
的
障
害
電
気
的
又
は
物

理
的
な
独
立
性
を
持
た
せ
る
設
計
と
す
る
こ
と
か

ら
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
は
喪
失
し
な
い
。
 

×
 

76
 

掘
削
工
事
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
内
で
の
工
事
は
十
分
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
及
び

敷
地
外
で
の
工
事
は
敷
地
境
界
か
ら
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加

工
施
設
ま
で
距
離
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料

加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
掘
削
工
事
に
よ

る
事
故
の
発
生
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

77
 

重
量

物
の

落
下
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

重
量
物
の
搬
送
等
は
十
分
に
管
理
さ
れ
て
い
る
た

め
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

78
 

タ
ー

ビ
ン

ミ
サ
イ
ル

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地
内
に
タ
ー
ビ
ン
ミ
サ
イ
ル
を
発
生
さ
せ
る
よ
う

な
タ
ー
ビ
ン
は
な
い
。
 

×
 

－
 

－
 

79
 

近
隣

工
場

等
の
火
災
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
建
築
基
準
法
等
関
係
法
令

で
定
め
る
耐
火
構
造
又
は
不
燃
性
材
料
と
し
て
い
る

た
め
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
は
喪
失
し
な

い
。
 

×
 

80
 

有
毒
ガ
ス
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

発
生
に
よ
り
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
設
計
上
考
慮
す
る
。
 

○
 

固
定
施
設
（
六
ヶ
所
ウ
ラ
ン
濃
縮
工
場
）
と
可
動
施

設
（
陸
上
輸
送
，
海
上
輸
送
）
か
ら
の
漏
え
い
を
考

慮
し
て
も
，
影
響
の
な
い
設
計
と
し
て
お
り
，
Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃
料
加
工
施
設
の
安
全
機
能
及
び
中
央
監
視
室
の

居
住
性
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
た
め
，
安
全
上
重
要

な
施
設
の
機
能
は
喪
失
し
な
い
。
 

×
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
：
発
生
頻
度
が
極
低
頻
度
と
判
断
さ
れ
る
事
象

基
準
２
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
事
象

基
準
３
：
事
象
の
進
展
が
緩
慢
で
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
象
 

基
準
４
：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
事
象
 

基
準
５
：
他
の
事
象
に
包
含
で
き
る
事
象
 

〇
：
設
計
上
考
慮
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
上
考
慮
し
な
い
外
的
事
象
 

〇
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
す
る
外
的
事
象
 
 

×
：
設
計
基
準
事
故
の
起
因
と
し
て
想
定
し
な
い
外
的
事
象
 

－
：
判
定
対
象
外
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添
７
第
２
表
 
各
事
象
に
対
す
る
発
生
防
止
対
策
，
拡
大
防
止
対
策
等
の
確
認
（
１
／
２
）
 

事
象
の
形
態
 

発
生
防
止
対
策
 

拡
大
防
止
対
策
等
 

運
転
管
理
等
 

候
補
事
象
 

核
燃

料
物

質
に

よ
る
臨
界
 

臨
界
 

・
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
機
器
の
形
状

寸
法
管
理
等

・
誤
搬
入
防
止
機
構

―
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
へ
の
核
燃

料
物
質
搬
入
時
の
機
械
，
人
に
よ

る
多
重
の
確
認
 

臨
界
 

・
貯
蔵
施
設
等
の
安
全
に
係
る
距
離
の

維
持
機
能

―
 

―
 

臨
界
 

閉
じ

込
め

る
機

能
の
喪
失
 

閉
じ
込
め
機
能
を
有

す
る
設
備
の
破
損
 

・
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

・
容
器
を
取
り
扱
う
装
置
に
お
け
る
落

下
防
止
機
構
等

・
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
す
る
室
等
 

・
工
程
室
排
気
設
備
 

・
工
程
室
排
気
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
 

工
程
停
止
，
排
風
機
停
止
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
の
破
損
 

・
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

・
重
量
物
を
取
り
扱
う
装
置
に
お
け
る

落
下
防
止
機
構
等

―
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
，
グ
ロ
ー

ブ
ボ
ッ
ク
ス
周
辺
で
重
量
物
の
取

扱
い
を
行
わ
な
い
 

―
 

（
落
下
す
る
重
量
物
が
存
在
し

な
い
た
め
閉
じ
込
め
機
能
を
有

す
る
設
備
の
破
損
は
な
い
）
 

・
焼
結
炉
 

・
小
規
模
焼
結
処
理
装
置
 

・
重
量
物
を
取
り
扱
う
装
置
に
お
け
る

落
下
防
止
機
構
等

―
 

焼
結
炉
，
小
規
模
焼
結
処
理
装
置

内
及
び
周
辺
で
重
量
物
の
取
扱
い

を
行
わ
な
い
 

―
 

（
落
下
す
る
重
量
物
が
存
在
し

な
い
た
め
閉
じ
込
め
機
能
を
有

す
る
設
備
の
破
損
は
な
い
）
 

・
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
 

・
燃
料
集
合
体
 

・
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
，
燃
料
集
合

体
を
取
り
扱
う
装
置
に
お
け
る
落
下
防

止
機
構
等

―
 

落
下
し
て
も
破
損
し
な
い
高
さ
で

取
り
扱
う
 

―
 

（
落
下
し
て
も
破
損
し
な
い
高

さ
以
内
で
し
か
取
り
扱
わ
な
い

た
め
閉
じ
込
め
機
能
を
期
待
す

る
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
等
の

破
損
は
な
い
）
 

・
焼
結
炉
 

・
小
規
模
焼
結
処
理
装
置
 

・
炉
内
部
温
度
高
に
よ
る
過
加
熱
防
止

回
路
等

・
焼
結
炉
等
を
設
置
す
る
室
等
 

・
工
程
室
排
気
設
備
 

・
工
程
室
排
気
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
 

・
混
合
ガ
ス
水
素
濃
度
高
に
よ
る
混
合
ガ
ス

供
給
停
止
回
路
及
び
混
合
ガ
ス
濃
度
異
常
遮

断
弁
 

水
素
濃
度
９
vo
l%
以
下
 

―
 

（
爆
発
が
発
生
し
な
い
た
め
閉

じ
込
め
機
能
を
有
す
る
設
備
の

破
損
は
な
い
）
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添
７
第
２
表
 
各
事
象
に
対
す
る
発
生
防
止
対
策
，
拡
大
防
止
対
策
等
の
確
認
（
２
／
２
）
 

事
象
の
形
態
 

発
生
防
止
対
策
 

拡
大
防
止
対
策
等
 

運
転
管
理
等
 

候
補
事
象
 

閉
じ

込
め

る
機

能
の
喪
失
 

閉
じ
込
め
機
能
を
有

す
る
機
器
内
で
の
核

燃
料
物
質
の
飛
散
 

・
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
を
取
り
扱
う
グ
ロ
ー
ブ

ボ
ッ
ク
ス

・
容
器
の
転
倒
防
止
機
能

・
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
 

・
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ

ッ
ト
 

・
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
風
機
 

工
程
停
止
，
排
風
機
停
止
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
で
の
Ｍ

Ｏ
Ｘ
粉
末
の
飛
散
 

・
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
以
外
を
取
り
扱
う
グ
ロ

ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

・
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
 

・
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ

ッ
ト
 

・
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
風
機
 

工
程
停
止
，
排
風
機
停
止
 

ペ
レ
ッ
ト
，
グ
リ
ー
ン
ペ
レ
ッ

ト
，
燃
料
棒
は
，
物
理
的
に
安
定

し
た
状
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
飛

散
し
に
く
い
 

―
 

（
ペ
レ
ッ
ト
，
グ
リ
ー
ン
ペ
レ

ッ
ト
，
燃
料
棒
は
物
理
的
に
安

定
し
て
い
る
た
め
飛
散
は
想
定

さ
れ
な
い
）
 

・
焼
結
炉
 

・
小
規
模
焼
結
処
理
装
置
 

・
排
ガ
ス
処
理
装
置
，
排
ガ
ス
処
理
装
置
グ

ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
等
 

・
排
ガ
ス
処
理
装
置
の
補
助
排
風
機
等
 

ペ
レ
ッ
ト
，
グ
リ
ー
ン
ペ
レ
ッ
ト

は
，
物
理
的
に
安
定
し
た
状
態
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
飛
散
し
に
く
い
 

―
 

（
ペ
レ
ッ
ト
，
グ
リ
ー
ン
ペ
レ

ッ
ト
は
物
理
的
に
安
定
し
て
い

る
た

め
飛

散
は

想
定

さ
れ

な

い
）
 

閉
じ
込
め
機
能
を
有

す
る
機
器
か
ら
大
気

中
に
放
出
す
る
駆
動

力
と
な
る
事
象
 

・
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

・
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
窒
素
雰
囲

気
，
不
燃
性
材
料
・
難
燃
性
材
料
の
使

用
，
火
災
源
の
機
器
等
へ
の
収
納

・
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
温
度
監
視
装
置
 

・
消
火
（
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
消
火
装
置
，

ピ
ス
ト
ン
ダ
ン
パ
，
延
焼
防
止
ダ
ン
パ
，
フ

ィ
ル
タ
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
風
機
）
 

工
程
停
止
，
送
風
機
停
止
 

大
気
中
に
放
出
す
る
状
態
に
至

る
駆
動
力
と
な
る
事
象
の
発
生

（
火
災
）
 

・
焼
結
炉
 

・
焼
結
炉
内
部
温
度
高
に
よ
る
過
加
熱

防
止
回
路
等

・
排
ガ
ス
処
理
装
置
，
排
ガ
ス
処
理
装
置
グ

ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
等
 

・
排
ガ
ス
処
理
装
置
の
補
助
排
風
機
等
 

・
混
合
ガ
ス
水
素
濃
度
高
に
よ
る
混
合
ガ
ス

供
給
停
止
回
路
及
び
混
合
ガ
ス
濃
度
異
常
遮

断
弁
 

水
素
濃
度
９
vo
l%
以
下
 

―
 

（
爆
発
が
発
生
し
な
い
た
め
駆

動
力
と
な
る
事
象
（
爆
発
）
の

発
生
は
な
い
）
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添７第３表 設計基準事故への対処に使用する設備 

機能 設備 動的／静的 駆動源 動的機器の多重化 備考 

火災の感知機能 グローブボック

ス温度監視装置

動的 必要 

（非常用所内電

源設備と接続） 

感知器を多様化 － 

火災の消火機能 グローブボック

ス消火装置

動的 必要 

（非常用所内電

源設備と接続） 

消火ガス起動の系

統を多重化 

グローブボック

ス排風機が稼働

していることが

起動の条件

延焼防止ダンパ 動的 必要 

（非常用所内電

源設備と接続） 

起動部分を多重化 － 

ピストンダンパ 動的 不要 消火ガス起動の系

統を多重化 

消火ガスの圧力

により閉止 

ＭＯＸの捕集・

浄化機能 

グローブボック

ス排気フィルタ

静的 不要 － － 

グローブボック

ス排気フィルタ

ユニット

静的 不要 － － 

排気経路の維持

機能 

グローブボック

ス排気ダクト

静的 不要 － － 

排気機能 グローブボック

ス排風機

動的 必要 

（非常用所内電

源設備と接続） 

２系統設置 － 

安全上重要な施

設の安全機能確

保のための支援

機能 

非常用所内電源

設備 

動的 － ２系統設置 － 

7－275



添７第４表 回収粉末処理・混合装置グローブボックスにおける閉じ込め 

機能の不全による大気中への放射性物質の放出量 

核種 放出量（Ｂｑ） 

Ｐｕ－238 

Ｐｕ－239 

Ｐｕ－240 

Ｐｕ－241 

Ａｍ－241 

８×101 

４ 

８ 

２×103 

２×101 
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添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（１／10） 

１．１．１ 重大事故等の発生を防止するための手順等 

方
針
目
的

 露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックス（以

下「重大事故の発生を仮定するグローブボックス」という。）において，設計基準対象

施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボ

ックス消火装置の消火機能の喪失を確認した場合は，全送排風機の停止，全工程停止及

び動力電源の遮断を実施するため，手順を整備する。 

 臨界事故は発生が想定されないことから，臨界事故の発生を防止するための対策に関

する手順はない。 

 ＭＯＸ燃料加工施設において，その他の事故の発生を防止するための対策に関する手

順はない。 

対
応
手
段
等

重
大
事
故
等
の
発
生
防
止
対
策

全
送
排
風
機
の
停
止
，
全
工
程
停
止
及
び
動
力
電
源
遮
断

【全送排風機の停止，全工程停止及び動力電源の遮断の着手及び実施判断】 

 設計基準対象施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置

の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認した場

合，手順に着手する。 

【全送排風機の停止，全工程停止及び動力電源の遮断の実施】 

 直ちに，中央監視室から非常停止系の操作により，全送排風機の停止，全

工程停止及び重大事故の発生を仮定するグローブボックス内機器の動力電

源を所内電源設備のパワーセンタ（燃料加工建屋の460Ｖ運転予備用母線及

び460Ｖ常用母線）にて選択的に遮断する。 

【全送排風機の停止，全工程停止及び動力電源の遮断の成否判断】 

 中央監視室の安全系監視制御盤及び監視制御盤により，全送排風機停止，

全工程停止及び火災源を有するグローブボックス内機器の動力電源の遮断

を確認し，停止及び遮断されていると判断する。 
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添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（２／10） 

２．１．１臨界事故に対処するための手順等 

方
針
目
的

臨界事故は発生が想定されないことから，臨界事故の発生を防止

するための対策に関する手順はない。 
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添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（３／10） 

２．１．２ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等 

方
針
目
的

 重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象施設として機能を

期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の

消火機能の喪失を確認した場合は，火災の確認及び消火を行い，燃料加工建屋外への放

射性エアロゾルの放出経路を閉止するため，手順を整備する。また，核燃料物質等の飛

散又は漏えいの原因となる火災の消火及び燃料加工建屋外への放出経路を閉止するた

めの対策が完了後，工程室内に漏えいした気相中の放射性エアロゾルが時間経過により

十分に沈降し，工程室内の雰囲気が安定した状態であると推定した場合は，工程室内に

漏えいしたＭＯＸ粉末を回収し，核燃料物質等の回収の一環として，核燃料物質等を閉

じ込める機能を回復するため，手順を整備する。 

対
応
手
段
等

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
拡
大
防
止
対
策

核
燃
料
物
質
等
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
原
因
と
な
る
火
災
の
消
火

【火災の確認及び消火の着手判断】 

 設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装

置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認した

場合，手順に着手する。 

【火災状況確認の準備】 

 火災状況確認用温度表示装置の健全性を確認し，火災状況確認用温度表

示装置が使用できない場合は，燃料加工建屋に保管している可搬型グロー

ブボックス温度表示端末の健全性を確認し，中央監視室にある火災状況確

認用温度計に接続する。また，安全系監視制御盤の健全性及び状態を確認す

る。 

【火災の判断及び消火の実施判断】 

 火災状況確認用温度表示装置又は可搬型グローブボックス温度表示端末

により，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍の温

度を確認し，指示値が 60℃以上であり，火災が発生していると判断した場

合は，直ちに火災の消火を判断する。 
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２．１．２ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等 

対
応
手
段
等

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
拡
大
防
止
対
策

核
燃
料
物
質
等
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
原
因
と
な
る
火
災
の
消
火

【火災の消火の実施】 

 中央監視室に設置する遠隔消火装置の盤の手動操作により，火災と判断

したグローブボックスへ消火剤（ハロゲン化物）を放出する。中央監視室に

設置する遠隔消火装置の盤が使用できない場合は，中央監視室近傍に設置

する遠隔消火装置の弁の手動操作により，火災と判断したグローブボック

スへ消火剤（ハロゲン化物）を放出する。 

【火災の消火の成否判断】 

 火災状況確認用温度表示装置又は中央監視室の可搬型グローブボックス

温度表示端末により，火災が発生したグローブボックス内の火災源近傍の

温度が 60℃未満であり，安定していることを確認し，グローブボックス内

の火災が消火されていると判断する。 

【グローブボックス内の火災源近傍温度の状態監視】 

 火災状況確認用温度表示装置又は可搬型グローブボックス温度表示端末

により，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍の温

度状況を監視する。 
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２．１．２ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等 

対
応
手
段
等

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
拡
大
防
止
対
策

燃
料
加
工
建
屋
外
へ
の
放
出
経
路
の
閉
止

【燃料加工建屋外への放出経路の閉止の着手判断】 

 設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装

置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認した

場合，手順に着手する。 

【燃料加工建屋外への放出経路の閉止の準備】 

 中央監視室に設置するダンパの遠隔閉止をするための盤の健全性の確認

を実施する。盤が使用できない場合は，直ちに，地下１階の排風機室へのア

クセスルートの安全性を確認しながら移動する。 

【燃料加工建屋外への放出経路の閉止の実施判断】 

 中央監視室又は排風機室から全送排風機の停止を確認し，直ちに，グロー

ブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの遠隔閉止操作又は

グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダンパ

の閉止の実施を判断する。 

【燃料加工建屋外への放出経路の閉止の実施】 

 中央監視室から遠隔閉止操作によるグローブボックス排気閉止ダンパ及

び工程室排気閉止ダンパの閉止，又は排風機室から手動閉止操作により，グ

ローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダンパの

閉止を実施し，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備の放出経路

を閉止する。 

【燃料加工建屋外への放出経路の閉止の確認】 

 燃料加工建屋に保管している可搬型ダンパ出口風速計の健全性を確認

し，グローブボックス排風機及び工程室排風機の下流側ダクトに接続する。 
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２．１．２ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等 

対
応
手
段
等

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
拡
大
防
止
対
策

燃
料
加
工
建
屋
外
へ
の
放
出
経
路
の
閉
止

【燃料加工建屋外への放出経路の閉止の成否判断】 

 排風機室の可搬型ダンパ出口風速計により，グローブボックス排風機及

び工程室排風機の下流側ダクト内に気流が発生していないことを確認し，

燃料加工建屋外への放出経路が閉止されていると判断する。また，中央監視

室から遠隔閉止操作により，ダンパを閉止した場合は，中央監視室の盤よ

り，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの状態表

示を確認し，燃料加工建屋外への放出経路が閉止されていると判断する。 

【ダクト内の風速の状態監視】 

 排風機室の可搬型ダンパ出口風速計により，グローブボックス排気設備

及び工程室排気設備のダクト内の風速を監視する。 
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２．１．２ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等 

対
応
手
段
等

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
拡
大
防
止
対
策

核
燃
料
物
質
等
の
回
収

【核燃料物質等の回収の着手判断】 

 重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る核燃料物質等の飛散

又は漏えいの原因となる火災の消火及び燃料加工建屋外への放出経路を閉

止するための対策の完了後，工程室内に漏えいした気相中の放射性エアロ

ゾルが時間経過により十分に沈降し，工程室内の雰囲気が安定した状態で

あると推定した場合，手順に着手する。 

【燃料加工建屋の状況の確認】 

 重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置されている地下３階

の廊下の状況を目視により確認する。 

【放射性エアロゾルの沈降状況の確認の準備】 

 燃料加工建屋に保管している可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベー

タ線用サーベイメータの健全性を確認し，当該工程室に隣接した廊下又は

工程室において，可搬型ダストサンプラのサンプリング部を貫通孔から当

該工程室内に挿入する。 

【放射性エアロゾルの沈降状況の確認】 

 準備が整い次第，可搬型ダストサンプラにより，工程室内の気相中の放射

性エアロゾルを捕集し，アルファ・ベータ線用サーベイメータにより，放射

性物質濃度を測定する。測定値に上昇傾向が見られた場合には，一定の時間

間隔をあけて，放射性物質濃度の再測定を実施する。 

【ＭＯＸ粉末の回収の準備】 

核燃料物質等の回収で使用する資機材の確認，運搬及び設置を実施する。 

【ＭＯＸ粉末の回収の実施判断】 

 準備が整い次第，可搬型ダストサンプラにより，工程室内に漏えいした気

相中の放射性エアロゾルが十分に沈降したことを確認した場合，必要に応

じて，核燃料物質等を閉じ込める機能の回復を実施し，工程室内に漏えいし

たＭＯＸ粉末の回収の実施を判断する。 
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２．１．２ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等 

対
応
手
段
等

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
拡
大
防
止
対
策

核
燃
料
物
質
等
の
回
収

【ＭＯＸ粉末の回収の実施】 

 工程室内に漏えいしたＭＯＸ粉末の気相中への舞い上がりに注意し，ウ

エス等の資機材により，ＭＯＸ粉末を回収する。 

【大気中への放射性物質の放出の状態監視】 

 回収作業の実施中は，可搬型排気モニタリング設備可搬型ダストモニタ

により，放射性物質の大気中への放出状況を常時監視し，指示値に異常があ

った場合には，直ちに作業を中断する。 
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２．１．２ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等 

対
応
手
段
等

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
拡
大
防
止
対
策

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
回
復

【核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の着手判断】 

 核燃料物質等の回収において，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベー

タ線用サーベイメータにより，工程室内に漏えいした気相中の放射性エア

ロゾルが十分に沈降したことを確認した場合，手順に着手する。 

【核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の準備】 

 可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フィルタユニット及び可搬型

ダクトの健全性を確認し，排風機室のグローブボックス排気設備のダクト

に接続する。また，グローブボックス排気経路の健全性を確認する。 

【核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の実施判断】 

準備が整い次第，可搬型排風機付フィルタユニットの起動を判断する。 

【核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の実施】 

 可搬型排風機付フィルタユニットを起動する。 

【核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の成否判断】 

 工程室からグローブボックスへの気流が発生したことをスモークテスタ

等の資機材により確認し，グローブボックス排気設備の排気機能の回復を

判断する。 

【大気中への放射性物質の放出の状態監視】 

 可搬型排気モニタリング設備可搬型ダストモニタにより，回復作業の実

施中における放射性物質の大気中への放出状況を常時監視し，指示値に異

常があった場合には，直ちに，可搬型排風機付フィルタユニットを停止し，

作業を中断する。 
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２．１．２ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

 重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用

することとする。 

 また，再処理施設の中央制御室及び緊急時対策所との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

電
源
確
保

 全交流電源喪失時においては，可搬型重大事故等対処設備の燃料加工建屋

可搬型発電機を用いて，可搬型排風機付フィルタユニットに給電する。 

燃
料
給
油

 配慮すべき事項は，第２．１．７－１表「２．１．７ 電源の確保に関す

る手順等」の燃料給油と同様である。 

放
射
線
管
理

放
射
線
防
護

 重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用

することとする。 

 線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

 さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要員の被

ばく線量を可能な限り低減する。 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工

施
設
の
状
態
把
握

 大気中への放射性物質の放出の状態監視等に係る監視測定に関する手順に

ついては，「２．１．８ 監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
計
測

又
は
監
視
の
留
意
事
項

 重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍の温度，グロ

ーブボックス排気設備及び工程室排気設備のダクト内の風速の監視並びにＭ

ＯＸ燃料加工施設の状態を直接監視するパラメータ（以下「重要監視パラメ

ータ」という。）に関する手順については，「２．１．９ 緊急時対策所の居

住性等に関する手順等」にて整備する。 
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添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（４／10） 

２．１．３ その他の事故に対処するための手順等 

方
針
目
的

その他の事故は発生が想定されないことから，その他の事故の発

生を防止するための対策に関する手順はない。 
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添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（５／10） 

２．１．５ 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

方
針
目
的

ＭＯＸ燃料加工施設における露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる

潤滑油を有するグローブボックス内の火災による放射性物質の飛散又は漏え

いにより放射性物質の放出経路以外の経路からの拡散に至るおそれがある。ま

た，燃料加工建屋に放水した水がＭＯＸ燃料加工施設の敷地を通る排水路及び

その他の経路を通じて，ＭＯＸ燃料加工施設の敷地に隣接する尾駮沼から海洋

への放射性物質の流出に至るおそれがある。上記において工場等外への放射性

物質の拡散を抑制するための対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

また，燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生し

た場合において，泡消火又は放水による消火活動を行うための対応手段と重大

事故等対処設備を選定する。 
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２．１．５ 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

対
応
手
段
等

大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制

放
水
設
備
に
よ
る
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策にて使

用する火災源近傍温度及びダンパ出口風速のパラメータを確認

した結果，又は他の要因により重大事故等への対処を行うことが

困難になり，大気中への放射性物質の拡散に至るおそれがあると

判断した場合，大型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍及び再処理事

業所内の屋外道路（以下「アクセスルート」という）上に，可搬

型放水砲を燃料加工建屋近傍に設置し，大型移送ポンプ車から可

搬型放水砲まで可搬型建屋外ホースを敷設し，可搬型放水砲との

接続を行い，大型移送ポンプ車で第１貯水槽の水を取水し，中継

用の大型移送ポンプ車を経由して，可搬型放水砲により，燃料加

工建屋に放水することで放射性物質の拡散を抑制する。放水系統

には，可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計を接続し，可

搬型放水砲が所定の流量及び圧力であることを確認する。建物へ

の放水については，臨界安全に及ぼす影響をあらかじめ考慮し，

実施する。 
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２．１．５ 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

対
応
手
段
等

海
洋
，
河
川
，
湖
沼
等
へ
の

放
射
性
物
質
の
流
出
抑
制

「対応手段等」の「大気中への放射性物質の拡散を抑制する

ための対応手段」の「放水設備による大気中への放射性物質の

拡散抑制」の判断に基づき，放水設備による大気中への放射性

物質の拡散抑制の対処を開始した場合，燃料加工建屋に放水し

た水に放射性物質が含まれていることを考慮し，ＭＯＸ燃料加

工施設の敷地を通る排水路を通じてＭＯＸ燃料加工施設の敷地

に隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性物質が流出することを想定

し，可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材を使

用し，海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制する。 

対
応
手
段
等

燃
料
加
工
建
屋
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突
に
よ
る

航
空
機
燃
料
火
災
の
対
応

航空機燃料火災が発生し，可搬型放水砲による火災発生箇所

へ泡消火又は放水による消火活動を行う必要がある場合，大型

移送ポンプ車を第１貯水槽近傍に設置し，可搬型放水砲を燃料

加工建屋周辺における火災の発生箇所近傍に設置し，可搬型建

屋外ホースを可搬型放水砲近傍まで敷設し，接続を行い，可搬

型放水砲による泡消火又は放水を行う。放水系統には，可搬型

放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計を接続し，可搬型放水砲

が所定の流量及び圧力であることを確認する。 

7－290



２．１．５ 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

【作業性】 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。重大事故等の対処

時においては，再処理施設の中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確実に運搬及び移動ができ

るように，可搬型照明を配備する。 

【操作性】 

ホースの敷設ルートは，各作業時間を考慮し，送水開始まで

の時間が最短になる組合せを優先して確保する。可搬型放水砲

の設置場所は，燃料加工建屋の開口部及び風向きにより決定す

る。 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，添７第５表（７／10）「電源の確保に関す

る手順等」の燃料給油と同様である。 

 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組織要

員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所の線量率

の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要員

の被ばく線量を可能な限り低減する。 
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２．１．５ 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
計
測

又
は
監
視
の
留
意
事
項

放水設備による大気中への放射性物質の拡散抑制の着手判断

となる代替火災感知設備及び放出防止設備に関する手順につい

ては，添７第５表（３／10）「核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失に対処するための手順等」にて整備する。 
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添 7第５表 重大事故等対処における手順の概要（６／10） 

２．１．６ 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

方
針
目
的

重大事故等への対処の水源として第１貯水槽を水源とした，水源の確保の対

応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等への対処に必要な水を第１貯水槽から継続して供給するため，第

２貯水槽又は尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ若しくは二又川取水場所Ａ

（以下「敷地外水源」という。）を補給源とした，補給源の確保及び第１貯水槽

へ水を補給するための対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

対
応
手
段
等

水
源
の
確
保

水
源
の
確
保

重大事故等へ対処するために，水の供給を行う必要があ

る場合，水源の確保を行う。第１貯水槽及び第２貯水槽の

水位は，可搬型貯水槽水位計(ロープ式)により確認する。 

第１貯水槽及び第２貯水槽の水位を確認するため，第１

貯水槽及び第２貯水槽に可搬型貯水槽水位計（電波式）を

設置し，水位を確認する。 

送
水
ル
ー
ト
の
選
択

第１貯水槽，第２貯水槽及び敷地外水源の状態確認をし

た後，水の移送に使用する水源及びホース敷設ルートを決

定する。 
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２．１．６ 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

対
応
手
段
等 

 

 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

第
２
貯
水
槽
を
水
の
補
給
源
と
し
た
第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給 

 

以下の対処を行う必要がある場合，第２貯水槽から第１

貯水槽への水の補給作業に着手する。 

・添７第５表（５/10）「工場等外への放射性物質の拡散

を抑制するための手順等」のうち「放水設備による大

気中への放射性物質の拡散抑制」の対処を継続してい

る場合。 

 

第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，第２貯

水槽から第１貯水槽へ水を補給することを想定し，大型移

送ポンプ車を第２貯水槽近傍に移動し，設置する。可搬型

建屋外ホースを第２貯水槽から第１貯水槽まで敷設し，可

搬型建屋外ホースを第１貯水槽の取水箇所に設置した後，

大型移送ポンプ車を起動し，第１貯水槽へ水を補給する。

水の補給系統には，可搬型第１貯水槽給水流量計を接続

し，水の補給が所定の流量であることを確認する。第１貯

水槽及び第２貯水槽の水位は，可搬型貯水槽水位計（ロー

プ式）による確認又は可搬型貯水槽水位計（電波式）を設

置し確認する。 
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２．１．６ 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

対
応
手
段
等

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応

敷
地
外
水
源
を
水
の
補
給
源
と
し
た
第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給

第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備が完了し

た場合及び燃料加工建屋における放水設備による大気中

への放射性物質の拡散抑制の準備が完了した場合に敷地

外水源から第１貯水槽への水の補給作業に着手する。 

第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，敷地外

水源から第１貯水槽へ水を補給することを想定し，大型移

送ポンプ車を敷地外水源に設置し，可搬型建屋外ホースを

敷地外水源から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホー

スを第１貯水槽の取水箇所に設置した後，大型移送ポンプ

車を起動し，第１貯水槽へ水を補給する。水の補給系統に

は，可搬型第１貯水槽給水流量計を接続し，水の補給が所

定の流量であることを確認する。第１貯水槽及び第２貯水

槽の水位は，可搬型貯水槽水位計（ロープ式）による確認

又は可搬型貯水槽水位計（電波式）を設置し確認する。 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応

第
２
貯
水
槽
か
ら
敷
地
外
水
源
に
第
１
貯
水
槽

へ
の
水
の
補
給
源
の
切
り
替
え

第２貯水槽から敷地外水源への切り替えが必要になっ

た場合，水源の切り替えの手順に着手する。 
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２．１．６ 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

【作業性】 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。重大事故等の対処時においては，再処

理施設の中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時にお

いては，確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

【操作性】 

ホースの敷設ルートは，各作業時間を考慮し，送水開始までの時間

が最短になる組合せを優先して確保する。 

【成立性】 

大型移送ポンプ車の水中ポンプユニット吸込部には，ストレーナを

設置しており，異物の混入を防止する。 

燃
料
給
油

配慮すべき事項は，添７第５表（７／10）「電源の確保に関する手順

等」の燃料給油と同様である。 

放
射
線
防
護
放
射
線
管
理

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ

以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組織要員の作業場所

への移動及び作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。 
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２．１．６ 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

貯
水
槽
へ
の
水
位
計
の
設
置
に
係
る
情
報
把
握
収
集
伝
送
設
備
の
留
意
事
項

貯水槽への水位計の設置に関連する第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所への情報把握収集伝送設備の設置については，添７第５

表（９／10）「緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。 
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添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（７／10）  
２．１．７  電源の確保に関する手順等  

方
針
目
的 

全交流電源喪失した場合において，重大事故等に対処す
るために必要な電力を確保するために必要な手順等を整備
する。  

また，重大事故等の対処に必要な設備を継続運転させる
ため，補機駆動用燃料補給設備により燃料補給する手順等
を整備する。  

 

対
応
手
段
等 

 

全
交
流
電
源
喪
失
時
に
お
い
て
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確

保
に
関
す
る
対
応
手
順 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
よ
る
給
電 

【着手判断】  
重大事故等時に，外部電源が喪失し，

燃料加工建屋において非常用所内電源設
備が機能喪失したと判断した場合，手順
に着手する。  

 
【可搬型発電機の起動】  

各可搬型発電機から可搬型分電盤まで
可搬型電源ケーブルを敷設し，接続する。 

なお，可搬型分電盤を設置しない場合
は直接重大事故等対処設備へ接続する。  

各可搬型発電機及び重大事故等対処設
備について異臭，発煙，破損等の異常が
ないことを外観点検により確認する。  

各可搬型発電機の燃料が規定油量以上
であることを確認する。  

可搬型発電機を起動し，当該可搬型発
電機の電圧計及び燃料油計により健全で
あることを確認する。  

手順の成否は，可搬型発電機が正常に
起動し，可搬型分電盤まで必要な電源が
確保できていることを検電器等にて確認
する。  
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２．１．７  電源の確保に関する手順等

対
応
手
段
等

全
交
流
電
源
喪
失
以
外
の
状
態
に
お
い
て
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確
保
に
関
す
る
対
応
手
順

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
よ
る
給
電

全交流電源喪失以外の状態において発
生する重大事故等の対処に用いる閉じ込
める機能の喪失に対処するための設備，
監視測定設備，情報把握設備及び通信連
絡設備が必要となる場合は，全交流電源
喪失以外の状態において対処するため，
受電開閉設備，高圧母線，低圧母線を使
用し，電源を確保する。  
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２．１．７  電源の確保に関する手順等

考
慮
す
べ
き
事
項

負
荷
容
量

全
交
流
電
源
喪
失
時
に
お
い
て
重
大
事
故
等
の

対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
電
源
の
確
保
に
関
す
る

対
応
手
順

可搬型発電機は，必要な負荷が最大と
なる全交流電源喪失時における対処のた
めに必要な設備へ給電する。  
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２．１．７  電源の確保に関する手順等

全
交
流
電
源
喪
失
以
外
の
状
態
に
お
い
て

重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の

確
保
に
関
す
る
対
応
手
順

代替設備による機能の確保，修理等の
対応，全工程の停止等により重大事故等
に対処するための機能を維持する。  

配
慮
す
べ
き
事
項

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択

全
交
流
電
源
喪
失
時
に
お
い
て
重
大
事

故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の

確
保
に
関
す
る
対
応
手
順

全交流電源が喪失した場合には，燃料
補給のための対応手順及び燃料加工建屋
可搬型発電機，情報連絡用可搬型発電機
及び再処理施設の制御建屋可搬型発電機
による給電の対応手順に従い，電源を確
保することにより，重大事故等時の対処
に必要な電源を確保する。  

これらの対応手段の他に復旧により非
常用所内電源設備が機能維持し，対処に
必要となる要員が確保できた場合には，
自主対策設備を用いた対応を選択するこ
とができる。  
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２．１．７  電源の確保に関する手順等

全
交
流
電
源
喪
失
以
外
の
状
態
に
お
い
て

重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確

保
に
関
す
る
対
応
手
順

全交流電源喪失以外の状態における重
大事故等に対しては，受電開閉設備等を
使用するとともに，設計基準事故に対処
するための設備を一部兼用し，電源を確
保する。  
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２．１．７  電源の確保に関する手順等

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

全
交
流
電
源
喪
失
時
に
お
い
て
重
大

事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の

確
保
に
関
す
る
対
応
手
順

【悪影響防止】
代替電源設備による対処は，設計基準

事故に対処するための設備とは独立して
単独で行う。  
【成立性】  

燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋
可搬型発電機，情報連絡用可搬型発電機
により対策が確実に可能である。  

全
交
流
電
源
喪
失
以
外
の
状
態
に
お
い

て
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源

の
確
保
に
関
す
る
対
応
手
順

【悪影響防止】
通常時と同じ系統構成とする。

【成立性】  
全交流電源喪失以外の状態において発

生する重大事故等の対処は，中央監視室
等にて速やかに確認する。  
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２ .１．７  電源の確保に関する手順等

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

燃
料
給
油
の
た
め
の
対
応
手
順

【悪影響防止】
補 機 駆 動 用 燃 料 補 給 設 備 に よ る 対 処

は，設計基準事故に対処するための設備
とは独立して単独で行う。  
【成立性】  

各可搬型発電機，可搬型中型移送ポン
プ運搬車，大型移送ポンプ車，ホース展
張車，運搬車，ホイールローダ及び軽油
用タンクローリの補機駆動用の燃料は，
補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽及び
軽油用タンクローリにより必要な量を補
給する。  

運転開始後に，可搬型発電機の近傍に
設置したドラム缶の燃料が枯渇するまで
に燃料補給を実施する。  

可搬型発電機等の軽油を貯蔵する軽油
貯槽は，想定する事象の進展を考慮し，
約 100ｍ 3 の地下タンク８基により対処
に必要な容量を確保する。  
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２ .１．７  電源の確保に関する手順等  

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の
安全対策に加えて，放射線環境や作業環
境に応じた防護具の配備を行い，移動時
及び作業時の状況に応じて着用すること
とする。  

重大事故等の対処時においては，中央
監視室等との連絡手段を確保する。  
夜間及び停電時においては，確実に運搬，
移動ができるように，可搬型照明を配備
する。  
 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の
安全対策に加えて，放射線環境や作業環
境に応じた防護具の配備を行い，移動時
及び作業時の状況に応じて着用すること
とする。  

線量管理については個人線量計を着用
し，１作業当たり 10mSv以下とすることを
目安に管理する。  

さらに，実施組織要員の作業場所への
移動及び作業においては，作業場所の線
量率の把握及び状況に応じた対応を行う
ことにより，実施組織要員の被ばく線量
を可能な限り低減する。  
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添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（８／10） 

２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

方
針
目
的

重大事故等が発生した場合にＭＯＸ燃料加工施設から大気中へ放出さ

れる放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果

を記録するための手順を整備する。また，風向，風速その他の気象条件

を測定し，及びその結果を記録するための手順を整備する。 

対
応
手
段
等

設
計
基
準
対
象
の
施
設

設計基準対象の以下の施設を重大事故等対処設備として

位置付け重大事故等の対処に用いる。 

【放射線監視設備】 

・排気モニタリング設備（排気モニタ）

・工程室排気ダクト

・グローブボックス排気ダクト

・排気筒

・環境モニタリング設備（モニタリングポスト及びダスト

モニタ）

【試料分析関係設備】 

・放出管理分析設備（アルファ線用放射能測定装置及びベ

ータ線用放射能測定装置）

・環境試料測定設備（核種分析装置）

【環境管理設備】

・放射能観測車

・気象観測設備
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

排気モニタリング設備は，通常時から排気モニタによ

り放射性物質の濃度を監視している。重大事故等時に排

気モニタリング設備の機能が維持されていると判断した

場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して排気モニタにより放射性物質の

濃度を監視する。排気モニタの測定値は，中央監視室に

おいて指示及び記録し，放射能レベルがあらかじめ設定

した値を超えたときは，警報を発する。また，排気モニ

タの測定値は，再処理施設の中央制御室及び緊急時対策

所へ伝送する。

排気モニタによる放射性物質の濃度の測定は継続され

ているため，排気モニタにより監視及び測定並びにその

結果の記録を継続する。 
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に排気モニタリング設備が機能喪失した

と判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型ダ

ストモニタ）を代替換気設備の可搬型ダクトに接続し，

ＭＯＸ燃料加工施設から大気中へ放出される放射性物質

を連続的に捕集するとともに，放射性物質の濃度を測定

し，記録する。

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型排

気モニタリング設備に接続し，測定値を衛星通信により

再処理施設の中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。

伝送した測定値は，再処理施設の中央制御室に設置する

制御建屋情報把握設備により，監視及び記録するととも

に，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設

備により監視及び記録する。 

代替電源設備の燃料加工建屋可搬型発電機により可搬

型排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用

データ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度の測

定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニタ

リング用データ伝送装置の建屋内への移動及び除灰作業

の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応

じ，除灰作業を実施する。
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
出
管
理
分
析
設
備
に
よ
る
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

放出管理分析設備（アルファ線用放射能測定装置及び

ベータ線用放射能測定装置）は，通常時から排気モニタ

リング設備により捕集した放射性物質の濃度を測定して

いる。重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持さ

れていると判断した場合，手順に着手する。

具体的には，継続して放出管理分析設備により，排気

モニタリング設備又は可搬型排気モニタリング設備で捕

集した放射性物質の濃度を測定する。

排気モニタリング設備又は可搬型排気モニタリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は放射性物

質の放出のおそれがある場合に回収し，放出管理分析設

備により放射性物質の濃度を測定し，ＭＯＸ燃料加工施

設から大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，

記録する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備によ

り再処理施設の中央制御室に連絡する。
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
放
出
管
理
分
析
設
備
に
よ
る
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定 

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと判

断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型放出管理分析設備（可搬型放射能

測定装置）により，排気モニタリング設備又は可搬型排

気モニタリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定

する。 

排気モニタリング設備又は可搬型排気モニタリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は放射性物

質の放出のおそれがある場合に回収し，可搬型放出管理

分析設備により放射性物質の濃度を測定し，ＭＯＸ燃料

加工施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度を評

価し，記録する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設

備により再処理施設の中央制御室に連絡する。 
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定

モニタリングポストは，通常時から周辺監視区域境界

付近にて，空間放射線量率の連続監視を行っている。ま

た，ダストモニタは，通常時から空気中の放射性物質の

濃度を監視するため，放射性物質を連続的に捕集及び測

定している。重大事故等時に環境モニタリング設備の機

能が維持されていると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，モニタリングポストにより空間放射線量

率を連続監視するとともに，ダストモニタにより空気中

の放射性物質を連続的に捕集及び測定する。環境モニタ

リング設備の測定値は，中央監視室において指示及び記

録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあらかじめ設

定した値を超えたときは，警報を発する。また，環境モ

ニタリング設備の測定値は，再処理施設の中央制御室及

び緊急時対策所へ伝送する。

モニタリングポストによる空間放射線量率の測定及び

にダストモニタによる空気中の放射性物質の捕集及び測

定は継続されているため，監視及び測定並びにその結果

の記録を継続する。 
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した

と判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備（モニタリ

ングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモニタ

の代替として可搬型ダストモニタ）により，周辺監視区

域境界付近において，線量を測定するとともに，空気中

の放射性物質を連続的に捕集及び測定する。

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型環

境モニタリング設備に接続し，測定値を衛星通信により

再処理施設の中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。

伝送した測定値は，再処理施設の中央制御室に設置する

制御建屋情報把握設備により，監視及び記録するととも

に，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設

備により監視及び記録する。 

可搬型環境モニタリング用発電機により可搬型環境モ

ニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用データ伝

送装置への給電を行い，放射性物質の濃度及び線量の測

定を行う。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型環境モニタ

リング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装置

及び可搬型環境モニタリング用発電機の建屋内への移動

及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した

のち必要に応じ，除灰作業を実施する。
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
，
線
量
及
び

放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
密
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した

と判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備を設置する

までの間，可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，燃料

加工建屋周辺における線量当量率及び空気中の放射性物

質の濃度を測定するとともに，燃料加工建屋開口部の表

面密度の測定を行い，建屋外への漏えいの有無を確認す

る。 

線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて，

測定線種を設定する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果は，

通信連絡設備により再処理施設の中央制御室に連絡す

る。 
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

放
射
能
観
測
車
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の 

濃
度
及
び
線
量
の
測
定 

放射能観測車は，通常時及び設計基準事故時に敷地周

辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅

速に測定するため，空間放射線量率測定器，中性子線用

サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び

放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能観測

車を備えている。重大事故等時に放射能観測車の機能が

維持されていると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，放射能観測車により，敷地周辺の空間放

射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定する。 

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備により

再処理施設の中央制御室に連絡する。 

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の 

濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定 

重大事故等時に放射能観測車が機能喪失（搭載機器の

測定機能又は車両の走行機能）したと判断した場合，手

順に着手する。 

具体的には，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サー

ベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（Ｓ

Ａ），ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中

性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・よう素サ

ンプラ（ＳＡ））により，ＭＯＸ燃料加工施設及びその

周辺において，空気中の放射性物質の濃度及び線量を測

定する。 

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡設

備により再処理施設の中央制御室に連絡する。 
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
空
気
中
の 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，通常時からＭ

ＯＸ燃料加工施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時に

環境試料測定設備の機能が維持されていると判断した場

合，手順に着手する。 

具体的には，継続して環境試料測定設備により，ダス

トモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した放射性物質

の濃度を測定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試料

は，定期的（１日ごと）又は放射性物質の放出のおそれ

がある場合に回収し，環境試料測定設備により放射性物

質の濃度を測定し，空気中の放射性物質の濃度を評価す

る。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備により緊急

時対策所に連絡する。 

 

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，通常時からＭ

ＯＸ燃料加工施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時に

環境試料測定設備の機能が維持されていると判断した場

合，また，排気モニタリング設備，可搬型排気モニタリ

ング設備，環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリ

ング設備，可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理

分析設備，環境試料測定設備，可搬型放出管理分析設

備，可搬型試料分析設備，放射能観測車及び可搬型放射

能観測設備による測定により，ＭＯＸ燃料加工施設から

の放射性物質の放出のおそれがあると判断した場合，手

順に着手する。 

具体的には，環境試料測定設備により，ＭＯＸ燃料加

工施設及びその周辺において採取した水試料及び土壌試

料の放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射

性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定 

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと判

断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測定

装置及び可搬型核種分析装置）により，ダストモニタ又

は可搬型ダストモニタで捕集した放射性物質の濃度を測

定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試料

は，定期的（１日ごと）又は放射性物質の放出のおそれ

がある場合に回収し，可搬型試料分析設備により放射性

物質の濃度を測定し，空気中の放射性物質の濃度を評価

する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備により緊

急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分

析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行

う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニタ

リング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を

実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。 
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと判

断した場合，また，排気モニタリング設備，可搬型排気

モニタリング設備，環境モニタリング設備，可搬型環境

モニタリング設備，可搬型建屋周辺モニタリング設備，

放出管理分析設備，環境試料測定設備，可搬型放出管理

分析設備，可搬型試料分析設備，放射能観測車及び可搬

型放射能観測設備による測定により，ＭＯＸ燃料加工施

設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断した場

合，手順に着手する。

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測定

装置及び可搬型核種分析装置）により，ＭＯＸ燃料加工

施設及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料

の放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通信

連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分

析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行

う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニタ

リング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を

実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等

気
象
観
測
設
備
に
よ
る

気
象
観
測
項
目
の
測
定

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日射

量，放射収支量及び雨量を観測している。重大事故等時

に気象観測設備の機能が維持されていると判断した場

合，手順に着手する。 

具体的には，継続して気象観測設備により風向，風

速，日射量，放射収支量及び雨量を観測し，その観測値

を中央監視室，再処理施設の中央制御室及び緊急時対策

所に伝送する。 

気象観測設備による気象観測項目の測定は継続されて

いるため，測定及びその結果の記録を継続する。 

可
搬
型
気
象
観
測
設
備
に
よ
る
気
象
観
測
項
目
の
代
替
測
定

重大事故等時に気象観測設備（風向風速計，日射計，

放射収支計，雨量計）が機能喪失したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備（風向風速計，日射

計，放射収支計，雨量計）により，敷地内において風

向，風速その他の気象条件を測定する。 

可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測設

備に接続し，観測値を衛星通信により再処理施設の中央

制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送した観測値

は，再処理施設の中央制御室に設置する制御建屋情報把

握設備により記録するとともに，緊急時対策所において

も緊急時対策建屋情報把握設備により記録する。 

可搬型気象観測用発電機により可搬型気象観測設備及

び可搬型気象観測用データ伝送装置への給電を行い，敷

地内において風向，風速その他の気象条件の測定を行

う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測設

備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観

測用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施

する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業

を実施する。 
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
風
向
風
速
計
に
よ
る
風
向
及
び
風
速
の
測
定 

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失したと判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備を設置するまでの

間，可搬型風向風速計により，敷地内において風向及び

風速を測定する。 

可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備に

より再処理施設の中央制御室に連絡する。 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
電
源
を
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用 

代
替
電
源
設
備
か
ら
給
電
す
る
手
順
等 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
可
搬
型
発
電
機
に
よ
る 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
へ
の
給
電 

重大事故等時に，第１非常用ディーゼル発電機が自動

起動せず，非常用所内電源系統から環境モニタリング設

備への給電が喪失し，無停電電源装置により給電され，

環境モニタリング設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，環境モニタリング用可搬型発電機によ

り，環境モニタリング設備へ給電する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，環境モニタリング

用可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を

実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。 
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，ＭＯＸ燃料加工施設から放射性物質

の放出により，モニタリングポストのバックグラウンド

が上昇するおそれがあると判断した場合，手順に着手す

る。 

具体的には，事故後の周辺汚染により，モニタリング

ポストによる測定ができなくなることを避けるため，モ

ニタリングポスト局舎内の換気システムを停止し，モニ

タリングポストの検出器カバーに養生シートを被せ，養

生する。検出器カバーの養生シートは，必要に応じて交

換する。

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，必

要に応じてモニタリングポスト局舎の除染，周辺土壌の

撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低減を図

る。 

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，ＭＯＸ燃料加工施設から放射性物質

の放出により，可搬型環境モニタリング設備のバックグ

ラウンドが上昇するおそれがあると判断した場合，手順

に着手する。

具体的には，事故後の周辺汚染により，可搬型環境モ

ニタリング設備による測定ができなくなることを避ける

ため，可搬型環境モニタリング設備を設置する際にあら

かじめ検出器カバーに養生シートを被せた後，可搬型環

境モニタリング設備を設置する。検出器カバーの養生シ

ートは，必要に応じて交換する。

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，必

要に応じて可搬型環境モニタリング設備の除染，周辺土

壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低減

を図る。 
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順

可
搬
型
放
出
管
理
分
析
設
備
及
び

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に可搬型放出管理分析設備による放射性

物質の濃度の測定場所は，燃料加工建屋を基本とする。

また，可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測

定場所は，再処理施設の主排気筒管理建屋を基本とす

る。ただし，試料測定に影響が生じる場合は，緊急時対

策所又は再処理事業所外の適切な場所に設備を移動し，

測定する。 

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

また，再処理施設の中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保

全交流電源喪失時は，可搬型重大事故等対処設備の可

搬型発電機を用いて，放射性物質の濃度及び線量の測定

で使用する設備及び風向，風速その他の気象条件の測定

で使用する設備へ給電する。 

燃
料
給
油

配慮すべき事項は，第５表 重大事故等対処における

手順の概要（７／10）「２．１．７ 電源の確保に関す

る手順等」の燃料給油と同様である。 
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２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

放
射
線
管
理

放
射
線
防
護

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。線量管理については個人線量計を着用し，１作業当

たり 10mSv 以下とすることを目安に管理する。さらに，

実施組織要員及び支援組織要員の作業場所への移動及び

作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員及び支援組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

他
の
機
関
と
の
連
携

重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立ち

上げる緊急時モニタリングセンターにおいて，国が地方

公共団体と連携して策定するモニタリング計画に従い，

資機材，要員及び放出源情報を提供するとともにモニタ

リングに協力する。

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業者

との協力体制を構築するため原子力事業者間協力協定を

締結し，環境放射線モニタリング等への要員の派遣，資

機材の貸与等を受けることが可能である。 
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添７第５表  重大事故等対処における手順の概要 (９／ 10) 

２．１．９  緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

方
針
目
的

【居住性を確保するための措置】

重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員等の被ばく線量を７日

間で 100mSv を超えないようにするために必要な対応手段と

して，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設

備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策建屋放射線計

測設備及び緊急時対策建屋電源設備により，緊急時対策所

にとどまるために必要な居住性を確保する手順を整備す

る。  

【重大事故等の対処に必要な重要監視パラメータを監視及

び記録し，ＭＯＸ燃料加工施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡をするための措置】 

重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処

するために必要な指示を行う要員等が，情報把握設備及び

通信連絡設備により，重大事故等に対処するために必要な

重要監視パラメータを監視及び記録し，重大事故等に対処

するために必要な重要監視パラメータを把握するととも

に，重大事故等に対処するための対策の検討を行う手順を

整備する。  

また，重大事故等に対処するための対策の検討に必要な

資料を緊急時対策建屋に整備する。 

【必要な数の要員の収容に係る措置】  

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備によ

り，ＭＯＸ燃料加工施設の内外の通信連絡をする必要のあ

る場所と通信連絡を行う。 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電源設備からの給電

により，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備を

使用する。  

緊急時対策所には，非常時対策組織本部，支援組織及び

実施組織の要員並びに全社対策組織の一部の要員として最

大 360 人を収容できる。  
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２．１．９  緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

方
針
目
的

なお，再処理施設において気体状の放射性物質が大気

中へ大規模に放出する場合において，緊急時対策所にと

どまる非常時対策組織の要員は約 50 人である。  

また，要員の収容が適切に行えるようにトイレや休

憩スペース等を整備するとともに，収容する要員に必

要な資機材を整備し，通常時から維持，管理する。  

【重大事故等時の対処において必要となる設備への給

電措置】  

重大事故等が発生した際に外部電源が喪失している

場合においても当該重大事故等に対処するために必要

な電源を給電するための手順を整備する。  

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機，

緊急時対策建屋高圧系統の 6.9kＶ緊急時対策建屋用母

線及び緊急時対策建屋低圧系統の 460Ｖ緊急時対策建

屋用母線により，緊急時対策所の必要な負荷に給電して

いることを確認する手順に着手する。

対
応
手
段
等

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

緊
急
時
対
策
所
の
立
ち
上
げ
手
順

換
気
設
備
の
起
動
確
認
手
順

外部電源が喪失した場合は，緊急時対策

建屋電源設備より受電したのち，緊急時対

策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及

び緊急時対策建屋排風機が自動起動するた

め，緊急時対策建屋換気設備の起動確認の

手順に着手する。 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射

性物質の放出を確認した場合は，居住性を

確保するため，緊急時対策建屋換気設備の

再循環モード又は緊急時対策建屋加圧ユニ

ットによる加圧へ切り替える。  

火山の影響により , 降灰予報 (「やや多

量」以上 )を確認した場合は，事前の対応作

業として，除灰作業の準備を実施する。  

また，降灰を確認したのち必要に応じて除

灰作業を実施し，緊急時対策建屋換気設備

に影響を及ぼすおそれがある場合は，再循

環モードに切り替える。  
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２．１．９ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

緊
急
時
対
策
所
の
立
ち
上
げ
手
順

緊
急
時
対
策
所
内
の
酸
素
濃
度
，
二
酸
化
炭
素
濃
度
及

び
窒
素
酸
化
物
濃
度
の
測
定
手
順

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使

用を開始した場合は，緊急時対策所の居住性

確保の観点から，緊急時対策所内の酸素濃度，

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定す

る手順に着手する。 

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
条
特
定
事
象
発
生
の
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
の
手
順

緊
急
時
対
策
建
屋
放
射
線
計
測
設
備(

可
搬
型
屋
内
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
設
備)

の
測
定
手
順

重大事故等が発生した場合は，緊急時対策

所の居住性の確認（線量率及び放射性物質濃

度）を行うために，緊急時対策所において可搬

型屋内モニタリング設備の可搬型エリアモニ

タ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベー

タ線用サーベイメータにより測定する手順に

着手する。 
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２．１．９ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
条
特
定
事
象
発
生

の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
手
順

緊
急
時
対
策
建
屋
放
射
線
計
測
設
備(
可
搬
型
環
境
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
設
備)

の
測
定
手
順

重大事故等が発生した場合は，放出する放

射性物質による指示値を確認し，緊急時対策

建屋換気設備の切替操作を行うための判断に

使用するため，可搬型環境モニタリング設備

の可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタに

より測定する手順に着手する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
の
放
射
線
防
護
等
に

関
す
る
手
順
等

緊
急
時
対
策
建
屋
換
気
設
備
の
再
循
環
モ
ー
ド
切
替

手
順

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出を確認した場合，窒素酸化物の発

生により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼ

すと判断した場合又は火山の影響による降灰

により緊急時対策建屋換気設備の運転に影響

を及ぼすおそれがある場合に，緊急時対策建

屋換気設備を再循環モードへ切り替える手順

に着手する。 
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２．１．９ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
の
放
射
線
防
護
等
に
関
す
る
手
順
等

緊
急
時
対
策
建
屋
加
圧
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る

加
圧
手
順

再循環モード時，再処理施設において気

体状の放射性物質が大気中へ大規模に放

出するおそれがある場合で，酸素濃度の低

下，二酸化炭素濃度の上昇，対策本部室の

差圧の低下又は線量当量率の上昇により

居住性の確保ができなくなるおそれがあ

る場合は，緊急時対策建屋加圧ユニットに

よる加圧を行う手順に着手する。 

緊
急
時
対
策
建
屋
加
圧
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る

加
圧
か
ら
外
気
取
入
加
圧
モ
ー
ド
へ
の
切

替
手
順

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備等の指示値が上

昇した後に，下降に転じ，さらに安定的な

状態になり，周辺環境中の放射性物質濃度

が十分低下した場合は，緊急時対策建屋加

圧ユニットによる加圧から外気取入加圧

モードへ切り替える手順に着手する。
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２．１．９ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
及
び
記
録
し
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
内
外
の
通
信

連
絡
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
を
す
る
た
め
の
措
置 

重
大
事
故
等
時
の
対
処
に
お

け
る
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

の
収
集
手
順 

重大事故等が発生した場合に，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員等が，情報把握計装設

備による情報伝送準備ができるまでの間，通信連絡設

備により，必要なパラメータの情報を収集し，重大事

故等に対処するために必要な情報を把握するととも

に，重大事故等に対処するための対策の検討を実施す

る手順に着手する。 

全
交
流
電
源
喪
失
を
伴
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
監
視
及
び
記
録 

重大事故等が発生した場合に，制御建屋情報把握設

備の制御建屋データ収集装置及び制御建屋データ表

示装置並びに情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋

データ収集装置の機能が維持されていると判断した

場合，手順に着手する。 

制御建屋情報把握設備の制御建屋データ収集装置，

制御建屋データ表示装置及び情報把握収集伝送設備

の燃料加工建屋データ収集装置は電源設備から，制御

建屋情報把握設備の制御建屋可搬型情報収集装置は

制御建屋可搬型発電機から，制御建屋可搬型情報収集

装置(燃料加工建屋)，制御建屋可搬型情報表示装置

(燃料加工建屋)は情報連絡用可搬型発電機から，情報

把握収集伝送設備の燃料加工建屋可搬型情報収集装

置は可搬型発電機から，第１保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置は情報把握計装設備可搬型発電機からそれぞれ給

電する。 

火山の影響により，降灰予報(「やや多量」以上)を

確認した場合は，事前の対応作業として，除灰作業の

準備を実施する。 
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２．１．９ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
及
び
記
録
し
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
内
外

の
通
信
連
絡
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
を
す
る
た
め
の
措
置

全
交
流
電
源
喪
失
時
の
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
重
要
監
視

パ
ラ
メ
ー
タ
の
監
視
及
び
記
録

重大事故等が発生した場合に，制御建屋情報把握設

備の制御建屋データ収集装置及び制御建屋データ表

示装置並びに情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋

データ収集装置の機能が喪失したと判断した場合，手

順に着手する。 

御建屋情報把握設備の制御建屋可搬型情報収集装

置は制御建屋可搬型発電機から，制御建屋可搬型情報

収集装置(燃料加工建屋)，制御建屋可搬型情報表示装

置(燃料加工建屋)は情報連絡用可搬型発電機から，情

報把握収集伝送設備の燃料加工建屋可搬型情報収集

装置は可搬型発電機から，第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置は情報把握計装設備可搬型発電機からそれぞれ

給電する。 

火山の影響により，降灰予報(「やや多量」以上)を

確認した場合は，事前の対応作業として，除灰作業の

準備を実施する。 
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の
対
策

の
検
討
に
必
要
な
資
料
の
整
備

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な

資料を緊急時対策建屋に配備し，資料を更新した場合

は資料の差し替えを行い，常に最新となるよう通常時

から維持，管理する。 
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２．１．９ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
重
要
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ
を
監
視
及
び
記
録
し
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工

施
設
の
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る

場
所
と
通
信
連
絡
を
す
る
た
め
の
措
置

通
信
連
絡
に
関
す
る
手
順
等

重大事故等時において，通信連絡設備に

より，再処理施設の中央制御室，屋内外の

作業場所，国，原子力規制委員会，青森県，

六ヶ所村等のＭＯＸ燃料加工施設の内外

の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行う手順に着手する。 

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置

放
射
線
管
理

放
射
線
管
理
資
機
材(

個
人
線
量
計
及
び
防
護
具
類)

及
び
出
入
管
理

区
画
用
資
機
材
の
維
持
管
理

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，支援組織の要

員が応急復旧対策の検討，実施等のために屋外

で作業を行う際，当該要員は個人線量計及び防

護具類を着用する。 

緊急時対策建屋には，７日間外部からの支援

がなくとも非常時対策組織の要員が使用する

のに十分な数量の放射線管理用資機材（個人線

量計及び防護具類）及び緊急時対策所への汚染

の持ち込みを防止するため，作業服の着替え，

防護具の着装及び脱装，身体の汚染検査並びに

除染作業ができる区画（以下「出入管理区画」

という。）において使用する出入管理区画用資

機材を配備するとともに，通常時から維持，管

理する。重大事故等時には，放射線管理用資機

材（個人線量計及び防護具類），出入管理区画

用資機材の使用及び管理を適切に行い，十分な

放射線管理を行う手順に着手する。 
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２．１．９ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置

放
射
線
管
理

出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用
手
順

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により汚

染したような状況下において，出入管理区画を

設置する手順に着手する。 

出入管理区画には，防護具類を脱装する脱装

エリア，放射性物質による要員又は物品の汚染

の有無を確認するためのサーベイエリア及び汚

染を確認した際に除染を行う除染エリアを設

け，非常時対策組織の要員が汚染検査及び除染

を行うとともに，出入管理区画の汚染管理を行

う。

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設

置し，除染はアルコールワイプや生理食塩水で

の拭き取りを基本とするが，拭き取りにて除染

ができない場合は，簡易シャワーにて水洗いに

よる除染を行う。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応

じて紙タオルへ染み込ませる等により固体廃棄

物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所の全照明が消灯

した場合は，可搬型照明を配備する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画内に

保管する。 

対
応
手
段
等

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置

放
射
線
管
理

緊
急
時
対
策
建
屋
換
気
設
備
の
切
替
手

順 運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障する

等，切り替えが必要となった場合は，緊急時対

策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機及び緊急

時対策建屋フィルタユニットを待機側に切り替

える手順に着手する。 
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２．１．９ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
順
等

必
要
な
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置

放
射
線
管
理

飲
料
水
，
食
料
等
の
維
持
管
理

重大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員等が重大事故等の発生後，少なくとも外部か

らの支援なしに７日間，活動するために必要な飲

料水，食料等を備蓄するとともに，通常時から維

持，管理する。 

重大事故等が発生した場合には飲料水，食料等

の支給を適切に運用する。 

また，緊急時対策所内での飲食等の管理として，

適切な頻度で緊急時対策所内の空気中放射性物質

濃度の測定を行い，飲食しても問題ない環境であ

ることを確認する。 

緊
急
時
対
策
建
屋
用
発
電
機
に
よ
る
給
電
手
順

緊急時対策建屋用発電機の多重性が確保されて

いる状態において，外部電源が喪失した場合は，

緊急時対策建屋用発電機が自動起動し，緊急時対

策建屋高圧系統の 6.9kＶ緊急時対策建屋用母線に

自動で接続し，緊急時対策建屋換気設備，緊急時

対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備へ給電す

る。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)

を確認した場合は，事前の対応作業として,除灰作

業の準備を実施する。 

また，降灰を確認したのち必要に応じて除灰作

業を実施し，緊急時対策建屋用発電機の運転に影

響を及ぼすおそれがある場合は，給気フィルタの

交換を行う。 
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２．１．９ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
順
等

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
の
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の

衝
突
そ
の
他
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
発
生
し
た
場
合
に
必
要
な
情

報
を
把
握
す
る
た
め
の
措
置

ＭＯＸ燃料加工施設への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムが発生した場合，情報把握設備を

用いて，再処理施設の中央制御室又は緊急時対策所にお

いて必要な情報を監視並びに記録する手順に着手する。 
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２．１．９ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央制御室との

連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保

全交流電源喪失時は，緊急時対策建屋用発電機を用いて緊急時

対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設

備へ給電，可搬型発電機及び情報把握計装設備可搬型発電機を用

いて情報把握収集伝送設備へ給電，制御建屋可搬型発電機及び情

報連絡用可搬型発電機を用いて制御建屋情報把握設備へ給電す

る。 

また，緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリン

グ設備の可搬型発電機を用いて，可搬型線量率計，可搬型ダスト

モニタ及び可搬型データ伝送装置へ給電する。

燃
料
給
油

緊急時対策建屋用発電機の燃料は，緊急時対策建屋電源設備の

燃料補給設備の重油貯槽より補給する。 

情報把握計装設備可搬型発電機，可搬型発電機，制御建屋可搬

型発電機及び情報連絡用可搬型発電機及び可搬型環境モニタリ

ング設備の可搬型発電機の配慮すべき事項は，第５表（６／９）

「２．１．７電源の確保に関する手順等」の燃料給油と同様であ

る。

放
射
線
管
理
、
放
射
線
防
護

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり

10mSv以下とすることを目安に管理する。 

さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことに

より，支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 
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添７第５表 重大事故等対処における手順の概要（10／10） 

２．１．10 通信連絡に関する手順等 

方
針
目
的

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所の内外の通信

連絡する必要のある場所と通信連絡を行うため，通信連絡設備及び

代替通信連絡設備により通信連絡を行う手順等を整備する。 

対
応
手
段
等

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡

所
内
通
信
連
絡
設
備
を
用
い
る
場
合

重大事故等時に所内通信連絡設備が機能維持してい

ると判断した場合，所内通信連絡設備を用いて通信連

絡及びパラメータを共有する手順に着手する。 

実施組織要員又は支援組織要員が，屋内（現場），

屋外（現場）及び屋内（中央監視室，再処理施設の中

央制御室及び緊急時対策所）において相互に通信連絡

を行う場合は，ページング装置，所内携帯電話，専用

回線電話及びファクシミリを使用する。 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所内の必要な場所で共有するため，ページング装置，

所内携帯電話，専用回線電話，ファクシミリ及び環境

中継サーバを使用する。 
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２．１．10 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡

所
内
通
信
連
絡
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合

重大事故等時に所内通信連絡設備が機能喪失したと

判断した場合，代替通信連絡設備を用いて通信連絡を

する手順に着手する。 

実施組織要員又は支援組織要員が，屋内（現場），

屋外（現場）及び屋内（中央監視室，再処理施設の中

央制御室及び緊急時対策所）において相互に通信連絡

を行う場合は，通話装置のケーブル，可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋外用）等を使用する。 

所内通信連絡設備が機能喪失した場合は，代替電源

設備（充電池及び乾電池を含む。）を用いて可搬型衛

星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用）等

へ給電する。 
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２．１．10 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡 

所
内
通
信
連
絡
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合 

また，重大事故等時に所内通信連絡設備が機能喪失

したと判断した場合，代替通信連絡設備を用いてパラ

メータを共有する手順に着手する。 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所内の必要な場所で共有する。 

・屋内（現場）等における通信連絡には，通話装置の

ケーブル及び可搬型通話装置を使用する。 

・屋外（現場）における通信連絡には，可搬型衛星電

話（屋外用），可搬型トランシーバ（屋外用），「第

33条 監視測定設備」の代替モニタリング設備の一

部である可搬型環境モニタリング用データ伝送装置

及び代替気象観測設備の一部である可搬型気象観測

用データ伝送装置を使用する。 

・屋内（中央監視室，再処理施設の中央制御室及び緊

急時対策所）における通信連絡には，可搬型衛星電

話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）を

使用する。 

 

7－337



２．１．10 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡 

所
外
通
信
連
絡
設
備
を
用
い
る
場
合 

重大事故等時に所外通信連絡設備が機能維持してい

ると判断した場合，所外通信連絡設備を用いて通信連

絡及びパラメータを共有する手順に着手する。 

実施組織要員が，中央監視室又は再処理施設の中央

制御室から再処理事業所外（国，地方公共団体，その

他関係機関等）の通信連絡を行う必要がある場所と通

信連絡を行う場合は，一般加入電話，一般携帯電話，

衛星携帯電話及びファクシミリを使用する。 

支援組織要員が，緊急時対策所から再処理事業所外

（国，地方公共団体，その他関係機関等）の通信連絡

を行う必要がある場所と通信連絡を行う場合は，統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム等を使用する。 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所外の必要な場所で共有するため，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話

及びファクシミリを使用する。 
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２．１．10 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡

所
外
通
信
連
絡
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合

重大事故等時に所外通信連絡設備が機能喪失したと

判断した場合，代替通信連絡設備を用いて通信連絡す

る手順に着手する。 

実施組織要員が，中央監視室又は再処理施設の中央

制御室から再処理事業所外（国，地方公共団体，その

他関係機関等）の通信連絡を行う必要がある場所と通

信連絡を行う場合は，可搬型衛星電話（屋内用）又は

可搬型衛星電話（屋外用）を使用する。 

また，重大事故等への体制に移行した際に所外通信

連絡設備が機能喪失したと判断した場合，代替通信連

絡設備を用いて通信連絡する手順に着手する。 

支援組織要員が，緊急時対策所から再処理事業所外

（国，地方公共団体，その他関係機関等）の通信連絡

を行う必要がある場所と通信連絡を行う場合は，統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム及び可搬型衛星電話（屋内用）を

使用する。 
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２．１．10 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡

所
外
通
信
連
絡
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合

所外通信連絡設備が機能喪失した場合は，代替電源

設備（充電池及び乾電池を含む。）を用いて可搬型衛

星電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワ

ークＴＶ会議システムへ給電する。 
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２．１．10 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡

所
外
通
信
連
絡
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合

また，重大事故等時に所外通信連絡設備が機能喪失

したと判断した場合，代替通信連絡設備を用いてパラ

メータを共有する手順に着手する。 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所外（国，地方公共団体，その他関係機関等）の必要

な場所で共有する。 

・中央制御室からの連絡は，可搬型衛星電話（屋外用）

を使用する。 

・緊急時対策所からの連絡は，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム及び可搬型衛星電話（屋内用）を使用する。
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２．１．10 通信連絡に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡

実施組織要員又は支援組織要員が，屋内（現場），

屋外（現場）及び屋内（中央監視室，再処理施設の中

央制御室及び緊急時対策所）との間で通信連絡を行う

場合は，通常，ページング装置，所内携帯電話，専用

回線電話及びファクシミリを使用する。 

また，重要なパラメータを計測し，その結果を再処

理事業所内の必要な場所で共有する場合は，上記設備

に加えて環境中継サーバを使用する。 

重大事故等時においてこれらが使用できない場合は，

通話装置のケーブル，可搬型通話装置，可搬型衛星電

話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬

型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外

用）を使用する。 

また，重要なパラメータを計測し，その結果を再処

理事業所内の必要な場所で共有する場合は，上記設備

に加えて「第 33条 監視測定設備」の代替モニタリン

グ設備の一部である可搬型環境モニタリング用データ

伝送装置及び代替気象観測設備の一部である可搬型気

象観測用データ伝送装置を使用する。 

電
源
確
保

所内通信連絡設備が損傷又は電源喪失した場合は，

充電池，乾電池，代替電源設備の一部である燃料加工

建屋可搬型発電機及び情報連絡用可搬型発電機並びに

緊急時対策建屋電源設備の一部である緊急時対策建屋

用発電機に接続することにより，可搬型通話装置，可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシ

ーバ（屋外用）へ給電する。 
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２．１．10 通信連絡に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡

実施組織要員又は支援組織要員が，中央監視室，再

処理施設の中央制御室又は緊急時対策所から再処理事

業所外（国，地方公共団体，その他関係機関等）へ通

信連絡を行う場合は，通常，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－Ｆ

ＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話又はファ

クシミリを使用するが，これらが使用できない場合は，

代替通信連絡設備として統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，可搬

型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）

を使用する。 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，

起動，通信状態の確認等を緊急時対策所で実施する。

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所外の必要な場所で共有する場合も同様である。 

電
源
確
保

所外通信連絡設備が損傷又は電源喪失した場合は，

充電池及び緊急時対策建屋電源設備の一部である緊急

時対策建屋用発電機に接続することにより，統合原子

力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬

型衛星電話（屋外用）へ給電する。 
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２．１．10 通信連絡に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

代
替
電
源
設
備
か
ら
給
電
す
る
手
順
等

代替電源設備から給電する手順については，「２．

１．７ 電源の確保に関する手順等」及び「２．１．

９ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整

備する。 
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添７第６表 重大事故等対策における操作の成立性（１／８） 

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

重
大
事
故
等
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
の
手
順
等

全送排風機の停

止，全工程停止及

び動力電源の遮断 

実施責任者等 

の要員 
４人 

５分以内 ※１
ＭＯＸ燃料加

工施設対策班 

の班員 

２人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す。
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添７第６表 重大事故等対策における操作の成立性（２／８） 

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

核燃料物質等の飛散

又は漏えいの原因と

なる火災の消火 

実施責任者等 

の要員 
４人 

10分以内 ※１
ＭＯＸ燃料加

工施設対策班 

の班員 

４人 

燃料加工建屋外への

放出経路の閉止 

実施責任者等 

の要員 
４人 

10分以内 ※１
ＭＯＸ燃料加

工施設対策班 

の班員 

４人 

核燃料物質等の回収 

実施責任者等 

の要員 
４人 

※２ ※２
ＭＯＸ燃料加

工施設対策班 

の班員 

状況に応じ

た体制構築 

核燃料物質等を閉じ

込める機能の 

回復 

実施責任者等 

の要員 
４人 

９時間30分※

２
※２

ＭＯＸ燃料加

工施設対策班 

の班員 

６人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す。

※２：核燃料物質等の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックス内の核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火

災の消火及び燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための対策の完了後に実施

し，ＭＯＸ粉末を大気中へ放出する駆動力がなく，大気中への放出経路が閉止され

た状態であり，事象進展を伴うものではないため，作業時間に制限はない。 
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添７第６表 重大事故等対策における操作の成立性（３／８） 

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
手
順
等

放水設備による大気中への放射性物

質の拡散抑制（燃料加工建屋） 

実施責任者等の 

要員 
６人 

４時間 

以内 
※１ 

建屋外対応班の 

班員（ＭＯＸ）※２ 
12人 

海洋，河川，湖沼等への放射性物質

の流出抑制（排水路（北東排水路

（北側）及び北東排水路（南側））へ

の可搬型汚濁水拡散防止フェンスの

設置及び放射性物質吸着材の設置） 

実施責任者等の 

要員 
５人 

４時間 

以内 
※１ 

建屋外対応班の 

班員（再処理）※２ 
６人 

海洋，河川，湖沼等への放射性物質

の流出抑制（排水路（北排水路，東

排水路及び南東排水路）への可搬型

汚濁水拡散防止フェンスの設置及び

放射性物質吸着材の設置） 

実施責任者等の 

要員 
５人 

10時間 

以内 
※１ 

建屋外対応班の 

班員（再処理）※２ 
６人 

海洋，河川，湖沼等への放射性物質

の流出抑制（尾駮沼出口及び尾駮沼

への可搬型汚濁水拡散防止フェンス

の設置） 

実施責任者等の 

要員 
５人 

58時間 

以内 
※１ 

建屋外対応班の 

班員（再処理）※２ 
24人 

燃料加工建屋周辺における航空機衝

突による航空機燃料火災の対応 

実施責任者等の 

要員 
５人 

２時間30分 

以内 
※１ 

建屋外対応班の 

班員（再処理）※２ 
16人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す。 

※２：本表では，再処理施設の建屋外対応班の班員を「建屋外対応班の班員（再処理）」，ＭＯＸ燃料加工施設の建屋外対応

班の班員を「建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）」という。 
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添７第６表 重大事故等対策における操作の成立性（４／８） 

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等

水源の確保※３ 

実施責任者等の 

要員 
５人 

１時間30分 

以内 
※１ 

建屋外対応班の 

班員（再処理）※２ 
４人 

第２貯水槽を水の補給源とした，第

１貯水槽への水の補給 

実施責任者等の 

要員 
５人 

３時間 

以内 
※１ 

建屋外対応班の 

班員（再処理）※２ 
10人 

敷地外水源を水の補給源とした，第

１貯水槽への水の補給 

実施責任者等の 

要員 
６人 － 

※１ 
建屋外対応班の 

班員（再処理）※２ 
26人 

１系統目 

７時間 

以内 

２系統目 

13時間 

以内 

４系統目 

19時間 

以内 

建屋外対応班の 

班員（ＭＯＸ）※２ 
10人 

３系統目 

14時間 

以内 

第２貯水槽から敷地外水源へ第１貯

水槽への水の補給源の切り替え 

実施責任者等の 

要員 
６人 

７時間 

以内※４ 
※１ 

建屋外対応班の 

班員（再処理）※２ 
26人 

建屋外対応班の 

班員（ＭＯＸ）※２ 
10人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す。 

※２：本表では，再処理施設の建屋外対応班の班員を「建屋外対応班の班員（再処理）」，ＭＯＸ燃料加工施設の建屋外対応

班の班員を「建屋外対応班（ＭＯＸ）」という。 

※３：第１保管庫・貯水所への可搬型貯水槽水位計（電波式）の設置は，実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班員

（再処理）２人の合計７人にて作業を実施した場合，第１保管庫・貯水所への水位計の設置完了まで，本対策の実施

判断後1時間30分以内で対処可能である。第２保管庫・貯水所への可搬型貯水槽水位計(電波式)の設置は，実施責任

者等の要員５人，建屋外対応班の班員（再処理）２人の合計７人にて作業を実施した場合，第２保管庫・貯水所への

水位計の設置完了まで，本対策の実施判断後９時間以内で対処可能である。 

※４：建屋外対応班の要員（ＭＯＸ）にて設置する敷地外水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の補給の系統により

第２貯水槽から敷地外水源へ水の補給源の切り替えの対応を行う場合は，「敷地外水源を水の補給源とした，第１貯水

槽への水の補給」の３系統目と同様となる。 
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添７第６表 重大事故等対策における操作の成立性（５／８） 

手 順

等
対 応 手 段 要 員 要 員 数 想 定 時 間 制 限 時 間

電

源

の

確

保

に

関

す

る

手

順

等

燃 料 加 工 建 屋 可 搬

型 発 電 機 及 び 情 報

連 絡 用 可 搬 型 発 電

機 に よ る 給 電  

実 施 責 任 者 等

の 要 員  
４ 人

３ 時 間 以 内 ※ １Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加

工 施 設 対 策 班

の 班 員  

４ 人

制 御 建 屋 に お け る

可 搬 型 発 電 機 に よ

る 給 電  

実 施 責 任 者 等

の 要 員  
８ 人

４ 時 間 ５ 分 以

内  
※ １建 屋 対 策 班 の

班 員 （ 再 処

理 ） ※ ３  

４ 人

設 計 基 準 対 象 の 施

設 と 一 部 兼 用 す る

重 大 事 故 等 対 処 設

備 か ら の 給 電  

全 交 流 電 源 喪 失 以 外 の 状 態 に お け る 重 大 事 故 等 の 対 処

は ， 中 央 監 視 室 等 に て 速 や か に 確 認 す る 。  

軽 油 貯 槽 か ら 軽 油

用 タ ン ク ロ ー リ へ

の 燃 料 の 補 給  

実 施 責 任 者 等

の 要 員  
８ 人

１ 時 間 15 分

以 内  

１ 時 間 15 分

以 内  
建 屋 外 対 応 班

の 班 員 （ 再 処

理 ） ※ ３  

３ 人

実 施 責 任 者 等

の 要 員  
８ 人

１ 時 間 15 分

以 内  

１ 時 間 15 分

以 内  
Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加

工 施 設 対 策 班

の 班 員  

１ 人

軽 油 用 タ ン ク ロ ー

リ か ら 再 処 理 施 設

の 可 搬 型 発 電 機 の

近 傍 の ド ラ ム 缶 へ

の 燃 料 の 補 給

実 施 責 任 者 等

の 要 員  
８ 人 ９ 時 間 55 分

以 内  

２ 回 目 以 降  

９ 時 間 15 分

以 内  

２ 回 目 以 降  

22 時 間 10 分

※ ２
建 屋 外 対 応 班

の 班 員 （ 再 処

理 ） ※ ３  

２ 人

２ 回 目

以 降 １

人

軽 油 用 タ ン ク ロ ー

リ か ら 燃 料 加 工 建

屋 可 搬 型 発 電 機 の

近 傍 の ド ラ ム 缶 へ

の 燃 料 の 補 給

実 施 責 任 者 等

の 要 員  
８ 人

１ 時 間 50 分

以 内  

２ 回 目  

14 時 間 20 分

以 内  

２ 回 目 以 降  

16 時 間 50 分
Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加

工 施 設 対 策 班

の 班 員  

1 人

軽 油 用 タ ン ク ロ ー

リ か ら 大 型 移 送 ポ

ン プ 車 の 近 傍 の ド

ラ ム 缶 へ の 燃 料 の

補 給

実 施 責 任 者 等

の 要 員  
８ 人

６ 時 間 45 分

以 内  

２ 回 目  

２ 時 間 50 分

以 内  

２ 回 目 以 降  

２ 時 間 50 分Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加

工 施 設 対 策 班

の 班 員  

２ 人

ド ラ ム 缶 か ら 燃 料

加 工 建 屋 可 搬 型 発

電 機 ， 情 報 連 絡 用

可 搬 型 発 電 機 へ の

燃 料 の 補 給  

実 施 責 任 者 等

の 要 員  
４ 人

１ 時 間 30 分

以 内  
11 時 間 30 分Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加

工 施 設 対 策 班

の 班 員  

４ 人

ド ラ ム 缶 か ら 制 御

建 屋 可 搬 型 発 電 機

へ の 給 油  

実 施 責 任 者 等

の 要 員  
８ 人

１ 時 間 30 分

以 内  
10 時 間 30 分建 屋 対 策 班 の

班 員 （ 再 処

理 ） ※ ３  

４ 人
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※１：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。

※２：ドラム缶の燃料が枯渇する時間，初回は満タンであり，制限時間な

し。

※３：本表では，再処理施設の建屋外対応班を「建屋外対応班の班員（再処

理）」，再処理施設の建屋対策班を「建屋対策班の班員（再処理）」

という。  
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添７第６表 重大事故等対策における操作の成立性（６／８） 

手順等 対応手段 要員 
要員

数 
想定時間 

制限時間

監
視
測
定
等
に
関
す
る
手
順
等

１ 

排気モニタリング設備によるＭ

ＯＸ燃料加工施設から放出され

る放射性物質の濃度の測定 

実施責任者等 

の要員 
３人 

速やかに

対応が可

能 

※１

２ 

可搬型排気モニタリング設備に

よるＭＯＸ燃料加工施設から放

出される放射性物質の濃度の代

替測定 

実施責任者等 

の要員 
３人 

１時間 30

分以内 
※１

ＭＯＸ燃料加工施

設対策班の班員 
４人 

３

放出管理分析設備によるＭＯＸ

燃料加工施設から放出される放

射性物質の濃度の測定

実施責任者等 

の要員
２人

40 分以内 ※１
放射線対応班の班

員（ＭＯＸ）※２ ２人

４ 

可搬型放出管理分析設備による

ＭＯＸ燃料加工施設から放出さ

れる放射性物質の濃度の代替測

定 

実施責任者等 

の要員 
２人 

40 分以内 ※１
放射線対応班の班

員（ＭＯＸ）※２ 
２人 

５ 

環境モニタリング設備による空

気中の放射性物質の濃度及び線

量の測定 

実施責任者等 

の要員 
３人 

速やかに

対応が可

能 

※１

６ 

可搬型環境モニタリング設備に

よる空気中の放射性物質の濃度

及び線量の代替測定 

実施責任者等 

の要員 
３人 

５時間以

内 
※１

放射線対応班の班

員（再処理）※２ 
６人 

建屋外対応班の班

員（再処理）※２ 
３人 

７ 

可搬型建屋周辺モニタリング設

備による空気中の放射性物質の

濃度，線量及び放射性物質によ

って汚染された物の表面密度の

代替測定 

実施責任者等 

の要員 
２人 

１時間以

内 
※１

放射線対応班の班

員（ＭＯＸ）※２ 
２人 

８ 
放射能観測車による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測定 

実施責任者等 

の要員 
２人 

２時間以

内 
※１

放射線対応班の班

員（再処理）※２ 
２人 

９ 

可搬型放射能観測設備による空

気中の放射性物質の濃度及び線

量の代替測定 

実施責任者等 

の要員 
２人 

２時間以

内 
※１

放射線対応班の班

員（再処理）※２ 
２人 

10 
環境試料測定設備による空気中

の放射性物質の濃度の測定 

放射線管理班長 １人 

２時間 50

分以内 
※１

放射線管理班の班

員 
２人 

放射線管理班 

の班員 
２人 
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手順等 対応手段 要員 
要員

数 
想定時間 

制限時間

監
視
測
定
等
に
関
す
る
手
順
等

11 

環境試料測定設備による水中及

び土壌中の放射性物質の濃度の

測定 

放射線管理班長 １人 
２時間以

内 
※１放射線管理班 

の班員 
２人 

12 

可搬型試料分析設備による空気

中の放射性物質の濃度の代替測

定 

放射線管理班長 

建屋外対応班長 
２人 

２時間 50

分以内 
※１

放射線管理班 

の班員 
２人 

建屋外対応班の班

員（再処理）※２ 
３人 

13 

可搬型試料分析設備による水中

及び土壌中の放射性物質の濃度

の測定 

放射線管理班長 

建屋外対応班長 
２人 

２時間以

内 
※１

放射線管理班 

の班員 
２人 

建屋外対応班の班

員（再処理）※２ 
３人 

14 
気象観測設備による気象観測項

目の測定 

実施責任者等 

の要員 
３人 

速やかに

対応が可

能 

※１

15 
可搬型気象観測設備による気象

観測項目の代替測定 

実施責任者等 

の要員 
３人 

２時間以

内 
※１放射線対応班の班

員（再処理）※２ 
２人 

建屋外対応班の班

員（再処理）※２ 
３人 

16 
可搬型風向風速計による風向及

び風速の測定 

実施責任者等 

の要員 
２人 

１時間以

内 
※１

放射線対応班の班

員（ＭＯＸ）※２ 
２人 

17 

環境モニタリング用可搬型発電

機による環境モニタリング設備

への給電 

実施責任者等 

の要員 
３人 

５時間以

内 
※１放射線対応班の班

員（再処理）※２ 
６人 

建屋外対応班の班

員（再処理）※２ 
３人 

18 
モニタリングポストのバックグ

ラウンド低減対策

放射線管理班長 １人 
５時間以

内 
※１放射線管理班 

の班員 
２人 

19 
可搬型環境モニタリング設備の

バックグラウンド低減対策 

放射線管理班長 １人 
５時間以

内 
※１放射線管理班 

の班員 
２人 

※１：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。

※２：本表では，再処理施設の放射線対応班の班員を「放射線対応班の班員（再処理）」，ＭＯＸ燃料加工

施設の放射線対応班の班員を「放射線対応班の班員（ＭＯＸ）」，再処理施設の建屋外対応班の班員 

を「建屋外対応班の班員（再処理）」という。 
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添７第６表 重大事故対策における操作の成立性（７／８） 

手順等 対応手段 要員 
要員
数 

想定 
時間 

制限 
時間 

緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等

緊急時対策建屋換
気設備の起動確認 

本部長 １人 
５分 
以内 

※２非常時対策
組織の要員 

２人 

緊急時対策所内の
酸素濃度，二酸化
炭素濃度及び窒素
酸化物濃度の測定 

本部長 １人 

10分 
以内 

※２非常時対策
組織の要員 

２人 

緊急時対策建屋放
射線計測設備(可
搬型環境モニタリ
ング設備)の測定

実施責任者 １人 

1時間 
以内 

※２

放射線対応
班長 

１人 

建屋外対応
班長 

１人 

放射線対応
班の班員 

２人 

建屋外対応
班の班員 

３人 

緊急時対策建屋換
気設備の再循環モ
ード切り替え 

本部長 １人 １時間 
40分 
以内 

※２非常時対策
組織の要員 

２人 

緊急時対策建屋加
圧ユニットによる
加圧 

本部長 １人 
45分 
以内 

※２非常時対策
組織の要員 

２人 

緊急時対策建屋加
圧ユニットによる
加圧から外気取入
加圧モードへの切
り替え 

本部長 １人 
２時間
30分 
以内 

※２非常時対策
組織の要員 

２人 
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手順等 対応手段 要員 要員数 
想定 
時間 

制限 
時間 

緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等 

情報把
握設備
による
重要監
視パラ
メータ
の監視
及び記
録手順 

緊急時
対策建
屋 

本部長 １人 
５分 
以内 

※２ 非常時対策組
織の要員 

２人 

燃料加
工建屋 

実施責任者等 ６人 

４時間
以内 

※２ ＭＯＸ燃料加
工施設対応班
員 

４人 

制御建
屋 

実施責任者等 ６人 ３時間
10分以

内 
※２ 制御建屋対策

班員 
３人 

第 1 保
管庫・
貯水所 

実施責任者等 ６人 １時間
30分以

内 
※２ 

建屋外対応班
員 

４人 

第２保
管庫・
貯水所 

実施責任者等 ６人 
９時間
以内 

※２ 建屋外対応班
員 

４人 

重大事故等に対
処するための対
策の検討に必要
な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検
討に必要な資料を緊急時対策建屋に配備
し，資料を更新した場合は資料の差し替え
を行い，常に最新となるよう通常時から維
持，管理する。 

放射線管理用資
機材（個人線量計
及び防護具類）及
び出入管理区画
用資機材の維持
管理等 

７日間外部からの支援がなくとも非常
時対策組織の要員が使用するのに十分な
数量の放射線管理用資機材（個人線量計及
び防護具類）及び出入管理区画において使
用する出入管理区画用資機材を配備する
とともに，通常時から維持，管理し，重大
事故等時には，放射線管理用資機材，出入
管理区画用資機材の使用及び管理を適切
に行い，十分な放射線管理を行う。 
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※１ 速やかな対応が求められるものを示す。

※２ 事故の進展に影響がなく、制限時間がないものを示す。

手順等 対応手段 要員 要員数 
想定 
時間 

制限 
時間 

緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等

出入管理区画の
設置及び運用 

本部長 １人 
1時間
以内 

※２非常時対策組
織の要員 

３人 

緊急時対策建屋
換気設備の切り
替え 

本部長 １人 
1時間
以内 

※２非常時対策組
織の要員 

２人 

飲料水，食料等
の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指
示を行う要員等が重大事故等の発生後，少
なくとも外部からの支援なしに７日間，活
動するために必要な飲料水，食料等を備蓄
するとともに，通常時から維持，管理する。 
重大事故等が発生した場合には飲料水，

食料等の支給を適切に運用する。 

緊急時対策建屋
用発電機による
給電 

本部長 １人 
５分 
以内 

※１
非常時対策組
織の要員 

２人 
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添７第６表 重大事故等対策における操作の成立性（８／８） 

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

通
信
連
絡
に
関
す
る
手
順
等

所内通信連絡設備を用い

る場合 

ページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，ファ

クシミリ及び環境中継サーバは，設計基準の範囲内に

おいて使用している設備であり，特別な技量を要する

ことなく，容易に操作が可能である。

所内通信連絡設備が損傷

した場合及び電源喪失し

た場合（屋内（現場）等に

おける通信連絡） 

可搬型通話装置による通信連絡については，通話装置

のケーブルが常設重大事故等対処設備として敷設さ

れているため，作業に要する時間は無く，可搬型通話

装置を接続することにより通信連絡が可能である。 

所内通信連絡設備が損傷

した場合及び電源喪失し

た場合（屋外（現場）にお

ける通信連絡） 

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，配備後すぐに使用可能である。 

所内通信連絡設備が損傷

した場合及び電源喪失し

た場合（屋内（燃料加工建

屋）における通信連絡） 

実施責任者等 ４人 
１時間 45

分以内 
※１

ＭＯＸ燃料加工施

設対策班の班員 
２人 

所内通信連絡設備が損傷

した場合及び電源喪失し

た場合（屋内（制御建屋）

における通信連絡） 

実施責任者等 ９人 
１時間 30

分以内 
※１

建屋対策班の班員 12人 

実施責任者等 ４人 
４時間 35

分以内 
※１

ＭＯＸ燃料加工施

設対策班の班員 
６人 

所内通信連絡設備が損傷

した場合及び電源喪失し

た場合（屋内（緊急時対策

建屋）における通信連絡） 

実施責任者等 ４人 
４時間 10

分 
※１

ＭＯＸ燃料加工施

設対策班の班員 
６人 

所内通信連絡設備が損傷

した場合及び電源喪失し

た場合（屋内（緊急時対策

建屋）における通信連絡） 

本部長 １人 
１時間 20

分以内 
※１

支援組織要員 ８人 
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※１：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

所外通信連絡設備を用いる

場合 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力

防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネ

ットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般

携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，設計

基準の範囲内において使用している設備であり，特

別な技量を要することなく，容易に操作が可能であ

る。 

所外通信連絡設備が損傷し

た場合及び電源喪失した場

合（燃料加工建屋における通

信連絡） 

可搬型衛星電話（屋外用）は，配備後すぐに使用可

能である。 

所外通信連絡設備が損傷し

た場合及び電源喪失した場

合（緊急時対策所における通

信連絡） 

本部長 １人 
１時間 20

分以内 
※１

支援組織要員 ８人 
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添７第７表 事故対処するために必要な設備(１／５) 

「核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火」 

判断及び操作 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

火災の消火の 

着手判断 
－ － 

火災状況確認の 

準備 

・火災状況確認用温度計

・火災状況確認用温度表示装置

・可搬型グローブボックス

温度表示端末

火災の判断及び 

消火の実施判断 

・火災状況確認用温度計

・火災状況確認用温度表示装置

・可搬型グローブボックス

温度表示端末

火災の消火の 

実施 

・遠隔消火装置

－ 

火災の消火の 

成否判断 

・火災状況確認用温度計

・火災状況確認用温度表示装置

・可搬型グローブボックス

温度表示端末

グローブボックス内の

火災源近傍温度の状態

監視 

・火災状況確認用温度計

・火災状況確認用温度表示装置

・可搬型グローブボックス

温度表示端末
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添７第７表 事故対処するために必要な設備(２／５) 

「燃料加工建屋外への放出経路の閉止」 

判断及び操作 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

燃料加工建屋外への 

放出経路の閉止の 

着手判断 

－ － 

燃料加工建屋外への 

放出経路の閉止の 

準備 

・グローブボックス閉止ダンパ

・工程室排気閉止ダンパ
－ 

火災の判断及び 

燃料加工建屋外への 

放出経路の閉止の 

実施判断 

・火災状況確認用温度計

・火災状況確認用温度表示装置

・可搬型グローブボックス

温度表示端末

燃料加工建屋外への 

放出経路の閉止の 

実施 

・ダクト・ダンパ・高性能エア

フィルタ

・グローブボックス閉止ダンパ

・工程室排気閉止ダンパ

・グローブボックス排風機

入口手動ダンパ

・工程室排風機入口手動

ダンパ

・予備混合装置グローブ

ボックス

・均一化混合装置グローブ

ボックス

・造粒装置グローブボックス

・回収粉末処理・混合装置

グローブボックス

－ 
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添７第７表 事故対処するために必要な設備(３／５) 

「燃料加工建屋外への放出経路の閉止」 

判断及び操作 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

燃料加工建屋外への 

放出経路の閉止の 

実施 

・添加剤混合装置Ａグローブ

ボックス

・プレス装置Ａ（プレス部）

グローブボックス

・添加剤混合装置Ｂグローブ

ボックス

・プレス装置Ｂ（プレス部）

グローブボックス

－ 

燃料加工建屋外への 

放出経路の閉止の 

確認 

－ 

・可搬型ダンパ出口風速計

燃料加工建屋外への 

放出経路の閉止の 

成否判断 

・グローブボックス閉止ダンパ

・工程室排気閉止ダンパ

・可搬型ダンパ出口風速計

ダクト内の風速の 

状態監視 
－ 

・可搬型ダンパ出口風速計
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添７第７表 事故対処するために必要な設備(４／５) 

「核燃料物質等の回収」 

判断及び操作 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

核燃料物質等の 

回収の着手判断 
－ － 

燃料加工建屋の 

状態確認 
－ － 

放射性エアロゾルの 

沈降状況の確認の準備 
－ 

・可搬型ダストサンプラ

・アルファ・ベータ線用

サーベイメータ

放射性エアロゾルの 

沈降状況の確認 
－ 

・可搬型ダストサンプラ

・アルファ・ベータ線用

サーベイメータ

ＭＯＸ粉末の回収の 

準備 
－ － 

ＭＯＸ粉末の回収の 

実施判断 
－ 

・可搬型ダストサンプラ

・アルファ・ベータ線用

サーベイメータ

ＭＯＸ粉末の回収の 

実施 
－ － 
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添７第７表 事故対処するために必要な設備(５／５) 

「核燃料物質等を閉じ込める機能の回復」 

判断及び操作 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

核燃料物質等を 

閉じ込める機能の 

回復の着手判断 

－ － 

核燃料物質等を 

閉じ込める機能の 

回復の準備 

－ 

・可搬型排風機付フィルタ

ユニット

・可搬型フィルタユニット

・可搬型ダクト

核燃料物質等を 

閉じ込める機能の 

回復の実施判断 

－ － 

核燃料物質等を 

閉じ込める機能の 

回復の実施 

・ダクト・ダンパ・高性能エア

フィルタ

・グローブボックス閉止ダンパ

・工程室排気閉止ダンパ

・グローブボックス排風機

入口手動ダンパ

・工程室排風機入口手動

ダンパ

・可搬型排風機付フィルタ

ユニット

核燃料物質等を 

閉じ込める機能の 

回復の成否判断 

－ － 

大気中への放射性物質 

の放出の状態監視 
－ 

・可搬型排気モニタリング

設備可搬型ダストモニタ

・可搬型放出管理分析設備

可搬型放射能測定装置
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施
設

設
備

監
視

項
目

安
全
機
能
の
喪

失
に
つ
な
が
る

パ
ラ
メ
ー
タ

異
常

の
検

知
／

故
障

の
判

断
回

復
操
作

安
全
機
能

の
喪
失
判

断

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

成
形
加
工

設
備

グ
ロ
ー
ブ

ボ
ッ
ク

ス

・
差
圧

・
温
度

〇

パ
ラ

メ
ー

タ
の

変
動

、
警

報
の

発
報

に

よ
り

異
常

を
検

知
し

、
機

器
の

起
動

状

態
、

設
備

の
健

全
性

を
確

認
す

る
こ

と

に
よ

り
機

器
が

停
止

し
て

い
る

場
合

等

は
故

障
と

判
断

す
る

。

警
報

対
応

手
順
書
に

従
い
以

下
の
対
応

を
実
施

・
設

備
が

健
全
（
漏

え
い
が

な
い
こ
と

、
機
器

及
び

計
器

が
故

障
し

て
い

な
い

こ
と

等
）

で
あ

る
こ

と

を
確

認
す

る
。

・
回

復
で

き
な
い
場

合
は
、

運
転
を
停

止
す
る

。

・
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
の

あ
る

火
災

源
を

有

す
る

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

内
で

発
生

す
る

火
災

に

つ
い

て
は

回
復
操
作

を
行
わ

な
い
。

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

の
あ

る
火

災
源

を
有

す
る

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

内
で

発
生

す
る

火
災

の
場

合
は

、
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
消

火
装

置
の

機
能

喪
失

及
び

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

温
度

監
視

装
置

の
機

能
喪

失
を

確
認

し
た

場
合

は
，

安
全

機
能

の
喪

失
と

判
断
す
る

。

焼
結
炉

・
温
度

・
圧
力

―

パ
ラ

メ
ー

タ
の

変
動

、
警

報
の

発
報

に

よ
り

異
常

を
検

知
し

、
設

備
の

健
全

性

を
確

認
す

る
こ

と
に

よ
り

パ
ラ

メ
ー

タ

が
異

常
に

上
昇

又
は

低
下

し
て

い
る

場

合
等

は
故

障
と

判
断

す
る

。

警
報
対
応

手
順
書
に

従
い
以

下
の
対
応

を
実
施

・
設
備
が

健
全
（
漏

え
い
が

な
い
こ
と

、
機
器

及
び

計
器

が
故

障
し

て
い

な
い

こ
と

等
）

で
あ

る
こ

と

を
確

認
す

る
。

・
回
復
で

き
な
い
場

合
は
、

運
転
を
停

止
す
る

。

―

そ
の
他
の

附
属

施
設

電
源
設
備

非
常
用
所

内
電
源

設
備

・
電
圧

・
起
動
状

態

―

・
警

報
窓

の
点

灯
状

態
を

確
認

す
る

。

・
操

作
部

の
表

示
ラ

ン
プ

に
て

、
受

電
状

態
を

確
認

す
る

。

・
機

器
の

故
障
に
よ

る
電
源

喪
失
の
場

合

待
機

（
予

備
）
系
統

あ
れ
ば

、
切
り
替

え
操
作

・
回

復
で

き
な
い
場

合
は
、

運
転
を
停

止
す
る

。

―

火
災
防
護

設
備

火
災
感
知

器

・
状
態

〇

パ
ラ

メ
ー

タ
の

変
動

、
警

報
の

発
報

に

よ
り

異
常

を
検

知
し

、
機

器
の

起
動

状

態
、

設
備

の
健

全
性

を
確

認
す

る
こ

と

に
よ

り
機

器
が

停
止

し
て

い
る

場
合

等

は
故

障
と

判
断

す
る

。

―

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

の
あ

る
火

災
源

を
有

す
る

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

内
で

発
生

す
る

火
災

の
場

合
は

、
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
消

火
装

置
の

機
能

喪
失

及
び

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

温
度

監
視

装
置

の
機

能
喪

失
を

確
認

し
た

場
合

は
，

安
全

機
能

の
喪

失
と

判
断
す
る

。

消
火
設
備

・
起
動
状

態
（

ポ
ン

プ
）

添
７
第
８
表
 
平
常
時
の
運
転
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
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（
つ
づ
き
）

施
設

設
備

監
視
項

目

安
全
機
能
の

喪
失
に
つ
な

が
る
パ
ラ
メ

ー
タ

異
常

の
検

知
／

故
障

の
判

断
回

復
操
作

安
全
機
能

の
喪
失
判

断

そ
の
他
の

附
属

施
設

換
気
設
備

送
風
機

・
起
動
状

態

―

パ
ラ

メ
ー

タ
の

変
動

、
警

報
の

発
報

に

よ
り

異
常

を
検

知
し

、
設

備
の

健
全

性

を
確

認
す

る
こ

と
に

よ
り

パ
ラ

メ
ー

タ

が
異

常
に

上
昇

又
は

低
下

し
て

い
る

場

合
等

は
故

障
と

判
断

す
る

。

警
報

対
応

手
順
書
に

従
い
以

下
の
対
応

を
実
施

・
設

備
が
健

全
（
漏

え
い
が

な
い
こ
と

、
機

器
及
び

計

器
が

故
障

し
て

い
な

い
こ

と
等

）
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

・
回

復
で

き
な
い
場

合
は
、

運
転
を
停

止
す
る

。

―
排

風
機

・
起
動
状

態

・
流
量

放
射
線
管

理
施

設
放

射
線
監

視
設
備

エ
リ
ア
モ

ニ
タ

・
空
間
線

量

―

パ
ラ

メ
ー

タ
の

変
動

、
警

報
の

発
報

に

よ
り

異
常

を
検

知
し

、
機

器
の

起
動

状

態
、

設
備

の
健

全
性

を
確

認
す

る
こ

と

に
よ

り
機

器
が

停
止

し
て

い
る

場
合

等

は
故

障
と

判
断

す
る

。

警
報

対
応

手
順
書
に

従
い
以

下
の
対
応

を
実
施

・
設

備
が
健

全
（
漏

え
い
が

な
い
こ
と

、
機

器
及
び

計

器
が

故
障

し
て

い
な

い
こ

と
等

）
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

・
回

復
で

き
な
い
場

合
は
、

運
転
を
停

止
す
る

。

―
排

気
モ
ニ

タ

・
放
射
能

モ
ニ
タ
リ

ン
グ
ポ

ス
ト

・
空
間
線

量
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添７第９表 対策活動における防護装備 

※１：対策活動における基本装備を示す。現場の状況に応じて適切な防護装

備を選定する。上記の資機材は，重大事故等への対処に必要十分な数

量を確保する。 

※２：重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災の消火及び燃料

加工建屋外への放出経路の閉止完了後に実施する核燃料物質の回収，

閉じ込める機能の回復作業時 

※３：携帯（必要に応じて着装）

Ｎｏ. 
防護装備の種類※１ 対策の阻害要

因 
対策場所 

顔 体 手 足 

１※２ 呼吸器 
管理区域用

防護服 
ゴム手袋 長靴 

酸欠 

汚染， 

溢水 

管理区域 

(地下３階) 

２ 
半面マスク 

(防じん) 

管理区域用

防護服 
ゴム手袋 長靴 

汚染(２次汚

染の可能性) 

溢水 

管理区域 

(上記以外) 

３ 
半面マスク 

(防じん)※３ 
作業服 

綿手袋 

ゴム手袋※３ 
短靴 

その他 

(内部被ばく

防止を考慮) 

管理区域外 

屋外 
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名
称

職
位

主
な

役
割

本 部

本
部
長

再
処

理
事

業
部

長
・

非
常
時

対
策
組
織

の
統
括

，
指
揮

副
本
部
長

再
処

理
副

事
業

部
長

，
燃

料
製

造
事

業
部

長
他

・
本
部
長

補
佐
，
本

部
長
代

行
（

燃
料
製

造
事
業
部

長
は
、

上
記
役
割

の
他
に

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃

料
加
工

施
設
の

施
設
状
態

の
把
握
等

の
統
括

管
理
も
行

う
）

再
処
理
工

場
長

再
処

理
工

場
長

・
施
設
状

態
の
把
握

等
の
統

括
管
理

核
燃
料
取

扱
主
任
者

再
処

理
施

設
核

燃
料

取
扱

主
任

者
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
核

燃
料

取
扱

主
任

者
・

本
部
長

補
佐
，
本

部
長
へ

の
意
見
具

申
及
び

対
策
活
動

へ
の
助

言

連
絡
責
任

者
技

術
部

長
・

社
内
外

関
係
機
関

へ
の
通

報
連
絡

支
援
組
織

の
各
班
長

下
記

の
支

援
組

織
の

項
目

参
照

添
７
第

1
2
表

参
照

実 施 組 織

実
施
責
任

者
統

括
当

直
長

添
７
第

11
表

参
照

建 屋 対 策 班

制
御
建
屋

対
策
班
長

実
施

責
任

者
(
統

括
当

直
長

)
に

任
命

さ
れ

た
者

前
処
理
建

屋
対
策
班

長

分
離
建
屋

対
策
班
長

精
製
建
屋

対
策
班
長

ウ
ラ
ン
・

プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
混

合
脱

硝
建

屋
対

策
班

長

ガ
ラ
ス
固

化
建
屋
対

策
班
長

使
用
済
燃

料
受
入
れ

・
貯
蔵

建
屋

対
策

班
長

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃

料
加
工
施

設
対
策

班
長

建
屋
外
対

応
班
長

防
災

管
理

部
員

通
信
班
長

実
施

責
任

者
(
統

括
当

直
長

)
に

任
命

さ
れ

た
者

放
射
線
対

応
班
長

要
員
管
理

班
長

情
報
管
理

班
長

実
施
組
織

各
班
員

実
施

組
織

要
員

支 援 組 織

施
設
ユ
ニ

ッ
ト
班
長

運
転

部
長

添
７
第

12
表

参
照

設
備
応
急

班
長

保
全

技
術

部
長

放
射
線
管

理
班
長

放
射

線
管

理
部

長

総
括
班
長

技
術

部
長

総
務
班
長

再
処

理
計

画
部

長

広
報
班
長

報
道

部
長

防
災
班
長

防
災

管
理

部
長

支
援
組
織

各
班
員

支
援

組
織

要
員

添
７
第
10
表

非
常
時
対
策
組
織
の
構
成
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添
７
第

1
1
表
 
実
施
組
織
の
構
成
 

班
名
 

主
な
役
割

実
施
責
任
者
（
統
括
当
直
長
）
 

・
対
策
活
動
の
指
揮

建 屋 対 策 班

制
御
建
屋
対
策
班
 

・
現
場
環
境
確
認
(屋

内
の
ア
ク
セ
ス
ル

ー
ト
の
確
認
)

・
可
搬
型
通
話
装
置
の
設
置

・
圧
縮
空
気
手
動
供
給
ユ
ニ
ッ
ト
の
弁
操

作

・
可
搬
型
計
器
の
設
置

・
各
建
屋
に
お
け
る
対
策
活
動
の
実
施

・
各
建
屋
周
辺
の
線
量
率
確
認

・
可
搬
型
設
備
の
起
動
確
認

・
各
建
屋
の
対
策
の
作
業
進
捗
管
理

・
各
対
策
実
施
の
時
間
余
裕
・
作
業
開
始

目
安
時
間
の
算
出

前
処
理
建
屋
対
策
班

分
離
建
屋
対
策
班

精
製
建
屋
対
策
班

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
対
策
班

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
対
策
班

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
対
策
班

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
対
策
班

建
屋

外
対
応
班

・
屋
外
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保

・
貯
水
槽
か
ら
各
建
屋
近
傍
ま
で
の
水
供

給

・
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
へ
の
燃

料
補
給

・
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
及
び
放
射

線
の
放
出
抑
制

・
航
空
機
墜
落
火
災
発
生
時
の
消
火
活
動

通
信

班
・
所
内
携
帯
電
話
の
使
用
可
否
の
確
認

・
通
信
連
絡
設
備
の
準
備
，
確
保
及
び
設

置

放
射

線
対
応
班

・
可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
設

置

・
可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
設

置

・
可
搬
型
気
象
観
測
設
備
の
設
置

・
重
大
事
故
等
の
対
策
に
係
る
放
射
線
・

放
射
能
の
状
況
把
握

（
可

搬
型

放
出

管
理

分
析

設
備

及
び

可
搬

型
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
の

試
料

測
定

，
建

屋

周
辺

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
，

可
搬

型
風

向
風

速
計

に
よ

る
観

測
，

可
搬

型
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
及

び
可

搬
型

気
象

観
測

設
備

に
よ

る
監

視
・

測
定

，
放

射
能

観
測

車
（

又
は

可
搬

型
放
射
能
観
測
設
備
）
に
よ
る
最
大

濃
度
地
点
等
の
測
定
）

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
等
へ
の
代
替
電

源
給
電

・
管
理
区
域
退
域
者
の
身
体
サ
ー
ベ
イ

・
実
施
組
織
要
員
の
被
ば
く
管
理
（
制
御

室
へ
の
出
入
管
理
，
線
量
管
理
）

・
両
制
御
室
へ
の
汚
染
拡
大
防
止
措
置
（
出
入
管
理
区
域
の
設
営
，
汚
染
検
査
）

要
員

管
理
班

・
中
央
制
御
室
内
の
要
員
把
握

・
各
建
屋
の
対
策
作
業
の
要
員
の
割
当
て

情
報

管
理
班

・
時
系
列
管
理
表
の
作
成
，
作
業
進
捗
管

理
表
の
作
成

・
作
業
時
間
及
び
作
業
進
捗
の
管
理

・
各
建
屋
で
の
対
策
実
施
に
係
る
時
間
余

裕
の
集
約
及
び
作
業
開
始
目
安
時
間
の
集
約
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添
７
第

1
2
表
 
支
援
組
織
の
構
成
 

班
名
 

主
な
役
割

施
設
ユ
ニ
ッ
ト
班
 

・
実
施
組
織
が
行
う
重
大
事
故
等
の
対
応
の
進
捗
確
認

・
重
大
事
故
等
の
対
応
の
進
捗
に
応
じ
た
要
員
配
置
に
関
す
る
助
言

・
実
施
組
織
の
要
請
に
基
づ
く
追
加
の
資
機
材
の
手
配

・
応
急
復
旧
対
策
の
検
討
及
び
実
施
に
必
要
な
情
報
の
収
集

・
応
急
復
旧
対
策
の
実
施
支
援

設
備
応
急
班
 

・
設
備
の
機
能
喪
失
の
原
因
及
び
破
損
状
況
の
把
握

・
応
急
復
旧
対
策
の
検
討
及
び
実
施

放
射
線
管
理
班
 

・
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
及
び
再
処
理
施
設
内
外
の
放
射
線
・
放
射

能
の
状
況
把
握
，
影
響
範
囲
の
評
価

（
排
気
筒

か
ら

の
放
射

性
物

質
の
放

出
量

の
評
価

，
放

射
性
物

質
の

拡
散
評

価
，

環
境
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

試
料
の

採
取
・
測
定
（
水
中
及
び
土
壌
中
の
放
射
性
物
資
の
測
定
含
む
）
）

・
非

常
時

対
策

組
織
本

部
要

員
及
び

支
援

組
織
要

員
の

被
ば
く

管
理

（
緊
急

時
対

策
建
屋

へ
の

出
入
管

理
，

線
量

管
理
）

・
緊
急
時
対
策
建
屋
へ
の
汚
染
拡
大
防
止
措
置
（
汚
染
検
査
）

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
等
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
措
置

・
負
傷
者
発
生
時
に
お
け
る
二
次
搬
送
に
係
る
放
射
線
管
理
情
報
の

伝
達

総
括
班
 

・
発
生
事
象
に
関
す
る
情
報
の
集
約
及
び
情
報
の
整
理

・
社
内
外
関
係
機
関
へ
の
通
報
連
絡
及
び
支
援
組
織
の
運
営

総
務
班
 

・
事
業
所
内
通
話
制
限

・
事
業
所
内
警
備

・
避
難
誘
導

・
点
呼
，
安
否
確
認
取
り
ま
と
め

・
負
傷
者
の
応
急
処
置

・
外
部
か
ら
の
資
機
材
調
達
及
び
輸
送

・
食
料
，
水
及
び
寝
具
の
配
布
管
理

広
報
班
 

・
報
道
機
関
及
び
地
域
住
民
へ
の
広
報
活
動
に
必
要
な
情
報
収
集

・
報
道
機
関
等
に
対
す
る
対
応

防
災
班
 

・
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
含
む
防
災
資
機
材
の
配
布

・
公
設
消
防
及
び
原
子
力
防
災
専
門
官
等
の
社
外
関
係
機
関
の
対
応

・
緊
急
時
対
策
所
の
設
備
操
作
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添
７

第
13

表
 

宿
直

者
の

構
成

 

名
 
 
称

主
な
役
割

平
日
昼
間
対
応
者

夜
間
及
び
休
日
代
行
者

本
部
長

・
非
常
時
対
策
組
織
の
統
括
管
理
，
全
体
指
揮

・
再
処
理
事
業
部
長

・
宿
直

（
副
原
子
力
防
災
管
理
者
）

連
絡
責
任
補
助
者

・
社
内
外
関
係
機
関
へ
の
通
報
連
絡
に
係
る
連
絡
補
助

・
技
術
部
員

・
宿
直

情
報
管
理
者
（
総
括
班
）

・
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
係
る
情
報
の
把
握

・
社
内
外
関
係
機
関
へ
の
通
報
連
絡

・
技
術
部
員

・
宿
直

情
報
連
絡
要
員
（
総
括
班
）
 

・
技
術
部
員

・
宿
直

建
屋
外
対
応

班
 

班
長
 

・
屋
外
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保

・
貯
水
槽
か
ら
各
建
屋
近
傍
ま
で
の
水
供
給

・
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
へ
の
燃
料
補
給

・
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
及
び
放
射
線
の
放
出
抑
制

・
航
空
機
墜
落
火
災
発
生
時
の
消
火
活
動

・
防
災
管
理
部
員

・
宿
直
又
は
当
直

連
絡
要
員
 

・
防
災
管
理
部
員

・
宿
直
又
は
当
直

制
御
建
屋
対
策
班
 
対
策
作
業
員
 ・

制
御
室
居
住
性
確
保

・
当
日
の
宿
直
に
指
定
さ

れ
た
者
又
は
当
直

・
当
日
の
宿
直
に
指
定
さ
れ
た

者
又
は
当
直
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添
７

第
1
4
表

 
自

然
現

象
が

加
工

施
設

へ
与

え
る

影
響

評
価

（
１

／
８
）

 

自
然

現
象

設
計

基
準

を
超

え
る

自
然

現
象

が
 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
に

与
え

る
影

響
評

価

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

喪
失

す
る

 

可
能

性
の

あ
る

機
器

最
終

的
な

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
の

状
態

地
震

【
影

響
評

価
に

当
た

っ
て

の
考

慮
事

項
】

 

・
基

準
地

震
動

の
1
.
2
倍

を
超

え
る

地
震

の
発

生
を

想
定

す
る

。

・
地

震
の

事
前

の
予

測
に

つ
い

て
は

，
現

在
確

立
し

た
手

法
が

存
在

し
な

い
こ

と
か

ら
，

予
兆

な
く

発
生

す
る

。

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響

評
価

】
 

・
開

閉
所

設
備

の
碍

子
，

変
圧

器
等

の
電

力
系

統
の

損
傷

に
伴

う
外

部
電

源
喪

失
の

可
能

性
が

あ
る

。

・
非

常
用

所
内

電
源

設
備

の
損

傷
に

よ
り

，
全

交
流

電
源

喪
失

に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

・
中

央
監

視
室

は
，

堅
牢

な
建

屋
内

に
あ

る
こ

と
か

ら
，

運
転

員
に

よ
る

操
作

機
能

の
喪

失
は

可
能

性
と

し
て

低
い

が
，

監
視

機
能

に
つ

い
て

は
喪

失
す

る
可

能
性

が
あ

る
。

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

の
監

視
機

能
が

喪
失

す
る

可
能

性
が

あ
る

。

・
保

管
し

て
い

る
危

険
物

に
よ

る
火

災
の

発
生

の
可

能
性

が
あ

る
。

・
地

盤
の

陥
没

等
に

よ
り

，
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
通

行
が

困
難

と
な

り
，

事
故

の
対

策
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

。

・
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
，

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
気

設
備

等
の

損
傷

等
に

よ
り

閉
じ

込
め

機
能

が
喪

失
す

る
可

能
性

が
あ

る
。

・
露

出
し

た
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
取

り
扱

い
，

火
災

源
と

な
る

潤
滑

油
を

有
す

る
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
に

係
る

設
計

基
準

対
象

の
施

設
と

し
て

機
能

を
期

待
す

る
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス

温
度

監
視

装
置

の
感

知
機

能
又

は
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
消

火
装

置
の

消
火

機
能

が
喪

失

す
る

可
能

性
が

あ
る

。

・
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
損

傷
等

に
よ

り
露

出
し

た
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
取

り
扱

い
，

火
災

源
と

な
る

潤
滑

油
を

有
す

る
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
内

の
火

災
が

発
生

す
る

可
能

性
が

あ

る
。

【
主

な
対

応
】

 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
等

に
よ

る
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
状

態
把

握
，

消
火

活
動

な
ど

を
行

う
。

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

を
使

用
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

，
可

搬
型

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

に
よ

る
測

定
及

び
監

視
を

行
う

。

・
排

気
モ

ニ
タ

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
放

出
の

監
視

。

・
屋

外
で

の
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
，

大
型

化
学

高
所

放
水

車
等

の
消

火
設

備
に

よ
る

消
火

活
動

を
行

う
。

・
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

が
通

行
不

能
で

あ
る

場
合

は
，

重
機

に
よ

り
復

旧
を

行
う

。

【
基

準
地

震
動

の
1
.
2
倍

を
超

え
る

地

震
を

想
定

し
た

場
合

に
喪

失
す

る
可

能
性

の
あ

る
機

器
】

 
 

・
電

力
系

統

・
非

常
用

所
内

電
源

設
備

・
放

射
線

管
理

施
設

・
監

視
設

備

・
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
温

度
監

視
設

備

・
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
消

火
設

備

【
次

の
事

象
が

相
乗

し
て

発
生

す
る

可
能

性
が

あ
る

】
 

・
全

交
流

電
源

喪
失

・
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
温

度
監

視
設

備
の

機
能

喪
失

・
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
消

火
設

備
の

機
能

喪
失

・
露

出
し

た
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
取

り
扱

い
，

火
災

源
と

な
る

潤
滑

油
を

有
す

る
グ

ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

内
の

火
災

設
備

等
の

損
傷

等
に

よ
る

閉
じ

込
め

機

能
の

喪
失

，
露

出
し

た
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
取

り
扱

い
，

火
災

源
と

な
る

潤
滑

油
を

有
す

る
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
内

で
の

火
災

が
発

生
し

，
大

規
模

損
壊

に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。
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添
７

第
1
4
表

 
自

然
現

象
が

加
工

施
設

へ
与

え
る

影
響

評
価

（
２

／
８

）
 

自
然

現
象

 
設

計
基

準
を

超
え

る
自

然
現

象
が

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
に

与
え

る
影

響
評

価
 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

喪
失

す
る

 

可
能

性
の

あ
る

機
器

 
最

終
的

な
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
状

態
 

竜
巻

 
【

影
響

評
価

に
当

た
っ

て
の

考
慮

事
項

】
 

・
防

護
対

象
設

備
は

，
風

速
1
0
0
m
／

s
の

竜
巻

か
ら

設
定

し
た

荷
重

に
対

し
て

，
燃

料
加

工
建

屋
に

よ
っ

て
防

護
さ

れ
て

い
る

。

・
事

前
の

予
測

が
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
安

全
性

に
影

響
を

与
え

る
こ

と
が

な
い

よ
う

に
，

あ
ら

か
じ

め
体

制
を

強
化

し
て

安
全

対
策

（
飛

散
防

止
措

置
の

確
認

等
）

を
講

ず
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。

・
最

大
風

速
1
0
0
m
／

s
を

超
え

る
規

模
の

竜
巻

を
想

定
す

る
。

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響

評
価

】

・
風

荷
重

及
び

飛
来

物
の

衝
突

に
よ

る
電

力
系

統
の

損
傷

に
伴

い
機

能
喪

失
し

，
外

部
電

源
喪

失
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

。

・
飛

来
物

の
衝

突
に

よ
る

非
常

用
所

内
電

源
設

備
の

機
能

喪
失

及
び

風
荷

重
又

は
飛

来
物

の
衝

突
に

よ
る

電
力

系
統

の
損

傷
に

伴
う

短
絡

に
よ

る
外

部
電

源
喪

失
が

同

時
に

発
生

し
，

全
交

流
動

力
電

源
が

喪
失

す
る

可
能

性
が

あ
る

。

【
主

な
対

応
】

 

・
事

前
に

全
工

程
停

止
，

送
排

風
機

停
止

等
の

措
置

を
行

う
。

・
必

要
に

応
じ

て
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
等

に
よ

る
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
状

態
把

握
を

行
う

。

・
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

が
通

行
不

能
で

あ
る

場
合

は
，

重
機

に
よ

り
復

旧
を

行

う
。

【
設

計
基

準
を

超
え

る
竜

巻
を

想
定

し
た

場

合
に

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器

】
 

・
電

力
系

統

・
非

常
用

所
内

電
源

設
備

【
次

の
事

象
が

相
乗

し
て

発
生

す
る

可
能

性
が

あ
る

】
 

・
な

し
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添
７

第
1
4
表

 
自

然
現

象
が

加
工

施
設

へ
与

え
る

影
響

評
価

（
３

／
８

）
 

自
然

現
象

 
設

計
基

準
を

超
え

る
自

然
現

象
が

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
に

与
え

る
影

響
評

価
 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

喪
失

す
る

 

可
能

性
の

あ
る

機
器

 
最

終
的

な
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
状

態
 

落
雷

 
【

影
響

評
価

に
当

た
っ

て
の

考
慮

事
項

】
 

・
設

計
基

準
雷

撃
電

流
2
7
0
k
A
を

超
え

る
雷

サ
ー

ジ
の

影
響

を
想

定
す

る
。

・
落

雷
に

対
し

て
，

建
築

基
準

法
に

基
づ

き
高

さ
2
0
m
を

超
え

る
建

築
物

等
へ

避
雷

設
備

を
設

置
し

，
避

雷
設

備
は

構
内

接
地

網
と

連
接

す
る

こ
と

に
よ

り
，

接
地

抵

抗
の

低
減

や
雷

撃
に

伴
う

構
内

接
地

網
の

電
位

分
布

の
平

坦
化

を
考

慮
し

た
設

計

と
す

る
こ

と
か

ら
，

安
全

上
重

要
な

設
備

等
の

設
備

に
影

響
を

与
え

る
こ

と
は

な

く
，

安
全

に
大

地
に

導
く

こ
と

が
で

き
る

。

・
外

部
電

源
喪

失
し

た
と

し
て

も
，

非
常

用
所

内
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
，

全
交

流
電

源
喪

失
に

は
至

ら
な

い
。

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響

評
価

】
 

・
電

力
系

統
が

機
能

喪
失

す
る

こ
と

に
よ

り
，

外
部

電
源

喪
失

に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

【
主

な
対

応
】

 

・
必

要
に

応
じ

て
，

非
常

用
所

内
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

等
を

行
う

。

【
設

計
基

準
を

超
え

る
落

雷
を

想
定

し
た

場

合
に

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器

】
 

・
電

力
系

統

【
次

の
事

象
が

相
乗

し
て

発
生

す
る

可
能

性
が

あ
る

】
 

・
な

し
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添
７

第
1
4
表

 
自

然
現

象
が

加
工

施
設

へ
与

え
る

影
響

評
価

（
４

／
８

）
 

自
然

現
象

 
設

計
基

準
を

超
え

る
自

然
現

象
が

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
に

与
え

る
影

響
評

価
 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

喪
失

す
る

 

可
能

性
の

あ
る

機
器

 
最

終
的

な
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
状

態
 

森
林

火
災

 
【

影
響

評
価

に
当

た
っ

て
の

考
慮

事
項

】
 

・
防

火
帯

を
超

え
て

延
焼

す
る

よ
う

な
規

模
を

想
定

す
る

。

・
森

林
火

災
が

拡
大

す
る

ま
で

の
時

間
的

余
裕

は
十

分
あ

る
こ

と
か

ら
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
の

安
全

性
に

影
響

を
与

え
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

，
予

防
散

水
す

る

等
の

安
全

対
策

を
講

ず
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。

・
外

部
電

源
喪

失
し

た
と

し
て

も
，

非
常

用
所

内
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
，

全
交

流
電

源
喪

失
に

は
至

ら
な

い
。

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響

評
価

】
 

・
送

電
鉄

塔
，

送
電

線
の

損
傷

に
伴

う
外

部
電

源
喪

失
の

可
能

性
が

あ
る

。

・
森

林
火

災
の

延
焼

に
よ

り
，

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

通
行

が
困

難
と

な
り

，
事

故
の

対
策

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
。

【
主

な
対

応
】

 

・
必

要
に

応
じ

て
，

事
前

に
全

工
程

停
止

，
送

排
風

機
停

止
等

の
措

置
を

行
う

。

・
必

要
に

応
じ

て
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
等

に
よ

る
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
状

態
把

握
を

行
う

。

・
大

型
化

学
高

所
放

水
車

等
の

消
火

設
備

に
よ

る
建

物
及

び
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

へ
の

予
防

散
水

を
行

う
。

【
設

計
基

準
を

超
え

る
森

林
火

災
を

想
定

し

た
場

合
に

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

機

器
】

 

・
電

力
系

統

【
次

の
事

象
が

相
乗

し
て

発
生

す
る

可
能

性
が

あ
る

】
 

・
な

し
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添
７

第
1
4
表

 
自

然
現

象
が

加
工

施
設

へ
与

え
る

影
響

評
価

（
５

／
８

）
 

自
然

現
象

 
設

計
基

準
を

超
え

る
自

然
現

象
が

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
に

与
え

る
影

響
評

価
 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

喪
失

す
る

 

可
能

性
の

あ
る

機
器

 
最

終
的

な
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
状

態
 

凍
結

 
【

影
響

評
価

に
当

た
っ

て
の

考
慮

事
項

】
 

・
予

報
等

に
よ

り
事

前
の

予
測

が
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
安

全
性

に
影

響
を

与
え

る
こ

と
が

な
い

よ
う

，
事

前
に

保
温

，
電

熱
線

ヒ
ー

タ

に
よ

る
加

熱
等

の
凍

結
防

止
対

策
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

・
敷

地
付

近
で

観
測

さ
れ

た
最

低
気

温
-
1
5
.
7
℃

を
下

回
る

規
模

を
想

定
す

る
。

・
外

部
電

源
喪

失
し

た
と

し
て

も
，

非
常

用
所

内
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
，

全
交

流
電

源
喪

失
に

は
至

ら
な

い
。

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響

評
価

】
 

・
送

電
線

や
碍

子
に

着
氷

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

相
間

短
絡

の
発

生
に

伴
う

外
部

電
源

喪
失

の
可

能
性

が
あ

る
。

【
主

な
対

応
】

 

・
事

前
の

凍
結

防
止

対
策

（
加

温
等

の
凍

結
防

止
対

策
）

を
行

う
。

・
必

要
に

応
じ

て
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

よ
る

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
の

状
態

把
握

を
行

う
。

・
必

要
に

応
じ

て
，

非
常

用
所

内
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

等
を

行
う

。

【
設

計
基

準
を

超
え

る
凍

結
を

想
定

し
た

場

合
に

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器

】
 

・
電

力
系

統

【
次

の
事

象
が

相
乗

し
て

発
生

す
る

可
能

性
が

あ
る

】
 

・
な

し
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添
７

第
1
4
表

 
自

然
現

象
が

加
工

施
設

へ
与

え
る

影
響

評
価

（
６

／
８

）
 

自
然

現
象

 
設

計
基

準
を

超
え

る
自

然
現

象
が

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
に

与
え

る
影

響
評

価
 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

喪
失

す
る

 

可
能

性
の

あ
る

機
器

 
最

終
的

な
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
状

態
 

火
山

の
 

影
響

 

【
影

響
評

価
に

当
た

っ
て

の
考

慮
事

項
】

 

・
予

報
等

に
よ

り
事

前
の

予
測

が
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
安

全
性

に
影

響
を

与
え

る
こ

と
が

な
い

よ
う

，
あ

ら
か

じ
め

体
制

を
強

化
し

て

対
策

（
除

灰
）

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

・
降

下
火

砕
物

（
火

山
灰

）
の

堆
積

厚
さ

の
設

計
基

準
で

あ
る

堆
積

厚
さ

5
5
㎝

を
超

え
る

規
模

の
堆

積
厚

さ
を

想
定

す
る

。

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響

評
価

】
 

・
送

電
線

や
碍

子
へ

の
降

下
火

砕
物

の
付

着
に

よ
り

相
間

短
絡

が
発

生
し

，
外

部
電

源
喪

失
の

可
能

性
が

あ
る

。

・
外

気
を

取
り

込
む

機
器

が
機

能
喪

失
に

至
り

，
非

常
用

所
内

電
源

設
備

の
機

能
喪

失
及

び
電

力
系

統
の

損
傷

に
伴

う
短

絡
に

よ
る

外
部

電
源

喪
失

が
同

時
に

発
生

し
，

全
交

流
電

源
が

喪
失

す
る

可
能

性
が

あ
る

。

・
降

下
火

砕
物

の
堆

積
に

よ
り

，
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
通

行
に

支
障

を
来

し
，

重
大

事
故

等
対

策
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

。

【
主

な
対

応
】

 

・
既

存
の

体
制

で
対

策
（

除
灰

）
を

行
う

。

・
必

要
に

応
じ

て
，

事
前

に
全

工
程

停
止

，
送

排
風

機
停

止
等

の
措

置
を

行
う

。

・
必

要
に

応
じ

て
重

大
事

故
等

対
処

設
備

等
に

よ
る

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
の

状
態

把
握

を
行

う
。

・
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

が
通

行
不

能
で

あ
る

場
合

は
，

重
機

に
よ

り
復

旧
を

行

う
。

【
設

計
基

準
を

超
え

る
火

山
灰

堆
積

厚
さ

を
想

定
し

た
場

合
に

喪
失

す
る

可
能

性

の
あ

る
機

器
】

 

・
電

力
系

統

・
非

常
用

発
電

設
備

【
次

の
事

象
が

相
乗

し
て

発
生

す
る

可
能

性
が

あ
る

】
 

・
な

し
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添
７

第
1
4
表

 
自

然
現

象
が

加
工

施
設

へ
与

え
る

影
響

評
価

（
７

／
８

）
 

自
然

現
象

 
設

計
基

準
を

超
え

る
自

然
現

象
が

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
に

与
え

る
影

響
評

価
 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

喪
失

す
る

 

可
能

性
の

あ
る

機
器

 
最

終
的

な
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
状

態
 

積
雪

 
【

影
響

評
価

に
当

た
っ

て
の

考
慮

事
項

】
 

・
予

報
等

に
よ

り
事

前
の

予
測

が
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
安

全
機

能
に

影
響

を
与

え
る

こ
と

が
な

い
よ

う
，

あ
ら

か
じ

め
体

制
を

強
化

し

て
対

策
（

除
雪

）
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

・
建

築
基

準
法

で
定

め
ら

れ
た

敷
地

付
近

の
設

計
基

準
積

雪
量

1
9
0
㎝

を
超

え
る

規

模
の

積
雪

を
想

定
す

る
。

・
外

部
電

源
喪

失
し

た
と

し
て

も
，

非
常

用
所

内
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
，

全
交

流
電

源
喪

失
に

は
至

ら
な

い
。

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響

評
価

】
 

・
送

電
線

や
碍

子
へ

の
着

雪
に

よ
り

相
間

短
絡

が
発

生
し

，
外

部
電

源
喪

失
の

可
能

性
が

あ
る

。

・
積

雪
に

よ
り

，
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
通

行
に

支
障

を
来

し
，

重
大

事
故

等
対

策
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

。

【
主

な
対

応
】

 

・
既

存
の

体
制

で
対

策
（

除
雪

）
を

行
う

。

・
必

要
に

応
じ

て
，

事
前

に
全

工
程

停
止

，
送

排
風

機
停

止
等

の
措

置
を

行
う

。

・
必

要
に

応
じ

て
重

大
事

故
等

対
処

設
備

等
に

よ
る

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
の

状
態

把
握

を
行

う
。

・
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

が
通

行
不

能
で

あ
る

場
合

は
，

重
機

に
よ

り
復

旧
を

行

う
。

【
設

計
基

準
を

超
え

る
積

雪
を

想
定

し
た

場

合
に

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器

】
 

・
電

力
系

統

【
次

の
事

象
が

相
乗

し
て

発
生

す
る

可
能

性
が

あ
る

】
 

・
な

し
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添
７

第
1
4
表

 
自

然
現

象
が

加
工

施
設

へ
与

え
る

影
響

評
価

（
８

／
８

）
 

自
然

現
象

設
計

基
準

を
超

え
る

自
然

現
象

が
 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
に

与
え

る
影

響
評

価

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

喪
失

す
る

 

可
能

性
の

あ
る

機
器

最
終

的
な

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
の

状
態

隕
 

石
【

影
響

評
価

に
当

た
っ

て
の

考
慮

事
項

】
 

・
事

前
の

予
測

に
つ

い
て

は
，

行
え

な
い

も
の

と
想

定
す

る
。

【
影

響
評

価
】

 

・
建

物
又

は
屋

外
設

備
等

に
隕

石
が

衝
突

し
た

場
合

は
，

当
該

建
物

又
は

設
備

が
損

傷
し

，
機

能
喪

失
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

。

・
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

敷
地

に
隕

石
が

落
下

し
た

場
合

は
，

振
動

に
よ

り
安

全
機

能
が

損
傷

し
，

機
能

喪
失

に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

【
主

な
対

応
】

 

・
建

物
又

は
屋

外
設

備
等

に
隕

石
が

衝
突

し
た

場
合

は
，

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
と

同
様

に
対

応
す

る
。

・
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

敷
地

に
隕

石
が

衝
突

し
，

振
動

が
発

生
し

た
場

合
は

，
地

震
発

生
時

と
同

様
に

対
応

す
る

。

・
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

が
通

行
不

能
で

あ
る

場
合

は
，

重
機

に
よ

り
復

旧
を

行

う
。

・
具

体
的

に
喪

失
す

る
機

器
は

特
定

し
な

い
。

・
具

体
的

な
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
状

態
は

特
定

し
な

い
。
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添
７

第
1
5
表

 
大

規
模

損
壊

へ
至

る
可

能
性

の
あ

る
自

然
現

象
 

自
然

現
象

大
規

模
損

壊
で

想
定

し
て

い
る

シ
ナ

リ
オ

重
大

事
故

等
で

想
定

し
て

い
る

シ
ナ

リ
オ

設
計

基
準

事
故

で
想

定
し

て
い

る
 

シ
ナ

リ
オ

地
震

・
全

交
流

電
源

喪
失

・
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

の
損

傷
等

に
よ

り
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
，

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
気

設
備

等
の

閉
じ

込
め

機
能

の
喪

失

・
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
温

度
監

視
設

備
の

機
能

喪
失

・
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
消

火
設

備
の

機
能

喪
失

・
露

出
し

た
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
取

り
扱

い
，

火
災

源
と

な
る

潤
滑

油
を

有
す

る
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
内

の
火

災
が

発
生

す
る

可
能

性
が

あ
る

。

・
全

交
流

電
源

喪
失

・
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
排

気
設

備
の

機
能

喪
失

・
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
温

度
監

視
設

備
の

機
能

喪
失

・
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
消

火
設

備
の

機
能

喪
失

・
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
内

火
災

・
外

部
電

源
喪

失

・
設

計
基

準
事

故

竜
巻

 
（

な
し

）
 

（
な

し
）

 
（

な
し

）
 

落
雷

 
（

な
し

）
 

（
な

し
）

 
（

な
し

）
 

森
林

火
災

 
（

な
し

）
 

（
な

し
）

 
（

な
し

）
 

凍
結

 
（

な
し

）
 

（
な

し
）

 
（

な
し

）
 

火
山

の
影

響
 

（
な

し
）

 
（

な
し

）
 

（
な

し
）

 

積
雪

 
（

な
し

）
 

（
な

し
）

 
（

な
し

）
 

隕
石

地
震

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
と

同
様

。
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添
７
第

16
表
 
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
自
然
現
象
の
抽
出
結
果
（
１
／
４
）
 

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

除
外
す
る
理
由
 

要
因
 

基
準
 

１
-１

 

基
準
 

１
-２

 

基
準
 

１
-３

 

基
準
 

２
 

1 
地
震
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

〇
 

2 
地
盤
沈
下
 

×
 

×
 

×
 

○
 

岩
盤
に
支
持
さ
れ
て
い
る
た
め
，
地
盤
沈
下
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

3 
地
盤
隆
起
 

×
 

×
 

×
 

○
 

岩
盤
に
支
持
さ
れ
て
い
る
た
め
，
地
盤
隆
起
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

4 
地
割
れ
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
内
に
地
割
れ
が
発
生
し
た
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
，
耐
震
重
要
施
設
及
び
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
支
持
す
る
地
盤
に

将
来
活
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
断
層
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 

×
 

5 
地
滑
り
 

×
 

×
 

○
 

×
 

空
中
写
真
の
判
読
結
果
に
よ
る
と
，
リ
ニ
ア
メ
ン
ト
及
び
変
動
地
形
は
判
読
さ
れ
な
い
。
ま
た
，
敷
地
は
標
高
約

55
ｍ
に
造
成
さ
れ

て
お
り
，
地
滑
り
の
お
そ
れ
の
あ
る
急
斜
面
は
な
い
。
 

×
 

6 

地
下

水
に

よ
る

地
滑

り
 

×
 

×
 

○
 

×
 

同
上
。
 

×
 

7 
液

状
化

現

象
 

×
 

×
 

×
 

○
 

岩
盤
に
支
持
さ
れ
て
い
る
た
め
，
液
状
化
現
象
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

8 
泥
湧
出
 

×
 

×
 

○
 

×
 

泥
湧
出
の
誘
因
と
な
る
地
割
れ
が
発
生
し
た
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 

×
 

9 
山
崩
れ
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
山
崩
れ
の
お
そ
れ
の
あ
る
急
斜
面
は
存
在
し
な
い
。
 

×
 

10
 

崖
崩
れ
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
崖
崩
れ
の
お
そ
れ
の
あ
る
急
斜
面
は
存
在
し
な
い
。
 

×
 

11
 

津
波
 

×
 

○
 

×
 

×
 

計
上
考
慮
す
る
津
波
か
ら
防
護
す
る
施
設
は
標
高
約

50
ｍ
か
ら
約

55
ｍ
及
び
海
岸
か
ら
の
距
離
約
４
km

か
ら
約
５
km

の
地
点
に
位

置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
規
模
（
＞
50
ｍ
）
の
津
波
は
発
生
し
な
い
。
 

×
 

12
 

静
振
 

×
 

×
 

×
 

○
 

敷
地
周
辺
に
尾
駮
沼
及
び
鷹
架
沼
が
あ
る
が
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
標
高
約

55
ｍ
に
造
成
さ
れ
た
敷
地
に
設
置
す
る
た
め
，
静

振
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

13
 

高
潮
 

×
 

×
 

×
 

○
 

高
潮
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

〇
：
基
準
に
該
当
す
る
自
然
現
象
 

×
：
基
準
に
該
当
し
な
い
自
然
現
象
 

〇
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
自
然
現
象
 

×
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
な
い
自
然
現
象
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
-１

：
自
然
現
象
の
発
生
頻
度
が
極
め
て
低
い
。
 

基
準
１
-２

：
自
然
現
象
そ
の
も
の
は
発
生
す
る
が
，
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
規
模
に
至
ら
な
い
。
 

基
準
１
-３

：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
。
  

基
準
２
 
 ：

発
生
し
て
も
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
よ
う
な
影
響
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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添
７
第

16
表
 
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
自
然
現
象
の
抽
出
結
果
（
２
／
４
）

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

除
外
す
る
理
由
 

要
因
 

基
準
 

１
-１

 

基
準
 

１
-２

 

基
準
 

１
-３

 

基
準
 

２
 

14
 

波
浪

・
高

波
 

×
 

×
 

×
 

○
 

波
浪
・
高
波
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

15
 

高
潮
位
 

×
 

×
 

×
 

○
 

高
潮
位
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

16
 

低
潮
位
 

×
 

×
 

×
 

○
 

低
潮
位
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

17
 

海
流
異
変
 

×
 

×
 

×
 

○
 

海
流
異
変
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

18
 

風
(台

風
) 

×
 

○
 

×
 

×
 

「
竜
巻
」
の
影
響
評
価
に
包
含
さ
れ
る
。
 

×
 

19
 

竜
巻
 

×
 

○
 

×
 

×
 

機
能
喪
失
の
誘
因
と
な
る
規
模
（
＞
10
0ｍ

/s
）
の
発
生
は
想
定
さ
れ
な
い
。
な
お
，
降
水
と
の
同
時
発
生
を
考
慮
し
て
も
，
竜
巻
に

よ
る
風
圧
力
，
飛
来
物
の
衝
撃
荷
重
が
増
長
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

20
 

砂
嵐
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
に
砂
漠
や
砂
丘
は
な
い
。
 

×
 

21
 

極
限

的
な

気
圧
 

×
 

×
 

×
 

○
 

「
竜
巻
」
の
影
響
評
価
（
気
圧
差
）
に
包
含
さ
れ
る
。
 

×
 

22
 

降
水
 

×
 

○
 

×
 

×
 

過
去
の
観
測
記
録
よ
り
，
機
能
喪
失
の
誘
因
と
な
る
規
模
（
＞
30
0m
m/
h）

の
発
生
は
想
定
さ
れ
な
い
。
 

×
 

23
 

洪
水
 

×
 

×
 

○
 

×
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
標
高
約

55
ｍ
に
造
成
さ
れ
た
敷
地
に
設
置
し
，
二
又
川
は
標
高
約
１
～
５
ｍ
の
低
地
を
流
れ
て
い
る
た

め
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
与
え
る
洪
水
は
起
こ
り
得
な
い
。
 

×
 

24
 

土
石
流
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
の
地
形
及
び
表
流
水
の
状
況
か
ら
，
土
石
流
は
発
生
し
な
い
。
 

×
 

25
 

降
雹
 

×
 

×
 

×
 

○
 

「
竜
巻
」
の
影
響
評
価
（
飛
来
物
）
に
包
含
さ
れ
る
。
 

×
 

26
 

落
雷
 

×
 

×
 

×
 

○
 

落
雷
は
発
生
す
る
が
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
の
安
全
上
重
要
な
施
設
は
燃
料
加
工
建
屋
内
に
全
て
設
置
す
る
設
計
と
し
，
そ
の
他

の
施
設
と
の
計
測
制
御
ケ
ー
ブ
ル
及
び
電
力
ケ
ー
ブ
ル
を
取
り
合
わ
な
い
設
計
と
す
る
こ
と
か
ら
，
重
大
事
故
の
要
因
に
な
る
こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

27
 

森
林
火
災
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

〇
 

〇
：
基
準
に
該
当
す
る
自
然
現
象
 

×
：
基
準
に
該
当
し
な
い
自
然
現
象
 

〇
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
自
然
現
象
 

×
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
な
い
自
然
現
象
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
-１

：
自
然
現
象
の
発
生
頻
度
が
極
め
て
低
い
。
 

基
準
１
-２

：
自
然
現
象
そ
の
も
の
は
発
生
す
る
が
，
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
規
模
に
至
ら
な
い
。
 

基
準
１
-３

：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
。
  

基
準
２
 
 ：

発
生
し
て
も
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
よ
う
な
影
響
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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16
表
 
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
自
然
現
象
の
抽
出
結
果
（
３
／
４
）

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

除
外
す
る
理
由
 

要
因
 

基
準
 

１
-１

 

基
準
 

１
-２

 

基
準
 

１
-３

 

基
準
 

２
 

28
 

草
原
火
災
 

×
 

×
 

×
 

×
 

「
森
林
火
災
」
の
影
響
評
価
に
包
含
さ
れ
る
。
 

〇
 

29
 

高
温
 

×
 

○
 

×
 

×
 

過
去
の
観
測
記
録
よ
り
，
重
大
事
故
の
要
因
と
な
る
規
模
（
＞
50
℃
）
の
高
温
は
発
生
が
想
定
さ
れ
な
い
。
 

×
 

30
 

凍
結
 

×
 

○
 

×
 

×
 

過
去
の
観
測
記
録
よ
り
，
重
大
事
故
の
要
因
と
な
る
規
模
（
＜
－
40
℃
）
の
低
温
は
発
生
が
想
定
さ
れ
な
い
。
 

×
 

31
 

氷
結
 

×
 

×
 

×
 

○
 

二
又
川
の
氷
結
は
，
重
大
事
故
の
誘
因
に
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

32
 

氷
晶
 

×
 

×
 

×
 

○
 

氷
晶
に
よ
る
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
の
影
響
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

33
 

氷
壁
 

×
 

×
 

×
 

○
 

二
又
川
の
氷
壁
は
，
重
大
事
故
の
誘
因
に
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

34
 

高
水
温
 

×
 

×
 

×
 

○
 

河
川
の
温
度
変
化
に
よ
る
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
の
影
響
は
な
い
。
 

×
 

35
 

低
水
温
 

×
 

×
 

×
 

○
 

同
上
。
 

×
 

36
 

干
ば
つ
 

×
 

×
 

×
 

○
 

干
ば
つ
に
よ
る
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
の
影
響
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

37
 

霜
 

×
 

×
 

×
 

○
 

霜
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

38
 

霧
 

×
 

×
 

×
 

○
 

霧
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

39
 

火
山

の
影

響
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

〇
 

40
 

熱
湯
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
に
熱
湯
の
発
生
源
は
な
い
。
 

×
 

41
 

積
雪
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

〇
 

42
 

雪
崩
 

×
 

×
 

○
 

×
 

周
辺
の
地
形
か
ら
雪
崩
は
発
生
し
な
い
。
 

×
 

43
 

生
物

学
的

事
象
 

×
 

○
 

×
 

×
 

敷
地
内
に
農
作
物
は
な
く
，
昆
虫
類
が
大
量
に
発
生
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

44
 

動
物
 

×
 

×
 

×
 

○
 

「
生
物
学
的
事
象
」
の
影
響
評
価
に
包
含
さ
れ
る
。
 

×
 

45
 

塩
害
 

×
 

○
 

×
 

×
 

屋
外
の
受
電
開
閉
設
備
の
碍
子
部
分
の
絶
縁
を
保
つ
た
め
に
洗
浄
が
行
え
る
設
計
と
し
て
お
り
，
塩
害
に
よ
る
影
響
は
機
能
喪
失
の

要
因
と
は
な
ら
な
い
。
 

×
 

〇
：
基
準
に
該
当
す
る
自
然
現
象
 

×
：
基
準
に
該
当
し
な
い
自
然
現
象
 

〇
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
自
然
現
象
 

×
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
な
い
自
然
現
象
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
-１

：
自
然
現
象
の
発
生
頻
度
が
極
め
て
低
い
。
 

基
準
１
-２

：
自
然
現
象
そ
の
も
の
は
発
生
す
る
が
，
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
規
模
に
至
ら
な
い
。
 

基
準
１
-３

：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
。
  

基
準
２
 
 ：

発
生
し
て
も
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
よ
う
な
影
響
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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表
 
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
自
然
現
象
の
抽
出
結
果
（
４
／
４
）
 

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

除
外
す
る
理
由
 

要
因
 

基
準
 

１
-１

 

基
準
 

１
-２

 

基
準
 

１
-３

 

基
準
 

２
 

46
 

隕
石
 

○
 

×
 

×
 

×
 

隕
石
の
衝
突
は
，
極
低
頻
度
な
自
然
現
象
で
あ
る
。
 

×
 

47
 

陥
没
 

×
 

×
 

×
 

○
 

岩
盤
に
支
持
さ
れ
て
い
る
た
め
，
陥
没
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

48
 

土
壌

の
収

縮
・
膨
張
 

×
 

×
 

×
 

○
 

岩
盤
に
支
持
さ
れ
て
い
る
た
め
，
土
壌
の
収
縮
・
膨
張
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

×
 

49
 

海
岸
浸
食
 

×
 

×
 

×
 

○
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
海
岸
か
ら
約
５
km

に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
，
考
慮
す
べ
き
海
岸
浸
食
の
発
生
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

50
 

地
下

水
に

よ
る
浸
食
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
の
地
下
水
の
調
査
結
果
か
ら
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
与
え
る
地
下
水
に
よ
る
浸
食
は
起
こ
り
得
な
い
。
 

×
 

51
 

カ
ル
ス
ト
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
は
カ
ル
ス
ト
地
形
で
は
な
い
。
 

×
 

52
 

海
氷

に
よ

る
川

の
閉

塞
 

×
 

×
 

×
 

○
 

二
又
川
の
海
氷
に
よ
る
閉
塞
は
，
重
大
事
故
の
要
因
と
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

53
 

湖
若

し
く

は
川

の
水

位
降
下
 

×
 

×
 

×
 

○
 

湖
若
し
く
は
川
の
水
位
降
下
に
よ
る
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
の
影
響
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

54
 

河
川

の
流

路
変
更
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
近
傍
の
二
又
川
は
谷
を
流
れ
て
お
り
，
河
川
の
流
路
変
更
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

55
 

毒
性
ガ
ス
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
毒
性
ガ
ス
の
発
生
源
は
な
い
。
 

×
 

56
 

太
陽

フ
レ

ア
，

磁
気

嵐

×
 

×
 

×
 

〇
 

太
陽
フ
レ
ア
，
磁
気
嵐
に
よ
る
磁
気
変
動
が
電
力
系
統
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
極
め
て
小
さ
い
が
，
仮
に
影
響
が
及
ん
だ
と
し

て
も
変
圧
器
等
の
一
部
に
限
ら
れ
る
こ
と
及
び
建
屋
内
に
収
納
し
て
い
る
安
全
上
重
要
な
施
設
は
地
磁
気
誘
導
電
流
の
影
響
を
受
け

な
い
こ
と
か
ら
，
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
に
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

〇
：
基
準
に
該
当
す
る
自
然
現
象
 

×
：
基
準
に
該
当
し
な
い
自
然
現
象
 

〇
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
自
然
現
象
 

×
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
な
い
自
然
現
象
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
-１

：
自
然
現
象
の
発
生
頻
度
が
極
め
て
低
い
。
 

基
準
１
-２

：
自
然
現
象
そ
の
も
の
は
発
生
す
る
が
，
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
規
模
に
至
ら
な
い
。
 

基
準
１
-３

：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
。
  

基
準
２
 
 ：

発
生
し
て
も
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
よ
う
な
影
響
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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表
 
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
人
為
事
象
の
抽
出
結
果
（
１
／
３
）
 

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

除
外
す
る
理
由
 

要
因
 

基
準
 

１
-１

 

基
準
 

１
-２

 

基
準
 

１
-３

 

基
準
 

２
 

１
 

船
舶
事
故
に
よ
る
油
流
出
 

×
 

×
 

×
 

○
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
，
海
岸
か
ら
約
５
km

離
れ
て
お
り
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

２
 

船
舶
事
故
 

（
爆
発
，
化
学
物
質
の
漏

え
い
）
 

×
 

×
 

×
 

○
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
，
海
岸
か
ら
約
５
km

離
れ
て
お
り
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

３
 

船
舶
の
衝
突
 

×
 

×
 

×
 

○
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
は
，
海
岸
か
ら
約
５
km

離
れ
て
お
り
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

４
 

航
空
機
落
下
（
衝
突
，
火

災
）
 

○
 

×
 

×
 

×
 

航
空
機
落
下
（
衝
突
，
火
災
）
は
極
低
頻
度
で
あ
る
。
 

×
 

５
 

鉄
道
事
故
 

（
爆
発
，
化
学
物
質
の
漏

え
い
）
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
鉄
道
路
線
が
な
い
。
 

×
 

６
 

鉄
道
の
衝
突
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
鉄
道
路
線
が
な
い
。
 

×
 

７
 

交
通
事
故
 

（
爆
発
，
化
学
物
質
の
漏

え
い
）
 

×
 

×
 

×
 

○
 

喪
失
時
に
重
大
事
故
の
要
因
に
な
り
得
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
，
幹
線
道
路
か
ら

40
0ｍ

以
上
離
れ
て
お
り
，

爆
発
に
よ
り
当
該
安
全
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
化
学
物
質
の
漏
え
い
に
つ
い
て
は
，
安
全
機

能
を
有
す
る
施
設
へ
直
接
被
水
す
る
こ
と
は
な
く
，
ま
た
硝
酸
の
反
応
に
よ
り
発
生
す
る
Ｎ
Ｏ
ｘ
及
び
液
体
二
酸
化
窒

素
か
ら
発
生
す
る
Ｎ
Ｏ
ｘ
は
気
体
で
あ
る
た
め
，
当
該
安
全
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

８
 

自
動
車
の
衝
突
 

×
 

×
 

○
 

○

周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
は
フ
ェ
ン
ス
を
設
置
し
て
お
り
，
施
設
は
敷
地
外
か
ら
の
自
動
車
の
衝
突
に
よ
る
影
響
を
受

け
な
い
。
 

敷
地
内
の
運
転
に
際
し
て
は
速
度
制
限
を
設
け
て
お
り
，
安
全
機
能
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
衝
突
は
考
え
ら
れ
ず
，

重
大
事
故
の
要
因
と
は
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

〇
：
基
準
に
該
当
す
る
人
為
事
象
 

×
：
基
準
に
該
当
し
な
い
人
為
事
象
 

〇
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
人
為
事
象
 

×
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
な
い
人
為
事
象
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
-１

：
人
為
事
象
の
発
生
頻
度
が
極
め
て
低
い
。
 

基
準
１
-２

：
人
為
事
象
そ
の
も
の
は
発
生
す
る
が
，
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
規
模
に
至
ら
な
い
。
 

基
準
１
-３

：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
。
  

基
準
２
 
 ：

発
生
し
て
も
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
よ
う
な
影
響
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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17
表
 
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
人
為
事
象
の
抽
出
結
果
（
２
／
３
）
 

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

除
外
す
る
理
由
 

要
因
 

基
準
 

１
-１

 

基
準
 

１
-２

 

基
準
 

１
-３

 

基
準
 

２
 

９
 

爆
発
 

×
 

〇
 

×
 

×
 

敷
地
内
に
設
置
す
る
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
の
高
圧
ガ
ス
ト
レ
ー
ラ
庫
に
お
け
る
水
素
爆
発
を
想
定
し
て
も
，
爆

発
時
に
発
生
す
る
爆
風
が
上
方
向
に
開
放
さ
れ
る
こ
と
及
び
離
隔
距
離
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
安
全
機
能

の
喪
失
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

10
 

工
場
事
故
 

（
爆
発
，
化
学
物
質
の
漏
え

い
）
 

×
 

×
 

○
 

○
「
爆
発
」，
「
近
隣
工
場
等
の
火
災
」
及
び
「
敷
地
内
に
お
け
る
化
学
物
質
の
漏
え
い
」
の
影
響
評
価
に
包
含
さ
れ

る
。
 

×
 

11
 

鉱
山
事
故
 

（
爆
発
，
化
学
物
質
の
漏
え

い
）
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
，
爆
発
，
化
学
物
質
の
漏
え
い
を
起
こ
す
よ
う
な
鉱
山
は
な
い
。
 

×
 

12
 

土
木
・
建
築
現
場
の
事
故
 

（
爆
発
，
化
学
物
質
の
漏
え

い
）
 

×
 

×
 

○
 

○

敷
地
内
で
の
土
木
・
建
築
工
事
は
十
分
管
理
さ
れ
る
こ
と
か
ら
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な

工
事
事
故
の
発
生
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
，
敷
地
外
で
の
土
木
・
建
築
現
場
の
事
故
は
敷
地
境
界
か
ら
Ｍ
Ｏ
Ｘ

燃
料
加
工
施
設
ま
で
距
離
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
の
影
響
は
な
い
。
 

×
 

13
 

軍
事
基
地
の
事
故
 

（
爆
発
，
化
学
物
質
の
漏
え

い
）
 

×
 

×
 

×
 

○
 

三
沢
基
地
は
敷
地
か
ら
約

28
km

離
れ
て
お
り
影
響
を
受
け
な
い
。
 

×
 

14
 

軍
事
基
地
か
ら
の
飛
来
物
 

（
航
空
機
を
除
く
）
 

○
 

×
 

×
 

×
 

軍
事
基
地
か
ら
の
飛
来
物
は
，
極
低
頻
度
な
事
象
で
あ
る
。
 

×
 

15
 

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
故
 

（
爆
発
，
化
学
物
質
の
漏
え

い
）
 

×
 

×
 

○
 

×
 

む
つ
小
川
原
国
家
石
油
備
蓄
基
地
の
陸
上
移
送
配
管
は
，
1.
2ｍ

以
上
の
地
下
に
埋
設
さ
れ
る
と
と
も
に
，
漏
え
い

が
発
生
し
た
場
合
は
，
配
管
の
周
囲
に
設
置
さ
れ
た
漏
油
検
知
器
に
よ
り
緊
急
遮
断
弁
が
閉
止
さ
れ
る
こ
と
か

ら
，
火
災
の
発
生
は
想
定
し
に
く
い
。
 

×
 

〇
：
基
準
に
該
当
す
る
人
為
事
象
 

×
：
基
準
に
該
当
し
な
い
人
為
事
象
 

〇
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
人
為
事
象
 

×
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
な
い
人
為
事
象
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
-１

：
人
為
事
象
の
発
生
頻
度
が
極
め
て
低
い
。
 

基
準
１
-２

：
人
為
事
象
そ
の
も
の
は
発
生
す
る
が
，
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
規
模
に
至
ら
な
い
。
 

基
準
１
-３

：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
。
  

基
準
２
 
 ：

発
生
し
て
も
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
よ
う
な
影
響
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
 

7－384



添
７
第

17
表
 
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
人
為
事
象
の
抽
出
結
果
（
３
／
３
）
 

No
．
 

事
象
 

除
外
の
基
準
 注

１
 

除
外
す
る
理
由
 

要
因
 

基
準
 

１
-１

 

基
準
 

１
-２

 

基
準
 

１
-３

 

基
準
 

２
 

16
 

敷
地
内
に
お
け
る
化
学
物

質
の
漏
え
い
 

×
 

×
 

×
 

○
 

敷
地
内
に
搬
入
さ
れ
る
化
学
物
質
が
運
搬
時
又
は
受
入
れ
時
に
漏
え
い
し
た
場
合
に
も
，
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
へ

直
接
被
水
す
る
こ
と
は
な
く
，
ま
た
硝
酸
の
反
応
に
よ
り
発
生
す
る
Ｎ
Ｏ
ｘ
及
び
液
体
二
酸
化
窒
素
か
ら
発
生
す
る
Ｎ

Ｏ
ｘ
は
気
体
で
あ
る
た
め
，
当
該
安
全
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

17
 

人
工
衛
星
の
落
下
 

○
 

×
 

×
 

×
 

人
工
衛
星
の
衝
突
は
，
極
低
頻
度
な
事
象
で
あ
る
。
 

×
 

18
 

ダ
ム
の
崩
壊
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
の
周
辺
に
ダ
ム
は
な
い
。
 

×
 

19
 

電
磁
的
障
害
 

×
 

×
 

×
 

○
 

人
為
的
な
電
磁
波
に
よ
る
電
磁
的
障
害
に
対
し
て
は
，
日
本
工
業
規
格
に
基
づ
い
た
ノ
イ
ズ
対
策
及
び
電
気
的
・
物
理

的
独
立
性
を
持
た
せ
る
こ
と
か
ら
，
重
大
事
故
の
要
因
に
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

20
 

掘
削
工
事
 

×
 

×
 

×
 

○
 

敷
地
内
で
の
工
事
は
十
分
管
理
さ
れ
る
こ
と
及
び
敷
地
外
で
の
工
事
は
敷
地
境
界
か
ら
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
ま
で
距

離
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
掘
削
工
事
に
よ
る
重
大
事
故
の
発
生
は
考
え

ら
れ
な
い
。
 

×
 

21
 

重
量
物
の
落
下
 

×
 

○
 

×
 

×
 

重
量
物
の
取
扱
い
は
十
分
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
規
模
の
重
量

物
の
落
下
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

22
 

タ
ー
ビ
ン
ミ
サ
イ
ル
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
内
に
タ
ー
ビ
ン
ミ
サ
イ
ル
を
発
生
さ
せ
る
よ
う
な
タ
ー
ビ
ン
は
な
い
。
 

×
 

23
 

近
隣
工
場
等
の
火
災
 

×
 

×
 

×
 

○
 

最
も
影
響
の
大
き
い
む
つ
小
川
原
国
家
石
油
備
蓄
基
地
の
火
災
（
保
有
す
る
石
油
の
全
量
燃
焼
）
を
考
慮
し
て
も
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
の
安
全
機
能
に
影
響
が
な
い
こ
と
か
ら
，
重
大
事
故
の
要
因
に
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

24
 

有
毒
ガ
ス
 

×
 

×
 

×
 

○
 

有
毒
ガ
ス
が
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

×
 

〇
：
基
準
に
該
当
す
る
人
為
事
象
 

×
：
基
準
に
該
当
し
な
い
人
為
事
象
 

〇
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
人
為
事
象
 

×
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
な
い
人
為
事
象
 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。

基
準
１
-１

：
人
為
事
象
の
発
生
頻
度
が
極
め
て
低
い
。
 

基
準
１
-２

：
人
為
事
象
そ
の
も
の
は
発
生
す
る
が
，
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
規
模
に
至
ら
な
い
。
 

基
準
１
-３

：
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
。
  

基
準
２
 
 ：

発
生
し
て
も
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
よ
う
な
影
響
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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表
 
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
喪
失
の
要
因
と
な
る
自
然
現
象
と
 

他
の
自
然
現
象
の
組
合
せ
の
検
討
結
果
 

他
※
２
 

要
因

※
１
 

森
林
火
災
 
及
び
 

草
原
火
災
 

火
山
の
影
響
 

（
降
下
火
砕
物
に
よ
る
 

積
載
荷
重
，
フ
ィ
ル
タ
の

目
詰
ま
り
）
 

積
雪
 

地
震
 

ａ
 

ａ
 

ｃ
 

※
１
：
 
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
機
能
喪
失
の
要
因
と
な
る
自
然
現
象
 

※
２
：
 
他
の
自
然
現
象
 

＜
凡
例
＞
 

a 
：
同
時
に
発
生
す
る
可
能
性
が
極
め
て
低
い
組
合
せ
 

b 
：
重
大
事
故
に
至
る
前
に
実
施
す
る
対
処
に
影
響
し
な
い
組
合
せ
 

c 
：
一
方
の
自
然
現
象
の
評
価
に
包
含
さ
れ
る
組
合
せ
 

d 
：
重
畳
を
考
慮
す
る
組
合
せ
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表
 
機
能
喪
失
に
至
る
前
に
対
処
が
可
能
な
自
然
現
象
と
他
の
自
然
現
象
の
組
合
せ
 

他
※
２
 

対
処

※
１
 

地
震
 

森
林
火
災
 
及
び
 

草
原
火
災
 

火
山
の
影
響
 

（
降
下
火
砕
物
に
よ
る
積
載
荷

重
）
 

火
山
の
影
響
 

（
降
下
火
砕
物
に
よ
る
フ
ィ
ル

タ
の
目
詰
ま
り
）
 

積
雪
 

森
林
火
災
 
及
び
 

草
原
火
災
 

ａ
 

ａ
 

ａ
 

ｂ
 

火
山
の
影
響
 

（
降
下
火
砕
物
に
よ
る
積

載
荷
重
）
 

ａ
 

ａ
 

ｂ
 

ｄ
 

火
山
の
影
響
 

（
降
下
火
砕
物
に
よ
る
フ

ィ
ル
タ
の
目
詰
ま
り
）
 

ａ
 

ａ
 

ｂ
 

ｂ
 

積
雪
 

ｂ
 

ｂ
 

ｄ
 

ｂ
 

※
１
：
 
機
能
喪
失
に
至
る
前
に
対
処
が
可
能
な
自
然
現
象
 

※
２
：
 
他
の
自
然
現
象
 

＜
凡
例
＞
 

a ：
同
時
に
発
生
す
る
可
能
性
が
極
め
て
低
い
組
合
せ
 

b ：
重
大
事
故
に
至
る
前
に
実
施
す
る
対
処
に
影
響
し
な
い
組
合
せ
 

c ：
一
方
の
自
然
現
象
の
評
価
に
包
含
さ
れ
る
組
合
せ
 

d ：
重
畳
を
考
慮
す
る
組
合
せ
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表

 
重

大
事

故
の

発
生

を
仮

定
す

る
グ

ロ
ー

ブ
ボ
ッ

ク
ス
一
覧
 

部
屋
名
称
 

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス
名

称
 

粉
末
調
整
第

２
室

 
予

備
混

合
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ
ッ
ク

ス
 

粉
末
調
整
第

５
室

 
均

一
化

混
合

装
置

グ
ロ

ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
 

造
粒

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ
ク

ス
注

）
 

粉
末
調
整
第

７
室

 
回

収
粉

末
処

理
・

混
合

装
置

グ
ロ

ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
 

ペ
レ
ッ
ト
加

工
第
１
室
 

添
加

剤
混

合
装

置
Ａ

グ
ロ
ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス
 

プ
レ

ス
装

置
Ａ

（
プ

レ
ス

部
）

グ
ロ
ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス
 

添
加

剤
混

合
装

置
Ｂ

グ
ロ
ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス
 

プ
レ

ス
装

置
Ｂ

（
プ

レ
ス

部
）

グ
ロ
ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス
 

 
注

）：
火
災
源
と

な
る

潤
滑

油
を

内
包

す
る

機
器

が
２

箇
所

存
在

す
る

。
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添７第 21 表 「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」に対処する 

設備(１／２) 

設備名称 構成する機器 火災の消火 放出経路の閉止
核燃料物質等の回

収
閉じ込める機能の

回復

代替消火設備 遠隔消火装置 〇 × × ×

火災状況確認用温度計 〇 × × ×

火災状況確認用温度表示装置 〇 × × ×

可搬型グローブボックス温度表示端末 〇 × × ×

グローブボックス排風機入口手動ダンパ × 〇 × ×

工程室排風機入口手動ダンパ × 〇 × ×

グローブボックス排気閉止ダンパ × 〇 × ×

工程室排気閉止ダンパ × 〇 × ×

ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ × 〇 × ×

可搬型ダンパ出口風速計 × 〇 × ×

重大事故の発生を仮定するグローブボックス※１ × 〇 × ×

可搬型ダストサンプラ × × 〇 ×

アルファ・ベータ線用サーベイメータ × × 〇 ×

ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ × × × 〇

可搬型排風機付フィルタユニット × × × 〇

可搬型フィルタユニット × × × 〇

可搬型ダクト × × × 〇

設備 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策

※１：予備混合装置グローブボックス，均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス，回収粉末処理・混合装置グローブボックス，添加剤混合装置Ａグローブ
ボックス，プレス装置Ａ（プレス部）グローブボックス，添加剤混合装置Ｂグローブボックス及びプレス装置Ｂ（プレス部）グローブボックス

工程室放射線計
測設備

放出防止設備

代替火災感知設
備

代替グローブ
ボックス排気設
備
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添７第 21 表 「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」に対処する 

設備(２／２) 

設備名称 構成する機器 火災の消火 放出経路の閉止
核燃料物質等の回

収
閉じ込める機能の

回復

受電開閉設備 〇 〇 × ×

受電変圧器 〇 〇 × ×

6.9ｋＶ運転予備用主母線 〇 〇 × ×

6.9ｋＶ常用主母線 〇 〇 × ×

6.9ｋＶ運転予備用母線 〇 × × ×

6.9ｋＶ常用母線 〇 × × ×

6.9ｋＶ非常用母線 × 〇 × ×

460Ｖ運転予備用母線 〇 × × ×

460Ｖ常用母線 〇 × × ×

460Ｖ非常用母線 × 〇 × ×

燃料加工建屋可搬型発電機 × × × 〇

可搬型電源ケーブル × × × 〇

可搬型分電盤 × × × 〇

第１軽油貯槽 × × × 〇

第２軽油貯槽 × × × 〇

軽油用タンクローリ × × × 〇

代替モニタリン
グ設備

可搬型排気モニタリング設備
可搬型ダストモニタ

× × × 〇

代替試料分析関
係設備

可搬型放出管理分析設備
可搬型放射能測定装置

× × × 〇

設備 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策

補機駆動用燃料
補給設備

代替電源設備

受電開閉設備

高圧母線

低圧母線
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表
 

核
燃
料

物
質

等
の

飛
散
又
は
漏
え
い
の
原
因
と
な
る
火
災
を
消
火
す
る

た
め

の
手

順
と

重
大

事
故

等
対

処
施

設
(１

／
２

) 

判
断

及
び
操

作
 

手
順
 

重
大

事
故
等

対
処

施
設
 

常
設

重
大
事

故
等

対
処

設
備
 

可
搬

型
重
大

事
故

等
対

処
設

備
 

（
１

）
 

火
災

の
消

火
の

着
手

判
断
 


設

計
基

準
対

象
の

施
設

と
し

て
機

能
を

期
待

す
る

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

温
度

監
視
装

置
の

感
知

機
能

又
は

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

消
火

装
置

の
消

火
機
能

の
機

能
喪

失
を

確
認

し
た

場
合

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
飛

散
又

は
漏
え

い
の

原
因

と
な

る
火

災
を

消
火

す
る

た
め

手
順

に
着
手
し
，
以
下
の
（
２
）
に
移
行
す
る
。

－
－

 

（
２

）
 

火
災

状
況

確
認

の
準

備
 


中

央
監

視
室

に
あ

る
火

災
状

況
確

認
用

温
度

計
に

接
続

さ
れ

た
火

災
状
況
確
認
用
温
度
表
示
装
置
の
健
全
性
を
確
認
す
る
。


火

災
状

況
確

認
用

温
度

表
示

装
置

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

，
中

央
監

視
室

に
あ

る
火

災
状

況
確
認

用
温

度
計

に
，

可
搬

型
グ

ロ
ー

ブ
ボ
ッ
ク
ス
温
度
表
示
端
末
を
接
続
す
る
。


火

災
状

況
確

認
用

温
度

表
示

装
置


火

災
状

況
確

認
用

温
度

計


可

搬
型

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク

ス
温

度
表
示

端
末

（
３

）
 

火
災

の
判

断
及

び
消

火
の

実
施
判

断
 


火

災
状

況
確

認
用

温
度

表
示

装
置

に
よ

り
，

重
大

事
故

の
発

生
を

仮
定

す
る

グ
ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
内

の
温

度
を

確
認

す
る

。
火

災
源

近
傍
の
温
度
指
示
値
が

60
℃
以
上
の
場
合
に
火
災
が
発
生
し
て
い

る
と

判
断

し
，
直

ち
に

火
災

の
消

火
を

判
断

し
，

以
下

の
(
４

)
へ

移
行
す
る
。


火

災
状

況
確

認
用

温
度

表
示

装
置

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

，
可

搬
型

グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク

ス
温

度
表

示
端

末
に

よ
り

，
重

大
事

故
の

発
生

を
仮

定
す
る

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

内
の

温
度

を
確

認
し

，
火

災
源
近
傍
の
温
度
指
示
値
が

60
℃
以
上
の
場
合
に
火
災
が
発
生
し

て
い

る
と

判
断

し
，

直
ち

に
火

災
の

消
火

を
判

断
し

，
以

下
の

(４
)へ

移
行
す
る
。


火

災
状

況
確

認
用

温
度

計


火

災
状

況
確

認
用

温
度

表
示

装
置


可

搬
型

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク

ス
温

度
表
示

端
末
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表
 

核
燃
料

物
質

等
の

飛
散
又
は
漏
え
い
の
原
因
と
な
る
火
災
を
消
火
す
る

た
め

の
手

順
と

重
大

事
故

等
対

処
施

設
(２

／
２

) 

判
断

及
び
操

作
 

手
順
 

重
大

事
故
等

対
処

施
設
 

常
設

重
大
事

故
等

対
処

設
備
 

可
搬

型
重
大

事
故

等
対

処
設

備
 

（
４

）
 

火
災

の
消
火

の
実

施
 


中

央
監

視
室

に
設

置
す

る
遠

隔
消

火
装

置
の

盤
の

手
動

操
作

に

よ
り

，
火

災
と

判
断

し
た

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

へ
消

火
剤

（
ハ

ロ
ゲ

ン
化

物
）

を
放

出
で

き
な

い
場

合
は

，
中

央
監

視
室

近
傍

に
設

置
す

る
遠

隔
消

火
装

置
の

弁
の

手
動

操
作

に
よ

り
，

火
災

と
判

断
し

た
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
へ

消
火

剤
（

ハ
ロ

ゲ
ン

化

物
）
を
放
出
す
る
。


遠

隔
消

火
装

置
－

 

（
５

）
 

火
災

の
消

火
の

成
否

判
断
 


火

災
状

況
確

認
用

温
度

表
示

装
置

に
よ

り
，

火
災

が
発

生
し

た

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
火
災
源
近
傍
温
度
が

60
℃
未
満
で
あ

り
，

安
定

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
内

の
火
災
が
消
火
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
。


火

災
状

況
確

認
用

温
度

表
示

装
置

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

，

可
搬

型
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
温

度
表

示
端

末
に

よ
り

，
火

災
が

発
生
し
た
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
火
災
源
近
傍
温
度
が

60
℃

未
満

で
あ

り
，

安
定

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク
ス
内
の
火
災
が
消
火
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
。


火

災
状

況
確

認
用

温
度

表

示
装

置


火

災
状

況
確

認
用

温
度

計


可

搬
型

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク

ス
温

度
表
示

端
末
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表
 

燃
料
加

工
建
屋
外
へ
の
放
出
経
路
を
閉
止
す
る
た
め
の
手
順

と
重

大
事

故
等

対
処

施
設

(１
／

２
) 

判
断

及
び
操

作
 

手
順
 

重
大

事
故
等

対
処

施
設
 

常
設

重
大
事

故
等

対
処

設
備
 

可
搬

型
重
大

事
故

等
対

処
設

備
 

（
１

）
 

燃
料

加
工

建
屋

外
へ

の
排

気
経

路
の

閉
止

の
着

手
判
断
 


設

計
基

準
対

象
施

設
と

し
て

機
能

を
期

待
す

る
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ

ク
ス

温
度

監
視

装
置

の
感

知
機

能
又

は
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
消

火
装

置
の

消
火

機
能

の
喪

失
を

確
認

し
た

場
合

，
放

射
性

物
質

の
放

出
を

抑
制

す
る

た
め

の
手

順
に

着
手

し
，

以
下

の
（

２
）

に
移
行
す
る
。

－
 

－
 

（
２

）
 

燃
料

加
工

建
屋

外
へ

の
排

気
経

路
の

閉
止

の
実

施
判
断
 


中

央
監

視
室

に
設

置
す

る
ダ

ン
パ

の
遠

隔
閉

止
を

す
る

た
め

の

盤
が

健
全

で
あ

る
場

合
，

全
送

排
風

機
の

停
止

を
確

認
後

に
，

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
気

閉
止

ダ
ン

パ
及

び
工

程
室

排
気

閉
止

ダ
ン

パ
の

遠
隔

閉
止

の
実

施
を

判
断

し
，

以
下

の
（

３
）

へ
移

行
す
る
。


中

央
監

視
室

に
設

置
す

る
ダ

ン
パ

の
遠

隔
閉

止
を

す
る

た
め

の

盤
の

健
全

性
が

確
認

で
き

な
い

場
合

，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
排

風
機

入
口

手
動

ダ
ン

パ
及

び
工

程
室

排
風

機
入

口
手

動
ダ

ン
パ

の
閉
止
の
実
施
を
判
断
し
，
以
下
の
（
３
）
へ
移
行
す
る
。

－
 

－
 

（
３

）
 

燃
料

加
工

建
屋

外
へ

の
排

気
経

路
の

閉
止

の
実

施
 


中

央
監

視
室

か
ら

遠
隔

閉
止

操
作

に
よ

り
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス

排
気

閉
止

ダ
ン

パ
及

び
工

程
室

排
気

閉
止

ダ
ン

パ
を

閉
止

し
，

排
気
経
路
を
閉
止
す
る
。


中

央
監

視
室

に
設

置
す

る
ダ

ン
パ

の
遠

隔
閉

止
を

す
る

た
め

の

盤
の

健
全

性
が

確
認

で
き

な
い

場
合

，
排

風
機

室
か

ら
手

動
閉

止
操

作
に

よ
り

，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
排

風
機

入
口

手
動

ダ
ン

パ
及

び
工

程
室

排
風

機
入

口
手

動
ダ

ン
パ

の
閉

止
を

実
施

し
，

排
気
経
路
を
閉
止
す
る
。


グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
排

気

閉
止

ダ
ン
パ


工

程
室

排
気

閉
止

ダ
ン

パ


グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
排

風

機
入

口
手
動

ダ
ン

パ


工

程
室

排
風

機
入

口
手

動

ダ
ン

パ


ダ

ク
ト

・
ダ

ン
パ

・
高

性

能
エ

ア
フ
ィ

ル
タ

－
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表
 

燃
料
加

工
建
屋
外
へ
の
放
出
経
路
を
閉
止
す
る
た
め
の
手
順

と
重

大
事

故
等

対
処

施
設

(２
／

２
) 

判
断

及
び
操

作
 

手
順
 

重
大

事
故
等

対
処

施
設
 

常
設

重
大
事

故
等

対
処

設
備
 

可
搬

型
重
大

事
故

等
対

処
設

備
 

（
４

）
 

燃
料

加
工

建
屋

外
へ

の
排

気
経

路
の

閉
止

の
成

否
判
断
 


可

搬
型

ダ
ン

パ
出

口
風

速
計

を
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
排

風
機

及

び
工
程
室
排
風
機
の
下
流
側
ダ
ク
ト
に
接
続
す
る
。


可

搬
型

ダ
ン

パ
出

口
風

速
計

に
よ

り
，

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排

風
機

及
び

工
程

室
排

風
機

の
下

流
側

ダ
ク

ト
内

の
風

速
が

０
に

な
っ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

に
よ

り
，

燃
料

加
工

建
屋

外
へ
の
排
気
経
路
が
閉
止
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
。


排

気
経

路
の

閉
止

後
は

，
ダ

ク
ト

内
の

風
速

の
監

視
を

継
続

す

る
。

－


可
搬

型
ダ
ン

パ
出

口
風

速

計
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添
７

第
2
4
表

 
核
燃
料
物
質
等
を
回
収
す
る
た
め
の
手
順
と
重
大

事
故

等
対

処
施

設
(１

／
２

) 

判
断

及
び
操

作
 

手
順
 

重
大

事
故
等

対
処

施
設
 

常
設

重
大
事

故
等

対
処

設
備
 

可
搬

型
重
大

事
故

等
対

処
設

備
 

（
１

）
 

核
燃

料
物

質
等

の
回

収
の

着
手
判

断
 


重

大
事

故
の

発
生

を
仮

定
す

る
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
内

の
消

火
及

び
燃

料
加

工
建
屋

外
へ

の
放

出
経

路
の

閉
止

す
る

た
め

の
対

策
が

完
了

し
，

時
間
経

過
に

よ
り

放
射

性
エ

ア
ロ

ゾ
ル

が
十

分
沈

降
し

た
と

推
定

さ
れ
る

場
合

に
，

核
燃

料
物

質
等

の
回

収
の

着
手

を
判

断
し
，
以
下
の
（
２
）
へ
移
行
す
る
。

－
－

 

（
２

）
 

放
射

性
エ

ア
ロ

ゾ
ル

の
沈

降
状
況

の
確

認
 


可

搬
型

ダ
ス

ト
サ

ン
プ

ラ
に

よ
り

，
工

程
室

内
の

気
相

中
の

放
射

性
エ

ア
ロ

ゾ
ル
を

捕
集

し
，

ア
ル

フ
ァ

・
ベ

ー
タ

線
用

サ
ー

ベ
イ

メ
ー
タ
に
よ
り
，
濃
度
を
測
定
す
る
。

－
 


可

搬
型

ダ
ス

ト
サ

ン
プ

ラ


ア

ル
フ

ァ
・

ベ
ー

タ
線

用

サ
ー

ベ
イ
メ

ー
タ

（
３

）
 

核
燃

料
物

質
等

の
回

収
の

実
施
判

断
 


可

搬
型

ダ
ス

ト
サ

ン
プ

ラ
及

び
ア

ル
フ

ァ
・

ベ
ー

タ
線

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

に
よ
り

，
工

程
室

内
に

漏
え

い
し

た
放

射
性

エ
ア

ロ
ゾ

ル
が

十
分

に
沈
降

し
た

こ
と

を
確

認
し

，
閉

じ
込

め
る

機
能

の
回

復
の

完
了

を
も
っ

て
，

工
程

室
に

漏
え

い
し

た
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
回

収
の
実
施
を
判
断
し
，
以
下
の
（
４
）
へ
移
行
す
る
。

－
 


可

搬
型

ダ
ス

ト
サ

ン
プ

ラ


ア

ル
フ

ァ
・

ベ
ー

タ
線

用

サ
ー

ベ
イ
メ

ー
タ
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添
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2
4
表

 
核
燃
料
物
質
等
を
回
収
す
る
た
め
の
手
順
と
重
大

事
故

等
対

処
施

設
(２

／
２

) 

判
断

及
び
操

作
 

手
順
 

重
大

事
故
等

対
処

施
設
 

常
設

重
大
事

故
等

対
処

設
備
 

可
搬

型
重
大

事
故

等
対

処
設

備
 

（
４

）
 

核
燃

料
物

質
等

の
回

収
の

実
施
 


工

程
室

内
に

漏
え

い
し

た
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
気

相
中

へ
の

舞
い

上
が

り
に

注
意

し
ウ
エ

ス
等

の
資

機
材

に
よ

り
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
を

回
収

す
る
。

－
－
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添
７

第
2
5
表

 
核

燃
料

物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
を
回
復
す
る
た
め
の
手
順

と
重
大

事
故

等
対

処
施

設
(１

／
２

) 

判
断

及
び
操

作
 

手
順
 

重
大

事
故
等

対
処

施
設
 

常
設

重
大
事

故
等

対
処

設
備
 

可
搬

型
重
大

事
故

等
対

処
設

備
 

（
１

）
 

核
燃

料
物

質
等

を
閉

じ
込

め
る

機
能

の
回

復
の

着
手
判

断
 


可

搬
型

ダ
ス

ト
サ

ン
プ

ラ
及

び
ア

ル
フ

ァ
・

ベ
ー

タ
線

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

に
よ
り

，
工

程
室

内
に

漏
え

い
し

た
放

射
性

エ
ア

ロ
ゾ

ル
が

十
分

に
沈
降

し
た

こ
と

を
確

認
し

た
後

，
核

燃
料

物
質

等
を

閉
じ

込
め

る
機
能

の
回

復
の

着
手

を
判

断
し

，
以

下
の

（
２

）
へ

移
行
す
る
。

－
－

 

（
２

）
 

核
燃

料
物

質
等

を
閉

じ
込

め
る

機
能

の
回

復
の

準
備
 


可

搬
型

排
風

機
付

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

，
可

搬
型

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

可
搬
型

ダ
ク

ト
を

排
風

機
室

の
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
排

気
設
備
の
ダ
ク
ト
に
接
続
す
る
。


ダ

ク
ト

・
ダ

ン
パ

・
高

性
能

エ
ア
フ

ィ
ル

タ


可

搬
型

排
風

機
付

フ
ィ

ル

タ
ユ

ニ
ッ
ト


可

搬
型

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ

ト


可

搬
型

ダ
ク

ト


燃

料
加

工
建

屋
可

搬
型

発

電
機


可

搬
型

電
源

ケ
ー

ブ
ル


可

搬
型

分
電

盤

（
３

）
 

核
燃

料
物

質
等

を
閉

じ
込

め
る

機
能

の
回

復
の

実
施
判

断
 


準

備
が

整
い

次
第

，
可

搬
型

排
風

機
付

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

の
起

動
を
判
断
し
，
以
下
の
（
４
）
へ
移
行
す
る
。

－
－
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添
７

第
2
5
表

 
核

燃
料

物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
を
回
復
す
る
た
め
の
手
順

と
重
大

事
故

等
対

処
施

設
(２

／
２

) 

判
断

及
び
操

作
 

手
順
 

重
大

事
故
等

対
処

施
設
 

常
設

重
大
事

故
等

対
処

設
備
 

可
搬

型
重
大

事
故

等
対

処
設

備
 

（
４

）
 

核
燃

料
物

質
等

を
閉

じ
込

め
る

機
能

の
回

復
の

実
施
 


可

搬
型

排
風

機
付

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

の
排

風
機

を
起

動
す

る
。


ダ

ク
ト

・
ダ

ン
パ

・
高

性
能

エ
ア
フ

ィ
ル

タ


可

搬
型

排
風

機
付

フ
ィ

ル

タ
ユ

ニ
ッ
ト


可

搬
型

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ

ト


可

搬
型

ダ
ク

ト


燃

料
加

工
建

屋
可

搬
型

発

電
機


可

搬
型

電
源

ケ
ー

ブ
ル


可

搬
型

分
電

盤

（
５

）
 

核
燃

料
物

質
等

を
閉

じ
込

め
る

機
能

の
回

復
の

成
否
判

断
 


工

程
室

内
に

気
流

が
発

生
し

た
こ

と
を

確
認

し
，

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス
排
気
設
備
の
排
気
機
能
の
回
復
を
判
断
す
る
。


可

搬
型

排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

可
搬

型
ダ

ス
ト

モ
ニ

タ
に

よ

り
，

可
搬

型
ダ
ク

ト
か

ら
の

排
気

を
サ

ン
プ

リ
ン

グ
し

，
大

気
中

へ
放

出
さ

れ
る
放

射
性

物
質

濃
度

を
監

視
す

る
。

こ
の

際
，

指
示

値
に

異
常

が
あ
っ

た
場

合
に

は
，

作
業

を
中

断
す

る
と

と
も

に
，

直
ち
に
可
搬
型
排
風
機
付
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
を
停
止
す
る
。


可

搬
型

排
風

機
付

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

可
搬

型
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
に

付
属
す

る
差

圧
計

に
よ

り
フ

ィ
ル

タ
差

圧
の

監
視

を
行

う
。

－
 

－
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第
26

表
 

重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク

ス
内

の
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

量
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
名
称
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

の
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
 

（
㎏
･
Ｐ
ｕ
）
 

火
災
影
響

を
受
け
る
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
量

※
１
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
で

一
度
に
取
り
扱
う
可
能

性
が
あ
る
容
器
 

容
器
内
Ｍ
Ｏ
Ｘ
重
量
 

（
k
g
･
Ｍ
Ｏ
Ｘ
）
 

容
器
内
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
富
化
度

（
％
）

容
器
内
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
重
量

（
k
g
･
Ｐ
ｕ
）
 

予
備
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

4
6
.
0
 

J
6
0
 

6
5
 

3
3
 

1
8
.
9
 

均
一
化
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

9
0
.
5
 

J
8
5
 

9
0
 

1
8
 

1
4
.
3
 

造
粒
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

2
0
.
3
 

J
8
5
 

9
0
 

1
8
 

1
4
.
3
 

回
収
粉
末
処
理
・
混
合
装
置
 

グ
ロ

ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

※
２
 

5
4
.
1
 

J
6
0
 

J
8
5
 

6
5
 

9
0
 

3
3
 

1
8
 

1
8
.
9
 

1
4
.
3
 

添
加
剤
混
合
装
置
Ａ
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

3
3
.
0
 

J
8
5
 

9
0
 

1
8
 

1
4
.
3
 

プ
レ
ス
装
置
Ａ
（
プ
レ
ス
部
）
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

3
8
.
9
 

J
8
5
 

9
0
 

1
8
 

1
4
.
3
 

添
加
剤
混
合
装
置
Ｂ
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

3
3
.
0
 

J
8
5
 

9
0
 

1
8
 

1
4
.
3
 

プ
レ
ス
装
置
Ｂ
（
プ
レ
ス
部
）
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

3
8
.
9
 

J
8
5
 

9
0
 

1
8
 

1
4
.
3
 

※
１

：
グ

ロ
ー

ブ
ボ
ッ

ク
ス

内
で
取

り
扱

う
放

射
性

物
質

の
う

ち
，

火
災

影
響

を
受

け
る

放
射

性
物

質
量

と
し
て
，

開
口

部
が
あ

る
粉

末
容
器

中
の

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末

を
想

定
す

る
。

※
２

：
回

収
粉

末
処
理

・
混

合
装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

は
J
6
0
と

J8
5
を

同
時

に
取

り
扱

う
可

能
性

が
あ

る
た
め

，
火

災
影
響

を
受

け
る
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末
量

と
し

て
考

慮
す

る
。
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添７第 27 表 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失時の放射性物質

の放出量 

核種 放出量（Bq） 

Pu－238 6.7×10４ 

Pu－239 3.6×10３ 

Pu－240 6.4×10３ 

Pu－241 1.4×10６ 

Am－241 1.6×10４ 

7－400



 

 

 

 
 

 

発生防止対策の確認 

設備ごとの安全機能の整理 

異常の発生防止機能，異常の拡大防止及び
影響緩和機能 

安全機能喪失に至る要因の整理 

運転管理等を考慮した候補事象の

抽出 

ステップ３： 
拡大防止対策等の確認 
（設計基準事故の選定） 

ステップ１： 
設備ごとの安全機能の整理と 
機能喪失により発生する事故の分析 

設計基準事故の選定 

事故が発生しないため 

事故には至らない 

Yes 

ステップ２： 
安全機能喪失状態の特定 

添７第１図 設計基準事故の選定フロー 

No 

発生防止対策の機能喪失の要因 
適用 

異常事象の発生を想定 

事故（大気中への放射性物質
の放出）に至るか？ 
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添
７
第
２
図
 
設
計
基
準
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
の
系
統
イ
メ
ー
ジ
図
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添７第３図 回収粉末処理・混合装置グローブボックスにおける 

閉じ込め機能の不全の放射性物質の大気放出過程 

火災影響を受けるＭＯＸ粉末量 
Ｐｕ－238： ８×1014Bq 
Ｐｕ－239： ４×1013Bq 
Ｐｕ－240： ８×1013Bq 
Ｐｕ－241： ２×1016Bq 
Ａｍ－241： ２×1014Bq 

ＭＯＸ粉末のグローブボックス気相中への移行 

移行割合：１％／ｈ 

グローブボックス排気設備の高性能エアフィルタの

除去効率：99.9999999％ 

経路上のダクトへの沈着

割合：90％ 

放射性物質放出量 
Ｐｕ－238： ８×101Bq 
Ｐｕ－239： ４ Bq 
Ｐｕ－240： ８ Bq 
Ｐｕ－241： ２×103Bq 
Ａｍ－241： ２×101Bq 

地上放散 
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添７第４図 屋外のアクセスルート 
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添
７

第
５

図
（

１
）
 

屋
内

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

（
燃

料
加
工
建

屋
 
地
下

３
階
）
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添
７
第
５

図
（

２
）

 
屋

内
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
（

燃
料
加
工
建

屋
 
地
下

２
階
）
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添
７

第
５

図
（

３
）

 
屋

内
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
（

燃
料

加
工
建

屋
 

地
下

１
階
）
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添
７
第
５
図

（
４

）
 

屋
内

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

（
燃

料
加

工
建

屋
 
地
上

１
階
）
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添
７
第
５

図
（

５
）

 
屋

内
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
（

燃
料
加
工
建

屋
 
地
上

２
階
）
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全社対策本部事業部の非常時対策組織

原子力事業所
災害対策支援

要員が移動し，拠点を設置

協定，覚書に基づき速やかに要請

・出入管理
・放射線管理（個人線量管理，

汚染管理・除染）等

協力会社による支援
「環境モニタリング，
燃料調達，復旧工事の実施」

プラントメーカによる支援
「機器の詳細情報の提供，

復旧対策案の提供」

原子力緊急事態支援組織による支援
「遠隔操作可能な資機材の搬送，要員の派遣
及びアクセスルート確保作業の支援等」

他の原子力事業者による支援
「原子力災害合同対策協議会と
連携し発災事業者へ協力」

本図で示した組織以外の原子力関
連の機関やその他の産業などにも
支援要請を行い，支援を受ける。

・事象発生後7日間は再処理事業所内に配備して
いる資機材， 燃料等による事故対応が可能

添７第６図 全社対策本部の概要
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添 7 第７図 防災組織全体図 
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添
７

第
８
図
 

平
常
運
転
時
の
監
視
か
ら
対
策
開
始
ま
で
の

基
本

的
な

流
れ

 

【
中

央
監

視
室

】
 

○
パ

ラ
メ

ー
タ
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範

囲
内

で

あ
る
こ
と
を
確
認
 

・
温

度

・
機

器
の
起
動
状
態

・
受

電
状
態

・
放

射
線
状
況

等
 

【
現

場
】

 

○
巡

視
点

検
に

て
，

パ
ラ

メ

ー
タ

が
範

囲
内

で
あ

る
こ

と
を
確
認
 

・
温

度

・
圧

力

・
機

器
の
起
動
状
態

・
受

電
状
態

平
常
運

転
時
の

監
視
 

拡
大
防
止

対
策

の
準

備
・

実
施

判
断
 

【
中

央
監

視
室
】
 

・
火
災
状
況
確
認
用
温
度
計
に

よ
る

火
災
の
確

認
 

【
拡

大
防

止
対

策
の

実
施
判

断
基
準
】
 

・
対
象
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク

ス
※

1
の

温
度
指
示

値

が
60
℃
以
上
 

重
大

事
故

等
対

処
 

（
拡

大
防

止
対

策
）
 

回
復
操
作
 

【
中

央
監

視
室

/現
場

】
 

○
警

報
対

応
手

順
書

に
従

い
対
応
を
実
施
 

・
パ

ラ
メ

ー
タ

を
適

切
な

範
囲
内
へ
復
旧
 

・
予
備
機
等
へ
の
切
替
え

 
等
 

【
中

央
監

視
室

/現
場

】
 

・
機
器
の
起
動
状
態
の

確
認
 

・
設

備
の
健
全
性
確
認

全 工 程 停 止
 

運
転
手
順
書
 

巡
視
・
点
検
細
則
等
 

警
報
対
応
手
順
書
，
異
常
・
非
常
時
対
策
要
領
 

等
 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書
 

故
障
の

判
断
 

【
中
央
監

視
室

/現
場

】
 

・
パ

ラ
メ
ー

タ
の
変
動

・
警

報
の
発

報
※
２

・
電

源
，
感

知
，
消

火
以

外

の
監

視
機

能
及

び
制

御

機
能

の
確
認
 

異
常

の
検

知
（

火
災
以

外
）
 

・
回
復
操
作
不
可

・
回
復
操
作
失
敗

【
中
央
監

視
室
】
 

・
火
災
警

報
発
報

・
現
場
確

認

（
発
生
箇

所
）

 

①
対

象
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ

ク
ス

※
１

②
そ

れ
以
外

の
箇
所

全 工 程 停 止
 

異
常

の
検

知
（

感
知
・

消
火
の
機

能
喪
失

）
 

重
大
事
故

等
対

処
 

（
発
生
防

止
対

策
）

 

拡
大
防

止
対

策
①

 

【
中
央
監

視
室

/現
場

】
 

・
ダ

ン
パ
閉

(・
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク
ス

排
風

機
の

停
止

)

拡
大
防

止
対

策
②
 

対
処

（
消

火
）
 

【
中
央
監

視
室
】
 

・
遠

隔
消
火

【
現

場
】

 

・
消
火

①
対

象
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
※
１

→
固
定
式
消
火
（
自
動
）

【
設
計
基
準
事
故
】
 

②
そ

れ
以
外
の
箇
所

→
固

定
式
消
火
又
は
消
火
器

【
中
央
監

視
室
】
 

【
重

大
事

故
等
対

処
の
着

手
判
断

】

・
グ

ロ
ー
ブ

ボ
ッ
ク
ス

温
度

監
視

装
置
の
多
重
故
障

・
グ

ロ
ー
ブ

ボ
ッ
ク
ス

消
火

装
置

の
多
重
故
障

・
グ

ロ
ー
ブ

ボ
ッ
ク
ス

排
風

機
の

多
重
故
障

・
全

交
流
電

源
の
喪
失

・
監

視
機
能

喪
失
（
安

全
系
監
視

制
御
盤
，
G
B
火
災
安
全
系
警

報
盤

，
ガ
ス

消
火
装
置
監

視
制
御
盤
）
 

異
常

の
検

知
（

火
災

） 

【
中

央
監

視
室

】
 

・
全
送
排
風
機
停
止

・
全
工
程
停
止

・
火
災
源
を
有
す
る
機
器

の
動
力

電
源
の
遮

断

（
・
ダ
ン
パ
閉
）

※
１

露
出

し
た
状

態
で

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
を

取
り

扱
い

，
火

災
源

と

な
る

潤
滑
油
を
保

有
す

る
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

（
対

象
８
基

）
 

※
２

窒
素

循
環
系

統
の

異
常
に
よ

る
負

圧
異

常
警

報
及

び
酸

素

濃
度

の
異
常

警
報

の
場

合
は

，
火

災
の

発
生

防
止
と

し
て

全
工

程
停
止

に
加

え
て

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
風

機
の

停

止
及

び
火
災

源
を

有
す

る
機

器
の

動
力

電
源

の
遮

断
を

行

う
。
 

添
7
第

1
0
図
⇒

 

添
7
第

1
0
図

⇒
 

添
7
第

10
図
 

⇒

回
復
操
作

不
可

 

7－412



添
７

第
９

図
 

自
然

災
害

に
お

け
る

対
策

開
始

ま
で
の

流
れ

維
持

気
象
庁
発

表
に

よ
る

警
報

の
把

握

対
応

不
要

状
況
把
握

※
各

事
象

に
対

す
る

主
な
活

動

降
灰

：
・

屋
外

で
使

用
す

る
設

備
の

事
前

対
応

・
除

灰

積
雪

：
除

雪
作

業

津
波

：
施

設
の

屋
外

点
検

（
事

象
収

束
後

）

風
（

台
風

）：
施

設
の

屋
外

点
検

（
事

象
収

束
後

）

降
水

：
浸

水
の

お
そ

れ
の

あ
る

箇
所

へ
土

嚢
設

置

竜
巻

：
施

設
の

屋
外

点
検

（
事

象
収

束
後

）

落
雷

：
安

全
系

監
視

制
御

盤
，

監
視

制
御

盤
，

防
災

盤
に

て
異

常
の

有
無

を

点
検

森
林

火
災

：
消

火
活

動

生
物

学
的

事
象

：
生

物
の

除
去

作
業

自
然
災
害

の
発

生
情

報

の
入

手

降
灰
，

積
雪

，

津
波
，
風

（
台

風
），

降
水
，
竜

巻

森
林
火

災
，

生
物

学
的

事

象
，

地
震

回
復
操
作

対
応
の

必
要

性
の

判
断

有

無

喪
失

安
全
機
能

の
維
持

全
工
程
停

止

監
視
継
続

失
敗

成
功

※
屋

外
カ

メ
ラ

，
屋

外
作
業

員
に
よ
り

確
認

雷
・
気
象

情
報

提
供

シ
ス
テ
ム

に
よ

り
把

握

落
雷

地
震
の
場

合
は

添
7
第

1
0
図

へ

7－413



震
度
情
報
の
入
手

 

震
度
計
測
装
置
に
震
度
１
以
上
表
示
ま
た
は
青
森
県
内
に
お
け
る
地
震
の
情
報
を
受
信

 

青
森
県
内
震
度
３
で
以
下
に
該
当

 

岩
手
県
・
秋
田
県
の
北
部
震
度
５
弱
以
上

 

六
ヶ
所
村
尾
駮
震
度

 

２
以
下
（
１
未
満
含

む
）

 

３
 

B 
C 

青
森
県
内
最
大
震
度

 
六
ヶ
所
村
尾
駮
震
度

 

１
未
満

 
１
，
２

 
３

 
４
以
上

 

１
，
２

 
A 

A 
－

 
－

 

３
 

A 
B 

C 
－

 

４
以
上

 
B 

B 
C 

C 

地
震
発
生
時

 
A 

：
 
点
検
等
の
対
応
は
不
要

 
地
震
発
生
時

 
B 

：
 
中
央
監
視
室
に
お
け
る
警
報
等
の
確
認

 
地
震
発
生
時

 
C 

：
 
中
央
監
視
室
に
お
け
る
警
報
等
の
確
認
お
よ
び
現
場
に
お
け
る
点
検

 

外
部
電
源
喪
失

 

非
常
用
発
電
機
起
動

 

重
大
事
故
等
対
処
の
着
手
判
断

 

重
大
事
故
等
体
制
移
行

 

有
 

失
敗

 

成
功

 

無
 

地
震
の
発
生

 

以
降
，
添

7
第

8
図
「
故
障
の
判
断
」
へ

 

添
７
第

10
図
 

地
震
発
生
に
お
け
る
対
策
開
始

ま
で
の

流
れ
 

安
全
系
監
視
制
御
盤
の
機
能
喪

失
，
感
知
・
消
火
の
機
能
喪
失

 

中
央
監
視
室
で
の
警
報
等
確
認

 

a)
制
御
室
に
お
け
る
警
報
等
の
確
認

・
安
全
系
監
視
制
御
盤

・
監
視
制
御
盤

・
放
射
線
監
視
盤

・
環
境
監
視
盤

b)
監
視
制
御
盤
に
よ
る
運
転
状
態
の
確
認

現
場
点
検

 

a)
機
器
・
配
管
等
か
ら
の
異
音
，
振
動
，
異
臭
等

b)
機
器
・
配
管
等
の
変
形
，
損
傷
，
破
損
等

c)
ガ
ス
，
水
，
蒸
気
等
の
漏
え
い

d)
放
管
設
備
の
変
形
，
損
傷
，
破
損
等

e)
建
物
等
の
損
傷
，
ひ
び
割
れ
，
扉
の
変
形
等

以
降
，
添

7
第

8
図

 

「
重
大
事
故
対
処
（
発
生
防
止
対
策
）」

 

「
拡
大
防
止
対
策
の
準
備
・
実
施
判
断
」
へ

 

安
全
系
監
視
制
御
盤
の
状
態
確
認

 

7－414



はＭＯＸ燃料加工施設で使用する手順書等を示す。 

注)体系図については，今後の運用を基に必要に応じて見直す。 

再処理事業部

要員参集マニュアル

再処理事業所

再処理施設保安規定

全社品質保証計画書

再処理事業部

全社品質保証計画書運用要則

再処理事業所

重大事故等発生時の体制に係る計画

再処理事業部

異常・非常時対策要領

再処理事業部

再処理施設保安規定運用要領

再処理事業所

重大事故等発生時対応細則

前処理課

重大事故等発生時対応手順書

燃料管理課

重大事故等発生時対応手順書

分離課

重大事故等発生時対応手順書

精製課

重大事故等発生時対応手順書

脱硝課

重大事故等発生時対応手順書

ガラス固化課

重大事故等発生時対応手順書

ユーティリティ施設課

重大事故等発生時対応手順書

MOX燃料加工施設

重大事故等発生時対応手順書

放射線安全課

重大事故等発生時対応手順書

各班　重大事故等発生時支援

実施手順書

再処理事業部

異常時対応マニュアル

放射線管理部

非常時対策組織等放射線管理班マニュア

各施設　運転手順書

各施設　警報対応手順書

自然災害対応マニュアル

(地震，火山の影響(降灰)，竜巻等)

各施設　巡視・点検マニュアル

再処理事業部

自然災害対応細則

再処理事業部

巡視・点検細則

再処理工場

外部電源喪失時対応細則

各施設

外部電源喪失時対応マニュアル

再処理事業所

重大事故等発生時支援実施細則

再処理事業所

大規模損壊発生時の

体制に係る計画

再処理事業所

大規模損壊発生時対応細則

再処理事業所

大規模損壊発生時支援実施細則

大規模損壊発生時対応手順書

大規模損壊発生時支援実施手順書

運転部

重大事故等発生時対応手順書

再処理事業所

ＭＯＸ燃料加工施設保安規定

燃料製造事業部

全社品質保証計画書運用要則

燃料製造事業部

ＭＯＸ燃料加工施設

保安規定運用要領

燃料製造事業部

異常・非常時対策要領

防災施設課

重大事故等発生時対応手順書

燃料製造事業部

巡視・点検細則

燃料製造事業部

自然災害対応細則

再処理事業所

初期消火活動の

体制に係る計画

再処理事業部

火災防護計画

職務権限規程

MOX燃料加工施設　運転手順書

MOX燃料加工施設　警報対応手順書

安全ユーティリティ課

重大事故等発生時対応手順書

自然災害対応マニュアル

（地震，火山の影響(降灰)，竜巻等）

燃料製造事業部

火災防護計画

燃料製造事業部

外部電源喪失時対応細則

MOX燃料加工施設

巡視・点検マニュアル

燃料製造事業部

外部電源喪失時対応マニュアル

燃料製造事業部

要員参集マニュアル

燃料製造事業部

異常時対応マニュアル

燃料製造事業部

非常時対策組織等放射線管理班マニュア
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・発生事象に関する情報の集約及び各班の情報の管理
・社内外関係機関への通報連絡及び支援組織の運営

ＭＯＸ燃料加工施設対策班（班長，現場管理者，対策作業員）

精製建屋対策班（班長，現場管理者，対策作業員）

施設ユニット班（班長※2，班員）

設備応急班（班長※2，班員）

放射線管理班（班長※2，班員）

総括班（班長※2，班員）

総務班（班長※2，班員）

広報班（班長※2，班員）

防災班（班長※2，班員）

・事業所内通話制限
・事業所内警備
・避難誘導
・点呼，安否確認取りまとめ
・負傷者の応急処置
・外部からの資機材調達及び輸送
・食料，水及び寝具の配布管理

・報道機関及び地域住民への広報活動に必要な情報収集
・報道機関等に対する対応

情報管理班（班長，班員）

・中央制御室内の要員把握
・各建屋の対策作業の要員の割当て

・実施組織が行う重大事故等の対応の進捗確認
・重大事故等の対応の進捗に応じた要員配置に関する助言
・実施組織の要請に基づく追加の資機材の手配
・応急復旧対策の検討及び実施に必要な情報の収集
・応急復旧対策の実施支援

制御建屋対策班（班長，現場管理者，対策作業員）

前処理建屋対策班（班長，現場管理者，対策作業員）

分離建屋対策班（班長，現場管理者，対策作業員）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋対策班（班長，現場管理者，対策作業員）

ガラス固化建屋対策班（班長，現場管理者，対策作業員）

使用済燃料貯蔵建屋対策班（班長，現場管理者，対策作業員）

・可搬型重大事故等対処設備を含む防災資機材の配布
・公設消防及び原子力防災専門官等の社外関係機関の対応
・緊急時対策所の設備操作

本部長

副本部長

核燃料取扱主任者（ＭＯＸ）

・所内携帯電話の使用可否の確認
・通信連絡設備の準備，確保及び設置

・非常時対策組織の統括，指揮

建屋外対応班（班長，班員）

・施設状態の把握等の統括管理

・本部長補佐，本部長代行

・屋外のアクセスルートの確保
・貯水槽から各建屋近傍までの水供給
・可搬型重大事故等対処設備への燃料補給
・工場等外への放射性物質及び放射線の放出抑制
・航空機墜落火災発生時の消火活動

再処理工場長

核燃料取扱主任者

連絡責任者

・本部長補佐，本部長への意見
具申及び対策活動への助言

副本部長（ＭＯＸ）

技術支援組織及び
運営支援組織の各班長

実施責任者（統括当直長）

・設備の機能喪失の原因及び破損状況の把握
・応急復旧対策の検討及び実施

・MOX燃料加工施設及び再処理施設内外の放射線・放射能の状況把握，
影響範囲の評価

・非常時対策組織本部員及び支援組織要員の被ばく管理
・緊急時対策建屋への汚染の持込み防止措置
・モニタリングポスト等のバックグラウンド低減措置
・負傷者発生時における二次搬送に係る放射線管理情報の伝達

通信班（班長，班員）

放射線対応班（班長，班員）

・可搬型排気モニタリング設備の設置
・可搬型環境モニタリング設備の設置
・可搬型気象観測設備の設置
・重大事故等の対策に係る放射線・放射能の状況把握
・管理区域退域者の身体サーベイ
・モニタリングポスト等への代替電源給電
・実施組織要員の被ばく管理
・制御室への汚染の持込み防止措置

・本部長補佐
・MOX燃料加工施設の施設状態

の把握等の統括管理

・対策活動の指揮

建屋対策班※1（班長，現場管理者，対策作業員）

・現場環境確認（屋内のアクセスルートの確認）
・可搬型通話装置の設置
・圧縮空気手動供給ユニットの弁操作
・可搬型計器の設置
・各建屋における対策活動の実施
・各建屋周辺の線量率確認
・可搬型設備の起動確認
・各建屋の対策の作業進捗管理
・各対策実施の時間余裕・作業開始目安時間の算出

・時系列管理表の作成
・作業時間の管理
・作業進捗管理表の作成及び作業進捗の管理
・建屋での対策実施に係る時間余裕の集約及び

作業開始目安時間の集約

・社内外関係機関への通報連絡

要員管理班（班長，班員）

・技術支援組織及び運営支援組織
各班の実施事項等の報告

・技術支援組織及び運営支援組織
各班の指揮

・本部長補佐，本部長への意見
具申及び対策活動への助言

非常時対策組織

技術支援組織

運営支援組織

実施組織

非常時対策組織本部

情報共有・必要な助言

情報共有

※1 建屋対策班は，以下の８つの班で構成される。

情報共有・必要な助言

情報共有

情報共有・必要な助言

※2 技術支援組織及び運営支援組織の各班長は,

非常時対策組織本部要員としても活動を行う

添７第12図 非常時対策組織の体制図
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要員数 要員数 要員数

要員数

要員数 要員数

要員数

184

消火専門隊 5

184
※2

建屋対策班※1

建屋外対応班

要員管理班

通信班

放射線管理班

建屋対策班

情報管理班

要員数

※2： 184人中12人は当日の宿直に指定された
　　　者又は当直員とする

：当直体制

：宿直体制

：構外で電話待機

連絡責任補助者

情報管理班

通信班

放射線対応班

本部長
（副原子力防災管理者）

1

緊急時対策所設備操作員
（防災班）

8

2
情報管理者
（総括班）

1

核燃料取扱主任者（再処理） 1

核燃料取扱主任者（ＭＯＸ） 1

消火専門隊 5

実施責任者
（統括当直長）

1

情報連絡要員
（総括班）

3

総括班 5

設備応急班 11

施設ユニット班
※

14

消火班 3

放射線管理班 5

連絡責任者 1

副本部長（ＭＯＸ） 1

建屋外対応班

要員管理班

再処理工場長 1

核燃料取扱主任者(再処理) 1

1

副本部長（再処理） 1

核燃料取扱主任者（ＭＯＸ） 1

本部長 1
実施責任者
（統括当直長）

広報班 5

防災班 10

総務班 3

自衛消防組織

非
常
時
対
策
組
織
（
初
動
体
制
）

非
常
時
対
策
組
織
（
全
体
体
制
）

※1：建屋対策班は, 以下の班で構成される。

・制御建屋対策班

・前処理建屋対策班

・分離建屋対策班

・精製建屋対策班

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋対策班

・ガラス固化建屋対策班

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋対策班

・ＭＯＸ燃料加工施設対策班

※再処理施設の重大事故等対策の実施に影響を

与える可能性を考慮し, 隣接施設の状況を共有する

体制とする。

添７第13図 非常時対策組織の初動体制及び全体体制の構成
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1

3

1

1

1

1

8

放射線対応班長 1

放対1班 2

放対2班 2

放対3班 1

放対4班 1

放対5班 2

放対6班 2

放対7班 2

放対8班 1

放対9班 1

MOX放対班 2

小計 17

建屋外対応班長 1

建屋外対応班員 1

燃料給油1班 1

燃料給油2班 1

燃料給油3班 1

建屋外1班 2

建屋外2班 2

建屋外3班 1

合計 10

建屋内1班 2

建屋内2班 2

建屋内3班 2

建屋内4班 2

建屋内5班 3

小計 11

MOX1班 2

MOX2班 2

MOX3班 2

MOX4班 2

MOX5班 2

MOX6班 2

MOX7班 2

MOX8班 2

MOX9班(MOX放対班) (2)

小計 16

合計 62

通信班長 1 - 1

建屋対策班 11 - 11

MOX燃料加工施設現場管理者

班名 人数

人数班名 23:0021:005:00 7:00

班名 人数

経過時間（時：分）

10:007:00

建屋外
対応班

建屋
対策班

0:00 1:00 3:00 4:00 6:00

班名 人数

経過時間（時：分）

人数班名 23:009:00 10:00 11:00 12:00 22:004:00 5:00 6:003:00 13:00 14:00 15:00

経過時間（時：分）

17:00 22:0011:00 12:0010:00 14:00

20:00 21:00 22:00

15:00

経過時間（時：分）

20:00

23:0017:00 18:00

8:007:00

7:00 8:00 9:000:00 1:00 2:00

7:00

8:00 9:003:00 4:00 5:00 6:00

8:00 9:00

15:0014:00 23:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00

経過時間（時：分）

8:00

両施設
1

3:00 4:00 5:00 6:000:00 1:00 2:00

3:00 4:00 5:00 6:00 22:0019:00 20:0015:00 16:00

11:00 12:00

21:0018:0016:00 17:00 20:00

16:00 19:0013:00

10:00 11:00 14:00 21:00

18:00 19:00

18:0017:00

19:00

16:0013:00

12:00 13:00

17:0014:00 21:0018:0015:00 23:0016:00 20:00

MOX燃料加工施設情報管理班長

備考

22:00

実施責任者

MOX
-

必要要員

実施責任者

情報管理班

MOX燃料加工施設対策班長

MOX燃料加工施設現場管理者

MOX燃料加工施設情報管理班長

2:000:00 1:00

19:00

0:00 1:00 2:00

放射線対応班

建屋外対応班

16

21

小計

2:00

放射線
対応班

MOX燃料
加工施設
対策班

-

1

1

1

2

62

-

通信班長

3

1

1

1

17

10

16MOX燃料加工施設対策班

合計

再処理
1

3

-

-

-

15

10

-

41

情報管理班

MOX燃料加工施設対策班長

実施責任者

建屋外対応班長

建屋外対応班員

情報管理班

MOX燃料加工施設現場管理者

MOX燃料加工施設対策班長

MOX燃料加工施設情報管理班長

通信班長

放1

放16

PA9

放7 放8

放7

放7

放8

放8

放7 放8

放13

放11 放11 放11 放12

放11 放11 放11

放11 放11

放11 放11

外3

外17-1

外4 外4 外4

外1

外1 燃7

燃2 燃3 燃5

外3 外4 外4外4

外8

燃2 燃3 燃5 燃2

情2情1

AG12

通2

通3

通1

通1 通2

通3

通1

通1

通1

PA14 PA14

PA1

PA1

PA2
PA3

建屋外対応班長の指揮下で燃料給油の作業を実施

PA8

PA5

PA9PA9

PA7

PA13-2

PA4
PA6

PA10 PA12-2

PA3
PA12-2

PA12-2
PA2

PA16 PA15 PA15 PA15

PA15 PA15 PA15

PA15 PA15

PA15

PA15

PA15

PA15

PA15PA15PA13-2
PA13-2

PA13-1

PA12-

PA11

PA13-2

PA6

PA9

MOX9班は放射線対応班長の指揮下で建屋周辺の線量率確認を

実施

添７第14図 重大事故等に係る要員配置（ＭＯＸ燃料加工施設単独発災時） （１／１０）
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対策 作業番号 作業内容 作業班 要員数 

- - 大規模地震による火災の発生 - - 

- PA16 統括当直長（実施責任者）へのＭＯＸ燃料加工施設の状況報告，

体制移行の連絡 

MOX7班 2 

発生防止 

対策 

PA1 全送排風機停止，全工程停止,火災源を有する機器の動力電源の遮

断又は状態の確認 

MOX1班 

MOX2班 

4 

拡大防止 

対策 

PA2 火災の確認 可搬型グローブボックス温度

表示端末，可搬型火災状況監

視端末及び火災状況確認用カ

メラによる火災の確認

MOX3班 

MOX6班 

4 

PA3 放射性物質の閉じ込め グローブボックス排風機入口

手動ダンパ及び工程室排風機

入口手動ダンパの現場手動閉

止（可搬型流量計の設置，測

定を含む。） 

MOX4班 

MOX5班 

4 

PA4 火災の消火 遠隔消火装置の遠隔手動起動 MOX1班 2 

放射線 

管理 

PA5 管理区域への入退状況の確認，退域者の支援 MOX8班 2 

PA9 建屋周辺モニタリング 

風向・風速測定 

MOX 放対班 

(MOX9班) 

2 

電源 PA6 燃料加工建屋可搬型発電機の設置，起動 

(燃料加工建屋) 

MOX1班

MOX2班 

4 

PA7 情報連絡用可搬型発電機の運搬，設置，起動 

(燃料加工建屋) 

MOX2班 2 

通信 PA8 通信連絡設備の設置 

(燃料加工建屋) 

可搬型衛星電話(屋内用 1 ライ

ン分)及び可搬型トランシーバ

(屋内用 1ライン分)のアンテ

ナ位置調整，ケーブル敷設，

屋内機器への接続

MOX7班 2 

PA12-1 通信連絡設備の設置 

(制御建屋) 

可搬型衛星電話(屋内用 1 ライ

ン分)のアンテナ位置調整，ケ

ーブル敷設，屋内機器への接

続

MOX5班 2 

PA12-2 可搬型トランシーバ(屋内用 4

ライン分)の運搬，アンテナ位

置調整，ケーブル敷設，屋内

機器への接続

MOX3班

MOX5班

MOX6班 

6 

PA13-1 通信連絡設備の設置 

(緊急時対策所） 

可搬型トランシーバ(屋内用 1

ライン分)のアンテナ位置調

整，ケーブル敷設，屋内機器

への接続

MOX4班 2 

PA13-2 可搬型トランシーバ(屋内用 2

ライン分)の運搬，アンテナ位

置調整，ケーブル敷設，屋内

機器への接続

MOX1班

MOX2班

MOX4班 

MOX7班 

8 

伝送 PA10 可搬型情報収集装置の運搬，設置(燃料加工建屋) MOX3班 2 

PA11 可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置の 

運搬，設置(制御建屋) 

MOX6班 2 

燃料給油 PA14 燃料の給油 軽油用タンクローリから可搬

型発電機用容器（ドラム缶

等）への燃料の補給 

軽油用タンクローリの移動 

MOX8班 2 

PA15 計器監視，燃料の給油 計器監視及び可搬型発電機へ

の燃料の補給 

MOX1班 

MOX7班 

4 

添７第 14図 重大事故等に係る要員配置（ＭＯＸ燃料加工施設単独発災時） （２／１０）
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作業番号 作業内容 作業班 要員数 

放射線 

対応班 

放 1 放射線対応班の指揮 

監視盤の状態確認及び監視 

放射線対応班長 1 

放 7 出入管理区画設営（再処理施設の中央制御室用） 放対 2班 

放対 3班 

放対 4班 

放対 5班 

6 

放 8 出入管理区画運営（再処理施設の中央制御室用） 放対 2班 

放対 3班 

放対 4班 

放対 5班 

6 

放 11 可搬型環境モニタリング設備及びデータ伝送装置設置 放対 6班 

放対 7班 

放対 8班 

放対 9班 

6 

放 12 可搬型環境モニタリング設備及びデータ伝送装置設置（緊

急時対策所用） 

放対 6班 2 

放 13 可搬型気象観測設備及びデータ伝送装置の設置 放対 1班 2 

放 16 緊急時環境モニタリング 放対 1班 2 

建屋外 

対応班 

外 1 ・第 1貯水槽から各建屋までのアクセスルートの確認 燃料給油 1班 

燃料給油 2班 

2 

外 3 ・ホイールローダの確認 建屋外 1 班 

建屋外 3 班 

3 

外 4 ・アクセスルートの整備（ガレキ撤去） 建屋外 1 班 

建屋外 3 班 

3 

外 8 ・燃料補給用ドラム缶の設置 建屋外 2 班 2 

外 17-1 ・第 1貯水槽へ可搬型計器，可搬型情報収集装置及び可搬

型発電機の設置

建屋外 1 班 2 

燃 2 ・軽油用タンクローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶

等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（排気

監視測定設備用 1 台，環境監視測定設備用 1台及び制御建

屋用 1台）

燃料給油 3班 1 

燃 3 ・軽油用タンクローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶

等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（環境

監視測定設備用 3 台）

燃料給油 3班 1 

燃 5 ・軽油用タンクローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶

等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（気象

監視測定設備用 1 台，環境監視測定設備用 5台，及び情報

把握計装設備可搬型発電機 2台）

燃料給油 3班 1 

燃 7 ・軽油用タンクローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶

等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（排気

監視測定設備用 1 台，気象監視測定設備用 1台，緊急時対

策所用 1 台，環境監視測定設備用 9 台及び情報把握計装設

備可搬型発電機 2 台）

燃料給油 2班 1 

建屋 

対策班 

通 1 ・可搬型衛星電話の敷設 建屋内 1 班 

建屋内 2 班 

建屋内 3 班 

建屋内 4 班 

8 

通 2 ・電源ケーブルの敷設 建屋内 1 班 

建屋内 2 班 

4 

通 3 ・屋内機器と可搬型発電機の接続 建屋内 3 班 

建屋内 4 班 

4 

AG12 ・可搬型発電機の起動 建屋内 3 班 2 

情 1 ・可搬型情報表示装置及び可搬型情報収集装置の保管庫か

ら設置場所までの運搬

建屋内 5 班 3 

情 2 ・可搬型情報表示装置及び可搬型情報収集装置の設置（制

御建屋）

建屋内 5 班 3 

添７第 14図 重大事故等に係る要員配置（ＭＯＸ燃料加工施設単独発災時） （３／１０）
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1

7

6

3

3

1

1

1

1

24

放射線対応班長 1

放対2班 2

放対3班（ＦＢ） 1

放対4班（ＤＡ） 1

放対5班（ＡＫ） 2

放対6班 2

放対7班 2

放対8班 1

放対9班 1

MOX放対班 2

小計 17

建屋外対応班長 1

建屋外対応班員 1

燃料給油1班 1

燃料給油2班 1

燃料給油3班 1

建屋外3班 2

建屋外4班 2

建屋外5班 2

建屋外6班 2

建屋外7班 2

建屋外8班 1

合計 20

制御室1班 2

制御室2班 2

制御室3班 2

制御室4班 2

制御室5班 2

小計 10

人数班名 23:0021:005:00 7:00

班名 人数

経過時間（時：分）

10:007:00

建屋外
対応班

建屋
対策班

制御室居
住性確保

0:00 1:00 3:00 4:00 6:00

班名 人数

経過時間（時：分）

人数班名 23:009:00 10:00 11:00 12:00 22:004:00 5:00 6:003:00 13:00 14:00 15:00

8:00 9:003:00 4:00 5:00 6:00

経過時間（時：分）

17:00 22:0011:00 12:0010:00 14:00

20:00 21:00 22:00

15:00

経過時間（時：分）

20:00

23:0017:00 18:00

23:00

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 14:0012:00 13:006:00

8:007:00

8:00 9:00

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

2:000:00 1:00

19:00 20:0015:00 16:00

11:00 12:00

21:0018:0016:00 17:00 20:00

16:00 19:0013:00 14:00 15:00

21:00

18:00 19:00

18:0017:00

19:00

16:0013:00

22:00

0:00 1:00 2:00

2

2

実施責任者

建屋対策班長

現場管理者

要員管理班

情報管理班

通信班長

MOX燃料加工施設対策班長

MOX燃料加工施設現場管理者

MOX燃料加工施設情報管理班長

小計

2:00

建屋外2班

放射線
対応班

放対1班

建屋外1班

2

外34外19

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室居住性確保対策完了

対応終了後は出入管理区画設営へ合流

実施責任者

建屋対策班長

要員管理班

現場管理者

通信班長

PA9

建屋外対応班長

建屋外対応班員

精製建屋 蒸発乾固 制限時間

AG14

中央制御室居住性確保対策完了

外2

外3

外3

外4

外9

外4

外4

外4

外4

外8 外9

外10

外11

外11

外11

外12

外14

外15

外15

外15

外16

外16

外16

外36

外25

外26

外26

外26

外27

外28 外29

外30

外30

外30

外30

外30

外30

外30

外30

外31

外24

外32

外32

外32

外33

外33

外33

外35

外37 外38

外38

外38

外39 外40 外41

外44

外45

外45

外46

外46

外49

外66

外67

外68

外69

外4

外43

外43

外43

外43

外50

外64 外65

外65

外65

外68

外68

外5 外5

外5

外5

外5外5

外5

外5 外5 外5

外5

放11

放11

放11 放11

放11 放11

情報管理班

放1

放3 A

A

B

放7 B放8 放8

放8

放8

放8

放8

放8

放15

放15

放8

放8

放8

放8

放8

放8

放8

放8

放8

放8

放8

放8

放8

放8 放8

放8

放8

放8

放8

放8

放8

放8

B

A

B

A

A

A

B

B

AG10

AG10

AG4

MOX燃料加工施設現場管理者

MOX燃料加工施設対策班長

MOX燃料加工施設情報管理班長

通信設備敷設後，要員管理班へ合流

外47

放16放13放18

AG1

F制5 F制6

F制5 F制6

F制7

AG2

AG3

AG5 AG6AG7

AG11

AG11

AG12

AG13

F制4

通4

通4

通2

通2

通2

通3

通3

通3

放2

放9

放9

放9

放10

放10

放10

放6

放10

放10

放10

放5 放5 放5 放5 放5 放5

放10

放10

放10

F制1 F制3

F制2

F制2

外48

外48

外18 外21

外20

外21

外22

外23外22

外23

外35

A 放14

A A A

A

放12

放17 放11

放17 放11

放11

放11

AA15-2

AA15-2

AA15-2

AA15-2

AA15-2

AA15-2

AA15-1 AA16

AA15-2 AA15-2

燃6

外13

外13

外13

外13

外13

外13

外13

外13

外17-2

外1

外1

燃1 燃2 燃3 燃4 燃5 燃1 燃2 燃3 燃4 燃5 燃1 燃2

燃7 燃8 燃8

外42

外42

外42

外42

AG14

AG14

AG14

AG14

AG14

AG14

AG14

AG14

AG14

AG14

AG14

AG14

AG14

F制4

外7

外6

外7

外7

外6

外6

外6

外6
外7

外7

AA15-1

AA15-1

外17-1

放19

AG2

PA9 PA9

PA6

添７第14図 重大事故等に係る要員配置（地震起因における重畳時0時間から24時間） （４／10）
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建屋内1班 1

建屋内2班 1

建屋内3班 2

建屋内4班 2

建屋内5班 2

建屋内6班 2

建屋内7班 2

建屋内8班 2

建屋内9班 2

建屋内10班 2

建屋内11班 2

建屋内12班 2

建屋内13班 2

建屋内14班 2

建屋内15班 2

建屋内16班 2

建屋内17班 2

建屋内18班 2

建屋内19班 2

建屋内20班 2

建屋内21班 2

建屋内22班 2

建屋内23班 2

建屋内24班 2

建屋内25班 2

建屋内26班 2

建屋内27班 2

建屋内28班 2

建屋内29班 2

建屋内30班 2

建屋内31班 2

建屋内32班 2

建屋内33班 2

建屋内34班 2

建屋内35班 2

建屋内36班 2

建屋内37班 2

建屋内38班 2

建屋内39班 2

建屋内40班 2

建屋内41班 2

建屋内42班 2

建屋内43班 2

建屋内44班 2

建屋内45班 2

建屋内46班 2

建屋内47班 2

建屋内48班 2

建屋内49班 1

小計 95

MOX1班 2

MOX2班 2

MOX3班 2

MOX4班 2

MOX5班 2

MOX6班 2

MOX7班 2

MOX8班 2

MOX9班(MOX放対班) (2)

小計 16

合計 182

班名 人数

経過時間（時：分）

人数班名 10:00 21:00 22:00 23:0020:0017:0013:00 14:001:00 2:00 16:00 18:00 19:0015:00

燃料加工建屋の要員は火災が発見され
なかった場合又は対策が終了した場合
は，他の建屋等の待機要員となる。

11:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00

経過時間（時：分）

8:007:00

MOX燃料
加工施設
対策班

3:00 4:00 5:00 6:000:00 1:00 2:00

各建屋
対策班

実施責任者

建屋対策班長

現場管理者

MOX

-

-

5:003:00 4:00 6:00 7:00 8:00

20:00

12:009:00

備考

17:0014:00 21:0018:0015:00 22:00 23:0016:00 19:00

0:00

MOX燃料加工施設情報管理班長

放射線対応班

建屋外対応班

建屋対策班
（制御室居住性確保）

各建屋対策班

MOX燃料加工施設対策班

合計

再処理

1

7

6

3

3

1

-

-

-

15

20

10

95

-

161

要員管理班

情報管理班

通信班長

MOX燃料加工施設対策班長

MOX燃料加工施設現場管理者

必要要員

-

-

-

-

1

1

1

2

16

21

両施設

1

7

6

3

3

1

1

1

1

17

20

10

95

16

182

-

-

-

建屋内１班，２班については，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の建屋対策班長又は

現場管理者が加わり対策を実施する。

F現場環境

状態監視

※1：他建屋での内部ループ通水開始に合わせ，

自建屋内部ループ通水流量を調整する。

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

KA現場環境

KA現場環境

KA現場環境

AB4

AB現場環境

AB現場環境

AB現場環境

AC現場環境

AC現場環境

AC現場環境

精製建屋

蒸発乾固 制限時間

CA現場環境

CA現場環境

CA現場環境

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

蒸発乾固 制限時間

AC受皿

KA1

KA1

高レベル廃液ガラス固化建屋

蒸発乾固 制限時間

AA現場環境

AA現場環境

AA現場環境

AB現管補助

AC・CA現管補助

AB18

AB22

AB23

KA1

KA2

KA3

KA10

KA14

KA14

KA14

KA14

KA14

KA14

KA14

KA14

KA13

KA22

KA22

KA22AA・KA現管補助

KA10

KA17

KA17

KA11-2

KA11-2

KA7 KA9

KA11-2

KA11-2

KA16

KA15

KA15

KA15

KA15

KA15

KA15

KA15

KA15

KA18

KA18

KA18

KA18

KA18

KA18

KA19

KA19

KA19

KA20

KA20

KA20

KA21

KA21

KA21

KA24

KA24

KA24

KA24

KA24

KA24

KA24

KA24

KA25

KA受皿

KA受皿

KA受皿

KA受皿

KA受皿

KA受皿

KA受皿

KA受皿

KA受皿

KA受皿

AC1

AC12

AC14

AC16

AC16

AC16

AC16

AC19

AC19

AC20

AC21

AC21

AC受皿

AC受皿

AC29

AC29

AC22

AC22

AC23

AC24

AC25

AC25

AC26

AC26

AC26

AC18

AB1

AB24

AB24

AB24

AB24

AB27

AB29

AB29 AB33

AB34-1

AB35

AB36

AB36 AB37-1

AB受皿

AB受皿

AB9

AB10

AB13
AB14

AB15

AB16

AB26

AB17

AB2

CA1

CA16

CA16

CA受皿

CA20

CA21

CA21

CA26

CA22

CA22

CA27

CA27

CA27

CA27

CA27

CA27

CA28

CA23

CA14

CA14

CA14

CA18

CA18

CA7 CA 8CA19

CA24

CA24

KA30

KA30

KA30

KA30

KA30

AB38

AB38

AB38  ※1

AB38

AB38

AB38

AB38

AB37-1

AC3

AC3

AC7

AC9

AC9 AC10

AC11

AC11AC7

CA5

CA5

CA 9

CA 9

KA5-2

AB9 AB17

KA30

外電遮断

CA29

CA29

CA29 CA 29

CA 29

AC31

AC31

AC31  ※1

AC31

AC31

AC31  ※1

AC31

AC31

AC31

CA29

CA10

CA11

CA12CA11

CA15

CA15

CA14

CA14

CA14CA12

AC16

AC16

KA1

KA1

KA2

KA5-2

KA7

KA7

KA7

KA7

KA7

KA9

KA9

KA9

AA11

AA12

AA14

通1

通1

通1

通1

通1

通1

AC31

CA29

AB38

分離建屋

蒸発乾固 制限時間

CA4

KAコ2 1

KAコ2 3

KAコ2 3

KAコ2 2

KAコ2 2

KAコ3 1

KAコ3 3

KAコ3 3

KAコ3 2

KAコ3 2

KAコ5 1
KAコ5 3

KAコ5 3

KAコ5 2

KAコ5 2

KAコ4 1

KAコ4 1

KAコ4 2

KAコ4 2

KAコ1 1

KAコ1 1

CA＊

AB＊

AC＊

KA＊

：放射線対応に係る作業項目

：精製建屋における作業項目

：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における作業項目

：高レベル廃液ガラス固化建屋における作業項目

PA＊ ：MOX燃料加工施設における作業項目

放＊

＊ ：中央制御室等における指揮命令機能項

：分離建屋における作業項目

情＊ ：情報把握に係る作業項目

外＊ ：建屋外における作業項目

AG＊ ：制御建屋における作業項目

F＊

F制＊

：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における作業項目

：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

おける作業項目

通＊ ：可搬型通信設備に係る作業項目

AA＊ ：前処理建屋における作業項目

燃＊ ：燃料給油に係る作業項目

放9 放10

放9 放10

AG8AG9

AB19

AB3
AB5

AB21

AB25

AB6 AB7 AB8

AB12
AB11

AB37-2

AB32

AB32

AB31

AB28

AB28

AB30

AB30

AC13

AC17

AC30

AC30

AC6

AC5 AC2
CA16

CA17

AC4

AC4

AC8

AC8

CA受皿

CA3

CA6

KA11-1

KA6
KA8

KA26 KA27

AC15 AC32

CA13 CA30

AB20

AB20

AC1

AB40

AB40

AB41

AB39

AC15

CA13

KA12

KA12

KA32

KA32

KA31KA33

AA13

AA13

AA31

AC32

AB41

CA 30

KA33

KA31

AB39

AB41

AC32

CA 30

KA33

KA31

AB39

AB41

AC32 CA30

KA33

KA31

KA4

AC35

AB44

CA 33

AB39

AB39
AB39

AB39

AB39

AB39

AB39

AB39

AB39

AB41

AB39

AB41
AB42

AB43

AB42

AB42
AB42

AB42

AB42AB42AB43

AB43

AB43
AB43

AB43
AB41

AB41

AB41AB41 AB41

AC32

AC32

AC32

AC32

AC32

AC32

AC33

AC33 AC33

AC33

AC33

AC34

AC34 AC34

AC34

AC34

CA30

CA30

CA30

CA30 CA30

CA30

CA30

CA30

CA30

CA30

CA30

CA32 CA31

CA31

CA32
CA31

CA32

CA31

CA32 CA31 CA32

CA31 CA32

CA31

KA33
KA31

KA33 KA31
KA33

KA31KA33 KA31

KA33

KA33

KA31
KA33

KA31

KA33

KA31

AA31 AA31 AA31 AA31AB41 AB39

AB41

AB39

AB41

AC32

AC32

CA30

KA33

KA31

KA33

KA31

AB42

AC34

CA32
CA32

CA31

CA32

F1

F2 F3

F1

F1

F1

F4

F4

F4

F2

F4

F4

F4

F4

F4

F5

F5

F5

F5

F2

F2

F3

F3

F3

F5

F5

F5

F5

F6

F6

F6

F6

F7

F7

F7

F7

F1

情2情1 情3

CA30

情4 情5 情6 情7

情2情1 情3 情4 情5 情6 情7

AB37-2

KA11-2

KA11-2

KA11-2

CA26

CA2

KA5-1

KA5-1

PA14 PA14

PA3

PA2

PA4

PA3

建屋外対応班長の指揮下で燃料給油の作業を実施

PA8

PA6

PA5

PA10

PA7

PA2

PA1

PA1

PA15

PA15

PA15 PA15

PA15 PA15 PA15

PA15 PA15

PA15

PA15

PA15

PA15

PA15

PA12-2

PA12-2

PA12-2PA11

PA13-2

PA12-1

PA13-1

PA13-2
PA13-2

PA13-2

PA6

PA9

MOX9班は放射線対応班長の指揮下で建屋周辺の線量率確認を実施

対応終了後は、MOX放対班として作業を実施

添７第14図 重大事故等に係る要員配置（地震起因における重畳時0時間から24時間 （５／10）
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1

7

6

4

3

1

1

1

24

放射線対応班長 1

放対1班 2

放対2班 2

放対3班（ＦＢ） 1

放対4班（ＤＡ） 1

放対5班（ＡＫ） 2

放対6班 2

放対7班 2

放対8班 1

放対9班 1

MOX放対班 2

小計 17

建屋外対応班長 1

建屋外対応班員 1

燃料給油1班 1

燃料給油2班 1

燃料給油3班 1

建屋外3班 2

建屋外4班 2

建屋外5班 2

建屋外6班 2

建屋外7班 2

建屋外8班 1

合計 20

制御室1班 2

制御室2班 2

制御室3班 2

制御室4班 2

制御室5班 2

小計 10

放射線
対応班

31:0030:00 32:00 40:0033:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:0035:00 36:0034:0024:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 37:00 38:00

31:00 41:0035:00 36:0029:00 30:0024:00 25:00

建屋
対策班

制御室居
住性確保

41:00

33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:0024:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 45:00 46:00 47:0041:00 42:00 43:00 44:0039:00 40:00

42:00

26:00 27:00 28:00 32:00 33:00 37:00 38:00

39:00

47:0042:00 43:00

43:00 44:00 45:00 46:00 47:0033:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:00 40:00 41:0024:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00

建屋対策班長

現場管理者

要員管理班

情報管理班

MOX燃料加工施設対策班長

MOX燃料加工施設現場管理者

MOX燃料加工施設情報管理班長

経過時間（時：分）

班名 人数

経過時間（時：分）

班名 人数

小計

実施責任者

経過時間（時：分）

班名 人数

経過時間（時：分）

班名 人数

建屋外1班 2

建屋外2班 2

47:00

39:0034:00 40:00

建屋外
対応班

44:00 45:00 46:00

外61

実施責任者

建屋対策班長

現場管理者

建屋外対応班長

建屋外対応班員

AA5AA17

AA17

AA18

AA18

AA18

外51

外51

外51

外52

外53

外53

外53

外55 外56

外58

外59

外59

外60 外62
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外5
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情報管理班
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建屋内1班 1

建屋内2班 1

建屋内3班 2

建屋内4班 2

建屋内5班 2

建屋内6班 2

建屋内7班 2

建屋内8班 2
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建屋内10班 2

建屋内11班 2
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建屋内47班 2

建屋内48班 2

建屋内49班 1

小計 95

MOX1班 2

MOX2班 2

MOX3班 2

MOX4班 2

MOX5班 2

MOX6班 2

MOX7班 2

MOX8班 2

小計 16

合計 182

各建屋
対策班

MOX燃料
加工施設
対策班

29:0024:00 25:00

24:00 34:00 35:00 37:00
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1

7

6

4

3

1

1

1

24

放射線対応班長 1

放対1班 2

放対2班 2

放対3班（ＦＢ） 1

放対4班（ＤＡ） 1

放対5班（ＡＫ） 2

放対6班 2

放対7班 2

放対8班 1

放対9班 1

MOX放対班 2

小計 17

建屋外対応班長 1

建屋外対応班員 1

燃料給油1班 1

燃料給油2班 1

燃料給油3班 1

建屋外3班 2

建屋外4班 2

建屋外5班 2

建屋外6班 2

建屋外7班 2

建屋外8班 1

合計 20

制御室1班 2

制御室2班 2
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小計 10
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対応班

小計
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班名 人数
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外24
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建屋内1班 1

建屋内2班 1

建屋内3班 2

建屋内4班 2

建屋内5班 2

建屋内6班 2

建屋内7班 2

建屋内8班 2

建屋内9班 2

建屋内10班 2

建屋内11班 2

建屋内12班 2

建屋内13班 2

建屋内14班 2

建屋内15班 2

建屋内16班 2

建屋内17班 2

建屋内18班 2

建屋内19班 2

建屋内20班 2
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建屋内45班 2

建屋内46班 2
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建屋内48班 2

建屋内49班 1

小計 95

MOX1班 2

MOX2班 2

MOX3班 2

MOX4班 2
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MOX8班 2

小計 16
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対策 作業番号 作業内容 作業班 要員数 

- - 大規模地震による火災の発生 - - 

発生防止 

対策 

PA1 全送排風機停止，全工程停止,火災源を有する機器の動力電源の遮

断又は状態の確認 

MOX1班 

MOX2班 

4 

拡大防止 

対策 

PA2 火災の確認 可搬型グローブボックス温度

表示端末，可搬型火災状況監

視端末及び火災状況確認用カ

メラによる火災の確認

MOX3班 

MOX6班 

4 

PA3 放射性物質の閉じ込め グローブボックス排風機入口

手動ダンパ及び工程室排風機

入口手動ダンパの現場手動閉

止（可搬型流量計の設置，測

定を含む。） 

MOX4班 

MOX5班 

4 

PA4 火災の消火 遠隔消火装置の遠隔手動起動 MOX1班 2 

放射線 

管理 

PA5 管理区域への入退状況の確認，退域者の支援 MOX8班 2 

PA9 建屋周辺モニタリング 

風向・風速測定 

MOX 放対班

（MOX9 班） 

2 

電源 PA6 燃料加工建屋可搬型発電機の設置，起動 

(燃料加工建屋) 

MOX1班 

MOX2班 

4 

PA7 情報連絡用可搬型発電機の運搬，設置，起動 

(燃料加工建屋) 

MOX2班 2 

通信 PA8 通信連絡設備の設置 

(燃料加工建屋) 

可搬型衛星電話(屋内用 1 ライ

ン分)及び可搬型トランシーバ

(屋内用 1ライン分)のアンテ

ナ位置調整，ケーブル敷設，

屋内機器への接続

MOX7班 2 

PA12-1 通信連絡設備の設置 

(制御建屋) 

可搬型衛星電話(屋内用 1 ライ

ン分)のアンテナ位置調整，ケ

ーブル敷設，屋内機器への接

続

MOX5班 2 

PA12-2 可搬型トランシーバ(屋内用 4

ライン分)の運搬，アンテナ位

置調整，ケーブル敷設，屋内

機器への接続

MOX3班

MOX5班

MOX6班 

6 

PA13-1 通信連絡設備の設置 

(緊急時対策所） 

可搬型トランシーバ(屋内用 1

ライン分)のアンテナ位置調

整，ケーブル敷設，屋内機器

への接続

MOX4班 2 

PA13-2 可搬型トランシーバ(屋内用 2

ライン分)の運搬，アンテナ位

置調整，ケーブル敷設，屋内

機器への接続

MOX1班

MOX2班

MOX4班 

MOX7班 

8 

伝送 PA10 可搬型情報収集装置の運搬，設置(燃料加工建屋) MOX3班 2 

PA11 可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置の 

運搬，設置(制御建屋) 

MOX6班 2 

燃料給油 PA14 燃料の給油 軽油用タンクローリから可搬

型発電機用容器（ドラム缶

等）への燃料の補給 

軽油用タンクローリの移動 

MOX8班 2 

PA15 計器監視，燃料の給油 計器監視及び可搬型発電機へ

の燃料の補給 

MOX1班 

MOX7班 

4 

添７第１４図 重大事故等に係る要員配置（地震起因における重畳時 0時間から 24 時間） （１０／１０） 
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・全社対策本部の運営
・非常時対策組織との情報連絡
・社外との情報連絡の総括（問合せ対応含む）
・原子力施設事態即応センターの運営
・オフサイトセンターとの連絡（全社対策本部に係る事項）
・原子力事業所災害対策支援拠点の運営

本部員

本部長

副本部長

事務局（班長，班員）

・全社対策本部の各班等の指揮
・非常時対策組織の行う応急措置の支援
・全社活動方針策定
・原子力規制庁緊急時対応センター対応
要員の指名 総務班（班長，班員）

・非常時対策組織の支援組織の総務班が実施する避難誘導状況の把
握
・再処理事業部以外の人員に係る避難誘導活動
・非常時対策組織の支援組織の総務班が実施する緊急時救護活動状
況の把握及び必要に応じ指導または助言
・非常時対策組織の支援組織の総務班から依頼を受けた場合の社外
医療機関への搬送及び治療の手配

・記者会見
・当社施設見学者の避難誘導
・オフサイトセンター広報班等との連携

東京班（班長，班員）

・国，電気事業連合会及び報道機関対応

青森班（班長，班員）

・青森県対応及び報道機関対応

放射線情報収集班（班長，班員）

・非常時対策組織の支援組織の放射線管理班が実施する放射線
影響範囲の推定及び評価結果の把握
・非常時対策組織の支援組織の放射線管理班が実施する放射線
防護上の措置について必要に応じ支援

広報班（班長，班員）

電力対応班（班長，班員）

・他の原子力事業者等への協力要請
・受入れ対応
・原子力事業所災害対策支援拠点の運営

添７第16図　全社対策本部の体制図

全社対策本部
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① 外的事象の抽出

ＭＯＸ燃料加工施設の安全性に影響を与える可能性のある外的事象を網羅的に抽出する

ため，国内外の基準等で示されている外的事象を参考に 56 事象を抽出。 

② 非常に過酷な状況を想定した場合に考え得る自然現象の評価

抽出した各自然現象について，非常に過酷な状況を想定した場合に考える自然現象を以

下の選定基準で評価。 

基準１－１：自然現象の発生頻度が極めて低い 

基準１－２：自然現象そのものは発生するが，大規模損壊に至る規模の発生を想定しない 

基準１－３：ＭＯＸ燃料加工施設周辺では起こり得ない 

基準２：発生しても大規模損壊に至るような影響が考えられないことが明らかである 

③ 非常に過酷な状況を想定した場合に大規模損壊の要因として考慮すべき自然現象の選定

②の評価により，非常に過酷な状況を想定した場合に大規模損壊の要因として考慮すべ

き自然事象を以下のとおり抽出。 

・地震，竜巻，落雷，森林火災，凍結，火山の影響，積雪，隕石

④ 考慮すべき事象のうち，大規模損壊に至る前に対処が可能な自然現象

大規模損壊に至る前に対処が可能な自然現象等はＭＯＸ燃料加工施設に影響を与えない

ものと考え，その影響によって大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象を選定。 

⑤ 特にＭＯＸ燃料加工施設の安全性に影響を与える可能性のある自然現象の選定

地震，隕石の影響を大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害として選定

添７第 17 図 大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象の検討プロセ

スの概要
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添７第18図 大規模損壊発生時の対応全体概略フロー 

（加工施設の状況把握が困難な場合） 

対応要員数，可搬型設備，常設設備を含めた残存す
る資源等を確認し，最大限の努力によって得られる
結果を想定して，実施すべき対策を決定する。 

大規模な損壊が発生 

ＭＯＸ燃料加工施設の状態確認（最優先事項）：対策の実施に必要な情報の把握 

・緊急時対策所及び再処理施設の中央制御室との連絡並びにパラメータの監視機能及び制御機能の
確認 

・加工工程停止確認 

・放射線モニタ指示値の確認 

・火災の確認 

・アクセスルート確保，消火※ 

・パラメータ確認 

・対応可能な要員の確認 

・通信設備の確認 

・建屋等へのアクセス性確認 

・施設損壊状態確認 

・電源系統の確認 

・可搬型設備，資機材等の確認 

・常設設備の確認 

・水源の確認 

※ ホイールローダ等によるがれき等の撤去作業，事故対応を行うための

アクセスルート及び各実施すべき対策の操作に支障となる火災並びに延

焼することにより被害の拡散につながる可能性のある火災の消火活動を

優先的に実施する。

アクセスルート確保及び消火活動等を含めて，各事故対応に当たって

は，実施組織要員の安全確保を最優先とするとともに，人命救助が必要

な場合は，原子力災害に対応しつつ，再処理事業所構内の人員の協力を

得て，安全確保の上，人命救助を行う。

水の供給対策 
電源確保の 

対策 
放射性物質 
の放出低減 

大規模火災への
対応 

閉じ込める機能
の喪失の対策 
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添７第 19図 重大事故の発生を仮定する機器の特定フロー 

要因ごとに安全機能喪失状態を特定 

安全機能の喪失又は 
その組合せが発生するか？ 

No 

Yes 

設備ごとの安全機能の整理 

異常の発生防止機能，異常の拡大防止及び
影響緩和機能 

安全機能喪失に至る要因の整理 

運転管理等を考慮した候補事象の

抽出 

ステップ３： 
重大事故の発生を仮定する 
機器の特定 

ステップ１： 
設備ごとの安全機能の整理と 
機能喪失により発生する事故の分析 

重大事故の発生を仮定する機器として特定 

事故（大気中への放射性物質
の放出）に至るか？ 

重大事故に至るか？ 

事故が発生しないため 

重大事故には至らない 

設計基準の事象 

Yes 

No 

Yes 

ステップ２： 
安全機能喪失状態の特定 

機能が維持されるため重

大事故に至らない 

No 

重大事故の起因 

適用 
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値

が
6
0℃

未
満
で

あ
る

こ
と
を

確
認
し

た
場
合

に
火
災

の
消

火
成

功
を

判
断

す
る
。

※
３

火
災

状
況
確

認
用
温

度
計
に

よ
り
，

状
態

を
監

視
す

る
。

※
４

火
災

状
況
確

認
用
カ

メ
ラ
及

び
可
搬

型
火

災
状

況
監

視
端

末
が
使

用
可
能

な
場
合

は
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
内

の
状
況

確
認
結

果
を
参

考
に
，

火
災

又
は

火
災

の
消

火
を
判

断
す
る

。

：
操

作
及
び

確
認

：
判

断

：
監

視

：
発

生
防
止

対
策

：
拡

大
防
止

対
策

凡
例

Y
es 消
火

完
了

状
態

監
視

※
３

火
災

の
消
火

の
成
否

判
断

※
２

，
４

グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

温
度
監

視
装
置

の
感

知
機

能
又

は
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

消
火

装
置
の

消
火
機

能
の
喪

失

火
災

状
況
確

認
用
温

度
表
示

装
置

に
よ

る
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

内
の

温
度

の
確
認

安
全

機
能
の

喪
失

Y
es

N
o

火
災

状
況
確

認
用
温

度
表
示

装
置
の

健
全

性
確
認

及
び

安
全

系
監
視

制
御
盤

の
状
況

確
認

可
搬

型
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

温
度

表
示

端
末
に

よ
る

グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

内
温
度

の
確
認

火
災

状
況
確

認
用
温

度
表
示

装
置

に
よ

る
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

内
の

温
度

の
確
認

火
災

の
判
断

及
び

火
災

の
消
火

の
実
施

判
断

※
１

，
４

遠
隔

消
火
装

置
に
よ

る
消
火

（
中

央
監
視

室
で
の

盤
操
作

）

中
央

監
視
室

か
ら
の

遠
隔
消

火
装
置

起
動

の
た

め
の

盤
の
健

全
性
の

確
認

遠
隔

消
火
装

置
に
よ

る
消
火

（
中

央
監
視

室
近
傍

で
の
弁

操
作
）

火
災

状
況
確

認
用
温

度
表
示

装
置

に
よ

る
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

内
の

温
度

の
確
認

火
災

の
消
火

の
成
否

判
断

※
２

，
４

消
火

完
了

状
態

監
視

※
３

火
災

の
判
断

及
び

火
災

の
消
火

の
実
施

判
断

※
１

，
４

消
火

完
了

状
態

監
視

※
３

火
災

の
消
火

の
成
否

判
断

※
２

，
４

可
搬

型
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

温
度

表
示

端
末
に

よ
る
グ

ロ
ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス
内

の
温
度

の
確
認

遠
隔

消
火
装

置
に
よ

る
消
火

（
中

央
監
視

室
で
の

盤
操
作

）

中
央

監
視
室

か
ら
の

遠
隔
消

火
装
置

起
動

の
た

め
の

盤
の
健

全
性
の

確
認

遠
隔

消
火
装

置
に
よ

る
消
火

（
中

央
監
視

室
近
傍

で
の
弁

操
作
）

可
搬

型
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

温
度

表
示

端
末
に

よ
る
グ

ロ
ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス
内

の
温
度

の
確
認

火
災

の
消
火

の
成
否

判
断

※
２

，
４

消
火

完
了

状
態

監
視

※
３

Y
es

N
o

N
o

火
災

の
確
認

・
消
火

の
着
手

判
断

7－446



添
７
第

28
図

 
「
核

燃
料

物
質

等
を

閉
じ

込
め

る
機

能
の

喪
失

」
の

対
策

の
手
順
の

概
要
（
放

出
防
止
）
 

安
全

機
能
の

喪
失

：
操

作
及
び

確
認

：
判

断

：
監

視

：
発

生
防
止

対
策

：
拡

大
防
止

対
策

凡
例

Y
es

N
o

動
力

電
源
の

遮
断

※
１

停
止

・
遮
断

の
着
手

判
断

及
び

実
施
判

断

全
工

程
の
停

止
※

１

全
送

排
風
機

の
停
止

※
１

，
２

閉
じ

込
め
完

了
状

態
監

視
※

８
閉

じ
込

め
完

了
状

態
監

視
※

８

※
１

全
交

流
電
源

が
喪
失

し
て
い

る
場
合

は
，

全
送

排
風

機
の

停
止
，

全
工
程

の
停
止

及
び
動

力
電

源
の

遮
断

の
状

態
を
確

認
す
る

。

※
２

全
送

排
風
機

の
停
止

が
完
了

し
た
場

合
は

，
燃

料
加

工
建

屋
外
へ

の
放
出

経
路
を

閉
止
す

る
た

め
，

拡
大

防
止

対
策
の

手
順
に

移
行
し

，
グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
気

経
路
上

及
び
工

程
室
排

気
経
路

上
に

設
置

す
る

ダ
ン

パ
を
閉

止
す
る

。

※
３

発
生

防
止
対

策
の
「

全
送
排

風
機
の

停
止

」
の

完
了

後
に

実
施
す

る
。

※
４

グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

排
気
閉

止
ダ
ン

パ
及

び
工

程
室

排
気

閉
止
ダ

ン
パ
の

閉
止
を

実
施
す

る
（

中
央

監
視

室
）

。

※
５

グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

排
風
機

入
口
手

動
ダ

ン
パ

及
び

工
程

室
排
風

入
口
手

動
ダ
ン

パ
の
閉

止
を

実
施

す
る

（
排

風
機
室

）
。

※
６

中
央

監
視
室

の
盤
よ

り
，
グ

ロ
ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
気

閉
止

ダ
ン
パ

及
び
工

程
室
排

気
閉
止

ダ
ン

パ
の

状
態

表
示

を
確
認

し
，
閉

じ
込
め

成
功
を

判
断

す
る

。

※
７

排
風

機
室
の

グ
ロ
ー

ブ
ボ
ッ

ク
ス
排

風
機

及
び

工
程

室
排

風
機
の

出
口
側

の
ダ
ク

ト
に
可

搬
型

ダ
ン

パ
出

口
風

速
計
を

接
続
し

，
ダ
ン

パ
閉
止

に
よ

り
，

ダ
ク

ト
内

に
気
流

が
な
い

こ
と
を

確
認
し

，
閉

じ
込

め
成

功
を

判
断
す

る
。

※
８

可
搬

型
ダ
ン

パ
出
口

風
速
計

に
よ
り

，
状

態
を

監
視

す
る

。

全
送

排
風
機

停
止
の

確
認

閉
じ

込
め
の

成
否
判

断
※

６

ダ
ン

パ
の
閉

止
（

排
風

機
室

で
の
現

場
操
作

）
※

３
，

５

閉
じ

込
め
の

成
否
判
断

※
７

ダ
ン

パ
閉
止

の
た
め

の
盤

の
健

全
性

の
確
認

（
中

央
監
視

室
）

排
風

機
室
へ

の
移
動

ダ
ン

パ
の
閉

止
（

中
央

監
視

室
で
の

遠
隔
操

作
）

※
３

，
４

全
送

排
風
機

停
止
の
確

認

グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

温
度
監

視
装
置

の
感

知
機

能
又

は
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

消
火

装
置
の

消
火
機

能
の
喪

失

停
止

・
遮
断

完
了

ダ
ン

パ
閉
止

の
着
手

判
断

及
び

実
施
判

断
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「

核
燃

料
物

質
等

を
閉

じ
込

め
る

機
能

の
喪

失
」
の
対
策

の
手
順
の

概
要
 

（
核

燃
料

物
質

等
の

回
収

）
 

核
燃

料
物
質

等
の
回

収
の

着
手

判
断

※
１

※
１

重
大

事
故
の

発
生
を

仮
定
す

る
グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

内
の

火
災
の

消
火
及

び
燃
料

加
工
建

屋
外

へ
の

放
出

経
路

を
閉
止

す
る
た

め
の
対

策
が
完

了
後

，
工

程
室

内
に

漏
え
い

し
た
気

相
中
の

放
射
性

エ
ア

ロ
ゾ

ル
が

時
間

経
過
に

よ
り
十

分
に
沈

降
し
，

工
程

室
内

の
雰

囲
気

が
安
定

し
た
状

態
で
あ

る
と
推

定
し

た
場

合
。

※
２

可
搬

型
ダ
ス

ト
サ
ン

プ
ラ
及

び
ア
ル

フ
ァ

・
ベ

ー
タ

線
用

サ
ー
ベ

イ
メ
ー

タ
に
よ

り
，
工

程
室

内
に

漏
え

い
し

た
気
相

中
の
放

射
性
エ

ア
ロ
ゾ

ル
が

十
分

に
沈

降
し

た
こ
と

を
確
認

し
た
場

合
に
実

施
す

る
。

※
３

可
搬

型
工
程

室
監
視

カ
メ
ラ

が
使
用

可
能

な
場

合
は

，
工

程
室

内
等

に
飛
散

又
は
漏

え
い
し

た
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
状

況
を
確

認
し
，

回
収
作

業
の
参

考
に

す
る

。

※
４

核
燃

料
物
質

等
の
回

収
の
対

象
は
，

工
程

室
内

に
漏

え
い

し
た
Ｍ

Ｏ
Ｘ
粉

末
と
し

，
除
染

作
業

に
つ

い
て

は
，

Ｍ
Ｏ
Ｘ

燃
料
加

工
施
設

の
復
旧

と
し

て
対

応
す

る
。

核
燃

料
物
質

の
回
収

※
４

：
操

作
及
び

確
認

：
判

断

：
監

視

：
拡

大
防
止

対
策

凡
例

回
収

完
了

核
燃

料
物
質

等
の
回

収
の
実

施
判
断

※
２

，
３

地
下

３
階
の

状
況
確

認

可
搬

型
ダ
ス

ト
サ
ン

プ
ラ
及

び
ア

ル
フ

ァ
・

ベ
ー
タ

線
用

サ
ー

ベ
イ
メ

ー
タ
の

健
全
性

の
確
認

資
機

材
の
確

認
，
運

搬
及
び

設
置

可
搬

型
ダ
ス

ト
サ
ン

プ
ラ
の

設
置
，

捕
集

及
び

ア
ル

フ
ァ
・

ベ
ー
タ

線
用

サ
ー

ベ
イ
メ

ー
タ
に

よ
る
測

定

7－448
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「

核
燃

料
物

質
等

を
閉

じ
込

め
る

機
能

の
喪

失
」
の
対
策

の
手
順
の

概
要
 

（
核

燃
料

物
質

等
を

閉
じ

込
め

る
機

能
の

回
復
）

 

※
１

核
燃

料
物
質

等
の
回

収
で
実

施
す
る

放
射

性
エ

ア
ロ

ゾ
ル

の
沈
降

状
況
の

確
認
に

よ
り
，

気
相

中
の

放
射

性
物

質
濃
度

が
検
出

下
限
値

未
満
で

あ
る

こ
と

又
は

一
定

の
時
間

間
隔
を

あ
け
て

確
認
を

行
い

，
測

定
結

果
に

変
化
が

生
じ
な

い
こ
と

を
確
認

し
た

場
合

，
か

つ
，

設
計
基

準
対
象

の
施
設

で
あ
る

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
風
機

の
復
旧

が
で
き

な
い
場

合
。

※
２

工
程

室
内
に

気
流
が

発
生
し

た
こ
と

を
確

認
し

，
グ

ロ
ー

ブ
ボ
ッ

ク
ス
排

気
設
備

の
排
気

機
能

の
回

復
を

判
断

す
る
。

※
３

可
搬

型
排
気

モ
ニ
タ

リ
ン
グ

設
備
可

搬
型

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ

に
よ
り

，
状
態

を
監
視

す
る
。

回
復

完
了

状
態

監
視

※
３

閉
じ

込
め
る

機
能
の

回
復
の

着
手

判
断
及

び
実
施

判
断

※
１

可
搬

型
排
風

機
付
フ

ィ
ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト
等

の
健
全

性
の
確

認
，

運
搬

及
び
接

続
（

排
風

機
室

）

回
復

の
成
否

判
断

※
２

可
搬

型
排
風

機
付
フ

ィ
ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト
の

起
動

（
排

風
機
室

）

：
操

作
及
び

確
認

：
判

断

：
監

視

：
拡

大
防
止

対
策

凡
例

グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

排
気
経

路
の
確

認

7－449



添
７
第

31
図

 
重

大
事

故
対

処
に

お
け

る
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
外
的
事
象

を
起
因
と

し
た
場
合

）
 

1
－

体
制

移
行

3
－

1
－

1
－

1
－

7

伝
送

開
始

ま
で

適
宜

風
速

を
確

認
す

る
。

伝
令

8

移
動

時
間

含
む

燃
料

加
工

建
屋

外
へ

の
放

出
経

路
の

閉
止

可
搬

型
ダ

ン
パ

出
口

風
速

計
の

設
置

,
測

定
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

対
策

班
４

,
５

班

拡
大

防
止

火
災

状
況

確
認

及
び

消
火

4
0
:
1
0

※
１

：
重

大
事

故
に

お
け

る
拡

大
防

止
対

策
に

必
要

な
要

員
は

，
外

的
事

象
の

「
地

震
」

を
要

因
と

し
た

場
合

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

対
策

班
の

班
員

の
1
0
名

で
あ

る
。

発
生

防
止

2
0
:
3
5

2

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
７

班

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
風

機
入

口
手

動
ダ

ン
パ

の
現

場

手
動

閉
止

（
B
1
F
 
排

風
機

室
）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
４

班
51 63

可
搬

型
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
温

度
表

示
端

末
の

運
搬

，

接
続

及
び

確
認

（
1
F
 
中

央
監

視
室

）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
３

班
2

4
遠

隔
消

火
装

置
の

遠
隔

手
動

起
動

（
1
F
 
中

央
監

視
室

近

傍
）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
１

班

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
対

策
班

長

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
現

場
管

理
者

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
情

報
管

理
班

長

体
制

移
行

の
伝

令
（

P
A
建

屋
⇔

A
G
建

屋
）

0
:
1
0

2
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

対
策

班
５

班

工
程

室
排

風
機

入
口

手
動

ダ
ン

パ
の

現
場

手
動

閉
止

（
B
1
F
 
排

風
機

室
）

移
動

時
間

含
む

－
－

実
施

責
任

者
（

再
処

理
）

情
報

管
理

班
（

再
処

理
）

0
:
0
5

2

全
工

程
の

停
止

，
火

災
源

を
有

す
る

機
器

の
動

力
電

源

の
遮

断
（

中
央

監
視

室
）

又
は

状
態

の
確

認

伝
送

開
始

ま
で

適
宜

温
度

を
確

認
す

る
。

2

全
送

排
風

機
の

停
止

（
中

央
監

視
室

）
又

は
状

態
の

確

認

0
:
1
0

0
:
0
5

0
:
0
5

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
１

班
2

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
２

班
2

0
:
0
5

対
策

作
業

番
号

作
業

作
業

班
要

員
数

※
１

所
要

時
間

（
時

：
分

）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

備
　

考
▽

地
震

発
生

↓
地
震
に
よ
る
不
感
時
間

▽
火

災
確

認
0
:
1
0

0
:
2
0

0
:
3
0

0
:
4
0

0
:
5
0

1
:
0
0

1
:
1
0

1
:
2
0

1
:
3
0

1
:
4
0

1
:
5
0

2
:
0
0

2
:
1
0

３
班 ４

班

７
班

４
,５

班

１
班 ５

班

▽
事

象
発

生
（

全
交

流
電

源
喪

失
・

火
災

発
生

）

▽
伝

送
開

始

▽
伝

送
開

始

１
班

２
班
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重

大
事

故
対

処
に

お
け

る
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
内
的
事
象

を
起
因
と

し
た
場
合

）
 

1
－

3
－

1
－

1
－

1
－

要
員
数

※
２

経
過

時
間

（
時

：
分

）

全
工
程
の
停
止
，
火
災
源
を
有
す
る
機
器
の
動
力
電
源

の
遮
断
（
中
央
監
視
室
）

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設

対
策
班
２
班

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設

対
策
班
１
班

2

2

火
災
状
況
確
認

及
び
消
火

3
安
全
系
監
視
制
御
盤
の
状
況
及
び
火
災
状
況
確
認
用
温

度
表
示
装
置
の
確
認
（
1
F
 
中
央
監
視
室
）

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設

対
策
班
３
班

2
0
:
0
3

0
:
0
3

備
　

考

発
生
防
止

1
全
送
排
風
機
の
停
止
（
中
央
監
視
室
）

拡
大
防
止

4
遠
隔
消
火
装
置
の
遠
隔
手
動
起
動
（
1
F
 
中
央
監
視
室
）

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設

対
策
班
１
班

2
0
:
0
1

0
:
0
1

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
情
報
管
理
班
長

—

実
施
責
任
者
（
再
処
理
）

情
報
管
理
班
（
再
処
理
）

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
対
策
班
長

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
現
場
管
理
者

－

0
:
0
3

2

対
策

作
業
番
号

作
業

作
業
班

所
要
時
間

（
時
：
分
）

5

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
閉
止
ダ
ン
パ
及
び
工
程
室
排

気
閉
止
ダ
ン
パ
の
遠
隔
手
動
閉
止
（
1
F
　
中
央
監
視

室
）

※
２
：
重
大
事
故
に
お
け
る
拡
大
防
止
対
策
に
必
要
な
要
員
は
，
内
的
事
象
を
要
因
と
し
た
場
合
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
対
策
班
の
班
員
の
８
名
で
あ
る
。

2

燃
料
加
工
建
屋
外
へ

の
放
出
経
路
の
閉
止

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設

対
策
班
４
班

移
動
時
間
含
む

6
可
搬
型
ダ
ン
パ
出
口
風
速
計
の
設
置
,
測
定

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設

対
策
班
４
,
５
班

4
0
:
1
3

１
班

▽
火

災
確

認
0
:
1
0

0
:
2
0

0
:
3
0

0
:
4
0

0
:
5
0

1
:
0
0

1
:
1
0

1
:
2
0

1
:
3
0

1
:
4
0

1
:
5
0

2
:
0
0

2
:
1
0

１
班

２
班

▽
体

制
移

行 ４
,５

班

３
班 ４
班

7－451



添
７

第
33

図
 

重
大

事
故

対
処

に
お

け
る

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
 

（
核
燃
料
物

質
等

の
回

収
及

び
核

燃
料

物
質

等
を

閉
じ

込
め
る
機

能
の
回
復

）
 

漏
え
い
し
た
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
が
床
面
に
沈
降
す
る
ま
で
に
は
約
4
時
間
か
ら
2
4
時
間
か
か
る
と
考
え
ら
れ
る
。

注
 
核
燃
料
物
質
の
回
収
及
び
閉
じ
込
め
る
機
能
の
回
復
は
，
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
原
因
と
な
る
火
災
の
消
火
及
び
燃
料
加
工
建
屋
外
へ
の
放
出
経
路
を
閉
止
す
る
た
め
の
対
策
の
完
了
後
に
，
工
程
室
内
に
漏
え
い
し
た
気
相
中
の
放
射
性
エ
ア
ロ
ゾ
ル
が
時
間
経
過
に
よ
り
十
分
に
沈
降
し
，

　
 
工
程
室
内
の
雰
囲
気
が
安
定
し
た
状
態
で
あ
る
と
推
定
し
た
場
合
に
着
手
す
る
た
め
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
を
大
気
中
へ
放
出
す
る
駆
動
力
が
な
く
，
大
気
中
へ
の
放
出
経
路
が
閉
止
さ
れ
た
状
態
で
あ
り
，
事
象
進
展
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
た
め
，
作
業
時
間
に
制
限
は
な
い
。

1
:
3
0

備
　
考

必
要
に
応
じ
て

繰
り
返
し

－

適
宜
測
定

1
:
3
0

所
要
時
間

（
時
：
分
）

作
業

作
業
班

核
燃
料
物
質
の
回
収

2

閉
じ
込
め
る
機
能
の
回
復

対
策

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設

1
地
下
３
階
の
状
況
確
認
,
可
搬
型
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ
の
運

搬
,
設
置
,
起
動
,
測
定
及
び
沈
降
確
認

作
業
番
号

3

ウ
エ
ス
等
の
資
機
材
の
確
認
,
運
搬
，
設
置

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設

核
燃
料
物
質
の
回
収

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設

9
:
3
0

可
搬
型
排
風
機
付
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
可
搬
型

フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
の
運
搬
,
設
置
,
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク

ス
排
気
系
の
状
況
確
認
及
び
起
動
（
気
流
確
認
）

要
員
数

4
6

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設

4 6 －

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

9
:
0
0

1
0
:
00

1
1
:
00

▽
活
動
開

始
0
:
0
0

▽
沈
降
判

断
▽

回
収
判

断
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核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
１
／
７
）
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内

の
火
災
の
継
続

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内

の
空
気
雰
囲
気
化

引
火
点
に
達
し
た

可
燃
物
の
漏
え
い

着
火
源

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
温

度
監
視
装
置
の
機
能

喪
失

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
消

火
装
置
の
機
能
喪
失

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内

の
火
災
の
発
生

１
２

３
４

５

Ａ
Ｎ
Ｄ
ゲ
ー
ト

Ｏ
Ｒ
ゲ
ー
ト

ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
記
号

※
１

動
的
機
器
の
多
重
故
障

※
２

地
震
に
よ
る
機
能
喪
失

※
１
，
※
２

※
２

※
１
，
※
２

※
１
，
※
２

④ 火
災
の
感
知
・
消
火
機

能
の
喪
失

※
１
，
※
２

③凡
例

火
災
に
よ
る
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の

発
生
防
止
対
策

①
動
力
電
源
の
遮
断

②
全
送
排
風
機
の
停
止

火
災
に
よ
る
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の

拡
大
防
止
対
策

③
核
燃
料
物
質
等
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の

原
因
と
な
る
火
災
の
消
火

④
M

O
X
燃
料
加
工
建
屋
外
へ
の
放
出
経
路

の
閉
止

外
部
へ
の
放
出
経
路

の
存
在

②
①

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ

込
め
る
機
能
の
喪
失

①
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核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
２
／
７
）
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内

の
空

気
雰

囲
気

化
１

窒
素

循
環

フ
ァ

ン
の

故
障

※
１

動
的

機
器

の
多

重
故
障

※
２

地
震

に
よ
る
機

能
喪

失

※
１
，
※
２

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
排

風
機

の
稼

働

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内

の
過

負
圧

に
よ
る
自

力
式
吸

気
弁

「
開

」
に
よ
る
空

気
流

入

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内

へ
の

空
気

の
流

入

窒
素

循
環

ラ
イ

ン
の

破
損

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
排

風
機

の
稼

働

※
２

※
１
，
※

２

Ａ
Ｎ
Ｄ
ゲ
ー
ト

Ｏ
Ｒ
ゲ
ー
ト

ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
記

号

凡
例

7－454



添
７
第

34
図
 
核
燃
料
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等
を
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機
能
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フ
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ー
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ト
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ー
分
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（
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料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
４
／
７
）
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核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
５
／
７
）
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核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
６
／
７
）
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料
物
質
等
を
閉
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込
め
る
機
能
の
喪
失
の
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
７
／
７
）
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グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

内
温

度
推
移
 

初
期
温
度

時
間
(
m
i
n
)

０
火
災
発
生

2
0

消
火

温
度
(
℃
)

注
）
左
図
は
，
火
災
試
験
の
結
果
に

基
づ
く
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
で

の
潤
滑
油
火
災
発
生
時
の
グ
ロ
ー

ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
温
度
推
移
の
概
念

図
で
あ
る
。
な
お
，
火
災
試
験
に

お
い
て
，
最
も
高
い
温
度
を
示
し

た
火
災
源
直
上
3
5
0
㎜
で
の
最
大

温
度
は
4
5
0
℃
以
下
で
あ
っ
た
。
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グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

内
圧

力
推
移
 

初
期

圧
力

時
間

(
m
i
n
)

０
火

災
発

生

平
衡

圧
力

圧
力

(
P
a
)

2
0

消
火

＋
1
0
P
a
～

＋
6
0
0
P
a
※

※
火

災
源

に
よ

り
平

衡
圧

力
が

異
な

る
。

ま
た

，
本

評
価

値
は

，
設

計
上

の
漏

え
い

率
を

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

隙
間

長
さ

に
換

算
し

，
さ

ら
に

隙
間

を
1
0
倍

と
仮

定
し

た
も

の
。

火
災

直
後

に
平

衡
圧

力
に

達
す

る
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工
程

室
内

圧
力

推
移
 

初
期

圧
力

時
間

(
m
i
n
)

０
火

災
発

生

平
衡

圧
力

圧
力

(
P
a
)

2
0

消
火

＋
数

P
a
～

＋
2
0
0
P
a
※

※
火

災
源

に
よ

り
平

衡
圧

力
が

異
な

る
。

外
部

へ
の

放
出

へ
繋

が
る

経
路

と
し

て
工

程
室

排
気

系
の

み
を

考
慮

し
た

場
合

。

火
災

直
後

に
平

衡
圧

力
に

達
す

る
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グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
気

ダ
ク

ト
内

の
流
速
推

移
 

時
間
(
m
i
n
)

流
速
(
ｍ
/
s
)

０
火
災
発
生

2
0

ダ
ン
パ
閉
止

地
震
発
生通

常
時
流
速
：
1
0
～
1
5
ｍ
/
ｓ

体
積
膨
張
に
よ
る
流
速
：

約
0
.
2
ｍ
/
ｓ
～
約
1
.
4
ｍ
/
ｓ

※

※
火
災
源
に
よ
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火災影響を受ける放射性物質量 

Pu－238：3.7×1015Bq 

Pu－239：2.0×1014Bq 

Pu－240：3.5×1014Bq 

Pu－241：7.8×1016Bq 

Am－241：8.7×1014Bq 

放射性物質放出量 

Pu－238：6.7×104Bq 

Pu－239：3.6×103Bq 

Pu－240：6.4×103Bq 

Pu－241：1.4×106Bq 

Am－241：1.6×104Bq 

放射性物質のグローブボックス気相中

への移行  移行割合：１％／ｈ※１ 

グローブボックス排気設

備を経由する場合の高性

能エアフィルタの除去効

率：99.9999999％ 

経路上のダクトへの沈着割合：90％ 

グローブボックス給気側の

高性能エアフィルタ及び工

程室排気設備の高性能エア

フィルタを経由する場合の

除去効率：99.99999％ 

工程室排気設備を経由する場

合の高性能エアフィルタの除

去効率：99.999％ 

地上放散 

※１ 火災源により移行が継続する時間

が異なる。 

添７第 40 図 放射性物質の大気放出過程 

経路への移行

割合：約 25％ 

経路への移行

割合：約 74％ 

経路への移行

割合：約１％ 
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重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を 

実施するために必要な技術的能力 
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イ．核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等 

【要求事項】 

 ＭＯＸ燃料加工事業者において、核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に

対処するために必要な以下の手順等が適切に整備されているか、又は整備さ

れる方針が適切に示されていること。 

一 核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした核燃料物

質等を回収するために必要な手順等 

二 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために必要な手順等 

【解釈】 

１ 「核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした核燃料

物質等を回収するために必要な手順等」とは、例えば、飛散又は漏えい

の原因が火災であれば消火設備の配備及び建物内に飛散又は漏えいした

核燃料物質を回収する手段の配備等の、核燃料物質等の建物内への飛散

又は漏えい防止するための手順等及び核燃料物質を回収するための手順

等をいう。 

２ 「核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために必要な手順等」と

は、例えば、換気設備の代替の高性能エアフィルタ付き局所排気設備の

配備等の核燃料物質等を閉じ込める機能が喪失した建物及び換気設備の

機能回復のための手順等をいう。 

３ 上記の１、２の手段等には、対策を実施するために必要となる電源及び

施設の状態を監視するための手順等を含む。 

 露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブ

ボックス（以下「重大事故の発生を仮定するグローブボックス」とい

う。）に係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス

温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失
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を確認した場合に，重大事故等の発生を未然に防止するための対処に加え

て，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対して，「核燃料物質等の飛

散又は漏えいの原因となる火災を消火するための措置」及び「燃料加工建

屋外への放出経路を閉止するための措置」を実施する対処設備を整備す

る。 

  この他，「核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火する

ための措置」及び「燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための措置」

の対策の完了後に実施する「核燃料物質等を回収するための措置」及び

「核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するための措置」において必要と

なる対処設備を整備する。また，「核燃料物質等を回収するための措置」

については，ウエス等の資機材を使用してＭＯＸ粉末の回収を実施する。 

  ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 
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(イ) 対応手段と設備の選定

(１) 対応手段と設備の選定の考え方

重大事故等の発生の防止においては，重大事故の発生を仮定するグ

ローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグロ

ーブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置

の消火機能の喪失を確認した場合に，窒素雰囲気のグローブボックス

が空気に置換されることを防止するとともに，ＭＯＸ粉末をグローブ

ボックス内に静置した状態を維持し，火災の発生の要素である潤滑油

の温度上昇及びスパークの発生を防止するため，全送排風機の停止，

全工程停止及び動力電源の遮断を実施する。また，核燃料物質等を閉

じ込める機能の喪失の拡大防止対策においては，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内における火災による核燃料物質等の飛散又

は漏えいを防止するために，火災を確認及び消火し，放射性物質の燃

料加工建屋外への放出を防止するため，放出経路を閉止する必要があ

る。 

このため，重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計

基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置

の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認し

た場合は，重大事故の発生を防止するため，全送排風機の停止，全工

程停止及び動力電源の遮断を実施するとともに，核燃料物質等の飛散

又は漏えいの原因となる重大事故の発生を仮定するグローブボックス

内における火災を確認及び消火し，放射性物質の燃料加工建屋外への

放出経路を閉止する必要があるため，対応手段及び重大事故等対処設

備を選定する。また，工程室内に漏えいした核燃料物質等の回収，核

燃料物質等を閉じ込める機能の回復を実施する必要がある。 
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    これらの対処を行うために，フォールトツリー分析上で，想定する

故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第イ

－１図）。 

    さらに，重大事故等対処設備のほか，柔軟な事故時対応を行うため

の対応手段及び自主対策設備を選定する。 

    選定した重大事故等対処設備により，「核燃料物質の加工の事業に

係る加工事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施

するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下「技術的能力審査

基準」という。）だけでなく，「加工施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則」（以下「事業許可基準規則」という。）第二十九条及び

「加工施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）

三十三条の要求事項を満足する設備が網羅されていることを確認する

とともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

 (２) 対応手段と設備の選定の結果 

    フォールトツリー分析の結果，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失に至るおそれのある事象として，火災の発生と同時に火災の感知機

能及び消火機能の喪失を想定する。火災の感知機能及び消火機能を有

する動的機器及びこれら機器の起動に必要な電気設備等，多岐の設備

故障に対応でき，かつ，複数の設備故障が発生した場合においても対

処が可能となるように重大事故等対処設備を選定する。また，「核燃料

物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を自動的に消火するための

設備」，「核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を確認する

ための設備」及び「核燃料物質等を回収する前に確認するための設備」

については，全てのプラント状況において使用することは困難である

が，重大事故発生時に機能を維持していた場合は，有効な設備である
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ことから，自主対策設備として選定する。 

    技術的能力審査基準，事業許可基準規則及び技術基準規則からの要

求により選定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等対処設

備及び自主対策設備を以下に示す。 

    また，対応に使用する重大事故等対処施設及び自主対策設備と整備

する手順についての関係を第イ－５表に整理する。 

  ① 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策の対応手段

及び設備 

   ａ．核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火 

     重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象

の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知

機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認し，重

大事故の発生を仮定するグローブボックス内で火災が発生した場合

には，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災

による核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止するため，火災状況を

確認し，中央監視室又は中央監視室近傍から遠隔消火装置を起動さ

せ，火災と判断したグローブボックスへ消火剤（ハロゲン化物）を

放出し，消火するための手段がある。 

     本対応で使用する設備（第イ－６表）は以下のとおり。 

      ・グローブボックス局所消火装置 

      ・火災状況確認用カメラ 

      ・可搬型火災状況監視端末 

      代替消火設備 

      ・遠隔消火装置 

      代替火災感知設備 
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      ・可搬型グローブボックス温度表示端末※１ 

      ・火災状況確認用温度計 

      ・火災状況確認用温度表示装置 

      受電開閉設備 

      ・受電開閉設備 

      ・受電変圧器 

      高圧母線 

      ・第２ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用主母線 

      ・第２ユーティリティ建屋の 6.9kＶ常用主母線 

      ・燃料加工建屋の 6.9kＶ運転予備用母線 

      ・燃料加工建屋の 6.9kＶ常用母線 

      低圧母線 

      ・燃料加工建屋の 460Ｖ運転予備用母線 

      ・燃料加工建屋の 460Ｖ常用母線 

※１ 乾電池を含む 

   ｂ．燃料加工建屋外への放出経路の閉止 

     重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象

の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知

機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認した場

合には，火災を消火するための手順と並行して，放射性物質の燃料

加工建屋外への放出を抑制するため，中央監視室に設置する盤の遠

隔閉止操作又は排風機室からの手動閉止操作により，グローブボッ

クス排気経路上及び工程室排気経路上に設置するダンパを閉止する

手段がある。 

     本対応で使用する設備（第イ－６表）は以下のとおり。 
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 放出防止設備 

・ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ（設計基準対象の施設

と兼用）

・グローブボックス排風機入口手動ダンパ（設計基準対象の施

設と兼用）

・工程室排風機入口手動ダンパ（設計基準対象の施設と兼用）

・グローブボックス排気閉止ダンパ

・工程室排気閉止ダンパ

・重大事故の発生を仮定するグローブボックス（設計基準対象

の施設と兼用）（第イ－４表）

・可搬型ダンパ出口風速計※１

 受電開閉設備 

・受電開閉設備

・受電変圧器

 高圧母線 

・第２ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用主母線

・第２ユーティリティ建屋の 6.9kＶ常用主母線

・燃料加工建屋の 6.9kＶ非常用母線

 低圧母線 

・燃料加工建屋の 460Ｖ非常用母線

※１ 乾電池を含む

   ｃ．核燃料物質等の回収 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス係る核燃料物質等の

飛散又は漏えいの原因となる火災の消火及び燃料加工建屋外への放

出経路を閉止するための対策の完了後，工程室内に漏えいした気相
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中の放射性エアロゾルが時間経過により十分に沈降し，工程室内の

雰囲気が安定した状態であることを可搬型ダストサンプラ及びアル

ファ・ベータ線用サーベイメータにより，確認した場合には，工程

室内に漏えいしたＭＯＸ粉末を回収するため，ウエス等の資機材に

より回収するための手段がある。 

本対応で使用する設備（第イ－６表）は以下のとおり。 

・可搬型工程室監視カメラ

 工程室放射線計測設備 

・可搬型ダストサンプラ※２

・アルファ・ベータ線用サーベイメータ

※２ 充電池又は乾電池を含む

   ｄ．核燃料物質等を閉じ込める機能の回復 

核燃料物質等の回収において，可搬型ダストサンプラ及びアルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータにより，工程室内に漏えいした気相

中の放射性エアロゾルが十分に沈降したことを確認した場合には，

核燃料物質等の回収作業の一環として，工程室内に気流を発生させ，

作業環境を確保するため，必要に応じて，グローブボックス排気ダ

クトに可搬型排風機付フィルタユニット等を接続し，グローブボッ

クス排気設備の排気機能を回復するための手段がある。なお，核燃

料物質等を閉じ込める機能の回復は，設計基準対象の施設であるグ

ローブボックス排風機の復旧等に時間を要することが想定されるた

め，可搬型排風機付フィルタユニット等を配備する。 

本対応で使用する設備（第イ－６表）は以下のとおり。 

 代替グローブボックス排気設備 

・ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ（設計基準対象の施設
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と兼用） 

      ・可搬型排風機付フィルタユニット 

      ・可搬型フィルタユニット 

      ・可搬型ダクト 

      代替電源設備 

      ・燃料加工建屋可搬型発電機 

      ・可搬型電源ケーブル 

      ・可搬型分電盤 

      補機駆動用燃料補給設備 

      ・第１軽油貯槽 

      ・第２軽油貯槽 

      ・軽油用タンクローリ 

      代替モニタリング設備 

      ・可搬型排気モニタリング設備可搬型ダストモニタ 

      代替試料分析関係設備 

      ・可搬型放出管理分析設備可搬型放射能測定装置 

   ｅ．重大事故等対処設備と自主対策設備 

     核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するため

に使用する設備のうち，代替火災感知設備の火災状況確認用温度計

及び火災状況確認用温度表示装置，代替消火設備の遠隔消火装置を

重大事故等対処設備として設置する。 

     核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するため

に使用する設備のうち，代替火災感知設備の可搬型グローブボック

ス温度表示端末を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

     核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するため
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に使用する設備のうち，受電開閉設備の受電開閉設備及び受電変圧

器，高圧母線の第２ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用主母線，

第２ユーティリティ建屋の 6.9kＶ常用主母線，燃料加工建屋の 6.9k

Ｖ運転予備用母線及び燃料加工建屋の 6.9kＶ常用母線，低圧母線の

燃料加工建屋の 460Ｖ運転予備用母線及び燃料加工建屋の 460Ｖ常

用母線を重大事故等対処設備と位置付ける。 

燃料加工建屋外への放出経路を閉止するために使用する設備のう

ち，放出防止設備のグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排

気閉止ダンパを重大事故等対処設備として設置する。 

燃料加工建屋外への放出経路を閉止するために使用する設備のう

ち，放出防止設備の可搬型ダンパ出口風速計を可搬型重大事故等対

処設備として配備する。 

燃料加工建屋外への放出経路を閉止するために使用する設備のう

ち，放出防止設備のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ，グロー

ブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ及

び重大事故の発生を仮定するグローブボックス（第イ－４表），受電

開閉設備の受電開閉設備及び受電変圧器，高圧母線の第２ユーティ

リティ建屋の 6.9kＶ運転予備用主母線，第２ユーティリティ建屋の

6.9kＶ常用主母線及び燃料加工建屋の 6.9kＶ非常用母線，低圧母線

の燃料加工建屋の 460Ｖ非常用母線を重大事故等対処設備として位

置付ける。 

核燃料物質等を回収するために使用する設備として，工程室放射

線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータを可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために使用する設備の
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うち，補機駆動用燃料補給設備の第１軽油貯槽及び第２軽油貯槽を

重大事故等対処設備として設置する。 

核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために使用する設備の

うち，代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユ

ニット，可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクト，代替電源設備

の燃料加工建屋可搬型発電機，可搬型電源ケーブル及び可搬型分電

盤，補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリ，代替モニタリ

ング設備の可搬型排気モニタリング設備可搬型ダストモニタ，代替

試料分析関係設備の可搬型放出管理分析設備可搬型放射能測定装置

を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために使用する設備の

うち，代替グローブボックス排気設備のダクト・ダンパ・高性能エ

アフィルタを重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技

術的能力審査基準，事業許可基準規則及び技術基準規則に要求され

るすべての設備が網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，火災が発生した場合に，核燃

料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火することができ，

燃料加工建屋外への放出経路を閉止し，核燃料物質等を回収すると

ともに，核燃料物質等を閉じ込める機能を回復することができる。 

核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するため

に使用する設備のうち，グローブボックス局所消火装置は，火災の

状況によって自動起動されない可能性があることから，重大事故等

対処設備とは位置付けないが，プラント状況によっては事故時対応

に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。また，
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火災状況確認用カメラ及び可搬型火災状況監視端末は，工程室内の

状況により，視認性を確保できない可能性があることから，重大事

故等対処設備とは位置付けないが，プラント状況によっては事故時

対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。さ

らに，核燃料物質等を回収する前に使用する設備のうち，可搬型工

程室監視カメラは，工程室内の状況により，視認性を確保できない

可能性があることから，重大事故等対処設備とは位置付けないが，

プラント状況によっては事故時対応に有効な設備であるため，自主

対策設備として位置付ける。 

上記の手順の実施において，計器を用いて監視するパラメータを

第イ－７表に示す。 
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② 電源

「核燃料物質等を閉じ込める機能の回復」で使用する可搬型排風機

付フィルタユニットに，電源を供給する手段及び燃料加工建屋可搬型

発電機へ燃料を供給する手段がある。 

電源の供給に使用する設備は以下のとおり。 

代替電源設備 

・燃料加工建屋可搬型発電機

・可搬型分電盤

・可搬型電源ケーブル

補機駆動用燃料補給設備 

・第１軽油貯槽

・第２軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

③ 監視

「核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火」により

対処を行う際は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火

災源近傍温度を監視する手段，「燃料加工建屋外への放出経路の閉止」

により対処を行う際は，グローブボックス排気設備及び工程室排気設

備のダンパ出口風速を監視する手段及び「核燃料物質等を閉じ込める

機能の回復」により対処を行う際は，代替グローブボックス排気設備

から放射性物質の大気中への放出状況を監視する手段がある。 

監視に使用する設備は以下のとおり。 

   ａ．核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するため

に使用する設備 

代替火災感知設備 
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     ・火災状況確認用温度計 

     ・可搬型グローブボックス温度表示端末 

     ・火災状況確認用温度表示装置 

   ｂ．燃料加工建屋外への放出経路を閉止するために使用する設備 

    放出防止設備 

     ・可搬型ダンパ出口風速計 

   ｃ．核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために使用する設備 

    代替モニタリング設備 

     ・可搬型モニタリング設備可搬型ダストモニタ 

    代替試料分析関係設備 

     ・可搬型放出管理分析設備可搬型放射能測定装置 

  ④ 手順等 

    「核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するため

の手順」，「燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための手順」，「核

燃料物質等を回収のための手順」及び「核燃料物質等を閉じ込める機

能を回復するための手順」により，選定した対応手段に係る手順を整

備する。 

    これらの手順は，重大事故時における対策作業員による一連の対応

として，「ＭＯＸ燃料加工施設重大事故等発生時対応手順書」に定める

（第イ－５表）。また，重大事故時に監視が必要となる計器についても

整備する（第イ－７表）。  
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(ロ) 重大事故等時の手順 

 (１) 重大事故等の発生防止対策の対応手順 

  ① 全送排風機の停止，全工程停止及び動力電源の遮断 

    重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の

施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認した場合は，

窒素雰囲気のグローブボックスが空気に置換されることを防止すると

ともに，ＭＯＸ粉末をグローブボックス内に静置した状態を維持し，

火災の発生の要素である潤滑油の温度上昇及びスパークの発生を防止

するため，全送排風機の停止，全工程停止及び動力電源の遮断を実施

する。 

   ａ．手順着手の判断基準（第イ－８表） 

     設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度

監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪

失を確認した場合。 

   ｂ．操作手順 

     全送排風機の停止，全工程停止及び動力電源を遮断するための概

要は，以下のとおり。手順の概要を第イ－２図，タイムチャートを

第イ－８図に示す。 

   (ａ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，手順着手の判断基準に基づき，

ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員に，全送排風機の停止，全工程

停止及び火災源を有するグローブボックス内機器の動力電源 

の遮断を指示する。 

   (ｂ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，中央監視室に設置する安

全系監視制御盤及び監視制御盤を確認するとともに，全送排風機
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の停止及び全工程を停止し，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内機器の動力電源を所内電源設備のパワーセンタ（燃料

加工建屋の 460Ｖ運転予備用母線及び 460Ｖ常用母線）にて遮断

する。全交流電源喪失の場合は，全送排風機及び全工程が停止し，

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内機器の動力電源が

遮断されていることを制御盤により確認する。また，ＭＯＸ燃料

加工施設対策班長に報告する。 

全送排風機の停止を実施した場合は，手順等」，「ホ．へ移行す

るとともに，燃料加工建屋外への放出経路を閉止するため，「(２)

② 燃料加工建屋外への放出経路の閉止」の手順へ移行する。 

   (ｃ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，全送排風機の停止，全工程停 

止及び動力電源の遮断完了を確認し，重大事故等の発生防止対策 

の完了を判断する。 

   (ｄ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，重大事故等の発生防止対策が 

完了したことを実施責任者に報告する。 

   ｃ．操作の成立性 

     全送排風機の停止，全工程停止及び動力電源の遮断するための操

作は，実施責任者，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長，ＭＯＸ燃料加工

施設現場管理者，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長及びＭＯＸ燃料

加工施設対策班の班員４人の合計８人にて，重大事故等着手判断後

から５分で完了可能である。 

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

     線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv以
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下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

重大事故時においては，中央監視室と現場との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。  
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 (２) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策の対応手順 

  ① 核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火 

    重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の

施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認し，重大事故

の発生を仮定するグローブボックスで火災が発生した場合は，火災に

よる核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止するため，火災状況を確認

し，中央監視室又は中央監視室近傍から遠隔消火装置を起動させ，火

災と判断したグローブボックスへ消火剤（ハロゲン化物）を放出し，

消火を実施する。 

   ａ．手順着手の判断基準（第イ－８表） 

     設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度

監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪

失を確認した場合。 

   ｂ．操作手順 

     核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するため

の概要は，以下のとおり。手順の概要を第イ－３図（１／５），系統

概要図を第イ－４図，タイムチャートを第イ－８図に示す。 

   (ａ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，手順着手の判断基準に基づき，

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍の温

度の確認をＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員に指示する。 

   (ｂ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，中央監視室に設置する火

災状況確認用温度表示装置の健全性を確認する。火災状況確認用

温度表示装置が使用できない場合は，燃料加工建屋に保管してい

る可搬型グローブボックス温度表示端末の健全性を確認し，中央

7－添1－18



 

 

監視室にある火災状況確認用温度計に接続する。また，安全系監 

視制御盤の健全性及び状態表示を確認する。 

   (ｃ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，火災状況確認用温度表示

装置又は可搬型グローブボックス温度表示端末により，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍の温度を確認

し，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長に報告する。また，火災状況確

認用カメラ及び可搬型火災状況監視端末が使用可能な場合は，中

央監視室から火災状況確認用カメラのケーブルに可搬型火災状況

監視端末を接続し，グローブボックス内の状況を確認し，火災の

判断に使用する。 

   (ｄ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，火災状況確認用温度表示装置

又は可搬型グローブボックス温度表示端末の指示値が 60℃以上

であり，火災が発生していると判断した場合は，直ちにＭＯＸ燃

料加工施設対策班の班員に火災の消火を指示する。 

   (ｅ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，中央監視室に設置する遠

隔消火装置の盤の健全性を確認し，手動操作により，地下３階の

廊下に設置された遠隔消火装置を起動させ，火災と判断したグロ

ーブボックスへ消火剤（ハロゲン化物）を放出し，ＭＯＸ燃料加

工施設現場管理者に報告する。中央監視室に設置する遠隔消火装

置の盤が使用できない場合は，中央監視室近傍に設置する遠隔消

火装置の弁の手動操作により，地下３階の廊下に設置された遠隔

消火装置を起動させ，火災と判断したグローブボックスへ消火剤

（ハロゲン化物）を放出し，ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者に報

告する。 

   (ｆ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，火災状況確認用温度表示
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装置又は可搬型グローブボックス温度表示端末により，火災が発

生したグローブボックス内の火災源近傍の温度を確認し，ＭＯＸ

燃料加工施設対策班長に報告する。 

   (ｇ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，火災状況確認用温度表示装置

又は可搬型グローブボックス温度表示端末の指示値が 60℃未満

であり，グローブボックス内の火災源近傍の温度が安定している

ことを確認し，火災が消火されていると判断する。また，火災状

況確認用カメラ及び可搬型火災状況監視端末が使用可能な場合は，

中央監視室から火災状況確認用カメラのケーブルに可搬型火災状

況監視端末を接続し，グローブボックス内の状況を確認し，火災

の消火の判断に使用する。 

   (ｈ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，ＭＯＸ燃料加工施設現場管理

者及びＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員に，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内の火災源近傍の温度状況の継続監視を

指示する。 

   (ｉ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，火災を消火したことを実施責

任者に報告する。 

   ｃ．操作の成立性 

     核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するため

に使用する設備を用いた火災の消火の操作は，作業時間が最も長い，

可搬型グローブボックス温度表示端末の温度の確認及び中央監視室

近傍に設置する遠隔消火装置の弁の手動開放操作を実施する場合は，

実施責任者，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長，ＭＯＸ燃料加工施設現

場管理者，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長及びＭＯＸ燃料加工施

設対策班の班員４人の合計８人にて，重大事故等着手判断後から 10
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分で完了可能である。また，作業時間が最も短い，火災状況確認用

温度表示装置の温度の確認及び中央監視室に設置する遠隔消火装置

の盤の遠隔開放操作を実施する場合は，実施責任者，ＭＯＸ燃料加

工施設対策班長，ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者，ＭＯＸ燃料加工

施設情報管理班長及びＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員４人の合計

８人にて，重大事故等着手判断後から４分で完了可能である。 

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

     線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv以

下とすることを目安に管理する。 

     さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     重大事故時においては，中央監視室と現場との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

  ② 燃料加工建屋外への放出経路の閉止 

    重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準対象の

施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認した場合は，

核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するための手

順と並行して，放射性物質の燃料加工建屋外への放出を抑制するため，

中央監視室に設置する盤の遠隔閉止操作又は排風機室からの手動閉止

操作により，グローブボックス排気経路上及び工程室排気経路上に設
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置するダンパの閉止を実施する。 

   ａ．手順着手の判断基準（第イ－８表） 

     設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度

監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪

失を確認した場合。 

   ｂ．操作手順 

     燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための概要は，以下のと

おり。手順の概要を第イ－３図（２／４），系統概要図を第イ－５図，

タイムチャートを第イ－８図に示す。 

   (ａ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，手順着手の判断基準に基づ

き，中央監視室に設置する盤から，ダンパの遠隔閉止操作を実施

するため，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員に指示する。 

   (ｂ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，中央監視室に設置する盤

の健全性を確認し，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長に報告する。盤

が使用できない場合は，地下１階の排風機室での手動操作となる

ため，直ちに，アクセスルートの安全性を確認しながら移動す

る。 

   (ｃ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，直ちに，中央監視室からグロ

ーブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの遠隔閉

止操作，又は排風機室のグローブボックス排風機入口手動ダンパ

及び工程室排風機入口手動ダンパの手動閉止操作による放出経路

の閉止を指示する。 

   (ｄ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，中央監視室又は排風機室

から全送排風機の停止を確認し，中央監視室からグローブボック

ス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの遠隔閉止操作，又
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は排風機室からグローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程

室排風機入口手動ダンパの手動閉止操作を実施し，燃料加工建屋

外への放出経路を閉止する。また，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長

に操作完了を報告する。 

全送排風機が停止していない場合は，ダンパの閉止前に全送排

風機を停止する必要があるため，「（１）① 全送排風機の停止，

全工程停止及び動力電源の遮断」の手順へ移行する。 

   (ｅ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，可搬型ダンパ出口風速計によ

るグローブボックス排気経路及び工程室排気経路の風速の測定を

指示する。 

   (ｆ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，燃料加工建屋に保管して

いる可搬型ダンパ出口風速計の健全性を確認し，高性能エアフィ

ルタにより放射性エアロゾルを捕集した後の常設ダクトの測定口

に可搬型ダンパ出口風速計の検出部を挿入する。 

   (ｇ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，排風機室の可搬型ダンパ

出口風速計により，グローブボックス排気設備及び工程室排気設

備のダクト内に大気中への放出に繋がる気流が発生していないこ

とを確認し，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長へ報告する。 

   (ｈ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，グローブボックス排気設備及

び工程室排気設備のダクト内に気流が発生していないことを確認

し，燃料加工建屋外への放出経路が閉止されていると判断する。

中央監視室から遠隔閉止操作により，ダンパを閉止した場合は，

中央監視室の盤より，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程

室排気閉止ダンパの状態表示を確認し，燃料加工建屋外への放出

経路が閉止されていることを判断し，風速の監視のため，可搬型
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ダンパ出口風速計の検出部を測定口に挿入する。 

   (ｉ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，ＭＯＸ燃料加工施設現場管理

者及びＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員に，グローブボックス排

気設備及び工程室排気設備のダクト内の風速の監視を指示する。 

   (ｊ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，燃料加工建屋外への放出経路

を閉止したことを実施責任者に報告する。 

   ｃ．操作の成立性 

     燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための操作は，作業時間

が最も長い，排風機室からグローブボックス排風機入口手動ダンパ

及び工程室排風機入口手動ダンパの手動閉止操作を実施する場合は，

実施責任者，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長，ＭＯＸ燃料加工施設現

場管理者，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長及びＭＯＸ燃料加工施

設対策班の班員４人の合計８人にて，重大事故等着手判断後から 10

分で完了可能である。また，作業時間が最も短い，中央監視室の盤

からグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの

遠隔閉止操作を実施する場合は，実施責任者，ＭＯＸ燃料加工施設

対策班長，ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者，ＭＯＸ燃料加工施設情

報管理班長及びＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員４人の合計８人に

て，重大事故等着手判断後から 1分で完了可能である。 

     可搬型ダンパ出口風速計の設置については，高性能エアフィルタ

により放射性エアロゾルを捕集した後の常設ダクトに測定口を設け

て可搬型ダンパ出口風速計の検出部を挿入することにより，接続時

に汚染が拡大しないよう考慮し，速やかに容易に，かつ，確実に接

続が可能である。 

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線
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環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

     線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSvを

目安に管理する。 

     さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     重大事故時においては，中央監視室と現場との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

  ③ 核燃料物質等の回収のための手順 

    重大事故の発生を仮定するグローブボックス係る核燃料物質等の飛

散又は漏えいの原因となる火災の消火及び燃料加工建屋外への放出経

路を閉止するための対策の完了後，工程室内に漏えいした気相中の放

射性エアロゾルが時間経過により十分に沈降し，工程室内の雰囲気が

安定した状態であることを可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベー

タ線用サーベイメータにより，確認した場合は，工程室内に漏えいし

たＭＯＸ粉末をウエス等の資機材により回収する。 

   ａ．手順着手の判断基準（第イ－８表） 

     重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の核燃料物質等の

飛散又は漏えいの原因となる火災の消火及び燃料加工建屋外への放

出経路を閉止するための対策の完了後，工程室内に漏えいした気相

中の放射性エアロゾルが時間経過により十分に沈降し，工程室内の

雰囲気が安定した状態であると推定した場合。 

   ｂ．操作手順 
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     核燃料物質等の回収の概要は，以下のとおり。手順の概要を第イ

－３図（３／４），系統概要図を第イ－６図，タイムチャートを第イ

－８図に示す。 

   (ａ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，ＭＯＸ燃料加工

施設対策班長，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長，ＭＯＸ燃料加

工施設現場管理者及びＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員に燃料加

工建屋地下３階の廊下の状況確認を指示する。 

   (ｂ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，重大事故の発生を仮定す

るグローブボックスが設置されている燃料加工建屋地下３階の廊

下の状況を目視により確認し，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長に報

告する。 

   (ｃ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の

班員に工程室内の気相中の放射性物質濃度の測定を指示するとと

もに，資機材の準備を指示する。 

   (ｄ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，燃料加工建屋に保管して

いる可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメ

ータの健全性を確認し，当該工程室に隣接した廊下又は工程室に

おいて，可搬型ダストサンプラのサンプリング部を貫通孔から工

程室内に挿入する。また，可搬型ダストサンプラにより，工程室

内の気相中の放射性エアロゾルを捕集し，アルファ・ベータ線用

サーベイメータにより，放射性物質濃度を測定した結果をＭＯＸ

燃料加工施設対策班長に報告する。測定値に上昇傾向が見られた

場合には，一定の時間間隔をあけて，放射性物質濃度の再測定を

実施する。 

   (ｅ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，ＭＯＸ粉末の回収に使用
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するウエス等の資機材の確認，運搬，設置するとともに，可搬型

工程室監視カメラの健全性を確認し，ＭＯＸ燃料加工施設対策班

長に報告する。 

   (ｆ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，ウエス等の資機材の準備が完

了し，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイ

メータにより，工程室内に漏えいした気相中の放射性エアロゾル

が十分に沈降したことを確認した場合は，必要に応じて，核燃料

物質等を閉じ込める機能の回復を実施し，工程室内に漏えいした

ＭＯＸ粉末の回収の実施を判断し指示する。また，可搬型工程室

監視カメラが使用可能な場合は，当該工程室への入室前に当該工

程室に隣接した廊下又は工程室において，可搬型工程室監視カメ

ラを貫通孔から当該工程室内に挿入し，工程室内等に飛散又は漏

えいしたＭＯＸ粉末の状況を確認し，回収作業の参考にする。 

   (ｇ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，工程室内に漏えいしたＭ

ＯＸ粉末の気相中への舞い上がりに注意し，ウエス等の資機材に

より，ＭＯＸ粉末を回収する。なお，核燃料物質等の回収の対象

は，工程室内に沈降したＭＯＸ粉末であり，除染作業については，

ＭＯＸ燃料加工施設の復旧として対応する。また，可搬型排気モ

ニタリング設備可搬型ダストモニタにより，回収作業の実施中に

おける放射性物質の大気中への放出状況を常時監視し，指示値に

異常があった場合には，直ちに作業を中断するとともに，ＭＯＸ

燃料加工施設対策班長に報告する。 

   ｃ．操作の成立性 

     核燃料物質等を回収する操作は，状況に応じた体制を構築する。

また，核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火及び

7－添1－27



 

 

燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための対策の完了後に実施

し，ＭＯＸ粉末を大気中へ放出する駆動力がなく，大気中への放出

経路が閉止された状態であり，事象進展を伴うものではないため，

作業時間に制限はない。 

     可搬型ダストサンプラによる工程室内の気相中の放射性エアロゾ

ルの捕集作業は，当該工程室に隣接した廊下又は工程室から実施す

るため，可搬型ダストサンプラのサンプリング部を貫通孔から当該

工程室内に挿入する際には，状況に応じて資機材を使用し，汚染が

拡大しないよう対処する。 

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

     線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSvを

目安に管理する。 

     さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     重大事故時においては，中央監視室と現場との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

  ④ 核燃料物質等を閉じ込める機能の回復のための手順 

    核燃料物質等の回収において，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・

ベータ線用サーベイメータにより，工程室内に漏えいした気相中の放

射性エアロゾルが十分に沈降したことを確認した場合は，核燃料物質

等の回収作業の一環として，作業環境を確保するため，必要に応じて，
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グローブボックス排気ダクトに可搬型排風機付フィルタユニット等を

接続し，グローブボックス排気設備の排気機能の回復を実施する。な

お，核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，設計基準対象の施設で

あるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要することが想定され

るため，可搬型排風機付フィルタユニット等を配備する。 

   ａ．手順着手の判断基準（第イ－８表） 

     核燃料物質等の回収において，可搬型ダストサンプラ及びアルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータにより，工程室内に漏えいした気相

中の放射性エアロゾルが十分に沈降したことを確認した場合。 

   ｂ．操作手順 

     核燃料物質等を閉じ込める機能の回復のための概要は，以下のと

おり。手順の概要を第イ－３図（４／４），系統概要図を第イ－７図，

タイムチャートを第イ－８図に示す。 

   (ａ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，ＭＯＸ燃料加工

施設対策班長，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長，ＭＯＸ燃料加

工施設現場管理者及びＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員にグロー

ブボックス排気設備の排気機能の回復を指示する。 

   (ｂ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，燃料加工建屋に保管して

いる可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フィルタユニット

及び可搬型ダクトの健全性を確認し，可搬型排風機付フィルタユ

ニット，可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクトを組み立て，

排風機室のグローブボックス排気設備のダクトに接続するととも

に，燃料加工建屋可搬型発電機に接続し，給電する。また，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設対策班長に報告する。 

   (ｃ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の
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班員にグローブボックス排気経路の健全性の確認を指示する。 

   (ｄ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，グローブボックス排気経

路の健全性の確認を実施し，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長に報告

する。 

   (ｅ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，核燃料物質等の回収時の作業

環境を確保するため，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員に可搬型

排風機付フィルタユニットの起動を指示する。 

   (ｆ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，排風機室から可搬型排風

機付フィルタユニットを起動する。また，工程室からグローブボ

ックスへの気流が発生したことをスモークテスタ等の資機材によ

り確認し，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長に報告する。 

   (ｇ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，工程室からグローブボックス

への気流が発生したことを確認し，グローブボックス排気設備の

排気機能の回復を判断する。また，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の

班員に放射性物質の大気中への放出状況及び可搬型排風機付フィ

ルタユニット及び可搬型フィルタユニットの差圧の監視を指示す

る。 

   (ｈ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班長は，グローブボックス排気設備の

排気機能を回復したことを実施責任者に報告する。 

   (ｉ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，可搬型排気モニタリング

設備可搬型ダストモニタにより，回復作業の実施中における放射

性物質の大気中への放出状況を常時監視し，指示値に異常があっ

た場合には，直ちに，可搬型排風機付フィルタユニットを停止し，

作業を中断するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長に報告す

る。また，可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタ
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ユニットに附属する差圧計により，フィルタ差圧の監視を行う。 

   ｃ．操作の成立性 

     核燃料物質等を閉じ込める機能を回復する操作は，排風機室から

可搬型排風機付フィルタユニットの手動起動操作を実施する場合は，

実施責任者，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長，ＭＯＸ燃料加工施設現

場管理者，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長及びＭＯＸ燃料加工施

設対策班の班員６人の合計 10人にて，核燃料物質等の回収作業の一

環として，９時間 30分で完了可能である。また，核燃料物質等の飛

散又は漏えいの原因となる火災の消火及び燃料加工建屋外への放出

経路を閉止するための対策の完了後に実施し，ＭＯＸ粉末を大気中

へ放出する駆動力がなく，大気中への放出経路が閉止された状態で

あり，事象進展を伴うものではないため，作業時間に制限はない。 

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

     線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSvを

目安に管理する。 

     さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     重大事故時においては，中央監視室と現場との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

 (３) その他の手順項目について考慮する手順 

    可搬型排風機付フィルタユニット等で使用する燃料加工建屋可搬型
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発電機等については，「ニ．電源の確保に関する手順等」にて整備す

る。 

    放射性物質の放出の状態監視等に係る監視測定に関する手順につい

ては，「ホ．監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

    火災状況確認用温度計及び可搬型ダンパ出口風速計に関連する燃料

加工建屋可搬型情報収集装置等の設置については，「ヘ．緊急時対策所

の居住性等に関する手順等」にて整備する。 
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第イ－１表 重大事故の発生を仮定するグローブボックス 

事象 室名称 グローブボックス名称 

核燃料物質等を閉

じ込める機能の喪

失 

粉末調整第２室 予備混合装置グローブボックス 

粉末調整第５室 

均一化混合装置グローブボックス 

造粒装置グローブボックス注 

粉末調整第７室 回収粉末処理・混合装置グローブボックス 

ペレット加工第１室 

添加剤混合装置Ａグローブボックス 

プレス装置Ａ（プレス部）グローブボックス 

添加剤混合装置Ｂグローブボックス 

プレス装置Ｂ（プレス部）グローブボックス 

注：火災源となる潤滑油を内包する機器が２箇所存在する。 
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第イ－２表 機能喪失を想定する安全機能を有する施設と整備する対応手段， 

対処設備，手順書一覧（１／３） 

分類 

機能喪失を想定 

する安全機能を 

有する施設 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
拡
大
防
止
対
策
の
対
応
手
段

 外部電源

 非常用所内電

源設備

 グローブボッ

クス温度監視

装置

 グローブボッ

クス消火装置

 グローブボッ

クス排風機

核
燃
料
物
質
等
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
原
因
と
な
る
火
災
の
消
火

 遠隔消火装置

 火災状況確認用温度計

 可搬型グローブボックス温度表示端末

 火災状況確認用温度表示装置

 受電開閉設備

 受電変圧器

 第２ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転

予備用主母線

 第２ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ常用

主母線

 燃料加工建屋の6.9ｋＶ運転予備用

母線

 燃料加工建屋の6.9ｋＶ常用母線

 燃料加工建屋の460Ｖ運転予備用母線

 燃料加工建屋の460Ｖ常用母線

重
大
事
故
等
対
処
設
備

 ＭＯＸ燃料加工施

設重大事故等発生

時対応手順書

 グローブボックス局所消火装置

 火災状況確認用カメラ

 可搬型火災状況監視端末

自
主
対
策
設
備

 ＭＯＸ燃料加工施

設重大事故等発生

時対応手順書
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第イ－２表 機能喪失を想定する安全機能を有する施設と整備する対応手段， 

対処設備，手順書一覧（２／３） 

分類 

機能喪失を想定 

する安全機能を 

有する施設 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
拡
大
防
止
対
策
の
対
応
手
段

 外部電源

 非常用所内電

源設備

 グローブボッ

クス温度監視

装置

 グローブボッ

クス消火装置

 グローブボッ

クス排風機

燃
料
加
工
建
屋
外
へ
の
放
出
経
路
を
閉
止
す
る
た
め
の
対
策

 ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ

 グローブボックス排風機入口手動ダンパ

 工程室排風機入口手動ダンパ

 グローブボックス排気閉止ダンパ

 工程室排気閉止ダンパ

 重大事故の発生を仮定するグローブボックス

（設計基準対象の施設と兼用）（第イ－４

表）

 可搬型ダンパ出口風速計

 受電開閉設備

 受電変圧器

 第２ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転

予備用主母線

 第２ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ常用

主母線

 燃料加工建屋の6.9ｋＶ非常用

母線

 燃料加工建屋の460Ｖ非常用母線

重
大
事
故
等
対
処
設
備

 ＭＯＸ燃料加工施

設重大事故等発生

時対応手順書
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第イ－２表 機能喪失を想定する安全機能を有する施設と整備する対応手段， 

対処設備，手順書一覧（３／３） 

分類 

機能喪失を想定

する安全機能を

有する施設 

対応

手段 
対処設備 手順書 

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
拡
大
防
止
対
策
の
対
応
手
段

 外部電源

 非常用所内電

源設備

 グローブボッ

クス排風機

核
燃
料
物
質
等
の
回
収

 可搬型ダストサンプラ

 アルファ・ベータ線用サーベイメータ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

 ＭＯＸ燃料加

工施設重大事

故等発生時対

応手順書 可搬型工程室監視カメラ
自
主
対
策
設
備

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
回
復

 ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ

 可搬型排風機付フィルタユニット

 可搬型フィルタユニット

 可搬型ダクト

 燃料加工建屋可搬型発電機

 可搬型電源ケーブル

 可搬型分電盤

 第１軽油貯槽

 第２軽油貯槽

 軽油用タンクローリ

 可搬型排気モニタリング設備可搬型ダスト

モニタ

 可搬型放出管理分析設備可搬型放射能測定

装置

重
大
事
故
等
対
処
設
備

 ＭＯＸ燃料加

工施設重大事

故等発生時対

応手順書
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第イ－３表 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処において使用する 

設備（１／４） 

設備 

拡大防止対策 

核燃料物質等の飛散又は漏えいの 

原因となる火災の消火 

設備名称 構成する機器 重大事故等対処設備 自主対策設備 

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備

代替消火 

設備 

遠隔消火装置（中央監視室近傍） 〇※１，３ × 

遠隔消火装置（中央監視室） 〇※２ × 

－ グローブボックス局所消火装置 × 〇 

代替火災 

感知設備 

火災状況確認用温度計 〇 × 

火災状況確認用温度表示装置 〇※２ × 

可搬型グローブボックス温度表示端末 〇※１，３ × 

－ 

火災状況確認用カメラ × 〇 

可搬型火災状況監視端末 × 〇 

受電 

開閉設備 

受電開閉設備 〇※２ × 

受電変圧器 〇※２ × 

高圧母線 

第2ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予備用主母線 〇※２ × 

第2ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ常用主母線 〇※２ × 

燃料加工建屋の6.9ｋＶ運転予備用母線 〇※２ × 

燃料加工建屋の6.9ｋＶ常用母線 〇※２ × 

低圧母線 

燃料加工建屋の460Ｖ運転予備用母線 〇※２ × 

燃料加工建屋の460Ｖ常用母線 〇※２ × 

※１：外的事象を起因とした場合 

※２：内的事象のうち，全交流電源喪失以外を起因とした場合 

※３：内的事象のうち，全交流電源喪失を起因とした場合 
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第イ－３表 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処において使用する 

設備（２／４） 

設備 

拡大防止対策 

燃料加工建屋外への放出経路を 

閉止するための対策 

設備名称 構成する機器 重大事故等対処設備 自主対策設備 

核

燃

料

物

質

等

を

閉

じ

込

め

る

機

能

の

喪

失

に

対

処

す

る

た

め

の

設

備 

放出 

防止設備 

ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ（重大事故の発

生を仮定するグローブボックスにおいて設置する範

囲） 

〇 × 

グローブボックス排風機入口手動ダンパ 〇※１，３ × 

工程室排風機入口手動ダンパ 〇※１，３ × 

グローブボックス排気閉止ダンパ 〇※２ × 

工程室排気閉止ダンパ 〇※２ × 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス

（第イ－４表） 
〇 × 

可搬型ダンパ出口風速計 〇 × 

受電 

開閉設備 

受電開閉設備 〇※２ × 

受電変圧器 〇※２ × 

高圧母線 

第2ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予備用主母線 〇※２ × 

第2ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ常用主母線 〇※２ × 

燃料加工建屋の6.9ｋＶ非常用母線 〇※２ × 

低圧母線 燃料加工建屋の460Ｖ非常用母線 〇※２ × 

※１：外的事象を起因とした場合 

※２：内的事象のうち，全交流電源喪失以外を起因とした場合 

※３：内的事象のうち，全交流電源喪失を起因とした場合 
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第イ－３表 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処において使用する 

設備（３／４） 

設備 
拡大防止対策 

核燃料物質等の回収 

設備名称 構成する機器 重大事故等対処設備 自主対策設備 

核

燃

料

物

質

等

を

閉

じ

込

め

る

機

能

の

喪

失

に

対

処

す

る

た

め

の

設

備 

工程室放射

線計測設備 

可搬型ダストサンプラ 〇 × 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ 〇 × 

－ 可搬型工程室監視カメラ × 〇 
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第イ－３表 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の対処において使用する 

設備（４／４） 

設備 
拡大防止対策 

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復 

設備名称 構成する機器 重大事故等対処設備 自主対策設備 

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備

代替 

グローブ 

ボックス 

排気設備 

ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ 〇 × 

可搬型排風機付フィルタユニット 〇 × 

可搬型フィルタユニット 〇 × 

可搬型ダクト 〇 × 

代替電源 

設備 

燃料加工建屋可搬型発電機 〇 × 

可搬型電源ケーブル 〇 × 

可搬型分電盤 〇 × 

補機駆動用

燃料補給 

設備 

第１軽油貯槽 〇 × 

第２軽油貯槽 〇 × 

軽油用タンクローリ 〇 × 

代替モニタ 

リング設備 可搬型排気モニタリング設備可搬型ダストモニタ 〇 × 

代替試料分 

析関係設備 可搬型放出管理分析設備可搬型放射能測定装置 〇 × 
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第イ－４表 計器を用いて監視するパラメータ 

対応 

手段 

重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策の対応手順 

核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書

判
断
基
準

【着手判断】 

 重大事故の発生を仮定するグ

ローブボックスに係る設計基準

対象の施設として機能を期待す

るグローブボックス温度監視装

置及びグローブボックス消火装

置の運転状態 

－（機能の喪失） 

【実施判断】 

火災源近傍温度 火災状況確認用温度計（常設） 

【成否判断】 

火災源近傍温度 火災状況確認用温度計（常設） 

操
作火災源近傍温度 火災状況確認用温度計（常設） 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策の対応手順 

燃料加工建屋外への放出経路の閉止 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書

判
断
基
準

【着手判断】 

 重大事故の発生を仮定するグ

ローブボックスに係る設計基準

対象の施設として機能を期待す

るグローブボックス温度監視装

置及びグローブボックス消火装

置の運転状態 

－（機能の喪失） 

【実施判断】 

－（対策の進捗） －（対策の完了） 

【成否判断】 

ダンパ出口風速 可搬型ダンパ出口風速計（可搬型） 
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操
作ダンパ出口風速 可搬型ダンパ出口風速計（可搬型） 
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第
イ
－
５
表
 
各
対
策
で
の
判
断
基
準
（
１
／
２
）
 

分
類
 

手
順
 

手
順
着
手
判
断
 

実
施
判
断
の
基
準
 

対
策
の
成
功
判
断
に
用
い
る
 

パ
ラ
メ
ー
タ
 

有
効
性
評
価
に
用
い
る
 

パ
ラ
メ
ー
タ
 

重 大 事 故 等 の 発 生 防 止 対 策 の 対 応

(１
)

全
送
排
風
機
の
停
止
，
全
工
程

停
止
及
び
動
力
電
源
の
遮
断

重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

に
係
る
設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
し
て
機
能
を
期
待

す
る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
温
度
監
視
装
置
の
感
知
機

能
又
は
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
消
火
装
置
の
消
火
機
能

の
喪
失
を
確
認
し
た
場
合
。
 

直
ち
に
実
施
。
 

・
安
全
系
監
視
制
御
盤
 

・
監
視
制
御
盤
 

制
御
盤
の
状
態
表
示
で
停
止
及

び
遮
断
を
確
認
し
た
場
合
。
 

－
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第
イ
－
５
表
 
各
対
策
で
の
判
断
基
準
（
２
／
２
）
 

分
類
 

手
順
 

手
順
着
手
判
断
 

実
施
判
断
の
基
準
 

対
策
の
成
功
判
断
に
用
い
る
 

パ
ラ
メ
ー
タ
 

有
効
性
評
価
に
用
い
る
 

パ
ラ
メ
ー
タ
 

核 燃 料 物 質 等 を 閉 じ 込 め る 機 能 の 喪 失 の 拡 大 防 止 対 策 の 対 応 手 順

(１
)

核
燃
料
物
質
等
の
飛
散
又
は
漏

え
い
の
原
因
と
な
る
火
災
の
消
火

重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

に
係
る
設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
し
て
機
能
を
期
待

す
る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
温
度
監
視
装
置
の
感
知
機

能
又
は
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
消
火
装
置
の
消
火
機
能

の
喪
失
を
確
認
し
た
場
合
。
 

重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内

の
温
度
を
確
認
し
，
指
示
値
が

60
℃
以
上
で
あ
り
，

火
災
が
発
生
し
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
。
 

火
災
源
近
傍
温
度
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
火
災

源
近
傍
温
度
が

60
℃
未
満
で

あ
り
，
安
定
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た
場
合
。
 

火
災
源
近
傍
温
度
 

(２
)

燃
料
加
工
建
屋
外
へ
の
放
出
経

路
の
閉
止

重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

に
係
る
設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
し
て
機
能
を
期
待

す
る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
温
度
監
視
装
置
の
感
知
機

能
又
は
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
消
火
装
置
の
消
火
機
能

の
喪
失
を
確
認
し
た
場
合
。
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
風
機
及
び
工
程
室
排
風
機
の
停

止
を
確
認
し
た
場
合
。
 

ダ
ン
パ
出
口
風
速
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備

及
び
工
程
室
排
気
設
備
に
気
流

が
発
生
し
て
い
な
い
場
合
。
 

ダ
ン
パ
出
口
風
速
 

(３
)

核
燃
料
物
質
等
の
回
収

重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

に
係
る
核
燃
料
物
質
等
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
原
因

と
な
る
火
災
の
消
火
及
び
燃
料
加
工
建
屋
外
へ
の
放

出
経
路
を
閉
止
す
る
た
め
の
対
策
の
完
了
後
，
工
程

室
内
に
漏
え
い
し
た
気
相
中
の
放
射
性
エ
ア
ロ
ゾ
ル

が
時
間
経
過
に
よ
り
十
分
に
沈
降
し
，
工
程
室
内
の

雰
囲
気
が
安
定
し
た
状
態
で
あ
る
と
推
定
し
た
場

合
。
 

可
搬
型
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ
及
び
ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線

用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
に
よ
り
，
工
程
室
内
に
漏
え
い
し

た
気
相
中
の
放
射
性
エ
ア
ロ
ゾ
ル
が
十
分
に
沈
降
し
た

こ
と
を
確
認
し
た
場
合
。
 

－
 

－
 

(４
)

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る

機
能
の
回
復

核
燃
料
物
質
等
の
回
収
に
お
い
て
，
可
搬
型
ダ
ス
ト

サ
ン
プ
ラ
及
び
ア
ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
線
用
サ
ー
ベ
イ

メ
ー
タ
に
よ
り
，
工
程
室
内
に
漏
え
い
し
た
気
相
中

の
放
射
性
エ
ア
ロ
ゾ
ル
が
十
分
に
沈
降
し
た
こ
と
を

確
認
し
た
場
合
。
 

準
備
が
整
い
次
第
。
 

気
流
 

工
程
室
か
ら
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク

ス
へ
の
気
流
が
発
生
し
た
こ
と

を
ス
モ
ー
ク
テ
ス
タ
等
の
資
機

材
に
よ
り
確
認
し
た
場
合
。
 

－
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第
イ
－
１
図
 
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
１
／
７
）
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内

の
火
災
の
継
続

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内

の
空

気
雰

囲
気

化

引
火

点
に
達
し
た

可
燃
物
の
漏
え
い

着
火
源

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
温

度
監
視
装
置
の
機

能
喪
失

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
消

火
装

置
の

機
能
喪

失

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内

の
火
災
の
発
生

１
２

３
４

５

Ａ
Ｎ
Ｄ
ゲ
ー
ト

Ｏ
Ｒ
ゲ
ー
ト

ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
記

号

※
１

動
的

機
器

の
多

重
故
障

※
２

地
震

に
よ
る
機

能
喪

失

※
１
，
※

２
※

２

※
１
，
※

２
※

１
，
※

２

④ 火
災
の

感
知

・
消

火
機

能
の

喪
失

※
１
，
※

２

③凡
例

火
災

に
よ
る
閉

じ
込

め
る
機

能
の

喪
失
の

発
生

防
止

対
策

①
動

力
電

源
の

遮
断

②
全

送
排

風
機

の
停

止

火
災

に
よ
る
閉

じ
込

め
る
機

能
の

喪
失
の

拡
大

防
止

対
策

③
核

燃
料

物
質

等
の

飛
散

又
は

漏
え
い
の

原
因

と
な
る
火

災
の

消
火

④
M

O
X
燃

料
加

工
建
屋

外
へ

の
放

出
経

路
の

閉
止

外
部
へ
の
放
出
経
路

の
存
在

②
①

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ

込
め
る
機
能
の
喪
失

①
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第
イ
－
１
図
 
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
２
／
７
）
 

 
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内

の
空
気
雰
囲
気
化

１

窒
素
循
環
フ
ァ

ン
の
故
障

※
１

動
的
機
器
の
多
重
故
障

※
２

地
震
に
よ
る
機
能
喪
失

※
１
，
※
２

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
排
風
機
の

稼
働

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
過

負
圧
に
よ
る
自
力
式
吸
気

弁
「
開
」
に
よ
る
空
気
流
入

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内

へ
の
空
気
の
流
入

窒
素
循
環
ラ
イ

ン
の
破
損

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
排
風
機
の

稼
働

※
２

※
１
，
※
２

Ａ
Ｎ
Ｄ
ゲ
ー
ト

Ｏ
Ｒ
ゲ
ー
ト

ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
記
号

凡
例
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第
イ
－
１
図
 
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
３
／
７
）
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第
イ
－
１
図
 
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
４
／
７
）
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第
イ
－
１
図
 
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
５
／
７
）
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第
イ
－
１
図
 
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
６
／
７
）
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第
イ
－
１
図
 
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
７
／
７
）
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第
イ
－
２
図
 
「
重
大
事
故
等
の
発
生
防
止
対
策
」
の
手
順
の
概
要
 

全
送
排
風
機
の
停
止
，
全
工
程
停
止
及
び
動
力
電
源
の
遮
断
 

 

安
全

機
能
の

喪
失

：
操
作
及
び
確
認

：
判
断

：
監
視

：
発
生
防
止
対
策

凡
例

動
力

電
源
の

遮
断

※
１

停
止

・
遮
断

実
施
判

断

全
工

程
の
停

止
※
１

全
送

排
風
機

の
停
止

※
１

，
２

※
１

全
交

流
電
源

が
喪
失

し
て
い
る
場
合
は
，
全
送
排
風

機
の

停
止
，

全
工
程

の
停
止
及
び
動
力
電
源
の
遮
断

の
状

態
を
確

認
す
る
。

※
２

全
送

排
風
機

の
停
止

が
完
了
し
た
場
合
は
，
燃
料
加

工
建

屋
外
へ

の
放
出

経
路
を
閉
止
す
る
た
め
，
拡
大

防
止

対
策
の

手
順
に

移
行
し
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

排
気

経
路
上

及
び
工

程
室
排
気
経
路
上
に
設
置
す
る

ダ
ン

パ
を
閉

止
す
る

。

グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

温
度
監

視
装
置

の
感

知
機

能
又

は
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

消
火

装
置
の

消
火
機

能
の
喪

失

停
止

・
遮
断

完
了
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第
イ
－
３
図
 
「
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
拡
大
防
止
対
策
」
の
手
順
の
概
要
（
１
／
４
）
 

核
燃
料
物
質
等
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
原
因
と
な
る
火
災
の
消
火
 

 

※
１

火
災

状
況
確

認
用
温

度
計
の

指
示
値

が
6
0℃

以
上
で

あ
る

こ
と
を

確
認
し

た
場
合

に
火
災

と
判

断
す

る
。

※
２

火
災

状
況
確

認
用
温

度
計
の

指
示
値

が
6
0℃

未
満
で

あ
る

こ
と
を

確
認
し

た
場
合

に
火
災

の
消

火
成

功
を

判
断

す
る
。

※
３

火
災

状
況
確

認
用
温

度
計
に

よ
り
，

状
態

を
監

視
す

る
。

※
４

火
災

状
況
確

認
用
カ

メ
ラ
及

び
可
搬

型
火

災
状

況
監

視
端

末
が
使

用
可
能

な
場
合

は
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
内

の
状
況

確
認
結

果
を
参

考
に
，

火
災

又
は

火
災

の
消

火
を
判

断
す
る

。

：
操

作
及
び

確
認

：
判

断

：
監

視

：
発

生
防
止

対
策

：
拡

大
防
止

対
策

凡
例

Y
es 消
火

完
了

状
態

監
視

※
３

火
災

の
消
火

の
成
否

判
断

※
２

，
４

グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

温
度
監

視
装
置

の
感

知
機

能
又

は
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

消
火

装
置
の

消
火
機

能
の
喪

失

火
災

状
況
確

認
用
温

度
表
示

装
置

に
よ

る
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

内
の

温
度

の
確
認

安
全

機
能
の

喪
失

Y
es

N
o

火
災

状
況
確

認
用
温

度
表
示

装
置
の

健
全

性
確
認

及
び

安
全

系
監
視

制
御
盤

の
状
況

確
認

可
搬

型
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

温
度

表
示

端
末
に

よ
る

グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

内
温
度

の
確
認

火
災

状
況
確

認
用
温

度
表
示

装
置

に
よ

る
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

内
の

温
度

の
確
認

火
災

の
判
断

及
び

火
災

の
消
火

の
実
施

判
断

※
１

，
４

遠
隔

消
火
装

置
に
よ

る
消
火

（
中

央
監
視

室
で
の

盤
操
作

）

中
央

監
視
室

か
ら
の

遠
隔
消

火
装
置

起
動

の
た

め
の

盤
の
健

全
性
の

確
認

遠
隔

消
火
装

置
に
よ

る
消
火

（
中

央
監
視

室
近
傍

で
の
弁

操
作
）

火
災

状
況
確

認
用
温

度
表
示

装
置

に
よ

る
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

内
の

温
度

の
確
認

火
災

の
消
火

の
成
否

判
断

※
２

，
４

消
火

完
了

状
態

監
視

※
３

火
災

の
判
断

及
び

火
災

の
消
火

の
実
施

判
断

※
１

，
４

消
火

完
了

状
態

監
視

※
３

火
災

の
消
火

の
成
否

判
断

※
２

，
４

可
搬

型
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

温
度

表
示

端
末
に

よ
る
グ

ロ
ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス
内

の
温
度

の
確
認

遠
隔

消
火
装

置
に
よ

る
消
火

（
中

央
監
視

室
で
の

盤
操
作

）

中
央

監
視
室

か
ら
の

遠
隔
消

火
装
置

起
動

の
た

め
の

盤
の
健

全
性
の

確
認

遠
隔

消
火
装

置
に
よ

る
消
火

（
中

央
監
視

室
近
傍

で
の
弁

操
作
）

可
搬

型
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

温
度

表
示

端
末
に

よ
る
グ

ロ
ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス
内

の
温
度

の
確
認

火
災

の
消
火

の
成
否

判
断

※
２

，
４

消
火

完
了

状
態

監
視

※
３

Y
es

N
o

N
o

火
災

の
確
認

・
消
火

の
着
手

判
断
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「
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
拡
大
防
止
対
策
」
の
手
順
の
概
要
（
２
／
４
）
 

燃
料
加
工
建
屋
外
へ
の
放
出
経
路
の
閉
止
 

 

安
全
機
能
の
喪
失

：
操
作
及
び
確
認

：
判
断

：
監
視

：
発
生
防
止
対
策

：
拡
大
防
止
対
策

凡
例

Y
es

N
o

動
力
電
源
の
遮
断

※
１

停
止
・
遮
断
の
着
手
判
断

及
び
実
施
判
断

全
工
程
の
停
止

※
１

全
送
排
風
機
の
停
止

※
１
，
２

閉
じ
込
め
完
了

状
態
監
視

※
８

閉
じ
込
め
完
了

状
態
監
視

※
８

※
１

全
交
流
電
源
が
喪
失
し
て
い
る
場
合
は
，
全
送
排
風

機
の
停
止
，
全
工
程
の
停
止
及
び
動
力
電
源
の
遮
断

の
状
態
を
確
認
す
る
。

※
２

全
送
排
風
機
の
停
止
が
完
了
し
た
場
合
は
，
燃
料
加

工
建
屋
外
へ
の
放
出
経
路
を
閉
止
す
る
た
め
，
拡
大

防
止
対
策
の
手
順
に
移
行
し
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

排
気
経
路
上
及
び
工
程
室
排
気
経
路
上
に
設
置
す
る

ダ
ン
パ
を
閉
止
す
る
。

※
３

発
生
防
止
対
策
の
「
全
送
排
風
機
の
停
止
」
の
完
了

後
に
実
施
す
る
。

※
４

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
閉
止
ダ
ン
パ
及
び
工
程
室

排
気
閉
止
ダ
ン
パ
の
閉
止
を
実
施
す
る
（
中
央
監
視

室
）
。

※
５

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
風
機
入
口
手
動
ダ
ン
パ
及
び

工
程
室
排
風
入
口
手
動
ダ
ン
パ
の
閉
止
を
実
施
す
る

（
排
風
機
室
）
。

※
６

中
央
監
視
室
の
盤
よ
り
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気

閉
止
ダ
ン
パ
及
び
工
程
室
排
気
閉
止
ダ
ン
パ
の
状
態

表
示
を
確
認
し
，
閉
じ
込
め
成
功
を
判
断
す
る
。

※
７

排
風
機
室
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
風
機
及
び
工
程

室
排
風
機
の
出
口
側
の
ダ
ク
ト
に
可
搬
型
ダ
ン
パ
出

口
風
速
計
を
接
続
し
，
ダ
ン
パ
閉
止
に
よ
り
，
ダ
ク

ト
内
に
気
流
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
，
閉
じ
込
め
成

功
を
判
断
す
る
。

※
８

可
搬
型
ダ
ン
パ
出
口
風
速
計
に
よ
り
，
状
態
を
監
視

す
る
。

全
送
排
風
機
停
止
の
確
認

閉
じ
込
め
の
成
否
判
断

※
６

ダ
ン
パ
の
閉
止

（
排
風
機
室
で
の
現
場
操
作
）

※
３
，
５

閉
じ
込
め
の
成
否
判
断

※
７

ダ
ン
パ
閉
止
の
た
め
の

盤
の
健
全
性
の
確
認

（
中
央
監
視
室
）

排
風
機
室
へ
の
移
動

ダ
ン
パ
の
閉
止

（
中
央
監
視
室
で
の
遠
隔
操
作
）

※
３
，
４

全
送
排
風
機
停
止
の
確
認

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
温
度
監
視
装
置
の

感
知
機
能
又
は
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

消
火
装
置
の
消
火
機
能
の
喪
失

停
止
・
遮
断
完
了

ダ
ン
パ
閉
止
の
着
手
判
断

及
び
実
施
判
断
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「
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
拡
大
防
止
対
策
」
の
手
順
の
概
要
（
３
／
４
）
 

核
燃
料
物
質
等
の
回
収
 

 

核
燃

料
物
質

等
の
回

収
の

着
手

判
断

※
１

※
１

重
大

事
故
の

発
生
を

仮
定
す

る
グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

内
の

火
災
の

消
火
及

び
燃
料

加
工
建

屋
外

へ
の

放
出

経
路

を
閉
止

す
る
た

め
の
対

策
が
完

了
後

，
工

程
室

内
に

漏
え
い

し
た
気

相
中
の

放
射
性

エ
ア

ロ
ゾ

ル
が

時
間

経
過
に

よ
り
十

分
に
沈

降
し
，

工
程

室
内

の
雰

囲
気

が
安
定

し
た
状

態
で
あ

る
と
推

定
し

た
場

合
。

※
２

可
搬

型
ダ
ス

ト
サ
ン

プ
ラ
及

び
ア
ル

フ
ァ

・
ベ

ー
タ

線
用

サ
ー
ベ

イ
メ
ー

タ
に
よ

り
，
工

程
室

内
に

漏
え

い
し

た
気
相

中
の
放

射
性
エ

ア
ロ
ゾ

ル
が

十
分

に
沈

降
し

た
こ
と

を
確
認
し

た
場

合
に
実

施
す

る
。

※
３

可
搬

型
工
程

室
監
視

カ
メ
ラ

が
使
用

可
能

な
場

合
は

，
工

程
室

内
等

に
飛
散

又
は
漏

え
い
し

た
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
状

況
を
確

認
し
，

回
収
作

業
の
参

考
に

す
る

。

※
４

核
燃

料
物
質

等
の
回

収
の
対

象
は
，

工
程

室
内

に
漏

え
い

し
た
Ｍ

Ｏ
Ｘ
粉

末
と
し

，
除
染

作
業

に
つ

い
て

は
，

Ｍ
Ｏ
Ｘ

燃
料
加

工
施
設

の
復
旧

と
し

て
対

応
す

る
。

核
燃

料
物
質

の
回
収

※
４

：
操

作
及
び

確
認

：
判

断

：
監

視

：
拡

大
防
止

対
策

凡
例

回
収

完
了

核
燃

料
物
質

等
の
回

収
の
実

施
判
断

※
２

，
３

地
下

３
階
の

状
況
確

認

可
搬

型
ダ
ス

ト
サ
ン

プ
ラ
及

び
ア

ル
フ

ァ
・

ベ
ー
タ

線
用

サ
ー

ベ
イ
メ

ー
タ
の

健
全
性

の
確
認

資
機

材
の
確

認
，
運

搬
及
び

設
置

可
搬

型
ダ
ス

ト
サ
ン

プ
ラ
の

設
置
，

捕
集

及
び

ア
ル

フ
ァ
・

ベ
ー
タ

線
用

サ
ー

ベ
イ
メ

ー
タ
に

よ
る
測

定
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「
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
拡
大
防
止
対
策
」
の
手
順
の
概
要
（
４
／
４
）
 

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
回
復
 

※
１

核
燃

料
物
質

等
の
回

収
で
実

施
す
る

放
射

性
エ

ア
ロ

ゾ
ル

の
沈
降

状
況
の

確
認
に

よ
り
，

気
相

中
の

放
射

性
物

質
濃
度

が
検
出

下
限
値

未
満
で

あ
る

こ
と

又
は

一
定

の
時
間

間
隔
を

あ
け
て

確
認
を

行
い

，
測

定
結

果
に

変
化
が

生
じ
な

い
こ
と

を
確
認

し
た

場
合

，
か

つ
，

設
計
基

準
対
象

の
施
設

で
あ
る

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
風
機

の
復
旧

が
で
き

な
い
場

合
。

※
２

工
程

室
内
に

気
流
が

発
生
し

た
こ
と

を
確

認
し

，
グ

ロ
ー

ブ
ボ
ッ

ク
ス
排

気
設
備

の
排
気

機
能

の
回

復
を

判
断

す
る
。

※
３

可
搬

型
排
気

モ
ニ
タ

リ
ン
グ

設
備
可

搬
型

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ

に
よ
り

，
状
態

を
監
視

す
る
。

回
復

完
了

状
態

監
視

※
３

閉
じ

込
め
る

機
能
の

回
復
の

着
手

判
断
及

び
実
施

判
断

※
１

可
搬

型
排
風

機
付
フ

ィ
ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト
等

の
健
全

性
の
確

認
，

運
搬

及
び
接

続
（

排
風

機
室

）

回
復

の
成
否

判
断

※
２

可
搬

型
排
風

機
付
フ

ィ
ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト
の

起
動

（
排

風
機
室

）

：
操

作
及
び

確
認

：
判

断

：
監

視

：
拡

大
防
止

対
策

凡
例

グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

排
気
経

路
の
確

認
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核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
の
系
統
概
要
図
 

（
代
替
消
火
設
備
）（

１
／
２
）
 

 

重
大

事
故

の
発

生
を

仮
定

す
る

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

遠
隔
消
火

装
置

● ● ●

Ａ

● ● ●

Ａ

● ● ●

地
下
３
階
の
工
程
室

Ｔ

工
程
室
排
気
設
備

窒
素

循
環

設
備

可
搬
型
グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

温
度
表

示
端

末

火
災

状
況

確
認

用
温

度
表

示
装

置

建
屋
排
気
設
備
よ
り

（
建

屋
境

界
）

排
気
筒

地
下
２
階
設
置
の

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

等
よ
り

地
下
２
階
設
置
の

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

等
へ

地
下
２
階
設
置
の

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

等
よ
り ● ● ●

● ● ●

給
気
設
備
よ
り

盤
か
ら
の

起
動
信
号

※
１
：
中
央
監
視
室
近
傍
の
弁
操
作
に
よ
り
遠
隔
消
火
装
置
を
起
動
す
る
。

※
２
：
火
災
状
況
確
認
用
温
度
計

Ａ

(
フ
ェ
イ
ル

ク
ロ
ー
ズ
)

地
下
２
階

工
程
室
等
よ
り

● ● ●

● ● ●

Ａ

● ● ●

Ａ

Ｍ

Ｐ
Ｐ

Ｐ
Ｐ

可
搬
型
フ
ィ
ル
タ

ユ
ニ
ッ
ト

可
搬
型
排
風
機
付

フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト

Ｒ

Ｐ
Ｐ

Ｐ
Ｐ

※
１

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

排
気
設
備

Ｒ

ＳＳ

※
２

※
１

凡
例

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
可
搬
型
ダ
ク
ト
等
）

（
実
線
）

本
対
策
に
使
用
す
る
設
備

（
破
線
）

本
対
策
以
外
に
使
用
す
る
設
備

接
続
口

排
風
機

高
性
能

エ
ア
フ
ィ
ル
タ

ダ
ン
パ
（
開
）

ダ
ン
パ
（
閉
）

逆
止
ダ
ン
パ

ピ
ス
ト
ン
ダ
ン
パ

弁
（
開
）

弁
（
閉
）

電
磁
弁

温
度
計

モ
ニ
タ

● ● ● Ａ

Ｍ ＲＰＴ

自
動
ダ
ン
パ
／

遠
隔
操
作
ダ
ン
パ

圧
力
計

(機
器
付
)

風
速
計

Ｓ

可
搬

型
ダ

ス
ト

サ
ン

プ
ラ
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核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
の
系
統
概
要
図
 

（
代
替
消
火
設
備
）（

２
／
２
）
 

 

重
大

事
故

の
発

生
を

仮
定

す
る

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

遠
隔
消
火

装
置

● ● ●

Ａ

● ● ●

Ａ

● ● ●

地
下
３
階
の
工
程
室

Ｔ

工
程
室
排
気
設
備

窒
素

循
環

設
備

可
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風
速
計

Ｓ

可
搬

型
ダ

ス
ト

サ
ン

プ
ラ

Ａ
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第
イ
－
７
図
 
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
の
系
統
概
要
図
 

（
代
替
換
気
設
備
 
代
替
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
）（

そ
の
１
）
 

 

重
大

事
故

の
発

生
を

仮
定

す
る

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

遠
隔
消
火

装
置

● ● ●

Ａ

● ● ●

Ａ

● ● ●

地
下
３
階
の
工
程
室

Ｔ

工
程
室
排
気
設
備

窒
素

循
環

設
備

可
搬
型
グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

温
度
表

示
端

末

火
災

状
況

確
認

用
温

度
表

示
装

置

建
屋
排
気
設
備
よ
り

（
建

屋
境

界
）

排
気
筒

地
下
２
階
設
置
の

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

等
よ
り

地
下
２
階
設
置
の

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

等
へ

地
下
２
階
設
置
の

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

等
よ
り ● ● ●

● ● ●

給
気
設
備
よ
り

盤
か
ら
の

起
動
信
号

※
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
兼
用
す
る
設
備
は
，
代
替
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
の
設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
兼
用
一
覧
に
示
す
。

※
２
：
可
搬
型
排
風
機
付
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
代
替
電
源
設
備
の
給
電
に
よ
り
運
転
す
る
。

Ａ

(
フ
ェ
イ
ル

ク
ロ
ー
ズ
)

地
下
２
階

工
程
室
等
よ
り

● ● ●

● ● ●

Ａ

● ● ●

Ａ

Ｍ

Ｐ
Ｐ

Ｐ
Ｐ

可
搬
型
フ
ィ
ル
タ

ユ
ニ
ッ
ト

可
搬
型
排
風
機
付

フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト

Ｒ

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

排
気
設
備

Ｒ

※
１

※
１

※
１

※
１

Ｐ
Ｐ

Ｐ
Ｐ

※
２

ＳＳ

凡
例

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
可
搬
型
ダ
ク
ト
等
）

（
実
線
）

本
対
策
に
使
用
す
る
設
備

（
破
線
）

本
対
策
以
外
に
使
用
す
る
設
備

接
続
口

排
風
機

高
性
能

エ
ア
フ
ィ
ル
タ

ダ
ン
パ
（
開
）

ダ
ン
パ
（
閉
）

逆
止
ダ
ン
パ

ピ
ス
ト
ン
ダ
ン
パ

弁
（
開
）

弁
（
閉
）

電
磁
弁

温
度
計

モ
ニ
タ

● ● ● Ａ

Ｍ ＲＰＴ

自
動
ダ
ン
パ
／

遠
隔
操
作
ダ
ン
パ

圧
力
計

(機
器
付
)

風
速
計

Ｓ

可
搬

型
ダ

ス
ト

サ
ン

プ
ラ
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代
替

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
気

設
備
の

設
計

基
準

対
象

の
施

設
と

兼
用

一
覧

 

建
屋

 
※

１
 

ダ
ク

ト
・

ダ
ン

パ
・

高
性

能
エ

ア
フ

ィ
ル

タ
 

設
備

名
 

燃
料

加
工

建
屋

 

気
体

廃
棄

物
の

廃
棄

設
備

 
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
排

気
設

備
 

（
重

大
事

故
の

発
生

を
仮

定
す

る
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
に

係
る

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク

ス
給

気
フ

ィ
ル

タ
及

び
重

大
事

故
の

発
生

を
仮

定
す

る
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
か

ら

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
風

機
入

口
手

動
ダ

ン
パ

ま
で

の
範

囲
）

 

 

第
イ
－
７
図
 
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
の
系
統
概
要
図
 

（
代
替
換
気
設
備
 
代
替
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
）（

そ
の
２
）
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第
イ
－
８
図
 
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
へ
の
対
処
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
（
１
／
２
）
 

（
作
業
時
間
が
最
も
長
い
場
合
）
 

 

1
－

体
制

移
行

1
－

1
－

1
－

漏
え

い
し

た
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
床

面
に

沈
降

す
る

ま
で

に
は

約
4
時

間
か

ら
2
4
時

間
か

か
る

と
考

え
ら

れ
る

。

注
 
核

燃
料

物
質

の
回

収
及

び
閉

じ
込

め
る

機
能

の
回

復
は

，
重

大
事

故
の

発
生

を
仮

定
す

る
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
内

の
核

燃
料

物
質

等
の

飛
散

又
は

漏
え

い
の

原
因

と
な

る
火

災
の

消
火

及
び

燃
料

加
工

建
屋

外
へ

の
放

出
経

路
を

閉
止

す
る

た
め

の
対

策
の

完
了

後
に

，
工

程
室

内
に

漏
え

い
し

た
気

相
中

の
放

射
性

エ
ア

ロ
ゾ

ル
が

時
間

経
過

に
よ

り
十

分
に

沈
降

し
，

　
 
工

程
室

内
の

雰
囲

気
が

安
定

し
た

状
態

で
あ

る
と

推
定

し
た

場
合

に
着

手
す

る
た

め
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
を

大
気

中
へ

放
出

す
る

駆
動

力
が

な
く

，
大

気
中

へ
の

放
出

経
路

が
閉

止
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
，

事
象

進
展

を
伴

う
も

の
で

は
な

い
た

め
，

作
業

時
間

に
制

限
は

な
い

。

－
必

要
に

応
じ

て

繰
り

返
し

1
3

可
搬

型
排

風
機

付
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
及

び
可

搬
型

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

の
運

搬

1
52

全
工

程
の

停
止

，
火

災
源

を
有

す
る

機
器

の
動

力
電

源

の
遮

断
（

１
階

中
央

監
視

室
）

又
は

状
態

の
確

認
0
:
0
5

5 6 9
地

下
３

階
の

状
況

確
認

,
可

搬
型

ダ
ス

ト
サ

ン
プ

ラ
の

運

搬
,
設

置
,
起

動
,
測

定
及

び
沈

降
確

認
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

4
1
:
3
0

適
宜

測
定

0
:
1
0

0
:
1
0

移
動

時
間

含
む

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

閉
じ

込
め

る
機

能
の

回
復

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
6

0
:
3
0

1
1

可
搬

型
工

程
室

監
視

カ
メ

ラ
の

運
搬

，
挿

入
及

び
確

認

（
地

下
３

階
廊

下
）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
2

1
:
3
0

自
主

対
策

設
備

1
2

核
燃

料
物

質
の

回
収

1
0

ウ
エ

ス
等

の
資

機
材

の
確

認
,
運

搬
，

設
置

6
1
:
3
0

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
－

実
施

責
任

者
（

再
処

理
）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
対

策
班

長

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
現

場
管

理
者

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
情

報
管

理
班

長

2
0
:
0
5

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
風

機
入

口
手

動
ダ

ン
パ

の
現

場

手
動

閉
止

（
地

下
１

階
排

風
機

室
）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
４

班

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
１

班
2

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
２

班
2

全
送

排
風

機
の

停
止

（
１

階
中

央
監

視
室

）
又

は
状

態

の
確

認

工
程

室
排

風
機

入
口

手
動

ダ
ン

パ
の

現
場

手
動

閉
止

（
地

下
１

階
排

風
機

室
）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
５

班
2

0
:
0
5

－
－

発
生

防
止

8
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

対
策

班
４

,
５

班

可
搬

型
ダ

ン
パ

出
口

風
速

計
の

設
置

,
測

定
（

地
下

１
階

排
風

機
室

）

拡
大

防
止

火
災

状
況

確
認

及
び

火
災

の
消

火

燃
料

加
工

建
屋

外
へ

の
放

出
経

路
の

閉
止

1 73

伝
送

開
始

ま
で

適
宜

温
度

を
確

認
す

る
。

安
全

系
監

視
制

御
盤

の
状

況
確

認
,
可

搬
型

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

温
度

表
示

端
末

の
運

搬
,
接

続
及

び
確

認
（

１

階
中

央
監

視
室

）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
３

班

遠
隔

消
火

装
置

の
遠

隔
手

動
起

動
（

１
階

中
央

監
視

室

近
傍

）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
１

班
2

0
:
0
5

2

伝
送

開
始

ま
で

適
宜

風
速

を
確

認
す

る
。

4

4
可

搬
型

火
災

状
況

監
視

端
末

の
運

搬
，

接
続

及
び

確
認

（
１

階
中

央
監

視
室

）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
６

班
2

0
:
0
5

自
主

対
策

設
備

0
:
1
0

移
動

時
間

含
む

対
策

作
業

番
号

作
業

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

（
時

：
分

）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

備
　

考

核
燃

料
物

質
の

回
収

4
:
0
0

3
:
3
0

1
4

可
搬

型
排

風
機

付
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
及

び
可

搬
型

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

の
設

置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
気

系
の

状
況

確
認

及
び

起
動

（
気

流
確

認
）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
6

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
6

▽
地
震
発

生

↓
地
震
に
よ
る
不
感
時
間

▽
火
災
確

認
0
:
1
0

0
:
2
0

0
:
3
0

0
:
4
0

0
:
5
0

1
:
0
0

1
:
1
0

1
:
2
0

1
:
3
0

1
:
4
0

1
:
5
0

2
:
0
0

2
:
1
0

３
班 ４

班

４
,５

班

５
班

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

9
:
0
0

1
0
:
00

1
1
:
00

▽
活
動
開

始
0
:
0
0

▽
沈
降
判

断
▽

回
収
判

断

▽
火
災
発

生
（
全

交
流
電

源
喪
失

・
火
災

発
生
）

▽
伝
送
開

始

▽
伝
送
開

始

６
班

１
班

２
班

１
班
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第
イ
－
８
図
 
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
へ
の
対
処
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
（
２
／
２
）
 

（
作
業
時
間
が
最
も
短
い
場
合
）
 

1
－

1
－

1
－

1
－

漏
え

い
し

た
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
床

面
に

沈
降

す
る

ま
で

に
は

約
4
時

間
か

ら
2
4
時

間
か

か
る

と
考

え
ら

れ
る

。

注
 
核

燃
料

物
質

の
回

収
及

び
閉

じ
込

め
る

機
能

の
回

復
は

，
重

大
事

故
の

発
生

を
仮

定
す

る
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
内

の
核

燃
料

物
質

等
の

飛
散

又
は

漏
え

い
の

原
因

と
な

る
火

災
の

消
火

及
び

燃
料

加
工

建
屋

外
へ

の
放

出
経

路
を

閉
止

す
る

た
め

の
対

策
の

完
了

後
に

，
工

程
室

内
に

漏
え

い
し

た
気

相
中

の
放

射
性

エ
ア

ロ
ゾ

ル
が

時
間

経
過

に
よ

り
十

分
に

沈
降

し
，

　
 
工

程
室

内
の

雰
囲

気
が

安
定

し
た

状
態

で
あ

る
と

推
定

し
た

場
合

に
着

手
す

る
た

め
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
を

大
気

中
へ

放
出

す
る

駆
動

力
が

な
く

，
大

気
中

へ
の

放
出

経
路

が
閉

止
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
，

事
象

進
展

を
伴

う
も

の
で

は
な

い
た

め
，

作
業

時
間

に
制

限
は

な
い

。

適
宜
測
定

42

0
:
0
1

4
可

搬
型

火
災

状
況

監
視

端
末

の
運

搬
，

接
続

及
び

確
認

（
１

階
中

央
監

視
室

）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
６

班

5
遠

隔
消

火
装

置
の

遠
隔

手
動

起
動

（
１

階
中

央
監

視

室
）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
１

班

備
　

考

0
:
0
3

0
:
0
3

2
0
:
0
3

自
主
対
策
設
備

2

3
安

全
系

監
視

制
御

盤
の

状
況

及
び

火
災

状
況

確
認

用
温

度
表

示
装

置
の

確
認

（
１

階
中

央
監

視
室

）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
３

班
2

0
:
0
3

移
動
時
間
含
む

燃
料

加
工

建
屋

外
へ

の
放

出
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ロ．工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

【要求事項】 

ＭＯＸ燃料加工事業者において、重大事故等が発生した場合において工場

等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な手順等が適切に整備され

ているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な手順等」とは、

以下に規定する措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための

手順等をいう。 

ａ） 重大事故等が発生した場合において、放水設備等により、工場等外

への放射性物質の拡散を抑制するために必要な手順等を整備すること。  

ｂ） 建物への放水について臨界安全に及ぼす影響をあらかじめ考慮する

こと。 

ｃ） 海洋、河川、湖沼等への放射性物質の流出を抑制する手順等を整備

すること。 

 

重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制

するため設備を整備しており，ここでは，この設備を活用した手順等につ

いて説明する。 

 

(イ) 対応手段と設備の選定 

(１) 対応手段と設備の選定の考え方 

ＭＯＸ燃料加工施設における露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，火災

源となる潤滑油を有するグローブボックス内の火災による放射性物質
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の飛散又は漏えいにより放射性物質の放出経路以外の経路からの拡散

に至るおそれがある。また，燃料加工建屋に放水した水がＭＯＸ燃料

加工施設の敷地を通る排水路及びその他の経路を通じて，ＭＯＸ燃料

加工施設の敷地に隣接する尾駮沼から海洋への放射性物質の流出に至

るおそれがある。上記において工場等外への放射性物質の拡散を抑制

するための対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

また，燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災

が発生した場合において，泡消火又は放水による消火活動を行うため

の対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手

段及び自主対策設備を選定する。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけでな

く，事業許可基準規則第三十条及び技術基準規則第三十四条の要求事

項を満足する設備を網羅することを確認するとともに，自主対策設備

との関係を明確にする。 

(２) 対応手段と設備の選定の結果 

技術的能力審査基準及び事業許可基準規則第三十条並びに技術基準

規則第三十四条からの要求により選定した対応手段とその対応に使用

する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備

する手順についての関係を第ロ－１表に整理する。 

① 大気中への放射性物質の拡散を抑制するための対応手段及び設備 

ａ．放水設備による大気中への放射性物質の拡散抑制 

重大事故等時，燃料加工建屋に放水することで放射性物質の拡散

を抑制する手段がある。 
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本対応で使用する設備は以下のとおり。 

火災防護設備 

・グローブボックス温度監視装置 

放水設備 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型放水砲 

・可搬型建屋外ホース 

・ホイールローダ 

・可搬型放水砲流量計※１ 

・可搬型放水砲圧力計 

水供給設備 

・第１貯水槽 

・第２貯水槽 

・ホース展張車 

・運搬車 

補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

代替火災感知設備 

・火災状況確認用温度計 

・火災状況確認用温度表示装置 

・可搬型グローブボックス温度表示端末※１ 

放出防止設備 

・可搬型ダンパ出口風速計※１ 

※１：乾電池を含む 
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重大事故等が発生している燃料加工建屋への放水の対処を継続す

るために必要となる第２貯水槽及び敷地外水源から第１貯水槽に

水を補給する対応手段と設備は，「ハ．重大事故等への対処に必要と

なる水の供給手順等」で整備する。 

なお，第２貯水槽を水源とした場合でも対処が可能である。 

本対応を継続するために必要となる燃料給油の対応手段と設備は，

「ニ．電源の確保に関する手順等」で整備する。 

本対策の着手判断となる代替火災感知設備及び放出防止設備の対

応手段と設備については，「イ．核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失に対処するための手順等」にて整備する。 

ｂ．排気筒内への散水措置 

重大事故等時，排気筒を介して大気中へ異常な水準の放射性物質

が拡散されるおそれがある場合に排気筒内に散水することにより

抑制する手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

・動力ポンプ付水槽車 

・可搬型動力ポンプ 

・可搬型散水用ホース 

・スプレイノズル 

気体廃棄物の廃棄設備 

・排気筒 

ｃ．重大事故等対処設備と自主対策設備 

放水設備による大気中への放射性物質の拡散抑制に使用する設備

のうち，水供給設備の第１貯水槽，第２貯水槽及び補機駆動用燃料

補給設備の軽油貯槽並びに代替火災感知設備の火災状況確認用温
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度計及び火災状況確認用表示装置を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲，可搬型

建屋外ホース，ホイールローダ，可搬型放水砲流量計及び可搬型放

水砲圧力計，水供給設備のホース展張車及び運搬車，補機駆動用燃

料補給設備の軽油用タンクローリ，代替火災感知設備の可搬型グロ

ーブボックス温度表示端末並びに放出防止設備の可搬型ダンパ出

口風速計を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業許可基準規則第三

十条並びに技術基準規則第三十四条に要求される設備がすべて網

羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，大気中への放射性物質の拡散

を抑制することができる。 

技術的能力審査基準及び事業許可基準規則第三十条並びに技術基

準規則第三十四条の要求による工場等外への放射性物質の拡散を

抑制するために必要な対処は，重大事故等が発生し，通常の放出経

路が確保されない状態で放射性物質の拡散に至るおそれのある燃

料加工建屋への放水設備による放水である。 

排気筒内への散水は，通常の放出経路である排気筒を経由して大

気中へ異常な水準の放射性物質が拡散されるおそれがある場合に，

放射性物質の拡散を抑制するために実施する対策である。 

「排気筒内への散水」に使用する設備（ニ．(イ)(２)①ｂ．排気

筒内への散水措置）は，排気筒に設置しているスプレイノズルへの

水の供給経路の耐震性及び水の供給経路の竜巻防護対策を講ずる

ことができないため，自主対策設備として位置付ける。本対策を実

施するための具体的な条件は，水の供給経路が健全であり，スプレ
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イノズルに水を供給することができる場合，排気筒を経由した大気

中へ異常な水準の放射性物質の拡散を抑制する手段として選択す

ることができる。 

火災防護設備のグローブボックス温度監視装置は，基準地震動の

1.2 倍の地震力を考慮しても機能を維持できる設計としておらず，

外的事象の「地震」により機能の喪失するおそれがあるため，重大

事故等対処設備とは位置付けないが，プラント状況によっては事故

対応に有効な設備であることから，自主対策設備として位置付ける。

本設備を使用するための具体的な条件は，外的事象の「地震」によ

り機能喪失していない場合に，グローブボックス内の火災源近傍の

温度を測定する手段として選択することができる。 

上記の手順の実施において，計器を用いて監視するパラメータを

第ロ－２表に示す。また，自主対策設備におけるパラメータを第ロ

－３表に示す。 

② 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するための対応手 

段及び設備 

ａ．海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出抑制 

重大事故等が発生している燃料加工建屋に放水した水に放射性物

質が含まれていることを考慮し，ＭＯＸ燃料加工施設の敷地に隣接

する尾駮沼及び尾駮沼から海洋へ放射性物質が流出するおそれが

ある場合には，可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着

材を排水路及び尾駮沼に設置することにより流出を抑制する手段

がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

抑制設備 
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・可搬型汚濁水拡散防止フェンス 

・放射性物質吸着材 

・小型船舶 

・運搬車 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

水供給設備 

・ホース展張車 

補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

本対応を継続するために必要となる燃料給油の対応手段と設備は，

「ニ．電源の確保に関する手順等」で整備する。 

なお，小型船舶は，ガソリンを燃料として使用する。小型船舶で

使用するガソリンは，容器により運搬し，補給する。 

ｂ．重大事故等対処設備 

海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するための対応

手段及び設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を常設重

大事故等対処設備として設置する。抑制設備の可搬型汚濁水拡散防

止フェンス，放射性物質吸着材，小型船舶，運搬車及び可搬型中型

移送ポンプ運搬車並びに水供給設備のホース展張車を可搬型重大

事故等対処設備として配備する。 

これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業許可基準規則第三

十条並びに技術基準規則三十四条に要求される設備が全て網羅さ

れている。 

以上の重大事故等対処設備により，海洋，河川，湖沼等への放射

性物質の流出を抑制することができる。 
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③ 燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応 

するための対応手段及び設備 

ａ．初期対応における延焼防止措置 

燃料加工建屋周辺における航空機燃料火災が発生した場合には，

初期対応における延焼防止措置により火災に対応する手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

・大型化学高所放水車 

・消防ポンプ付水槽車 

・化学粉末消防車 

・屋外消火栓 

・防火水槽 

ｂ．航空機衝突による航空機燃料火災への対応 

燃料加工建屋周辺における航空機燃料火災が発生した場合には，

燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災へ泡

消火又は放水による消火活動により対応する手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

放水設備 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型放水砲 

・可搬型建屋外ホース 

・ホイールローダ 

・可搬型放水砲流量計※１ 

・可搬型放水砲圧力計 

水供給設備 

・第１貯水槽 
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・ホース展張車 

・運搬車 

補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

※１：乾電池を含む 

本対応を継続するために必要となる燃料補給の対応手段と設備は，

「ニ．電源の確保に関する手順等」で整備する。 

ｃ．重大事故等対処設備と自主対策設備 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対

応するための対応手段及び設備で使用する設備のうち，水供給設備

の第１貯水槽及び補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を常設重大

事故等対処設備として設置する。放水設備の大型移送ポンプ車，可

搬型放水砲，可搬型建屋外ホース，ホイールローダ，可搬型放水砲

流量計及び可搬型放水砲圧力計，水供給設備のホース展張車及び運

搬車並びに補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリを可搬

型重大事故等対処設備として配備する。 

これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業許可基準規則第三

十条並びに技術基準規則第三十四条に要求される設備が全て網羅

されている。 

以上の重大事故等対処設備により，燃料加工建屋周辺における航

空機衝突による航空機燃料火災へ対応することができる。 

初期対応における延焼防止措置に使用する設備は，航空機燃料火

災への対応手段としては放水量が少ないため，放水設備と同等の放

水効果は得られにくいことから自主対策設備として位置づける。本
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対応を実施するための具体的な条件は，早期に消火活動が可能な場

合，航空機燃料の飛散によるアクセスルート及び建物への延焼拡大

防止の手段として選択することができる。 

上記の手順の実施において，計器を用いて監視するパラメータを

第ロ－２表に示す。 

④ 手順等 

上記「ロ．(イ)(２)① 大気中への放射性物質の拡散を抑制するた

めの対応手段及び設備」，「ロ．(イ)(２)② 海洋，河川，湖沼等への

放射性物質の流出を抑制するための対応手段及び設備」及び「ロ．

(イ)(２)③ 燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災に対応するための対応手段及び設備」により選定した対応手段に

係る手順を整備する。 

これらの手順は，消火専門隊及び当直（運転員）の対応として「火

災防護計画」に，実施組織要員による対応として各建屋及び建屋外等

共通の「重大事故等発生時対応手順書」に定める（第ロ－１表）。また，

重大事故等時に監視が必要となる計装設備についても整備する（第ロ

－２表）。 

 

(ロ) 重大事故等時の手順 

(１) 大気中への放射性物質の拡散を抑制するための対応手順 

① 放水設備による大気中への放射性物質の拡散抑制 

可搬型放水砲による燃料加工建屋への放水は，以下の考え方を基本

とする。 

・可搬放水砲による放水開始後は，第１貯水槽を水源として水の供給

が途切れることなく，放水を継続するため，第２貯水槽及び敷地外
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水源から水の補給を実施する（水の補給については，「ハ．重大事故

等への対処に必要となる水の供給手順等」にて整備する。）。 

重大事故等時，大気中へ放射性物質が拡散されることを想定し，大

型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍及びアクセスルート上に，可搬型

放水砲を燃料加工建屋近傍に設置する。大型移送ポンプ車から可搬

型放水砲まで可搬型建屋外ホースを敷設し，可搬型放水砲との接続

を行い，大型移送ポンプ車で第１貯水槽の水を取水し，中継用の大

型移送ポンプ車を経由して，可搬型放水砲により建屋へ放水する手

段がある。 

可搬型放水砲の設置場所は，建屋放水の対象となる開口部及び風向

きにより決定する。 

建屋への放水については，臨界安全に及ぼす影響をあらかじめ考慮

し，実施する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確認された場合

は，事前の対応作業として，可搬型建屋外ホースの敷設を行い，除

灰作業の準備を実施する。また，降灰が確認されたのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策にて使用す

る火災源近傍温度及びダンパ出口風速のパラメータを確認した結

果，又は他の要因により重大事故等への対処を行うことが困難にな

り，大気中への放射性物質の拡散に至るおそれがあると判断した場

合。 

ｂ．操作手順 

放水設備による大気中への放射性物質の拡散抑制の手順の概要は
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以下のとおり。 

本対策の手順の成否は，可搬型放水砲の流量が所定の流量になっ

たこと及び可搬型放水砲の圧力が所定の圧力となったことにより

確認する。 

手順の概要を第ロ－１図に，作業と所要時間を第ロ－２図に，ホ

ース敷設ルートは第ロ－３図及び第ロ－４図に示す。 

(ａ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１貯水槽から

大気中への放射性物質の拡散を抑制するために可搬型放水砲によ

る建屋準備の開始をＭＯＸ燃料加工施設の建屋外対応班の班員

（以下ロ．では「建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）」という。）に指

示する。 

なお，第２貯水槽及び敷地外水源から第１貯水槽に水を補給す

る対応手順は，「ハ．重大事故等への対処に必要となる水の供給手

順等」にて整備する。 

(ｂ) 建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）は，資機材の確認を行う。 

(ｃ) 建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）は，大型移送ポンプ車を第１貯

水槽近傍に移動及び設置する。 

(ｄ) 建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）は，第１貯水槽近傍に設置した

大型移送ポンプ車の運転準備を行い，大型移送ポンプ車付属の水

中ポンプ（ポンプユニット）※１を第１貯水槽の取水箇所に設置

する。 

※１ 大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水ポンプの吸

込部には，ストレーナを設置しており，異物の混入を防止

することができる。なお，ストレーナが目詰まりした場合

は，清掃を行う。 
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(ｅ) 建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）は，大型移送ポンプ車を中継地

点に移動及び設置する。 

(ｆ) 建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）は，可搬型放水砲をホイールロ

ーダにより，放水対象の燃料加工建屋近傍に運搬し，設置する。 

(ｇ) 建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）は，運搬車で運搬する可搬型建

屋外ホース（金具類，可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力

計）を第１貯水槽から放水対象の燃料加工建屋近傍まで設置する。 

(ｈ) 建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）は，可搬型建屋外ホースをホー

ス展張車により，第１貯水槽から放水対象の燃料加工建屋近傍ま

で敷設し，可搬型建屋外ホース，大型移送ポンプ車，可搬型放水

砲流量計及び可搬型放水砲圧力計を接続する。なお，可搬型放水

砲流量計は乾電池により動作し，可搬型放水砲圧力計は機械式で

あることから，これらの計器は外部電源が喪失した場合でも計測

が可能である。 

(ｉ) 建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）は，敷設した可搬型建屋外ホー

スと可搬型放水砲を接続する。 

(ｊ) 建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）は，大型移送ポンプ車を起動し，

敷設した可搬型建屋外ホースの状態及び可搬型放水砲から放水さ

れることを確認する。 

(ｋ) 建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）は，可搬型放水砲による燃料加

工建屋への放水の準備が完了したことを実施責任者に報告する。 

(ｌ) 実施責任者は，大気中へ放射性物質の拡散を抑制するために燃

料加工建屋への送水開始を建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）に指示

する。 

(ｍ) 建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）は，大型移送ポンプ車による送
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水を行い，可搬型放水砲による燃料加工建屋への放水を開始する。 

(ｎ) 建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）は，燃料加工建屋への放水中は，

可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計で放水砲流量及び放

水砲圧力を確認し，大型移送ポンプ車の回転数及び弁開度を操作

する。 

(ｏ) 実施責任者は，建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）から可搬型放水

砲流量計が所定の流量及び可搬型放水砲圧力計が所定の圧力で可

搬型放水砲による放水を行っていることの報告を受け，放水設備

にて燃料加工建屋に放水することで，大気中への放射性物質の拡

散抑制の対処が行われていることを確認する。放水設備により大

気中への放射性物質の放出を抑制していることを確認するのに必

要な監視項目は，可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計の

放水砲流量及び放水砲圧力である。 

(ｐ) 実施責任者は，通常の放出経路が確保されない状態で放射性物

質の放出に至った原因を特定し，原因への対策が完了した場合，

対処終了の判断を行う。 

ｃ．操作の成立性    

放水設備による大気中への放射性物質の拡散抑制の対応は，実施

責任者，建屋外対応班長，情報管理班及びＭＯＸ燃料加工施設情報

管理班長の要員６人，建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）12人の合計 18

人にて作業を実施した場合，本対策の実施判断から４時間以内に対

処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとし，線量管理については個人線量計を
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着用し，１作業当たり 10mSv以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，再処理施設の中央制御室等と連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

② 排気筒内への散水 

重大事故等時，排気筒を介して大気中へ異常な水準の放射性物質が

拡散される場合を想定し，動力ポンプ付水槽車を水源として，動力ポ

ンプ付水槽車から可搬型散水用ホースを介して，排気筒内に設置され

たスプレイノズルに水を供給し，散水する手段がある。また，排気筒

底部に滞留する散水された水は，可搬型動力ポンプにより，可搬型散

水用ホースを介して，動力ポンプ付水槽車に送水し，循環運転，貯留

する手段がある。 

ａ．手順着手の判断基準 

排気筒を介した大気中への放射性物質の拡散状況として，異常な

水準の放射性物質の拡散の可能性があると判断した場合。 

なお，本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員及び

時間とは別に，本対応を実施するための要員及び時間を確保可能な

場合に着手する。 

ｂ．操作手順 

排気筒内への散水の概要は以下のとおり。 

本対策の手順の成否は，動力ポンプ付水槽車及び可搬型動力ポン

プの吐出圧力が所定となったことにより確認する。 
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手順の概要を第ロ－５図に，作業と所要時間を第ロ－６図に示す。

本対策に必要となるパラメータを第ロ－３表に示す。 

(ａ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，排気筒に設置し

ているスプレイノズルから排気筒内への散水の対処開始を，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設対策班の班員に指示する。 

(ｂ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，使用する資機材の確認を

行う。 

(ｃ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，排気筒近傍に動力ポンプ

付水槽車，可搬型動力ポンプ及び可搬型散水用ホースを運搬及び

設置する。 

(ｄ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，排気筒，動力ポンプ付水

槽車，可搬型動力ポンプ及び可搬型散水用ホースを接続する。動

力ポンプ付水槽車のポンプを起動し，可搬型散水用ホースの状態，

排気筒内に散水されていることを確認する。 

(ｅ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，排気筒内への散水準備が

完了したことを実施責任者に報告する。 

(ｆ) 実施責任者は，排気筒内への散水開始をＭＯＸ燃料加工施設対

策班の班員に指示する。 

(ｇ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，動力ポンプ付水槽車のポ

ンプを起動し，排気筒に設置するスプレイノズルへ送水する。送

水中は，動力ポンプ付水槽車のポンプ吐出圧力を確認しながら，

ポンプの回転数を操作する。排気筒内に散水した水は，排気筒底

部と接続した可搬型動力ポンプにより，動力ポンプ付水槽車に送

水する。送水中は，可搬型動力ポンプ吐出圧力を確認しながら，

ポンプの回転数を操作する。 
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(ｈ) 実施責任者は，ＭＯＸ燃料加工建屋班の班員から動力ポンプ付

水槽車のポンプ吐出圧力及び可搬型動力ポンプの吐出圧力が所定

の圧力以上であることの報告を受け，排気筒内への散水が行われ

ていることを確認する。 

排気筒内への散水が行われていることを確認するために必要な

監視項目は，動力ポンプ付水槽車のポンプ吐出圧力及び可搬型動

力ポンプの吐出圧力である。 

(ｉ) 実施責任者は，排気筒を介して大気中へ異常な水準の放射性物

質が拡散された原因を特定し，原因への対策が完了した場合，対

処終了の判断を行う。 

(ｊ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，動力ポンプ付水槽車のポ

ンプを停止し，可搬型動力ポンプにて，可搬型排水用ホースを介

して，排気筒に散水した水を動力ポンプ付水槽車に送水し，貯留

する。 

ｃ．操作の成立性 

排気筒内への散水の対応は，実施責任者，ＭＯＸ燃料加工施設対

策班長，ＭＯＸ燃料加工施設現場責任者，ＭＯＸ燃料加工施設情報

管理班長及び情報管理班の要員７人，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の

班員４人の合計 11 人にて作業を実施した場合，排気筒への散水開

始は，本対策の実施判断後，２時間 30分以内で対処可能である。 

なお，本対策は，重大事故等対処設備を用いた対処に係る要員及

び時間に加えて，本対策を実施するための要員及び時間を確保可能

な場合に着手することとしているため，重大事故等対処設備を用い

た対処に悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線
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環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり 10mSv以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，再処理施設の中央制御室等との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるよう

に，可搬型照明を配備する。 

③ 重大事故等の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。 

重大事故等が発生している燃料加工建屋から大気中への放射性物質

の拡散に至るおそれがある場合には，対応手順に従い，可搬型放水砲

による燃料加工建屋への放水を行うことで，大気中への放射性物質の

拡散を抑制する。 

可搬型放水砲による燃料加工建屋への放水の手段は，以下の考え方

を基本とする。 

・第１貯水槽を水源とし，可能な限り，早く放水を開始する。 

・可搬型放水砲による放水開始後は，水の供給が途切れることなく放

水を継続するため，第２貯水槽及び敷地外水源から水の供給を実施

する（水の補給については，「ハ．重大事故等への対処に必要となる

水の供給手順等」にて整備する。）。 

この対応手順の他に，排気筒等から大気中へ異常な水準の放射性物

質の拡散を抑制するために，排気筒内への散水の対応手順を選択する

ことができる。 
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(２) 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出抑制するための対応手段 

① 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出抑制の対応手段 

重大事故等時，燃料加工建屋に放水した水に放射性物質が含まれて

いることを考慮し，ＭＯＸ燃料加工施設の敷地を通る北東排水路（北

側）及び北東排水路（南側）（以下ロ．では「排水路①及び②」という。）

を通じてＭＯＸ燃料加工施設の敷地に隣接する尾駮沼へ放射性物質が

流出することを抑制するために，排水路①及び②の雨水集水桝に運搬

車で放射性物質吸着材及び可搬型汚濁水拡散防止フェンスを運搬し，

設置する手段がある。 

また，放水の到達点で霧状になったものが風の影響によって流され，

その他のＭＯＸ燃料加工施設の敷地を通る北排水路，東排水路及び南

東排水路（以下ロ．では「排水路③，④及び⑤」という。）を通じてＭ

ＯＸ燃料加工施設の敷地に隣接する尾駮沼へ放射性物質が流出するこ

とを抑制するために，排水路③，④及び⑤の雨水集水桝に運搬車で放

射性物質吸着材及び可搬型汚濁水拡散防止フェンスを運搬し，設置す

る手段がある。 

各排水路の概要図を第ロ－７図に示す。 

加えて，天候の影響により，その他の経路からＭＯＸ燃料加工施設

の敷地に隣接する尾駮沼から海洋へ放射性物質が流出することを抑制

するために，尾駮沼出口及び尾駮沼に可搬型中型移送ポンプ運搬車及

び小型船舶で可搬型汚濁水拡散防止フェンスを設置する手段がある。 

火山の影響により，降灰予報(「やや多量」以上)が確認された場合

は，事前の対応作業として，排水路①及び②に可搬型汚濁水拡散防止

フェンスの設置を行い，除灰作業の準備を実施する。また，降灰が確

認されたのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 
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ａ．手順着手の判断基準 

核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策にて使用す

る火災源近傍温度及びダンパ出口風速のパラメータを確認した結

果，又は他の要因により重大事故等への対処を行うことが困難にな

り，大気中への放射性物質の拡散に至るおそれがあると判断し，可

搬型放水砲を用いた大気中への放射性物質の拡散を抑制する場合。 

ｂ．操作手順 

海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するための対応

手順の概要は，以下のとおり。 

手順の概要を第ロ－１図に，作業と所要時間を第ロ－８図に，概

要図を第ロ－７図に示す。 

(ａ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，海洋，河川，湖

沼等への放射性物質の流出を抑制するための対応準備の開始を再

処理施設の建屋外対応班の班員（以下ロ．では「建屋外対応班の

班員（再処理）」という。）に指示する。 

(ｂ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，使用する資機材の確認を行

う。資機材の確認後，運搬車により，ＭＯＸ燃料加工施設の敷地

を通る排水路①及び②の雨水集水枡近傍に可搬型汚濁水拡散防止

フェンス及び放射性物質吸着材を運搬する。 

排水路①及び②の雨水集水枡へ放射性物質吸着材を設置し，可

搬型汚濁水拡散防止フェンスを設置する。 

(ｃ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，排水路①及び②の放射性物

質の流出を抑制するための対処が完了したことを実施責任者に報

告する。 

(ｄ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，運搬車により，ＭＯＸ燃料
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加工施設の敷地内にある排水路③，④及び⑤の雨水集水枡近傍に

可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材を運搬する。 

排水路③，④及び⑤の雨水集水枡へ放射性物質吸着材を設置し，

可搬型汚濁水拡散防止フェンスを設置する。 

(ｅ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，排水路③，④及び⑤の放射

性物質の流出を抑制するための対処が完了したことを実施責任者

に報告する。 

(ｆ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，運搬車により尾駮沼近傍に

小型船舶の運搬を行う。 

(ｇ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，可搬型中型移送ポンプ運搬

車により，可搬型汚濁水拡散防止フェンスを設置箇所近傍に運搬

する。 

なお，ホース展張車を用いて運搬することも可能である。 

(ｈ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，小型船舶の組立を行う。 

(ｉ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，小型船舶を尾駮沼に進水さ

せ，作動確認を行う。 

(ｊ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，小型船舶を用いて尾駮沼の

出口に可搬型汚濁水拡散防止フェンスを運搬し，設置する。 

(ｋ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，小型船舶を用いて可搬型汚

濁水拡散防止フェンスのカーテン降ろし及びアンカー設置を行う。 

(ｌ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンスの設置が完了したことを実施責任者に報告する。 

(ｍ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，可搬型中型移送ポンプ運搬

車により，可搬型汚濁水拡散防止フェンスを設置箇所近傍に運搬

する。 
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なお，ホース展張車を用いて運搬することも可能である。 

(ｎ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンスの設置準備を行う。 

(ｏ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，小型船舶を用いて尾駮沼に，

可搬型汚濁水拡散防止フェンスを設置する。 

(ｐ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，小型船舶を用いて可搬型汚

濁水拡散防止フェンスのカーテン降ろし及びアンカー設置を行う。 

(ｑ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンスの設置が完了したことを実施責任者に報告する。 

(ｒ) 実施責任者は，ＭＯＸ燃料加工施設の敷地に隣接する尾駮沼及

び海洋へ放射性物質が流出する原因を特定し，原因への対策が完

了した場合，対処終了の判断を行う。 

ｃ．操作の成立性 

海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出抑制の対応のうち，排

水路①及び②への可搬型汚濁水拡散防止フェンスの設置及び放射

性物質吸着材の設置の対応は，実施責任者，建屋外対応班長及び情

報管理班の要員５人，建屋外対応班の班員（再処理）６人の合計 11

人にて作業を実施した場合，本対策の実施判断後４時間以内に対処

可能である。 

排水路③，④及び⑤への可搬型汚濁水拡散防止フェンスの設置及

び放射性物質吸着材の設置の対応は，実施責任者，建屋外対応班長

及び情報管理班の要員５人，建屋外対応班の班員（再処理）６人の

合計 11人にて作業を実施した場合，本対策の実施判断後 10時間以

内に対処可能である。 

尾駮沼出口及び尾駮沼への可搬型汚濁水拡散防止フェンスの設置
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の対応は，実施責任者，建屋外対応班長及び情報管理班の要員５人，

建屋外対応班の班員（再処理）24 人の合計 29 人にて作業を実施し

た場合，本対策の実施判断後 58時間以内に対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり 10mSv以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，再処理施設の中央制御室等との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

② 重大事故時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。 

燃料加工建屋に放水した水がＭＯＸ燃料加工施設の敷地を通る排水

路及びその他の経路を通じて，ＭＯＸ燃料加工施設の敷地に隣接する

尾駮沼及び海洋へ放射性物質を含んで流出するおそれがある場合には，

対応手順に従い，可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着

材の設置を行うことにより，放射性物質の流出抑制を行う。 

(３) 燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応

するための対応手順 

① 初期対応における延焼防止措置 

重大事故等時，燃料加工建屋周辺における航空機燃料火災が発生し

た場合を想定し，屋外消火栓又は防火水槽を水源として，大型化学高
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所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を用いて，航空機

燃料火災に対して初期対応における消火活動を行う手段がある。 

ａ．手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生し，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水 

槽車及び化学粉末消防車による初期対応が必要な場合。 

なお，本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員及 

び時間とは別に，本対応を実施するための要員及び時間を確保可能

な場合に着手する。 

ｂ．操作手順 

初期対応における延焼防止措置の対応手順の概要は以下のとおり。 

手順の概要を第ロ－９図に，作業と所要時間を第ロ－10図に示す。 

(ａ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，燃料加工建屋及

び燃料加工建屋周辺の状況確認の結果から，消火活動に使用する

消火剤を選定し，航空機の衝突による航空機燃料火災への対処準

備の開始を消火専門隊及び当直（運転員）へ指示する。 

(ｂ) 消火専門隊及び当直（運転員）は，消火活動に使用する大型化

学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車の準備を

行う。 

(ｃ) 消火専門隊及び当直（運転員）は，大型化学高所放水車，消防

ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を使用して消火活動を実施す

る。 

(ｄ) 消火専門隊及び当直（運転員）は，適宜，泡消火剤を運搬し，

大型化学高所放水車又は消防ポンプ付水槽車へ補給を実施する。 

(ｅ) 消火専門隊及び当直（運転員）は，初期対応における延焼防止

措置の状況を実施責任者に報告する。 
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ｃ．操作の成立性 

初期対応における延焼防止措置の対応は，実施責任者，建屋外対

応班長及び情報管理班の要員５人，消火専門隊５人，当直（運転員）

１人，放射線管理員１人の合計 12人にて作業を実施した場合，初期

対応における延焼防止措置の開始まで，本対策の実施判断後 20 分

以内で対処可能である。 

なお，本対策は，重大事故等対処設備を用いた対処に係る要員及

び時間に加えて，本対策を実施するための要員及び時間を確保可能

な場合に着手することとしているため，重大事故等対処設備を用い

た対処に悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり 10mSv以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，再処理施設の中央制御室等との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるよう

に，可搬型照明を配備する。 

② 燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災の対応 

重大事故等時，燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災が発生した場合を想定し，大型移送ポンプ車を第１貯水槽近

傍に設置し，可搬型建屋外ホースを燃料加工建屋周辺における火災の

発生箇所近傍まで敷設し，可搬型放水砲との接続を行い，可搬型放水
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砲による泡消火又は放水による消火活動を行う。 

可搬型放水砲の設置場所は，燃料加工建屋周辺における航空機衝突

による航空機燃料火災の発生場所及び風向きにより決定する。 

燃料加工建屋及び燃料加工建屋周辺の状況確認の結果から，泡消火

又は放水による消火活動を行うのかを決定する。 

燃料加工建屋及び燃料加工建屋外の状況確認の結果から，消火活動

に使用する消火剤を決定する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確認された場合

は，事前の対応作業として，可搬型建屋外ホースの敷設を行い，除灰

作業の準備を実施する。また，降灰が確認されたのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生し，可搬型放水砲による火災発生箇所へ泡

消火又は放水による消火活動を行う必要がある場合。 

ｂ．操作手順 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災の対

応手順の概要は，以下のとおり。 

本対策の手順の成否は，可搬型放水砲の流量が所定の流量になっ

たこと及び可搬型放水砲の圧力が所定の圧力となったことにより

確認する。 

手順の対応フローを第ロ－９図に，作業と所要時間を第ロ－10図

に，ホース敷設図は第ロ－３図及び第ロ－４図に示す。 

(ａ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１貯水槽から

燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災へ対

応するために，可搬型放水砲による泡消火又は放水準備の開始を
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建屋外対応班の班員（再処理）に指示する。 

(ｂ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，燃料加工建屋及び燃料加工

建屋周辺の状況確認を行う。 

(ｃ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，運搬車で運搬する可搬型建

屋外ホース（金具類，可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力

計）の運搬準備を行う。 

(ｄ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，資機材の確認を行う。 

(ｅ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，可搬型放水砲をホイールロ

ーダにより，航空機衝突による航空機燃料火災の発生箇所近傍に

運搬し，設置する。 

(ｆ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，大型移送ポンプ車を第１貯

水槽近傍へ移動し，設置する。 

(ｇ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，第１貯水槽近傍に設置した

大型移送ポンプ車の運転準備を行い大型移送ポンプ車付属の水中

ポンプ（ポンプユニット）※１を第１貯水槽の取水箇所に設置す

る。 

※１ 大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水ポンプの吸

込部には，ストレーナを設置しており，異物の混入を防止

することができる。なお，ストレーナが目詰まりをした場

合は，清掃を行う。 

(ｈ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，運搬車で運搬する可搬型建

屋外ホース（金具類，可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力

計）を第１貯水槽から可搬型放水砲近傍まで設置する。 

(ｉ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，大型移送ポンプ車を中継地

点に移動及び設置する。 
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(ｊ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，可搬型建屋外ホースをホー

ス展張車により，第１貯水槽から可搬型放水砲近傍まで敷設し，

可搬型放水砲，可搬型建屋外ホース，大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計を接続する。なお，可搬型

放水砲流量計は乾電池により動作し，可搬型放水砲圧力計は機械

式であることから，これらの計器は外部電源が喪失した場合でも

計測が可能である。 

(ｋ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，大型移送ポンプ車を起動し，

敷設した可搬型建屋外ホースの状態及び可搬型放水砲から放水さ

れることを確認する。 

(ｍ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，可搬型放水砲による火災発

生箇所への放水準備が完了したことを実施責任者に報告する。 

(ｎ) 実施責任者は，初期消火による延焼防止措置で対処が完了しな

かった場合，航空機衝突による航空機燃料火災への対処開始を建

屋外対応班の班員（再処理）に指示する。 

(ｏ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，大型移送ポンプ車による送

水，可搬型放水砲による火災発生箇所への対処を開始する。 

(ｐ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，火災発生箇所への対処中に

泡消火剤を使用している場合は，適宜，泡消火剤を運搬し，補給

する。また，泡消火又は放水による消火活動中は，可搬型放水砲

流量計及び可搬型放水砲圧力計で放水砲流量及び放水砲圧力を確

認しながら，大型移送ポンプ車の回転数及び弁開度を調整する。 

(ｑ) 実施責任者は，建屋外対応班の班員（再処理）から可搬型放水

砲流量計が所定の流量以上あること及び可搬型放水砲圧力計が所

定の圧力以上あることの報告を受け，航空機衝突による航空機燃
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料火災への対応が行われていることを確認する。航空機衝突によ

る航空機燃料火災への対応が行われていることを確認するのに必

要な監視項目は，可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計の

放水砲流量及び放水砲圧力である。 

(ｒ) 実施責任者は，燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航

空機燃料火災が鎮火した場合，対処終了の判断を行う。 

ｃ．操作の成立性 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災の対

応は，実施責任者，建屋外対応班長及び情報管理班の要員５人，建

屋外対応班の班員（再処理）16 人の合計 21 人にて作業を実施した

場合，燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災

へ対応開始まで，本対策の実施判断後２時間 30 分以内で対処可能

である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり 10ｍSv 以下とすることを目安に管理す

る。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，再処理施設の中央制御室等との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。  

③ 重大事故等時の対応手段の選択 
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燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発 

生した場合には，対応手順に従い，可搬型放水砲での消火活動を行う

ことで，航空機燃料火災の消火活動を行う。 

この対応手段を行う前に，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽

車又は化学粉末消防車が使用可能な場合には，初期消火活動を行うた

めに，初期対応における延焼防止措置の対応手順を選択することがで

きる。 

燃料加工建屋及び燃料加工建屋外の状況確認の結果から，泡消火又

は放水による消火活動を行うかを決定する。 

燃料加工建屋及び燃料加工建屋外の状況確認の結果から，消火活動

に使用する消火剤を決定する。 

(４) その他の手順項目について考慮する手順 

水源については「ハ．重大事故等への対処に必要となる水の供給手

順等」にて整備する。 

燃料の給油手順は，「ニ．電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

放水設備による大気中への放射性物質の拡散抑制の着手判断となる

代替火災感知設備及び放出防止設備に関する手順については，「イ．核

燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等」にて整

備する。 

各手順で定める，可搬型建屋外ホースの敷設，可搬型放水砲の設置

及び大型移送ポンプ車の設置並びに可搬型放水砲と可搬型建屋外ホー

スを接続するまでの手順は，アクセスルートの状況によって選定され

たどの水の移送ルートにおいても同じである。また，取水箇所から水

の供給先までの水の移送ルートにより，可搬型建屋外ホースの数量が

決定する。 
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各手順におけるホースの敷設ルートは，作業時間を考慮し，送水開

始までの時間が最短になる組合せを優先して確保する。 
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第ロ－１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する対応手

段，対処設備，手順書一覧（１／５） 

分類 機能喪失を想定する

設計基準設備 

対応 

手段 

対処設備 手順

書 

大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
対
応 

－ 放
水
設
備
に
よ
る
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制 

放水設備 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型放水砲 

・可搬型建屋外ホース 

・ホイールローダ 

・可搬型放水砲流量計 

・可搬型放水砲圧力計 

水供給設備 

・第１貯水槽 

・第２貯水槽 

・ホース展張車 

・運搬車 

補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

代替火災感知設備 

・火災状況確認用温度計 

・火災状況確認用温度表示装置 

・可搬型グローブボックス温度

表示端末 

放出防止設備 

・可搬型ダンパ出口風速計 

重
大
事
故
等
対
処
設
備   

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書
等
に
て
整
備
す
る
。 

火災防護設備 

・グローブボックス温度監視装

置 

 

自
主
対
策
設
備 
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第ロ－１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する対応手

段，対処設備，手順書一覧（２／５） 

分類 機能喪失を想定する

設計基準設備 

対応 

手段 

対処設備 手順

書 

大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
対
応 

－ 排
気
筒
内
へ
の
散
水 

・動力ポンプ付水槽車 

・可搬型動力ポンプ 

・可搬型散水用ホース 

・スプレイノズル 

気体廃棄物の廃棄設備 

・排気筒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自
主
対
策
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書
等
に
て
整
備
す
る
。 
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第ロ－１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する対応手

段，対処設備，手順書一覧（３／５） 

分類 機能喪失を想定する

設計基準設備 

対応 

手段 

対処設備 手順

書 

海
洋
，
河
川
，
湖
沼
等
へ
の
放
射
性
物
質
の
流
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
対
応 

－ 海
洋
，
河
川
，
湖
沼
等
へ
の
放
射
性
物
質
の
流
出
抑
制 

抑制設備 

・可搬型汚濁水拡散防止フェンス 

・放射性物質吸着材 

・小型船舶 

・運搬車 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

水供給設備 

・ホース展張車 

補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書
等
に
て
整
備
す
る
。 
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第ロ－１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する対応手

段，対処設備，手順書一覧（４／５） 

分類 機能喪失を想定する

設計基準設備 

対応 

手段 

対処設備 手順

書 

燃
料
加
工
建
屋
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
対
応 

－ 初
期
対
応
に
お
け
る
延
焼
防
止
措
置 

・大型化学高所放水車 

・消防ポンプ付水槽車 

・化学粉末消防車 

・屋外消火栓 

・防火水槽 

自
主
対
策
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書
等
に
て
整
備
す
る
。 
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第ロ－１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する対応手

段，対処設備，手順書一覧（５／５） 

分類 機能喪失を想定する

設計基準設備 

対応 

手段 

対処設備 手順書 

燃
料
加
工
建
屋
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
の
対
応 

－ 燃
料
加
工
建
屋
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
の
対
応 

放水設備 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型放水砲 

・可搬型建屋外ホース 

・ホイールローダ 

・可搬型放水砲流量計 

・可搬型放水砲圧力計 

水供給設備 

・第１貯水槽 

・ホース展張車 

・運搬車 

補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書
等
に
て
整
備
す
る
。 
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第ロ－２表 計器を用いて監視するパラメータ（１／３）  

対応 

手段 

重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

大気中への放射性物質の拡散を抑制するための対応手順 

放水設備による大気中への放射性物質の拡散抑制 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 

判
断
基
準 

【着手判断】 

大気中への放射性物質の拡

散抑制 

 

・グローブボックス温度監

視装置 

・火災状況確認用温度計 

・火災状況確認用温度表示

装置 

・可搬型グローブボックス

温度表示端末 

・可搬型ダンパ出口風速計 

【実施判断】 

 －（対策準備の進捗） 

 

－（対策の準備完了） 

【成否判断】 

放水砲流量 

放水砲圧力 

 

可搬型放水砲流量計 

可搬型放水砲圧力計 

操
作 

放水砲流量 可搬型放水砲流量計 

放水砲圧力 可搬型放水砲圧力計 
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第ロ－２表 計器を用いて監視するパラメータ（２／３）   

対応 

手段 

重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

大気中への放射性物質の拡散を抑制するための対応手順 

排気筒内への散水 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 

判
断
基
準 

【着手判断】 

排気筒を介した大気中への放

射性物質の拡散抑制 

 

－（ＭＯＸ燃料加工施設の状

況確認） 

【実施判断】 

-（対策準備の進捗） 

 

－（対策の準備完了） 

【成否判断】 

動力ポンプ付水槽車のポンプ

吐出圧力 

可搬型動力ポンプ吐出圧力 

 

動力ポンプ付水槽車 

 

可搬型動力ポンプ 

操
作 

動力ポンプ付水槽車のポンプ

吐出圧力 
動力ポンプ付水槽車 

可搬型動力ポンプ吐出圧力 可搬型動力ポンプ 
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第ロ－２表 計器を用いて監視するパラメータ（３／３） 

対応 

手段 

重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応する

ための対応手順 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災の対応 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 

判
断
基
準 

【着手判断】 

航空機燃料火災の消火活動 

 

－（状況の確認） 

【実施判断】 

 －（対策準備の進捗） 

 

－（対策の準備完了） 

【成否判断】 

放水砲流量 

放水砲圧力 

 

可搬型放水砲流量計 

可搬型放水砲圧力計 

操
作 

放水砲流量 可搬型放水砲流量計 

放水砲圧力 可搬型放水砲圧力計 
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第
ロ
－
３
表
 
拡
散
抑
制
の
対
処
に
お
い
て
確
認
す
る
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
 

分
類
 

補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
 

可
搬
型
 

常
設
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
の

状
態
を
補
助
的
に
監
視
 

自
主
 

対
策
 

※
１
 

動
力
ポ
ン
プ
付
水
槽
車
の
ポ

ン
プ
吐
出
圧
力
 

動
力
ポ
ン
プ
付
水
槽
車
 

ポ
ン
プ
吐
出
圧
力

※
２
 

〇
 

―
 

―
 

〇
 

可
搬
型
動
力
ポ
ン
プ
の
吐
出

圧
力
 

可
搬
型
動
力
ポ
ン
プ
 

吐
出
圧
力

※
２
 

〇
 

―
 

―
 

〇
 

※
１
：
自
主
対
策
で
用
い
る
主
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
は
，
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
と
す
る
。
 

※
２
：
機
器
付
き
の
計
測
器
で
測
定
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
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第
ロ
－
１
図

 
「

放
水

設
備

に
よ

る
大

気
中

へ
の

放
射

性
物

質
の

拡
散
抑
制

」
及
び
 

「
海
洋
，
河

川
，

湖
沼

等
へ

の
放

射
性

物
質

の
流

出
抑

制
」

の
手

順
の
対
応

フ
ロ
ー

 

対
処

の
移

行
判

断
※

１
 

沼
へ
の
流

出
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第ロ－３図 「放水設備による大気中への放射性物質の拡散抑制」の可搬型

建屋外ホース敷設ルート（第１貯水槽～燃料加工建屋）（北ル

ート） 
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第ロ－４図 「放水設備による大気中への放射性物質の拡散抑制」の可搬型

建屋外ホース敷設ルート第１貯水槽～燃料加工建屋）（南ルー

ト）
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第ロ－７図 「海洋， 河川， 湖沼等への放射性物質の流出抑制」の概要図 

  

 

：水路 
：水の流れ 
：可搬型汚濁水拡散防止 
フェンス設置エリア 

：放射性物質吸着材＋ 
可搬型汚濁水拡散防止 
フェンス設置エリア 

 

 

(凡例) 

水路 

排水側溝 

尾駮沼 

排水路③ 

排水路① 

排水路② 

排水路④ 

排水路⑤ 

二又川取水場所A 

尾駮沼取水場所B 

尾駮沼取水場所A 

 

7－添1－114



 

 

  

第
ロ
－
８
図
 
「
海
洋
，
河
川
，
湖
沼
等
へ
の
放
射
性
物
質
の
流
出
抑
制
」
に
係
る
作
業
と
所
要
時
間

 

7－添1－115



     

第
ロ
－
９
図
 
「
燃
料
加
工
建
屋
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
墜
落
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
の
対
応
」
の
手
順
の
対
応
フ
ロ
ー

 

対
処
の
移
行
判
断

※
１
 

凡
例
 

建
屋
及
び
建
屋
外
の
状
況
確
認

 

初
期
消
火
に
よ
る
延
焼
防
止
措
置

 

※
１
 
対
処
の
移
行
判
断

 

航
空
機
燃
料
火
災
が
発
生
し
，
大
型
化
学
高
所
放
水
車
，

消
防
ポ
ン
プ
付
水
槽
車
及
び
化
学
粉
末
消
防
車
に
よ
る
初
期

対
応
が
必
要
な
場
合
。
 

な
お
，
本
対
応
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
用
い
た
対

応
に
係
る
要
員
及
び
時
間
と
は
別
に
，
本
対
応
を
実
施
す
る

た
め
の
要
員
及
び
時
間
を
確
保
可
能
な
場
合
に
着
手
す
る
。
 

可
搬
型
放
水
砲
を
用
い
た
消
火
活
動
の
準
備
完
了

 

可
搬
型
放
水
砲
を
用
い
た
消
火
活
動
の
準
備
開
始

 

可
搬
型
放
水
砲
に
よ
る
泡
消
火
活
動
開
始

 

消
火
剤
の
選
定

 

化
学
粉
末
消
防
車
に
よ
る
粉
末
消
火
活
動
又
は
化
学
粉
末
消
防
車
，

大
型
化
学
高
所
放
水
車
及
び
消
防
ポ
ン
プ
付
水
槽
車
に
よ
る
泡
消
火

活
動
開
始

 

：
操
作
・
確
認
 

 ：
判
断
 

 ：
監
視
 

可
搬
型
放
水
砲
に
よ
る
消
火
活
動
判
断

※
２
 

※
２
 
可
搬
型
放
水
砲
に
よ
る
消
火
活
動
判
断

 

航
空
機
燃
料
火
災
が
発
生
し
，
可
搬
型
放
水
砲
に
よ
る
火

災
発
生
箇
所
へ
の
泡
消
火
又
は
放
水
に
よ
る
消
火
活
動
を
行

う
必
要
が
あ
る
場
合
。

 

※
３
 
対
処
の
終
了
判
断

 

実
施
責
任
者
は
，
燃
料
加
工
建
屋
周
辺
に
お
け
る
航
空
機

衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
が
鎮
火
し
た
場
合
，
対
処
終

了
の
判
断
を
行
う
。

 

対
処
の
終
了
判
断

※
３
 

状
態
監
視

 

7－添1－116



 

 

 第
ロ

－
1
0
図

 
「

燃
料

加
工

建
屋

周
辺

に
お

け
る

航
空

機
墜

落
に

よ
る

航
空

機
燃

料
火

災
の

対
応

」
に

係
る

作

業
と

所
要

時
間

 

7－添1－117



ハ．重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

【要求事項】 

ＭＯＸ燃料加工事業者において、重大事故等への対処に必要となる十分な

量の水を有する水源を確保することに加えて、重大事故等への対処に必要と

なる十分な量の水を供給するために必要な手順等が適切に整備されているか、

又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】  

１ 「重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確保す

ることに加えて、重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を供給す

るために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できる手順等を整備

すること。 

ｂ）複数の代替水源（貯水槽、ダム、貯水池、海等）が確保されているこ

と。 

ｃ）各水源からの移送ルートが確保されていること。  

ｄ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。  

ｅ）必要な水の供給が行えるよう、水源の切替え手順等を定めること。 

 

工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて，重大事故等への対処に必

要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を整備する。 

ここでは，これらの設備を活用した手順等について説明する。 
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(イ) 対応手段と設備の選定 

(１) 対応手段と設備の選定の考え方 

「ロ．工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な手順

等」のうち，「放水設備による大気中への放射性物質の拡散抑制」及び

「燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災への対

応」への対処の水源として第１貯水槽を水源とした，水源の確保の対

応手順と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等への対処に必要な水を第１貯水槽から継続して供給する

ため，第２貯水槽又は敷地外水源を補給源とした，補給源の確保及び

第１貯水槽へ水を補給するための対応手段と重大事故等対処設備を選

定する。 

なお，第２貯水槽を水源とした場合でも，対処が可能である。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手

段として自主対策設備を選定する。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけでな

く，事業許可基準規則第三十一条及び技術基準規則第三十五条の要求

事項を満足する設備を網羅することを確認するとともに，自主対策設

備との関係を明確にする。 

(２) 対応手段と設備の選定の結果 

技術的能力審査基準及び事業許可基準規則第三十一条並びに技術基

準規則第三十五条からの要求により選定した対応手段及びその対応に

使用する重大事故等対処設備並びに自主対策設備を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備

する手順についての関係を第ハ－１表に整理する。 
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① 水源の確保を行うための対応手段及び設備 

ａ．水源の確保 

重大事故等時，水源を使用した対処を行う場合，第１貯水槽及び

第２貯水槽の水位並びに敷地外水源の確認を行い，水源を確保する。

また，水の移送ルートを確認し，水の移送に使用する水源及びホー

ス敷設ルートを決定する。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

・貯水槽水位計 

水供給設備 

・第１貯水槽 

・第２貯水槽 

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）※１ 

・可搬型貯水槽水位計（電波式） 

情報把握収集伝送設備 

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・情報把握計装設備可搬型発電機 

※１：乾電池を含む 

ｂ．重大事故等対処設備と自主対策設備 

水源の確保を行うための対策手段及び設備で使用する設備のうち，

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽を常設重大事故等対処設

備として設置する。水供給設備の可搬型貯水槽水位計（ロープ式）

及び可搬型貯水槽水位計（電波式）並びに情報把握収集伝送設備の

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電機を可搬型重大
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事故等対処設備として配備する。 

これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業許可基準規則第三

十一条並びに技術基準規則第三十五条に要求される設備が全て網

羅されている。 

貯水槽水位計は基準地震動の１．２倍の地震力を考慮しても機能

を維持できる設計としておらず，外的事象の「地震」により機能喪

失するおそれがあるため，重大事故等対処設備とは位置付けないが，

プラント状況によっては事故対応に有効な設備であることから，自

主対策設備として位置付ける。本設備を使用するための具体的な条

件は，外的事象の「地震」により機能喪失をしていない場合に，貯

水槽水位を測定する手段として選択することができる。 

上記の手順の実施において，計器を用いて監視するパラメータを

第ハ－２表に示す。 

② 水源へ水を補給するための対応手段及び設備 

ａ．第１貯水槽へ水を補給するための対応 

重大事故等時において，重大事故等への対処に必要となる第１貯

水槽の水が可能な限り減ることが無いように，第２貯水槽及び敷地

外水源若しくは二又川取水場所Ｂ，淡水取水設備貯水池及び敷地内

西側貯水池（以下「淡水取水源」という。）を利用し，第１貯水槽へ

の水の補給を行う。 

(ａ) 第２貯水槽を補給源とした第１貯水槽へ水を補給するための対

応 

重大事故等時，第２貯水槽を水の補給源として，第１貯水槽へ

水の補給を行う。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 
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・貯水槽水位計 

水供給設備 

・第１貯水槽 

・第２貯水槽 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）※１ 

・可搬型貯水槽水位計（電波式） 

・可搬型第１貯水槽給水流量計※１ 

補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

情報把握収集伝送設備 

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・情報把握計装設備可搬型発電機 

※１：乾電池を含む 

本対応を継続するために必要となる燃料給油の対応手段及び設

備は，「ニ．電源の確保に関する手順等」で整備する。 

(ｂ) 敷地外水源を補給源とした第１貯水槽へ水を補給するための対

応 

重大事故等時，敷地外水源を水の補給源として，第１貯水槽へ

水の補給を行う手段がある。 
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本対応で使用する設備は以下のとおり。 

・貯水槽水位計 

水供給設備 

・第１貯水槽 

・第２貯水槽 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）※１ 

・可搬型貯水槽水位計（電波式） 

・可搬型第１貯水槽給水流量計※１ 

補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

情報把握収集伝送設備 

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・情報把握計装設備可搬型発電機 

※１：乾電池を含む 

なお，第２貯水槽へ水を補給することも可能である。 

本対応を継続するために必要となる燃料補給の対応手段と設備

は，「ニ．電源の確保に関する手順等」で整備する。 

(ｃ) 淡水取水源を補給源とした，第１貯水槽へ水を補給するための

対応 
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重大事故等時，第１貯水槽への水の補給は，第２貯水槽及び敷

地外水源を優先して対処を行うが，淡水取水源を水の補給源とし

て第１貯水槽へ水の補給を行う手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

・淡水取水設備貯水池 

・敷地内西側貯水池 

・貯水槽水位計 

水供給設備 

・第１貯水槽 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）※１ 

・可搬型貯水槽水位計（電波式） 

・可搬型第１貯水槽給水流量計※１ 

情報把握収集伝送設備 

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・情報把握計装設備可搬型発電機 

※１：乾電池を含む 

なお，第２貯水槽へ水を補給することも可能である。 

ｂ．重大事故等対処設備と自主対策設備 

水源へ水を補給するための対応手順及び設備のうち，水供給設備

の第１貯水槽及び第２貯水槽並びに補機駆動用燃料補給設備の軽
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油貯槽を常設重大事故等対処設備として設置する。水供給設備の大

型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース，ホース展張車，運搬車，可

搬型貯水槽水位計（ロープ式），可搬型貯水槽水位計（電波式）及び

可搬型第１貯水槽給水流量計，補機駆動用燃料補給設備の軽油用タ

ンクローリ並びに情報把握収集伝送設備の第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報

把握計装設備可搬型発電機を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。 

これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業許可基準規則第三

十一条並びに技術基準規則第三十五条に要求される設備が全て網

羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，重大事故等の対処に必要とな

る十分な量の水を確保することができる。 

貯水槽水位計は基準地震動の１．２倍の地震力を考慮しても機能

を維持できる設計としておらず，外的事象の「地震」により機能喪

失するおそれがあるため，重大事故等対処設備とは位置付けないが，

プラント状況によっては事故対応に有効な設備であることから，自

主対策設備として位置付ける。本設備を使用するための具体的な条

件は，外的事象の「地震」により機能喪失をしていない場合に，貯

水槽水位を測定する手段として選択することができる。 

「淡水取水源を補給源とした，第１貯水槽へ水を補給するための

対応」に使用する設備(ハ．(イ)(２)②ａ．(ｃ)参照)のうち，淡水

取水設備貯水池及び敷地内西側貯水池は，地震発生時に補給に必要

な水量が確保できない可能性があることから，自主対策設備として

位置づける。本対応を実施するための具体的な条件は，地震発生時
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に補給に必要な水を貯水している場合，第１貯水槽へ水を補給する

手段として選択することができる。 

また，二又川取水場所Ｂは，重大事故等の対応に必要な量の水を

確保することができる場合は，第１貯水槽へ補給する水の補給源と

して活用する。 

上記の手順の実施において，計器を用いて監視するパラメータを

第ハ－２表に示す。 

③ 水源を切り替えるための対応手段及び設備 

ａ．第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水槽への水の補給源の切り替 

えを行うための対応 

第１貯水槽へ水を補給する水源について，第２貯水槽から敷地外

水源への切り替えが必要となった場合に水源を切り替える手段が

ある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

・貯水槽水位計 

水供給設備 

・第１貯水槽 

・第２貯水槽 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）※１ 

・可搬型貯水槽水位計（電波式） 

・可搬型第１貯水槽給水流量計※１ 
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補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

情報把握収集伝送設備 

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・情報把握計装設備可搬型発電機 

※１：乾電池を含む 

本対応を継続するために必要となる燃料給油の対応手段及び設

備は，「ニ．電源の確保に関する手順等」で整備する。 

ｂ．重大事故等対処設備と自主対策設備 

水源を切り替えるための対応手段及び設備のうち，水供給設備の

第１貯水槽及び第２貯水槽並びに補機駆動用燃料補給設備の軽油

貯槽を常設重大事故等対処設備として設置する。水供給設備の大型

移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース，ホース展張車，運搬車，可搬

型貯水槽水位計（ロープ式），可搬型貯水槽水位計（電波式）及び可

搬型第１貯水槽給水流量計，補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリ並びに情報把握収集伝送設備の第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把

握計装設備可搬型発電機を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。 

これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業許可基準規則第三

十一条並びに技術基準規則第三十五条に要求される設備が全て網

羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，補給源の切り替えを行うこと
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ができる。 

貯水槽水位計は基準地震動の１．２倍の地震力を考慮しても機能

を維持できる設計としておらず，外的事象の「地震」により機能喪

失するおそれがあるため，重大事故等対処設備とは位置付けないが，

プラント状況によっては事故対応に有効な設備であることから，自

主対策設備として位置付ける。本設備を使用するための具体的な条

件は，外的事象の「地震」により機能喪失をしていない場合に，貯

水槽水位を測定する手段として選択することができる。 

上記の手順の実施において，計器を用いて監視するパラメータを

第ハ－２表に示す。 

④ 手順等

上記「ハ．(イ)(２)① 水源の確保を行うための対応手段及び設備」，

「ハ．(イ)(２)② 水源へ水を補給するための対応手段及び設備」及

び「ハ．(イ)(２)③ 水源を切り替えるための対応手段及び設備」に

より選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，実施組織要員による対応として重大事故等発生時

対応手順書等に整備する（第ハ－１表）。 

また，重大事故時に監視が必要となる計器についても整備する（第

ハ－２表）。 

(ロ) 重大事故等時の手順

(１) 水源の確保の対応手順

① 水源の確保

重大事故等時，第１貯水槽，第２貯水槽及び敷地外水源の状態確認

をするとともに，水の移送に使用する水源及びホース敷設ルートを決
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定する手段がある。 

ａ．手順着手の判断基準 

・ＭＯＸ燃料加工施設対策班長が「イ．核燃料物質等の閉じ込め

る機能の喪失に対処するための手順等」への着手を実施責任者

に報告し，実施責任者が重大事故等対策を実施する体制への移

行を判断した場合 

・「ロ．工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」

のうち，「大気中への放射性物質の拡散を抑制するための対応手

順」の「放水設備による大気中への放射性物質の拡散抑制」へ

の着手判断をした場合。 

・「ロ．工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」

のうち，「燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災に対応するための対応手順」の「燃料加工建屋周辺にお

ける航空機衝突による航空機燃料火災の対応」への着手判断を

した場合。 

ｂ．操作手順 

水源の確保の手順の概要は，以下のとおり。 

水源の位置を第ハ－１図に示す。手順の概要を第ハ－２図に，

作業と所要時間を第ハ－３図に，ホース敷設ルートは第ハ－４図

から第ハ－11図に示す。 

(ａ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，水源の確認

を再処理施設の建屋外対応班の要員（以下ハ．では「建屋外

対応班の班員（再処理）」という。）に指示する。 

(ｂ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，第１貯水槽，第２貯水

槽の水位を貯水槽水位計又は可搬型貯水槽水位計（ロープ式）
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により，ホース敷設ルートの状況を目視により確認する。可

搬型貯水槽水位計（ロープ式）は，第１貯水槽又は第２貯水

槽の開口部から水面までの高さに応じた値を読み取る測定用

ロープ，巻取り部及びロープ先端が着水したところを示すラ

ンプにより構成し，乾電池により動作する。 

(ｃ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，敷地外水源の状態及び

ホース敷設ルートの状況を確認する。 

(ｄ) 実施責任者は，建屋外対応班の班員（再処理）から各水源

確保の結果報告を受け，水源を選択するとともにホース敷設

ルートを決定する。 

(ｅ) 建屋外対応班の班員（再処理）は，第１貯水槽へ可搬型貯

水槽水位計（電波式），第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び情報把握計装設備可搬型発電機を設置する。第１貯水

槽に設置した可搬型貯水槽水位計（電波式）は，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置と接続することにより，再処理施

設の中央制御室及び緊急時対策所へ伝送する。また，可搬型

貯水槽水位計（電波式）は，第１保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置と接続している情報把握計装設備可搬型発電機から

電源供給する。（情報把握収集伝送設備の第１保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電機の設

置等に係る作業の成立性は，「ヘ．緊急時対策所の居住性等に

関する手順等」に記載する。） 

(ｆ) 建屋外対応班の班員（再処理）は第２貯水槽へ可搬型貯水

槽水位計（電波式），第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機を設置する。第２貯水槽
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に設置した可搬型貯水槽水位計（電波式）は，第２保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置と接続することにより，再処理施

設の中央制御室及び緊急時対策所へ伝送する。また，可搬型

貯水槽水位計（電波式）は，第２保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置と接続している情報把握計装設備可搬型発電機から

電源供給する。（情報把握収集伝送設備の第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電機の設

置等に係る作業の成立性は，「ヘ．緊急時対策所の居住性等に

関する手順等」に記載する。） 

(ｇ) 実施責任者は，建屋外対応班の班員（再処理）から貯水槽

への水位計の設置の完了及び貯水槽の水位の確認結果を受け

ることにより，貯水槽に水位計が設置されたことを確認する。

併せて，第１貯水槽及び第２貯水槽の状態を確認する。 

ｃ．操作の成立性 

水源の確保の対処は，実施責任者，建屋外対応班長及び情報管理

班の要員５人，建屋外対応班の班員（再処理）４人の合計９人にて

作業を実施した場合，水源の確保完了まで，本対策の実施判断後１

時間 30分以内で対処可能である。なお，第１保管庫・貯水所への可

搬型貯水槽水位計（電波式）の設置は，実施責任者，建屋外対応班

長及び情報管理班の要員５人，建屋外対応班の班員（再処理）２人

の合計７人にて作業を実施した場合，第１保管庫・貯水所への水位

計の設置完了まで，本対策の実施判断後１時間 30 分以内で対処可

能である。第２保管庫・貯水所への可搬型貯水槽水位計(電波式)の

設置は，実施責任者，建屋外対応班長及び情報管理班の要員５人，

建屋外対応班の班員（再処理）２人の合計７人にて作業を実施した
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場合，第２保管庫・貯水所への水位計の設置完了まで，本対策の実

施判断後９時間以内で対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり 10mSv以下とすることを目安に管理する。

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては， 作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実

施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処

時においては，再処理施設の中央制御室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

② 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手順の選択方法は，以下のとおり。 

重大事故等時，水源の確保を行う。 

(２) 水源へ水を補給するための対応手順 

① 第１貯水槽へ水を供給するための対応 

ａ．第２貯水槽を水の補給源とした，第１貯水槽への水の補給 

重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，

第２貯水槽から第１貯水槽へ水を補給することを想定し，大型移送

ポンプ車を第２貯水槽近傍に移動し，設置する。可搬型建屋外ホー

スを第２貯水槽から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホースを

第１貯水槽の取水箇所に設置した後，大型移送ポンプ車を起動し，

第１貯水槽へ水を補給する手段がある。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確認された場
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合は，重大事故等の進展状況に応じて事前の対応作業として，可搬

型建屋外ホースの敷設を行い除灰作業の準備を実施する。また，降

灰が確認されたのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

・「ロ．工場等外への放射性物質等の拡散を抑制するための手順等」の

うち，「大気中への放射性物質の拡散を抑制するための対応手順」の

対処の実施を判断した場合。 

(ｂ) 操作手順 

第２貯水槽を水の補給源とした，第１貯水槽への水の補給の手

順の概要は以下のとおり。 

本手順の成否は，可搬型第１貯水槽給水流量計にて第１貯水槽

への補給水流量が所定の流量となったこと及び可搬型貯水槽水位

計（ロープ式）又は可搬型貯水槽水位計（電波式）にて第１貯水

槽の水位が所定水位となったことにより確認する。 

水源の位置を第ハ－１図に示す。手順の概要を第ハ－２図に，

作業と所要時間を第ハ－12図に，ホース敷設ルートは第ハ－４図

及び第ハ－５図に示す。 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１貯水槽への

水の補給準備開始を，建屋外対応班の班員（再処理）に指示する。 

ⅱ．建屋外対応班の班員（再処理）は，使用する資機材の確認を行

う。第２貯水槽に可搬型貯水槽水位計（電波式）が設置されてい

ない場合は，第２貯水槽へ可搬型貯水槽水位計（電波式），第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発

電機を運搬及び設置する。第２貯水槽に設置した可搬型貯水槽水

位計（電波式）は，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置と接
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続することにより，再処理施設の中央制御室及び緊急時対策所へ

伝送する。また，可搬型貯水槽水位計（電波式）は，第２保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置と接続している情報把握計装設備可搬

型発電機から電源供給する。なお，第１貯水槽の水位の確認する

ために，敷地外水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の補

給の手順にて可搬型貯水槽水位計（電波式）を設置する。 

ⅲ．建屋外対応班の班員（再処理）は，運搬車で運搬する可搬型建

屋外ホース（金具類及び可搬型第１貯水槽給水流量計）を送付し

運搬及び設置する。 

ⅳ．建屋外対応班の班員（再処理）は，大型移送ポンプ車を第２貯

水槽の取水場所近傍に移動及び設置する。 

ⅴ．建屋外対応班の班員（再処理）は，第２貯水槽近傍に設置した

大型移送ポンプ車の運転準備を行い，大型移送ポンプ車付属の水

中ポンプ（ポンプユニット）※１を第２貯水槽の取水箇所に設置

する。 

※１ 大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水ポンプの吸込部

には，ストレーナを設置しており，異物の混入を防止する。な

お，ストレーナが目詰まりした場合は，清掃を行う。 

ⅵ．建屋外対応班の班員（再処理）は，可搬型建屋外ホースを，ホ

ース展張車により運搬し，第２貯水槽から第１貯水槽まで敷設し，

可搬型建屋外ホースと大型移送ポンプ車及び可搬型第１貯水槽給

水流量計を接続する。 

ⅶ．建屋外対応班の班員（再処理）は，大型移送ポンプ車の試運転

を行う。併せて敷設した可搬型建屋外ホースの状況を確認する。 

ⅷ．建屋外対応班の班員（再処理）は，第１貯水槽を使用した重大
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事故等への対処が継続している場合，実施責任者の指示により大

型移送ポンプ車による第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給を

開始する。第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給中は，可搬型

第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量を確認し，大型移送

ポンプ車の回転数及び弁開度を調整する。第２貯水槽から第１貯

水槽への水の補給時に必要な監視項目は，可搬型第１貯水槽給水

流量計の第１貯水槽給水流量並びに第１貯水槽及び第２貯水槽の

貯水槽水位である。 

ⅸ．建屋外対応班の班員（再処理）は，可搬型第１貯水槽給水流量

計が所定の流量であること及び可搬型貯水槽水位計（ロープ式）

又は可搬型貯水槽水位計（電波式）により第１貯水槽の水位が所

定の水位であることを確認し，第２貯水槽から第１貯水槽へ水が

補給されていることを確認する。第２貯水槽から第１貯水槽へ水

が補給されていることを確認するために必要な監視項目は，可搬

型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量並びに第１貯水槽

の貯水槽水位である。 

ⅹ．建屋外対応班の班員（再処理）は，第２貯水槽の水位が所定の

水位以下となったことを確認した場合，第２貯水槽から第１貯水

槽への水の補給を停止し，実施責任者に報告する。第２貯水槽か

ら第１貯水槽への水の補給を停止するのに必要な監視項目は，第

２貯水槽の貯水槽水位である。 

(ｃ) 操作の成立性 

重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続して実施す

るために第２貯水槽から第１貯水槽へ水を補給する対応は，実施

責任者，建屋外対応班長及び情報管理班の要員５人，建屋外対応
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班の班員（再処理）10 人の合計 15 人にて作業を実施した場合，

水の補給開始は，放水設備による大気中への放射性物質の拡散抑

制の実施判断後，３時間以内で対処可能である。本対処は，第１

貯水槽の水が不足する場合，第２貯水槽から第１貯水槽へ水を補

給するために実施する。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。線量管理については，個

人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv以下とすることを目安に

管理する。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行う

ことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央制御室等と

の連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬

及び移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

ｂ．敷地外水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の補給 

重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，

敷地外水源から第１貯水槽へ水を補給することを想定し，大型移送

ポンプ車を敷地外水源に移動及び設置し，可搬型建屋外ホースを敷

地外水源から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホースを第１貯

水槽の取水箇所に設置した後，大型移送ポンプ車を起動し，第１貯

水槽へ水を補給する手段がある。 

なお，第２貯水槽へ水を補給することも可能である。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確認された場

合は，重大事故等の進展状況に応じて事前の対応作業として，可搬
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型建屋外ホースの敷設を行い除灰作業の準備を実施する。また，降

灰が確認されたのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

・第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備が完了した場合。 

・燃料加工建屋における放水設備による大気中への放射性物質の

拡散抑制の準備が完了した場合。 

(ｂ) 操作手順 

敷地外水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の補給の手

順の概要は以下のとおり。 

本手順の成否は，可搬型第１貯水槽給水流量計にて第１貯水槽

への補給水流量が所定の流量となったこと及び可搬型貯水槽水位

計（ロープ式）又は可搬型貯水槽水位計（電波式）にて第１貯水

槽の水位が所定水位となったことにより確認する。 

水源の位置を第ハ－１図に示す。手順の概要を第ハ－２図に，

作業と所要時間を第ハ－13 図及び第ハ－14 図に，ホース敷設ル

ート第ハ－６図から第ハ－11図に示す。 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１貯水槽へ

の水の補給準備開始を建屋外対応班の班員（再処理）又はＭＯ

Ｘ燃料加工施設の建屋外対応班の要員（以下ハ．では「建屋外

対応班の要員（ＭＯＸ）」という。）に指示する。建屋外対応班

の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）は，実施

責任者の指示により敷地外水源から第１貯水槽への水の補給を

行うための作業を開始する。第１貯水槽への水の補給水量を増

やす必要がある場合，以下の手順のⅲ～ⅷまでを繰り返すこと

で，敷地外水源から大型移送ポンプ車４台で第１貯水槽へ水の
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補給を行うことができる。 

ⅱ．建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（Ｍ

ＯＸ）は，使用する資機材の確認を行い，第１貯水槽へ可搬型

貯水槽水位計（電波式），第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び情報把握計装設備可搬型発電機を運搬及び設置する。第

１貯水槽に設置した可搬型貯水槽水位計（電波式）は，第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置と接続することにより，再処

理施設の中央制御室及び緊急時対策所へ伝送する。また，可搬

型貯水槽水位計（電波式）は，第１保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置と接続している情報把握計装設備可搬型発電機から電

源供給する。 

ⅲ．建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（Ｍ

ＯＸ）は，大型移送ポンプ車を敷地外水源の取水場所近傍に移

動し，設置する。 

ⅳ．建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（Ｍ

ＯＸ）は，運搬車で運搬する可搬型建屋外ホース（金具類及び

可搬型第１貯水槽給水流量計）の運搬及び設置を行う。 

ⅴ．建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（Ｍ

ＯＸ）は，可搬型建屋外ホースをホース展張車により運搬し，

敷地外水源から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホース，

大型移送ポンプ車及び可搬型第１貯水槽給水流量計を接続する。 

ⅵ．建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（Ｍ

ＯＸ）は，敷地外水源の取水場所近傍に設置した大型移送ポン

プ車の運転準備を行い，大型移送ポンプ車付属の水中ポンプ（ポ

ンプユニット）※１を敷地外水源の取水箇所に設置する。 
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※１ 大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水ポンプの

吸込部には，ストレーナを設置しており，異物の混入を

防止する。なお，ストレーナが目詰まりをした場合は，

清掃を行う。 

ⅶ．建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（Ｍ

ＯＸ）は，大型移送ポンプ車の試運転を行う。併せて，敷設し

た可搬型建屋外ホースの状態を確認する。 

ⅷ．実施責任者は，第１貯水槽を水源とした対処が継続している

場合，大型移送ポンプ車による敷地外水源から第１貯水槽への

水の補給の開始を建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対

応班の班員（ＭＯＸ）に指示する。敷地外水源から第１貯水槽

への水の補給中は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽

給水流量を確認し，大型移送ポンプ車の回転数及び弁開度を操

作する。敷地外水源から第１貯水槽への水の補給時に必要な監

視項目は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量

及び第１貯水槽の貯水槽水位である。 

ⅸ．実施責任者は，建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対

応班の班員（ＭＯＸ）から，可搬型第１貯水槽給水流量計が所

定の流量であること及び可搬型貯水槽水位計（ロープ式）又は

可搬型貯水槽水位計（電波式）にて第１貯水槽の水位が所定の

水位であることの報告を受け，敷地外水源から第１貯水槽へ水

が補給されていることを確認する。敷地外水源から第１貯水槽

へ水が補給されていることを確認するのに必要な監視項目は，

可搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量及び第１貯

水槽の貯水槽水位である。 
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(ｃ) 操作の成立性 

重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続して実施す

るために敷地外水源から第１貯水槽への水の補給する対応は，実

施責任者，建屋外対応班長，情報管理班及びＭＯＸ燃料加工施設

情報管理班長の要員６人，建屋外対応班の班員（再処理）26人の

合計 32 人にて作業を実施した場合，１系統目による水の補給開

始は，第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備完了後７時間

以内で対処可能である。 

なお，建屋外対応班の班員（再処理）26人は１系統目，２系統

目及び４系統目の水の補給の対応においては共通の要員である。 

２系統目による水の補給は，対処の移行判断後 13 時間以内に

対処可能である。 

４系統目による水の補給は，対処の移行判断後 19 時間以内に

対処可能である。 

３系統目における敷地外水源から第１貯水槽への水の補給は，

ＭＯＸ燃料加工施設の単独発災時と同様の手順及び要員であり，

実施責任者，建屋外対応班長，情報管理班及びＭＯＸ燃料加工施

設情報管理班長の要員６人，建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）10人

の合計 16 人にて作業を実施した場合，燃料加工建屋における大

気中への放射性物質の拡散抑制の準備の完了後 14 時間以内に対

処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。線量管理については，個

人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv以下とすることを目安に
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管理する。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び情報に応じた対応を行う

ことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。

重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央制御室等との

連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬及

び移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

ｃ．淡水取水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の補給 

重大事故等時，第１貯水槽への水の補給は，第２貯水槽及び敷地

外水源を優先して取水を行うが，淡水取水源を水の補給源として第

１貯水槽へ水の補給を行うことを想定し，大型移送ポンプ車を淡水

取水源の取水場所近傍に運搬及び設置する。可搬型建屋外ホースを

淡水取水源から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホースを第１

貯水槽の取水箇所に設置した後，大型移送ポンプ車を起動し，第１

貯水槽へ水を補給する手段がある。 

なお，第２貯水槽へ水を補給することも可能である。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

淡水取水源から第１貯水槽へ補給できる水が確保できる場合。 

なお，本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員

及び時間とは別に，本対応を実施するための要員及び時間を確保

可能な場合に着手する。 

(ｂ) 操作手順 

淡水取水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の補給の手

順の概要は以下のとおり。 

本手順の成否は，第１貯水槽への補給水流量が所定の流量にな

ったこと及び第１貯水槽の水位が所定水位となったことにより確
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認する。 

水源の位置を第ハ－１図に示す。手順の概要を第ハ－15 図に，

作業と所要時間を第ハ－16図から第ハ－18図に示す。 

送水手順の概要は，以下のとおり。 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１貯水槽への

水補給準備の開始を，建屋外対応班の班員（再処理）に指示する。 

ⅱ．建屋外対応班の班員（再処理）は，実施責任者の指示により淡

水取水源から第１貯水槽への水の補給を行うための作業を開始す

る。 

以下の手順のⅲ～ⅷまでの手順は全ての淡水取水源で同様であ

る。 

ⅲ．建屋外対応班の班員（再処理）は，使用する資機材の確認を行

い，第１貯水槽へ可搬型貯水槽水位計（電波式），第１保管庫・貯

水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電機を運

搬及び設置する。第１貯水槽に設置した可搬型貯水槽水位計（電

波式）は，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置と接続するこ

とにより，再処理施設の中央制御室及び緊急時対策所へ伝送する。

また，可搬型貯水槽水位計（電波式）は，第１保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置と接続している情報把握計装設備可搬型発電機

から電源供給する。 

ⅳ．建屋外対応班の班員（再処理）は，運搬車で運搬する可搬型建

屋外ホース（金具類及び可搬型第１貯水槽給水流量計）の運搬及

び設置を行う。 

ⅴ．建屋外対応班の班員（再処理）は，大型移送ポンプ車を淡水取

水源の取水場所近傍に移動及び設置する。 
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ⅵ．建屋外対応班の班員（再処理）は，淡水取水源の取水場所近傍

に設置した大型移送ポンプ車の運転準備を行い，大型移送ポンプ

車付属の水中ポンプ（ポンプユニット）※１を淡水取水源の取水

箇所に設置する。 

※１ 大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水ポンプの吸

込部には，ストレーナを設置しており，異物の混入を防止

する。なお，ストレーナが目詰まりした場合は，清掃を行

う。 

ⅶ．建屋外対応班の班員（再処理）は，可搬型建屋外ホースを淡水

取水源から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホースと可搬型

第１貯水槽給水流量計及び大型移送ポンプ車を接続する。 

ⅷ．建屋外対応班の班員（再処理）は，大型移送ポンプ車の試運転

を行う。併せて敷設した可搬型建屋外ホースの状態を確認する。 

ⅸ．建屋外対応班の班員（再処理）は，実施責任者の指示により大

型移送ポンプ車による淡水取水源から第１貯水槽への水の補給を

開始する。淡水取水源から第１貯水槽への水の補給中は，可搬型

第１貯水槽給水流量計の流量を確認し，大型移送ポンプ車の回転

数及び弁開度を操作する。淡水取水源から第１貯水槽への水の補

給時に必要な監視項目は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯

水槽給水流量及び第１貯水槽の貯水槽水位である。 

ⅹ．実施責任者は，建屋外対応班の班員（再処理）から可搬型第１

貯水槽給水流量計が所定の流量であること及び可搬型貯水槽水位

計（ロープ式）又は可搬型貯水槽水位計（電波式）にて第１貯水

槽が所定の水位であることの報告を受け，淡水取水源から第１貯

水槽へ水が補給されていることを確認する。淡水取水源から第１
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貯水槽へ水が補給されていることの確認に必要な監視項目は，可

搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量及び第１貯水槽

の貯水槽水位である。 

(ｃ) 操作の成立性 

二又川取水場所Ｂから第１貯水槽へ水を補給する対応は，実施

責任者，建屋外対応班長及び情報管理班の要員５人，建屋外対応

班の班員（再処理）14 人の合計 19 人にて作業を実施した場合，

水の補給開始まで本対策の実施判断後４時間以内で対処可能であ

る。 

淡水取水設備貯水池から第１貯水槽へ水を補給する対応は，実

施責任者，建屋外対応班長及び情報管理班の要員５人，建屋外対

応班の班員（再処理）14人の合計 19人にて作業を実施した場合，

水の補給開始まで本対策の実施判断後４時間以内で対処可能であ

る。 

敷地内西側貯水池から第１貯水槽へ水を補給する対応は，実施

責任者，建屋外対応班長及び情報管理班の要員５人，建屋外対応

班の班員（再処理）14 人の合計 19 人にて作業を実施した場合，

水の補給開始まで本対策の実施判断後４時間以内で対処可能であ

る。 

なお，本対策は，重大事故等対処設備を用いた対処に係る要員

及び時間に加えて，本対策を実施するための要員及び時間を確保

可能な場合に着手を行うこととしているため，重大事故等対処設

備を用いた対処に悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業
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時の状況に応じて着用することとする。線量管理については，個

人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv以下とすることを目安に

管理する。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行う

ことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。

重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央制御室等との

連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬及

び移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

ｄ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。 

重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，

第２貯水槽及び敷地外水源から第１貯水槽へ水を補給する必要が

ある場合には，第１貯水槽へ水を補給するための対応手順に従い，

第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備及び水の補給作業に

続けて，敷地外水源から第１貯水槽への水の補給準備及び水の補給

作業を実施する。 

なお，第２貯水槽へ水を補給することも可能である。 

(３) 水源を切り替えるための対応 

① 第２貯水槽から敷地外水源へ第１貯水槽への水の補給源の切り替え 

重大事故等時，第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水槽への水の補

給源を切り替えることを想定し，水の補給源を切り替える手段がある。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確認された場合

は，重大事故等の進展状況に応じて事前の対応作業として,可搬型建屋

外ホースの敷設を行い除灰作業の準備を実施する。また，降灰が確認

されたのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 
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ａ．手順着手の判断基準 

第２貯水槽から敷地外水源への切り替えが必要になった場合 

ｂ．操作手順 

第２貯水槽から敷地外水源へ第１貯水槽への水の補給源の切り替

えの手順の概要は以下のとおり。 

本手順の成否は，第１貯水槽への補給水流量が所定の流量となっ

たこと及び第１貯水槽の水位が所定水位となったことにより確認

する。 

水源の位置を第ハ－１図に示す。手順の概要を第ハ－２図に，作

業と所要時間を第ハ－13図及び第ハ－14図に示す。 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１貯水槽へ

の水の補給準備及び水源の切り替え準備の開始を建屋外対応班

の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）に指示す

る。建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（Ｍ

ＯＸ）は，実施責任者の指示により敷地外水源から第１貯水槽

への水の補給及び水源の切り替えを行うための作業を開始する。

なお，本対処で用いる第１貯水槽の水位を確認するための設備

は，「(２)①ｂ．敷地外水源を水の補給源とした，第１貯水槽へ

の水の補給」に，第２貯水槽の水位の確認するための設備は，

「(２)①ａ．第２貯水槽を水の補給源とした，第１貯水槽への

水の補給」において運搬及び設置を行う。 

ⅱ．建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（Ｍ

ＯＸ）は，使用する資機材の確認を行う。 

ⅲ．建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（Ｍ

ＯＸ）は，大型移送ポンプ車を敷地外水源の取水場所近傍に移
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動し，設置する。なお，第２貯水槽に設置している大型移送ポ

ンプ車を敷地外水源近傍へ移動，設置させる場合は，手順ⅷ．

にて大型移送ポンプ車を停止させたのちに，大型移送ポンプ車

を第２貯水槽近傍から敷地外水源近傍に移動し，設置する。  

ⅳ．建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（Ｍ

ＯＸ）は，運搬車で運搬する可搬型建屋外ホース（金具類及び

可搬型第１貯水槽給水流量計）の運搬及び設置を行う。 

ⅴ．建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（Ｍ

ＯＸ）は，可搬型建屋外ホースをホース展張車により運搬し，

敷地外水源から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホース，

大型移送ポンプ車及び可搬型第１貯水槽給水流量計を接続する。 

ⅵ．建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（Ｍ

ＯＸ）は，敷地外水源の取水場所に設置した大型移送ポンプ車

付属の水中ポンプ（ポンプユニット※１）と敷地外水源から第

１貯水槽まで敷設した可搬型建屋外ホースを接続し，取水箇所

に設置する。 

※１ 大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水ポンプの吸

込部には，ストレーナを設置しており，異物の混入を防止

する。なお，ストレーナが目詰まりをした場合は，清掃を

行う。 

ⅶ．建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（Ｍ

ＯＸ）は，大型移送ポンプ車の試運転を行う。併せて，敷設し

た可搬型建屋外ホースの状態を確認する。 

ⅷ．建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対応班の班員（Ｍ

ＯＸ）は，第２貯水槽の水位の状況を確認し，第２貯水槽から
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第１貯水槽への水の補給を停止する。水の補給停止後，実施責

任者に報告する。第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給を停

止するのに必要な監視項目は，第２貯水槽の貯水槽水位である。

なお，第２貯水槽に設置している大型移送ポンプ車を敷地外水

源近傍へ移動，設置させる場合は，手順ⅲ，ⅴ，ⅵ及びⅶを実

施する。  

ⅸ．実施責任者は，第１貯水槽を水源とした対処が継続している

場合，大型移送ポンプ車による敷地外水源から第１貯水槽への

水の補給の開始を建屋外対応班の班員（再処理）又は建屋外対

応班の班員（ＭＯＸ）に指示する。敷地外水源から第１貯水槽

への水の補給中は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽

給水流量を確認し，大型移送ポンプ車の回転数及び弁開度を操

作する。敷地外水源から第１貯水槽への水の補給時に必要な監

視項目は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量

及び第１貯水槽の貯水槽水位である。 

ⅹ．実施責任者は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽給

水流量が所定の流量であること及び第１貯水槽が所定の水位で

あることの確認をもって，補給源の切り替えが完了したことを

確認する。補給源の切り替えが完了したことを確認するのに必

要な監視項目は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽給

水流量及び第１貯水槽の貯水槽水位である。 

ｃ．操作の成立性 

第２貯水槽から敷地外水源へ水の補給源の切り替えの対応は，実

施責任者，建屋外対応班長，情報管理班及びＭＯＸ燃料加工施設情

報管理班長の要員６人，建屋外対応班の班員（再処理）26人，建屋
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外対応班の班員（ＭＯＸ）10 人の合計 42 人にて作業を実施した場

合，水の補給源の切り替え完了は，第２貯水槽から第１貯水槽への

水の補給準備完了後７時間以内で対処可能である。 

なお，建屋外対応班の要員（ＭＯＸ）にて設置する敷地外水源を

水の補給源とした，第１貯水槽への水の補給の系統により第２貯水

槽から敷地外水源へ水の補給源の切り替えの対応を行う場合は，実

施責任者，建屋外対応班長，情報管理班及びＭＯＸ燃料加工施設情

報管理班長の要員６人，建屋外対応班の班員（ＭＯＸ）10人の合計

16人にて作業を実施した場合，水の補給源の切り替え完了まで，14

時間以内に対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり 10mSv以下とすることを目安に管理する。

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実

施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処

時においては，再処理施設の中央制御室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

② 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。 

第２貯水槽から敷地外水源へ第１貯水槽への水の補給源を切り替え

る場合には，補給源の切り替えるための対応手順に従い，補給源の切

り替え作業を実施する。 
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(４) その他の手順項目について考慮する手順 

水源からの取水とそれに伴う手順及び設備については，「ロ．工場等

外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。 

燃料の補給手順については「ニ．電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

貯水槽への水位計の設置に関連する第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所への情報把握収集伝送設備の設置については，「ヘ．緊急

時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。 

各手順で定める，可搬型建屋外ホースの敷設，大型移送ポンプ車の

移動及び設置の手順は，アクセスルートの状況によって選定されたど

のホースの敷設ルートにおいても同じである。また，取水箇所から水

の供給又は補給先までのホースの敷設ルートにより，可搬型建屋外ホ

ースの数量を決定する。 

各手順におけるホースの敷設ルートは，作業時間を考慮し，送水開

始までの時間が最短になる組合せを優先して確保する。 
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第ハ－１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する対応手段，

対処設備及び手順書一覧（１／５） 

分類 機能喪失を想定する

設計基準設備 

対応 

手段 

対処設備 手順書 

水
源
の
確
保
の
対
応 

－ 水
源
の
確
保 

水供給設備 

・第１貯水槽 

・第２貯水槽 

・可搬型貯水槽水位計（ロ

ープ式） 

・可搬型貯水槽水位計（電

波式） 

情報把握収集伝送設備 

・第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置 

・第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置 

・情報把握計装設備可搬型

発電機 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書
等
に
て
整
備
す
る
。 

・貯水槽水位計 自
主
対
策
設
備 
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第ハ－１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する対応手段，

対処設備及び手順書一覧（２／５） 

分類 機能喪失を想定する

設計基準設備 

対応 

手段 

対処設備 手順書 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

－ 第
２
貯
水
槽
を
水
の
補
給
源
と
し
た
，
第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給 

水供給設備 

・第１貯水槽 

・第２貯水槽 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型貯水槽水位計（ロ

ープ式） 

・可搬型貯水槽水位計（電

波式） 

・可搬型第１貯水槽給水流

量計 

補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

情報把握収集伝送設備 

・第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置 

・第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置 

・情報把握計装設備可搬型

発電機 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書
等
に
て
整
備
す
る
。 

・貯水槽水位計 
自
主
対
策
設
備 

  

7－添1－152



 

第ハ－１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する対応手段，

対処設備及び手順書一覧（３／５） 

分類 機能喪失を想定する

設計基準設備 

対応 

手段 

対処設備 手順書 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

－ 敷
地
外
水
源
を
水
の
補
給
源
と
し
た
，
第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給 

水補給設備 

・第１貯水槽 

・第２貯水槽 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型貯水槽水位計（ロ

ープ式） 

・可搬型貯水槽水位計（電

波式） 

・可搬型第１貯水槽給水流

量計 

補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

情報把握収集伝送設備 

・第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置 

・第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置 

・情報把握計装設備可搬型

発電機 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書
等
に
て
整
備
す
る
。 

・貯水槽水位計 自
主
対
策
設
備 
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第ハ－１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する対応手段，

対処設備及び手順書一覧（４／５） 

分類 機能喪失を想定する

設計基準設備 

対応 

手段 

対処設備 手順書 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

－ 淡
水
取
水
源
を
水
の
補
給
源
と
し
た
，
第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給 

水供給設備 

・第１貯水槽 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型貯水槽水位計（ロ

ープ式） 

・可搬型貯水槽水位計（電

波式） 

・可搬型第１貯水槽給水流

量計 

情報把握収集伝送設備 

・第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置 

・第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置 

・情報把握計装設備可搬型

発電機 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書
等
に
て
整
備
す
る
。 

 

・淡水取水設備貯水池 

・敷地内西側貯水池 

・貯水槽水位計 

 

 

自
主
対
策
設
備 
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第ハ－１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する対応手段，

対処設備及び手順書一覧（５／５） 

分類 機能喪失を想定す

る設計基準設備 

対応 

手段 

対処設備 手順書 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応 

－ 第
２
貯
水
槽
か
ら
敷
地
外
水
源
へ
第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
供
給
源
の
切
り
替
え 

水供給設備 

・第１貯水槽 

・第２貯水槽 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型貯水槽水位計（ロー

プ式） 

・可搬型貯水槽水位計（電波

式） 

・可搬型第１貯水槽給水流

量計 

補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

情報把握収集伝送設備 

・第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置 

・第２保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置 

・情報把握計装設備可搬型

発電機 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書
等
に
て
整
備
す
る
。 

 

・貯水槽水位計 自
主
対
策
設
備 
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第ハ－２表 計器を用いて監視するパラメータ（１/２） 

対応 

手段 

重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

水源の確保の対応手順 

水源の確保 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 

判
断
基
準 

【着手判断】 

水源の確保 

－（ＭＯＸ燃料加工施設の状

況確認） 

【実施判断】 

 －（対策準備の進捗） 

 

－（対策の準備完了） 

【成否判断】 

 －（水源の確保） 

 

－（水源の確保完了） 

操
作 

貯水槽水位 貯水槽水位計 

貯水槽水位 可搬型貯水槽水位計 

（ロープ式） 

貯水槽水位 可搬型貯水槽水位計 

（電波式） 

水源へ水を補給するための対応手順 

第１貯水槽へ水を補給するための対応 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 

判
断
基
準 

【着手判断】 

第１貯水槽への水の補給 

－（ＭＯＸ燃料加工施設の状

況確認） 

【実施判断】 

 －（対策準備の進捗） 

 

－（対策の準備完了） 

【成否判断】 

貯水槽水位 

 

 

 

第１貯水槽給水流量 

 

貯水槽水位計 

可搬型貯水槽水位計(ロープ

式) 

可搬型貯水槽水位計(電波式) 

可搬型第１貯水槽給水流量計 

操
作 

貯水槽水位 貯水槽水位計 

貯水槽水位 
可搬型貯水槽水位計(ロープ

式) 

貯水槽水位 可搬型貯水槽水位計(電波式) 

第１貯水槽給水流量 可搬型第１貯水槽給水流量計 
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第ハ－２表 計器を用いて監視するパラメータ（２/２） 

対応 

手段 

重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

水源を切り替えるための対応手順 

第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水槽へ水の補給源の切り替え 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 

判
断
基
準 

【着手判断】 

水の補給源の切り替え 

－（ＭＯＸ燃料加工施設の状

況確認） 

【実施判断】 

 －（対策準備の進捗） 

 

－（対策の準備完了） 

【成否判断】 

貯水槽水位 

 

 

 

 

第１貯水槽給水流量 

 

貯水槽水位計 

可搬型貯水槽水位計(ロープ

式) 

可搬型貯水槽水位計(電波式) 

 

可搬型第１貯水槽給水流量計 

操
作 

貯水槽水位 貯水槽水位計 

貯水槽水位 
可搬型貯水槽水位計(ロープ

式) 

貯水槽水位 可搬型貯水槽水位計(電波式) 

第１貯水槽給水流量 可搬型第１貯水槽給水流量計 

 

7－添1－157



 

 

 

 

第ハ－１図 水源及び補給源の配置図 
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着

手
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水
補
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判
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２

 

第
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貯
水
槽
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水
補
給
の
準
備
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始
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水

源
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切
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え

判
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・

第
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貯

水
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敷
地
外

水
源
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切
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え
が

必
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。
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燃
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加

工
建
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け
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気
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性
物

質
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拡

散
抑
制
の

準
備
が

完
了
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場
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。
 

状
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判
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第ハ－４図  「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース

敷設ルート（１）  
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第ハ－５図  「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース

敷設ルート（２）  
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第ハ－６図  「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース

敷設ルート（３）  
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第ハ－７図  「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース

敷設ルート（４）  
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第ハ－８図  「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース

敷設ルート（５）  
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第ハ－９図  「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース

敷設ルート（６）  
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第ハ－ 10 図  「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース

敷設ルート（７）  
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第ハ－ 11 図  「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース

敷設ルート（８）  
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補
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，
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第ハ－15 図 「淡水取水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の

補給」の手順の対応フロー

水補給の判断※１ 

淡水取水源から第１貯水槽への水補給の 

準備完了 

状態監視 

凡例 

：操作・確認 

：判断 

：監視 
淡水取水源から第１貯水槽への水補給の 

準備開始 

 

※１ 水補給の対処の移行判断 
・淡水取水源から第１貯水槽へ補給できる水が確保できる場合。 

なお，本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員及び時間
とは別に，本対応を実施するための要員及び時間を確保可能な場合に着手
する。 

淡水取水源からの水補給の開始 
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ニ．電源の確保に関する手順等 

【要求事項】 

 ＭＯＸ燃料加工事業者において、外部電源系からの電気の供給が停止し、

かつ、非常用電源設備からの電源が喪失した場合において、重大事故等に対

処するために必要な電力を確保するために必要な手順等が適切に整備されて

いるか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

  外部電源系からの電気の供給が停止し，かつ，非常用所内電源設備から 

の電源が喪失した場合において，重大事故等に対処するために必要な電力

を確保するための対処設備を整備する。 

  ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 

 

(イ) 対応手段と設備の選定 

 (１) 対応手段と設備の選定の考え方 

全交流電源喪失時に重大事故等が発生した場合において，当該重大

事故等に対処するために必要な電力を確保する必要がある。 

また，重大事故等となった場合でも，非常用所内電源設備が健全で

あれば，重大事故等の対処に用いる。このため，フォールトツリー分

析上で，想定する故障に対処できる対応手段及び重大事故等対処設備

を選定する。（第ニ－１図） 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手順，

自主対策設備及び資機材※１を選定する。 

※１ 資機材：防護具（全面マスク等）及び出入管理区画設営用資

機材，ドラム缶，簡易ポンプについては，資機材であるため重

大事故等対処設備としない。 
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また，選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だ

けでなく，事業許可基準規則第三十二条及び技術基準規則第二十八条

の要求事項を満足する設備が網羅していることを確認するとともに，

自主対策設備との関係を明確にする。 

(２) 対応手段と設備の選定の結果 

上記「（１）対応手段と設備の選定の考え方」に基づき選定した対

応手段並びに技術的能力審査基準，事業許可基準規則第三十二条及び

技術基準規則第二十八条からの要求により選定した対応手段とその対

応に使用する重大事故等対処設備，自主対策設備及び資機材を以下に

示す。 

全交流電源喪失時に，閉じ込める機能の喪失に対処するための設備，

監視測定設備，情報把握設備及び通信連絡設備に必要な電源を供給す

る重大事故等対処設備として，可搬型重大事故等対処設備を選定する。

また，全交流電源喪失時において，復旧により設計基準対象の施設の

機能維持が可能である場合，ＭＯＸ燃料加工施設の状況に応じて，自

主対策設備として電源車を選定し，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能を

確保するために必要な電力を確保する。（第ニ－1表） 

① 全交流電源喪失時において重大事故等の対処に必要な電源の確保に 

関する対応手段及び設備 

ａ.可搬型重大事故等対処設備による給電 

(ａ) 対応手段 

全交流電源喪失時に，重大事故等が発生した場合において，当

該重大事故等に対処するために必要な電力を確保するため，非常

用所内電源設備を代替する代替電源設備として，燃料加工建屋可

搬型発電機，再処理施設の制御建屋可搬型発電機（以下「制御建
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屋可搬型発電機」という。），情報連絡用可搬型発電機，可搬型

分電盤及び可搬型電源ケーブルを配備する。 

可搬型重大事故等対処設備による対処は，設計基準事故に対処す 

るための設備とは独立して単独で行う。 

可搬型発電機による給電で使用する設備は以下のとおり。 

ｉ．代替電源設備 

(ｉ) 可搬型重大事故等対処設備 

・燃料加工建屋可搬型発電機 

・制御建屋可搬型発電機（再処理施設と共用） 

・情報連絡用可搬型発電機 

・可搬型分電盤 

・可搬型電源ケーブル 

ｂ.電源車による給電 

   (ａ) 対応手段 

全交流電源喪失時において，復旧により設計基準対象の施設の

機能維持が可能である場合，電源車を燃料加工建屋の6.9kＶ非常

用母線に接続し，燃料加工建屋へ給電する。 

      電源車による給電は，ＭＯＸ燃料加工施設の状況に応じて，電

源車による給電によりＭＯＸ燃料加工施設の安全機能を確保する

ために必要な電力を確保する。 

      電源車に必要な燃料は，非常用発電機の燃料タンクから移送し

補給する。 

      燃料加工建屋の6.9kＶ非常用母線への電源車による給電で使用

する設備は以下のとおり。 
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      ・電源車 

      ・可搬型電源ケーブル（電源車用） 

      ・燃料加工建屋の6.9kＶ非常用母線 

      ・燃料加工建屋の460Ｖ非常用母線 

      ・非常用発電機の燃料タンク 

ｃ．重大事故等対処設備と自主対策設備 

(ａ) 対応手段 

代替電源設備による給電で使用する設備を可搬型重大事故等対

処設備として位置付ける。これらの選定した設備は，技術的能力

審査基準及び事業許可基準規則第三十二条並びに技術基準規則第

二十八条に要求している設備を全て網羅している。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故に対処するた

めの電源が喪失し，重大事故等が発生した場合においても，当該

重大事故等に対処するために必要な電力を確保する。 

 また，以下の設備は地震要因の重大事故時に機能維持設計とし

ておらず，地震により機能喪失するおそれがあることから，重大

事故等対処設備とは位置づけないが，加工施設の状況によっては

事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付け

る。あわせて，その理由を示す。 

・電源車 

設計基準事故に対処するための電源喪失において，以下の設備

が使用できない場合，対処に必要な電源を供給できないが，加工

施設の状況によっては，燃料加工建屋の非常用母線に給電するこ

とが可能であり，重大事故等の対処に必要な電源を確保するため

の手段として有効である。（第ニ－６図） 
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・燃料加工建屋の6.9kＶ非常用母線 

・燃料加工建屋の460Ｖ非常用母線 

② 全交流電源喪失以外の状態において重大事故等の対処に必要な電源

の確保に関する手順及び設備 

ａ．常設重大事故等対処設備からの給電 

(ａ) 対応手段 

全交流電源喪失以外の状態における重大事故等の対処において

は，所内電源設備を使用し，重大事故等対処設備として電力を供

給する。全交流電源喪失以外の状態において重大事故等が発生し

た場合は，通常時と同じ系統構成とし，工程の停止を行うととも

に，重大事故等への対処に必要となる設備へ給電する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

ⅰ．常設重大事故等対処設備（設計基準対象の施設と一部兼用） 

・受電開閉設備（再処理施設と共用） 

・受電変圧器（再処理施設と共用） 

・非常用電源建屋の6.9kＶ非常用主母線（再処理施設と一部共用） 

・ユーティリティ建屋の6.9kＶ常用主母線（再処理施設と共用） 

・ユーティリティ建屋の6.9kＶ運転予備用主母線（再処理施設と

共用） 

・第２ユーティリティ建屋の6.9kＶ運転予備用主 母線（再処理

施設と一部共用） 

・第２ユーティリティ建屋の6.9kＶ常用主母線（再処理施設と共

用） 

・制御建屋の6.9kＶ非常用母線（再処理施設と一部共用） 

・制御建屋の6.9kＶ運転予備用母線（再処理施設と一部共用） 
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・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の6.9kＶ非常用母線（再

処理施設と共用） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の6.9kＶ常用母線（再処

理施設と共用） 

・低レベル廃棄物処理建屋の6.9kＶ運転予備用母線（再処理施設

と共用） 

・燃料加工建屋の6.9kＶ非常用母線 

・燃料加工建屋の6.9kＶ運転予備用母線 

・燃料加工建屋の6.9kＶ常用母線 

・制御建屋の460Ｖ非常用母線（再処理施設と一部共用） 

・制御建屋の460Ｖ運転予備用母線（再処理施設と一部共用） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の460Ｖ非常用母線（再

処理施設と共用） 

・低レベル廃棄物処理建屋の460Ｖ運転予備用母線（再処理施設

と共用） 

・燃料加工建屋の460Ｖ非常用母線 

・燃料加工建屋の460Ｖ運転予備用母線 

・燃料加工建屋の460Ｖ常用母線 

ｂ．重大事故等対処設備 

全交流電源喪失以外の状態において重大事故等に対処するための

設備は，所内電源設備を使用し，常設重大事故等対処設備として位

置付ける。これらの設備は，技術的能力審査基準及び事業許可基準

規則第三十二条並びに技術基準規則第二十八条に要求している設

備を全て網羅している。 

③ 燃料給油のための対応手段及び設備 
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ａ．重大事故等の対処に用いる設備への補給 

(ａ) 対応手段 

可搬型発電機，大型移送ポンプ車，ホース展張車，運搬車，可

搬型中型移送ポンプ運搬車，ホイールローダ及び軽油用タンクロ

ーリの補機駆動用の燃料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

及び軽油用タンクローリにより，必要な量を確保する。 

可搬型発電機の軽油を貯蔵する軽油貯槽は，想定する事象の進

展を考慮し，約100ｍ3の地下タンク８基により対処に必要な容量

を確保する。 

可搬型発電機，大型移送ポンプ車，ホース展張車，運搬車，可

搬型中型移送ポンプ運搬車，ホイールローダ及び軽油用タンクロ

ーリへの燃料補給で使用する設備は以下のとおり。 

補機駆動用燃料補給設備 

ⅰ．常設重大事故等対処設備 

・第１軽油貯槽（再処理施設と共用） 

・第２軽油貯槽（再処理施設と共用） 

ⅱ．可搬型重大事故等対処設備 

・軽油用タンクローリ（再処理施設と共用） 

ｂ．電源車への給油 

自主対策の対処で使用する電源車を運転するため，設計基準対象

の施設である非常用発電機の燃料タンクを兼用して燃料を補給す

る。非常用発電機の燃料タンクへの補給で使用する設備は以下のと

おり。 

     ・非常用発電機の燃料タンク 

   ｃ．重大事故等対処設備と自主対策設備 
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軽油貯槽から重大事故等の対処に用いる設備への補給で使用する

設備のうち，軽油貯槽及び軽油用タンクローリは，重大事故等対処

設備として位置付ける。 

電源車への補給で使用する設備のうち，非常用発電機の燃料タン

クは，自主対策設備として位置付ける。 

全交流電源喪失時において，設計基準対象の施設が機能喪失して

いる場合は，以下の設備が損傷し，対処に必要な電源を供給できな

いが，設計基準対象の施設が健全である場合においては，電源車か

らの給電により使用できる。電源車の運転に必要となる燃料は，非

常用発電機の燃料タンクから補給する。 

・燃料加工建屋の6.9kＶ非常用母線 

④ 手順等 

「①全交流電源喪失時において重大事故等の対処に必要な電源の確

保に関する対応手段及び設備」，「②全交流電源喪失以外の状態にお

いて重大事故等の対処に必要な電源の確保に関する手順及び設備」及

び「③燃料給油のための対応手段及び設備」により選定した対応手段

に係る手順を整備する。 

これらの手順は，重大事故時における一連の対応として「重大事故

等発生時対応手順書」等にて整備する。（第ニ－２表） 

 

(ロ) 重大事故等時の手順 

 (１) 全交流電源喪失時において重大事故等の対処に必要な電源の確保に 

関する対応手順 

① 可搬型発電機による給電 

重大事故等が発生した場合,燃料加工建屋可搬型発電機，再処理施設
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の制御建屋可搬型発電機，情報連絡用可搬型発電機，可搬型分電盤及

び可搬型電源ケーブルを用いて，閉じ込める機能の喪失に対処するた

めの設備，監視測定設備，情報把握設備及び通信連絡を行うために必

要な設備に給電を行う手段がある。 

火山の影響により，降灰予報(「やや多量」以上)を確認した場合は， 

事前の対応作業として，可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業

の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業

を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等時に，外部電源が喪失し，燃料加工建屋において非常

用所内電源設備が機能喪失したと判断した場合。（第ニ－３表） 

ｂ．操作手順 

燃料加工建屋可搬型発電機，再処理施設の制御建屋可搬型発電機 

及び情報連絡用可搬型発電機による給電の手順の概要は以下のと

おり。 

手順の概要を第ニ－２図に，系統図を第ニ－３図～第ニ－５図に，

タイムチャートを第ニ－４表に，監視一覧を第ニ－５表に，手順等

の判断基準として用いる補助パラメータを第ニ－６表に示す。 

(ａ) 実施責任者は，燃料加工建屋の電源が機能喪失し，全交流電源 

喪失と判断した場合，重大事故等対処設備への給電開始を指示す

る。 

(ｂ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び再処理施設の建屋対策班

の班員（以下ニ．では「建屋対策班の班員（再処理）」という。）

は，給電に必要な資機材を準備のうえ燃料加工建屋可搬型発電機

及び制御建屋可搬型発電機保管場所へ移動し，可搬型発電機及び
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制御建屋可搬型発電機の健全性を確認する。 

(ｃ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，情報連絡用可搬型発電機

を移動する。 

(ｄ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋対策班の班員（再処

理）は，可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルを敷設し，重大事

故等対処設備へ接続する。 

(ｅ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋対策班の班員（再処

理）は，燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機及び

情報連絡用可搬型発電機，各重大事故等対処設備について，異臭，

発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により

確認する。 

(ｆ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋対策班の班員（再処

理）は，燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機及び

情報連絡用可搬型発電機の燃料が規定油量以上であることを確認

する。 

(ｇ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋対策班の班員（再処

理）は，実施責任者に燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可搬

型発電機及び情報連絡用可搬型発電機による重大事故等対処設備

への給電準備が完了したことを報告する。 

(ｈ) 実施責任者は，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋対策

班の班員（再処理）に，燃料加工建屋可搬型発電機，情報連絡用

可搬型発電機及び制御建屋可搬型発電機による重大事故等対処設

備への給電開始を指示する。 

(ｉ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋対策班の班員（再処

理）は，燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機及び
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情報連絡用可搬型発電機を起動し，当該可搬型発電機が健全であ

ることを確認する。また，異臭，発煙，破損等の異常がないこと

を確認し，実施責任者へ給電準備が完了したことを報告する。 

(ｊ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋対策班の班員（再処

理）は，可搬型重大事故等対処設備への給電を実施し，実施責任

者へ給電が完了したことを報告し，可搬型重大事故等対処設備の

監視を行う。 

なお，火山の影響により，対処中に降灰予報（「やや多量」以

上）を確認した場合は，外部保管エリアより可搬型発電機の予備

機を運搬し，屋内に設置する。設置後の手順については，上記の

(ｄ)～(ｊ)と同じである。 

   ｃ．操作の成立性 

     燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，情報連絡用

可搬型発電機，可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルによる電源

系統の構築を行う。 

燃料加工建屋及び制御建屋においては，実施責任者，ＭＯＸ燃料

加工施設対策班長，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長及びＭＯＸ燃

料加工施設現場管理者の４人，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員４

人の合計８人にて，重大事故等着手判断後，燃料加工建屋可搬型発

電機及び情報連絡用可搬型発電機の起動完了まで３時間以内に実

施する。 

制御建屋における作業について，再処理施設と共用する制御建屋

可搬型情報収集装置の配備は，実施責任者及び情報管理班の班員

（以下「実施責任者等の要員」という。）４人，建屋対策班(再処理)

の班員３人の合計７人にて，重大事故等着手判断後から４時間５分
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以内に対処可能である。制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建

屋）及び制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋）の配備は，

実施責任者等の要員４人，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員２人の

合計６人にて，重大事故等着手判断から３時間以内に対処可能であ

る。 

重大事故等の対処時においては，中央監視室等との連絡手段を確

保する。 

夜間及び停電時においては，確実に移動ができるよう，可搬型照

明を配備する。 

(２) 全交流電源喪失以外の状態において重大事故等の対処に必要な電源 

の確保に関する対応手順 

① 常設重大事故等対処設備からの給電 

重大事故等の対処において，閉じ込める機能の喪失に対処するため

の設備，監視測定設備，情報把握設備及び通信連絡を行うために必要

な設備が必要となる場合は，全交流電源喪失以外の状態において対処

するため，受電開閉設備，受電変圧器，高圧母線及び低圧母線を使用

し，電源を確保する手順に着手する。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等時に，燃料加工建屋において下記項目を確認し，所内

電源設備が機能維持されていると判断した場合。（第ニ－３表） 

(ａ) 所内電源設備の異常を示す警報が発報していないこと。 

(ｂ) 非常用発電機２台及び第１非常用ディーゼル発電機２台が待機 

状態であり，故障警報が発報していないこと。 

(ｃ) 非常用発電機１台又は第１非常用ディーゼル発電機１台が点検 

等により待機除外時であっても，残りの１台は待機状態で故障 

7－添1－187



警報が発報していないこと。 

なお，対処に用いる系統は，警報の確認により，対処可能な

系統を選択する。 

ｂ．操作手順 

所内電源設備が健全な場合，通常運転を維持するために下記項目

を確認する。手順の概要を第ニ－２図に示す。 

・所内電源設備の異常を示す警報が発報していないこと。 

・非常用発電機２台及び第１非常用ディーゼル発電機２台が待機

状態であり，故障警報が発報していないこと。 

・非常用発電機１台又は第１非常用ディーゼル発電機１台が点検

等により待機除外時であっても，残りの１台は待機状態で故障

警報が出ていないこと。 

ｃ．操作の成立性 

全交流電源喪失以外の状態における重大事故等の対処は，中央監

視室等にて速やかに確認する。 

重大事故等の対処時においては，中央監視室等との連絡手段を確

保する。 

夜間及び停電時においては，確実に移動ができるよう，可搬型照

明を配備する。 

(３) 燃料給油のための対応手順 

① 重大事故等の対処に用いる設備に対する補機駆動用燃料補給設備に

よる補給手順 

重大事故等の対処に用いる燃料加工建屋可搬型発電機，再処理施設

の制御建屋可搬型発電機，情報連絡用可搬型発電機及び大型移送ポン

プ車に燃料を補給するため，軽油貯槽と軽油用タンクローリを接続
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し，軽油用タンクローリの車載タンクへ軽油を補給する。また，軽油

用タンクローリから可搬型発電機，大型移送ポンプ車の近傍のドラム

缶へ燃料を補給した後，ドラム缶から燃料加工建屋可搬型発電機，情

報連絡用可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機及び大型移送ポンプ車

へ燃料を補給する。なお，可搬型発電機の初期の燃料は満タンであ

り，大型移送ポンプ車の初回の燃料補給は，当該設備の運搬時に軽油

貯槽から行う前提とする。 

可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車，運搬車，ホイールロ

ーダ及び軽油用タンクローリへの燃料の補給は，軽油貯槽から随時行

う。 

ａ．手順着手の判断基準 

〔軽油貯槽から軽油用タンクローリへの補給〕 

重大事故等において，燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可搬

型発電機，情報連絡用可搬型発電機及び大型移送ポンプ車を使用す

る場合。 

〔ドラム缶から燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，

情報連絡用可搬型発電機及び大型移送ポンプ車への補給〕 

燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，情報連絡用

可搬型発電機及び大型移送ポンプ車の運転開始前に燃料が規定油

量以上であることを確認した上で，運転を行う。運転開始後は，燃

料保有量と消費量を考慮し，定期的に燃料補給を行う。 

ｂ．操作手順 

軽油用タンクローリから燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，情報連絡用可搬型発電機及び大型移送ポンプ車への

燃料の補給手順は以下のとおり。手順の概要を第ニ－２図に，系
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統概要図を第ニ－６図に，タイムチャートを第ニ－７表に示す。 

〔軽油貯槽から軽油用タンクローリへの燃料の補給〕 

(ａ) 実施責任者は全交流電源喪失した場合，燃料加工建屋可搬型発

電機，制御建屋可搬型発電機，情報連絡用可搬型発電機，大型移

送ポンプ車を用いて重大事故等への対処を行うにあたり，軽油貯

槽から軽油用タンクローリへの軽油の補給開始を指示する。 

(ｂ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び再処理施設の建屋外対応

班の班員（以下ニ．では「建屋外対応班の班員（再処理）」とい

う。）は，補給操作に必要な資機材を準備のうえ車両保管場所へ

移動し，軽油用タンクローリの健全性を確認する。 

(ｃ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋外対応班の班員（再

処理）は，軽油貯槽の注油計量器の注油ノズルを軽油用タンクロ

ーリの車載タンクに挿入する。 

(ｄ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋外対応班の班員（再

処理）は，軽油用タンクローリ付属の各バルブ等を操作し，軽油

用タンクローリの車載タンクへの補給を開始する。 

(ｅ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋外対応班の班員（再

処理）は，車載タンクへの給油量（満タン）を目視等により確認

し，補給を停止する。 

(ｆ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋外対応班の班員（再

処理）は，軽油用タンクローリ付属の各バルブ等を操作し，補給

を完了する。 

(ｇ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋外対応班の班員（再

処理）は，実施責任者に，軽油貯槽から軽油用タンクローリへの

補給完了を報告する。 
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〔軽油用タンクローリから燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，情報連絡用可搬型発電機及び大型移送ポンプ車への

燃料の補給〕 

(ｈ) 実施責任者は，燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発

電機，情報連絡用可搬型発電機及び大型移送ポンプ車を用いて重

大事故等への対処を行うにあたり，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の

班員及び建屋外対応班の班員（再処理）に軽油用タンクローリに

よる燃料の供給開始を指示する。 

(ｉ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋外対応班の班員（再

処理）は，燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機及

び大型移送ポンプ車の近傍に準備したドラム缶付近へ軽油用タン

クローリを配備する。 

(ｊ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋外対応班の班員（再

処理）は，ドラム缶の蓋を開放し，ピストルノズルをドラム缶の

給油口に挿入する。 

(ｋ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋外対応班の班員（再

処理）は，車載ポンプを作動し，軽油用タンクローリからドラム

缶へ燃料の補給を開始する。 

(ｌ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋外対応班の班員（再

処理）は，給油量を目視で確認し，車載ポンプを停止する。 

(ｍ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員及び建屋外対応班の班員（再

処理）は，軽油用タンクローリの各バルブの操作を実施し，ドラ

ム缶の蓋を閉止する。 

(ｎ) 建屋対策班の班員（再処理），建屋外対応班の班員（再処理）

及びＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，ドラム缶の蓋を開け，
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燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，情報連絡用

可搬型発電機及び大型移送ポンプ車へ簡易ポンプ等により燃料を

補給する。 

(ｏ) 建屋対策班の班員（再処理），建屋外対応班の班員（再処理）

及びＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，附属タンクの油面計等

により，給油量（満タン）を目視で確認し，燃料の補給を終了す

る。 

(ｐ) 建屋対策班の班員（再処理），建屋外対応班の班員（再処理）

及びＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，燃料加工建屋可搬型発

電機，制御建屋可搬型発電機，情報連絡用可搬型発電機及び大型

移送ポンプ車に附属する燃料タンクの蓋及びドラム缶の蓋を閉止

し，実施責任者に補給対象設備への補給完了を報告する。 

※可搬型発電機等の７日間連続運転を継続させるために，軽油

用タンクローリの車載タンクの軽油の残量及び可搬型発電機

等の運転時の補給間隔に応じて，操作手順(ｂ)～(ｐ)を繰り

返す。 

ｃ．操作の成立性 

軽油貯槽から軽油用タンクローリへの燃料の補給を，軽油用タンク

ローリ３台使用し，１台当たり実施責任者等８人，建屋外対応班（再

処理）の班員３人の合計11人にて，軽油用タンクローリ準備，移動後

から１時間15分以内で可能である。 

軽油貯槽から軽油用タンクローリへの燃料の補給を，軽油用タンク

ローリ１台使用し，実施責任者等８人，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の

班員１人の合計９人にて，軽油用タンクローリ準備，移動後から１時

間15分以内で可能である。 
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軽油用タンクローリから可搬型発電機の近傍のドラム缶への燃料の

補給を，実施責任者等８人，建屋外対応班の班員（再処理）２人の合

計10人にて，軽油用タンクローリの準備，移動作業開始から９時間55

分以内で可能である。２回目以降の軽油用タンクローリからドラム缶

への燃料の補給は，実施責任者等８人，建屋外対応班の班員１人の合

計９人にて，９時間15分以内で可能である。 

軽油用タンクローリから燃料加工建屋可搬型発電機の近傍のドラム

缶への燃料の補給を，実施責任者等８人，ＭＯＸ燃料加工施設対策班

の班員１人の合計９人にて，軽油用タンクローリの準備，移動作業開

始から１時間50分以内で実施可能である。２回目の軽油用タンクロー

リからドラム缶への補給は，14時間20分以内で可能である。 

軽油用タンクローリから大型移送ポンプ車の近傍のドラム缶への補

給を，実施責任者等８人，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員１人の合

計９人にて，軽油用タンクローリ準備，移動後から６時間45分以内で

実施する。２回目の軽油用タンクローリからドラム缶への燃料の補給

は，実施責任者等８人，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員１人の合計

９人にて，２時間50分以内で可能である。 

ドラム缶から燃料加工建屋の可搬型発電機及び情報連絡用可搬型発

電機への燃料の補給を，実施責任者等の要員４人，建屋対策班の班員

４人の合計８人にて実施した場合，ドラム缶への補給後１時間30分以

内に燃料を補給することが可能である。 

ドラム缶から制御建屋可搬型発電機への燃料の補給を，実施責任者

等の要員８人，建屋対策班の班員４人の合計12人にて実施した場合，

ドラム缶への補給後１時間30分以内に燃料を補給することが可能であ

る。 
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重大事故等の対処時においては，中央監視室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確実に移動ができるよう，可搬型

照明を配備する。 

(４) その他の手順項目について考慮する手順 

電源設備からの電源供給を受ける閉じ込める機能の喪失に対処する

ための設備の詳細については，「イ．核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失に対処するための手順等」にて整備する。 

電源設備からの電源供給を受ける監視測定設備に必要となる設備の

詳細については，「ホ．監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

電源設備からの電源供給を受ける情報把握設備に必要となる設備 

の詳細については，「ヘ．緊急時対策所の居住性等に関する手順等」

にて整備する。 

電源設備からの電源供給を受ける通信設備に必要となる設備の詳 

細については，「ト．通信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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.
9
ｋ
Ｖ
非
常
用
主
母
線

×
×

×
×

〇
×

×
×

×
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋
の
6
.
9
ｋ
Ｖ
運
転
予
備
用
主
母

線
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
〇

×
×

×
×

×

ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋
の
6
.
9
ｋ
Ｖ
常
用
主
母
線

×
×

×
×

〇
×

×
×

×
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

第
２
ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋
の
6
.
9
ｋ
Ｖ
運
転
予
備
用

主
母
線

×
〇

×
×

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

第
２
ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋
の
6
.
9
ｋ
Ｖ
常
用
主
母
線

×
〇

×
×

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

制
御
建
屋
の
6
.
9
ｋ
Ｖ
非
常
用
母
線

×
×

×
×

〇
×

×
×

×
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

制
御
建
屋
の
6
.
9
ｋ
Ｖ
運
転
予
備
用
母
線

×
×

×
×

〇
×

×
〇

×
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
処
理
建
屋
の
6
.
9
ｋ
Ｖ
運
転
予
備
用

母
線

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
6
.
9
ｋ

Ｖ
非
常
用
母
線

×
×

×
×

〇
×

×
×

×
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
6
.
9
ｋ

Ｖ
常
用
母
線

×
×

×
×

〇
×

×
×

×
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

燃
料
加
工
建
屋
の
6
.
9
ｋ
Ｖ
非
常
用
母
線

×
〇

〇
×

〇
〇

×
〇

×
×

〇
〇

×
〇

〇
×

〇
〇

×
×

×
×

燃
料
加
工
建
屋
の
6
.
9
ｋ
Ｖ
運
転
予
備
用
母
線

×
〇

×
×

〇
×

×
〇

×
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

燃
料
加
工
建
屋
の
6
.
9
ｋ
Ｖ
常
用
母
線

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

制
御
建
屋
の
4
6
0
Ｖ
非
常
用
母
線

×
×

×
×

〇
×

×
×

×
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

制
御
建
屋
の
4
6
0
Ｖ
運
転
予
備
用
母
線

×
×

×
×

〇
×

×
〇

×
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
処
理
建
屋
の
4
6
0
Ｖ
運
転
予
備
用
母

線
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
〇

×
×

×
×

×

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
4
6
0
Ｖ

非
常
用
母
線

×
×

×
×

〇
×

×
×

×
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

燃
料
加
工
建
屋
の
4
6
0
Ｖ
非
常
用
母
線

×
〇

〇
×

〇
〇

×
〇

×
×

〇
〇

×
〇

〇
×

〇
〇

×
×

×
×

燃
料
加
工
建
屋
の
4
6
0
Ｖ
運
転
予
備
用
母
線

×
〇

×
×

×
×

×
〇

×
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

燃
料
加
工
建
屋
の
4
6
0
Ｖ
常
用
母
線

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

×
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

燃
料
加
工
建
屋
可
搬
型
発
電
機

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

〇
×

〇
×

情
報
連
絡
用
可
搬
型
発
電
機

×
×

×
×

×
×

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

〇
×

〇
×

制
御
建
屋
可
搬
型
発
電
機

×
×

×
×

×
×

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

〇
×

〇
×

可
搬
型
分
電
盤

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

〇
×

〇
×

可
搬
型
電
源
ケ
ー
ブ
ル

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

〇
×

〇
×

第
１
軽
油
貯
槽

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

〇
×

〇
×

第
２
軽
油
貯
槽

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

〇
×

〇
×

軽
油
用
タ
ン
ク
ロ
ー
リ

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
〇

×
×

〇
×

×
×

×
×

〇
×

〇
×

重
大
事
故
等
対
処
に
係
る
措
置

全
交
流
電
源
喪
失
時

に
お
け
る
対
処
設
備

全
交
流
電
源
喪
失

以
外
の
状
態
に
お

け
る
対
処
設
備

3
5
条

通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備

自
主
対
策
設
備

全
交
流
電
源
喪
失

時
に
お
け
る
対
処

設
備

全
交
流
電
源
喪
失

時
に
お
け
る
対
処

設
備

3
2
条

電
源
設
備

全
交
流
電
源
喪
失

以
外
の
状
態
に
お

け
る
対
処
設
備

自
主
対
策
設
備

高
圧
母
線

設
備

受
電
開
閉
設

備

低
圧
母
線

代
替
電
源
設

備

補
機
駆
動
用

燃
料
補
給
設

備

機
器
グ
ル
ー
プ

設
備
名
称

自
主
対
策
設
備

重
大
事
故
等
対
処

設
備

重
大
事
故
等
対
処

設
備

全
交
流
電
源
喪
失

以
外
の
状
態
に
お

け
る
対
処
設
備

全
交
流
電
源
喪
失

時
に
お
け
る
対
処

設
備

全
交
流
電
源
喪
失

以
外
の
状
態
に
お

け
る
対
処
設
備

構
成
す
る
機
器

第
ニ
－
１
表
　
各
条
文
に
お
け
る
電
源
設
備
整
理
表

電
源
設
備

緊
急
時
対
策
所

3
3
条

監
視
測
定
設
備

2
9
条

閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
に

対
処
す
る
た
め
の
設
備

3
4
条

補
機
駆
動
用
燃
料
補
給
設
備
に
よ
る

給
油

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
よ
る
給
電

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
よ

る
給
電

全
交
流
電
源
喪
失

以
外
の
状
態
に
お

け
る
対
処
設
備

全
交
流
電
源
喪
失

以
外
の
状
態
に
お

け
る
対
処
設
備

全
交
流
電
源
喪
失

時
に
お
け
る
対
処

設
備

全
交
流
電
源
喪
失

時
に
お
け
る
対
処

設
備
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第ニ－２表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する対応手順，対処設備，手順書一覧 (１／３ )  

分

類

機能喪失 を

想定する 設

計基準事 故

対処設備  

対

応

手

順

対処設備 手順書

全

交

流

電

源

喪

失

時

に

お

け

る

重

大

事

故

等

の

対

処

非 常 用 所 内

電 源 設 備 の

非 常 用 発 電

機  

可

搬

型

重

大

事
故

等

対

処

設

備

に

よ

る

給

電

・燃料加 工建屋可 搬型発電 機

・制御建 屋可搬型 発電機（ 再処理施 設と共

用）

・情報連 絡用可搬 型発電機

・可搬型 分電盤

・可搬型 電源ケー ブル

・第 1 軽油貯槽

・第２軽 油貯槽

・軽油用 タンクロ ーリ

重

大

事

故

等

対

処

設

備

重 大 事

故 等 発

生 時 対

応 手 順

書 等 に

て 整 備

する

7－添1－196



第ニ－２表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する対応手順，対処設備，手順書一覧 (２／３ )  

分

類

機能喪失

を想定す

る設計基

準事故対

処設備

対

応

手

順

対処設備 手順書

全
交

流

電

源

喪

失

以

外

の

状

態

に

お
け

る

重

大

事
故

等

の

対

処

－ 常

設

重

大

事
故

等

対

処

設

備

か

ら

の

給

電

・受電開 閉設備

・受電変 圧器

・非常用 電源建屋 の 6.9ｋ Ｖ非常用

主母線

・ユーテ ィリティ 建屋の 6.9ｋＶ常

用主母線

・ユーテ ィリティ 建屋の 6.9ｋＶ運

転予備用 主母線

・第２ユ ーティリ ティ建屋 の 6.9ｋ

Ｖ運転予 備用主母 線

・第２ユ ーティリ ティ建屋 の 6.9ｋ

Ｖ常用主 母線

・制御建 屋の 6.9ｋＶ非常 用母線

・制御建 屋の制御 建屋の 6.9ｋＶ運

転予備用 母線

・使用済 燃料の受 入れ施設 及び貯蔵

施設の 6.9ｋＶ非常 用母線

・使用済 燃料の受 入れ施設 及び貯蔵

施設の 6.9ｋＶ常用 母線

・低レベ ル廃棄物 処理建屋 の 6.9ｋ

Ｖ運転予 備用母線

・ＭＯＸ 燃料加工 施設の 6.9ｋＶ非

常用母線

・ＭＯＸ 燃料加工 施設の 6.9ｋＶ運

転予備用 母線

・ＭＯＸ 燃料加工 施設の 6.9ｋＶ常

用母線

・制御建 屋の 460Ｖ非常用 母線

・制御建 屋の 460Ｖ運転予 備用母線

・使用済 燃料の受 入れ施設 及び貯蔵

施設の 460Ｖ非常用 母線

・低レベ ル廃棄物 処理建屋 の 460Ｖ

運転予備 用母線

・ＭＯＸ 燃料加工 施設の 460Ｖ非常

用母線

・ＭＯＸ 燃料加工 施設の 460Ｖ運転

予備用母 線

・ＭＯＸ 燃料加工 施設の 460Ｖ常用

母線

常

設

重

大

事
故

等

対

処

設

備

（

設

計

基

準

対

象

の

施

設
と

一

部

兼

用

）

重大事故

等発生時

対応手順

書等にて

整備する
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第ニ－２表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する対応手順，対処設備，手順書一覧 (３／３ ) 

分

類

機能喪失

を想定す

る設計基

準事故対

処設備

対

応

手

順

対処設備 手順書

自

主

対

策

設

備

に

よ

る

対

処

非 常 用 所

内 電 源 設

備 の 非 常

用発電機

電

源

車

に

よ

る

非

常

用

所

内
電

源

設

備

へ

の

給

電

・電源車

・可搬型 電源ケー ブル（電 源車用）

・ＭＯＸ 燃料加工 施設の 6.9ｋＶ非

常用母線

・ＭＯＸ 燃料加工 施設の 460Ｖ非常

用母線

・非常用 発電機の 燃料タン ク

－－
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着
手

の
判

断
基

準
実

施
判

断
の

判
断

基
準

そ
の

他
の

判
断

基
準

　
（

系
統

選
択

の
判

断
）

可
搬

型
発

電
機

に
よ

る
電

源
の

確
保

以
下

①
～

③
に

よ
り

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
し

た
場

合
①

外
部

電
源

喪
失

②
非

常
用

発
電

機
の

全
台

故
障

③
電

気
設

備
の

損
傷

以
下

を
確

認
後

，
直

ち
に

実
施

す
る

。
①

燃
料

油
　

既
定

量
以

上
②

可
搬

型
発

電
機

電
圧

　
正

常
③

異
音

，
異

臭
，

破
損

等
の

異
常

な
し

－

火
山

の
影

響
に

よ
る

降
灰

に
対

す
る

電
源

の
確

保
火

山
の

降
灰

予
報

（
「

や
や

多
量

」
以

上
）

を
確

認
し

た
場

合
確

認
後

，
直

ち
に

実
施

す
る

。
－

火
山

の
影

響
に

よ
る

降
灰

に
対

す
る

除
灰

可
搬

型
発

電
機

の
運

転
開

始
後

，
1
時

間
3
0
分

以
内

に
巡

視
し

，
火

山
の

影
響

に
よ

る
降

灰
を

確
認

し
た

場
合

確
認

後
，

直
ち

に
実

施
す

る
。

－

全
交

流
電

源
喪

失
以

外
の

状
態

に
お

い
て

重
大

事
故

等
の

対
処

に
必

要
な

電
源

の
確

保

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

よ
る

電
力

の
確

保

以
下

①
～

③
に

よ
り

電
源

設
備

が
健

全
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

た
場

合
①

非
常

用
所

内
電

源
設

備
の

電
圧

が
正

常
で

あ
る

こ
と

②
非

常
用

発
電

機
及

び
第

1
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

が
待

機
状

態
（

健
全

）
で

あ
る

こ
と

③
非

常
用

発
電

機
１

台
又

は
第

1
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

が
点

検
等

に
よ

り
待

機
除

外
時

で
あ

っ
て

も
，

　
　

他
の

非
常

用
発

電
機

１
台

が
待

機
状

態
で

故
障

警
報

が
発

報
し

て
い

な
い

こ
と

①
～

③
に

つ
い

て
電

気
設

備
の

健
全

性
を

確
認

後
，

直
ち

に
実

施
す

る
。

①
6
.
9
ｋ

V
非

常
用

母
線

　
正

常
②

非
常

用
発

電
機

関
連

の
故

障
警

報
発

報
無

し
③

非
常

用
発

電
機

が
点

検
等

に
よ

り
待

機
除

外
時

で
あ

っ
て

も
，

他
の

非
常

用
発

電
機

１
台

は
待

機
状

態
で

故
障

警
報

が
発

報
無

し

系
統

の
警

報
を

確
認

し
，

対
処

可
能

な
系

統
を

選
択

す
る

。

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
注

油
重

大
事

故
等

の
対

処
の

た
め

可
搬

型
発

電
機

を
使

用
す

る
場

合
準

備
完

了
後

，
直

ち
に

実
施

す
る

。
－

可
搬

型
発

電
機

へ
の

給
油

可
搬

型
発

電
機

の
運

転
開

始
後

，
燃

料
が

減
少

し
て

い
た

場
合

以
下

を
目

視
確

認
後

，
直

ち
に

実
施

す
る

。
①

燃
料

既
定

量
以

下
－

第
ニ

－
３

表
　

各
対

策
で

の
判

断
基

準

全
交

流
電

源
喪

失
時

に
お

い
て

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

電
源

の
確

保 重
大

事
故

等
の

対
処

の
た

め
に

必
要

な
燃

料
の

給
油

手
順
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実
施
責
任
者

１
人

―

d

6 8
計
器
監
視

燃
料
の
補
給

計
器
監
視
，
可
搬
型
発
電
機

へ
の
給
油

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
対
策
班

（
Ｍ
Ｏ
Ｘ
１
班
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
７
班
）

４
人

－

運
転
開
始
後
に
,
近
傍
に
設

置
し
た
ド
ラ
ム
缶
の
燃
料
が

枯
渇
す
る
ま
で
に
燃
料
補
給

を
実
施
す
る
。

情
報
連
絡
用
可
搬
型

発
電
機
に

よ
る
可
搬
型
重
大
事

故
等
対
処
設
備
へ
の

給
電
準
備

情
報
連
絡
用
可
搬
型
発
電
機

の
設
置

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
対
策
班

（
Ｍ
Ｏ
Ｘ
２
班
）

２
人

0
:
3
0

0
:
3
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

対
策

作
業
番
号

作
業

所
要
時
間

（
時
：
分
）

7
:
0
0

8
:
0
0

9
:
0
0

1
0
:
0
0

備
考

1
:
0
0

経
過
時
間
（
時
間
）

各
１
人

―

第
ニ
－
４
表
　
可
搬
型
発
電
機
に
よ
る
給
電
の
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

1

要
員
数

――

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
対
策
班
長
，

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
情
報
管
理
班

長
，

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
現
場
管
理
者

2

制
御
建
屋
可
搬
型
発
電
機
起

動
準
備

制
御
室
４
班
，
制
御
室
２
班

４
人

1
1

可
搬
型
発
電
機
に
よ

る
制
御
建
屋
へ
の
給

電
準
備

3

燃
料
加
工
建
屋
可
搬

型
発
電
機
に

よ
る
可
搬
型
重
大
事

故
等
対
処
設
備
へ
の

給
電
準
備

可
搬
型
電
源
ケ
ー
ブ
ル
敷

設
・
接
続

４
人

5

情
報
連
絡
用
可
搬
型

発
電
機
に

よ
る
可
搬
型
重
大
事

故
等
対
処
設
備
へ
の

給
電
準
備

情
報
連
絡
用
可
搬
型
発
電
機

の
運
搬

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
対
策
班

（
Ｍ
Ｏ
Ｘ
２
班
）

２
人

2
:
5
0

運
転
開
始
後
に
,
近
傍
に
設
置
し

た
ド
ラ
ム
缶
の
燃
料
が
枯
渇
す

る
ま
で
に
燃
料
補
給
を
実
施
す

る
。

9
－

実
施
責
任
者
，
建
屋
対
策
班
長

各
１
人

－

２
人

制
御
室
２
班

制
御
建
屋
可
搬
型
発
電
機
起

動

可
搬
型
発
電
機
に
よ

る
制
御
建
屋
へ
の
給

電
1
2

0
:
1
0

燃
料
加
工
建
屋
可
搬
型
発
電

機
起
動

２
人

0
:
3
0

1
0

－
要
員
管
理
班
，
情
報
管
理
班

各
３
人

－

制
御
建
屋
可
搬

型
発
電
機
に
よ

る
給
電

燃
料
加
工
建
屋

可
搬
型
発
電

機
，
情
報
連
絡

用
可
搬
型

発
電
機
に
よ
る

給
電

7

情
報
連
絡
用
可
搬
型

発
電
機
に

よ
る
可
搬
型
重
大
事

故
等
対
処
設
備
へ
の

給
電

情
報
連
絡
用
可
搬
型
発
電
機

起
動

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
対
策
班

（
Ｍ
Ｏ
Ｘ
２
班
）

２
人

0
:
3
0

運
転
開
始
後
に
,
燃
料
加
工

建
屋
可
搬
型
発
電
機
近
傍
に

設
置
し
た
ド
ラ
ム
缶
の
燃
料

が
枯
渇
す
る
ま
で
に
燃
料
補

給
を
実
施
す
る
。

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
対
策
班

（
Ｍ
Ｏ
Ｘ
１
班
，
２
班
）

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
対
策
班

（
Ｍ
Ｏ
Ｘ
１
班
）

4

燃
料
加
工
建
屋
可
搬

型
発
電
機
に

よ
る
可
搬
型
重
大
事

故
等
対
処
設
備
へ
の

給
電

1
3

計
器
監
視

燃
料
の
補
給

計
器
監
視
，
可
搬
型
発
電
機

へ
の
燃
料
の
補
給

制
御
室
４
班
，
制
御
室
５
班

４
人

－

▽
作
業
着
手
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第ニ－５表 重大事故等対処に係る監視一覧

手順書

重大事故 等の対

応に必要 となる

監視項目  

監視一覧

可搬型発 電機によ る給電

重大事故 等発生時 対

応手順書 等  

判

断

基

準

外 部 電 源 が 喪 失 し ， 非 常 用 所 内 電 源 設 備 の 非

常 用 発 電 機 ２ 台 が 同 時 に 自 動 起 動 せ ず ， 燃 料 加

工建屋に おいて電 源供給が 確認でき ない場合  

操

作

可搬型発 電機

による電 源供

給先  

可搬型分 電盤  

可搬型電 源ケーブ ル

給

電

中

の

監

視

可搬型発 電機 可搬型発 電機電圧

燃料油の 残量  
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第ニ－６表 重大事故等対処設備を活用する手順等の判断基準として

用いる補助パラメータ 

〔重大事故等対処設備〕 

事象分類 設備 補助パラメータ 

全交流動力電

源喪失 

燃料加工建屋可搬型発電機 
電圧計 

燃料油計 

情報連絡用可搬型発電機 
電圧計 

燃料油計 

制御建屋可搬型発電機（再処理施設

と共用） 

電圧計 

燃料油計 

燃料加工建屋の非常用所内電源設備 6.9ｋＶ非常用母線電圧 

第１軽油貯槽（再処理施設と共用） 燃料油液位計 

第２軽油貯槽（再処理施設と共用） 燃料油液位計 

軽油用タンクローリ（再処理施設と

共用） 
燃料油液位計 
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１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

9
:
3
0

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

タ
ン

ク
へ

の
燃

料
補

給
及

び
軽

油
用

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

の
移

動
燃

料
給

油
班

①

―

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
の

運
搬

建
屋

外
2
班

建
屋

外
3
班

第
ニ

－
７

表
　

軽
油

貯
槽

か
ら

の
燃

料
の

移
送

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
１

／
２

）

▽
事

象
発

生

1
4
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

1
8
:
0
0

8
:
0
0

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
準

備
・

移
動

燃
料

給
油

班
①

１
0
:
3
0

9
:
3
0

第
１

軽
油

貯
槽

及
び

第
２

軽
油

貯
槽

か
ら

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

用
容

器
（

ド
ラ

ム
缶

等
）

へ
の

燃
料

の
補

給
及

び
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
用

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
の

運
搬

(
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

用
1
台

，
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
1
台

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

用
1
台

並
び

に
前

処
理

建
屋

用
1
台

)

建
屋

外
1
班

１
―

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
か

ら
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
へ

の
燃

料
の

補
給

(
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

用
1
台

，
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
1
台

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

用
1
台

並
び

に
前

処
理

建
屋

用
1
台

)

建
屋

外
1
班

１
―

－
実

施
責

任
者

，
建

屋
外

対
応

班
長

各
１
人

－

初
回
の
燃
料
補
給
は
中
型
移
送
ポ
ン
プ
の

運
搬
時
に
行
う
。

初
回
の
燃
料
補
給
は
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車

の
運
搬
時
に
行
う
。

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
か

ら
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
へ

の
燃

料
の

補
給

(
第

１
貯

水
槽

取
水

用
３

台
並

び
に

建
物

放
水

用
２

台
)

建
屋

外
1
班

２
―

設
備
の
使
用
開
始
後
，
容
器
（
ド
ラ
ム
缶

等
）
か
ら
燃
料
を
補
給
す
る
。

設
備
の
使
用
開
始
後
は
，
1
時
間
に
1
0
分
の

間
隔
で
ド
ラ
ム
缶
か
ら
の
給
油
を
実
施
す

る
。

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か

ら
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
用

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

移
動

(
第

１
貯

水
槽

取
水

用
３

台
並

び
に

建
物

放
水

用
２

台
)

燃
料

給
油

班
①

１
――

１

1
8

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
か

ら
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
へ

の
燃

料
の

補
給

(
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

排
水

用
１

台
，

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
用

１
台

並
び

に
前

処
理

建
屋

排
水

用
１

台
)

建
屋

外
2
班

，
建

屋
外

3
班

４
―

建
屋

外
2
班

２
―

燃
料
補

給

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
の

運
搬

建
屋

外
2
班

建
屋

外
3
班

４

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か

ら
可

搬
型

発
電

機
用

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

移
動

（
排

気
監

視
測

定
設

備
用

１
台

，
気

象
監

視
測

定
設

備
用

１
台

，
緊

急
時

対
策

建
屋

用
１

台
，

環
境

監
視

測
定

設
備

用
９

台
及

び
情

報
把

握
計

装
設

備
可

搬
型

発
電

機
２

台
）

燃
料

給
油

班
②

１
2
:
1
0

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

タ
ン

ク
へ

の
燃

料
補

給
及

び
軽

油
用

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

の
移

動

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か

ら
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
用

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

移
動

(
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

排
水

用
１

台
，

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
用

１
台

並
び

に
前

処
理

建
屋

排
水

用
１

台
)

燃
料

給
油

班
②

１
1
:
0
0

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
か

ら
可

搬
型

発
電

機
へ

の
燃

料
の

補
給

（
排

気
監

視
測

定
設

備
用

１
台

，
気

象
監

視
測

定
設

備
用

１
台

，
緊

急
時

対
策

建
屋

用
1
台

，
環

境
監

視
測

定
設

備
用
９

台
及

び
情

報
把

握
計

装
設

備
可

搬
型

発
電

機
２

台
）

―
各

対
処

要
員

初
回
の
燃
料
補
給
は
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車

の
運
搬
時
に
行
う
。

初
回
の
燃
料
補
給
の
み
。

定
期
的
な
燃
料
補
給
は
，
他
の
軽
油
用
タ

ン
ク
ロ
ー
リ
で
実
施
。

初
回
の
燃
料
補
給
の
み
。

定
期
的
な
燃
料
補
給
は
，
他
の
軽
油
用
タ

ン
ク
ロ
ー
リ
で
実
施
。

設
備
の
使
用
開
始
後
，
容
器
（
ド
ラ
ム
缶

等
）
か
ら
燃
料
を
補
給
す
る
。

設
備
の
使
用
開
始
後
は
，
1
時
間
に
1
0
分
の

間
隔
で
ド
ラ
ム
缶
か
ら
の
給
油
を
実
施
す

る
。

燃
料

給
油

班
②

１

－
要

員
管

理
班

，
情

報
管

理
班

各
３
人

－

軽
油
貯

槽
か
ら

の
燃
料

の
移
送

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
か

ら
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
へ

の
燃

料
の

補
給

（
第

１
貯

水
槽

取
水

用
1
台

，
建

物
放

水
用

１
台

及
び

敷
地

外
水

源
か
ら

貯
水

槽
へ

の
水

補
給

用
２

台
）

―

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
準

備
・

移
動

燃
料

給
油

班
②

１
0
:
3
0

燃
料

給
油

班
②

１
―

対
策

作
業

番
号

作
業

要
員

数
所

要
時

間
（

時
：

分
）

経
過

時
間

（
時

間
）

備
考

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

1
2
:
0
0

1
3
:
0
0

9
:
0
0

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か

ら
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
用

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

移
動

（
第

１
貯

水
槽

取
水

用
１

台
，

建
物

放
水

用
１

台
及

び
敷

地
外

水
源

か
ら

貯
水

槽
へ

の
水

補
給

用
２

台
）

４

※
軽
油
タ
ン
ク

ロ
ー
リ
に
て
，
軽
油
を
要
す
る
設
備
用
の
容
器
（
ド

ラ
ム
缶
等
）
へ
燃
料
を
補
給
す
る
。
補
給
完
了
後
は
，
設
備
設
置

場
所
を
巡
回
し
，
燃
料
の
補
給
を
継
続
す
る
。

※
建
屋
外
対
応
班
員
が
機
器
の
監
視
を
行
い
な

が
ら
，
燃
料
の
補
給
を
継
続
す
る
。

7－添1－203



0
:
1
0

軽
油
貯

槽
か
ら

の
燃
料

の
移
送

3
1

燃
料

補
給

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

準
備

・
移

動

3
2

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

タ
ン

ク
へ

の
燃

料
補

給
及

び
軽

油
用

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

の
移

動

軽
油
貯

槽
か
ら

の
燃
料

の
移
送

3
4

燃
料
補

給

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
の

運
搬

3
5

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
の

運
搬

3
6

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
準

備
・

移
動

3
7

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

タ
ン

ク
へ

の
燃

料
補

給
及

び
軽

油
用

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

の
移

動

3
8

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か

ら
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
用

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

移
動

(
第

１
貯

水
槽

取
水

用
２

台
並

び
に

建
物

放
水

用
２

台
)

1
人

初
回
の
燃
料
補
給
は
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車

の
運
搬
時
に
行
う
。

建
屋

外
F
班

2
人

1
:
3
0

建
屋

外
A
班

建
屋

外
B
班

4
人

4
:
3
0

M
O
X
燃

料
加

工
施

設
対

策
班

（
Ｍ

Ｏ
Ｘ

８
班

）
1
人

0
:
3
0

M
O
X
燃

料
加

工
施

設
対

策
班

（
Ｍ

Ｏ
Ｘ

８
班

）
1
人

―

M
O
X
燃

料
加

工
施

設
対

策
班

（
Ｍ

Ｏ
Ｘ

８
班

）
1
人

―

設
備
の
使
用
開
始
後
，
容
器
（
ド
ラ
ム
缶

等
）
か
ら
燃
料
を
補
給
す
る
。

M
O
X
燃

料
加

工
施

設
対

策
班

（
Ｍ

Ｏ
Ｘ

８
班

）
1
人

0
:
3
0

M
O
X
燃

料
加

工
施

設
対

策
班

（
Ｍ

Ｏ
Ｘ

８
班

）
1
人

1
:
1
0

M
O
X
燃

料
加

工
施

設
対

策
班

（
Ｍ

Ｏ
Ｘ

８
班

）
3
3

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か

ら
可

搬
型

発
電

機
用

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

移
動

（
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

建
屋

）

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

1
2
:
0
0

1
3
:
0
0

1
4
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

第
ニ

－
７

表
　

軽
油

貯
槽

か
ら

の
燃

料
の

移
送

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
２

／
２

）

▽
事

象
発

生

1
8
:
0
0

対
策

作
業

要
員

数
所

要
時

間
（

時
：

分
）

経
過

時
間

（
時

間
）

備
考

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

9
:
0
0

作
業

番
号

軽
油
貯

槽
か
ら

の
燃
料

の
移
送

燃
料
補

給

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

タ
ン

ク
へ

の
燃

料
補

給
及

び
軽

油
用

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

の
移

動
燃

料
給

油
班

③
１

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
か

ら
可

搬
型

空
気

圧
縮

機
へ

の
燃

料
の

補
給

（
分

離
建

屋
用

１
台

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

用
１

台
並

び
に

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
１

台
）

―
各

対
処

要
員

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
か

ら
可

搬
型

発
電

機
へ

の
燃

料
の

補
給

（
使

用
済

燃
料

の
受

け
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

用
1

台
及

び
環

境
監

視
測

定
設

備
用

3
台

）

―
各

対
処

要
員

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か

ら
可

搬
型

発
電

機
用

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

移
動

（
使

用
済

燃
料

の
受

け
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

用
1

台
及

び
環

境
監

視
測

定
設

備
用

3
台

）

2
4

2
5

2
6

2
7

1
9

2
0

2
1

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か

ら
可

搬
型

空
気

圧
縮

機
用

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

移
動

（
分

離
建

屋
用

１
台

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

用
１

台
並

び
に

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
１

台
）

燃
料

給
油

班
③

１
0
:
3
0

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
か

ら
可

搬
型

発
電

機
へ

の
燃

料
の

補
給

（
前

処
理

建
屋

用
１

台
，

分
離

建
屋

用
１

台
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
１

台
，

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
用

１
台

，
排

気
監

視
測

定
設
備

用
１

台
，

環
境

監
視

測
定

設
備

用
１

台
及

び
制

御
建

屋
用

１
台

）

―
各

対
処

要
員

―
設
備
の
使
用
開
始
後
，
容
器
（
ド
ラ
ム
缶

等
）
か
ら
燃
料
を
補
給
す
る
。

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か

ら
可

搬
型

発
電

機
用

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

移
動

（
前

処
理

建
屋

用
１

台
，

分
離

建
屋

用
１

台
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
１

台
，

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
用

１
台

，
排

気
監

視
測

定
設

備
用

１
台

，
環

境
監

視
測

定
設

備
用

１
台

及
び

制
御

建
屋

用
１

台
）

燃
料

給
油

班
③

１
1
:
1
0

排
気
監
視
測
定
設
備
用
１
台
，
環
境
監
視

測
定
設
備
用
１
台
は
，
２
回
目
以
降
の
燃

料
補
給
は
，
本
項
の
給
油
サ
イ
ク
ル
で
実

施
す
る
。

排
気
監
視
測
定
設
備
用
１
台
，
環
境
監
視

測
定
設
備
用
１
台
の
初
回
の
燃
料
補
給

は
，
他
の
軽
油
用
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
で
実

施
。

――

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
か

ら
可

搬
型

発
電

機
へ

の
燃

料
の

補
給

（
気

象
監

視
測

定
設

備
用

1
台

，
環

境
監

視
測

定
設

備
用

5
台

，
緊

急
時

対
策

所
用

1
台

及
び

情
報

把
握

計
装

設
備

可
搬
型

発
電

機
2
台

）

―
各

対
処

要
員

―

2
8

設
備
の
使
用
開
始
後
，
容
器
（
ド
ラ
ム
缶

等
）
か
ら
燃
料
を
補
給
す
る
。

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か

ら
可

搬
型

発
電

機
用

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

移
動

（
気

象
監

視
測

定
設

備
用

1
台

，
環

境
監

視
測

定
設

備
用

5
台

，
緊

急
時

対
策

所
用

1
台

及
び

情
報

把
握

計
装

設
備

可
搬

型
発

電
機

2
台

）

燃
料

給
油

班
③

１
1
:
1
5

2
回
目
以
降
の
燃
料
補
給
。

初
回
の
燃
料
補
給
は
，
他
の
軽
油
用
タ
ン

ク
ロ
ー
リ
で
実
施
。

―
設
備
の
使
用
開
始
後
，
容
器
（
ド
ラ
ム
缶

等
）
か
ら
燃
料
を
補
給
す
る
。

設
備
の
使
用
開
始
後
，
容
器
（
ド
ラ
ム
缶

等
）
か
ら
燃
料
を
補
給
す
る
。

2
9

3
0

1
:
0
5

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
か

ら
可

搬
型

空
気

圧
縮

機
へ

の
燃

料
の

補
給

（
前

処
理

建
屋

用
1
台

及
び

可
搬

型
計

測
ユ

ニ
ッ

ト
用

空
気

圧
縮

機
用

1
台

）

―
各

対
処

要
員

―

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

準
備

・
移

動
燃

料
給

油
班

③
１

0
:
3
0

2
2

設
備
の
使
用
開
始
後
，
容
器
（
ド
ラ
ム
缶

等
）
か
ら
燃
料
を
補
給
す
る
。

2
3

燃
料

給
油

班
③

１

環
境
監
視
測
定
設
備
用
３
台
は
，
２
回
目

以
降
の
燃
料
補
給
，
本
項
の
給
油
サ
イ
ク

ル
で
実
施
す
る
。

環
境
監
視
測
定
設
備
用
３
台
の
初
回
の
燃

料
補
給
は
，
他
の
軽
油
用
タ
ン
ク
ロ
ー
リ

で
実
施
。

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か

ら
可

搬
型

空
気

圧
縮

機
用

容
器

（
ド

ラ
ム

缶
等

）
へ

の
燃

料
の

補
給

及
び

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

移
動

（
前

処
理

建
屋

用
1
台
及

び
可

搬
型

計
測

ユ
ニ

ッ
ト

用
空

気
圧

縮
機

用
1
台

）

燃
料

給
油

班
③

１
0
:
2
5

※
軽
油
タ
ン
ク

ロ
ー
リ
に
て
，
軽
油
を
要
す
る
設
備
用
の
容
器
（
ド

ラ
ム
缶
等
）
へ
燃
料
を
補
給
す
る
。
補
給
完
了
後
は
，
設
備
設
置

場
所
を
巡
回
し
，
燃
料
の
補
給
を
継
続
す
る
。

※
建
屋
外
対
応
班
員
が
機
器
の
監
視
を
行
い
な

が
ら
，
燃
料
の
補
給
を
継
続
す
る
。
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全
交

流
電

源
の

喪
失

外
部

電
源

喪
失

非
常
用

発
電
機

※
１

動
的
機
器
の

多
重
故

障
※

２
地

震

※
１

※
２

凡
例

Ｏ
Ｒ

Ａ
Ｎ
Ｄ

重
大
事
故

等
に
対
処

す
る
た

め
に
必

要
な

電
源

の
確

保
①
可
搬

型
発
電
機

を
用
い

た
電
源

の
確

保
②
全
交

流
電
源
喪

失
以
外

の
状
態

に
お

い
て

重
大

事
故
等
の

対
処
に

必
要
な

電
源

の
確

保

第
ニ

－
１

図
全

交
流

電
源

喪
失

の
フ
ォ
ー

ル
ト
ツ
リ
ー

分
析

※
２

外
部

電
源

①

非
常
用
発

電
機

起
動
不
能

非
常

用
電

力
供

給
設

備

非
常

用
電

力
供

給
設

備
の

損
傷

※
１

※
２

非
常
用
所

内
電
源
設

備
の

機
能
喪

失

②
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第
ニ

－
２

図
電

源
給

電
確

保
の

手
順

の
概

要

可
搬
型
発
電
機
の
起
動

及
び
健
全
性
確
認機

能
維
持
し
て
い
る

機
能

喪
失
し

て
い
る
※

１

可
搬
型
発
電
機
に
よ
る

電
源
の
確
保
※
４

凡
例

：
操
作
・
確
認

：
判
断

：
監
視

※
４ 火

山
の
影

響
に
よ
り

，
降

灰
予

報
（
「
や

や
多

量
」

以
上
）
が

確
認

さ
れ

た
場
合
は

，
屋

内
に

可
搬
型
発

電
機

の
運

搬
可

搬
型
発

電
機
の
運

転
開

始
後

，
火
山
に

よ
る

降
灰

を
確
認
し

た
場

合
は
，

除
灰
作
業

の
対

応

第
１

軽
油
貯

槽
，
第
２

軽
油

貯
槽

及
び

軽
油

用
タ
ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
補

給

ド
ラ

ム
缶
か

ら
可
搬
型

発
電

機
へ

の
補

給

軽
油

用
タ
ン

ク
ロ
ー
リ

か
ら

ド
ラ

ム
缶
へ

の
補
給

資
機
材
の
準
備

可
搬
型
発
電
機
の
準
備
※
２
，
健

全
性
確
認

可
搬
型
電
源
ケ
ー
ブ
ル
等
の

敷
設
，
接
続

※
３ 異

臭
，
発

煙
，
破
損

，
保

護
装

置
の
動
作

等
の

異
常

有
無

第
１

軽
油
貯

槽
及
び
第

２
軽

油
貯

槽
か

ら
軽

油
用
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
へ

の
補

給
に

お
け

る
資
機

材
の
準
備

軽
油

用
タ
ン

ク
ロ
ー
リ

の
健

全
性

確
認

軽
油

用
タ
ン

ク
ロ
ー
リ

か
ら

可
搬

型
発

電
機

へ
の
補
給

の
準

備

可
搬
型
発
電
機
に
よ
る

対
応
手
順
へ
移
行

燃
料

補
給
の

た
め
の

対
応

手
順
へ

移
行

重
大
事
故
対
処
用
母
線
，
個
別
対

策
設
備
及
び
可
搬
型
発
電
機
の
設

備
点
検
※
３

，
燃
料
油
の
確
認

重
大

事
故
等
対
処
の
着
手

所
内

電
源
設

備
が
機
能
維
持
し
て
い
る
か

常
設
重
大
事
故
等
対
処

設
備

に
よ
る
給
電

※
１ 設

備
の
状

況
を
確
認

し
，

以
下

の
状
況
を

満
足

し
な

い
場
合

・
非

常
用
所

内
電
源
設

備
及

び
常

用
所
内
電

源
設

備
の

異
常
を
示

す
警

報
が
発

報
し
て
い

な
い

こ
と

。
・

非
常

用
発

電
機
２
台

及
び

第
１

非
常
用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電
機
２

台
が

待
機
状

態
で
あ
り

，
故

障
警

報
が
発
報

し
て

い
な

い
こ
と
。

・
非

常
用
発

電
機
１
台

又
は

第
１

非
常
用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電
機
１

台
が

点
検
等

に
よ
り
待

機
除

外
時

で
あ
っ
て

も
，

残
り

の
１
台
は

待
機

状
態
で

故
障
警
報

が
発

報
し

て
い
な
い

こ
と

。

※
２ 情

報
連
絡

用
可
搬
型

発
電

機
の

運
搬
を
含

む
。
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第
ニ

－
３

図
 

系
統

図
（

燃
料

加
工

建
屋

可
搬
型
発
電

機
）

2
0
0Ｖ

 

 Ｇ
 

可
搬

型
分

電
盤

 

可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備

可
搬

型
分

電
盤

 

1
00
Ｖ

 

凡
例

：
可
搬
型
電
源
ケ
ー
ブ
ル

：
電
源
ケ
ー
ブ
ル

：
そ
の
他
の
設
備

：
接
続
口

燃
料
加
工
建
屋
可
搬
型
発
電
機

 

可 搬 型 排 風 機 付 フ ィ ル タ ユ ニ ッ ト

燃 料 加 工 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置

燃
料

加
工
建

屋
 

可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ 用

デ ー タ 伝 送 装 置

（
建

屋
境
界

）
 

衛 星 携 帯 電 話 （ 屋 内 用 ）

ト ラ ン シ ー バ （ 屋 内 用 ）
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第
ニ

－
４

図
 

系
統

図
（

情
報

連
絡

用
可

搬
型
発
電
機

）

 Ｇ
 

1
00
Ｖ

 衛 星 携 帯 電 話 （ 屋 内 用 ）

情
報
連
絡
用

可
搬
型
発
電
機
Ａ

 

凡
例

：
電
源
ケ
ー
ブ
ル

：
そ
の
他
の
設
備

：
接
続
口

制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 表 示 装 置

（ 燃 料 加 工 建 屋 ）

制
御

建
屋

 

（
建

屋
境
界

）
 

 Ｇ
 

1
00
Ｖ

 ト ラ ン シ ー バ （ 屋 内 用 ）

制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置

（ 燃 料 加 工 建 屋 ）

情
報
連
絡
用

可
搬
型
発
電
機
Ｂ
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第
ニ

－
５

図
 

系
統

図
（

制
御

建
屋

可
搬

型
発
電
機
）

 

2
00
Ｖ

 

制
御

建
屋

 

代 替 通 信 連 絡 設 備

1
00
Ｖ

 

制
御
建
屋
可
搬
型
発
電
機

 

Ｇ
 

制 御 建 屋 情 報 把 握 設 備

1
00
Ｖ

 

代 替 制 御 建 屋

中 央 制 御 室 換 気 設 備

代 替 制 御 建 屋

中 央 制 御 室 換 気 設 備

可
搬

型
分

電
盤

 

凡
例

：
接
続
口

：
電
源
ケ
ー
ブ
ル

：
そ
の
他
の
設
備

（
建

屋
境
界

）
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6.
9k
Ｖ
非
常
用
母
線
Ｂ
 

第
ニ
－
６
図
 
電
源
車
に
よ
る
燃
料
加
工
建
屋
の

6.
9k
Ｖ
非
常
用
母
線
へ
の
給
電
の
系
統
図
 

一
般
負
荷
 

一
般
負
荷
 

Ｇ
 

非
常
用
 

発
電
機

Ｇ
 

非
常
用
 

発
電
機

46
0Ｖ

非
常
用
母
線
Ａ
 
※
１
 

6.
9k
Ｖ
非
常
用
母
線
Ａ
 

46
0Ｖ

非
常
用
母
線
Ｂ
 
※
１
 

動
力
用
 

変
圧
器

凡
例
 

遮
断
器
 

グ ロ ー ブ ボ ッ ク ス 排 気 設 備

工 程 室 排 気 設 備

工 程 室 排 気 設 備

グ ロ ー ブ ボ ッ ク ス 排 気 設 備

電 源 車 接 続 口

電 源 車 接 続 口
電
源
車
 

接
続
口

建 屋 排 風 機

建 屋 排 風 機

6.
9ｋ

Ｖ
運
転
予
備
用
主
母
線
か
ら
 
 

6.
9ｋ

Ｖ
常
用
主
母
線
か
ら
 
 

（
注
）
本
範
囲
の
設
備
は
，
燃
料
加
工
建
屋
に
係
る
設
備
で
あ
る
。
 

6.
9k
Ｖ
 

運
転
予
備
用
母
線
 

6.
9k
Ｖ
 

常
用
母
線
 

46
0Ｖ

 
運
転
予
備
用
母
線
 

46
0Ｖ

 
常
用
母
線
 

対
処
範
囲

 

※
１
：
ダ
ン
パ
操
作
回
路
，
通
信
連
絡
設
備
等
へ
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第１軽油貯槽

第２軽油貯槽

軽油用タンク

ローリ

（車載タンク）
可搬型発電機

大型移送ポンプ車

ホース展張車

運搬車

ホイールローダ

第二－７図 補機駆動用燃料補給設備の系統概要図

軽油用タンク

ローリ

凡例

：重大事故等対処施設

可搬型中型移送

ポンプ運搬車
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ホ．監視測定等に関する手順等 

【要求事項】 

１ ＭＯＸ燃料加工事業者において、重大事故等が発生した場合に工場等及

びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）においてＭＯＸ燃料加工施設か

ら放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並び

にその結果を記録するために必要な手順等が適切に整備されているか、又

は整備される方針が適切に示されていること。 

２ ＭＯＸ燃料加工事業者は、重大事故等が発生した場合に工場等において

風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために必

要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示さ

れていること。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「ＭＯＸ燃料加工施設から放出される放射性物質の濃

度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために

必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）重大事故等が発生した場合でも、工場等及びその周辺（工場等の周辺

海域を含む。）において、モニタリング設備等により、ＭＯＸ燃料加工

施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定

し、並びにその結果を記録するために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電を可能とする

こと。 

ｃ）敷地外でのモニタリングは、他の機関との適切な連携体制を構築する

こと。 
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２ 事故後の周辺汚染により測定ができなくなることを避けるため、バック

グラウンド低減対策手段を検討しておくこと。 

重大事故等が発生した場合にＭＯＸ燃料加工施設から大気中へ放出される

放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録す

るための設備を整備する。また，風向，風速その他の気象条件を測定し，及

びその結果を記録するための設備を整備する。 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 

(イ) 対応手段と設備の選定

(１) 対応手段と設備の選定の考え方

重大事故等が発生した場合において，ＭＯＸ燃料加工施設から大気

中へ放出される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並

びにその結果を記録するための対応手段と重大事故等対処設備を選定

する（第ホ－１図～第ホ－３図）。 

また，重大事故等が発生した場合に，敷地内において風向，風速そ

の他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するための対応手段と

重大事故等対処設備を選定する（第ホ－４図）。 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段

と自主対策設備を選定する。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけでな

く，事業許可基準規則第三十三条及び技術基準規則第三十七条の要求

機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，重大

事故等対処設備及び自主対策設備との関係を明確にする。 

(２) 対応手段と設備の選定の結果
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上記「(１) 対応手段と設備の選定の考え方」に基づき選定した対

応手段並びに技術的能力審査基準，事業許可基準規則第三十三条及び

技術基準規則第三十七条からの要求により選定した対応手段とその対

応に使用する重大事故等対処設備，資機材及び自主対策設備を以下に

示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準設備，対応に使用する重大事故

等対処設備，自主対策設備及び整備する手順についての関係を第ホ－

１表に整理する。 

① 放射性物質の濃度及び線量の測定の対応手段及び設備 

ａ．ＭＯＸ燃料加工施設における放射性物質の濃度の測定 

(ａ) 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，ＭＯＸ燃料加工施設において

放射性物質の濃度を測定する手段がある。  

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電

源供給が確認できない場合は，代替電源設備の燃料加工建屋可

搬型発電機を放射性物質の濃度の測定で使用する設備に接続し

て，対処に必要な電力を確保する。 

放射性物質の濃度の測定で使用する設備及び給電に使用する

設備は以下のとおり。 

代替電源設備の燃料加工建屋可搬型発電機に必要な燃料は，

補機駆動用燃料補給設備の第１軽油貯槽及び第２軽油貯槽（以

下「軽油貯槽」という。）から軽油用タンクローリを用いて移

送する。 

ⅰ．放射線監視設備 

・排気モニタリング設備（設計基準対象の施設と兼用） 

7－添1－214



排気モニタ 

・工程室排気ダクト（設計基準対象の施設と兼用） 

・グローブボックス排気ダクト（設計基準対象の施設と兼用） 

・排気筒（設計基準対象の施設と兼用） 

ⅱ．試料分析関係設備 

・放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用） 

 アルファ線用放射能測定装置 

 ベータ線用放射能測定装置 

ⅲ．代替モニタリング設備 

・可搬型排気モニタリング設備 

可搬型ダストモニタ 

・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 

ⅳ．代替試料分析関係設備 

・可搬型放出管理分析設備 

可搬型放射能測定装置 

ⅴ．代替グローブボックス排気設備 

 ・可搬型ダクト 

ⅵ．受電開閉設備 

・受電開閉設備 

・受電変圧器 

ⅶ．高圧母線 

・6.9kＶ運転予備用主母線 

・6.9kＶ常用主母線 

・6.9kＶ常用母線 

・6.9kＶ非常用母線 
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ⅷ．低圧母線 

・460Ｖ非常用母線

・460Ｖ常用母線

ⅸ．代替電源設備 

・燃料加工建屋可搬型発電機

ⅹ．補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

ⅺ．緊急時対策建屋情報把握設備 

・情報収集装置

・情報表示装置

・データ収集装置

・データ表示装置

・データ収集装置(燃料加工建屋)

・データ表示装置(燃料加工建屋)

ⅻ．制御建屋情報把握設備 

・制御建屋データ収集装置

・制御建屋データ表示装置

・制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋）

・制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋）

xⅲ．情報把握収集伝送設備 

・燃料加工建屋データ収集装置

(ｂ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ＭＯＸ燃料加工施設において放射性物質の濃度の測定に使用

する設備のうち，放射線監視設備の排気モニタリング設備（排

7－添1－216



気モニタ），グローブボックス排気ダクト，工程室排気ダクト，

排気筒及び試料分析関係設備の放出管理分析設備（アルファ線

用放射能測定装置及びベータ線用放射能測定装置）を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。また，代替モニタリング設

備の可搬型排気モニタリング設備（可搬型ダストモニタ），可

搬型排気モニタリング用データ伝送装置，代替試料分析関係設

備の可搬型放出管理分析設備（可搬型放射能測定装置）及び代

替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトを，可搬型重大事

故等対処設備として配備する。 

ＭＯＸ燃料加工施設において放射性物質の濃度の測定で使用

する設備に必要な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備，

高圧母線，低圧母線を，常設重大事故等対処設備として設置す

る。また，代替電源設備の燃料加工建屋可搬型発電機を，可搬

型重大事故等対処設備として配備する。 

代替電源設備の燃料加工建屋可搬型発電機に必要な燃料を補

給する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，常

設重大事故等対処設備として設置する。また，軽油用タンクロ

ーリを，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

ＭＯＸ燃料加工施設において放射性物質の濃度の測定で使用

する設備の測定値を監視及び記録する設備のうち，緊急時対策

建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置を常設重大

事故等対処設備として設置し，緊急時対策建屋情報把握設備の

データ収集装置，データ表示装置，データ収集装置(燃料加工建

屋)及びデータ表示装置(燃料加工建屋)並びに情報把握収集伝

送設備の燃料加工建屋データ収集装置を常設重大事故等対処設
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備として位置付ける。また，制御建屋情報把握設備の制御建屋

データ収集装置及び制御建屋データ表示装置を，常設重大事故

等対処設備として設置する。さらに，制御建屋情報把握設備の

制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋）及び制御建屋可

搬型情報表示装置（燃料加工建屋）を，可搬型重大事故等対処

設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業許可基

準規則第三十三条及び技術基準規則第三十七条に要求される設

備として全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，ＭＯＸ燃料加工施設から

大気中へ放出される放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，

並びにその結果を記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあるこ

とから，重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持

されている場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。なお，自主対策設

備が機能喪失した場合は，重大事故等対処設備を用いて対処を

行うため，重大事故対策に悪影響を及ぼすことはない。 

・放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設計基準対象の設

備 

ｂ．周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線量の測定 

(ａ) 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，周辺監視区域において放射性

物質の濃度及び線量を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電

7－添1－218



源供給が確認できない場合は，可搬型環境モニタリング用発電

機を放射性物質の濃度及び線量の測定で使用する設備に接続し

て，対処に必要な電力を確保する。 

放射性物質の濃度及び線量の測定で使用する設備及び給電に

使用する設備は以下のとおり。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必

要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タ

ンクローリを用いて移送する。系統図を第ホ－５図に示す。 

ⅰ．放射線監視設備 

・環境モニタリング設備（設計基準対象の施設と兼用） 

モニタリングポスト 

ダストモニタ 

ⅱ．試料分析関係設備 

・環境試料測定設備（設計基準対象の施設と兼用） 

核種分析装置 

ⅲ．環境管理設備 

放射能観測車（搭載機器：空間放射線量率測定器，中性子線

用サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放

射能測定器）（設計基準対象の施設と兼用） 

ⅳ．代替モニタリング設備 

・可搬型環境モニタリング設備 

可搬型線量率計 

可搬型ダストモニタ 

・可搬型環境モニタリング用データ伝送装置 

・監視測定用運搬車 
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・可搬型環境モニタリング用発電機 

・可搬型建屋周辺モニタリング設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

ⅴ．代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備 

可搬型放射能測定装置 

可搬型核種分析装置 

・可搬型排気モニタリング用発電機 

ⅵ．代替放射能観測設備 

・可搬型放射能観測設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーショ

ン）（ＳＡ） 

ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ） 

中性子線用サーベイメータ （ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ） 

ⅶ．受電開閉設備 

・受電開閉設備 

・受電変圧器 

ⅷ．高圧母線 

・6.9kＶ非常用主母線 

・6.9kＶ非常用母線 
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・6.9kＶ運転予備用主母線 

・6.9kＶ常用主母線 

・6.9kＶ常用母線 

ⅸ．低圧母線 

・460Ｖ非常用母線 

ⅹ．補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

ⅺ．緊急時対策建屋情報把握設備 

・情報収集装置 

・情報表示装置 

・データ収集装置 

・データ表示装置 

ⅻ．制御建屋情報把握設備 

・制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋） 

・制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋） 

(ｂ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使

用する設備のうち，放射線監視設備の環境モニタリング設備（モ

ニタリングポスト及びダストモニタ）及び試料分析関係設備の

環境試料測定設備（核種分析装置）を，常設重大事故等対処設

備として位置付ける。また，放射能観測車を，可搬型重大事故

等対処設備として位置付ける。 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使

用する設備のうち，代替モニタリング設備の可搬型環境モニタ
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リング設備（モニタリングポストの代替として可搬型線量率計，

ダストモニタの代替として可搬型ダストモニタ），可搬型環境

モニタリング用データ伝送装置，監視測定用運搬車，可搬型環

境モニタリング用発電機，可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガ

ンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）），代替試料分析関係設備の可

搬型試料分析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析

装置），可搬型排気モニタリング用発電機及び代替放射能観測

設備の可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サーベイメータ（Ｎ

ａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベ

イメータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ））を，可搬型重大事故等対

処設備として配備する。 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使

用する設備に必要な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備，

高圧母線及び低圧母線を常設重大事故等対処設備として設置す

る。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必

要な燃料を補給する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽

油貯槽を，常設重大事故等対処設備として設置する。また，軽

油用タンクローリを可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使

用する設備の測定値を監視及び記録する設備のうち，緊急時対
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策建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置を常設重

大事故等対処設備として設置し，緊急時対策建屋情報把握設備

のデータ収集装置及びデータ表示装置を常設重大事故等対処設

備として位置付ける。また，制御建屋情報把握設備の制御建屋

可搬型情報収集装置（燃料加工建屋）及び制御建屋可搬型情報

表示装置（燃料加工建屋）を可搬型重大事故等対処設備として

配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業許可基

準規則第三十三条及び技術基準規則第三十七条に要求される設

備として全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，ＭＯＸ燃料加工施設から

大気中へ放出される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び

測定し，並びにその結果を記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあるこ

とから，重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持

されている場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。なお，自主対策設

備が機能喪失した場合は，重大事故等対処設備を用いて対処を

行うため，重大事故対策に悪影響を及ぼすことはない。 

・放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設計基準対象の設

備 

② 風向，風速その他の気象条件の測定の対応手段及び設備 

ａ．対応手段 

重大事故等が発生した場合に，敷地内において風向，風速その他

の気象条件を測定する手段がある。 
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地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電源供

給が確認できない場合は，可搬型気象観測用発電機を風向，風速そ

の他の気象条件の測定で使用する設備に接続して，対処に必要な電

力を確保する。  

風向，風速その他の気象条件の測定で使用する設備及び給電に使

用する設備は以下のとおり。 

可搬型気象観測用発電機及び監視測定用運搬車に必要な燃料は，

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクローリを用

いて移送する。系統図を添第ホ－５図に示す。 

(ａ) 環境管理設備 

・気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計）

（設計基準対象の施設と兼用） 

(ｂ) 代替気象観測設備 

・可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨

量計） 

・可搬型風向風速計 

・可搬型気象観測用データ伝送装置 

・監視測定用運搬車 

・可搬型気象観測用発電機 

(ｃ) 受電開閉設備 

・受電開閉設備 

・受電変圧器 

(ｄ) 高圧母線 

・6.9kＶ運転予備用主母線 

・6.9kＶ運転予備用母線 
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・6.9kＶ常用主母線 

・6.9kＶ常用母線 

・6.9kＶ非常用母線 

(ｅ) 低圧母線 

・460Ｖ運転予備用母線 

・460Ｖ非常用母線 

(ｆ) 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

(ｇ) 緊急時対策建屋情報把握設備 

・情報収集装置 

・情報表示装置 

・データ収集装置 

・データ表示装置 

(ｈ) 制御建屋情報把握設備 

・制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋） 

・制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋） 

ｂ．重大事故等対処設備と自主対策設備 

敷地内において風向，風速その他の気象条件の測定に使用する設

備のうち，環境管理設備の気象観測設備を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。また，代替気象観測設備の可搬型気象観測設備，

可搬型風向風速計，可搬型気象観測用データ伝送装置，監視測定用

運搬車及び可搬型気象観測用発電機を，可搬型重大事故等対処設備

として配備する。 

敷地内において風向，風速その他の気象条件の測定に使用する設
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備に必要な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備，高圧母線及

び低圧母線を常設重大事故等対処設備として設置する。 

可搬型気象観測用発電機及び監視測定用運搬車に必要な燃料を補

給する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，常設重

大事故等対処設備として設置する。また，軽油用タンクローリを可

搬型重大事故等対処設備として配備する。 

敷地内において風向，風速その他の気象条件の測定に使用する設

備の観測値を記録する設備のうち，緊急時対策建屋情報把握設備の

情報収集装置及び情報表示装置を常設重大事故等対処設備として設

置し，緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表

示装置を常設重大事故等対処設備として位置付ける。また，制御建

屋情報把握設備の制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋）及

び制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋）を可搬型重大事故

等対処設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業許可基準規

則第三十三条及び技術基準規則第三十七条に要求される設備として

全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，敷地内において風向，風速そ

の他の気象条件を測定し，及びその結果を記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあることか

ら，重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持されてい

る場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備であるため，自

主対策設備として位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した

場合は，重大事故等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対

策に悪影響を及ぼすことはない。 
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・気象観測設備

③ 環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復の対応手段及び設備

ａ．対応手段 

環境モニタリング設備の電源が喪失した際に，環境モニタリング

用可搬型発電機により，電源を回復させるための手段がある。 

なお，環境モニタリング設備の電源を回復しても環境モニタリン

グ設備の機能が回復しない場合は，可搬型環境モニタリング設備，

可搬型建屋周辺モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用デ

ータ伝送装置により代替測定する手順がある。 

環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復で使用する設備は

以下のとおり。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクロー

リを用いて移送する。系統図を第ホ－５図に示す。 

(ａ) 環境モニタリング用代替電源設備 

・環境モニタリング用可搬型発電機

(ｂ) 代替モニタリング設備 

・可搬型環境モニタリング設備

可搬型線量率計

可搬型ダストモニタ

・可搬型環境モニタリング用データ伝送装置

・監視測定用運搬車

・可搬型環境モニタリング用発電機

・可搬型建屋周辺モニタリング設備

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
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中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

(ｃ) 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

(ｄ) 緊急時対策建屋情報把握設備 

・情報収集装置 

・情報表示装置 

・データ収集装置 

・データ表示装置 

(ｅ) 制御建屋情報把握設備 

・制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋） 

・制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋） 

ｂ．重大事故等対処設備 

環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復で使用する設備の

うち，環境モニタリング用代替電源設備の環境モニタリング用可搬

型発電機，代替モニタリング設備の可搬型環境モニタリング設備（モ

ニタリングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモニタの代

替として可搬型ダストモニタ），可搬型環境モニタリング用データ

伝送装置，監視測定用運搬車，可搬型環境モニタリング用発電機及

び可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガンマ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用

サーベイメータ（ＳＡ） 及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））を可

搬型重大事故等対処設備として配備する。 
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環境モニタリング用可搬型発電機，可搬型環境モニタリング用発

電機及び監視測定用運搬車に必要な燃料を補給する設備のうち，補

機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を常設重大事故等対処設備として

設置する。また，軽油用タンクローリを，可搬型重大事故等対処設

備として配備する。 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使用す

る設備の測定値を監視及び記録する設備のうち，緊急時対策建屋情

報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置を常設重大事故等対処

設備として設置し，緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置

及びデータ表示装置を常設重大事故等対処設備として位置付ける。

また，制御建屋情報把握設備の制御建屋可搬型情報収集装置（燃料

加工建屋）及び制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋）を可

搬型重大事故等対処設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業許可基準規

則第三十三条及び技術基準規則第三十七条に要求される設備として

全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，非常用所内電源系統からの電

源が喪失した場合においても，環境モニタリング設備の電源又は機

能を回復し，周辺監視区域境界付近において空間放射線量率及び空

気中の放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録できる。 

④ 手順等 

上記「① 放射性物質の濃度及び線量の測定の対応手段及び設備」，

「② 風向，風速その他の気象条件の測定の対応手段及び設備」及び

「③ 環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復の対応手段及び
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設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，重大事故等時におけるＭＯＸ燃料加工施設対策班

の班員，ＭＯＸ燃料加工施設の放射線対応班の班員（以下「放射線対

応班の班員（ＭＯＸ）」という。），再処理施設の放射線対応班の班

員（以下「放射線対応班の班員（再処理）」という。）及び放射線管

理班の班員による一連の対応として重大事故等発生時対応手順等に定

める。 

重大事故等時に監視が必要となる項目及び給電が必要となる設備に

ついても整備する（第ホ－２表，第ホ－３表）。 

 

(ロ) 重大事故等時の手順等 

(１) 放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等 

重大事故等時にＭＯＸ燃料加工施設から大気中へ放出される放射性

物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録す

るため，以下の手段を用いた手順を整備する。  

重大事故等時における排気モニタリング設備（排気モニタ）又は可

搬型排気モニタリング設備（可搬型ダストモニタ）を用いた放射性物

質の濃度の測定，モニタリングポスト又は可搬型線量率計を用いた線

量の測定及びダストモニタ又は可搬型ダストモニタを用いた放射性物

質の濃度の測定は，連続測定を行う。また，放射性物質の濃度の測定

頻度は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそ

れがある場合（ダストモニタの指示値上昇等）とする。 

放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設備に対して，代替電源

設備の燃料加工建屋可搬型発電機及び可搬型環境モニタリング用発電

機により必要な負荷へ電力を供給する。 
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① ＭＯＸ燃料加工施設における放射性物質の濃度の測定 

ａ．排気モニタリング設備によるＭＯＸ燃料加工施設から放出される

放射性物質の濃度の測定 

排気モニタリング設備は，通常時から排気モニタにより放射性物

質の濃度を監視している。重大事故等時に排気モニタリング設備の

機能が維持されている場合は，継続して排気モニタにより放射性物

質の濃度を監視する。排気モニタの測定値は，中央監視室において

指示及び記録し，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたと

きは，警報を発する。また，排気モニタの測定値は，再処理施設の

中央制御室及び緊急時対策所へ伝送する。 

排気モニタによる放射性物質の濃度の測定は継続されているため，

排気モニタにより監視及び測定並びにその結果の記録を継続する。

この手順のフローチャートを第ホ－６図に示す。 

排気モニタリングに係るアクセスルートを第ホ－27図(１)及び第

ホ－27図(２)に示す。 

なお，排気モニタリング設備が機能喪失した場合は，「ホ．(ロ)(１)

①ｂ．可搬型排気モニタリング設備によるＭＯＸ燃料加工施設から

放出される放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，排気モニタリング設備の状況を確認し，当

該設備が機能維持されていると判断した場合（第ホ－４表）。 

(ｂ) 操作手順 

排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定につい

ての手順の概要は以下のとおり。 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班
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長及びＭＯＸ燃料加工施設現場管理者に排気モニタリング設備

による放射性物質の濃度の監視を指示する。 

ⅱ．放射線対応班長及びＭＯＸ燃料加工施設現場管理者は，排気

モニタリング設備による放射性物質の濃度の監視を継続する。 

(ｃ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及びＭＯＸ燃料

加工施設現場管理者の３人にて実施し，常設の設備を使用する

ことから，速やかに対応が可能である。 

ｂ．可搬型排気モニタリング設備によるＭＯＸ燃料加工施設から放出

される放射性物質の濃度の代替測定 

重大事故等時に，排気モニタリング設備の状況を確認し，当該設

備が機能喪失したと判断した場合であって，核燃料物質等を閉じ込

める機能の回復に係る対策を行う場合は，可搬型排気モニタリング

設備（可搬型ダストモニタ）を代替グローブボックス排気設備の可

搬型ダクトに接続し，ＭＯＸ燃料加工施設から大気中へ放出される

放射性物質を連続的に捕集するとともに，放射性物質の濃度を測定

し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型排気モニタリ

ング設備に接続し，測定値を衛星通信により再処理施設の中央制御

室及び緊急時対策所に伝送する。伝送した測定値は，再処理施設の

中央制御室に設置する制御建屋情報把握設備により，監視及び記録

するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設

備により監視及び記録する。 

代替電源設備の燃料加工建屋可搬型発電機により可搬型排気モニ

タリング設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝送装置への給
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電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

上記給電を継続するために代替電源設備の燃料加工建屋可搬型発

電機への燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「ヘ．

電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型排気モニタリング設備により放射性物質の濃度を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。こ

の手順のフローチャートを第ホ－６図及び第ホ－７図に示す。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，排気モニタリング設備の状況を確認し，当

該設備が機能喪失したと判断した場合（第ホ－４表）。 

(ｂ) 操作手順 

可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定

についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを

第ホ－８図に示す。 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，ＭＯＸ加工施

設対策班の班員に可搬型排気モニタリング設備による放射性物

質の濃度の測定の開始を指示する。 

ⅱ．ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，燃料加工建屋に保管し

ている可搬型排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置の健全性を確認する。 

ⅲ．ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，可搬型排気モニタリン
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グ用データ伝送装置を燃料加工建屋近傍まで運搬する。 

ⅳ．ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，可搬型排気モニタリン

グ設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を代替電

源設備の燃料加工建屋可搬型発電機に接続し，給電する。 

ⅴ．ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，可搬型排気モニタリン

グ設備を代替換気設備の可搬型ダクトに接続し，閉じ込める機

能の回復に係る対策を行う場合は，ＭＯＸ燃料加工施設から大

気中へ放出される放射性物質の濃度を測定する。 

ⅵ．ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，可搬型排気モニタリン

グ設備について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等の異常

がないことを外観点検により確認する。 

ⅶ．ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，可搬型排気モニタリン

グ設備の設置状況を通信連絡設備により定期的に再処理施設の

中央制御室に連絡する。 

ⅷ．ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置を可搬型排気モニタリング設備に接続し，

測定値を衛星通信により再処理施設の中央制御室及び緊急時対

策所に伝送する。また，伝送した測定値は，制御建屋情報把握

設備により，監視及び記録するとともに，緊急時対策所におい

ても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及び記録する。火

山の影響により降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用データ伝送

装置の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，

降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，

排気モニタリング設備が復旧した場合は，排気モニタリング設
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備により放射性物質の濃度を測定する。 

ⅸ． ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置について，異臭，発煙，破損，保護装置の

動作等異常がないことを外観点検により確認する。 

(ｃ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及びＭＯＸ燃料

加工施設現場管理者の３人並びにＭＯＸ燃料加工施設対策班の

班員４人の合計７人にて実施し，本対策実施判断後可搬型排気

モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定及び測定値の

伝送は１時間30分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目

安に管理する。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び

作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央

制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

ｃ．放出管理分析設備によるＭＯＸ燃料加工施設から放出される放射

性物質の濃度の測定 

放出管理分析設備（アルファ線用放射能測定装置及びベータ線用

放射能測定装置）は，通常時から排気モニタリング設備により捕集

した試料の放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時に放出
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管理分析設備の機能が維持されている場合は，継続して放出管理分

析設備により，排気モニタリング設備又は可搬型排気モニタリング

設備で捕集した試料の放射性物質の濃度を測定する。 

排気モニタリング設備又は可搬型排気モニタリング設備で捕集し

た試料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出の

おそれがある場合に回収し，放出管理分析設備により放射性物質の

濃度を測定し，ＭＯＸ燃料加工施設から大気中へ放出される放射性

物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により再処理施設の中央制御室に連絡する。この手順のフロ

ーチャートを第ホ－６図に示す。 

なお，放出管理分析設備が機能喪失した場合は，「ホ．(ロ)(１)

①ｄ．可搬型放出管理分析設備によるＭＯＸ燃料加工施設から放出

される放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設

備が機能維持されていると判断した場合（第ホ－４表）。 

(ｂ) 操作手順 

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定についての

手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第ホ－９図

に示す。 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班

の班員（ＭＯＸ）に排気モニタリング設備又は可搬型排気サン

プリング設備で捕集された試料の採取，放出管理分析設備によ

る放射性物質の濃度の測定を指示する。 

ⅱ．放射線対応班の班員（ＭＯＸ）は，排気モニタリング設備又
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は可搬型排気サンプリング設備で捕集された試料の採取，放出

管理分析設備による放射性物質の濃度を測定する。 

ⅲ．放射線対応班の班員（ＭＯＸ）は，測定結果を重大事故対応

手順書の記録用紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果

は，通信連絡設備により再処理施設の中央制御室に連絡する。 

(ｃ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに

放射線対応班の班員（ＭＯＸ）２人の合計４人にて実施し，排

気モニタリング設備又は可搬型排気モニタリング設備の試料採

取実施判断後40分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目

安に管理する。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び

作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央

制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

ｄ．可搬型放出管理分析設備によるＭＯＸ燃料加工施設から放出され

る放射性物質の濃度の代替測定 

重大事故等時に，放出管理分析設備が機能喪失したと判断した場

合は，可搬型放出管理分析設備（可搬型放射能測定装置）により，

排気モニタリング設備又は可搬型排気モニタリング設備で捕集し
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た試料の放射性物質の濃度を測定する。 

排気モニタリング設備又は可搬型排気モニタリング設備で捕集し

た試料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出の

おそれがある場合に回収し，可搬型放出管理分析設備により放射性

物質の濃度を測定し，ＭＯＸ燃料加工施設から大気中へ放出される

放射性物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果は，

通信連絡設備により再処理施設の中央制御室に連絡する。 

可搬型放出管理分析設備により放射性物質の濃度を測定し，並び

にその結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチ

ャートを第ホ－６図に示す。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，放出管

理分析設備が機能喪失したと判断した場合（第ホ－４表）。 

(ｂ) 操作手順 

可搬型放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定につ

いての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第ホ

－10図に示す。 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班

の班員（ＭＯＸ）に排気モニタリング設備又は可搬型排気モニ

タリング設備で捕集された試料の採取，可搬型放出管理分析設

備による放射性物質の濃度の測定の開始を指示する。 

ⅱ．放射線対応班の班員（ＭＯＸ）は，燃料加工建屋に保管して

いる可搬型放出管理分析設備の健全性を確認する。 

ⅲ．放射線対応班の班員（ＭＯＸ）は，可搬型放出管理分析設備

の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場合は予
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備の乾電池又は充電池と交換する。 

ⅳ．放射線対応班の班員（ＭＯＸ）は，排気モニタリング設備又

は可搬型排気モニタリング設備で捕集した試料を回収する。 

ⅴ．放射線対応班の班員（ＭＯＸ）は，可搬型放出管理分析設備

により放射性物質の濃度を測定する。 

ⅵ．放射線対応班の班員（ＭＯＸ）は，測定結果を重大事故対応

手順書の記録用紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果

は，通信連絡設備により再処理施設の中央制御室に連絡する。 

(ｃ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに

放射線対応班の班員（ＭＯＸ）２人の合計４人にて実施し，排

気モニタリング設備又は可搬型排気モニタリング設備の試料採

取実施判断後40分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目

安に管理する。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び

作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央

制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

② 周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線量の測定

ａ．環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量
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の測定 

モニタリングポストは，通常時から周辺監視区域境界付近にて，

空間放射線量率の連続監視を行っている。また，ダストモニタは，

通常時から空気中の放射性物質の濃度を監視するため，放射性物質

を連続的に捕集及び測定している。 

重大事故等時に環境モニタリング設備の機能が維持されている場

合は，モニタリングポストにより空間放射線量率を連続監視すると

ともに，ダストモニタにより空気中の放射性物質を連続的に捕集及

び測定する。環境モニタリング設備の測定値は，中央監視室におい

て指示及び記録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあらかじめ

設定した値を超えたときは，警報を発する。また，環境モニタリン

グ設備の測定値は，再処理施設の中央制御室及び緊急時対策所へ伝

送する。 

モニタリングポストによる空間放射線量率の測定並びにダストモ

ニタによる空気中の放射性物質の捕集及び測定は継続されているた

め，監視及び測定並びにその結果の記録を継続する。この手順のフ

ローチャートを第ホ－11図に示す。 

なお，環境モニタリング設備が機能喪失した場合は，以下の対応

を行う。 

・「ホ．(ロ)(１)②ｂ．可搬型環境モニタリング設備による空気中

の放射性物質の濃度及び線量の代替測定」 

・「ホ．(ロ)(１)②ｃ．可搬型建屋周辺モニタリング設備による空

気中の放射性物質の濃度，線量及び放射性物質によって汚染され

た物の表面密度の代替測定」 

(ａ) 手順着手の判断基準 
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重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当

該設備が機能維持されていると判断した場合（第ホ－４表）。 

(ｂ) 操作手順 

環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び

線量の測定についての手順の概要は以下のとおり。 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班

長及びＭＯＸ燃料加工施設現場管理者に環境モニタリング設備

による空気中の放射性物質の濃度及び線量の監視を指示する。 

ⅱ．放射線対応班長及びＭＯＸ燃料加工施設現場管理者は，環境

モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の

監視を継続する。 

(ｃ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及びＭＯＸ燃料

加工施設現場管理者の３人にて実施し，常設の設備を使用する

ことから，速やかに対応が可能である。 

ｂ．可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及

び線量の代替測定 

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した場合，可搬

型環境モニタリング設備（モニタリングポストの代替として可搬型

線量率計，ダストモニタの代替として可搬型ダストモニタ）により，

周辺監視区域境界付近において，線量を測定するとともに，空気中

の放射性物質を連続的に捕集及び測定する。  

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型環境モニタリ

ング設備に接続し，測定値を衛星通信により再処理施設の中央制御

室及び緊急時対策所に伝送する。伝送した測定値は，再処理施設の
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中央制御室に設置する制御建屋情報把握設備により，監視及び記録

するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設

備により監視及び記録する。 

可搬型環境モニタリング用発電機により可搬型環境モニタリング

設備及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置への給電を行い，

放射性物質の濃度及び線量の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型環境モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「ニ．電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ

伝送装置及び可搬型環境モニタリング用発電機を設置場所に運搬す

るため，監視測定用運搬車を使用する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環

境モニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用発

電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰

を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型環境モニタリング設備により放射性物質の濃度及び線量を

監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備

する。この手順のフローチャートを第ホ－７図及び第ホ－11図に示

す。 

可搬型環境モニタリング設備による代替測定地点については，測

定値の連続性を考慮し，環境モニタリング設備に隣接した位置に設

置することを原則とする。 

ただし，地震，火災等で設置場所にアクセスすることができない
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場合は，アクセスルート上の監視測定用運搬車で運搬できる範囲に

設置場所を変更する。 

可搬型環境モニタリング設備の設置場所の例を第ホ－12図に示す。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当

該設備が機能喪失したと判断した場合（第ホ－４表）。 

(ｂ) 操作手順 

可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃

度及び線量の測定についての手順の概要は以下のとおり。この

タイムチャートを第ホ－13図に示す。 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班

の班員（再処理）に可搬型環境モニタリング設備による放射性

物質の濃度及び線量の測定の開始を指示する。 

ⅱ．可搬型環境モニタリング設備による代替測定地点については，

測定値の連続性を考慮し，環境モニタリング設備に隣接した位

置に設置することを原則とする。ただし，地震，火災等で設置

場所にアクセスすることができない場合は，アクセスルート上

の監視測定用運搬車で運搬できる範囲に設置場所を変更する。 

ⅲ．放射線対応班の班員（再処理）は，第１保管庫・貯水所に保

管している可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリ

ング用発電機及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置の

健全性を確認する。 

ⅳ．放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型環境モニタリング

設備，可搬型環境モニタリング用発電機及び可搬型環境モニタ

リング用データ伝送装置を監視測定用運搬車に積載し，設置場
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所まで運搬する。 

ⅴ．放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型環境モニタリング

設備及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型環

境モニタリング用発電機に接続し，可搬型環境モニタリング用

発電機を起動し，給電する。可搬型環境モニタリング用発電機

に必要となる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリにより

運搬し，給油することにより，給電開始から７日以上の稼動が

可能である。 

ⅵ．放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型環境モニタリング

設備を設置し，周辺監視区域境界付近における空間放射線量率

を連続測定するとともに，空気中の放射性物質を捕集及び測定

する。 

ⅶ．放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型環境モニタリング

設備及び可搬型環境モニタリング用発電機について，異臭，発

煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により

確認する。 

ⅷ．放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型環境モニタリング

設備の設置状況及び測定結果を記録し，再処理施設の中央制御

室及び緊急時対策所への伝送が確立するまでの間，通信連絡設

備により定期的に再処理施設の中央制御室に連絡する。 

ⅸ．放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型環境モニタリング

用データ伝送装置を可搬型環境モニタリング設備に接続し，測

定値を衛星通信により再処理施設の中央制御室及び緊急時対策

所に伝送する。また，伝送した測定値は，制御建屋情報把握設

備により，監視及び記録するとともに，緊急時対策所において
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も緊急時対策建屋情報把握設備により監視及び記録する。火山

の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型環境モニタリング設備，可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリン

グ用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。

なお，環境モニタリング設備が復旧した場合は，環境モニタリ

ング設備により放射性物質の濃度及び線量を測定，監視及び記

録する。 

ⅹ．放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型環境モニタリング

用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用発電機につい

て，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外

観点検により確認する。 

(ｃ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応

班長の３人，放射線対応班の班員（再処理）６人並びに再処理

施設の建屋外対応班の班員（以下「建屋外対応班の班員（再処

理）」という。）３人の合計12人にて実施し，重大事故等着手

判断後から可搬型環境モニタリング設備（９台）による空気中

の放射性物質の濃度及び線量の測定は５時間以内で可能であ

る。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを

7－添1－245



目安に管理する。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及

び作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた

対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限

り低減する。重大事故等の対処時においては，再処理施設の中

央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

ｃ．可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃

度，線量及び放射性物質によって汚染された物の表面密度の代替測

定 

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した場合，可搬

型環境モニタリング設備を設置するまでの間，可搬型建屋周辺モニ

タリング設備（ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サ

ーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，燃料加工建屋周

辺における線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定すると

ともに，燃料加工建屋開口部の表面密度の測定を行い，建屋外への

漏えいの有無を確認する。 

線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて，測定線種を

設定する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果は，通信連絡設

備により再処理施設の中央制御室に連絡する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備により空気中の放射性物質の濃

度，線量及び放射性物質によって汚染された物の表面密度を測定し，

並びにその結果を記録するための手順を整備する。この手順のフロ

ーチャートを第ホ－11図に示す。 
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環境モニタリングに係るアクセスルートを第ホ－28図に示す。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当

該設備が機能喪失したと判断した場合（第ホ－４表）。 

(ｂ) 操作手順 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質

の濃度，線量及び放射性物質によって汚染された物の表面密度

の測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャ

ートを第ホ－14図に示す。 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班

の班員（ＭＯＸ）に可搬型建屋周辺モニタリング設備による空

気中の放射性物質の濃度，線量及び放射性物質によって汚染さ

れた物の表面密度の測定の開始を指示する。 

ⅱ．放射線対応班の班員（ＭＯＸ）は，燃料加工建屋に保管して

いる可搬型建屋周辺モニタリング設備の健全性を確認する。 

ⅲ．放射線対応班の班員（ＭＯＸ）は，可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない

場合は予備の乾電池又は充電池と交換する。 

ⅳ．放射線対応班の班員（ＭＯＸ）は，燃料加工建屋に保管して

いる可搬型建屋周辺モニタリング設備のガンマ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ）及び中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）により，

線量当量率を測定するとともに，可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

にダストろ紙をセットし試料捕集し，アルファ・ベータ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ）により，空気中の放射性物質の濃度を測

定する。また，アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
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により燃料加工建屋開口部の表面密度の測定を行い，建屋外へ

の漏えいの有無を確認する。 

ⅴ．放射線対応班の班員（ＭＯＸ）は，可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備による測定を，可搬型環境モニタリング設備を設置す

るまでの間，定期的に実施し，測定結果を記録し，通信連絡設

備により再処理施設の中央制御室に連絡する。 

(ｃ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに

放射線対応班の班員（ＭＯＸ）２人の合計４人にて実施し，重

大事故等着手判断後１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目

安に管理する。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び

作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央

制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

ｄ．放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定 

放射能観測車は，通常時及び設計基準事故時に敷地周辺の空間放

射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅速に測定するため，空

間放射線量率測定器，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ，

よう素サンプラ及び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放
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射能観測車を備えている。重大事故等時に放射能観測車の機能が維

持されている場合は，敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射

性物質の濃度を測定する。 

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備により再処理施設

の中央制御室に連絡する。 

放射能観測車により放射性物質の濃度及び線量を測定し，並びに

その結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャ

ートを第ホ－11図に示す。 

なお，放射能観測車が機能喪失した場合は，「ホ．(ロ)(１)②ｅ．

可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の

代替測定」を行う。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放射能観測車の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合（第ホ－４表）。 

(ｂ) 操作手順 

放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測

定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャート

を第ホ－15図に示す。 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班

の班員（再処理）に放射能観測車による空気中の放射性物質の

濃度及び線量の測定の開始を指示する。 

ⅱ．放射線対応班の班員（再処理）は，最大濃度地点又は風下方

向において，放射能観測車（搭載機器：空間放射線量率測定器，

中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ

及び放射能測定器）により，空気中の放射性物質の濃度及び線
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量率を測定する。 

ⅲ．放射線対応班の班員（再処理）は，放射能観測車による測定

結果を記録し，通信連絡設備により再処理施設の中央制御室に

連絡する。 

(ｃ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに

放射線対応班の班員（再処理）２人の合計４人にて実施し，本

対策実施判断後２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目

安に管理する。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び

作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央

制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

ｅ．可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の代替測定 

重大事故等時に放射能観測車が機能喪失（搭載機器の測定機能又

は車両の走行機能）した場合，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用

サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガ

ンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイ

メータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及
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び可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ））により，ＭＯＸ燃料加

工施設及びその周辺において，空気中の放射性物質の濃度及び線量

を測定する。 

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡設備により再

処理施設の中央制御室に連絡する。 

可搬型放射能観測設備により放射性物質の濃度及び線量を測定し，

並びにその結果を記録するための手順を整備する。この手順のフロ

ーチャートを第ホ－11図に示す。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放射能観測車の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合（第ホ－４表）。 

(ｂ) 操作手順 

可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び

線量の測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイム

チャートを第ホ－16図に示す。 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班

の班員（再処理）に可搬型放射能観測設備による放射性物質の

濃度及び線量の測定の開始を指示する。 

ⅱ．放射線対応班の班員（再処理）は，第１保管庫・貯水所に保

管している可搬型放射能観測設備の健全性を確認する。 

ⅲ．放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型放射能観測設備の

使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場合は予備

の乾電池又は充電池と交換する。 

ⅳ．放射線対応班の班員（再処理）は，最大濃度地点又は風下方

向において，可搬型放射能観測設備のガンマ線用サーベイメー
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タ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用

サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）及び中性子線用サーベイメ

ータ（ＳＡ）により，線量率を測定するとともに，可搬型ダス

ト・よう素サンプラ（ＳＡ）にダストろ紙及びよう素カートリ

ッジをセットし試料採取し，ガンマ線用サーベイメータ（Ｎａ

Ｉ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ）及びアルファ・ベータ

線用サーベイメータ（ＳＡ）により，空気中の放射性物質の濃

度を測定する。 

ⅴ．放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型放射能観測設備に

よる測定結果を記録し，通信連絡設備により再処理施設の中央

制御室に連絡する。なお，放射能観測車が復旧した場合は，放

射能観測車により放射性物質の濃度を測定する。 

(ｃ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに

放射線対応班の班員（再処理）２人の合計４人にて実施し，本

対策実施判断後２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目

安に管理する。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び

作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央

制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，
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確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

ｆ．環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，通常時からＭＯＸ燃料加

工施設及びその周辺における環境試料の分析，放射性物質の濃度を

測定している。重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持され

ている場合は，継続して環境試料測定設備によりダストモニタ又は

可搬型ダストモニタで捕集した試料の放射性物質の濃度を測定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試料は，定期的

（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，環境試料測定設備により放射性物質の濃度を測定し，空

気中の放射性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。この手順のフローチャ

ートを第ホ－11図に示す。 

なお，環境試料測定設備が機能喪失した場合は，「ホ．(ロ)(１)

②ｈ．可搬型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃度の代替

測定」を行う。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設

備が機能維持されていると判断した場合（第ホ－４表）。 

(ｂ) 操作手順 

環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定に

ついての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを添

第ホ－17図に示す。 

ⅰ．放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管

理班の班員に環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃
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度の測定の開始を指示する。 

ⅱ．放射線管理班の班員は，ダストモニタ又は可搬型ダストモニ

タで捕集した試料を回収する。 

ⅲ．放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，環境試

料測定設備により放射性物質の濃度を測定する。 

ⅳ．放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記

録用紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

(ｃ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員

２人の合計３人にて実施し，ダストモニタ又は可搬型ダストモ

ニタの試料採取実施判断後２時間50分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目

安に管理する。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び

作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，支援組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央

制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

ｇ．環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測

定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，通常時からＭＯＸ燃料加
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工施設及びその周辺における環境試料の分析，放射性物質の濃度を

測定している。重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持され

ている場合は，環境試料測定設備により，ＭＯＸ燃料加工施設及び

その周辺において採取した水試料及び土壌試料の放射性物質の濃度

を測定し，水中及び土壌中の放射性物質の濃度を評価する。測定結

果及び評価結果は，通信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

なお，環境試料測定設備が機能喪失した場合は，「ホ．(ロ)(１)

②ｉ．可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃

度の測定」を行う。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設

備が機能維持されていると判断した場合。また，排気モニタリ

ング設備，可搬型排気モニタリング設備，環境モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング設備，可搬型建屋周辺モニタリン

グ設備，放出管理分析設備，環境試料測定設備，可搬型放出管

理分析設備，可搬型試料分析設備，放射能観測車及び可搬型放

射能観測設備による測定により，ＭＯＸ燃料加工施設からの放

射性物質の放出のおそれがあると判断した場合（第ホ－４表）。 

(ｂ) 操作手順 

環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度

の測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャ

ートを第ホ－18図に示す。 

ⅰ．放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管

理班の班員に環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性

物質の濃度の測定の開始を指示する。 
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ⅱ．放射線管理班の班員は，放射線管理班長が指示した場所に移

動し，水試料又は土壌試料を採取する。 

ⅲ．放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，環境試

料測定設備により放射性物質の濃度を測定する。 

ⅳ．放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記

録用紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

(ｃ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員

２人の合計３人にて実施し，水試料及び土壌試料の試料採取実

施判断後２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目

安に管理する。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び

作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，支援組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央

制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

ｈ．可搬型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃度の代替測定 

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，可搬型試

料分析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置）によ

り，ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した放射性物質の
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濃度を測定する。  

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試料は，定期的

（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

空気中の放射性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，

通信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への

給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「ニ．電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋

内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した

のち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，並びにそ

の結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャー

トを第ホ－７図及び第ホ－11図に示す。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設

備が機能喪失したと判断した場合（第ホ－４表）。 

(ｂ) 操作手順 

可搬型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃度の測定

についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを

第ホ－19図に示す。 
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ⅰ．放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管

理班の班員に可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測

定の開始を指示する。 

ⅱ．放射線管理班の班員は，再処理施設の主排気筒管理建屋に保

管している可搬型試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全

性を確認する。 

ⅲ．放射線管理班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に

保管している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，

再処理施設の主排気筒管理建屋まで運搬する。 

ⅳ．放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核

種分析装置を，可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給

電する。 

ⅴ．放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核

種分析装置及び可搬型排気モニタリング用発電機について，異

臭，発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検

により確認する。 

ⅵ．放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放

射能測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少

ない場合は予備の乾電池又は充電池と交換する。 

ⅶ．放射線管理班の班員は，ダストモニタ又は可搬型ダストモニ

タで捕集した試料を回収する。 

ⅷ．放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型

試料分析設備により放射性物質の濃度を測定する。 

ⅸ．放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記
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録用紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により緊急時対策所に連絡する。火山の影響により，降

灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応と

して，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び

除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に

応じ，除灰作業を実施する。なお，環境試料測定設備が復旧し

た場合は，環境試料測定設備により放射性物質の濃度を測定す

る。 

(ｃ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長及び建屋外対応班長の２人，

放射線管理班の班員２人並びに建屋外対応班の班員（再処理）

３人の合計７人にて実施し，ダストモニタ又は可搬型ダストモ

ニタの試料採取実施判断後２時間50分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目

安に管理する。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び

作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，支援組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央

制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

ｉ．可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の

測定 
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重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，可搬型試

料分析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置）によ

り，ＭＯＸ燃料加工施設及びその周辺において採取した水試料及び

土壌試料の放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性物

質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備によ

り緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への

給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋

内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した

のち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「ニ．電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

可搬型試料分析設備により水中及び土壌中の放射性物質の濃度を

測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設

備が機能喪失したと判断した場合。また，排気モニタリング設

備，可搬型排気モニタリング設備，環境モニタリング設備，可

搬型環境モニタリング設備，可搬型建屋周辺モニタリング設備，

放出管理分析設備，環境試料測定設備，可搬型放出管理分析設

備，可搬型試料分析設備，放射能観測車及び可搬型放射能観測

設備による測定により，ＭＯＸ燃料加工施設からの大気中への
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放射性物質の放出のおそれがあると判断した場合（第ホ－４表）。 

(ｂ) 操作手順 

可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃

度の測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチ

ャートを第ホ－20図に示す。 

ⅰ．放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管

理班の班員に可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射

性物質の濃度の測定の開始を指示する。 

ⅱ．放射線管理班の班員は，再処理施設の主排気筒管理建屋に保

管している可搬型試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全

性を確認する。 

ⅲ．放射線管理班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に

保管している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，

再処理施設の主排気筒管理建屋まで運搬する。 

ⅳ．放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核

種分析装置を，可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給

電する。 

ⅴ．放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核

種分析装置及び可搬型排気モニタリング用発電機について，異

臭，発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検

により確認する。 

ⅵ．放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放

射能測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少

ない場合は予備の乾電池又は充電池と交換する。 
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ⅶ．放射線管理班の班員は，放射線管理班長が指示した場所に移

動し，試料を採取する。 

ⅷ．放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型

試料分析設備により放射性物質の濃度を測定する。 

ⅸ．放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記

録用紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により緊急時対策所に連絡する。火山の影響により，降

灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応と

して，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び

除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に

応じ，除灰作業を実施する。なお，環境試料測定設備が復旧し

た場合は，環境試料測定設備により放射性物質の濃度を測定す

る。 

(ｃ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長及び建屋外対応班長の２人，

放射線管理班の班員２人並びに建屋外対応班の班員（再処理）

３人の合計７人にて実施し，水中又は土壌中の放射性物質の濃

度の測定は，水試料及び土壌試料の試料採取実施判断後２時間

以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目

安に管理する。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び

作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対
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応を行うことにより，支援組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央

制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

(２) 風向，風速その他の気象条件の測定の手順等 

重大事故等時に敷地内において，風向，風速その他の気象条件を測

定し，及びその結果を記録するため，以下の手段を用いた手順を整備

する。 

重大事故等時における気象観測設備又は可搬型気象観測設備による

風向，風速その他の気象条件の測定を行う。 

① 気象観測設備による気象観測項目の測定 

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日射量，放射収支

量及び雨量を観測している。重大事故等時に気象観測設備の機能が維

持されている場合は，継続して気象観測設備により風向，風速，日射

量，放射収支量及び雨量を観測し，その観測値を中央監視室，再処理

施設の中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。 

気象観測設備による気象観測項目の測定は継続されているため，測

定並びにその結果の記録を継続する。この手順のフローチャートを第

ホ－23図に示す。 

気象観測に係るアクセスルートを第ホ－28図に示す。 

なお，気象観測設備が機能喪失した場合は，以下の対応を行う。 

・「ホ．(ロ)(２)② 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替

測定」 

・「ホ．(ロ)(２)③ 可搬型風向風速計による風向及び風速の測定」 

ａ．手順着手の判断基準 
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重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能

維持されていると判断した場合（第ホ－４表）。 

ｂ．操作手順 

気象観測設備による気象観測についての手順の概要は以下のとお

り。 

(ａ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班

長及びＭＯＸ燃料加工施設現場管理者に気象観測設備による気

象観測を指示する。 

(ｂ) 放射線対応班長及びＭＯＸ燃料加工施設現場管理者は，気象

観測設備による気象観測を継続する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長，ＭＯＸ燃料加工施

設現場管理者の合計３人にて実施し，常設の設備を使用することか

ら，速やかに対応が可能である。 

② 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定 

重大事故等時に気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，

雨量計）が機能喪失した場合，可搬型気象観測設備（風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計）により，敷地内において風向，風速その

他の気象条件を測定する。 

可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測設備に接続し，

観測値を衛星通信により再処理施設の中央制御室及び緊急時対策所に

伝送する。伝送した観測値は，再処理施設の中央制御室に設置する制

御建屋情報把握設備により記録するとともに，緊急時対策所において

も緊急時対策建屋情報把握設備により記録する。 

可搬型気象観測用発電機により可搬型気象観測設備及び可搬型気象

7－添1－264



観測用データ伝送装置への給電を行い，敷地内において風向，風速そ

の他の気象条件の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型気象観測用発電機への燃料給油を

実施する。燃料の給油手順については，「ニ．電源の確保に関する手

順等」にて整備する。 

可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型

気象観測用発電機を設置場所に運搬するため，監視測定用運搬車を使

用する。  

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用デー

タ伝送装置及び可搬型気象観測用発電機の建屋内への移動及び除灰作

業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。 

可搬型気象観測設備により敷地内において風向，風速その他の気象

条件を測定し，及びその結果を記録するための手順を整備する。この

手順のフローチャートを第ホ－７図及び第ホ23図に示す。 

可搬型気象観測設備は，敷地内の大きな障害物のない開けた場所に

設置することとする。可搬型気象観測設備の設置場所の例を第ホ－24

図に示す。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能

喪失したと判断した場合（第ホ－４表）。 

ｂ．操作手順 

可搬型気象観測設備による風向，風速その他の気象条件の測定に

ついての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第ホ－

7－添1－265



25図に示す。 

(ａ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班

の班員に可搬型気象観測設備による風向，風速その他の気象条

件の測定の開始を指示する。 

(ｂ) 可搬型気象観測設備は，敷地内の大きな障害物のない開けた

場所に設置することとし，速やかに設置できるように，あらか

じめ候補場所を選定しておく。ただし，建屋外アクセスルート

の整備状況及び候補場所の状況に応じて，設置場所を変更する

こともある。 

(ｃ) 放射線対応班の班員（再処理）は，第１保管庫・貯水所に保

管している可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用発電機及び

可搬型気象観測用データ伝送装置の健全性を確認する。 

(ｄ) 放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型気象観測設備，可

搬型気象観測用発電機及び可搬型気象観測用データ伝送装置を

監視測定用運搬車に積載し，設置場所まで運搬する。 

(ｅ) 放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型気象観測設備及び

可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測用発電機に

接続し，可搬型気象観測用発電機を起動し，給電する。可搬型

気象観測用発電機に必要となる軽油は，軽油貯槽から軽油用タ

ンクローリにより運搬し，給油することにより，給電開始から

７日以上の稼動が可能である。 

(ｆ) 放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型気象観測設備を設

置し，敷地内の風向，風速，日射量，放射収支量及び雨量を観

測する。 

(ｇ) 放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型気象観測設備及び
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可搬型気象観測用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装

置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。 

(ｈ) 放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型気象観測設備の設

置状況及び測定結果を記録し，再処理施設の中央制御室及び緊

急時対策所への伝送が確立するまでの間，通信連絡設備により

定期的に再処理施設の中央制御室に連絡する。 

(ｉ) 放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型気象観測用データ

伝送装置を可搬型気象観測設備に接続し，観測値を衛星通信に

より再処理施設の中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。ま

た，伝送した観測値は，制御建屋情報把握設備により記録する

とともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設

備により記録する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」

以上）を確認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測

設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観測用

発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，

降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，

気象観測設備が復旧した場合は，気象観測設備により気象観測

項目を測定，監視及び記録する。 

(ｊ) 放射線対応班の班員（再処理）は，可搬型気象観測用データ

伝送装置及び可搬型気象観測用発電機について，異臭，発煙，

破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認

する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員（再処理）２人並びに建屋外対応班の
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班員（再処理）３人の合計８人にて実施し，本対策実施判断後２時

間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目安に管理する。さ

らに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業

場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時

においては，再処理施設の中央制御室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

③ 可搬型風向風速計による風向及び風速の測定 

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失した場合，可搬型気象観測

設備を設置するまでの間，可搬型風向風速計により，敷地内において

風向及び風速を測定する。  

可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備により再処理施

設の中央制御室に連絡する。 

可搬型風向風速計により敷地内において風向及び風速を測定し，及

びその結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャ

ートを第ホ－23図に示す。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能

喪失したと判断した場合（第ホ－４表）。 

ｂ．操作手順 
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可搬型風向風速計による風向及び風速の測定についての手順の概

要は以下のとおり。このタイムチャートを第ホ－14図に示す。 

(ａ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班

の班員（ＭＯＸ）に可搬型風向風速計による風向及び風速の測

定の開始を指示する。 

(ｂ) 放射線対応班の班員（ＭＯＸ）は，燃料加工建屋に保管して

いる可搬型風向風速計の健全性を確認する。 

(ｃ) 放射線対応班の班員（ＭＯＸ）は，可搬型風向風速計により，

敷地内の大きな障害物のない開けた場所にて風向及び風速を測

定する。 

可搬型風向風速計は電源を必要としない。 

(ｄ) 放射線対応班の班員（ＭＯＸ）は，可搬型風向風速計による

測定を，可搬型気象観測設備を設置するまでの間，定期的に実

施し，測定結果を記録し，通信連絡設備により再処理施設の中

央制御室に連絡する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員（ＭＯＸ）２人の合計４人にて実施し，重大事故等

着手判断後１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目安に管理する。さ

らに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業

場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施
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組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時

においては，再処理施設の中央制御室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

(３) 環境モニタリング設備の電源を環境モニタリング用代替電源設備

から給電する手順等 

非常用所内電源系統からの給電が喪失した際は，環境モニタリング

用可搬型発電機により，環境モニタリング設備へ給電する。 

環境モニタリング用可搬型発電機から給電することにより，モニタ

リングポストによる空間放射線量率の測定及びダストモニタによる空

気中の放射性物質の捕集及び測定を開始する。 

環境モニタリング設備に対して，環境モニタリング用可搬型発電機

により必要な負荷へ電力を供給する。 

① 環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリング設備への

給電 

重大事故等時に，第１非常用ディーゼル発電機が自動起動せず，非

常用所内電源系統から環境モニタリング設備への給電が喪失し，無停

電電源装置により給電され，環境モニタリング設備の機能が維持され

ている場合，環境モニタリング用可搬型発電機により，環境モニタリ

ング設備へ給電する。 

上記給電を継続するために環境モニタリング用可搬型発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「ニ．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

環境モニタリング用可搬型発電機をモニタリングポスト局舎近傍に

運搬するため，監視測定用運搬車を使用する。 
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火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，環境モニタリング用可搬型発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 

環境モニタリング用可搬型発電機から給電するための手順を整備す

る。この手順のフローチャートを第ホ－11図に示す。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等時に，非常用所内電源系統から環境モニタリング設備

への給電が喪失し，無停電電源装置により給電され，環境モニタリ

ング設備が機能維持されていると判断した場合（第ホ－４表）。 

ｂ．操作手順 

環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリング設備へ

給電する手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第ホ－

26図に示す。 

(ａ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班

の班員（再処理）に環境モニタリング用可搬型発電機による環

境モニタリング設備への給電の開始を指示する。 

(ｂ) 放射線対応班の班員（再処理）は，第１保管庫・貯水所に保

管している環境モニタリング用可搬型発電機の健全性を確認す

る。 

(ｃ) 放射線対応班の班員（再処理）は，環境モニタリング用可搬

型発電機を監視測定用運搬車に積載し，モニタリングポスト局

舎近傍まで運搬及び設置する。 

(ｄ) 放射線対応班の班員（再処理）は，環境モニタリング設備と

環境モニタリング用可搬型発電機をケーブルで接続し，環境モ
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ニタリング用可搬型発電機を起動する。環境モニタリング用可

搬型発電機に必要となる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクロ

ーリにより運搬し，給油することにより，給電開始から７日以

上の稼動が可能である。 

(ｅ) 放射線対応班の班員（再処理）は，環境モニタリング設備の

受電状態において，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等の異

常がないことを外観点検により確認する。火山の影響により，

降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応

として，環境モニタリング用可搬型発電機の建屋内への移動及

び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要

に応じ，除灰作業を実施する。なお，非常用所内電源系統から

の給電が再開した場合は，非常用所内電源系統からの給電に切

り替える。 

ｃ．操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員（再処理）６人並びに建屋外対応班の

班員（再処理）３人の合計12人にて実施し，作業開始を判断してか

ら５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目安に管理する。さ

らに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業

場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時
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においては，再処理施設の中央制御室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

(４) 敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携体制 

重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立ち上げる緊急時

モニタリングセンターにおいて，国が地方公共団体と連携して策定す

るモニタリング計画に従い，資機材，要員及び放出源情報を提供する

とともにモニタリングに協力する。 

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業者との協力体制

を構築するため原子力事業者間協力協定を締結し，環境放射線モニタ

リング等への要員の派遣，資機材の貸与等を受けることが可能である。 

(５) バックグラウンド低減対策の手順 

事故後の周辺汚染による測定ができなくなることを避けるため，以

下の手段を用いた手順を整備する。 

① モニタリングポストのバックグラウンド低減対策 

事故後の周辺汚染により，モニタリングポストによる測定ができな

くなることを避けるため，モニタリングポストのバックグラウンド低

減対策を行う手順を整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等時に，ＭＯＸ燃料加工施設から大気中へ放射性物質の

放出により，モニタリングポストのバックグラウンドが上昇するお

それがあると判断した場合（第ホ－４表）。 

ｂ．操作手順 

モニタリングポストのバックグラウンド低減対策の手順の概要は

以下のとおり。このタイムチャートを第ホ－21図に示す。 
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(ａ) 放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管

理班の班員にモニタリングポストのバックグラウンド低減対策

として，モニタリングポストの検出器カバーを養生するよう指

示する。 

(ｂ) 放射線管理班の班員は，モニタリングポストの汚染の防止に

必要な養生シートを準備する。 

(ｃ) 放射線管理班の班員は，車両等によりモニタリングポストに

移動し，モニタリングポスト局舎内の換気システムを停止する。 

(ｄ) 放射線管理班の班員は，モニタリングポストの検出器カバー

に養生シートを被せ，養生する。 

(ｅ) 放射線管理班の班員は，必要に応じて検出器カバーの養生シ

ートを交換する。 

(ｆ) 放射線管理班の班員は，バックグラウンドが通常より高い場

合には，必要に応じてモニタリングポスト局舎の除染，周辺土

壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低減を図る。 

ｃ．操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人

の合計３人にて実施し，モニタリングポスト９台分の検出器カバー

の養生作業は，作業開始を判断してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目安に管理する。さ

らに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業

場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，支援

7－添1－274



組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時

においては，再処理施設の中央制御室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

② 可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策 

事故後の周辺汚染により，可搬型環境モニタリング設備による測定

ができなくなることを避けるため，可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンド低減対策を行う手順を整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等時に，ＭＯＸ燃料加工施設から大気中への放射性物質

の放出により，可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンドが

上昇するおそれがあると判断した場合（第ホ－４表）。 

ｂ．操作手順 

可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策の手順

の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第ホ－22図に示す。 

(ａ) 放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管

理班の班員に可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド

低減対策として，可搬型環境モニタリング設備の検出器カバー

を養生するよう指示する。 

(ｂ) 放射線管理班の班員は，可搬型環境モニタリング設備の汚染

の防止に必要な養生シートを準備する。 

(ｃ) 放射線管理班の班員は，車両等により可搬型環境モニタリン

グ設備の設置場所に移動し，可搬型環境モニタリング設備を設

置する際にあらかじめ養生を行っていた場合は，養生シートを

取り除いた後，検出器カバーに養生シートを被せ，養生する。 
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(ｄ) 放射線管理班の班員は，必要に応じて検出器カバーの養生シ

ートを交換する。 

(ｅ) 放射線管理班の班員は，バックグラウンドが通常より高い場

合には，必要に応じて可搬型環境モニタリング設備の除染，周

辺土壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低減を

図る。 

ｃ．操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人

の合計３人にて実施し，可搬型環境モニタリング設備９台分の検出

器カバーの養生作業は，作業開始を判断してから５時間以内で可能

である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目安に管理する。さ

らに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業

場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，支援

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時

においては，再処理施設の中央制御室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

③ 可搬型放出管理分析設備及び可搬型試料分析設備のバックグラウン 

ド低減対策 

重大事故等時に可搬型放出管理分析設備による放射性物質の濃度の

測定場所は，燃料加工建屋を基本とする。また，可搬型試料分析設備
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による放射性物質の濃度の測定場所は，再処理施設の主排気筒管理建

屋を基本とする。 

ただし，試料測定に影響が生じる場合は，緊急時対策所又は再処理

事業所外の適切な場所に設備を移動し，測定する。 
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第ホ－１表  機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対

処設備，手順書一覧（１／５）

対応項目

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備

対処に使 用する設 備 手順書

Ｍ Ｏ Ｘ 燃
料 加 工 施
設 か ら 放
出 さ れ る
放 射 性 の
濃 度 の 測
定

放 射 性 物 質
の 捕 集 及 び
濃度の測 定  

－

排気モニ タリング 設備
・排気モ ニタ
工程室排 気ダクト
グローブ ボックス 排気
ダクト
排気筒

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）

重大事故 等  
発生時対 応  

手順書等 にて
整備する  

自主対
策設備
（外的
事象）

放 射 性 物 質
の 捕 集 及 び
濃度の測 定  

排 気 モ ニ
タ リ ン グ
設備

可搬型排 気モニタ リン
グ設備  
・可搬型 ダストモ ニタ

重大事
故等対
処設備

測 定 値 の 伝
送 ， 監 視 及
び記録  

可搬型排 気モニタ リン
グ用デー タ伝送装 置
緊急時対 策建屋情 報把
握設備
制御建屋 情報把握 設備

可 搬 型 排 気
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 及 び
可 搬 型 排 気
モ ニ タ リ ン
グ 用 デ ー タ
伝 送 装 置 へ
の給電

燃料加工 建屋可搬 型発
電機

捕 集 し た 排
気 試 料 の 放
射能測定  

－

放出管理 分析設備
・アルフ ァ線用放 射能

測定装置
・ベータ 線用放射 能測

定装置

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）
自主対
策設備
（外的
事象）

捕 集 し た 排
気 試 料 の 放
射能測定  

放 出 管 理
分析設備

可搬型放 出管理分 析設
備
・可搬型 放射能測 定装

置

重大事
故等対
処設備
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第ホ－１表  機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対

処設備，手順書一覧（２／５）  

対応項目  

機能喪失

を想定す

る設計基

準設備  

対処に使 用する設 備  手順書  

周 辺 監 視
区 域 に お
け る 空 間
放 射 線 量
率 及 び 空
気 中 の 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定  

空 間 放 射 線
量 率 及 び 空
気 中 の 放 射
性 物 質 の 捕
集及び測 定  

―  
環境モニ タリング 設備  
・モニタ リングポ スト  
・ダスト モニタ  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

重大事故 等  
発生時対 応  

手順書等 にて
整備する  

自主対
策設備
（外的
事象）  

空 間 放 射 線
量 率 及 び 空
気 中 の 放 射
性 物 質 の 捕
集及び測 定  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設備  

可搬型環 境モニタ リン
グ設備  
・可搬型 線量率計  
・可搬型 ダストモ ニタ  

重大事
故等対
処設備  

測 定 値 の 伝
送 ， 監 視 及
び記録  

可搬型環 境モニタ リン
グ用デー タ伝送装 置  
緊急時対 策建屋情 報把
握設備  
制御建屋 情報把握 設備  

可 搬 型 環 境
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 及 び
可 搬 型 環 境
モ ニ タ リ ン
グ 用 デ ー タ
伝 送 装 置 へ
の給電  

可搬型環 境モニタ リン
グ用発電 機  

可 搬 型 環 境
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 等 の
運搬  

監視測定 用運搬車  

採 取 し た 環
境 試 料 の 放
射 性 物 質 の
濃度の測 定  

―  
環境試料 測定設備  
・核種分 析装置  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

自主対
策設備
（外的
事象）  
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第ホ－１表  機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対

処設備，手順書一覧（３／５）  

対応項目  

機能喪失

を想定す

る設計基

準設備  

対処に使 用する設 備  手順書  

周 辺 監 視
区 域 に お
け る 空 間
放 射 線 量
率 及 び 空
気 中 の 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定  

採 取 し た 環
境 試 料 の 放
射 性 物 質 の
濃度の測 定  

環境試料
測定設備  

可搬型試 料分析設 備  
・可搬型 放射能測 定装

置  
・可搬型 核種分析 装置  重大事

故等対
処設備  

重大事故 等  
発生時対 応  

手順書等 にて
整備する  

可 搬 型 試 料
分 析 設 備 へ
の給電  

可搬型排 気モニタ リン
グ用発電 機  

建 屋 周 辺 の 放 射 線 量
率，空気 中の放射 性物
質の濃度 及び放射 性物
質によっ て汚染さ れた
物の表面 密度の測 定  
（※１）  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設備  

可搬型建 屋周辺モ ニタ
リング設 備  
・ガンマ 線用サー ベイ

メータ (Ｓ Ａ ) 
・中性子 線用サー ベイ

メータ (Ｓ Ａ ) 
・アルフ ァ・ベー タ線

用 サ ー ベ イ メ ー タ
(ＳＡ ) 

・可搬型 ダストサ ンプ
ラ (ＳＡ ) 

重大事
故等対
処設備  

敷地周辺 の空間放 射線

量率及び 空気中の 放射

性物質の 濃度の測 定  

―  放射能観 測車  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

自主対
策設備
（外的
事象）  

放射能観

測車  

可搬型放 射能観測 設備  
・ガンマ 線用サー ベイ

メータ（ ＮａＩ（ Ｔ
ｌ）シン チレーシ ョ
ン）（ＳＡ ）  

・ガンマ 線用サー ベイ
メータ（電離箱）（ Ｓ
Ａ）  

・中性子 線用サー ベイ
メータ（ ＳＡ）  

・アルフ ァ・ベー タ線
用 サ ー ベ イ メ ー タ
（ＳＡ）  

・可搬型 ダスト・ よう

素サンプ ラ（ＳＡ ）  

重大事
故等対
処設備  
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第ホ－１表  機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対

処設備，手順書一覧（４／５）  

対応項目  

機能喪失

を想定す

る設計基

準設備  

対処に使 用する設 備  手順書  

敷 地 内 の

気 象 条 件

の測定  

風 向 ， 風 速

そ の 他 気 象

条件の測 定  

―  

気象観測 設備  
・風向風 速計  
・日射計  
・放射収 支計  
・雨量計  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

重大事故 等  
発生時対 応  

手順書等 にて
整備する  

自主対
策設備
（外的
事象）  

風 向 ， 風 速

そ の 他 気 象

条件の測 定  

気象観測

設備  

可搬型気 象観測設 備  
・風向風 速計  
・日射計  
・放射収 支計  
・雨量計  重大事

故等対
処設備  

観 測 値 の 伝

送 ， 監 視 及

び記録  

可搬型気 象観測用 デー

タ伝送装 置  
緊急時対 策建屋情 報把
握設備  
制御建屋 情報把握 設備  

可 搬 型 気 象
観 測 設 備 及
び 可 搬 型 気
象 観 測 用 デ
ー タ 伝 送 装
置への給 電  

可搬型気 象観測用発電
機  

重大事
故等対
処設備  

可 搬 型 気 象
観 測 設 備 等
の運搬  

監視測定 用運搬車  
重大事
故等対
処設備  

 
 

敷地内の 風向及び 風速
の測定（ ※２）  

気 象 観 測
設備  

可搬型風 向風速計  
重大事
故等対
処設備  
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第ホ－１表  機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対

処設備，手順書一覧（５／５）

対応項目

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備

対処に使 用する設 備 手順書

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 へ の
環 境 モ ニ
タ リ ン グ
用 代 替 電
源 設 備 か
らの給電

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 へ の
給電 第 １ 非 常

用 デ ィ ー
ゼ ル 発 電
機Ｂ

環境モニ タリング 用可
搬型発電 機  

重大事
故等対
処設備

重大事故 等  
発生時対 応  

手順書等 にて
整備する  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
用 可 搬 型
発 電 機 の
運搬

監視測定 用運搬車
重大事
故等対
処設備

バックグ ラウンド 低減
対策  

－ 養生シー ト 資機材

※１ 環 境モニタ リング設 備が機能 喪失した 場合，可 搬型環境 モニタリ ング

設備を設 置するま での間， 実施する 。  

※２ 気 象観測設 備が機能 喪失した 場合，可 搬型気象 観測設備 を設置す るま

での間， 実施する 。  
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第ホ－２表  重大事故等の対処に必要な監視項目（１／５）  

対応項目  
重大事故 等の対処

に必要な 監視項目  
対応する 設備  

計測範囲  

（単位）  

(１ ) 放 射性物質 の濃度及 び線量の 測定の手 順等  

①  ＭＯ Ｘ燃料加 工施設に おける放 射性物質 の濃度の 測定  

ａ．排気モ

ニ タ リ ン

グ 設 備 に

よ る Ｍ Ｏ

Ｘ 燃 料 加

工 施 設 か

ら 放 出 さ

れ る 放 射

性 物 質 の

濃 度 の 測

定  

放射性物 質の濃度  

（粒子）  

排気モニ タリング 設備  
・排気モ ニタ  １～ 10 5 min - 1 

ｂ．可搬型

排 気 モ ニ

タ リ ン グ

設 備 に よ

る Ｍ Ｏ Ｘ

燃 料 加 工

施 設 か ら

放 出 さ れ

る 放 射 性

物 質 の 濃

度 の 代 替

測定  

放射性物 質の濃度  

（粒子）  

可搬型排 気モニタ リング設 備  
・可搬型 ダストモ ニタ  ０～ 9999.9min - 1 

ｃ．放出管

理 分 析 設

備 に よ る

Ｍ Ｏ Ｘ 燃

料 加 工 施

設 か ら 放

出 さ れ る

放 射 性 物

質 の 濃 度

の 代 替 測

定  

放 射 性 物 質 の 濃 度

（粒子）  

アルファ 線用放射 能測定装 置  
B.G. ～ 999.9kmin -

1 

ベータ線 用放射能 測定装置  
B.G. ～ 999.9kmin -

1 

ｄ．可搬型

放 出 管 理

分 析 設 備

に よ る Ｍ

Ｏ Ｘ 燃 料

加 工 施 設

か ら 放 出

さ れ る 放

射 性 物 質

の 濃 度 の

代替測定  

放射性物 質の濃度  

（粒子）  

可搬型放 射能測定 装置  
（アルフ ァ /ベータ 線）  

B.G.～ 100kmin - 1 

（アルフ ァ線）  

B.G. ～ 300kmin - 1

（ベータ 線）  
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第ホ－２表  重大事故等の対処に必要な監視項目（２／５）  

対応項目  
重大事故 等の対処

に必要な 監視項目  
対応する 設備  

計測範囲  

（単位）  

(１ ) 放 射性物質 の濃度及 び線量の 測定の手 順等  

②  周辺 監視区域 における 放射性物 質の濃度 及び線量 の測定  

ａ．環境モ

ニ タ リ ン

グ 設 備 に

よ る 空 気

中 の 放 射

性 物 質 の

濃 度 及 び

線 量 の 測

定  

線量率  モニタリ ングポス ト  

低レンジ  

10 - 2 ～ 10 1 μ Gy/h 

高レンジ  

10 0 ～ 10 5 μ Gy/h 

放射能レ ベル  

（粒子）  
ダストモ ニタ  

アルファ 線，  

ベータ線  

10 - 2 ～ 10 4  s - 1 

(連 続 集 塵 ， 連 続

測定時 ) 

ｂ．可搬型

環 境 モ ニ

タ リ ン グ

設 備 に よ

る 空 気 中

の 放 射 性

物 質 の 濃

度 及 び 線

量 の 代 替

測定  

線量率  
可搬型環 境モニタ リング設 備  

・可搬型 線量率計  
B.G. ～ 100mSv/h

又は mGy/h 

放射能レ ベル  

（粒子）  

可搬型環 境モニタ リング設 備  

・可搬型 ダストモ ニタ  
B.G. ～ 99.9kmin -

1 

ｃ．可搬型

建 屋 周 辺

モ ニ タ リ

ン グ 設 備

に よ る 空

気 中 の 放

射 性 物 質

の濃度，線

量 及 び 放

射 性 物 質

に よ っ て

汚 染 さ れ

た 物 の 表

面 密 度 の

代替測定  

線量率  

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ

設備  

・ ガ ン マ 線 用 サ ー ベ イ メ ー タ

(ＳＡ )  

0.0001～

1000mSv/h 

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ

設備  

・ 中 性 子 線 用 サ ー ベ イ メ ー タ

(ＳＡ )  

0.01～  

10000μ Sv/h 

放射性物 質の濃度  

（粒子）  

表面密度  

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ

設備  

・アルフ ァ・ベータ 線用サー ベ

イメータ (ＳＡ )  

B.G. ～ 100kmin - 1

（アルフ ァ線）  

B.G. ～ 300kmin - 1

（ベータ 線）  
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第ホ－２表  重大事故等の対処に必要な監視項目（３／５）

対応項目
重大事故 等の対処

に必要な 監視項目
対応する 設備

計測範囲

（単位）

(１ ) 放 射性物質 の濃度及 び線量の 測定の手 順等

② 周辺 監視区域 における 放射性物 質の濃度 及び線量 の測定

ｄ．放射能

観 測 車 に

よ る 空 気

中 の 放 射

性 物 質 の

濃 度 及 び

線 量 の 測

定

線量率

空 間 放 射 線 量 率 測 定 器 （ Ｎ ａ

Ｉ（Ｔｌ）シンチレーショ ン） B.G.～ 10μ Gy/h

空間放射 線量率測 定器

（電離箱 ）
1～ 300000μ Gy/h 

中性子線 用サーベ イメータ
0.01～  

10000μ Sv/h 

放射性物 質の濃度

（粒子）  
放射能測 定器（ダ スト）

0.01～ 999999s - 1

（アルフ ァ線）

0.1～ 999999s - 1

（ベータ 線）

放射性物 質の濃度

（放射性 よう素）
放射能測 定器（よ う素） 0.1～ 999999s - 1 

ｅ．可搬型

放 射 能 観

測 設 備 に

よ る 空 気

中 の 放 射

性 物 質 の

濃 度 及 び

線 量 の 代

替測定

線量率

ガンマ線 用サーベ イメータ  

（ＮａＩ（ Ｔｌ）シン チレーシ

ョン） (Ｓ Ａ ) 

B.G.～ 30μ Sv/h，

0～ 30ks - 1

ガンマ線 用サーベ イメータ

（電離箱 ） (ＳＡ ) 
0.001～ 300mSv/h 

中 性 子 線 用 サ ー ベ イ メ ー タ

(ＳＡ ) 

0.01～  

10000μ Sv/h 

放射性物 質の濃度

（粒子）  

ア ル フ ァ ・ ベ ー タ 線 用 サ ー ベ

イメータ (ＳＡ )

B.G. ～ 100kmin - 1

（アルフ ァ線）

B.G. ～ 300kmin - 1

（ベータ 線）

放射性物 質の濃度

（放射性 よう素）

ガンマ線 用サーベ イメータ  

（ＮａＩ（ Ｔｌ）シン チレーシ

ョン） (Ｓ Ａ )

B.G.～ 30μ Sv/h，

0～ 30ks - 1

可搬型核 種分析装 置 27.5～ 11000keＶ

ｆ．環境試

料 測 定 設

備 に よ る

空 気 中 の

放 射 性 物

質 の 濃 度

の測定

放射性物 質の濃度

（粒子）  
核種分析 装置（ガ ンマ線） 30～ 10000keＶ
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第ホ－２表  重大事故等の対処に必要な監視項目（４／５）

対応項目
重大事故 等の対処

に必要な 監視項目
対応する 設備

計測範囲

（単位）

(１ ) 放 射性物質 の濃度及 び線量の 測定の手 順等

② 周辺 監視区域 における 放射性物 質の濃度 及び線量 の測定

ｇ．環境試

料 測 定 設

備 に よ る

水 中 及 び

土 壌 中 の

放 射 性 物

質 の 濃 度

の測定

放射性物 質の濃度

（粒子）  
核種分析 装置（ガ ンマ線） 30～ 10000keＶ

ｈ．可搬型

試 料 分 析

設 備 に よ

る 空 気 中

の 放 射 性

物 質 の 濃

度 の 代 替

測定

放射性物 質の濃度

（粒子）  

可搬型放 射能測定 装置

（アルフ ァ /ベータ 線）

B.G. ～ 99.9kmin -

1

可搬型核 種分析装 置

（ガンマ 線）  
27.5～ 11000keＶ

ｉ．可搬型

試 料 分 析

設 備 に よ

る 水 中 及

び 土 壌 中

の 放 射 性

物 質 の 濃

度の測定

放射性物 質の濃度

（粒子）  

可搬型放 射能測定 装置

（アルフ ァ /ベータ 線）

B.G. ～ 99.9kmin -

1

可搬型核 種分析装 置

（ガンマ 線）  
27.5～ 11000keＶ

(２ ) 風 向，風速 その他の 気象条件 の測定の 手順等

① 気 象 観

測 設 備 に

よ る 気 象

観 測 項 目

の測定

風 向 ， 風 速 そ の 他

気象条件  

気象観測 設備

・風向風 速計

地上 10ｍ

風向： 16 方位

風速： 0～ 90ｍ /s 

地上 150ｍ  

風向： 16 方位  

風速： 0～ 30ｍ /s 

気象観測 設備

・日射計
0～ 1.50kＷ /m 2 

気象観測 設備

・放射収 支計
-0.3～ 1.2kＷ /m 2

気象観測 設備

・雨量計
0.5mm ごとの計測
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第ホ－２表  重大事故等の対処に必要な監視項目（５／５）  

対応項目  
重大事故 等の対処

に必要な 監視項目  
対応する 設備  

計測範囲  

（単位）  

(２ ) 風 向，風速 その他の 気象条件 の測定の 手順等  

② 可 搬 型

気 象 観 測

設 備 に よ

る 気 象 観

測 項 目 の

代替測定  

風 向 ， 風 速 そ の 他

気象条件  

可搬型気 象観測設 備  

風向風速 計  

風向： 16 方位  

風速： 0～ 90ｍ /s 

可搬型気 象観測設 備  

日射計  
0～ 2.00kＷ /m 2 

可搬型気 象観測設 備  

放射収支 計  

-0.714～  

1.50kＷ /m 2 

可搬型気 象観測設 備  

雨量計  
0.5mm 毎の計測  

③ 可 搬 型

風 向 風 速

計 に よ る

風 向 及 び

風 速 の 測

定  

風向及び 風速  可搬型風 向風速計  
風向： 8 方位  

風速： 2～ 30ｍ /s 

(５ ) バ ックグラ ウンド低 減対策の 手順  

① モ ニ タ

リ ン グ ポ

ス ト の バ

ッ ク グ ラ

ウ ン ド 低

減対策  

線量率  モニタリ ングポス ト  

低レンジ  

10 - 2 ～ 10 1 μ Gy/h 

高レンジ  

10 0 ～ 10 5 μ Gy/h 

② 可 搬 型

環 境 モ ニ

タ リ ン グ

設 備 の バ

ッ ク グ ラ

ウ ン ド 対

策  

線量率  
可搬型環 境モニタ リング設 備  

・可搬型 線量率計  

B.G.～ 100mSv/h

又は mGy/h 
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第ホ－３表  審査基準における要求事項ごとの給電対策設備

対象条文 供給対象 設備 給電元

ト．監視測 定等に関 する手

順等

代替モニ タリング 設備

 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ

ング設備

 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ

ン グ 用 デ ー タ 伝 送 装

置

代替電源 設備

・ 燃 料 加 工 建 屋 可 搬 型 発 電

機

代替試料 分析関係 設備

 可搬型核 種分析装 置

代替試料 分析関係 設備

・ 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ

用発電機

代替モニ タリング 設備

 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ

ング設備

 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ

ン グ 用 デ ー タ 伝 送 装

置

代替モニ タリング 設備

 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

用発電機

代替気象 観測設備

 可搬型気 象観測設 備

 可 搬 型 気 象 観 測 用 デ

ータ伝送 装置

代替気象 観測設備

 可搬型気 象観測用発電機

環境モニ タリング 設備

 モニタリ ングポス ト

 ダストモ ニタ

 環 境 モ ニ タ リ ン グ 用 可 搬

型発電機

 非常用所 内電源系 統
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よ

る
空

気
中

の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

線
量

の

測
定

 

放
射

能
観

測
車

の
機

能
（

搭
載

機
器

の
測

定
機

能
又

は
車

両
の

走
行

機
能

）
が

維

持
さ

れ
て

い
る

場
合

。
 

放
射

性
物

質
の

放
出

の
お

そ
れ

が
確

認
さ

れ
た

場
合

，
実

施
す

る
。

 

可
搬

型
放

射
能

観
測

設
備

に
よ

る

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及

び
線

量
の

代
替

測
定

 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

，
放

射
能

観
測

車
が

機
能

喪
失

し
た

場
合

 

①
放

射
能

観
測

車
に

搭
載

し
て

い
る

機
器

の
測

定
機

能
が

喪
失

 

②
放

射
能

観
測

車
の

走
行

機
能

が
喪

失
 

代
替

設
備

の
準

備
完

了
後

、
放

射
性

物
質

の
放

出
の

お
そ

れ
が

確
認

さ
れ

た
場

合
，

実
施

す
る

。
 

環
境

試
料

測
定

設
備

に
よ

る
空

気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
測

定
 

環
境

試
料

測
定

設
備

の
機

能
が

維
持

さ
れ

て
い

る
場

合
。

 
試

料
採

取
後

，
測

定

を
実

施
す

る
。

 

第
ホ

－
４

表
 

各
手

順
の

判
断

基
準

（
２

／
４

）
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手
順

着
手

の
判

断
基

準
実

施
の

判
断

基
準

周
辺

監
視

区

域
に

お
け

る

放
射

性
物

質

の
濃

度
及

び

線
量

の
測

定
 

環
境

試
料

測
定

設
備

に
よ

る
水

中
及

び
土

壌
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
の

測
定

 

環
境

試
料

測
定

設
備

の
機

能
が

維
持

さ
れ

て
い

る
場

合
。

 

ま
た

，
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
，

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

，
可

搬
型

排
気

モ
ニ

タ

リ
ン

グ
設

備
，

可
搬

型
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
，

可
搬

型
建

屋
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ

設
備

，
放

出
管

理
分

析
設

備
，

環
境

試
料

測
定

設
備

，
可

搬
型

放
出

管
理

分
析

設
備

，

可
搬

型
試

料
分

析
設

備
，

放
射

能
観

測
車

及
び

可
搬

型
放

射
能

観
測

設
備

に
よ

る
測

定

に
よ

り
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
か

ら
の

大
気

中
へ

の
放

射
性

物
質

の
放

出
の

お
そ

れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

。

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
及

び
そ

の
周

辺
に

お
い

て
，

水
中

及
び

土
壌

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
測

定
が

必
要

な
場

合
，

実
施

す
る

。
 

可
搬

型
試

料
分

析
設

備
に

よ
る

周
辺

監
視

区
域

に
お

け
る

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
代

替
測

定
 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

，
環

境
試

料
測

定
設

備
が

機
能

喪
失

し
た

場
合

①
環

境
試

料
測

定
設

備
の

電
源

が
喪

失

②
環

境
試

料
測

定
設

備
が

故
障

代
替

設
備

の
準

備
完

了
後

及
び

試
料

採
取

後
，

測
定

を
実

施
す

る
。

 

可
搬

型
試

料
分

析
設

備
に

よ
る

水
中

及
び

土
壌

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
測

定
 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

，
環

境
試

料
測

定
設

備
が

機
能

喪
失

し
た

場
合

。

①
環

境
試

料
測

定
設

備
の

電
源

が
喪

失

②
環

境
試

料
測

定
設

備
が

故
障

ま
た

，
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
，

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

，
可

搬
型

排
気

モ
ニ

タ

リ
ン

グ
設

備
，

可
搬

型
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
，

可
搬

型
建

屋
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン

グ

設
備

，
放

出
管

理
分

析
設

備
，

環
境

試
料

測
定

設
備

，
可

搬
型

放
出

管
理

分
析

設
備

，

可
搬

型
試

料
分

析
設

備
，

放
射

能
観

測
車

及
び

可
搬

型
放

射
能

観
測

設
備

に
よ

る
測

定

に
よ

り
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
か

ら
の

放
射

性
物

質
の

放
出

の
お

そ
れ

が
あ

る
と

判

断
し

た
場

合
。

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
及

び
そ

の
周

辺
に

お
い

て
，

水
中

及
び

土
壌

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
測

定
が

必
要

な
場

合
，

実
施

す
る

。
 

第
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－
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表
 

各
手

順
の

判
断

基
準

（
３

／
４

）
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手
順

着
手

の
判

断
基

準
実

施
の

判
断

基
準

風
向

，
風

速

そ
の

他
の

気

象
条

件
の

測

定

気
象

観
測

設
備

に
よ

る
気

象

観
測

項
目

の
測

定
 

気
象

観
測

設
備

の
機

能
が

維
持

さ
れ

て
い

る
場

合
。

監
視

を
継

続
す

る
。

可
搬

型
気

象
観

測
設

備
に

よ

る
気

象
観

測
項

目
の

代
替

測

定
 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

，
気

象
観

測
設

備
が

機
能

喪
失

し
た

場
合

①
気

象
観

測
設

備
の

電
源

が
喪

失
（

気
象

盤
に

て
確

認
）

②
気

象
観

測
設

備
の

故
障

警
報

が
発

生
（

気
象

盤
に

て
確

認
）

③
環

境
監

視
盤

の
電

源
が

喪
失

（
気

象
盤

に
て

確
認

）

準
備

完
了

後
，
直

ち
に

実
施

す
る

。
 

可
搬

型
風

向
風

速
計

に
よ

る

風
向

及
び

風
速

の
測

定
 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

，
気

象
観

測
設

備
が

機
能

喪
失

し
た

場
合

①
気

象
観

測
設

備
の

電
源

が
喪

失
（

環
境

監
視

盤
に

て
確

認
）

②
気

象
観

測
設

備
の

故
障

警
報

が
発

生
（

環
境

監
視

盤
）

に
て

確
認

）

③
環

境
監

視
盤

の
電

源
が

喪
失

（
環

境
監

視
盤

に
て

確
認

）

準
備

完
了

後
，
直

ち
に

実
施

す
る

。
 

環
境

モ
ニ

タ

リ
ン

グ
設

備

の
電

源
を

環

境
モ

ニ
タ

リ

ン
グ

用
代

替

電
源

設
備

か

ら
給

電

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

用
可

搬

型
発

電
機

に
よ

る
環

境
モ

ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

へ
の

給
電

非
常

用
所

内
電

源
系

統
か

ら
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
へ

の
給

電
が

喪
失

し
，

無
停

電
電

源
装

置
に

よ
り

給
電

さ
れ

，
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
の

機
能

が
維

持
さ

れ
て

い
る

場
合

 

準
備

完
了

後
，
直

ち
に

実
施

す
る

。
 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
の

バ
ッ

ク
グ

ラ
ウ

ン

ド
低

減
対

策

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
か

ら
大

気
中

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

に
よ

り
，

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
の

バ
ッ

ク
グ

ラ
ウ

ン
ド

が
上

昇
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

場

合
。

準
備

完
了

後
，
直

ち
に

実
施

す
る

。
 

可
搬

型
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
の

バ
ッ

ク

グ
ラ

ウ
ン

ド
低

減
対

策
 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
か

ら
大

気
中

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

に
よ

り
，

可
搬

型
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
の

バ
ッ

ク
グ

ラ
ウ

ン
ド

が
上

昇
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

。
 

空
間

放
射

線
量

率
の

上
昇

後
，

実
施

す
る

 

第
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－
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表
 

各
手

順
の

判
断

基
準

（
４

／
４

）
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第

ホ
－
１
図
 
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
）

 
 

 

凡
例
 

 
 

：
AN
D
条

件
 

 
 

 
 

 
 ：

代
替

手
段

に
よ

る
対

応
 

 
 

：
OR

条
件

 
 
 

 
 

 
 
 

 

※
１

 
地
震

 
※

２
 
全
交
流
電
源
の

喪
失

 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
機
能
喪
失
 

対
応
手
段
 


可
搬
型
排
気

モ
ニ
タ
リ

ン
グ

設
備

の
設
置
 


可
搬
型
排
気

モ
ニ
タ
リ

ン
グ

用
デ

ー
タ
伝
送

装
置

の
設

置
 

放
射
線
監
視
盤
 

機
能
喪
失

 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
 

機
能
喪
失

 

 
放
射
線
監
視
盤
 

損
傷
 

 
非
常
用
電
源
 

喪
失
 

※
１

 
※
２

 
※
１

 

排
気

モ
ニ
タ
 

損
傷
 

 
非
常
用
電
源
 

喪
失
 

※
１

 
※
２

 
※

１
 

排
気

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
 

機
能
喪
失
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第

ホ
－
２
図
 
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
）

 
 

凡
例
 

 
 

：
AN
D
条

件
 

 
 

 
 

 
 ：

代
替

手
段

に
よ

る
対

応
 

 
 

：
OR

条
件

 
 
 

 
 

 
 
 

 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
機
能
喪
失
 

①
 

環
境

監
視
盤
 

機
能

喪
失

 

モ
ニ
タ

リ
ン

グ
ポ
ス
ト

 
機

能
喪

失
 

ダ
ス
ト
モ
ニ
タ
 

機
能
喪
失

 

対
応

手
段
 

①
：

可
搬
型

建
屋
周
辺

モ
ニ

タ
リ

ン
グ
設
備

に
よ

る
測

定
 

可
搬

型
環
境

モ
ニ
タ
リ

ン
グ

設
備

の
設
置
 

可
搬

型
環
境

モ
ニ
タ
リ

ン
グ

用
デ

ー
タ
伝
送

装
置

の
設

置
 

②
：

環
境
モ

ニ
タ
リ
ン

グ
用

可
搬

型
発
電
機

の
設

置
 

②
 

②
 

※
１

 

※
１

 
地
震

 
※

２
 
全
交
流
電
源
の

喪
失

 

※
１

 
※

２
 

※
１

 
※
１

 
※
２

 
※

１
 

※
２

 
※
１

 

 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

ポ
ス
ト
 

損
傷
 

 

ダ
ス
ト
 

モ
ニ
タ
 

損
傷
 

 
環
境
監
視
盤
 

損
傷
 

 
非

常
用

電
源
 

喪
失
 

 
非
常
用
電
源
 

喪
失
 

 
非

常
用

電
源
 

喪
失
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第
ホ
－
３
図
 
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
放
射
能
観
測
車
）

 
 

凡
例
 

 
 

：
AN
D
条

件
 

 
 

 
 

 
 ：

代
替

手
段

に
よ

る
対

応
 

 
 

：
OR

条
件

 
 
 

 
 

 
 
 

 

放
射
能
観
測
車
の
機
能
喪
失
 

対
応
手
段
 

 
可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備
に
よ
る
測
定
 

車
両
 

走
行
機
能
の
喪
失
 

搭
載

機
器
 

測
定

機
能
の

喪
失

 

※
１

 
※
１

 

 
搭

載
機

器
 

損
傷
 

 
車
両
 

損
傷
 

※
１

 
地
震
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第
ホ
－
４
図
 
フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
分
析
（
気
象
観
測
設
備
）
 

凡
例
 

 
 

：
AN
D
条

件
 

 
 ：

代
替

手
段

に
よ

る
対

応
 

 
 

：
OR

条
件

 

気
象
観
測
設
備
の
機
能
喪
失
 

対
応
手
段
 


可
搬
型
風
向
風
速
計
に
よ
る
測
定


可
搬
型
気
象
観
測
設
備
の
設
置


可
搬
型
気
象
観
測
用
デ
ー
タ
伝
送
装
置
の
設

置

気
象
盤
 

機
能
喪
失
 

気
象

測
器
 

機
能

喪
失

 

※
１

※
１

※
２

※
１

※
２

※
１

※
１

 
地
震

※
２
 

全
交

流
動
力
電

源
の

喪
失

 
気

象
測

器
 

損
傷
 

電
源
 

喪
失
 

気
象
盤
 

損
傷
 

電
源
 

喪
失
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凡
例

：
接
続
口

：
電
源
ケ
ー
ブ
ル

（
建
屋
境

界
）

 

代
替
試
料

分
析

関
係
設

備

可
搬

型
排

気
モ

ニ
タ
リ

ン
グ

用
発
電

機
 

 
Ｄ
／
Ｇ

 

再
処

理
施

設
の

主
排

気
筒

管
理

建
屋

1
0
0
Ｖ
 

1
0
0
Ｖ
 

代
替

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

可
搬

型
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
用

発
電

機
 

 
Ｄ
／
Ｇ

 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備

1
0
0
Ｖ
 

代
替

気
象

観
測

設
備

可
搬
型

気
象

観
測

用
発

電
機

 

 
Ｄ
／
Ｇ

 可 搬 型 気 象 観 測 設 備

モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト

1
0
0
Ｖ
 

環
境
モ
ニ

タ
リ

ン
グ
用

可
搬
型
発

電
機

 
Ｄ
／
Ｇ

 ダ ス ト モ ニ タ

モ
ニ
タ
リ

ン
グ

ポ

ス
ト
局
舎

2
0
0
V
 

/
1
0
0
Ｖ
 

可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ 用 デ ー タ 伝 送 装 置

可 搬 型 気 象 観 測 用 デ ー タ 伝 送 装 置

可 搬 型 核 種 分 析 装 置

第
ホ
－
５
図
 
可
搬
型
発
電
機
接
続
時
の
系
統

図
 

 
 
（
可
搬
型
発
電
機
,
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
可

搬
型

発
電

機
接

続
時

）
 

7－添1－297



                       

 

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
，
可
搬
型
排
気
モ
ニ

タ

リ
ン
グ
用
デ
ー
タ
伝
送
装
置
の
設
置
※
２
 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
設
備
が
機
能
維
持
し

て
い
る
か
 

排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性

物
質
の
捕
集
・
濃
度
の
測
定
 

※
１
 

・
放
射
線
監
視
盤
の
状
況
を
確
認
し
，
電
源
が
喪
失
し
て

い
る
又
は
故
障
警
報
が
発
生
し
て
い
る
場
合
は
，
排
気

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
と
判
断
す
る
。
 

※
３
 

・
閉
じ
込
め
る
機
能
の
回
復
に
係
る
対
策
を
行
う
場
合
に

実
施
す
る
。
 

※
６
 

・
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
又
は
可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
設
備
で
捕
集
し
た
試
料
は
，
定
期
的
又
は
大
気
中

へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
，

回
収
し
て
測
定
す
る
。
 

 
指
示
値
の
監
視
及
び
記
録
 

（
中
央
監
視
室
，
再
処
理
施
設
の
中

央
制
御
室
及
び
緊
急
時
対
策
所
）
 

放
射
線

監
視
盤
に
て
 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

設
備
の
状
況
確
認
※
１
 

機
能
維
持
し
て
い
る
 

機
能
喪
失
し
て
い
る
 

可
搬
型
ダ
ク
ト
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の

 

捕
集
・
濃
度
の
測
定
※
３
，
※
４
 

 

※
４
 

・
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
が
復
旧
し
た
場
合
，
排
気
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
り
，
測
定
，
監
視
及
び
記
録
を

行
う
。
 

 
指
示
値
の
監
視
及
び
記
録
 

（
再
処
理
施
設
の
中
央
制
御
室
及
び
 

緊
急
時
対
策
所
）
※
４
 

凡
例

 
 
 
 
：
操
作
・
確
認

 
 
 
 
：
判
断

 
 
 
 
：
監
視

 

第
ホ
－
６
図
 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
手
順
の
概

要
 

重
大
事
故
等
対
処
の
着
手
 

※
２
 

・
可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
を
可
搬
型
ダ
ク
ト
に

接
続
す
る
。
 

※
５
 

・
放
出
管
理
分
析
設
備
の
状
況
を
確
認
し
，
電
源
が
喪
失

し
て
い
る
又
は
故
障
し
て
い
る
場
合
は
，
当
該
設
備
が

機
能
喪
失
し
た
と
判
断
す
る
。
 

※
７
 

・
放
出
管
理
分
析
設
備
が
復
旧
し
た
場
合
，
放
出
管
理
分

析
設
備
に
よ
り
測
定
を
行
う
。
 

機
能
喪
失
し
て
い
る
 

 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
の
準
備
 

放
出
管
理
分
析

設
備
の
状
況
確
認
※
５
 

放
出
管
理
分
析
設
備
が
機
能
維
持
し
て
い
る
か
 

 

機
能
維
持
し
て
い
る
 

試
料
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
評
価
※
６
 

試
料
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
評
価
※
６
，
※
７
 

 

手
順
１
※
８
 

手
順
２
※
８
 

手
順
４
※
８
 

※
８
 

・
添
７
第
６
表
の
手
順
等
の
番
号
。
 

手
順
３
※
８
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第
ホ
－
７
図
 

可
搬
型
発
電
機
に
よ
る
給
電
手
順

の
概

要
 

可
搬
型
発
電
機
 
起
動

 

可
搬
型
重
大
事
故
等

 

対
処
設
備
の
接
続

 

対
処
の
移
行
判
断
 
※

２
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
 

対
処
設
備
の
監
視

  

可
搬
型
電
源
ケ
ー
ブ
ル

 

敷
設
・
接
続

 

可
搬
型
重
大
事
故
等

 

対
処
設
備
へ
の
給
電

 

※
２

 
対

処
の
移
行

判
断

 
・

可
搬
型

発
電
機
に

よ
る
可

搬
型
重
大

事
故
等

 

 
対
処
設

備
へ
の
電

源
供
給

準
備
が
完

了
し
た

 

 
場
合

 

※
１

 
対

処
の
移
行

判
断

 

・
全
交
流

電
源
の
喪

失
 

重
大
事
故
等
対
処
の
着
手
 
※
１

 

可
搬
型
発
電
機
 
起
動

 

可
搬
型
重
大
事
故
等

 

対
処
設
備
の
接
続

 

可
搬
型
電
源
ケ
ー
ブ
ル

 

敷
設
・
接
続

 

可
搬
型
重
大
事
故
等

 

対
処
設
備
へ
の
給
電

 

重
大
事
故
等
対
処
の
着
手
 
※

１
 

対
処
の
移
行
判
断
 
※
２

 

（
可
搬
型
発
電
機
を
建
屋
内
に
保
管

し
て
い
る
場
合
）

 
（
可
搬
型
発
電
機
が
外
部
保
管
エ
リ
ア
に
保
管
さ
れ
て
い
る
場
合
）

 

可
搬
型
発
電
機
の
運
搬
・
設
置

 

：
操
作
・

確
認
 

：
判
断
 

：
監
視
 

 

凡
例
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
 

対
処
設
備
の
監
視
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第
ホ

－
８

図
 

可
搬

型
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
代

替
測

定
の

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
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第
ホ

－
９

図
 

放
出

管
理

分
析

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
濃

度
の

測
定

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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第
ホ

－
1
0
図

可
搬

型
放

出
管

理
分

析
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
代

替
測

定
の

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
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建
屋
周
辺
に
お
け
る
 

空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
，
線

量
及
び
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

さ
れ
た
物
の
表
面
密
度
の
測
定
※
５
 

試
料
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
評
価
※
７
 

 

凡
例

：
操
作
・
確
認

：
判
断

：
監
視

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
へ
環
境
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
用
可
搬
型
発
電
機
の
接
続
・

給
電
※
３
 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
の
準
備
 

※
２

・
可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
代
替
と
し
て
可
搬

型
線
量

率
計

，
ダ

ス
ト

モ
ニ

タ
の

代
替

と
し

て
可

搬
型

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ

）
に

よ
る

代
替
測

定
地

点
に

つ
い

て
は

，
指

示
値

の
連

続
性

を
考

慮
し

，
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設
備
に
隣
接
し
た
位
置
に
設
置
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

・
設
置
の
順
番
は
，
風
下
方
向
を
優
先
す
る
。

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
り
風
下
方
向
が
監
視
で
き
て
い
る
場
合
は
，
監
視

で
き
て
い
な
い
方
角
を
優
先
的
に
設
置
す
る
。

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
が
 

機
能
維
持
し
て
い
る
か
 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
状
況
確
認
※
１
 

機
能
維
持
 

し
て
い
る
 

機
能
喪
失
 

し
て
い
る
 

※
１

・
環
境
監
視
盤
の
状
況
確
認
に
よ
り
，
電
源
が
喪
失
し
て
い
る
又
は
故
障
警
報
が
発

生
し

て
い

る
場

合
は

，
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
が

機
能

喪
失

し
た

と
判

断
す

る
。

非
常
用
所
内
電
源
系
統
が

機
能
維
持
し
て
い
る
か
 

機
能
維
持
 

し
て
い
る
 

環
境
試
料
測

定
設
備
が
機
能
維
持
し
て
い
る
か
 

機
能
喪
失
 

し
て
い
る
 

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設

備
，
可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

用
デ
ー
タ
伝
送
装
置
の
設
置
※
２
 

※
３

・
環
境
モ

ニ
タ
リ

ン
グ

用
可
搬

型
発
電

機
の

設
置
位

置
で
あ

る
環

境
モ
ニ

タ
リ
ン
グ

設
備
の
近

傍
へ
の

移
動

ル
ー
ト

が
通
行

で
き

な
い
場

合
は
，

周
辺

監
視
区

域
に
お

け
る
放
射

性
物
質

の
濃

度
及
び

線
量
の

測
定

を
可
搬

型
環
境

モ
ニ

タ
リ
ン

グ
設
備

に
よ
り
実
施
す
る
。

そ
の
後

，
移
動
ル
ー
ト
が
通

行
で
き
る
状
況
に
な

っ
た
場
合
は
，
環
境

モ
ニ
タ
リ

ン
グ
設
備
の
近
傍
に
設
置
す
る
。

な
お
，
非
常
用
所
内
電
源
系
統
か
ら
の
給
電
が
再
開
し
た
場
合
は
，
非
常
用
所
内

電
源
系
統
か
ら
の
給
電
に
切
り
替
え
る
。

 

※
７

・
ダ
ス
ト
モ
ニ
タ
又
は
可
搬
型
ダ
ス
ト
モ
ニ
タ
で
捕
集
し
た
試
料
は
，
定
期
的
又
は

大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
試
料
を
回
収
し
て
，

測
定
す
る
。

・
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
水
試
料
及
び
土
壌
試
料
は
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
放
出
の
お
そ
れ
が
あ
り
，
放
射
性
物

質
の
濃
度
の
測
定
が
必
要
な
場
合
に
採
取
し
，
測
定
す
る
。

可
搬
型
建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
 

リ
ン
グ
設
備
の
準
備

 
周
辺
監
視
区
域
に
お
け
る
線
量
当
量
率
の
測
定
 

放
射
性
物
質
の
捕
集
及
び
測
定
 

第
ホ
－
11

図
 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
手
順
の
概
要
（

１
／

２
）

 

機
能
維
持
 

し
て
い
る
 

機
能
喪
失
 

し
て
い
る
 

※
５

・
可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
を
設
置
す
る
ま
で
の
間
，
定
期
的
に
測
定
す
る
。
 

周
辺
監
視
区
域
に
お
け
る
線
量
当
量
率
の
測
定
 

放
射
性
物
質
の
捕
集
及
び
測
定
※
４
 

試
料
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
評
価
※
７
，
※
８
 

※
４

・
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
が
復
旧
し
た
場
合
，
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
り
，

測
定
，
監
視
及
び
記
録
を
行
う
。
 

※
８

・
環
境
試
料
測
定
設
備
が
復
旧
し
た
場
合
，
環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
り
測
定
を
行

う
。

 
指
示
値
の
監
視
及
び
記
録
 

（
再
処
理
施
設
の
中
央
制
御
室
及
び

緊
急
時
対
策
所
）
※
４
 

 
指
示
値
の
監
視
及
び
記
録
 

（
中
央
監
視
室
，
再
処
理
施
設

の
中
央
制
御
室
及
び
緊
急
時
対

策
所
）
 

重
大
事
故
等
対
処
の
着
手
 

環
境
試
料
測
定
設
備
の
状
況
確
認
※
６
 

※
６

・
環
境
試
料
測
定
設
備
の
状
況
を
確
認
し
，
電
源
が
喪
失
し
て
い
る
又
は
故
障
し
て

い
る
場
合
は
，
当
該
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
と
判
断
す
る
。

手
順
５
※
９
 

手
順
６
※
９
 

手
順
７
※
９
 

手
順

1
0
，
1
1
※
９
 

手
順

1
2
，
1
3
※
９
 

※
９

・
添
７
第
６
表
の
手
順
等
の
番
号
。

手
順

1
7
※
９
 

7－添1－303



 

※
1
0

・
搭

載
機

器
の

測
定

機
能

又
は

車
両

の
走

行
機

能
が

喪
失

し

た
場

合
は

，
放

射
能

観
測

車
が

機
能

喪
失

し
た

と
判

断
す

る
。

※
1
1

・
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

か
ら

大
気

中
へ

の
放

射
性

物
質

の

放
出

の
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
は

，
最

大
濃

度
地

点
又

は
風

下
方
向
に
て
測
定
す
る

・
そ

れ
以

外
の

場
合

は
，

可
搬

型
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備

又
は

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

に
よ

り
測

定
で

き
て

い
な

い
方
角
に
て
測
定
す
る
。

放
射
能
観
測
車
が

機
能
維
持
し
て
い
る
か

 

放
射
能
観
測
車
の
状
況
確
認

※
1
0

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備

の
準
備

 

凡
例

：
操
作
・
確
認

：
判
断

：
監
視

最
大
濃
度
地
点
又
は
風
下
方
向
に

お
け
る

線
量
当
量
率
及
び
放
射
性
物
質
の
濃
度

の
測
定
※
1
1

機
能
喪
失

し
て
い
る

機
能
維
持

し
て
い
る

最
大
濃
度
地
点
又
は
風
下
方
向
に
お
け

る
 

線
量
当
量
率
及
び
放
射
性
物
質
の
濃
度
の

測
定

※
1
1，

※
1
2

※
1
2

・
放

射
能

観
測

車
が

復
旧

し
た

場
合

，
放

射
能

観
測

車
に

よ

り
測
定
を
行
う
。

重
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可搬型環 境モニタ リング設 備の設置 場所の例

環境モニ タリング 設備

第ホ－ 12 図 可搬型環境モニタリング設備の設置場所の例
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ヘ．緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

【要求事項】 

ＭＯＸ燃料加工事業において、緊急時対策所に関し、重大事故等が発生 

した場合においても、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員 

が緊急時対策所にとどまり、重大事故等に対処するために必要な指示を行 

うとともに、ＭＯＸ燃料加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所 

と通信連絡し、重大事故等に対処するために必要な数の要因を収容する等 

の現地対策本部としての機能を維持するために必要な手順等が適切に整備 

されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 「現地対策本部としての機能を維持するために必要な手順等」とは、以 

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための 

手順等をいう。 

ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、重

大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるために必

要な手順等を整備 

ｂ）緊急時対策所が、代替交流電源設備からの給電を可能とすること。 

ｃ）対策の実施に必要な MOX燃料加工施設の情報の把握ができること。 

ｄ）対策要員の装備（線量計及びマスク等）が配備され、放射線管理が十

分できること。 

ｅ）資機材及び対策の検討に必要な資料を整備すること。 

ｆ）少なくとも外部からの支援なしに、1 週間活動するための飲料水及び

食料等を備蓄すること。 

２「重大事故等に対処するために必要な数の要員」とは、「重大事故等に対 
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処するために必要な指示を行う要員」に加え、少なくとも核燃料物質等 

を閉じ込める機能の喪失等による工場等外への放射性物質の拡散を抑制 

するための対策に対処するために必要な数の要員を含むものとする。 

緊急時対策所の居住性に関する設備を整備する。 

ここでは，これらの設備を活用した手順等について説明する。 

(イ) 対処手段と設備の選定

(１) 対処手段と設備の選定の考え方

重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員等がとどまり，必要な指示を行うとともに，

ＭＯＸ燃料加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡し，重大事故等に対処するために緊急時対策所を設置し，必要な数

の要員を収容する等の非常時対策組織としての機能を維持するために

必要な重大事故等の対処手段及び重大事故等対処設備を選定する。 

また，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要な情報の計測及び対処設備を選定する。ま

た，重大事故等が発生し，計器（非常用のものを含む。）電源の喪失そ

の他の故障により，当該重大事故等に対処するために監視することが

必要な情報を計測することが困難となった場合に，当該パラメータの

推定に有効な情報を把握するため，計器が故障した場合，計器電源の

喪失時の対応，計測結果を監視及び記録するために必要な設備を整備

する。 

さらに，ＭＯＸ燃料加工施設への故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムが発生した場合に再処理施設の中央制御室及び緊急時
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対策所において必要な情報を把握し記録するための対処設備を選定す

る。 

重大事故等対処設備の他に自主対策設備※１及び資機材※２を用いた

重大事故等の対処手段を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上すべての要求事項を満たすことや

すべてのプラント状況において使用するこ

とは困難であるが，プラント状況によっては，

重大事故等の対処に有効な設備。 

※２ 資機材：「対策の検討に必要な資料」，「放射線管理用資機材

（個人線量計及び防護具類）」及び「飲料水，食料等」

については，資機材であるため重大事故等対処設備

としない。 

緊急時対策所の電源は，通常時は外部電源より給電している。 

外部電源からの電源が喪失した場合は，その機能を代替するため

の機能，相互関係を明確にした上で，想定する故障に対処できる重

大事故等の対処手段及び重大事故等対処設備を選定する。(第ヘ－

１図～第ヘ－４図) 

また，重大事故等に対処するために必要な通信連絡を行うための

設備についても同様に整理する。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけで

なく，事業許可基準規則第三十四条及び技術基準規則第五十条の要

求機能を満足する設備を網羅していることを確認するとともに，自

主対策設備との関係を明確にする。 

(２) 対処手段と設備の選定の結果 

安全機能を有する施設に要求される機能の喪失原因から選定した 
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重大事故等の対処手段，事業許可基準規則第三十四条及び技術基準規

則第五十条の要求により選定した重大事故等の対処手段とその対処に

使用する重大事故等対処設備，自主対策設備及び資機材を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する安全機能を有する施設，重大事故等対処

設備，自主対策設備，資機材及び整備する手順についての関係を第へ

－１表に示す。 

① 重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員等が緊急時対策所にとどまるために必要な

対処手段及び設備 

ａ．対処手段 

重大事故等が発生した場合において，ＭＯＸ燃料加工施設及び再

処理施設から大気中へ放出する放射性物質による放射線被ばくか

ら，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等を防護す

るため，緊急時対策所の居住性を確保する手段がある。 

緊急時対策所の居住性を確保するための設備は以下のとおり。 

(ａ) 緊急時対策所 

(ｂ) 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

(ｃ) 緊急時対策建屋換気設備 

ｉ．緊急時対策建屋送風機 

緊急時対策建屋排風機 

緊急時対策建屋フィルタユニット 

緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ 

緊急時対策建屋加圧ユニット 

緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁 

対策本部室差圧計 
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待機室差圧計 

監視制御盤 

(ｄ) 緊急時対策建屋環境測定設備 

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 

(ｅ) 緊急時対策建屋放射線計測設備 

ⅰ．可搬型屋内モニタリング設備 

可搬型エリアモニタ 

可搬型ダストサンプラ 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ 

ⅱ．可搬型環境モニタリング設備 

可搬型線量率計 

可搬型ダストモニタ 

可搬型データ伝送装置 

可搬型発電機 

監視測定用運搬車 

ｂ．重大事故等対処設備，自主対策設備及び資機材 

技術的能力審査基準及び事業許可基準規則第三十四条並びに技術

基準規則第五十条にて要求される緊急時対策所，緊急時対策建屋の

遮蔽設備，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機，緊急時

対策建屋フィルタユニット，緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダン

パ，緊急時対策建屋加圧ユニット，緊急時対策建屋加圧ユニット配

管・弁，対策本部室差圧計，待機室差圧計，監視制御盤，可搬型酸

素濃度計，可搬型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ，アルファ・
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ベータ線用サーベイメータ，可搬型線量率計，可搬型ダストモニタ，

可搬型データ伝送装置，可搬型発電機，監視測定用運搬車を重大事

故等対処設備として設置又は配備する。 

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度は，酸素濃度と同様，居住性

に関する重要な制限要素であることから，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計は，可搬型重大事故等対処設備として

配備する。 

② 重大事故等時の対処において監視が必要となる情報を監視及び記録

するための手段及び設備 

ａ．内的事象による安全機能の喪失を要因とした重大事故が発生し，

全交流電源の喪失を伴わない場合の監視及び記録 

(ａ) 対処手段 

重大事故等が発生した場合，以下の設備にて，情報を監視並び

に記録する手段がある。 

重大事故等の対処において必要な情報を監視及び記録するため

の設備は以下のとおり。 

ⅰ．緊急時対策建屋情報把握設備 

情報収集装置 

情報表示装置 

データ収集装置 

データ表示装置 

データ収集装置（燃料加工建屋） 

データ表示装置（燃料加工建屋） 

ⅱ．制御建屋情報把握設備 

情報把握計装設備用屋内伝送系統 
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建屋間伝送用無線装置 

制御建屋データ収集装置 

制御建屋データ表示装置 

電源設備 

制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋） 

制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋） 

制御建屋可搬型情報収集装置 

制御建屋可搬型発電機 

情報連絡用可搬型発電機 

ⅲ．情報把握収集伝送装置 

グローブボックス温度監視装置※1 

グローブボックス負圧・温度監視設備※1 

燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統 

燃料加建屋間伝送用無線装置 

燃料加工建屋データ収集装置 

電源設備 

燃料加工建屋可搬型情報収集装置 

燃料加工建屋可搬型発電機 

情報把握計装設備可搬型発電機 

※1 伝送路として使用 

ⅳ．緊急時対策建屋電源設備 

緊急時対策建屋用発電機 

緊急時対策建屋高圧系統6.9kＶ緊急時対策建屋用母線 

緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

燃料油移送ポンプ 
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燃料油配管・弁 

重油貯槽 

緊急時対策建屋用電源車 

可搬型電源ケーブル 

可搬型燃料供給ホース 

ｂ．外的事象又は内的事象による安全機能の喪失を要因とした重大事

故等が発生し，全交流電源が喪失又は計測する機器が故障した場合

の監視及び記録 

(ａ) 対処手段 

重大事故等が発生した場合，以下の設備にて，情報を監視並び

に記録する手段がある。 

重大事故等の対処において必要な情報を監視及び記録するため

の設備は以下のとおり。 

ⅰ．緊急時対策建屋情報把握設備 

情報収集装置 

情報表示装置 

ⅱ．制御建屋情報把握設備 

情報把握計装設備用屋内伝送系統 

建屋間伝送用無線装置 

制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋） 

制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋） 

制御建屋可搬型情報収集装置 

制御建屋可搬型発電機 

情報連絡用可搬型発電機 

ⅲ．情報把握収集伝送装置 
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燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統 

燃料加建屋間伝送用無線装置 

燃料加工建屋可搬型情報収集装置 

燃料加工建屋可搬型発電機 

情報把握計装設備可搬型発電機 

ⅳ．緊急時対策建屋電源設備 

緊急時対策建屋用発電機 

緊急時対策建屋高圧系統6.9kＶ緊急時対策建屋用母線 

緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

燃料油移送ポンプ 

燃料油配管・弁 

重油貯槽 

緊急時対策建屋用電源車 

可搬型電源ケーブル 

可搬型燃料供給ホース 

(ｂ) 重大事故等対処設備，自主対策設備及び資機材 

技術的能力審査基準及び事業許可基準規則第三十四条並びに技

術基準規則第五十条にて要求される情報収集装置，情報表示装置，

データ収集装置，データ表示装置，データ収集装置（燃料加工建

屋）及びデータ表示装置（燃料加工建屋）は常設重大事故等対処

設備として設置する。 

重大事故等時の対処において監視が必要となる情報を監視及 

び記録する設備のうち，グローブボックス温度監視装置，グロー

ブボックス負圧・温度監視設備，燃料加工建屋情報把握計装設備

用屋内伝送系統，燃料加工建屋間伝送用無線装置，情報把握計装
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設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置，燃料加工建屋デー

タ収集装置，制御建屋データ収集装置及び制御建屋データ表示装

置は，常設重大事故等対処設備として設置する。 

燃料加工建屋可搬型情報装置，制御建屋可搬型情報収集装置 

(燃料加工建屋)，制御建屋情報表示装置(燃料加工建屋)，制御建

屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，燃料加工建屋可搬型発

電機，制御建屋可搬型発電機，情報連絡用可搬型発電機及び情報

把握計装設備可搬型発電機は可搬型重大事故等対処設備として配

備する。 

以上の重大事故等対処設備において，重大事故等の対処に必要 

な情報の監視及び記録を行うことが可能であることから，以下の

設備は自主対策設備と位置付ける。合わせてその理由を示す。 

グローブボックス温度監視装置 

グローブボックス負圧・温度監視設備 

データ収集装置 

データ表示装置 

データ収集装置(燃料加工建屋) 

データ表示装置(燃料加工建屋) 

燃料加工建屋データ収集装置 

制御建屋データ収集装置 

制御建屋データ表示装置 

上記の設備は，全交流電源の喪失により機能喪失するおそれが

あるが，機能が維持されている場合は，迅速性の観点から事故対

応に有効な設備であるため，自主対策設備として設置する。 
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③ 重大事故等に対処するために必要な数の要員を緊急時対策所内に収 

容するための資機材等 

必要な数の要員を収容するために必要な資機材は以下のとおり。 

(ａ) 放射線管理用資機材（個人線量計及び防護具類） 

(ｂ) 出入管理区画用資機材 

(ｃ) 飲料水，食料等 

(ｄ) 可搬型照明  

対策の検討に必要な資料，放射線管理用資機材（個人線量計及び防 

護具類），出入管理区画用資機材，飲料水及び食料等については，資機

材であるため重大事故等対処設備としない。 

④ ＭＯＸ燃料加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信 

連絡をするための設備 

ａ．対処手段 

重大事故等が発生した場合において，常設重要計器及び可搬型重

要計器により測定した重要監視パラメータは，燃料加工建屋可搬型

情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置(燃料加工建屋)，制御

建屋可搬型情報表示装置(燃料加工建屋)，制御建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水

所可搬型情報収集装置，情報把握計装設備可搬型発電機，燃料加工

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機及び情報連絡用可搬型発

電機が設置されるまで，通信連絡設備を用いて再処理施設の中央制

御室又は緊急時対策所に連絡し，記録用紙に記録する手順を整備す

る。 

使用する通信連絡設備は以下のとおり。 

(ａ) 通信連絡設備 
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ページング装置 

専用回線電話 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

一般加入電話 

一般携帯電話 

衛星携帯電話 

ファクシミリ 

可搬型衛星電話（屋内用） 

可搬型トランシーバ（屋内用） 

可搬型衛星電話（屋外用） 

可搬型トランシーバ（屋外用） 

ｂ．重大事故等対処設備，自主対策設備及び資機材 

技術的能力審査基準及び事業許可基準規則第三十四条並びに技術

基準規則第五十条にて要求されるページング装置，専用回線電話，

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，可搬型衛星電話（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トランシーバ（屋内用）

及び可搬型トランシーバ（屋外用）は重大事故等対処設備として設

置及び配備する。 

⑤ 重大事故等の対処に必要な設備へ給電するための設備 

ａ．対処手段 

緊急時対策所の電源として，代替電源設備からの給電を確保する
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手段がある。 

緊急時対策建屋電源設備からの給電を確保するための設備は以下

のとおり。 

ⅰ．緊急時対策建屋用発電機 

ⅱ．緊急時対策建屋高圧系統6.9kＶ緊急時対策建屋用母線 

ⅲ．緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

ⅳ．燃料油移送ポンプ 

ⅴ．燃料油配管・弁 

ⅵ．重油貯槽 

ⅶ．緊急時対策建屋用電源車 

ⅷ．可搬型電源ケーブル 

ⅸ．可搬型燃料供給ホース  

ｂ．重大事故等対処設備，自主対策設備及び資機材 

技術的能力審査基準及び事業許可基準規則第三十四条並びに技術

基準規則第五十条にて要求される緊急時対策建屋用発電機，緊急時

対策建屋高圧系統の6.9kＶ緊急時対策建屋用母線，緊急時対策建屋

低圧系統の460Ｖ緊急時対策建屋用母線，燃料油移送ポンプ，燃料油

配管・弁及び重油貯槽を常設重大事故等対処設備として設置する。 

重大事故等時の対処において監視が必要となる情報を監視及び記

録する設備の電源として，情報把握計装設備可搬型発電機，燃料加

工建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機及び代替通信連絡設備

可搬型発電機を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

以上の重大事故等対処設備において，重大事故等の対処に必要な

設備へ給電することが可能であることから，以下の設備は自主対策

設備と位置付ける。合わせてその理由を示す。 
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(ａ) 緊急時対策建屋用電源車 

(ｂ) 可搬型電源ケーブル 

(ｃ) 可搬型燃料供給ホース 

（ａ），（ｂ）及び（ｃ）の設備は，降下火砕物の侵入を防止でき

ないなど，重大事故等対処設備に対して求められるすべての環境条

件等に適合することができないおそれがあるが，重大事故等発生時

における環境条件等に応じて適切に対処することができ，当該電源

車の健全性が確認できた場合には，移動，設置及びケーブルの接続

等に時間を要するものの，緊急時対策建屋用発電機の代替手段とし

て有効であることから，自主対策設備として配備する。 

⑥ ＭＯＸ燃料加工施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合に必要な情報を把握し記録する手段及び設備 

ａ．対応手段 

ＭＯＸ燃料加工施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合，情報把握設備を用いて，再処理施設の中

央制御室又は緊急時対策所において必要な情報を監視，記録する手

段がある。 

必要な情報の把握に使用する設備は以下のとおり。 

(ａ) 緊急時対策建屋情報把握設備 

情報収集装置 

情報表示装置 

データ収集装置 

データ表示装置 

データ収集装置（燃料加工建屋） 

データ表示装置（燃料加工建屋） 

7－添1－336



(ｂ) 制御建屋情報把握設備 

制御建屋データ収集装置 

制御建屋データ表示装置 

情報把握計装設備用屋内伝送系統 

建屋間伝送用無線装置 

制御建屋可搬型情報収集装置 

制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋） 

制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋） 

電源設備 

制御建屋可搬型発電機 

情報連絡用可搬型発電機 

(ｃ) 情報把握収集伝送設備 

グローブボックス温度監視装置※２ 

グローブボックス負圧・温度監視設備※２ 

燃料加工建屋データ収集装置 

燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統 

燃料加工建屋間伝送用無線装置 

燃料加工建屋可搬型情報収集装置 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

電源設備 

情報把握計装設備可搬型発電機 

燃料加工建屋可搬型発電機 

※２ 伝送路として使用 

(ｄ) 緊急時対策建屋電源設備 
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緊急時対策建屋用発電機 

緊急時対策建屋高圧系統6.9kＶ緊急時対策建屋用母線 

緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

燃料油移送ポンプ 

燃料油配管・弁 

重油貯槽 

緊急時対策建屋用電源車 

可搬型電源ケーブル 

可搬型燃料供給ホース  

ｂ．重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に必要な情報を監視，記録する設備として，

グローブボックス温度監視装置，グローブボックス負圧・温度監視

設備，情報収集装置，情報表示装置，データ収集装置，データ表示

装置，データ収集装置（燃料加工建屋），データ表示装置（燃料加工

建屋），燃料加工建屋データ収集装置，制御建屋データ収集装置，制

御建屋データ表示装置，燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送

系統，燃料加工建屋間伝送用無線装置，情報把握計装設備用屋内伝

送系統，建屋間伝送用無線装置，電源設備，緊急時対策建屋用発電

機，緊急時対策建屋高圧系統6.9kＶ緊急時対策建屋用母線，緊急時

対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋用母線，燃料油移送ポンプ，

燃料油配管・弁及び重油貯槽を常設重大事故等対処設備として設置

する。 

燃料加工建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置

（燃料加工建屋），制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋），
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制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，情報把握計装設備

可搬型発電機，燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機

及び情報連絡用可搬型発電機を可搬型重大事故等対処設備として

配備する。 

⑦ 手順等 

上記の①～⑥により選定した重大事故等の対処手段に係る手順を整

備する。 

これらの手順は，非常時対策組織の要員の対応として「重大事故等

発生時対応手順書」に定める。（第へ－１表） 

情報把握計装設備のタイムチャートを第へ－５図に示す。 

重大事故等時に監視が必要となる計器，給電が必要となる設備及び

パラメータ計測に使用する設備についても整備する。（第へ－２表～第

へ－４表） 

また，対策の検討に必要な資料，放射線管理用資機材（個人線量計

及び防護具類），出入管理区画用資機材，飲料水，食料等の通常時にお

ける管理並びに運用は，防災管理部長が実施する。 

 

(ロ) 重大事故等時の手順等 

(１) 居住性を確保するための措置 

重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員等の被ばく線量を７日間で 100ｍSvを超えな

いようにするために必要な対処手段として，緊急時対策建屋の遮蔽設

備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時

対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策建屋電源設備により，緊急時
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対策所にとどまるために必要な居住性を確保する。 

重大事故等が発生した場合に再処理施設において，大気中へ気体状

の放射性物質が放出する場合，緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備及び監視測定設備の排気モニタリング設備及

び代替モニタリング設備により，放出する放射性物質による線量当量

率等を測定及び監視し，緊急時対策建屋換気設備により放射性物質の

流入を低減することで，重大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員等の被ばくを抑制する。 

また，緊急時対策所内の線量当量率等を可搬型エリアモニタ，可搬

型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータにて測定

及び監視する。 

さらに，緊急時対策所内が重大事故等に対処するための活動に影響

がない酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度の範囲にあるこ

とを把握する。 

① 緊急時対策所の立ち上げの手順 

重大事故等が発生するおそれがある場合※１，緊急時対策所を使用し，

非常時対策組織を設置するための準備として，緊急時対策所を立ち上

げるための手順を整備する。 

※１ 非常時体制の発令により，非常時対策組織を設置する場合 

ａ．緊急時対策建屋換気設備の起動確認手順 

外部電源が喪失した場合は，緊急時対策建屋電源設備より受電し

たのち，緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急

時対策建屋排風機が自動起動する。 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確認した

場合は，「(３)重大事故等が発生した場合の放射線防護等に関する
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手順等」に基づき居住性を確保するため，緊急時対策建屋換気設備

の切替手順を整備する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応作業として，除灰作業の準備を実施する。 

また，降灰を確認したのち必要に応じて除灰作業を実施し，緊急時

対策建屋換気設備に影響を及ぼすおそれがある場合は，再循環モー

ドに切り替える。 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，緊急時対策建

屋換気設備の起動確認を指示してから，非常時対策組織の本部長１

人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行い，５分以内に対処

可能である。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い，緊急時対策所の立ち上げを判断した

場合。 

(ｂ) 起動確認手順 

緊急時対策建屋換気設備の起動確認手順の概要は以下のとお 

り。 

緊急時対策建屋換気設備の切替概要図を第イ－６図に，緊急時

対策建屋換気設備の起動確認手順のタイムチャートを第へ－12図

に示す。 

ⅰ．非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき非常

時対策組織の要員に緊急時対策建屋換気設備の起動確認を指示す

る。 

ⅱ．非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤にて

起動状態及び差圧が確保されていることを確認する。 
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(ｃ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，緊急時対策

建屋換気設備の起動確認を指示してから，非常時対策組織の本部

長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行い，５分以内

に対処可能である。 

ｂ．緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度の 

測定手順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使用を開始した場合，緊急

時対策所の居住性確保の観点から，緊急時対策所内の酸素濃度，二酸

化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定する手順を整備する。 

また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作を行うための判断にも使

用する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い，緊急時対策所の立ち上げを判断した

場合。 

(ｂ) 操作手順 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃

度の測定手順の概要は以下のとおり。 

ⅰ．非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非

常時対策組織の要員に緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃

度及び窒素酸化物濃度の測定を指示する。 

ⅱ．非常時対策組織の要員は，対策本部室にて可搬型酸素濃度計，

可搬型二酸化炭素濃度計，可搬型窒素酸化物濃度計を配置，起動

し，緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物

濃度の測定を行う。（測定範囲は，第へ－７図を参照） 
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(ｃ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，非常時対策

組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行い，

10分以内に対処可能である。 

② 原子力災害対策特別措置法第十条特定事象発生のおそれがある場合

の手順 

ａ．緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型屋内モニタリング設備）

の測定手順 

重大事故等が発生した場合に，緊急時対策所の居住性の確認（線

量率及び放射性物質濃度）を行うために，緊急時対策所において可

搬型屋内モニタリング設備の可搬型エリアモニタ，可搬型ダストサ

ンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータにより測定する手

順を整備する。 

また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作を行うための判断にも

使用する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

原子力災害対策特別措置法第十条特定事象が発生するおそれが

あると判断した場合。 

(ｂ) 操作手順 

可搬型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベ

ータ線用サーベイメータによる測定手順の概要は以下のとおり。 

ⅰ．非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非

常時対策組織の要員に可搬型エリアモニタ，可搬型ダストサンプ

ラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータの配置及び測定を指

示する。 
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ⅱ．非常時対策組織の要員は，対策本部室にて可搬型エリアモニタ，

可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ

を配置及び起動し，緊急時対策所内の線量当量率及び放射性物質

濃度の測定を行う（測定範囲は，第へ－７図を参照）。 

(ｃ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，非常時対策

組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行い，

10分以内に対処可能である。 

ｂ．緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型環境モニタリング設備）

の測定手順 

重大事故等が発生した場合は，放出する放射性物質による指示値

を確認し，緊急時対策建屋換気設備の切替操作を行うための判断

に使用するため，可搬型環境モニタリング設備の可搬型線量率計

及び可搬型ダストモニタにより測定する手順を整備する。 

可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタによる測定結果は，可搬

型データ伝送装置により緊急時対策所に伝送する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応作業として，除灰作業の準備を実施する。 

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

原子力災害対策特別措置法第十条特定事象が発生するおそれが

あると判断した場合。 

(ｂ) 操作手順 

可搬型環境モニタリング設備による線量当量率及び放射性物質

の濃度測定手順の概要は以下のとおり。 
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可搬型環境モニタリング設備による空気中の線量当量率及び放

射性物質濃度の測定手順のタイムチャートを第へ－８図に示す。 

 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の 

班員に可搬型環境モニタリング設備による線量当量率及び放

射性物質濃度の測定を指示する。 

ⅱ．放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備を監視測

定用運搬車に積載し，設置場所まで運搬する。 

ⅲ．可搬型環境モニタリング設備の電源は，緊急時対策建屋放射線

計測設備の可搬型環境モニタリング設備の可搬型発電機から

給電する。可搬型発電機に必要となる軽油は，軽油貯槽から軽

油用タンクローリにより運搬し，給油することにより，給電開

始から７日以上の稼動が可能である。 

ⅳ．放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備を設置し，

緊急時対策建屋周辺における線量当量率を連続測定するとと

もに，空気中の放射性物質を捕集及び測定する。 

ⅴ．放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備の設置状

況及び測定結果を記録し，緊急時対策所への伝送が確立するま

での間，通信連絡設備により定期的に緊急時対策所に連絡する。 

ⅵ．放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備の可搬型

データ伝送装置を可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタに

接続し，測定データを無線により緊急時対策所に伝送する。ま

た，伝送した測定データは，緊急時対策所において緊急時対策

建屋情報把握設備により監視及び記録する。 

(ｃ) 操作の成立性 
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本対策の実施判断後，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外

対応班長の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班の

班員３人の合計８人で行い，１時間以内に対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり10ｍSv

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，非常時対策組織の要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量の把握及び状況に応じた対応を行うこ

とにより，非常時対策組織の要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。 

重大事故等の対処時においては，中央監視室及び再処理施設の

中央制御室との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

 

③ 重大事故等が発生した場合の放射線防護等に関する手順等 

重大事故等が発生した場合，重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員等を防護し，居住性を確保するための手順を整備する。 

ａ．緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員について 

緊急時対策所には，支援組織の要員及び実施組織並びに全社対策

組織の一部の要員として最大360人を収容できる。 

再処理施設において気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出

するおそれのある場合には，外気の取入れを遮断し，緊急時対策建
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屋加圧ユニットにより空気を供給することで，非常時対策組織の要

員の約50人がとどまり活動を継続することができる。 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切替手順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確認した

場合，窒素酸化物の発生により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼ

すおそれがあると判断した場合又は火山の影響による降灰により

緊急時対策建屋換気設備の運転に影響を及ぼすおそれがある場合

に，緊急時対策建屋換気設備を再循環モードに切り替える手順を整

備する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確認し

た場合，重大事故等に係る対処状況を踏まえ，放射性物質が放出

するおそれがあると判断した場合，窒素酸化物の発生により緊急

時対策所の居住性に影響を及ぼすおそれがあると判断した場合又

は火山の影響による降灰により緊急時対策建屋換気設備の運転に

影響を及ぼすおそれがあると判断した場合。 

緊急時対策建屋換気設備による再循環モード切替判断のフロー

チャートを第へ－９図に示す。 

(ｂ) 操作手順 

再循環モードへの切替手順は以下のとおり。 

再循環モードへの切替手順のタイムチャートを第ヘ－10図に示

す。 

ⅰ．非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非

常時対策組織の要員に，緊急時対策建屋換気設備の再循環モー

ドへの切り替えを指示する。 
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ⅱ．非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤にて

緊急時対策建屋換気設備の運転状態及び差圧を確認後，ダンパ

の開閉操作（給気側及び排気側のダンパを閉操作並びに再循環

ラインのダンパを開操作すること。）をするとともに，緊急時対

策建屋排風機の停止により，緊急時対策建屋換気設備を再循環

モードに切り替える。 

ⅲ．その後，停止した緊急時対策建屋排風機の弁及びダンパの閉操

作を行い，設備監視室へ移動し，監視制御盤にて緊急時対策建

屋換気設備の運転状態及び差圧を確認する。 

ⅳ．再循環モードでの運転状態において，酸素濃度の低下，二酸化

炭素濃度の上昇又は対策本部室の差圧の低下により居住性の

確保ができなくなるおそれがある場合は，外気取入加圧モード

に切り替え，居住性を確保する。 

また，再循環モードでの運転状態時に，再処理施設において気

体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれがある場合

で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇，対策本部室の差圧

の低下又は緊急時対策所内の線量当量率の上昇により居住性の確

保ができなくなるおそれがある場合は，緊急時対策建屋加圧ユニ

ットによる加圧により，緊急時対策所への放射性物質の流入を防

止し，非常時対策組織の要員の被ばくを低減する。 

(ｃ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，緊急時対策

建屋換気設備の再循環モードへの切り替えを指示してから,非常

時対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人

で行い，１時間40分以内に対処可能である。 
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ｃ．緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧手順 

再循環モード時に，再処理施設において気体状の放射性物質が大

気中へ大規模に放出するおそれがある場合で，酸素濃度の低下，二

酸化炭素濃度の上昇，対策本部室の差圧の低下又は線量当量率の上

昇により居住性の確保ができなくなるおそれがある場合に，緊急時

対策建屋加圧ユニットにより加圧する手順を整備する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

再循環モード時に，再処理施設において気体状の放射性物質が

大気中へ大規模に放出するおそれがある場合で，酸素濃度の低下，

二酸化炭素濃度の上昇，対策本部室の差圧の低下又は線量当量率

の上昇により居住性の確保ができなくなるおそれがあると判断し

た場合。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧判断のフローチャート

を第ヘ－９図に示す。 

(ｂ) 操作手順 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧の手順の概要は以下の

とおり。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧手順のタイムチャート

を第ヘ－11図に示す。 

ⅰ．非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非

常時対策組織の要員に緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

の準備を指示する。 

ⅱ．非常時対策組織の本部長は，再処理施設において気体状の放射

性物質が大気中へ大規模に放出した場合，不要な被ばくを防ぐた

め，緊急時対策所内にとどまる必要のない要員へ再処理事業所の
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外への一時退避を指示する。 

ⅲ．非常時対策組織の要員は，待機室に移動し，緊急時対策建屋換

気設備の手動ダンパの閉操作及び扉を閉とする。 

ⅳ．非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，緊

急時対策所の居住性を確保できなくなるおそれがあると判断し

た場合は，非常時対策組織の要員に緊急時対策建屋加圧ユニット

による加圧を指示する。 

ⅴ．非常時対策組織の要員は，待機室において緊急時対策建屋換気

設備の緊急時対策建屋加圧ユニットの手動弁を開操作し，緊急時

対策建屋加圧ユニットによる加圧を開始する。 

ⅵ．非常時対策組織の要員は，差圧が確保されていることを確認す

る。 

(ｃ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，待機室において，緊急時対策建屋加圧ユ

ニットによる加圧の開始を指示してから非常時対策組織の本部長

１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行い，45分以内に

対処可能である。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧操作は，手動弁の開操

作であり，速やかに対処が可能である。 

ｄ．緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気取入加圧モード

への切替手順 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備等

の指示値が上昇した後に，下降に転じ，さらに安定的な状態になり，

周辺環境中の放射性物質濃度が十分低下した場合に，緊急時対策建

屋換気設備を緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気取
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入加圧モードへ切り替える手順を整備する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備

等の指示値が上昇した後に，下降に転じ，さらに安定的な状態に

なり，周辺環境中の放射性物質濃度が十分低下したと判断した場

合。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧停止判断のフローチャ

ートを第ヘ－９図に示す。 

(ｂ) 操作手順 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気取入加圧モー

ドへの切替手順の概要は以下のとおり。 

外気取入加圧モードへの切替手順のタイムチャートを第ヘ－10

図に示す。 

ⅰ．非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非 

常時対策組織の要員に緊急時対策建屋加圧ユニットによる加

圧から外気取入加圧モードへの切り替えを指示する。 

ⅱ．非常時対策組織の要員は，設備監視室へ移動し，監視制御盤に 

て緊急時対策建屋換気設備の運転状態を確認するとともに，緊

急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

の測定を開始する。 

ⅲ．非常時対策組織の要員は，ダンパの開操作をするとともに緊急

時対策建屋排風機を起動し，給気側及び排気側のダンパの開操

作並びに再循環ラインのダンパを閉操作し，緊急時対策建屋換

気設備を外気取入加圧モードへ切り替える。 
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ⅳ．非常時対策組織の要員は，設備監視室へ移動し，監視制御盤に

て緊急時対策建屋換気設備の運転状態及び差圧が確保されて

いることを確認する。 

ⅴ．非常時対策組織の要員は，待機室において緊急時対策建屋換気

設備の手動ダンパ開操作及び緊急時対策建屋加圧ユニットの

手動弁を閉操作し，緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧を

停止する。 

(ｃ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，緊急時対策

建屋換気設備の外気取入加圧モードへの切り替えを指示してから，

非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計

３人で行い，２時間30分以内に対処可能である。 

(２） 重大事故等の対処に必要な情報を監視及び記録し，ＭＯＸ燃料加工 

施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡をするための

措置 

重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員等が，情報把握設備及び通信連絡設備により，

重大事故等に対処するために必要な情報を監視及び記録し，重大事故

等に対処するために必要な情報を把握するとともに，重大事故等に対

処するための対策の検討を行うため，以下の手段を用いた手順を整備

する。 

また，重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊急

時対策建屋に整備する。 

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備により，再処理

施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 
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① 重大事故等時の対応における情報の収集 

重大事故等が発生した場合に，重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員等が，情報把握設備による情報伝送準備ができるまで

の間，通信連絡設備により，必要な情報を収集し，重大事故等に対処

するために必要な情報を把握するとともに，重大事故等に対処するた

めの対策の検討を行う。 

必要な手順の詳細は「ト． 通信連絡に関する手順等」にて整備す

る。 

② 内的事象による安全機能の喪失を要因とした重大事故が発生し全交 

流動力電源の喪失を伴わない場合の監視及び記録 

重大事故等の対処に必要な情報は，情報把握設備の燃料加工建屋デ

ータ収集装置，燃料加工建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水

所可搬型情報収集装置及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置に

集約し，再処理施設の中央制御室及び緊急時対策所において監視及び

記録するために伝送する。伝送された情報は制御建屋データ表示装置，

制御建屋可搬型情報表示装置(燃料加工建屋)，緊急時対策所のデータ

表示装置（燃料加工建屋）及び情報表示装置により監視し，制御建屋

データ収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報

収集装置（燃料加工建屋），緊急時対策所のデータ収集装置（燃料加工

建屋）及び情報収集装置により記録する。 

ただし，可搬型情報収集装置等の設置が完了するまでの間，継続監

視の必要がない情報は，所内通信連絡設備を使用して再処理施設の中

央制御室及び緊急時対策所へ情報を伝達し，記録用紙に記録する。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等時に，情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋データ収
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集装置並びに制御建屋情報把握設備の制御建屋データ収集装置及

び制御建屋データ表示装置の状況を確認し，当該設備が機能維持さ

れていると判断した場合。 

ｂ．操作手順 

燃料加工建屋データ収集装置，制御建屋データ収集装置及び制御

建屋データ表示装置は常設重大事故等対処設備であり，特に操作は

必要ない。 

上記以外の情報把握設備による監視手順の概要は以下のとおり。 

(ａ) 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非

常時対策組織の要員に緊急時対策建屋情報把握設備による監視の

開始を指示する。 

(ｂ)非常時対策組織の要員は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時 

対策所の情報収集装置への接続を確認し，情報表示装置を起動す

る。 

(ｃ) 非常時対策組織の要員は，情報表示装置により，監視を開始す

る。 

また，火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認

した場合は，事前の対応作業として可搬型発電機の建屋内への移

動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 

(ｄ) 可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置の配備 

建屋対策班の班員は外部保管エリアに保管している燃料加工 

建屋可搬型情報収集装置を燃料加工建屋に配備，制御建屋可搬型

情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋）及

び制御建屋可搬型情報表示装置(燃料加工建屋)を制御建屋に配備
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する。 

配備した燃料加工建屋可搬型情報収集装置を燃料加工建屋情報

把握計装設備用屋内伝送系統，燃料加工建屋間伝送用無線設備，

情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置と接

続し，再処理施設の中央制御室並びに緊急時対策所に必要な情報

の伝送を行う。 

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所については，建屋

近傍に可搬型情報収集装置を配備する。第１保管庫・貯水所及び

第２保管庫・貯水所に配備した可搬型情報収集装置から，再処理

施設の中央制御室並びに緊急時対策所に情報を伝送する。 

制御建屋情報把握設備の電源は制御建屋可搬型発電機及び情報

連絡用可搬型発電機から，情報把握収集伝送設備の電源は情報把

握計装設備可搬型発電機及び燃料加工建屋可搬型発電機から給電

する。燃料加工建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，情報

連絡用可搬型発電機及び情報把握計装設備可搬型発電機の燃料は，

補機駆動用燃料補給設備から給油する。可搬型発電機による給電

の詳細手順については「ニ．電源の確保に関する手順等」にて整

備する。 

(ｅ) 情報監視 

燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に

配備した可搬型情報収集装置から伝送された情報は，再処理施設

の中央制御室に配備した制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工

建屋）及び緊急時対策所に設置する情報表示装置を使用して監視

する。また，再処理施設の中央制御室並びに緊急時対策所への情

報伝送準備ができるまでの間は，代替通信連絡設備を使用して再
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処理施設の中央制御室並びに緊急時対策所へ情報を伝達する。 

ｃ．操作の成立性 

緊急時対策所での情報表示装置の起動は，重大事故の発生を仮定す

るグローブボックスに係る設計基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置

の消火機能の喪失を判断した後の指示後（以下「重大事故等着手判断後」

という。）緊急時対策建屋内において，非常時対策組織の本部長１人，

非常時対策組織の要員２人の合計３人で行い，５分以内に対処可能

である。 

制御建屋への制御建屋情報把握設備の配備について，再処理施設

と共用する制御建屋可搬型情報収集装置の配備は，実施責任者等の

要員４人，制御建屋対策班の班員３人の合計７人にて，重大事故等

着手判断後から４時間５分以内に対処可能である。制御建屋可搬型

情報収集装置（燃料加工建屋）及び制御建屋可搬型情報表示装置（燃

料加工建屋）の配備は，実施責任者等の要員４人，ＭＯＸ燃料加工

施設対策班の班員２人の合計６人にて，重大事故等着手判断から３

時間以内に対処可能である。 

燃料加工建屋への情報把握収集伝送設備の配備は重大事故等着手

判断後，実施責任者等の要員４人，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班

員２人の合計６人にて行い，重大事故等着手判断後，燃料加工建屋

への設置については２時間以内で配備可能である。 

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所への情報把握収集伝

送設備系統の配備は，実施責任者等の要員５人，建屋外対応班４人

の合計９人にて行い，重大事故等着手判断後，第１保管庫・貯水所

については１時間30分以内，第２保管庫・貯水所については９時間
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以内に配備可能である。 

情報把握計装設備のタイムチャートを第ヘ－５図，情報把握計装

設備のアクセスルート図を第ヘ－19図から第ヘ－23図に示す。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり10mSv以下とすることを目安に管理する。 

重大事故等の対処時においては，再処理施設の中央制御室との連

絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

ｄ．機能の健全性 

制御建屋データ表示装置にて燃料加工建屋の情報の監視及び記録

が行われていることを確認する。 

燃料加工建屋，制御建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・

貯水所への，可搬型情報収集装置の配備完了，緊急時対策所の情報

収集装置の起動確認及び制御建屋への可搬型情報表示装置の配備

完了後に，代替通信連絡設備を使用して再処理施設の中央制御室並

びに緊急時対策所に情報伝送されていることの確認を行う。 

③ 外的事象又は内的事象による安全機能の喪失を要因とした重大事故

等が発生し，全交流電源が喪失又は計測する機器が故障した場合の監

視及び記録 

重大事故等の対処に必要な情報は，情報把握収集伝送設備の燃料加

工建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置に集約し，再処理施設の
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中央制御室及び緊急時対策所において監視及び記録するために伝送す

る。伝送された情報は制御建屋情報把握設備の制御建屋可搬型情報表

示装置（燃料加工建屋）及び緊急時対策建屋情報把握設備の情報表示

装置により監視し，制御建屋情報把握設備の制御建屋可搬型情報収集

装置，制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋）及び緊急時対策

建屋情報把握設備の情報収集装置により記録する。 

ただし，可搬型情報収集装置等の設置が完了するまでの間及び継続 

監視の必要がない情報は，代替通信連絡設備を使用して再処理施設の

中央制御室又は緊急時対策所へ情報を伝達し，記録用紙に記録する。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等時に情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋データ収集

装置並びに制御建屋情報把握設備の制御建屋データ収集装置及び

制御建屋データ表示装置の状況を確認し，当該設備が機能喪失した

と判断した場合。 

ｂ．操作手順 

操作手順は，「へ.(ロ)(２)②ｂ．操作手順」と同様である。 

ｃ．操作の成立性 

操作の成立性は，「ヘ.(ロ)(２)②ｃ．操作の成立性」と同様であ

る。 

ｄ．機能の健全性 

燃料加工建屋，制御建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・

貯水所への，可搬型情報収集装置の配備完了，緊急時対策所の情報

収集装置の起動確認及び制御建屋への可搬型情報表示装置の配備

完了後に，代替通信連絡設備を使用して再処理施設の中央制御室並

びに緊急時対策所に情報伝送されていることの確認を行う。 
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④ 重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料の整備

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊急時対

策建屋に配備し，資料を更新した場合には資料の差し替えを行い，常に

最新となるよう通常時から維持，管理する。 

⑤ 通信連絡に関する手順等

重大事故等時において，通信連絡設備により，中央監視室，再処理

施設の制御建屋，屋内外の作業場所，国，原子力規制委員会，青森県，

六ヶ所村等のＭＯＸ燃料加工施設の内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うための手順を整備する。 

重大事故等対処に係る通信連絡設備の一覧を第へ－５表に，系統概

要図を第ヘ－12図に示す。 

ＭＯＸ燃料加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うための通信連絡設備の使用方法等，必要な手順の詳細は「２．

１．10 通信連絡に関する手順等」にて整備する。 

(３) 必要な数の要員の収容に係る措置

緊急時対策所には，非常時対策組織本部，支援組織及び実施組織の

要員並びに全社対策組織の一部の要員として最大360人を収容できる。 

なお，再処理施設において気体状の放射性物質が大気中へ大規模に

放出した場合において，緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要

員は約50人である。 

また，要員の収容が適切に行えるようにトイレや休憩スペース等を

整備するとともに，収容する要員に必要な資機材を整備し，通常時か

ら維持，管理する。 

なお，再処理施設と共用した場合であっても飲料水，食料等及び放

射線管理用資機材（個人線量計及び防護具類）は，ＭＯＸ燃料加工施
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設の重大事故等の対処に悪影響を及ぼさない。 

① 放射線管理 

ａ．放射線管理用資機材(個人線量計及び防護類)及び出入管理区画用

資機材の維持管理等 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により汚染したような状況下

において，支援組織の要員が応急復旧対策の検討，実施等のために

屋外で作業を行う際，当該要員は個人線量計及び防護具類を着用す

る。 

緊急時対策建屋には，７日間外部からの支援がなくとも非常時対

策組織の要員が使用するのに十分な数量の放射線管理用資機材（個

人線量計及び防護具類）及び出入管理区画において使用する出入管

理区画用資機材を配備するとともに，通常時から維持，管理する。

重大事故等時には，放射線管理用資機材（個人線量計及び防護具類），

出入管理区画用資機材の使用及び管理を適切に行い，十分な放射線

管理を行う。 

非常時対策組織の本部長は，重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員や現場作業を行う要員等の被ばく線量管理を行う

ため，個人線量計を常時装着させるとともに線量評価を行う。また，

作業に必要な放射線計測器を用いて作業現場の指示値の測定を行

う。 

なお，緊急時対策所における居住性に係る被ばく評価の結果は，

最大で約3.7×10-4mSvであり７日間で100mSvを超えないが，緊急時

対策建屋には，自主対策として全面マスク等を配備する。また，緊

急時対策所において活動する非常時対策組織の要員は，交代要員を

確保する。 
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ｂ．出入管理区画の設置及び運用手順 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により汚染したような状況下

において，出入管理区画を設置する手順を整備する。 

出入管理区画には，防護具類を脱装する脱装エリア，放射性物質

による要員又は物品の汚染の有無を確認するためのサーベイエリ

ア及び汚染を確認した際に除染を行う除染エリアを設け，非常時対

策組織の要員が汚染検査及び除染を行うとともに，出入管理区画の

汚染管理を行う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置し，除染はアルコ

ールワイプや生理食塩水での拭き取りを基本とするが，拭き取りに

て除染ができない場合は，簡易シャワーにて水洗いによる除染を行

う。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応じて紙タオルへ染み

込ませる等により固体廃棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所の全照明が消灯した場合は，可搬型

照明を配備する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画内に保管する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

非常時対策組織の本部長が，原子力災害対策特別措置法第十条

特定事象が発生するおそれがあると判断した場合。 

(ｂ) 操作手順 

出入管理区画の設置及び運用の手順の概要は以下のとおり。 

出入管理区画設置のタイムチャートを第ヘ－13図に示す。 

ⅰ．非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非

常時対策組織の要員に緊急時対策建屋の出入口付近に出入管理区
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画の設置を指示する。  

ⅱ．非常時対策組織の要員は，出入管理区画設置場所の全照明が消

灯した場合，可搬型照明を設置し，照明を確保する。 

ⅲ．非常時対策組織の要員は，出入管理区画に出入管理区画用資機

材を準備，移動及び設置し，床及び壁等の養生シートの状態を確

認する。 

ⅳ．非常時対策組織の要員は，各エリア間にバリアを設けるととも

に，入口に粘着マット等を設置する。 

ⅴ．非常時対策組織の要員は，簡易シャワー等を設置する。 

ⅵ．非常時対策組織の要員は，脱装した防護具類を回収するロール

袋及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ等を必要な箇所に設

置する。 

(ｃ) 操作の成立性 

重大事故等着手判断後，緊急時対策建屋内において，作業開始

を指示してから，非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織

の要員３人の合計４人で行い，１時間以内に対処可能である。 

ｃ．緊急時対策建屋換気設備の切替手順 

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障する等，切り替えが必要

となった場合は，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機及

び緊急時対策建屋フィルタユニットを待機側へ切り替える手順を

整備する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障する等，切り替えが必

要と判断した場合。 

(ｂ) 操作手順 
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緊急時対策建屋換気設備を待機側に切り替える手順の概要は以

下のとおり。 

緊急時対策建屋換気設備の切り替えのタイムチャートを第ヘ－

14図に示す。 

ⅰ．非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非

常時対策組織の要員に緊急時対策建屋換気設備の切り替えを指

示する。 

ⅱ．非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤にて

機器状態及び差圧の確認後，ダンパを開操作し，緊急時対策建屋

送風機，緊急時対策建屋排風機及び緊急時対策建屋フィルタユニ

ットを待機側に切り替える。 

ⅲ．非常時対策組織の要員は，緊急時対策所内の差圧が確保されて

いることを確認後，停止機器のダンパ又は弁の閉操作を実施する。 

(ｃ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，緊急時対策

建屋換気設備の切り替えを指示してから，非常時対策組織の本部

長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行い，１時間以

内に対処可能である。 

② 飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等が重大事故等

の発生後，少なくとも外部からの支援なしに７日間活動するために必

要な飲料水，食料等を備蓄するとともに，通常時から維持，管理する。 

非常時対策組織の本部長は，重大事故等が発生した場合には飲料水，

食料等の支給を適切に運用する。 

また，緊急時対策所内での飲食等の管理として，適切な頻度で緊急
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時対策所内の空気中放射性物質濃度の測定を行い，飲食しても問題な

い環境であることを確認する。 

ただし，緊急時対策所内の空気中放射性物質濃度が目安（アルファ

線を放出する核種７×10-7Bq/cm3未満，アルファ線を放出しない核種３

×10-4 Bq/cm3未満）よりも高くなった場合であっても，非常時対策組

織の本部長の判断により，必要に応じて飲食を行う。 

(４) 重大事故等時の対処において必要となる設備への給電措置 

重大事故等が発生した際に全交流電源が喪失している場合において

も当該重大事故等に対処するために必要な電源給電するための手順を

整備する。 

① 緊急時対策建屋用発電機による給電手順 

緊急時対策建屋用発電機の多重性が確保されている状態において，

外部電源が喪失した場合には，緊急時対策建屋用発電機が２台自動起

動し，電圧及び周波数が定格値になると緊急時対策建屋高圧系統の

6.9kＶ緊急時対策建屋用母線に自動で接続し，緊急時対策建屋換気設

備，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備へ給電する。 

緊急時対策建屋用発電機の１台が起動しない場合又は停止した場合

でも，緊急時対策建屋用発電機の２台目が自動起動しているため，電

圧及び周波数が定格値になると緊急時対策建屋高圧系統の6.9kＶ緊急

時対策建屋用母線に自動で接続し，緊急時対策所の必要な負荷に給電

する。 

火山の影響により，降灰予報(「やや多量」以上)を確認した場合は，

事前の対応作業として，除灰作業の準備を実施する。 

また，降灰を確認したのち必要に応じて除灰作業を実施し，緊急時

対策建屋用発電機の運転に影響を及ぼすおそれがある場合は，給気フ
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ィルタの交換を行う。 

ａ．手順着手の判断基準 

緊急時対策所の使用を開始し，外部電源が喪失した場合。 

ｂ．操作手順 

自動起動する緊急時対策建屋用発電機による給電を確認する手順

の概要は以下のとおり。緊急時対策建屋の電源系統概略図を第ヘ－

15図に，燃料系統概略図を第ヘ－16図に，緊急時対策建屋用発電機

による給電を確認する手順のタイムチャートを第ヘ－17図に示す。 

(ａ) 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非

常時対策組織の要員に緊急時対策所の給電状態の確認を指示す

る。 

(ｂ) 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤にて

自動起動した緊急時対策建屋用発電機（（Ａ）及び（Ｂ））の受電

遮断器が投入していることを確認し，自動起動した緊急時対策建

屋用発電機（（Ａ）及び（Ｂ））により給電していること，電圧及

び周波数を確認し，非常時対策組織の本部長へ報告する。 

ｃ．操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，自動起動した

緊急時対策建屋用発電機から給電されていることの確認を指示し

てから，非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人

の合計３人で行い，５分以内に対処可能である。 

② 緊急時対策建屋用電源車（自主対策設備）による給電手順 

外部電源が喪失し，自動起動する緊急時対策建屋用発電機（（Ａ）又

は（Ｂ））が故障等により起動しない場合又は停止した場合に，緊急時

対策建屋用電源車を配備することにより，緊急時対策建屋換気設備，
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緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備へ給電する。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故時に自動起動する緊急時対策建屋用発電機（（Ａ）又は

（Ｂ））の状況を確認し，当該設備が機能喪失したと判断した場合。 

ｂ．操作手順 

緊急時対策建屋用電源車による，緊急時対策所に給電する手順の

概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋電源車による給電手順のタイムチャートを第ヘ－

18図に示す。 

(ａ) 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非

常時対策組織の要員に緊急時対策建屋用電源車による給電準備

を指示する。 

(ｂ) 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤にて

緊急時対策建屋電源設備の状態を確認し，緊急時対策建屋用電源

車を外部保管エリアから緊急時対策建屋近傍に移動し，緊急時対

策建屋用電源車接続口まで可搬型電源ケーブルを敷設し，接続口

に接続する。 

また，緊急時対策建屋用電源車から緊急時対策建屋の燃料供給

配管まで可搬型燃料供給ホースを敷設し，接続口に接続する。 

(ｃ) 非常時対策組織の要員は，緊急時対策建屋用電源車から緊急時

対策建屋高圧系統の6.9kＶ緊急時対策建屋用母線間の電路の健全

性を絶縁抵抗測定により確認し，緊急時対策建屋用電源車による

給電が可能であることを非常時対策組織の本部長に報告する。 

ｃ．操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋用電源車による給電準備を
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指示してから，非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要

員６人の合計７人で行い，可搬型燃料供給ホースの接続口への接続

まで２時間以内に対処可能である。 

本対処は，時間及び要員数に余裕がある際に実施するため，重大

事故等対処設備を用いた対応に悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり10mSv以

下とすることを目安に管理する。 

さらに，非常時対策組織の要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量の把握及び状況に応じた対応を行うことに

より，非常時対策組織の要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央監視室及び再処理施設の中

央制御室との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

(５) ＭＯＸ燃料加工施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合に必要な情報を把握し記録するための措置 

ＭＯＸ燃料加工施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合において，情報把握設備により再処理施設の中

央制御室並びに緊急時対策所で必要な情報を把握し記録する。 

① 手順着手の判断基準 

大型航空機の衝突その他のテロリズムにより，安全機能喪失を確認

後，重大事故等への体制移行を実施責任者が判断した場合。 
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② 使用する設備 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

・情報収集装置 

・情報表示装置 

・データ収集装置 

・データ表示装置 

・データ収集装置（燃料加工建屋） 

・データ表示装置（燃料加工建屋） 

・燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統 

・燃料加工建屋間伝送用無線装置 

・情報把握計装設備用屋内伝送系統 

・建屋間伝送用無線装置 

・燃料加工建屋データ収集装置 

・制御建屋データ収集装置 

・制御建屋データ表示装置 

・燃料加工建屋可搬型情報収集装置 

・制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋） 

・制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋） 

・制御建屋可搬型情報収集装置 

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・緊急時対策建屋用発電機 

・緊急時対策建屋高圧系統 6.9kＶ緊急時対策建屋用母線 

・緊急時対策建屋低圧系統 460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

・燃料油移送ポンプ 
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・燃料油配管・弁 

・重油貯槽 

・緊急時対策建屋用電源車 

・可搬型電源ケーブル 

・可燃物燃料供給ホース 

・電源設備 

・情報把握計装設備可搬型発電機 

・燃料加工建屋可搬型発電機 

・制御建屋可搬型発電機 

・情報連絡用可搬型発電機 

③ 操作手順 

大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において，必

要な情報を把握し記録する手順は以下のとおり。 

必要な情報を監視及び記録する手順は，「へ.(ロ)(２)②ｂ．操作手

順」と同様である。 

重大事故等に対処するために必要な設備への給電手順は，

「へ.(ロ)(４)重大事故等時の対処において必要となる設備への給電

措置」の操作手順と同様である。 

 

④ 操作の成立性 

必要な情報を監視及び記録する手順の成立性は，「へ．(ロ)(２)②ｃ．

操作の成立性」と同様である。 

重大事故等に対処するために必要な設備への給電手順の成立性は，

「へ.(４)重大事故等時の対処において必要となる設備への給電措置」

の操作の成立性と同様である。 
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⑤ 機能の健全性 

必要な情報を監視及び記録する手順の健全性は，「へ.(ロ)(２)②ｄ．

機能の健全性」と同様である。 

重大事故等に対処するために必要な設備への給電手順の健全性は，

「へ.(４)重大事故等時の対処において必要となる設備への給電措置」

の機能の健全性と同様である。 
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第ヘ－１表 機能喪失を想定する設備と整備する 

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／５） 

分類 

機能喪失を想定する 

安全機能を有する施設 

対処

手順 対処設備 手順書 

― ― 

居
住
性
の
確
保 

緊急時対策所 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重大事故等発生時

対応手順書 

緊急時対策建屋の遮蔽設備 

緊急時対策建屋送風機 

緊急時対策建屋排風機 

緊急時対策建屋フィルタユニット 

緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ 

緊急時対策建屋加圧ユニット 

緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁 

対策本部室差圧計 

待機室差圧計 

監視制御盤 

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 

可搬型エリアモニタ 

可搬型ダストサンプラ 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ 

可搬型線量率計 

可搬型ダストモニタ 

可搬型データ伝送設備 

可搬型発電機 
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第ヘ－１表 機能喪失を想定する設備と整備する 

対応手段，対処設備，手順書一覧（２／５） 

分

類 

機能喪失を想定する 

安全機能を有する施設 

対処

手順 
対処設備 手順書 

－ 

― 

居
住
性
の
確
保 

監視測定用運搬車 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重大事故等発生時

対応手順書 

データ収集装置 

データ表示装置 

データ収集装置 

（燃料加工建屋） 

データ表示装置 

（燃料加工建屋） 

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡 

情報収集装置 

情報表示装置 

データ収集装置 

データ表示装置 

データ収集装置（燃料加工建屋） 

データ表示装置（燃料加工建屋） 

ページング装置 

専用回線電話 

一般加入電話 

一般携帯電話 

ファクシミリ 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

可搬型衛星携帯電話（屋内用） 

可搬型衛星携帯電話（屋外用） 

可搬型トランシーバ（屋内用） 

可搬型トランシーバ（屋外用） 

一般加入電話 

一般携帯電話 

衛星携帯電話 

ファクシミリ 

ページング装置 

専用回線電話 

― 対策の検討に必要な資料※ 1 

資
機
材 

― 
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第ヘ－１表 機能喪失を想定する設備と整備する 

対応手段，対処設備，手順書一覧（３／５） 

分類 

機能喪失を想定する 

安全機能を有する施

設 

対処 

手順 対処設備 手順書 

― 

― 

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容 

放射線管理用資機材（個人線量計及び防護具類）※ 2 

資
機
材 

― 

出入管理区画用資機材※ 2 

飲料水、食料等※ 2 

可搬型照明※ 2 

常用電源設備 

電
源
設
備
か
ら
の
給
電 

緊急時対策建屋用発電機 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重大事故等発生時

対応手順書 

 

緊急時対策建屋高圧系統 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母

線 

 

緊急時対策建屋低圧系統 460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

燃料油移送ポンプ 

燃料油配管・弁 

重油貯槽 

緊急時対策建屋用電源車 

自
主
対
策
設
備 

重大事故等発生時

対応手順書 

可搬型電源ケーブル 

可搬型燃料供給ホース 
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第ヘ－１表 機能喪失を想定する設備と整備する 

対応手段，対処設備，手順書一覧（４／５） 

 

  

分類 

機能喪失を想定する設

計基準対象の施設 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

－ 

・燃料加工建屋データ収集

装置 

・制御建屋データ収集装置 

・制御建屋データ表示装置 

・データ収集装置(緊急時

対策所) 

・データ表示装置(緊急時

対策所) 

・データ収集装置(燃料加

工建屋)(緊急時対策所) 

・データ表示装置(燃料加

工建屋)(緊急時対策所) 

重
大
事
故
等
時
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
及
び
記
録
す
る
手
段 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
全

交
流
電
源
が
喪
失
又
は
計
測
す
る
機
器
が
故
障

し
て
い
る
場
合 

・情報把握計装設備用屋内伝送系統 

・建屋間伝送用無線装置 

・燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統 

・燃料加工建屋間伝送用無線装置 

・制御建屋可搬型情報収集装置 

・燃料加工建屋可搬型情報収集装置 

・制御建屋可搬型情報収集装置(燃料加工建屋) 

・制御建屋可搬型情報表示装置(燃料加工建屋) 

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・情報把握計装設備可搬型発電機 

・燃料加工建屋可搬型発電機 

・制御建屋可搬型発電機 

・情報連絡用可搬型発電機 

・情報収集装置(緊急時対策所) 

・情報表示装置(緊急時対策所) 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 

－ 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
全
交

流
電
源
喪
失
を
伴
わ
な
い
場
合 

・グローブボックス温度監視装置※ 

・グローブボックス負圧・温度監視設備※ 

・燃料加工建屋データ収集装置 

・制御建屋データ収集装置 

・制御建屋データ表示装置 

・電源設備 

・情報把握計装設備用屋内伝送系統 

・建屋間伝送用無線装置 

・燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統 

・燃料加工建屋間伝送用無線装置 

・燃料加工建屋可搬型情報収集装置 

・制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋） 

・制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋） 

・制御建屋可搬型情報収集装置 

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・情報把握計装設備可搬型発電機 

・燃料加工建屋可搬型発電機 

・制御建屋可搬型発電機 

・情報連絡用可搬型発電機 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

※ 電路として使用 
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第ヘ－１表 機能喪失を想定する設備と整備する 

対応手段，対処設備，手順書一覧（５／５） 

※ 電路として使用 

 

分類 

機能喪失を想定す

る設計基準対象の

施設 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

－ － 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
へ
の
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ

ロ
リ
ズ
ム
が
発
生
し
た
場
合
に
必
要
な
情
報
を
把
握
し
記
録
す
る
手
段 

・グローブボックス温度監視装置※ 

・グローブボックス負圧・温度監視設備※ 

・情報把握計装設備用屋内伝送系統 

・建屋間伝送用無線装置 

・燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統 

・燃料加工建屋間伝送用無線装置 

・燃料加工建屋可搬型情報収集装置 

・制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋） 

・制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋） 

・制御建屋可搬型情報収集装置 

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

・情報把握計装設備可搬型発電機 

・燃料加工建屋可搬型発電機 

・制御建屋可搬型発電機 

・情報連絡用可搬型発電機 

・燃料加工建屋データ収集装置 

・制御建屋データ収集装置 

・制御建屋データ表示装置 

・データ収集装置（燃料加工建屋） 

・データ表示装置（燃料加工建屋） 

・電源設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 
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第ヘ－２表 重大事故等対処に必要な監視計器 

対応手段 
重大事故等の対応に必要

となる監視項目 
監視計器 

2.1.9.3.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 緊急時対策所立ち上げの手

順 

① 緊急時対策建屋換気設備起

動手順 

判
断 

基
準 

― ― 

操
作 

緊急時対策建屋換気設備運転 対策本部室差圧計 

(1) 緊急時対策所立ち上げの手

順 

② 緊急時対策所内の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒

素酸化物濃度の測定手順 

判
断 

基
準 

― ― 

操
作 

緊急時対策所内の環境監視 緊急時対策建屋環境測定設備 

(3) 重大事故等が発生した場合

の放射線防護等に関する手

順等 

② 再循環モード切替手順 

判
断
基
準 

対策本部室の環境 緊急時対策建屋環境測定設備 

空気中放射性物質濃度又は 

空間線量率 

緊急時対策建屋放射線計測設備 

排気モニタリング設備 

可搬型排気モニタリング設備 

可搬型環境モニタリング設備 

可搬型建屋周辺モニタリング設備 

可搬型放出管理分析設備 

操
作 

緊急時対策建屋換気設備運転 対策本部室差圧計 

(3) 重大事故等が発生した場合

の放射線防護等に関する手

順等 

③ 加圧ユニットによる加圧開

始手順 

判
断
基
準 

対策本部室の環境 緊急時対策建屋環境測定設備 

緊急時対策建屋換気設備運転 対策本部室差圧計 

空気中放射性物質濃度又は 

空間線量率 

緊急時対策建屋放射線計測設備 

排気モニタリング設備 

可搬型排気モニタリング設備 

可搬型環境モニタリング設備 

可搬型建屋周辺モニタリング設備 

可搬型放出管理分析設備 

操
作 

加圧ユニットによる加圧時の差

圧監視 
待機室差圧計 

(3) 重大事故等が発生した場合

の放射線防護等に関する手

順等 

④ 加圧ユニットによる加圧か

ら外気取入加圧モードへの

切替手順 

判
断
基
準 

空気中放射性物質濃度又は 

空間線量率 

緊急時対策建屋放射線計測設備 

排気モニタリング設備 

可搬型排気モニタリング設備 

可搬型環境モニタリング設備 

可搬型建屋周辺モニタリング設備 

可搬型放出管理分析設備 

操
作 

緊急時対策建屋換気設備運転 対策本部室差圧計 
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第ヘ－３表 審査基準における要求事項ごとの 

給電対象設備 

対象条文 供給対象設備※ 
給電元 

給電母線 

緊急時対策所の居住性等に

関する手順等 

緊急時対策建屋送風機 

緊急時対策建屋低圧系統 

460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

緊急時対策建屋排風機 

情報収集装置 

情報表示装置 

データ収集装置 

データ表示装置 

データ収集装置 

(燃料加工建屋) 

データ表示装置 

(燃料加工建屋) 
 

※ 通信連絡設備における給電対象設備は「ホ．通信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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第ヘ－４表 パラメータ計測に使用する設備 

 

 

制御屋可搬型発電機電圧計【可搬型】
制御屋可搬型発電機燃料油計【可搬型】

制御建屋6.9kV非常用母線Ａ電圧計【常設】

制御建屋6.9kV非常用母線Ｂ電圧計【常設】

制御建屋6.9kV運転予備用母線C1電圧計【常設】

制御建屋6.9kV運転予備用母線C2電圧計【常設】

MOX燃料加工建屋に非常用母線電圧A電圧

MOX燃料加工建屋に非常用母線電圧B電圧

制御建屋460Ｖ非常用母線Ａ電圧計【常設】

制御建屋460Ｖ非常用母線Ｂ電圧計【常設】

軽油用タンクローリ液位計【可搬型】

電源車発電機電圧計【可搬型】

第１軽油貯槽液位計【常設】

第２軽油貯槽液位計【常設】

情報収集装置【常設】

情報表示装置【常設】

データ収集装置【常設】

データ表示装置【常設】

データ収集装置（燃料加工建屋）【常設】

データ表示装置（燃料加工建屋）【常設】

情報把握計装設備用屋内伝送系統【常設】

建屋間伝送用無線装置【常設】

制御建屋データ収集装置【常設】

制御建屋データ表示装置）【常設】

制御建屋可搬型情報収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設用）【可搬型】

制御建屋可搬型情報表示装置（ＭＯＸ燃料加工施設用）【可搬型】

制御建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統【常設】

燃料加工建屋間伝送用無線装置【常設】

燃料加工建屋データ収集装置【常設】

燃料加工建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置【可搬型】

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置【可搬型】

情報把握計装設備可搬型発電機【可搬型】

電気設備の所内高圧系
統

情報把握収集伝送設備

情報把握設備

機器グループ
設備

設備名称 構成する機器

緊急時対策建屋情報把
握設備

電源設備

電気設備の所内低圧系
統

燃料補給設備

必要な指示及び
通信連絡に関わ
る設備

制御建屋情報把握設備

代替電源
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第ヘ－５表 重大事故等対処に係る通信連絡設備一覧 

対応設備 

所内通信連絡設備 

ページング装置 

専用回線電話 

一般加入電話 

ファクシミリ 

所外通信連絡設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

一般加入電話 

一般携帯電話 

衛星携帯電話 

ファクシミリ 

代替通信連絡設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

可搬型通話装置 

可搬型衛星電話（屋内用） 

可搬型トランシーバ（屋内用） 

可搬型衛星電話（屋外用） 

可搬型トランシーバ（屋外用） 
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第へ－６図 緊急時対策建屋換気設備の切替概要図 
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第ヘ－７図 緊急時対策建屋環境測定設備， 

緊急時対策建屋放射線計測設備範囲図 
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※１ 

監視項目 監視計器 

空気中放射性物質濃度
又は空間線量率 

監視測定設備 
・排気モニタリング設備 
・可搬型排気モニタリング設備 
・可搬型放出管理分析設備 
・可搬型建屋周辺モニタリング設備 
緊急時対策建屋放射線計測設備 
・可搬型屋内モニタリング設備 
・可搬型環境モニタリング設備 

有毒ガス濃度 可搬型窒素酸化物濃度計 

※２ 
監視項目 監視計器 

対策本部室の 
環境 

可搬型酸素濃度計 
可搬型二酸化炭素濃度計 
可搬型窒素酸化物濃度計 

緊急時対策建屋 
換気設備運転 

対策本部室差圧計 

空気中放射性物質濃度
又は空間線量率 

監視測定設備 
・排気モニタリング設備 
・可搬型排気モニタリング設備 
・可搬型放出管理分析設備 
・可搬型建屋周辺モニタリング設備 
緊急時対策建屋放射線計測設備 
・可搬型環境モニタリング設備 
・可搬型屋内モニタリング設備 

※３ 
監視項目 監視計器 

空気中放射性物質濃度
又は空間線量率 

監視測定設備 
・排気モニタリング設備 
・可搬型排気モニタリング設備 
・可搬型放出管理分析設備 
・可搬型建屋周辺モニタリング設備 
緊急時対策建屋放射線計測設備 
・可搬型屋内モニタリング設備 
・可搬型環境モニタリング設備 

 

第ヘ－９図 緊急時対策建屋換気設備によるモード切替え判断のフローチャート 

凡例 
：操作・確認 

：判断 

：監視 
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ト．通信連絡に関する手順等 

【要求事項】 

 ＭＯＸ燃料加工事業者において、重大事故等が発生した場合においてＭＯ

Ｘ燃料加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うた

めに必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「ＭＯＸ燃料加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

 ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）から

の給電を可能とすること。 

 ｂ）計測等を行った重要なパラメータを必要な場所で共有する手順等を整

備すること。 

 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うため，必要な対応として所内通信連絡設備

が損傷した場合の対応，所内通信連絡設備が電源喪失した場合の対応，所外

通信連絡設備を用いる場合の対応，所外通信連絡設備が損傷した場合の対応

及び所外通信連絡設備が電源喪失した場合の対応を整備する。 

 

代替通信連絡設備について，代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）

からの給電を可能とする手順を整備する。 

また，計測等を行った重要なパラメータを必要な場所で共有する手順を整
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備する。 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 

 

(イ) 対応手段と設備の選定 

(１) 対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備が使用できる場

合は，通信連絡設備を用いて対応を行う。 

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備であるページン

グ装置，所内携帯電話等が使用できない場合，その機能を代替するた

めの対応手段として，代替通信連絡設備を選定する。 

所内通信連絡設備におけるフォールトツリー分析を第ト－１図，所

外通信連絡設備におけるフォールトツリー分析を第ト－２図に示す。 

重大事故等対処設備として選定した通信連絡設備及び代替通信連絡

設備により，技術的能力審査基準だけでなく，事業許可基準規則第三

十五条及び技術基準規則第三十九条の要求機能を満足する設備が網羅

されていることを確認する。 

(２) 対応手段と設備の選定の結果 

技術的能力審査基準，事業許可基準規則第三十五条及び技術基準規

則第三十九条の要求により選定した対応手段と，その対応に使用する

重大事故等対処設備を以下に示す。通信連絡を行うために必要な設備

を第ト－１表に示す。 

① 再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な対応手段及び設備 

ａ．所内通信連絡設備を用いる場合 

(ａ) 対応手段 
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重大事故等が発生した場合において，所内通信連絡設備が使用

可能な場合は，以下の対応手段がある。 

・再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行う手段 

・計測等を行った重要なパラメータを再処理事業所内の必要な場

所で共有するための手段 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

ⅰ．所内通信連絡設備 

・ページング装置（設計基準対象の施設と兼用） 

・所内携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・専用回線電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

・環境中継サーバ（設計基準対象の施設と兼用） 

ⅱ．受電開閉設備 

・受電開閉設備 

・受電変圧器 

ⅲ．所内高圧系統 

・6.9kＶ運転予備用主母線 

・6.9kＶ非常用母線 

・6.9kＶ運転予備用母線 

・6.9kＶ常用主母線 

ⅳ．所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線 

・460Ｖ運転予備用母線 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

7－添1－405



内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に用いる設備として，ページング

装置，所内携帯電話，専用回線電話，ファクシミリ及び環境中継

サーバを重大事故等対処設備とする。 

以上の重大事故等対処設備により，内的事象による安全機能の

喪失を要因とし，全交流電源の喪失を伴わない重大事故等の対策

等の際は，再処理事業所内の通信連絡を行うことが可能である。 

ｂ．所内通信連絡設備が損傷した場合 

(ａ) 対応手段 

重大事故等が発生した場合において，所内通信連絡設備が損傷

した場合は，以下の対応手段がある。 

・再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行う手段 

・計測等を行った重要なパラメータを再処理事業所内の必要な場

所で共有する手段 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

ⅰ．代替通信連絡設備 

・通話装置のケーブル 

・可搬型通話装置 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型トランシーバ（屋内用） 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

・可搬型トランシーバ（屋外用） 

ⅱ．代替モニタリング設備 

・可搬型環境モニタリング用データ伝送装置 
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ⅲ．代替気象観測設備 

・可搬型気象観測用データ伝送装置 

所内通信連絡設備が損傷した場合に必要な代替通信連絡設備

は，代替電源からの給電を可能とする手段がある。 

代替電源からの給電を確保するための設備は以下のとおり。 

ⅳ．代替電源設備 

・燃料加工建屋可搬型発電機 

・情報連絡用可搬型発電機 

・制御建屋可搬型発電機 

ⅴ．緊急時対策建屋電源設備 

・緊急時対策建屋用発電機 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

技術的能力審査基準，事業許可基準規則第三十五条及び技術基

準規則第三十九条で要求される再処理事業所内の通信連絡を行う

設備のうち，通話装置のケーブル，可搬型通話装置，可搬型衛星

電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用），可搬型トランシーバ（屋外用），代替モニタリング設

備の一部，代替気象観測設備の一部，代替電源設備の一部，及び

緊急時対策建屋電源設備の一部を重大事故等対処設備とする。 

以上の重大事故等対処設備により，再処理事業所内の通信連絡

を行うことが可能である。 

ｃ．所内通信連絡設備が電源喪失した場合 

(ａ) 対応手段 

重大事故等が発生した場合において，所内通信連絡設備が電源

喪失した場合の対応手段は，「ｂ．所内通信連絡設備が損傷した場
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合」の対応手段と同様である。 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備は，「ｂ．所内通信連絡設備が損傷した場合」

と同様である。 

「ｂ．所内通信連絡設備が損傷した場合」の対応手段，重大事

故等対処設備は，「ｂ．（ａ） 対応手段」及び「ｂ．（ｂ）重大事

故等対処設備」と同様である。 

そのため，「（ロ） 重大事故等時の手順」においても，所内通

信連絡設備が電源喪失した場合の手順は，所内通信連絡設備が損

傷した場合の手順と同様である。 

② 再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な対応手段及び設備 

ａ．所外通信連絡設備を用いる場合 

(ａ) 対応手段 

重大事故等が発生した場合において，所外通信連絡設備が使用

可能な場合は，以下の対応手段がある。 

・再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行う手段 

・計測等を行った重要なパラメータを再処理事業所外の必要な場

所で共有する手段 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

ⅰ．所外通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の施設

と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対象の
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施設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基準対

象の施設と兼用） 

・一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・衛星携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

ⅱ．受電開閉設備 

・受電開閉設備 

・受電変圧器 

ⅲ．所内高圧系統 

・6.9ｋＶ運転予備用主母線 

・6.9ｋＶ非常用母線 

・6.9ｋＶ運転予備用母線 

・6.9ｋＶ常用主母線 

ⅳ．所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

技術的能力審査基準，事業許可基準規則第三十五条及び技術基

準規則第三十九条で要求される再処理事業所外への通信連絡を行

う設備のうち，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子

力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワーク

ＴＶ会議システム及び緊急時対策建屋電源設備の一部は，重大事

故等対処設備とする。 

また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，燃料加工建
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屋内の動的機器の多重故障における重大事故等の発生時に用いる

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，

重大事故等対処設備とする。 

以上の重大事故等対処設備により，内的事象による安全機能の

喪失を要因とし，燃料加工建屋内の動的機器の多重故障の対策の

際は，再処理事業所外への通信連絡を行うことが可能である。 

ｂ．所外通信連絡設備が損傷した場合 

(ａ) 対応手段 

重大事故等が発生した場合において，所外通信連絡設備が損傷

した場合は，以下の対応手段がある。 

・再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行う手段 

・計測等を行った重要なパラメータを再処理事業所外の必要な場

所で共有する手段 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

ⅰ．代替通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の施設と

兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対象の施

設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基準対象

の施設と兼用） 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

所外通信連絡設備が損傷した場合に必要な代替通信連絡設備は，

7－添1－410



代替電源からの給電を可能とする手段がある。 

代替電源からの給電を確保するための設備は以下のとおり。 

ⅱ．緊急時対策建屋電源設備 

・緊急時対策建屋用発電機 

(ｂ)重大事故等対処設備 

技術的能力審査基準，事業許可基準規則第三十五条及び技術基

準規則第三十九条で要求される再処理事業所外への通信連絡を行

う設備のうち，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子

力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワーク

ＴＶ会議システム，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型衛星携帯電

話（屋外用）及び「添付書類五ト．(イ)(７)緊急時対策所」の緊

急時対策建屋用発電機を重大事故等対処設備とする。 

以上の重大事故等対処設備により，再処理事業所外への通信連

絡を行うことが可能である。 

ｃ．所外通信連絡設備が電源喪失した場合 

(ａ) 対応手段 

重大事故等が発生した場合において，所外通信連絡設備が電源

喪失した場合の対応手順は，「ｂ．所外通信連絡設備が損傷した場

合」の対応手段と同様である。 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備は「ｂ．所外通信連絡設備が損傷した場合」

の重大事故等対処設備と同様である。 

「ｂ．所外通信連絡設備が損傷した場合」の対応手段，重大事

故等対処設備は，「ｂ．（ａ）対応手段」及び「ｂ．（ｂ）重大事故

等対処設備」と同様である。そのため，「（ロ） 重大事故等時の
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手順」においても，所外通信連絡設備が電源喪失した場合の手順

は，所外通信連絡設備が損傷した場合の手順と同様である。 

③ 手順等 

上記①及び②により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

機能喪失を想定する設計基準事象の施設と整備する手順を第ト－２表

及び第ト－３表に示す。 

これらの手順は，重大事故等発生時対応手順書等にて整備する。 

(ロ) 重大事故等時の手順 

(１) 再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うための手順等 

重大事故等が発生した場合において，所内通信連絡設備及び代

替通信連絡設備により再処理事業所内の通信連絡をする必要のあ

る場所と通信連絡及び可搬型の計器等にて，重大事故等の対処に

必要なパラメータである，グローブボックス内火災源近傍温度，

放水砲の流量，貯水槽の水位及び加工施設周辺の放射線線量率等

を計測し，その結果を再処理事業所内の必要な場所で共有するた

め，以下の手段を用いた手順を整備する。 

① 所内通信連絡設備を用いる場合の手段 

重大事故等時に，所内携帯電話が使用できる場合は，ページング

装置，所内携帯電話，専用回線電話，ファクシミリ及び環境中継サ

ーバを用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた再処理事業所内における通信連絡及び計測

等を行った重要なパラメータを再処理事業所内の必要な場所で共

有するための手順を整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 
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重大事故等時に，所内通信連絡設備の状態を確認し，当該設備が 

機能維持していると判断した場合。（第ト－４表） 

ｂ．操作手順 

所内通信連絡設備よる再処理事業所内の通信連絡の概要は以下の 

とおり。 

また，屋内における再処理事業所内への通信連絡手順の概要を第 

ト－３図～第ト－５図に示す。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「イ． 核燃料物質等を閉 

じ込める機能の喪失に対処するための手順等」，「ロ． 工場等外へ

の放射性物質の拡散を抑制するための手順等」，「ハ． 重大事故等

への対処に必要となる水の供給手順等」，「ホ． 監視測定等に関す

る手順等」及び「ヘ． 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」

にて整備する。 

(ａ) ページング装置 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，マイク操作器を

用いて再処理事業所内各建屋のスピーカを介して放送を行う。 

(ｂ) 所内携帯電話 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，ＭＯＸ燃料加工

施設対策班の班員に対して所内携帯電話の端末の携帯を指示する。 

ⅱ．ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，所内携帯電話の端末を用

いて，通信先の電話番号をダイヤルし，連絡する。 

(ｃ) 専用回線電話 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，ＭＯＸ燃料加工

施設対策班の班員に対して専用回線電話の通信を指示する。 

ⅱ．ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，専用回線電話の端末を用
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いて，中央監視室から緊急時対策所の支援組織要員へ連絡をする。 

(ｄ) ファクシミリ 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，ＭＯＸ燃料加工

施設対策班の班員に対してファクシミリの通信を指示する。 

ⅱ．ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，ファクシミリを用いて，

中央監視室から緊急時対策所の要員へ連絡をする。 

(ｅ) 環境中継サーバ 

ⅰ．実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員に

対して環境中継サーバの起動状態の確認を指示する。 

ⅱ．実施組織要員は，緊急時対策所の支援組織要員と連絡を取り合

い，環境中継サーバが起動していることを確認する。 

ｃ．操作の成立性 

ページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，ファクシミリ及

び環境中継サーバは，設計基準の範囲内において使用している設備

であり，特別な技量を要することなく，容易に操作が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，1作業当たり 10mSv以

下とすることを目安に管理する。 

さらに，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の作業場所への移動及

び作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応

を行うことにより，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の被ばく線量

を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，
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可搬型照明を配備する。 

② 所内通信連絡設備が損傷した場合の手段 

ａ．屋内（現場）等における通信連絡 

重大事故等時に，所内携帯電話が機能喪失した場合，燃料加工建

屋内で建屋内状況を確認する実施組織のＭＯＸ燃料加工施設現場

管理者は，通話装置のケーブル及び可搬型通話装置を用いて通信連

絡を行う。 

これらの設備を用いた燃料加工建屋内における通信連絡及び計測

等を行った重要なパラメータを再処理事業所内の必要な場所で共

有するための手順を整備する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，所内通信連絡設備の状態を確認し，当該設備

が機能喪失したと判断した場合。（第ト－４表） 

(ｂ) 操作手順 

通話装置のケーブル及び可搬型通話装置による燃料加工建屋内

の通信連絡の概要は以下のとおり。 

また，屋内における再処理事業所内への通信連絡手順の概要を

第ト－３図に示す。代替通信連絡設備のアクセスルートを第ト－

１図～第ト－15図に示す。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「イ． 核燃料物質等を

閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等」及び「ヘ． 緊

急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。 

ⅰ. 可搬型通話装置の配備 

（ⅰ） 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要

員のうちＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員へ可搬型通話装置
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の装備を指示する。 

（ⅱ） 燃料加工建屋内のＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，装

備している可搬型通話装置を通話装置のケーブルの接続口に

接続する。 

（ⅲ） ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者は，可搬型通話装置を燃料

加工建屋の通話装置のケーブルの接続口に接続する。 

（ⅳ） 可搬型通話装置は，それぞれを通話装置のケーブルに接続

することで通話可能となるため，燃料加工建屋内で作業を行う

際の通信連絡手段とする。また，本作業は屋内作業であるため，

降灰による影響はない。 

（ⅴ） 可搬型通話装置は，乾電池で動作するため代替電源は不要

である。乾電池は，７日間以内に残量が無くなることは考え難

いが，もし無くなった場合は，他の可搬型通話装置の端末と交

換又は予備の乾電池を使用する。 

(ｃ) 操作の成立性 

可搬型通話装置による通信連絡については，通話装置のケーブ

ルが燃料加工建屋内に常設重大事故等対処設備として敷設されて

いるため，設置作業に要する時間はなく，可搬型通話装置を接続

することにより通信連絡が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の作業場所への移動
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及び作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた

対応を行うことにより，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の被ば

く線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

ｂ．屋外（現場）における通信連絡 

重大事故等時に，所内携帯電話が機能喪失した場合，燃料加工建

屋の屋外から実施組織の放射線対応班の班員，建屋外対応班の班員，

ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員が中央監視室，再処理施設の中央

制御室又は緊急時対策所へ連絡及び屋外間で連絡を行う際は，可搬

型衛星電話（屋外用）又は可搬型トランシーバ（屋外用）を用いて

通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた燃料加工建屋の屋外における通信連絡及び

計測等を行った重要なパラメータを再処理事業所内の必要な場所

で共有するための手順を整備する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，所内通信連絡設備の状態を確認し，当該設備

が機能喪失したと判断した場合。（第ト－４表） 

(ｂ) 操作手順 

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

による燃料加工建屋の屋外における通信連絡の概要は以下のとお

り。 

また，屋外（現場）における再処理事業所内への通信連絡手順

の概要を第ト－４図に示す。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「ロ． 工場等外への放
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射性物質の拡散を抑制するための手順等」，「ハ． 重大事故等へ

の対処に必要となる水の供給手順等，「ホ． 監視測定等に関する

手順等」及び「ヘ． 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」

にて整備する。 

ⅰ.可搬型衛星電話（屋外用）の配備 

（ⅰ） 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要

員のうち放射線対応班の班員，建屋外対応班の班員，ＭＯＸ燃

料加工施設対策班及び支援組織の放射線管理班の班員へ可搬

型衛星電話（屋外用）を配備する。 

（ⅱ） 可搬型衛星電話（屋外用）を使用する要員は，各作業場所

へ可搬型衛星電話（屋外用）の端末を持参し，使用する際に電

源を入れることにより，燃料加工建屋の屋外から中央監視室，

再処理施設の中央制御室又は緊急時対策所へ連絡及び屋外間

で連絡を行う際の通信連絡手段とする。火山の影響により，降

灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応作業

として，除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したの

ち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

（ⅲ） 可搬型衛星電話（屋外用）は，充電池から給電を行い，10

時間使用することが可能である。使用開始から 10 時間を目安

に充電池の残容量を適宜確認し，残容量が少なくなったことを

確認後，充電池の交換を行う。 

ⅱ.可搬型トランシーバ（屋外用）の配備 

（ⅰ） 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要

員のうち放射線対応班の班員，建屋外対応班の班員，ＭＯＸ燃

料加工施設対策班の班員及び支援組織の放射線管理班の班員
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へ可搬型トランシーバ（屋外用）を配備する。 

（ⅱ） 可搬型トランシーバ（屋外用）を使用する要員は，各作業

場所へ可搬型トランシーバ（屋外用）の端末を持参し，使用す

る際に電源を入れることにより，燃料加工建屋の屋外から中央

監視室，再処理施設の中央制御室又は緊急時対策所へ連絡及び

屋外間で連絡を行う際の通信連絡手段とする。火山の影響によ

り，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対

応作業として，除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認

したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

（ⅲ） 可搬型トランシーバ（屋外用）は，充電池から給電を行い，

10 時間使用することが可能である。使用開始から 10 時間を目

安に充電池の残容量を適宜確認し，残容量が少なくなったこと

を確認後，充電池の交換を行う。 

(ｃ) 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

は，配備後すぐに使用可能である。 

代替モニタリング設備の一部及び代替気象観測設備の一部の操

作の成立性は，「ホ． 監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の作業場所への移動

及び作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた
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対応を行うことにより，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の被ば

く線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

ｃ．屋内（中央監視室，再処理施設の中央制御室，緊急時対策所）に

おける通信連絡 

重大事故等時に，ページング装置，所内携帯電話及び専用回線電

話が機能喪失した場合，中央監視室，再処理施設の中央制御室，緊

急時対策所間で実施組織のＭＯＸ燃料加工施設現場管理者，ＭＯＸ

燃料加工施設対策班長，建屋外対応班長，放射線対応班長，建屋外

対応班の班員又は支援組織の統括班の班員が連絡を行う際は，可搬

型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）を用いて

通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた中央監視室，再処理施設の中央制御室及び

緊急時対策所における通信連絡の手順を整備する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，所内通信連絡設備の状態を確認し，当該設備

が機能喪失したと判断した場合。（第ト－４表） 

(ｂ) 操作手順 

可搬型衛星電話（屋内用）又は可搬型トランシーバ（屋内用）

による中央監視室，再処理施設の中央制御室，緊急時対策所間に

おける通信連絡の概要は以下のとおり。 

また，屋内（中央監視室，再処理施設の中央制御室，緊急時対

策所）における再処理事業所内への通信連絡手順の概要を第ト－

５図に示す。代替通信連絡設備のアクセスルートを第ト－14図に
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示す。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「イ． 核燃料物質等を

閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等」，「ロ． 工場等

外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」，「ハ． 重大

事故等への対処に必要となる水の供給手順等」，「ホ． 監視測定

等に関する手順等」及び「ヘ． 緊急時対策所の居住性等に関す

る手順等」にて整備する。 

ⅰ．可搬型衛星電話（屋内用）の配備 

(ⅰ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員

の燃料加工建屋に滞在するＭＯＸ燃料加工施設現場管理者及

び制御建屋に滞在するＭＯＸ燃料加工施設対策班長，放射線対

応班長，建屋外対応班の班員並びに緊急時対策建屋に滞在する

建屋外対応班長に可搬型衛星電話（屋内用）を配備する。 

また，非常時対策組織の本部長は，支援組織の制御建屋に滞

在する統括班の班員及び緊急時対策建屋に滞在する放射線管

理班の班員，統括班の班員に可搬型衛星電話（屋内用）を配備

する。 

(ⅱ) 可搬型衛星電話（屋内用）は，中央監視室で使用する分はＭ

ＯＸ燃料加工施設対策班の班員が，再処理施設の中央制御室で

使用する分はＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員，通信班の班員

及び建屋対策班の班員が，緊急時対策所で使用する分は支援組

織要員が配備する。各班員及び要員は，アンテナ及びレシーバ

を燃料加工建屋，制御建屋及び緊急時対策建屋の屋外に配備し，

アンテナとレシーバ間をアンテナケーブルで接続する。その後，

ハンドセットを中央監視室，再処理施設の中央制御室及び緊急
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時対策所に配備し，レシーバとハンドセット間をＬＡＮケーブ

ルで接続する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以

上）を確認した場合は，事前の対応作業として，除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。 

(ⅲ) 通話可能となった可搬型衛星電話（屋内用）を用い，中央監

視室，再処理施設の中央制御室及び緊急時対策所間で連絡を行

う。 

(ⅳ) 可搬型衛星電話（屋内用）は，中央監視室で使用する場合は

代替電源設備の一部，再処理施設の中央制御室で使用する場合

は代替電源設備の一部，緊急時対策所で使用する場合は緊急時

対策建屋電源設備の一部から給電を行う。 

(ⅴ) 再処理施設の中央制御室で使用する場合で重大事故等の発

生後 11 時間以内に使用する場合は，代替電源設備の一部が配

備されていないため，充電池を用いて電源の給電を行う。この

場合，充電池給電でも 11 時間以上使用することが可能である

ため，代替電源設備の一部が準備されるまで充電池の交換を行

う必要はない。 

ⅱ．可搬型トランシーバ（屋内用）の配備 

(ⅰ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員

の燃料加工建屋に滞在するＭＯＸ燃料加工施設現場管理者及

び制御建屋に滞在するＭＯＸ燃料加工施設対策班長，放射線対

応班長，建屋外対応班の班員並びに緊急時対策建屋に滞在する

建屋外対応班長に可搬型トランシーバ（屋内用）を配備する。

また，非常時対策組織の本部長は，支援組織の制御建屋に滞在
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する統括班の班員及び緊急時対策建屋に滞在する放射線管理

班の班員，統括班の班員へも可搬型トランシーバ（屋内用）を

配備する。 

(ⅱ) 可搬型トランシーバ（屋内用）は，中央監視室，再処理施設

の中央制御室及び緊急時対策所で使用する分はＭＯＸ燃料加

工施設対策班の班員が配備する。各班員は，アンテナ及びレシ

ーバを燃料加工建屋，制御建屋及び緊急時対策建屋の屋外に配

備し，アンテナとレシーバ間をアンテナケーブルで接続する。

その後，ハンドセットを中央監視室，再処理施設の中央制御室

及び緊急時対策所に配備し，レシーバとハンドセット間をＬＡ

Ｎケーブルで接続する。火山の影響により，降灰予報（「やや多

量」以上）を確認した場合は，事前の対応作業として，除灰作

業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 

(ⅲ) 通話可能となった可搬型トランシーバ（屋内用）を用い，中

央監視室，再処理施設の中央制御室，緊急時対策所間で連絡を

行う際の通信連絡手段とする。 

(ⅳ) 可搬型トランシーバ（屋内用）は，中央監視室で使用する場

合は代替電源設備の一部から，再処理施設の中央制御室で使用

する場合は代替電源設備の一部から，緊急時対策所で使用する

場合は緊急時対策建屋電源設備の一部から給電を行う。 

(ｃ) 操作の成立性 

屋内（中央監視室，再処理施設の中央制御室，緊急時対策所）

における通信連絡については，可搬型衛星電話（屋内用）による

通信手段を先行で確保することとし，重大事故等着手判断後から
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１時間 30分以内に通信連絡が可能である。 

中央監視室への配備分については，実施責任者１人，ＭＯＸ燃

料加工施設対策班長１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長１人，

ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者１人及びＭＯＸ燃料加工施設対策

班の班員２人の合計６人体制にて，作業を実施した場合，可搬型

衛星電話（屋内用）については，重大事故等着手判断後から１時

間 15分以内に，可搬型トランシーバ（屋内用）については，重大

事故等着手判断後から１時間 45分以内に配備可能である。 

再処理施設の中央制御室に配備する可搬型衛星電話（屋内用）

及び可搬型トランシーバ（屋内用）は，実施責任者１人，要員管

理班の班員３人，情報管理班の班員３人，通信班長１人，建屋外

対応班長１人，建屋対策班の班員12人，ＭＯＸ燃料加工施設対策

班長１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長１人，ＭＯＸ燃料加

工施設現場管理者１人及びＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員６人

の合計30人体制にて，可搬型衛星電話（屋内用）については，重

大事故等着手判断後から１時間30分以内に，可搬型トランシーバ

（屋内用）については重大事故等着手判断後から４時間35分以内

に配備可能である。 

緊急時対策所に配備する可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型

トランシーバ（屋内用）は，実施責任者１人，ＭＯＸ燃料加工施

設対策班長１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長１人，ＭＯＸ

燃料加工施設現場管理者１人，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員

6人，本部長１人及び支援組織要員８人の合計19人体制にて，可搬

型衛星電話（屋内用）及び先行で配備を実施する可搬型トランシ

ーバ（屋内用）については，重大事故等着手判断後から１時間30
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分以内に，残りの可搬型トランシーバ（屋内用）については重大

事故等着手判断後４時間以内に配備可能である。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）

のタイムチャートを第ト－８図～第ト－１図に示す。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の作業場所への移動

及び作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた

対応を行うことにより，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の被ば

く線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

③ 所内通信連絡設備が電源喪失した場合の手段 

ａ．屋内（現場）等における通信連絡 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，所内通信連絡設備の状態を確認し，当該設備

が機能喪失したと判断した場合。（第ト－４表） 

(ｂ) 操作手順 

操作手順は，「②ａ．屋内（現場）等における通信連絡」にて整

備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「イ．核燃料物質等を閉

じ込める機能の喪失に対処するための手順等」及び「ヘ．緊急時
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対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。 

(ｃ) 操作の成立性 

可搬型通話装置による通信連絡については，通話装置のケーブ

ルが燃料加工建屋内に常設重大事故等対処設備として敷設されて

いるため，設置作業に要する時間はなく，可搬型通話装置を接続

することにより通信連絡が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の作業場所への移動

及び作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた

対応を行うことにより，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の被ば

く線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

ｂ．屋外（現場）における通信連絡 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，所内通信連絡設備の状態を確認し，当該設備

が機能喪失したと判断した場合。（第ト－４表） 

(ｂ) 操作手順 

操作手順は，「②ｂ．屋外（現場）における通信連絡」にて整備

する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「ロ．工場等外への放射
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性物質の拡散を抑制するための手順等」，「ハ．重大事故等への対

処に必要となる水の供給手順等」，「ホ．監視測定等に関する手順

等」及び「ヘ．緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整

備する。 

(ｃ) 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

は，配備後すぐに使用可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10 

mSv以下とすることを目安に管理する。 

さらに，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の作業場所への移動

及び作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた

対応を行うことにより，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の被ば

く線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

ｃ．屋内（中央監視室，再処理施設の中央制御室，緊急時対策所）に

おける通信連絡 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，所内通信連絡設備の状態を確認し，当該設備

が機能喪失したと判断した場合。（第ト－４表） 

(ｂ) 操作手順 

操作手順は，「②ｃ．屋内（中央監視室，再処理施設の中央制御
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室，緊急時対策所）における通信連絡」にて整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「イ．核燃料物質等を閉

じ込める機能の喪失に対処するための手順等」，「ロ．工場等外へ

の放射性物質の拡散を抑制するための手順等」，「ハ．重大事故等

への対処に必要となる水の供給手順等」，「ホ．監視測定等に関す

る手順等」及び「ヘ．緊急時対策所の居住性等に関する手順等」

にて整備する。 

(ｃ) 操作の成立性 

屋内（中央監視室，再処理施設の中央制御室，緊急時対策所）

における通信連絡については，可搬型衛星電話（屋内用）による

通信手段を先行で確保することとし，重大事故等着手判断後から

１時間 30分以内に通信連絡が可能である。 

中央監視室への配備分については，実施責任者１人，ＭＯＸ燃

料加工施設対策班長１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長１人，

ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者１人及びＭＯＸ燃料加工施設対策

班の班員２人の合計６人体制にて作業を実施した場合，可搬型衛

星電話（屋内用）については，重大事故等着手判断後から１時間

15分以内に，可搬型トランシーバ（屋内用）については，重大事

故等着手判断後から１時間 45分以内に配備可能である。 

再処理施設の中央制御室に配備する可搬型衛星電話（屋内用）

及び可搬型トランシーバ（屋内用）は，実施責任者１人，要員管

理班の班員３人，情報管理班の班員３人，通信班長１人，建屋外

対応班長１人，建屋対策班の班員12人，ＭＯＸ燃料加工施設対策

班長１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長１人，ＭＯＸ燃料加

工施設現場管理者１人及びＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員６人
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の合計30人体制にて，可搬型衛星電話（屋内用）については，重

大事故等着手判断後から１時間30分以内に，可搬型トランシーバ

（屋内用）については重大事故等着手判断後から４時間35分以内

に配備可能である。 

緊急時対策所に配備する可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型

トランシーバ（屋内用）は，実施責任者１人，ＭＯＸ燃料加工施

設対策班長１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長１人，ＭＯＸ

燃料加工施設現場管理者１人，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員

6人，本部長１人及び支援組織要員８人の合計19人体制にて，可搬

型衛星電話（屋内用）及び先行で配備を実施する可搬型トランシ

ーバ（屋内用）については，重大事故等着手判断後から１時間30

分以内に，残りの可搬型トランシーバ（屋内用）については重大

事故等着手判断後４時間以内に配備可能である。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）

のタイムチャートを第ト－８図，第ト－９図，ト図 10に示す。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の作業場所への移動

及び作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた

対応を行うことにより，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の被ば

く線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，
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可搬型照明を配備する。 

(２) 再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ための手順等 

重大事故等が発生した場合において，所外通信連絡設備により再処

理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡及び可搬型の

計器等にて，重大事故等の対処に必要なパラメータである，燃料加工

建屋周辺の放射線線量率等を計測し，その結果を再処理事業所外の必

要な場所と共有するため，以下の手段を用いた手順を整備する。 

① 所外通信連絡設備を用いる場合の手段 

ａ．中央監視室における通信連絡 

重大事故等時に，一般加入電話等が使用できる場合は，所外通信

連絡設備を用いて重大事故等の対策の準備を行う。所外における通

信連絡としては，一般加入電話，一般携帯電話及び衛星携帯電話を

用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた中央監視室における通信連絡及び計測等を

行った重要なパラメータを再処理事業所外の必要な場所と共有す

るための手順を整備する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，所外通信連絡設備の状態を確認し，当該設備

が機能維持していると判断した場合。（第ト－４表） 

(ｂ) 操作手順 

所外通信連絡設備による所外の通信連絡の概要は以下のとお 

り。 

また，再処理事業所外への通信連絡手順の概要を第ト－６図に

示す。 
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重要なパラメータを計測する手順等は，「イ．核燃料物質等を閉

じ込める機能の喪失に対処するための手順等」，「ロ．工場等外へ

の放射性物質の拡散を抑制するための手順等」，「ハ．重大事故等

への対処に必要となる水の供給手順等」，「ホ．監視測定等に関す

る手順等」及び「ヘ．緊急時対策所の居住性等に関する手順等」

にて整備する。 

ⅰ．一般加入電話 

(ⅰ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，ＭＯＸ燃料加

工施設対策班の班員に対して一般加入電話の通信を指示する。 

(ⅱ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，一般加入電話の端末を

用いて，中央監視室から事業所外へ連絡をする。 

ⅱ．一般携帯電話 

(ⅰ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，ＭＯＸ燃料加

工施設対策班の班員に対して一般携帯電話の通信を指示する。 

(ⅱ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，一般携帯電話の端末を

用いて，中央監視室から事業所外へ連絡をする。 

ⅲ．衛星携帯電話 

(ⅰ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，ＭＯＸ燃料加

工施設対策班の班員に対して衛星携帯電話の通信を指示する。 

(ⅱ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，衛星携帯電話の端末を

用いて，中央監視室から事業所外へ連絡をする。 

(ｃ) 操作の成立性 

一般加入電話，一般携帯電話及び衛星携帯電話は，設計基準の

範囲内において使用している設備であり，特別な技量を要するこ

となく，容易に操作が可能である。 
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重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の作業場所への移動

及び作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた

対応を行うことにより，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の被ば

く線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

ｂ．緊急時対策所における通信連絡 

重大事故等時に，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話等が使用

できる場合は，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話等の所外通信

連絡設備を用いて重大事故等の対策の準備を行う。所外における通

信連絡としては，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子

力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及び

ファクシミリを用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた緊急時対策所における通信連絡及び計測等

を行った重要なパラメータを再処理事業所外の必要な場所と共有

するための手順を整備する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故時に，所外通信連絡設備の状態を確認し，当該設備が

機能維持していると判断した場合。（第ト－４表） 
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(ｂ) 操作手順 

所外通信連絡設備による所外の通信連絡の概要は以下のとおり。 

また，再処理事業所外への通信連絡手順の概要を第ト－７図に

示す。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「ホ． 監視測定等に関

する手順等」及び「ヘ． 緊急時対策所の居住性等に関する手順

等」にて整備する。 

ⅰ．統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

(ⅰ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，連絡要員に対

して統合原子力防災ネットワークＩＰ電話の通信を指示する。 

(ⅱ) 連絡要員は，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話を用いて，

緊急時対策所から事業所外へ連絡をする。 

ⅱ．統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

(ⅰ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，連絡要員に対

して統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸの通信を指示

する。 

(ⅱ) 連絡要員は，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸを用

いて，緊急時対策所から事業所外へ連絡をする。 

ⅲ．統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

(ⅰ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，連絡要員に対

して統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムの通信を

指示する。 

(ⅱ) 連絡要員は，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム

を起動し，通信状態の確認を行う。 

(ⅲ) 連絡要員は，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
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を用いて，緊急時対策所から事業所外へ連絡をする。 

ⅳ．一般加入電話 

(ⅰ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，連絡要員に対

して一般加入電話の通信を指示する。 

(ⅱ) 連絡要員は，一般加入電話の端末を用いて，緊急時対策所か

ら事業所外へ連絡をする。 

ⅴ．一般携帯電話 

(ⅰ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，連絡要員に対

して一般携帯電話の通信を指示する。 

(ⅱ) 連絡要員は，一般携帯電話の端末を用いて，緊急時対策所か

ら事業所外へ連絡をする。 

ⅵ．衛星携帯電話 

(ⅰ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，連絡要員に対

して衛星携帯電話の通信を指示する。 

(ⅱ) 連絡要員は，衛星携帯電話の端末を用いて，緊急時対策所か

ら事業所外へ連絡をする。 

ⅶ．ファクシミリ 

(ⅰ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，連絡要員に対

してファクシミリの通信を指示する。 

(ⅱ) 連絡要員は，ファクシミリを用いて，緊急時対策所から事業

所外へ連絡をする。 

(ｃ) 操作の成立性 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シス

テム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシ
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ミリは，設計基準の範囲内において使用している設備であり，特

別な技量を要することなく，容易に操作が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

② 所外通信連絡設備が損傷した場合の手段 

ａ．燃料加工建屋における通信連絡 

重大事故等時に，中央監視室の一般加入電話及び衛星携帯電話が

機能喪失した場合，燃料加工建屋の屋外から実施組織のＭＯＸ燃料

加工施設対策班の班員，放射線対応班の班員及び実施組織の連絡責

任者（実施責任者又はあらかじめ指名された者）が再処理事業所外

への連絡を行う際は，可搬型衛星電話（屋外用）を用いて通信連絡

を行う。 

これらの設備を用いた燃料加工建屋における通信連絡及び計測等

を行った重要なパラメータを再処理事業所外の必要な場所と共有

するための手順を整備する。 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，所外通信連絡設備の状態を確認し，当該設備
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が機能喪失していると判断した場合。（第ト－４表） 

(ｂ) 操作手順 

可搬型衛星電話（屋外用）による再処理事業所外への通信連絡

の概要は以下のとおり。 

また，燃料加工建屋における再処理事業所外への通信連絡手順

の概要を第ト－６図に示す。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「イ． 核燃料物質等を

閉じ込める機能の喪失に対処するための手順等」，「ロ． 工場等

外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」，「ハ． 重大

事故等への対処に必要となる水の供給手順等」，「ホ． 監視測定

等に関する手順等」及び「ヘ． 緊急時対策所の居住性等に関す

る手順等」にて整備する。 

ⅰ．可搬型衛星電話（屋外用）の配備 

(ⅰ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員

のうちＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員，放射線対応班の班員

及び建屋外対応班の班員へ可搬型衛星電話（屋外用）を配備す

る。 

(ⅱ) 可搬型衛星電話（屋外用）を使用する要員は，可搬型衛星電

話（屋外用）の端末を持参し，使用する際に電源を入れること

により，燃料加工建屋の屋外から再処理事業所外へ連絡を行う

際の通信連絡手段とする。火山の影響により，降灰予報（「やや

多量」以上）を確認した場合は，事前の対応作業として，除灰

作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 

(ⅲ) 可搬型衛星電話（屋外用）の電源は，充電池から給電を行う。
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この場合，充電池給電で 10時間使用することが可能である。使

用開始から 10 時間を目安に充電池の残容量を適宜確認し，残

容量が少なくなったことを確認後，充電池の交換を行う。 

(ｃ) 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋外用）は，配備後すぐに使用可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の作業場所への移動

及び作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた

対応を行うことにより，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の被ば

く線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

ｂ．緊急時対策所における通信連絡 

重大事故時に，緊急時対策所の一般加入電話等が機能喪失した場

合，緊急時対策所から連絡要員が再処理事業所外への連絡を行う際

は，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システ

ム及び可搬型衛星電話（屋内用）を用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた緊急時対策所における通信連絡及び計測等

を行った重要なパラメータを再処理事業所外の必要な場所と共有

するための手順を整備する。 
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(ａ) 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した際に，

所外通信連絡設備の状態を確認し，当該設備が機能喪失している

と判断した場合。（第ト－４表） 

(ｂ) 操作手順 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステムの電源は代替電源から給電し使用する。 

電源を代替電源から給電する手順は，「（３）電源を代替電源か

ら給電する手順等」にて整備する。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シス

テム，及び可搬型衛星電話（屋内用）による再処理事業所外への

通信連絡の概要は以下のとおり。 

また，緊急時対策所における再処理事業所外への通信連絡手順

の概要を第ト－７図に示す。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「イ．核燃料物質等を閉

じ込める機能の喪失に対処するための手順等」，「ロ．工場等外へ

の放射性物質の拡散を抑制するための手順等」，「ハ．重大事故等

への対処に必要となる水の供給手順等」，「ホ．監視測定等に関す

る手順等」及び「ヘ．緊急時対策所の居住性等に関する手順等」

にて整備する。 

ⅰ．統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

操作手順は，「（ロ）（２）①所外通信連絡設備を用いる場合の手

段」にて整備する。 
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代替電源からの給電手順については，「（３）③緊急時対策建屋

用発電機による統合原子力防災ネットワークＩＰ電話等への給電」

にて整備する。 

ⅱ．統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

操作手順は，「（ロ）（２）②所外通信連絡設備を用いる場合の手

段」にて整備する。 

代替電源からの給電手順については，「（３）③緊急時対策建屋

用発電機による統合原子力防災ネットワークＩＰ電話等への給電」

にて整備する。 

ⅲ．統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

操作手順は，「（ロ）（２）③所外通信連絡設備を用いる場合の手

段」にて整備する。 

代替電源からの給電手順については，「（３）③緊急時対策建屋

用発電機による統合原子力防災ネットワークＩＰ電話等への給電」

にて整備する。 

ⅳ．可搬型衛星電話（屋内用）の配備 

(ⅰ) 本部長は，手順着手の判断基準に基づき，連絡要員へ可搬型

衛星電話（屋内用）を配備する。 

(ⅱ) 可搬型衛星電話（屋内用）を使用する要員は，アンテナ及び

レシーバを緊急時対策所の屋外に配備し，アンテナとレシーバ

間をアンテナケーブルで接続する。その後，ハンドセットを緊

急時対策所に配備し，レシーバとハンドセット間をＬＡＮケー

ブルで接続する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以

上）を確認した場合は，事前の対応作業として，除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作
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業を実施する。 

(ⅲ) 通話可能となった可搬型衛星電話（屋内用）を用い，緊急時

対策所から再処理事業所外へ連絡を行う際の通信連絡手段と

する。 

(ⅳ) 可搬型衛星電話（屋内用）の電源は，緊急時対策所で使用す

る場合は「ヘ．緊急時対策所の居住性等に関する手順等」の緊

急時対策建屋用発電機から給電を行う。 

(ｃ) 操作の成立性 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シス

テムは，設計基準対象の施設として使用している設備であり，特

別な技量を要することなく，容易に操作が可能である。 

可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時対策所への配備分につい

ては，本部長１人及び支援組織要員８人の合計９人体制にて重大

事故等着手判断後から１時間 20分以内に配備可能である。 

可搬型衛星電話（屋内用）のタイムチャートを第ト－10図に示

す。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10 

mSv以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 
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夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

③ 所外通信連絡設備が電源喪失した場合の手段 

ａ．燃料加工建屋における通信連絡 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，所外通信連絡設備の状態を確認し，当該設備

が機能喪失したと判断した場合。（第ト－４表） 

(ｂ) 操作手順 

操作手順は，「（２）①ａ．燃料加工建屋における通信連絡」に

て整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「イ．核燃料物質等を閉

じ込める機能の喪失に対処するための手順等」，「ロ．工場等外へ

の放射性物質の拡散を抑制するための手順等」，「ハ．重大事故等

への対処に必要となる水の供給手順等」，「ホ．監視測定等に関す

る手順等」及び「ヘ．緊急時対策所の居住性等に関する手順等」

にて整備する。 

(ｃ) 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋外用）は，配備後すぐに使用可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，
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実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

ｂ．緊急時対策所における通信連絡 

(ａ) 手順着手の判断基準 

重大事故時に，所外通信連絡設備の状態を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合。（第ト－４表） 

(ｂ) 操作手順 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステムの電源は代替電源から給電し使用する。 

電源を代替電源から給電する手順は，「（３） 電源を代替電源

から給電する手順等」にて整備する。 

操作手順は，「（２）①ｂ． 緊急時対策所における通信連絡」

にて整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「イ．核燃料物質等を閉

じ込める機能の喪失に対処するための手順等」，「ロ．工場等外へ

の放射性物質の拡散を抑制するための手順等」，「ハ．重大事故等

への対処に必要となる水の供給手順等」，「ホ．監視測定等に関す

る手順等」及び「ヘ．緊急時対策所の居住性等に関する手順等」

にて整備する。 

(ｃ) 操作の成立性 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステムは，設計基準の範囲内において使用している設備であり，
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特別な技量を要することなく，容易に操作が可能である。 

また，可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時対策所への配備分

については，本部長１人及び支援組織要員８人の合計９人体制に

て，作業開始から１時間 20分以内に配備可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

(３) 電源を代替電源から給電する手順等 

非常用所内電源設備及び常用所内電源設備からの給電が喪失した際

は，代替電源設備の一部及び緊急時対策建屋電源設備の一部を用いて，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），統合原子

力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－Ｆ

ＡＸ及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムへ給電する。

給電対象設備を第ト－５表に示す。 

また，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，充

電池を用いて給電を行う。 

① 燃料加工建屋可搬型発電機による可搬型衛星電話（屋内用）等への
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給電 

重大事故等時に全交流電源喪失等の機能喪失により所内携帯電話が

使用できない場合，充電池並びに代替電源設備の一部より可搬型衛星

電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）へ給電する。 

代替電源設備の一部が準備される前までは充電池から可搬型衛星電

話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）へ給電する。 

充電池給電により可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシー

バ（屋内用）を 45分以上使用することが可能である。 

代替電源設備の一部が準備されてからは，当該設備から給電するこ

とにより，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内

用）の使用を継続する。 

代替電源設備の一部から給電するための手順を整備する。 

上記給電を継続するために代替電源設備の一部への燃料給油を実施

する。燃料の給油手順については，「ニ．電源の確保に関する手順等」

にて整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）の

使用を継続し，「ニ．電源の確保に関する手順等」により代替電源設

備の一部からの給電準備がされた場合。 

ｂ．操作手順 

(ａ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員の

うちＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員に対し，代替電源設備の一

部への接続を指示する。 

(ｂ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，代替電源設備の一部から

給電を行うための電源ケーブルを敷設する。 
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(ｃ) ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は電源ケーブルを敷設後，可

搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）を接

続し，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内

用）のランプ表示等により給電を受けていることを確認する。火

山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，

事前の対応作業として，除灰作業の準備を実施する。また，降灰

を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者１人，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長１

人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長１人，ＭＯＸ燃料加工施設現

場管理者１人及びＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員２人の合計６

人体制にて，重大事故等着手判断後２時間以内に配備可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

② 情報連絡用可搬型発電機及び制御建屋可搬型発電機による可搬型衛

星電話（屋内用）等への給電 

重大事故等時に，全交流電源喪失等の機能喪失により所内携帯電話
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が使用できない場合，代替電源設備の一部により可搬型衛星電話（屋

内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）へ給電する。 

代替電源設備の一部が準備される前までは充電池から可搬型衛星電

話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）へ給電する。 

充電池給電により可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシー

バ（屋内用）を 11時間以上使用することが可能である。 

代替電源設備の一部が準備されてからは，当該設備から給電するこ

とにより，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内

用）の使用を継続する。 

代替電源設備の一部から給電するための手順を整備する。 

上記給電を継続するために代替電源設備の一部への燃料給油を実施

する。燃料の給油手順については，「ニ．電源の確保に関する手順等」

にて整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）の

使用を継続し，「ニ．電源の確保に関する手順等」により代替電源設

備の一部からの給電準備がされた場合。 

ｂ．操作手順 

(ａ) 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員の

建屋対策班の班員及びＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員に対し，

代替電源設備の一部への接続を指示する。 

(ｂ) 建屋対策班の班員及びＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員は，代

替電源設備の一部を敷設後，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬

型トランシーバ（屋内用）を接続し，可搬型衛星電話（屋内用）

及び可搬型トランシーバ（屋内用）のランプ表示等により給電を
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受けていることを確認する。火山の影響により，降灰予報（「やや

多量」以上）を確認した場合は，事前の対応作業として，除灰作

業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の対応のうち，情報連絡用可搬型発電機については，実施責

任者１人，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長１人，ＭＯＸ燃料加工施設

情報管理班長１人，ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者１人及びＭＯＸ

燃料加工施設対策班の班員２人の合計６人体制にて，重大事故等着

手判断後から４時間31分以内，制御建屋可搬型発電機については，

実施責任者１人，要員管理班の班員３人，情報管理班の班員３人，

通信班長１人，建屋外対応班長１人及び建屋対策班の班員６人の合

計 15人体制にて，重大事故等着手判断後11時間以内に配備可能で

ある。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

③ 緊急時対策建屋用発電機による統合原子力防災ネットワークＩＰ電
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話等への給電 

重大事故等時に，外部電源喪失等の機能喪失により所内通信連絡設

備，所外通信連絡設備の電源が喪失した場合，緊急時対策建屋電源設

備の一部により統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防

災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議

システム，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内

用）へ給電する。 

緊急時対策建屋電源設備の一部から給電するための手順を整備する。 

なお，通信連絡設備である統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワ

ークＴＶ会議システムについては，受電のための接続作業等を行うこ

となく受電することが可能である。 

ａ．手順着手の判断基準 

緊急時対策建屋電源設備の一部からの給電準備がされた場合。 

ｂ．操作手順 

(ａ) 手順着手の判断基準に基づき，支援組織要員は，可搬型衛星電

話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）を緊急時対策建

屋電源設備の一部からの受電回路に接続し，可搬型衛星電話（屋

内用）のランプ表示等により給電を受けていることを確認する。 

(ｂ) 手順着手の判断基準に基づき，支援組織要員は統合原子力防災

ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムの動作状態を

確認し，受電されていることを確認する。 

ｃ．操作の成立性 

重大事故等着手判断後，緊急時対策建屋電源設備の一部が準備さ
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れてから速やかに実施が可能である。 

緊急時対策建屋電源設備の一部による給電の確認は，緊急時対策

建屋内において，自動起動した緊急時対策建屋電源設備の一部から

給電されていることの確認を指示してから，非常時対策組織の本部

長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人体制で行い，５分以

内に対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 
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第
ト
－
１
表
 
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
（
１
／
２
）
 

              

機
器
グ
ル
ー
プ
 

設
備
 

重
大
事
故
等
対
処
に
係
る
措
置
 

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡
 

再
処
理
事
業
所
外
へ
の
通
信
連
絡
 

設
備
名
称
 

構
成
す
る
機
器
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

通
信
連
絡
 

代
替
通
信
連
絡
設
備
 

通
話
装
置
の
ケ
ー
ブ
ル
 

〇
 

×
 

可
搬
型
通
話
装
置
 

〇
 

×
 

可
搬
型
衛
星
電
話
(屋

内
用
) 

〇
 

〇
 

可
搬
型
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
(屋

内
用
) 

〇
 

×
 

可
搬
型
衛
星
電
話
(屋

外
用
) 

〇
 

〇
 

可
搬
型
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
(屋

外
用
) 

〇
 

×
 

総
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
IP
電
話
 

×
 

〇
 

総
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
IP
－
FA
X 

×
 

〇
 

総
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
TV
会
議
シ
ス
テ
ム
 

×
 

〇
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第
ト
－
１
表
 
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
（
２
／
２
）
 

機
器
グ
ル
ー
プ
 

設
備
 

重
大
事
故
等
対
処
に
係
る
措
置
 

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡
 

再
処
理
事
業
所
外
へ
の
通
信
連
絡
 

設
備
名
称
 

構
成
す
る
機
器
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

通
信
連
絡
 

所
内
通
信
連
絡
設
備
 

ペ
ー
ジ
ン
グ
装
置
 

〇
 

×
 

所
内
携
帯
電
話
 

〇
 

×
 

専
用
回
線
電
話
 

〇
 

×
 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
 

〇
 

×
 

環
境
中
継
サ
ー
バ
 

〇
 

×
 

所
外
通
信
連
絡
設
備
 

総
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
IP
電
話
 

×
 

〇
 

総
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
IP
－
FA
X 

×
 

〇
 

総
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
TV
会
議
シ
ス
テ
ム
 

×
 

〇
 

一
般
加
入
電
話
 

×
 

〇
 

一
般
携
帯
電
話
 

×
 

〇
 

衛
星
携
帯
電
話
 

×
 

〇
 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
 

×
 

〇
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第ト－２表 機能喪失を想定する設計基準対象の施設と整備する手順（再処

理事業所内の通信連絡をする必要のある場所との通信設備） 

機能喪失を想定す

る設計基準対象の

施設 

対応 

手段 

対応に使用する重大事故等対処設備 

及び自主対策設備 

整備する 

手順 

所内携帯電話 

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡 

通話装置のケーブル 重大事故等

対処設備 

※１ 

可搬型通話装置 ※１ 

ページング装置，

所内携帯電話，専

用回線電話，一般

加入電話，ファク

シミリ及び環境中

継サーバ 

可搬型衛星電話（屋内用） 

重大事故等

対処設備 

※１ 

可搬型トランシーバ（屋内用） ※１ 

所内携帯電話 

可搬型衛星電話（屋外用） 
重大事故等

対処設備 

※１ 

可搬型トランシーバ（屋外用） ※１ 

－ 

ページング装置 

重大事故等

対処設備 

※１ 

所内携帯電話 ※１ 

専用回線電話 ※１ 

ファクシミリ ※１ 

電源設備 

代
替
電
源
か
ら
の 

給
電
の
確
保 

燃料加工建屋可搬型発電機 

重大事故等

対処設備 

※１ 

情報連絡用可搬型発電機 ※１ 

制御建屋可搬型発電機 ※１ 

緊急時対策建屋用発電機 ※１ 

※１：重大事故等発生時対応手順書等にて整備する 
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第ト－３表 機能喪失を想定する設計基準対象の施設と整備する手順（再処

理事業所外の通信連絡をする必要のある場所との通信設備） 

機能喪失を想定す

る設計基準対象の

施設 

対応 

手段 
対応に使用する重大事故等対処設備 

整備する 

手順 

－ 
再
処
理
事
業
所
外
へ
の
通
信
連
絡 

統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ電話 

重大事故

等対処設

備 

※１ 

統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ－ＦＡＸ 
※１ 

統合原子力防災ネットワーク

ＴＶ会議システム 
※１ 

一般加入電話 ※１ 

一般携帯電話 ※１ 

衛星携帯電話 ※１ 

ファクシミリ ※１ 

一般加入電話，一

般携帯電話，衛星

携帯電話及びファ

クシミリ 

可搬型衛星電話（屋内用） 

重大事故

等対処設

備 

※１ 

一般加入電話，一

般携帯電話，衛星

携帯電話及びファ

クシミリ 

可搬型衛星電話（屋外用） 

重大事故

等対処設

備 

※１ 

－ 

再
処
理
事
業
所
外

へ
の
デ
ー
タ
共
有 

統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ－ＦＡＸ 

重大事故

等対処設

備 

※１ 

電源設備 

代
替
電
源
か
ら
の 

給
電
の
確
保 

緊急時対策建屋用発電機 

重大事故

等対処設

備 

※１ 

※１：重大事故等発生時対応手順書等にて整備する 
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第
ト
－
４
表
 
各
手
順
の
判
断
基
準
 

手
順
 

着
手
の
判
断
基
準
 

実
施
の
判
断
基
準
 

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡

を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の

通
信
連
絡
 

所
内
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
再
処

理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡
を
す
る

必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡
 

所
内
通
信
連
絡
設
備
の
機
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合
。
 

（
中
央
監
視
室
の
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
対
策
班
の
班
員
が
所
内
携
帯
電
話
等
を
用
い
て
他
建
屋
の
要
員
に
連
絡
を

実
施
し
，
所
内
通
信
連
絡
設
備
が
機
能
維
持
し
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
。）

 

所
内
通
信
連
絡
設
備
の
機
能
維

持
を
確
認
後
，
再
処
理
事
業
所

内
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の

あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡
を
実

施
す
る
。
 

代
替
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
再
処

理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡
を
す
る

必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡
 

以
下
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
，
所
内
通
信
連
絡
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
場
合
。
 

①
所
内
通
信
連
絡
設
備
の
電
源
が
喪
失
 

（
中
央
監
視
室
の
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
対
策
班
の
班
員
が
所
内
携
帯
電
話
等
を
用
い
て
他
建
屋
の
要
員
に
連
絡
を

実
施
し
，
他
建
屋
の
要
員
に
連
絡
が
実
施
で
き
ず
，
所
内
通
信
連
絡
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
と
判
断
し
た
場
合
。）

 

②
所
内
通
信
連
絡
設
備
が
故
障
 

（
中
央
監
視
室
の
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
対
策
班
の
班
員
が
所
内
携
帯
電
話
等
を
用
い
て
他
建
屋
の
要
員
に
連
絡
を

実
施
し
，
他
建
屋
の
要
員
に
連
絡
が
実
施
で
き
ず
，
所
内
通
信
連
絡
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
と
判
断
し
た
場
合
。）

 

代
替
設
備
の
準
備
完
了
後
，
再

処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡
を

す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通

信
連
絡
を
実
施
す
る
。
 

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡

を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の

通
信
連
絡
 

所
外
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
再
処

理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡
を
す
る

必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡
 

所
外
通
信
連
絡
設
備
の
機
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合
。
 

（
中
央
監
視
室
の
一
般
加
入
電
話
等
か
ら
外
部
へ
の
発
信
を
行
い
，所

外
通
信
連
絡
設
備
が
機
能
維
持
し
て
い
る
と
判

断
し
た
場
合
。）

 

所
外
通
信
連
絡
設
備
の
機
能
維

持
を
確
認
後
，
再
処
理
事
業
所

外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の

あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡
を
実

施
す
る
。
 

代
替
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
再
処

理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡
を
す
る

必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡
 

以
下
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
，
所
外
通
信
連
絡
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
場
合
。
 

①
所
外
通
信
連
絡
設
備
の
電
源
が
喪
失
 

（
中
央
監
視
室
又
は
緊
急
時
対
策
所
の
一
般
加
入
電
話
等
か
ら
外
部
へ
の
発
信
を
行
い
，
発
信
音
が
確
認
で
き
ず
，
所

外
通
信
連
絡
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
と
判
断
し
た
場
合
。）

 

②
所
外
通
信
連
絡
設
備
が
故
障
 

（
中
央
監
視
室
又
は
緊
急
時
対
策
所
の
一
般
加
入
電
話
等
か
ら
外
部
へ
の
発
信
を
行
い
，
発
信
音
が
確
認
で
き
ず
，
所

外
通
信
連
絡
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
と
判
断
し
た
場
合
。）

代
替
設
備
の
準
備
完
了
後
，
再

処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡
を

す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通

信
連
絡
を
実
施
す
る
。
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第ト－５表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 給電元（代替電源） 

通信連絡に関する手順

等 

可搬型衛星電話（屋内用） 緊急時対策建屋用発電機 

制御建屋可搬型発電機 

燃料加工建屋可搬型発電機 

情報連絡用可搬型発電機 

可搬型トランシーバ（屋内

用） 

緊急時対策建屋用発電機 

可搬型発電機 

燃料加工建屋可搬型発電機 

情報連絡用可搬型発電機 

統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備

（ＩＰ電話，ＩＰ－ＦＡＸ

及びＴＶ会議システム） 

緊急時対策建屋用発電機 
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所
内

通
信

連
絡

設
備

に
お

け
る

フ
ォ

ー
ル

ト
ツ

リ
ー

分
析

 

対
応
手
段
 

①
：
再
処
理

事
業
所
内

の
通

信
設

備
の
使
用

 

②
：
計
測
等

を
行
っ
た

パ
ラ

メ
ー

タ
の
共
有

に
使

用
す

る
通
信
設
備
の
使
用
 

所
内

通
信

連
絡

設
備

の
機

能
喪

失
 

※
1：

所
内

通
信

連
絡
設

備
に

は
，

以
下
の
も

の
が

あ
る

。
 

・
ペ

ー
ジ
ン

グ
装
置
 

・
所

内
携
帯

電
話
 

・
専

用
回
線

電
話
 

・
フ

ァ
ク
シ
ミ

リ
 

・
環

境
中
継

サ
ー
バ
 

 ※
2：

電
源

は
，

設
備
に

よ
り

以
下

の
も
の
が

あ
る

。
 

・
非

常
用
所

内
電
源
 

・
無

停
電
交

流
電
源
 

・
蓄

電
池
 

・
充

電
池
 

・
通

信
事
業

者
か
ら
の

給
電
 

①  
 

所
内

通
信
連

絡
設
備

※
1
の
損
傷

 
所

内
通

信
連

絡
設
備
の

電
源

喪
失

※
2  

凡
例
 

 
 

：
AN
D
条

件
 

 
 

 
 

 
 ：

代
替

手
段

に
よ

る
対

応
 

 
 

：
OR

条
件

 
 
 

 
 

 
 
 

 

②
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所
外

通
信

連
絡

設
備

に
お

け
る

フ
ォ

ー
ル

ト
ツ

リ
ー

分
析

 

対
応
手
段
 

①
：
再
処
理

事
業
所
外
の

通
信
設

備
の
使
用

 

②
：
計
測
等
を

行
っ
た

パ
ラ

メ
ー

タ
の
共
有

に
使

用
す

る
通
信
設
備
の
使
用

 

 

所
外

通
信

連
絡

設
備

の
機

能
喪

失
 

※
1：

所
外

通
信

連
絡
設

備
に

は
，

以
下
の
も

の
が

あ
る

。
 

・
統

合
原
子

力
防
災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
IP

電
話

 

・
統

合
原
子

力
防
災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
IP
-F
AX
 

・
統

合
原
子

力
防
災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
TV

会
議

シ
ス

テ
ム
 

・
一

般
加
入

電
話
 

・
一

般
携
帯

電
話
 

・
衛

星
携
帯

電
話
 

・
フ

ァ
ク
シ

ミ
リ
 

 ※
２

：
電
源

は
，
設
備

に
よ

り
以

下
の
も
の
が

あ
る
。
 

・
無

停
電
交

流
電
源
 

・
充

電
池
 

・
通

信
事
業

者
か
ら
の

給
電
 

①  
 

②
 

所
外

通
信
連

絡
設
備

※
1
の
損
傷
 

所
外

通
信
連

絡
設
備
の

電
源

喪
失

※
2  

凡
例
 

 
 

：
AN
D
条

件
 

 
 

 
 

 
 ：

代
替

手
段

に
よ

る
対

応
 

 
 

：
OR

条
件
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屋

内
（

現
場

）
に

お
け

る
再

処
理

事
業

所
内

へ
の

通
信
連
絡

手
順
の
概

要
 

重
大
事
故

等
対
処
の
着
手

 

可
搬
型
通
話
装
置
の
配
備
，

 
通
話
装
置
の
ケ
ー
ブ
ル
と
可
搬
型
通
話
装
置
と
の
接
続

 

燃
料

加
工
建

屋
内

（
屋
内
）
で
の
連
絡

 

 

通
話
装
置
の
ケ
ー
ブ
ル

 
可
搬
型
通
話
装
置

 

所
内
通
信
連

絡
設
備
の
使
用

 

所
内
通
信
連
絡
設
備
が
機
能
維
持
し
て
い
る
か
※
１

 

※
１
 

所
内

通
信
連
絡

設
備

の
機
能

喪
失

判
断

 
・
中

央
監

視
室

の
Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加
工

施
設

対
策
班

の
班

員
が
所

内
携

帯

電
話

を
用

い
て

他
建

屋
の

要
員

に
連

絡
を

実
施

し
た

際
に

，
他

建
屋

の
要

員
に

対
し

て
連

絡
が

出
来

な
か

っ
た

場
合

，
所

内
通

信
連

絡
設

備
が

機
能

喪
失

し
た
と

判
断

す
る
。
 

機
能
維
持
し
て
い
る

 

ペ
ー
ジ
ン
グ

装
置

 
所
内
携
帯

電
話

 

機
能
喪
失
し
て
い
る

 

凡
例

 
：

操
作
・

確
認

 
 ：

判
断
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ト
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図

 
屋

外
（

現
場

）
に

お
け

る
再

処
理

事
業

所
内

へ
の

通
信
連
絡

手
順
の
概

要

重
大
事
故
等

対
処
の
着
手

 

 

可
搬
型
衛
星
電
話
（

屋
外
用
）
の
配
備

 

屋
外
か
ら
中
央
監

視
室
へ
の
連
絡

 
屋
外
か
ら
再
処
理
施
設
の

中
央
制
御
室
へ
の
連
絡

 
屋
外
か
ら
緊
急
時

対
策
所
へ
の
連
絡

 
 

可
搬
型
衛
星
電
話
（
屋
外
用
）

 

可
搬
型
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
（
屋
外
用
）
の
配
備

 

可
搬
型
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
（
屋
外
用
）

 

屋
外
間
で
の
連
絡

 

所
内
通
信
連
絡
設
備
の
使
用

 

所
内
通
信
連
絡
設
備
が
機
能
維
持
し
て
い
る
か
※
１

 

機
能
喪
失
し
て
い
る

 

機
能
維
持
し
て
い
る

 

所
内
携
帯

電
話

 

※
１
 

所
内

通
信

連
絡

設
備

の
機
能

喪
失

判
断

 
・
中

央
監

視
室

の
Ｍ

Ｏ
Ｘ
燃

料
加
工

施
設

対
策
班

の
班

員
が
所

内
携

帯

電
話

を
用

い
て

他
建

屋
の

要
員

に
連

絡
を

実
施

し
た

際
に

，
他

建
屋

の
要

員
に

対
し

て
連

絡
が

出
来

な
か

っ
た

場
合

，
所

内
通

信
連

絡
設

備
が

機
能

喪
失

し
た

と
判
断

す
る
。
 

機
能
維
持
し
て
い
る

 

所
内
携
帯
電
話

 

凡
例

 
：

操
作
・

確
認

 
 ：

判
断
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図
 
屋
内
（
燃
料
加
工
建
屋
，
制
御
建
屋
，
緊
急
時
対
策
建
屋
）
に
お
け
る
再
処
理
事
業
所
内
へ
の
通
信
連
絡
手
順
の
概
要

 

重
大
事
故
等
対
処
の
着
手

 

可
搬
型
衛
星
電
話
（
屋
内
用
）
の
配
備

 
及
び
可
搬
型
発
電
機
，
情
報
連
絡
用
可
搬
型
発
電
機
に
よ
る
給
電

 

中
央
監
視
室
か
ら
屋
外
へ
の
連
絡

 
中
央
監
視
室
か
ら
再
処
理
施
設
の
中
央
制
御
室
へ
の
連
絡

 
中
央
監
視
室
か
ら
緊
急
時
対
策
所
へ
の
連
絡

 
   

可
搬
型
衛
星
電
話
（
屋
内
用
）

 

可
搬
型
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
（
屋
内
用
）
の
配
備

 
及
び
可
搬
型
発
電
機
，
情
報
連
絡
用
可
搬
型
発
電
機
に
よ
る
給
電

 

可
搬
型
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
（
屋
内
用
）

 

再
処
理
施
設
の
中
央
制
御
室
か
ら
屋
外
へ
の
連
絡

 
再
処
理
施
設
の
中
央
制
御
室
か
ら
中
央
監
視
室
へ
の
連
絡

 
再
処
理
施
設
の
中
央
制
御
室
か
ら
緊
急
時
対
策
所
へ
の
連
絡

 
 

所
内
通
信
連
絡
設
備
の
使
用

 

所
内
通
信
連
絡
設
備
が
機
能
維
持
し
て
い
る
か
※
１

 
機
能
維
持
し
て
い

る
 

機
能
喪
失
し
て
い

る
 

ペ
ー
ジ
ン
グ
装
置

 
所
内
携
帯
電
話

 
専
用
回
線
電
話

 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

 

ペ
ー
ジ
ン
グ
装
置

 
所
内
携
帯
電
話

 
専
用
回
線
電
話

 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

 

※
１
 
所
内

通
信
連
絡
設
備
の
機
能
喪
失
判
断

 
・
中

央
監

視
室

の
Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加
工

施
設

対
策
班

の
班

員
が
所

内
携
帯

電
話

を
用

い
て

他
建

屋
の

要
員

に
連

絡
を

実
施

し
た

際
に

，
他

建
屋

の
要

員
に

対
し

て
連

絡
が

出
来

な
か

っ
た

場
合

，
所

内
通

信
連

絡
設

備
が

機
能

喪
失

し
た
と

判
断

す
る
。

 

凡
例

 
：

操
作
・

確
認

 
 
：

判
断

 

  
機
能
維
持
し
て
い
る
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燃

料
加

工
建

屋
に

お
け

る
再

処
理

事
業

所
外

へ
の

通
信
連
絡

手
順
の
概

要

重
大
事
故
等
対
処
の
着
手

 

可
搬
型
衛
星
電
話
（
屋
外
用
）
の
配
備

 

屋
外
か
ら
再
処
理
事
業
所
外
へ
の
連
絡

 

可
搬
型
衛
星
電
話
（
屋
外
用
）

 

所
外
通
信
連
絡
設
備
の
使
用

 

所
外
通
信
連
絡
設
備
が
機
能
維
持
し
て
い
る
か
※
１

 

※
１
 

所
外
通

信
連
絡

設
備

の
機
能

喪
失

判
断

 
・
中

央
監

視
室

の
一
般

加
入

電
話
等

か
ら

外
部
へ

の
発

信
を
行

い
，
発

信
音

が
確

認
で

き
な

か
っ

た
場

合
，

所
外

通
信

連
絡

設
備

が
機

能
喪

失
し

た
と

判
断

す
る
。
 

機
能
維
持
し
て
い
る

 

一
般
加
入
電
話

 
一
般
携
帯
電
話

 
衛
星
携
帯
電
話

 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

 

機
能
喪
失
し
て
い
る

 

凡
例

 
：

操
作
・

確
認

 
 ：

判
断
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緊

急
時

対
策

所
に

お
け

る
再

処
理

事
業

所
外

へ
の

通
信
連
絡

手
順
の
概

要
 

重
大
事
故
等
体
制
移
行

 

可
搬
型
衛
星
電
話
（
屋
内
用
）
の
配
備

 
及
び
緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
に
よ
る
給
電

 

緊
急
時
対
策
所
か
ら

 
再
処
理
事
業
所
外
へ
の
連
絡

 

可
搬
型
衛
星
電
話
（
屋
内
用
）

 
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｉ

Ｐ
電
話
等

 

所
外
通
信
連
絡
設
備
の
使
用

 

機
能
維
持
し
て
い
る

 

一
般
加
入
電
話

 
一
般
携
帯
電
話

 
衛
星
携
帯
電
話

 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

 
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｉ
Ｐ
電
話

 
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ

 
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

TV
会
議
シ

ス
テ
ム

 

所
外
通
信
連
絡
設
備
が
機
能
維
持
し
て
い
る
か
※
１

 

※
１
 
所

外
通

信
連
絡

設
備

の
機
能

喪
失

判
断

 
・

緊
急
時

対
策

所
の
一

般
加

入
電
話

等
か

ら
外
部

へ
の

発
信
を

行
い
，

発
信

音
が

確
認

で
き

な
か

っ
た

場
合

，
所

外
通

信
連

絡
設

備
が

機
能

喪
失
し
た

と
判

断
す
る

。
 

機
能
喪
失
し
て
い
る

 

凡
例

 
：

操
作
・

確
認

 
 ：

判
断
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可
搬
型

衛
星

電
話

（
屋

内
用

）
及

び
可

搬
型

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

（
屋
内
用

）
の
タ
イ

ム
チ
ャ
ー

ト
 

（
燃
料
加
工

建
屋

，
制

御
建

屋
，

緊
急

時
対

策
所

）（
そ

の
１
）

1
－

3
－

1
－

1
－

1
－

対
策

作
業

番
号

作
業

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

（
時

：
分

）
備

　
考

経
過

時
間

（
時

：
分

）

－
－

実
施

責
任

者
（

再
処

理
）

情
報

管
理

班
（

再
処

理
）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
対

策
班

長

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
現

場
管

理
者

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
情

報
管

理
班

長

1
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

対
策

班
（

M
O
X
７

班
）

2
4

0
:
0
4

0
:
0
6

2
0
:
3
0

0
:
2
0

ア
ン

テ
ナ

類
の

組
立

て
及

び
ア

ン
テ

ナ
位

置
調

整

（
燃

料
加

工
建

屋
：

２
ラ

イ
ン

）

敷
設

完
了

報
告

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
（

M
O
X
７

班
）

3
屋

内
機

器
の

接
続

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
（

M
O
X
７

班
）

2

2
屋

外
～

燃
料

加
工

建
屋

１
階

（
中

央
監

視
室

）
へ

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

（
燃

料
加

工
建

屋
：

２
ラ

イ
ン

）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
（

M
O
X
７

班
）

2

敷
設

完
了

報
告

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
（

M
O
X
５

班
）

2
0
:
0
2

8
屋

外
～

制
御

建
屋

１
階

（
中

央
安

全
監

視
室

）
へ

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

（
制

御
建

屋
：

1
ラ

イ
ン

）

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
（

M
O
X
５

班
）

2
0
:
1
0

9
屋

内
機

器
の

接
続

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設

対
策

班
（

M
O
X
５

班
）

2
0
:
0
3

1
5

屋
内

機
器

の
接

続
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

加
工

施
設

対
策

班
（

M
O
X
３

.
５

.
６

班
）

6
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重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 

 

 

  



イ．重大事故の発生を仮定する機器の特定の考え方 

重大事故は，「核燃料物質の加工の事業に関する規則」（以下「加工規則」

という。）にて，臨界事故及び核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失の２

つが定められている。 

これらは，それぞれの発生防止対策の機能が喪失した場合に発生する可

能性があるが，機能喪失の条件，すなわち重大事故が発生する条件はそれ

ぞれ異なる。 

したがって，以下の方針により，設備ごとの安全機能の整理と機能喪失

により発生する事故の分析を行い，重大事故の発生を仮定する際の条件に

よる安全機能の喪失状態を特定することで，その重大事故の発生を仮定す

る機器を特定する。 

重大事故の発生を仮定する機器の特定フローを第１図に示す。 

(イ) 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析

(１) 対象の整理

安全機能の喪失を想定する対象は，公衆への著しい被ばく影響をも

たらす可能性のある事故が重大事故であることを踏まえ，安全機能を

有する施設のうち安全上重要な施設とする。安全上重要な施設は，そ

の機能喪失により，公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼす可

能性のある機器を選定していることから，安全上重要な施設の安全機

能を対象として，安全機能の喪失を考慮し，重大事故に至る可能性を

整理する。安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設以外の安全

機能を有する施設の機能が喪失したとしても，公衆及び従事者に過度

な放射線被ばくを及ぼすおそれはない。 

ただし，想定される事故の発生防止対策として安全上重要な施設以

外の安全機能を有する施設の機能に期待する場合には，事故の発生防
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止対策の確認という観点から，想定される事故の発生防止対策である

安全上重要な施設以外の安全機能の喪失を想定する。 

(２) 重大事故に至る可能性がある安全機能の喪失又はその組合せの特定

安全上重要な施設の安全機能が喪失した場合に至る施設状態及びそ

の後の事象進展を分析することにより，重大事故に至る可能性がある

機能喪失又はその組合せを整理する。 

重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せの特定に関

して，詳細を「ロ．重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組

合せの特定」に示す。 

(ロ) 安全機能喪失状態の特定

「(イ) 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の

分析」の「(２) 重大事故に至る可能性がある安全機能の喪失又はその

組合せの特定」で特定した重大事故に至る可能性がある安全機能の喪失

又はその組合せが，各要因において発生するか否かを判定する。 

安全機能が喪失しない又はその組合せが発生しなければ，事故が発生

することはなく，重大事故に至らないと判定できる。 

(ハ) 重大事故の発生を仮定する機器の特定

「(ロ) 安全機能喪失状態の特定」により，重大事故を発生させ得る

安全機能の喪失又はその組合せが発生する場合には，重大事故の発生の

可能性がある機器（グローブボックス等を含む。）ごとに重大事故に至

るかを評価し，重大事故の発生を仮定する機器を特定する。 

(１) 事故発生の判定

7－添2－2



「(ロ) 安全機能喪失状態の特定」において，安全機能が喪失する

又は安全機能が組合せで喪失する場合であっても，評価によって事故

（大気中への放射性物質の放出）に至らないことを確認できれば，重

大事故に至らないと判定できる。 

それぞれの事象において，機能喪失した場合に事故に至らないと判

定する基準を以下に示す。 

臨界事故：集積が想定される核燃料物質量が未臨界質量以下である 

こと 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失：平常時を超えた大気中への 

放射性物質の放出に至らな 

いこと 

(２) 重大事故の判定 

上記「(１) 事故発生の判定」において，安全機能の喪失又はその

組合せに対して，評価によって事故に至らないことを確認できない場

合には，事象の収束手段，事象進展の早さ又は公衆への影響をそれぞ

れ評価する。安全機能の喪失又はその組合せの発生に対して，その結

果想定される状況が設計基準対象の施設で事故の発生を防止し事象の

収束が可能である又は事故が発生するとしても設計基準対象の施設で

事象の収束が可能である場合は，安全機能の喪失という観点からは設

計基準の想定の範囲を超えるものであるが，機能喪失の結果発生する

事故の程度は設計基準の範囲内であるため，設計基準として整理する

事象に該当する。 

安全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧

が可能である場合は，安全機能の喪失という観点から設計基準の想定

の範囲を超えるものであるが，復旧により安全機能を回復することで
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公衆への影響を与えないという点で，設計基準として整理する事象に

該当する。 

また，安全機能の喪失により事故が発生した場合であっても，機能

喪失時の公衆への影響が平常運転時と同程度である場合は，設計基準

として整理する事象に該当する。 

これらのいずれにも該当しない場合は，重大事故の発生を仮定する

機器として特定する。 

「(イ) 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故

の分析」で特定した重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその

組合せごとに，重大事故の発生を仮定する機器の特定結果を「ハ．重

大事故の発生を仮定する機器の特定」に示す。 
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ロ．重大事故に至る可能性のある機能喪失又はその組合せの特定 

加工規則に定められている重大事故に関して，それぞれの発生を防止す

る安全機能を整理することにより，重大事故に至る可能性がある機能喪失

又はその組合せを特定する。 

そのため，安全機能ごとに，当該機能が喪失した場合に至る施設状態及

びその後の事象進展を分析することにより，機能喪失により発生する可能

性がある事故を特定する。 

(イ) 臨界事故に至る可能性のある機能喪失又はその組合せの特定 

臨界事故の起因となり得る安全上重要な施設の機能喪失について整理

する。 

(１) 発生防止対策 

① 核的制限値（寸法）の維持機能 

核的制限値（寸法）の維持機能を有する機器は，機器が健全である

ことで，核的制限値（寸法）を逸脱した核燃料物質の搬送が行われた

としても，核的制限値（寸法）の維持機能により当該核燃料物質が搬

送されることを防止し，搬送先の核的制限値（寸法）を維持すること

により未臨界を維持することが可能である。 

核的制限値（寸法）の維持機能が単独で機能を喪失しても，核的制

限値（寸法）を逸脱した核燃料物質の搬送が行われなければ，大気中

への放射性物質の放出には至らない。ただし，安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設が有する「搬送する核燃料物質の制御機能」

が喪失することにより，核燃料物質の核的制限値（寸法）を逸脱した

核燃料物質の搬送と同時に核的制限値（寸法）の維持機能も同時に喪

失していれば，事故に至る可能性がある。 
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核的制限値(寸法)の維持機能の喪失により発生する可能性がある重

大事故を以下に示す。 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

核的制限値

（寸法）の

維持機能 

異常が発生していないことから，単独で

機能を喪失しても大気中への放射性物質

の放出には至らない。 

－ 

また，搬送する核燃料物質の制御機能の喪失後の事象進展により発

生する可能性がある重大事故を以下に示す。 

安全機能 
安全機能の喪失後に想

定する施設状況 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する可

能性がある

重大事故 

搬送する 

核燃料物質の 

制御機能（安全

上重要な施設 

以外の安全機能

を有する施設） 

核燃料物質の 

搬送先で核的制限値 

（寸法）を逸脱する。 

核的制限値

（寸法）の

維持機能 

臨界事故 

② 安全に係る距離の維持機能（単一ユニット相互間の距離維持）（以

下「単一ユニット相互間の距離の維持機能」という。） 

単一ユニット相互間の距離の維持機能を有する機器は，機器が健全

であることで，未臨界を維持することが可能である。 

単一ユニット相互間の距離の維持機能が損なわれた場合には，内包

する核燃料物質によって臨界事故が発生する可能性がある。 

単一ユニット相互間の距離の維持機能の喪失により発生する可能性

がある重大事故を以下に示す。 
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安全機能 
安全機能の喪失時に想定する 

施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

単一ユニット

相互間の距離

の維持機能 

臨界を防止するための単一ユニット 

相互間の距離が損なわれる。 
臨界事故 

③ 誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設） 

ＭＯＸ燃料加工施設における臨界管理のうち，質量管理により核燃

料物質の管理を行う設備においては，安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設である秤量器，ＩＤ番号読取機，運転管理用計算機，

臨界管理用計算機及び誤搬入防止シャッタで構成する誤搬入防止機能

により，臨界の防止を行う設計であることから，誤搬入防止機能につ

いても対象とする。 

誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）

は，誤搬入防止に係る機器それぞれが健全に機能することにより，計

画外の核燃料物質の搬送が発生した場合においても，搬送先の単一ユ

ニットにおいて核的制限値を超えることがないように誤搬入を防止す

るものである。 

誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）

を構成する全ての機器の機能が損なわれた場合には，計画外の核燃料

物質の搬送が発生し，搬送先の単一ユニットにおいて核的制限値を逸

脱することが考えられる。また，核的制限値を逸脱する量の核燃料物

質が集積した場合には，核燃料物質による臨界に至る可能性がある。 

誤搬入防止機能の喪失により発生する可能性がある事象を以下に示

す。 
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安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能

性がある事象 

誤搬入防止機

能（安全上重

要な施設以外

の安全機能を

有する施設） 

計画外の核燃料物質の搬送が発生した

場合，搬送先の単一ユニットにおいて

核的制限値を逸脱する。 

臨界事故 

上記の①から③の確認により，ＭＯＸ燃料加工施設において核燃料

物質の臨界に至る事象としては，取り扱う核燃料物質が局所的に異常

に集積することにより臨界に至る状態である。 

 

(ロ) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性のある機能喪失

又はその組合せの特定 

事故による大気中への放射性物質の放出に着目し，ＭＯＸ燃料加工施

設から多量の放射性物質が放出される事象を核燃料物質等を閉じ込める

機能の喪失とする。ＭＯＸ燃料加工施設において，核燃料物質を混合酸

化物貯蔵容器，グローブボックス等，燃料集合体により取り扱うことか

ら，これらの閉じ込めバウンダリが損傷することにより，核燃料物質等

を閉じ込める機能の喪失に至ることが考えられるが，混合酸化物貯蔵容

器及び燃料集合体は，これらが落下しても損傷しない高さに取扱いを制

限していることから，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体の落下による

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失は想定しない。 

製造工程のグローブボックス内で取り扱う核燃料物質の形態として

は，ＭＯＸ粉末，グリーンペレット，ペレットの形態である。グリーン

ペレット及びペレットの形態の場合，これらは安定な成形体であるた

め，何らかの異常が発生したとしても，その影響を受けて大気中へと放

出される事態になることは考えられない。核燃料物質がＭＯＸ粉末の形
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態の場合，発生した異常の影響により，大気中への放射性物質の放出に

至る状態になり得ると考えられる。 

グローブボックスの閉じ込めバウンダリが損傷することの想定として

は，グローブボックス内外において，重量物が落下し，その衝撃がグロ

ーブボックスに加わることにより損傷することが考えられる。しかしな

がら，グローブボックスを設置する室においては，重量物を取り扱うク

レーン類がないため，グローブボックスを設置する室で重量物が落下し

てグローブボックスが損傷することはない。一方，グローブボックス内

においては，製造工程で使用する核燃料物質を収納した容器を取り扱う

ことから，重量物として容器が落下することが想定される。このため，

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失として，グローブボックスが破損

し，ＭＯＸ粉末が漏えいするという事象が考えられる。 

グローブボックスはグローブボックス排気設備を介して外部と接続さ

れた構造である。このため，グローブボックスが損傷しなくとも，グロ

ーブボックス内において何らかの異常が発生した場合に，その異常の影

響を受けた核燃料物質が，グローブボックス排気設備を経由して大気中

へと放出されることが考えられる。ＭＯＸ粉末は，通常運転時におい

て，粉末容器に収納した状態で搬送し，各グローブボックスにおいて，

混合機への投入，混合機による粉末の混合，取り出し，グリーンペレッ

ト成型といったプロセスにより取り扱う。このため，粉末を収納した粉

末容器を取り扱い中に落下することによりグローブボックス内にＭＯＸ

粉末が浮遊し，グローブボックス内の気相中の放射性物質の濃度が上昇

することで，大気中への放射性物質の放出量が上昇するという事象が考

えられる。このため，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失として，グ

ローブボックス内のＭＯＸ粉末の飛散という事象を想定する。 
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また，ＭＯＸ粉末が影響を受ける異常として，グローブボックス内に

おいて駆動力を有する事象が発生し，その影響を受けることで放射性物

質が大気中へと放出される事象が考えられる。ＭＯＸ燃料加工施設で

は，製造工程において多量の有機溶媒等を取り扱わないこと，製造工程

において過渡変化がなく取り扱う核燃料物質自体も安定な状態であるこ

と及び取り扱う核燃料物質による崩壊熱の影響も小さいことから，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設において駆動力を有する事象の発生は想定しにくい。し

かし，潤滑油や水素ガスといった火災又は爆発の要因となり得るものを

有する設備もあることから，ＭＯＸ燃料加工施設において発生する可能

性がある駆動力を有する事象としては，火災及び爆発が考えられる。し

かしながら，爆発については，ＭＯＸ燃料加工施設において想定される

爆発の要因としては，水素・アルゴン混合ガスがあるものの，燃料加工

建屋内において取り扱う水素濃度が９vol％以下であること，燃料加工

建屋内へ水素濃度が９vol％を超える水素・アルゴン混合ガスが流入す

ることは生じ得ないことから，爆ごうが発生することは想定できない。

また，水素・アルゴン混合ガスを使用してペレットの焼結を行う焼結炉

及び小規模焼結処理装置（以下「焼結炉等」という。）においては，仮

に空気が混入した焼結炉内で水素濃度が９vol％以下の水素・アルゴン

混合ガスが燃焼した場合においても，拡散燃焼しか発生せず，急激な圧

力の上昇を伴うものではないことから，大気中への放射性物質の放出に

は至らない。このため，燃料加工建屋においては，大気中への放射性物

質の放出に至るような規模の爆発が発生することはない。 

以上を踏まえ，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失となり得る事象

は，「グローブボックスの破損」，「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末

の飛散」及び「大気中に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生」

7－添2－10



である。このため，これら３事象が，重大事故の発生を仮定する際の条

件により発生し，大気中へ多量の放射性物質の放出に至る事故につなが

るかを整理する。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の起因となり得る安全上重要な

施設の機能喪失について整理する。核燃料物質等を閉じ込める機能に係

る安全上重要な施設の機能は，「グローブボックスの破損」及び「大気

中に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生」に係る機能に分類で

きる。 

安全上重要な施設の機能としては， 

・プルトニウムを非密封で取り扱う主要な工程に位置する設備・機器を

収納するグローブボックス・設備・機器の閉じ込め機能（以下「プル

トニウムの閉じ込めの機能」という。） 

・排気経路の維持機能 

・ＭＯＸの捕集・浄化機能 

・排気機能，熱的制限値の維持機能 

・焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能 

・焼結炉等内の負圧維持機能 

・安全に係るプロセス量等の維持機能（閉じ込めに関連する温度維持）

(以下「小規模焼結処理装置の加熱停止機能」という。) 

・排気経路の維持機能及びＭＯＸの捕集・浄化機能（以下「事故時の排

気経路の維持機能及び事故時のＭＯＸの捕集・浄化機能」という。） 

・安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能（以下「非常用電

源の供給機能」という。） 

・安全に係るプロセス量等の維持機能（混合ガス中の水素濃度）（以下

「水素濃度の維持機能」という。） 
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・グローブボックスの閉じ込め機能の維持機能のうち，ＭＯＸの捕集・ 

浄化機能（以下「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」とい

う。） 

・グローブボックスの閉じ込め機能の維持機能のうち，火災の感知機能

及び火災の消火機能（以下「火災の感知・消火機能」という。） 

があり，そのうち「グローブボックスの破損」に係る安全機能として

は，以下の安全機能がある。 

・プルトニウムの閉じ込めの機能 

・排気経路の維持機能 

・ＭＯＸの捕集・浄化機能 

・グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能 

「大気中に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生」に係る安全

機能としては，以下の安全機能がある。 

・火災の感知・消火機能 

また，安全上重要な施設の機能喪失について整理する際に機能喪失の

影響を同じく整理する安全上重要な施設以外の安全機能として，温度の

制御機能，小規模焼結処理装置への冷却水供給機能，容器の落下防止機

能，容器の転倒防止機能及び火災の発生防止の機能を有する機器があ

り，そのうち「グローブボックスの破損」に係る安全機能としては，容

器の落下防止機能，「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」に係

る機能として容器の落下防止機能及び容器の転倒防止機能，「大気中に

放出する状態に至る駆動力となる事象の発生」に係る安全機能として火

災の発生防止の機能を有する機器がある。 

これらの機能が喪失した場合の影響について，以下に整理する。 

(１) 発生防止対策 
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① プルトニウムの閉じ込めの機能 

プルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場合，核燃料物質が閉じ

込めの機能を有する当該機器から漏えいする可能性がある。 

プルトニウムの閉じ込めの機能を有する機器は静的機器のみであ

る。このため，本機能を有する機器に対して何らかの力が与えられな

い限り，プルトニウムの閉じ込めの機能が喪失することはない。 

何らかの外力が与えられ，プルトニウムの閉じ込めの機能が単独で

機能を喪失しても，排気機能を有する設備が機能を維持していれば，

内包する核燃料物質はグローブボックス・設備・機器外に漏えいしな

い。また，プルトニウムの閉じ込めの機能を有する機能のうち，焼結

炉等のプルトニウムの閉じ込めの機能が損なわれた場合には，高温状

態の焼結炉等内の水素・アルゴン混合ガスと空気の反応により爆発に

至ることが考えられる。しかし，焼結炉等で取り扱う水素ガスは，水

素濃度が９vol％以下である水素・アルゴン混合ガスであり，高温の

炉内で燃焼したとしても，拡散燃焼しか発生せず，急激な圧力の上昇

を伴うものではないことから，大気中への放射性物質の放出には至ら

ない。 

しかし，排気機能を有する設備が機能喪失し，かつプルトニウムの

閉じ込めの機能が損なわれた場合には，内包する核燃料物質の形態が

ＭＯＸ粉末である場合，ＭＯＸ粉末がグローブボックス・設備・機器

外に漏えいする。 

プルトニウムの閉じ込めの機能の喪失により発生する可能性がある

重大事故を以下に示す。 
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安全機能 
安全機能の喪失時に想定する 

施設状況 

発生する可能性があ

る重大事故 

プルトニウ

ムの閉じ込

めの機能 

単独で機能を喪失しても 

大気中への放射性物質の 

放出には至らない。 

－ 

また，排気機能の喪失と同時にプルトニウムの閉じ込めの機能の喪

失により発生する可能性がある重大事故を以下に示す。 

安全機能 
安全機能の喪失時に想定する施

設状況 

事象進展

に対する

拡大防止

機能 

発生する可

能性がある

重大事故 

プルトニウ

ムの閉じ込

めの機能 

内包するＭＯＸ粉末が 

グローブボックス・設備・ 

機器の外に漏えいする。 

排気機能 

核燃料物質

等を閉じ込

める機能の 

喪失 

② 排気経路の維持機能 

この機能を有する安全上重要な施設として，グローブボックス排気

設備の系統及び窒素循環設備の系統が該当する。 

排気経路の維持機能が単独で機能を喪失しても，排気機能を有する

設備が機能を維持していれば，内包する放射性エアロゾルが漏えいす

ることはない。ただし，排気機能を有する設備が機能を喪失し，か

つ，排気経路の維持機能が損なわれた場合には，排気経路外に放射性

エアロゾルが漏えいする。 

排気経路の維持機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を

以下に示す。 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能性が 

ある重大事故 

排気経路の 

維持機能 

機能を喪失しても大気中へ

の放射性物質の放出には至

らない。 

－ 
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また，排気機能の喪失と同時に排気経路の維持機能の喪失により発

生する可能性がある重大事故を以下に示す。 

安全機能 

安全機能の 

喪失時に想定す

る施設状況 

事象進展に対

する拡大防止

機能 

発生する 

可能性がある 

重大事故 

排気経路の 

維持機能 

放射性エアロゾ

ルが排気経路外

に漏えいする。 

排気機能 

核燃料物質等を

閉じ込める機能

の喪失 

③ ＭＯＸの捕集・浄化機能 

グローブボックス等からの排気中に含まれる放射性エアロゾルを捕

集するための機能であり，この機能を有する安全上重要な施設として

グローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユ

ニットが該当する。 

これらは，破損することなく形状を維持することによって機能が維

持される。ＭＯＸの捕集・浄化機能が損なわれた場合には，排気中に

含まれる放射性エアロゾルが捕集されずに排気経路から大気中に放出

される。 

ＭＯＸの捕集・浄化機能の喪失により発生する可能性がある重大事

故を以下に示す。 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する可能

性がある重大

事故 

ＭＯＸの

捕集・浄

化機能 

排気中に含まれる放射性エアロゾルが捕

集されずに排気経路から大気中への放射

性物質の放出に至る。 

核燃料物質等

を閉じ込める

機能の喪失 

④ 排気機能 

排気中に含まれる放射性エアロゾルを捕集した気体を排気するため

の機能であり，この機能を有する安全上重要な施設としてグローブボ
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ックス排風機が該当する。排気機能は，機器が健全であり電源から電

力が供給されることにより機能が維持される。 

排気機能が損なわれた場合，大気中に放射性物質を放出する駆動力

がなくなるため，大気中への放射性物質の放出には至らない。 

排気機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を以下に示

す。 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する可

能性がある

重大事故 

排気機能 
単独で機能を喪失しても大気中への放射

性物質の放出には至らない。 
－ 

⑤ 熱的制限値の維持機能 

熱的制限値の維持機能が健全であることにより，核燃料物質を高温

状態で取り扱う機器が一定の温度を超えない状態を維持することが可

能である。この機能を有する安全上重要な施設として，焼結炉等の内

部温度高による過加熱防止回路が該当する。 

熱的制限値の維持機能が単独で機能を喪失しても，「温度の制御機

能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」があるため，

焼結炉等内が異常な高温になることはなく，大気中への放射性物質の

放出には至らない。ただし，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設が有する「温度の制御機能」の喪失と同時に熱的制限値の維持

機能が喪失した場合，焼結炉等内に空気が混入し，高温状態の焼結炉

等内の水素・アルゴン混合ガスと空気の反応により爆発に至ることが

考えられる。しかし，取り扱う水素ガスは，水素濃度が９vol％以下

である水素・アルゴン混合ガスであり，高温の炉内で燃焼したとして
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も，拡散燃焼しか発生せず，急激な圧力の上昇を伴うものではないこ

とから，大気中への放射性物質の放出には至らない。 

熱的制限値の維持機能の喪失により発生する可能性がある重大事故

を以下に示す。 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある 

重大事故 

温度の制御機能（安全

上重要な施設以外の安

全機能を有する施設），

熱的制限値の維持機能 

機能を喪失しても大気中への

放射性物質の放出には至らな

い。 

－ 

⑥ 焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能 

焼結炉等の負圧を維持するための排気経路を維持するために必要な

機能であり，この機能を有する安全上重要な施設として，焼結炉等の

排ガス処理に係る系統及びグローブボックスが該当する。 

焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能が単独で機能を喪失

しても，排気機能を有する設備が機能を維持していれば，内包する放

射性エアロゾルが漏えいすることはない。ただし，排気機能を有する

設備が機能を喪失し，かつ焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持

機能が損なわれた場合には，放射性エアロゾルが漏えいする。 

焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能の喪失により発生す

る可能性がある重大事故を以下に示す。 
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安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

焼結炉等の閉じ込

めに関連する経路

の維持機能 

単独で機能を喪失しても 

大気中への放射性物質の 

放出には至らない。 

－ 

また，排気機能の喪失と同時に焼結炉等の閉じ込めに関連する経路

の維持機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を以下に示

す。 

安全機能 

安全機能の 

喪失時に想定す

る施設状況 

事象進展に対

する拡大防止

機能 

発生する可能性

がある 

重大事故 

焼結炉等の閉じ

込めに関連する

経路の維持機能 

放射性エアロゾ

ルが排気経路外

に漏えいする。 

排気機能 

核燃料物質等を

閉じ込める機能

の喪失 

⑦ 焼結炉等内の負圧維持機能 

焼結炉等内の負圧維持機能は，焼結炉等内の負圧を維持するための

排気機能の支援機能である。この機能を有する安全上重要な施設は，

焼結設備の排ガス処理装置の補助排風機及び小規模試験設備の小規模

焼結炉排ガス処理装置の補助排風機が該当する。 

焼結炉等内の負圧維持機能が単独で機能喪失しても，大気中に放射

性物質を放出する駆動力がなくなるため，大気中への放射性物質の放

出には至らない。 

焼結炉等内の負圧維持機能の喪失により発生する可能性がある重大

事故を以下に示す。 
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安全機能 
安全機能の喪失時に想定する 

施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

焼結炉等 

内の負圧 

維持機能 

単独で機能を喪失しても大気中への放射

性物質の放出には至らない。 
－ 

⑧ 小規模焼結処理装置の加熱停止機能 

小規模焼結処理装置の炉殻を冷却する冷却水の流量が低下した場合

に，小規模焼結処理装置の加熱を停止する機能が該当する。 

小規模焼結処理装置の加熱停止機能が単独で機能を喪失しても，炉

殻を冷却する冷却水が供給されていれば，小規模焼結処理装置が有す

るプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失することはない。ただし，小

規模焼結処理装置への冷却水供給機能（安全上重要な施設以外の安全

機能を有する施設）が喪失し，小規模焼結処理装置への冷却水の供給

が停止している状態で，小規模焼結処理装置の加熱停止機能が喪失し

た場合，小規模焼結処理装置が有するプルトニウム閉じ込めの機能が

喪失し，小規模焼結処理装置内に空気が混入し，高温状態の小規模焼

結処理装置内の水素・アルゴン混合ガスと空気の反応により爆発に至

ることが考えられる。しかし，小規模焼結処理装置で取り扱う水素ガ

スは，水素濃度が９vol％以下である水素・アルゴン混合ガスであ

り，高温の炉内で燃焼したとしても，拡散燃焼しか発生せず，急激な

圧力の上昇を伴うものではないことから，大気中への放射性物質の放

出には至らない。 

小規模焼結処理装置の加熱停止機能の喪失により発生する可能性が

ある重大事故を以下に示す。 
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安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

小規模焼結処理装置へ

の冷却水供給機能（安

全上重要な施設以外の

安全機能を有する施

設），小規模焼結処理

装置の加熱停止機能 

機能を喪失しても大気中への

放射性物質の放出には至らな

い。 

－ 

⑨ 容器の落下防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設） 

容器の落下によりプルトニウムの閉じ込めの機能を喪失したとして

も，排気機能を有する設備が機能を維持していれば，内包する核燃料

物質はグローブボックス外に漏えいしない。ただし，排気機能を有す

る設備が機能喪失し，かつ容器の落下によりプルトニウムの閉じ込め

の機能が喪失した場合には，グローブボックスから工程室に核燃料物

質が漏えいする。  

また，グローブボックス内でＭＯＸ粉末を収納した容器が落下した

場合，容器からグローブボックス内へＭＯＸ粉末が飛散し，グローブ

ボックス内の気相中の放射性物質の濃度が上昇する事が考えられる。

グローブボックス内は排気機能を有する設備により排気されることか

ら，容器の落下防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設）の喪失により，平常運転時を超えた大気中への多量の放射性物

質の放出に至る可能性もある。容器の落下防止機能（安全上重要な施

設以外の安全機能を有する施設）喪失により発生する可能性がある重

大事故を以下に示す。 
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安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

容器の落下防止機能

（安全上重要な施設以

外の安全機能を有する

施設） 

重量物である容器がグローブ

ボックス内で落下すること

で，グローブボックスが破損

する可能性があるが，大気中

への放射性物質の放出には至

らない。 

― 

容器の落下防止機能

（安全上重要な施設以

外の安全機能を有する

施設） 

グローブボックス内でＭＯＸ

粉末が飛散し，グローブボッ

クス内の気相中の放射性物質

の濃度が上昇する。 

核燃料物質等

を閉じ込める

機能の喪失 

また，容器の落下防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有

する施設）喪失及び排気機能の喪失により発生する可能性がある重大

事故について以下に示す。 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

事象進展に

対する拡大

防止対策 

発生する 

可能性があ

る重大事故 

容器の落下防止機

能（安全上重要な

施設以外の安全機

能を有する施設） 

内包する核燃料物質が

グローブボックスの外

に漏えいする。 

排気機能 

核燃料物質

等を閉じ込

める機能の

喪失 

⑩ 容器の転倒防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設） 

本事象は設計基準事故の選定において発生の可能性との関連におい

て抽出した異常事象である。安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設ではあるが，グローブボックス内でＭＯＸ粉末を収納した容器

を取り扱う機器が有する転倒防止機能が喪失した場合，グローブボッ

クス内でＭＯＸ粉末を収納した容器の転倒により，容器からグローブ

ボックス内へＭＯＸ粉末が飛散し，グローブボックス内の気相中の放

射性物質の濃度が上昇することが考えられる。グローブボックス内は
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排気機能を有する設備により排気されることから，容器の転倒防止機

能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）の喪失により，

平常運転時を超えた大気中への多量の放射性物質の放出に至る可能性

がある。 

容器の転倒防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設）喪失により発生する可能性がある重大事故を以下に示す。 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

容器の転倒防止機能

（安全上重要な施設以

外の安全機能を有する

施設） 

グローブボックス内でＭＯＸ

粉末が飛散し，グローブボッ

クス内の気相中の放射性物質

の濃度が上昇する。 

核燃料物質等

を閉じ込める

機能の喪失 

(２) 拡大防止対策等 

① 事故時の排気経路の維持機能及び事故時のＭＯＸの捕集・浄化機能 

安全上重要な施設とするグローブボックス等を設置する工程室から

の排気に係る系統及び当該系統に設置する高性能エアフィルタが該当

する。これらが単独で機能を喪失しても，発生防止対策としてのプル

トニウムの閉じ込めの機能を有する設備若しくは焼結炉等の閉じ込め

に関連する経路の維持機能を有する設備又は排気機能を有する設備が

機能を維持していれば，大気中への放射性物質の放出には至らない。

ただし，プルトニウムの閉じ込めの機能若しくは焼結炉等の閉じ込め

に関連する経路の維持機能を有する設備及び排気機能を有する設備の

機能が喪失し，事故時の排気経路の維持機能も同時に喪失した場合，

工程室内に放射性エアロゾルが漏えいし，排気経路外から大気中に放

射性物質を放出するおそれがある。事故時の排気経路の維持機能の喪

失及び事故時のＭＯＸの捕集・浄化機能の喪失により発生する可能性
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がある重大事故を以下に示す。 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある 

重大事故 

事故時の排気経路の

維持機能,事故時の

ＭＯＸの捕集・浄化

機能 

単独で機能を喪失しても大気中へ

の放射性物質の放出には 

至らない。 

－ 

また，プルトニウムの閉じ込めの機能を有する設備若しくは焼結炉

等の閉じ込めに関連する経路の維持機能を有する設備及び排気機能を

有する設備の機能喪失並びに事故時の排気経路の維持機能の同時喪失

により発生する可能性がある重大事故を以下に示す。 

安全機能 

安全機能の喪失

時に想定する施

設状況 

事象進展に対

する拡大防止

機能 

発生する可能性

がある 

重大事故 

プルトニウムの

閉じ込めの機能

及び 

排気機能 

放射性エアロゾ

ルが排気経路外

に漏えいする。 

事故時の 

排気経路の 

維持機能 

核燃料物質等を

閉じ込める機能

の喪失 

焼結炉等の閉じ

込めに関連する

経路の 

維持機能及び排

気機能 

放射性エアロゾ

ルが排気経路外

に漏えいする。 

事故時の 

排気経路の維

持機能 

核燃料物質等を

閉じ込める機能

の喪失 

② 非常用電源の供給機能 

外部電源が喪失した場合において，安全機能を有する施設の安全機

能確保に必要な設備が使用できるための支援機能としての非常用所内

電源設備が該当する。 

非常用電源の供給機能が単独で機能を喪失しても，外部電源があれ

ば，安全上重要な施設及び安全上重要な施設以外の安全機能を有する
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施設の発生防止対策を有する設備が機能を維持するため，大気中への

放射性物質の放出には至らない。 

外部電源が喪失し，非常用電源の供給機能が喪失した場合は，電源

を必要とする機器で構成する発生防止対策が機能を喪失する。発生防

止対策としている安全上重要な施設のうち，電源を要する安全機能

は，排気機能，熱的制限値の維持機能、焼結炉等内の負圧維持機能及

び小規模焼結処理装置の加熱停止機能である。このうち，排気機能及

び焼結炉等内の負圧維持機能は，機能を喪失したとしても大気中への

放射性物質の放出に至る駆動力がないことから，大気中への放射性物

質の放出には至らない。熱的制限値の維持機能及び小規模焼結処理装

置の加熱停止機能が喪失した場合は，これらの機能を必要とする焼結

炉等の加熱も外部電源の喪失により停止することから，焼結炉等は異

常な高温となることはなくプルトニウムの閉じ込めの機能は維持され

るため，大気中への放射性物質の放出には至らない。 

非常用電源の供給機能の喪失により発生する可能性がある重大事故

を以下に示す。 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する可能

性がある重大

事故 

外部電源，

非常用電源

の供給機能 

機能を喪失しても大気中への放射性物

質の放出には至らない。 
－ 

③ 水素濃度の維持機能 

焼結炉等に供給される水素・アルゴン混合ガスの水素濃度が爆ごう

が発生する濃度である９vol%を超える場合に，焼結炉等への水素・ア

ルゴン混合ガスの供給を自動的に停止する混合ガス水素濃度高による

混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁が該当する。 
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混合ガス供給停止回路又は混合ガス濃度異常遮断弁が単独で機能を

喪失しても，水素濃度が９vol％以下である水素・アルゴン混合ガス

しか燃料加工建屋内に受け入れないため，高温の炉内で水素・アルゴ

ン混合ガスが燃焼したとしても，拡散燃焼しか発生せず，急激な圧力

の上昇を伴うものではないことから，大気中への放射性物質の放出に

は至らない。 

水素濃度の維持機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を

以下に示す。 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

水素濃度の

維持機能 

異常が発生していないことから， 

単独で機能を喪失しても大気中への放射

性物質の放出には至らない。 

－ 

④ 火災の感知・消火機能 

火災の感知・消火機能として，グローブボックス温度監視装置及び

グローブボックス消火装置が該当する。また，グローブボックス消火

装置が起動するためには，グローブボックス排風機が起動しているこ

とが条件であることから，グローブボックス排風機についても火災の

感知・消火機能の支援機能の位置づけになる。 

火災の感知・消火機能が単独で機能を喪失しても，核燃料物質を取

り扱う設備において火災が発生していなければ，大気中への放射性物

質の放出には至らない。ただし，核燃料物質を取り扱う設備において

火災が発生した状態で，火災の感知・消火機能が喪失していれば，火

災が継続することにより，大気中への放射性物質の放出に至る可能性

がある。 

火災の感知・消火機能の喪失により発生する可能性がある重大事故
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を以下に示す。 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する可能

性がある重大

事故 

火災の 

感知・消火

機能 

異常が発生していないことから，単独で

機能を喪失しても大気中への放射性物質

の放出には至らない。 

－ 

また，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設が有する火災

の発生防止の機能の喪失と同時に火災の感知・消火機能の喪失により

発生する可能性がある重大事故を以下に示す。 

安全機能 

安全機能喪失後に

想定する 

施設状態 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する 

可能性がある

重大事故 

火災の発生防止の

機能を有する機器

（安全上重要な施

設以外の安全機能

を有する施設） 

火災が発生し，継

続する。 

火災の 

感知・ 

消火機能 

核燃料物質等

を閉じ込める 

機能の喪失 

⑤ グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能 

グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能として，プルトニウム

の閉じ込めの機能を有するグローブボックスの給気側のうち，グロー

ブボックスの閉じ込め機能維持に必要な範囲が該当する。事故時にお

いてグローブボックスからＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするとき，グ

ローブボックス給気側を漏えいの経路とすることにより，経路上の給

気フィルタを通過することで漏えいするＭＯＸ粉末質量を低減するこ

とができる。 

グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能が単独で機能を喪失し

ても，排気機能が健全であれば，グローブボックスから核燃料物質が

工程室に漏えいすることはないため，大気中への放射性物質の放出に
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は至らない。ただし，排気機能が喪失していれば，グローブボックス

内のＭＯＸ粉末が給気フィルタを通過せずに工程室に漏えいするた

め，大気中への放射性物質の放出に至る可能性がある。 

グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能の喪失により発生する

可能性がある重大事故を以下に示す。 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する可能

性がある重大

事故 

グローブボ

ックス給気

側のＭＯＸ

の捕集機能 

異常が発生していないことから，単独で

機能を喪失しても大気中への放射性物質

の放出には至らない。 

－ 

また，グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能の喪失と同時に

排気機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を以下に示す。 

安全機能 

安全機能喪失後に

想定する 

施設状態 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する 

可能性がある

重大事故 

排気機能 

グローブボックス

から工程室にＭＯ

Ｘ粉末が漏えいす

る。 

グローブボ

ックス給気

側のＭＯＸ

の捕集機能 

 

核燃料物質等

を閉じ込める 

機能の喪失 

以上より，重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せは

以下のとおり整理できる。 
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※１：安全機能１～３が全て機能喪失した場合に重大事故に至る可能性がある（安全機能 

１だけの場合は，当該機能の喪失により重大事故に至る可能性がある）。 

  

重大事故 

重大事故に至る可能性がある機能喪失 

（又はその組合せ）※１ 

安全機能１ 安全機能２ 安全機能３ 

臨
界
事
故 

搬送する核燃料物質の制御機能

（安全上重要な施設以外の安全

機能を有する施設） 

核的制限値（寸法）の維持

機能 
 

単一ユニット間の 

距離の維持機能 
  

誤搬入防止機能（安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施

設） 

  

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失 

プルトニウムの 

閉じ込めの機能 
排気機能  

プルトニウムの 

閉じ込めの機能 
排気機能 

事故時の 

排気経路の 

維持機能 

焼結炉等の閉じ込めに関連す

る経路の維持機能 
排気機能 

事故時の 

排気経路の 

維持機能 

排気経路の維持機能 排気機能  

ＭＯＸの 

捕集・浄化機能 
  

焼結炉等の閉じ込めに関連する

経路の維持機能 
排気機能  

グローブボックス給気側のＭＯ

Ｘの捕集機能 
排気機能  

容器の落下防止機能（安全上重

要な施設以外の安全機能を有す

る施設） 

  

容器の落下防止機能又は転倒防

止機能（安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設） 

  

火災の発生防止の機能（安全上

重要な施設以外の安全機能を有

する施設） 

火災の感知・ 

消火機能 
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ハ．重大事故の発生を仮定する機器の特定 

安全上重要な施設の安全機能の機能喪失又はその組合せにより発生する

可能性がある重大事故ごとに重大事故の発生を仮定する機器の特定の結果

を以下に示す。 

重大事故の選定結果を，第１表及び第２表に示す。あわせて，重大事故

の発生を仮定する機器の特定の結果を，以下の方針に沿って第３表として

示す。 

 (１) 要因ごとに，当該安全機能が喪失する場合は「〇」を，機能喪失し

ない場合は「－」を記載する。また，組合せにより重大事故に至る可

能性のある機能喪失については，その全てが機能喪失する場合は「〇」

を，いずれかの機能が維持される場合は「－」を記載する。 

 (２) 安全機能が喪失する又は安全機能が組合せで同時に喪失する場合で

あっても，評価によって事故に至らないことを確認できれば，「△」

を記載する。 

 (３) 安全機能の喪失又はその組合せに対して，評価によって事故に至ら

ないことを確認できない場合には，事象の収束手段，事象進展の早さ

又は公衆への影響をそれぞれ評価し，以下のとおり記載する。 

○：重大事故の発生を仮定する機器として特定 

×１：設計基準対象の施設で事象の収束が可能であるため設計基準と

して整理する事象 

×２：安全機能の喪失により事象が進展するまでの間に喪失した安全

機能の復旧が可能であるため設計基準として整理する事象 

×３：機能喪失時の公衆への影響が平常運転時と同程度であるため，

設計基準として整理する事象 
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(イ) 臨界事故 

臨界事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せは以下のとおり

である。 

・「搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な施設以外の安全機能

を有する施設）」及び「核的制限値（寸法）の維持機能」の同時喪失 

・「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失 

・「誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」

の喪失 

以下，これらについてそれぞれ重大事故の発生を仮定する機器の特定

結果を示す。 

(１) 「搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設）」及び「核的制限値（寸法）の維持機能」の同時喪

失 

「搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設）」が喪失して搬送する核燃料物質の寸法が制限され

た条件から逸脱し，「核的制限値（寸法）の維持機能」が喪失し，制

限された寸法から逸脱した核燃料物質が搬送先に搬送された場合には，

臨界事故に至る可能性がある。 

① 地震の場合 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しない機器の搬送機能が喪失した場合，同時に核燃料物質の搬送機能

も喪失し，核燃料物質の搬送ができなくなることで，核燃料物質の異

常な集積は発生しないことから，臨界事故は発生しない。 

また，核的制限値（寸法）の維持機能が喪失し，核燃料物質の搬送

機能が喪失しなかった場合を想定しても，地震が発生した場合は工程
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を停止することから核燃料物質の搬送が停止し，各設備における核燃

料物質量に変動は起こらないため，臨界事故は発生しない（×１）。 

② 動的機器の多重故障の場合 

「核的制限値（寸法）の維持機能」を構成する機器は静的機器であ

るため，機能を喪失しない。 

(２) 「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失 

「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失により核燃料物質間の

距離が制限された条件から逸脱し，臨界事故に至る可能性がある。 

① 地震の場合 

「単一ユニット間の距離の維持機能」は貯蔵施設が該当する。貯蔵

施設は，原料粉末を受け入れてから成形，被覆，組立を経て燃料集合

体とするまでの各工程間の貯蔵及び燃料集合体出荷までの貯蔵を行う

施設であり，これらの施設はピット又は棚構造であり，貯蔵される核

燃料物質間は施設の構成部材で隔離されている。 

このため，貯蔵施設については,基準地震動を超える地震動による

地震により基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持でき

る設計としない貯蔵施設が過大に変形又は破損することを想定した場

合においても，貯蔵施設の構成部材が喪失することは考えられず，核

燃料物質の接近の障壁となり一箇所に集積することは考えられない。

また、仮想的にこれらの構成部材による間隔よりも核燃料物質が接近

することを想定した評価の結果，いずれの貯蔵施設においても臨界に

至ることはない（△）。 

なお，基準地震動を超える地震動による地震の発生により，基準地

震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としない安

全上重要な施設とするグローブボックス等が損傷することを想定して
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も，質量管理を行う単一ユニットは運転管理の上限値以下で核燃料物

質量を管理すること，同一室内に単一ユニットが複数存在しても，単

一ユニットを構成するグローブボックス等が分散配置されていること

から，地震によりグローブボックス等の機能が喪失したとしても核燃

料物質が一箇所に集積することはなく，臨界に至ることはない。 

② 動的機器の多重故障の場合 

「単一ユニット間の距離の維持機能」を構成する機器は静的機器で

あるため，機能を喪失しない。 

(３) 「誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設）」の喪失 

「誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設）」が喪失した状態で核燃料物質が搬送された場合，搬送先の単一

ユニットにおいて核的制限値を逸脱することにより，臨界事故に至る

可能性がある。 

① 地震の場合 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しない機器の誤搬入防止機能が喪失した場合，同時に核燃料物質の搬

送機能も喪失し，核燃料物質の搬送ができなくなることで，核燃料物

質の異常な集積は発生しないことから，臨界事故は発生しない。 

また，核燃料物質の搬送機能が喪失しなかったとしても，地震が発

生した場合は工程を停止することから核燃料物質の搬送が停止し，各

設備における核燃料物質量に変動は起こらないため，臨界事故は発生

しない（×１）。 

② 動的機器の多重故障の場合 

誤搬入防止機能を有する機器が多重故障により機能喪失する可能性
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がある。しかし，誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能

を有する施設）は，ＩＤ番号読取機による搬送対象となる容器のＩＤ

番号が一致していることの確認，秤量器による容器の秤量値に有意な

差がないことの確認，運転管理用計算機及び臨界管理用計算機による

確認，誤搬入防止シャッタの開放並びに運転員による搬入許可といっ

た，複数の機器による確認及び運転員による確認を行っている。これ

ら異なる機器の全てが多重故障により同時に機能を喪失することは想

定されないことから，核燃料物質が誤搬入されることはなく，臨界事

故は発生しない。 

 

(ロ) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性がある機能喪失又

はその組合せは以下のとおりである。 

・「プルトニウムの閉じ込めの機能」及び「排気機能」の同時喪失 

・「プルトニウムの閉じ込めの機能」，「排気機能」及び「事故時の排気

経路の維持機能」の同時喪失 

・「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」，「排気機能」及び

「事故時の排気経路の維持機能」の同時喪失 

・「排気経路の維持機能」及び「排気機能」の同時喪失 

・「ＭＯＸの捕集・浄化機能」の喪失 

・「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」及び「排気機能」

の同時喪失 

・「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」及び「排気機能」の

同時喪失 

・「容器の落下防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施
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設）」の喪失 

・「容器の落下防止機能又は転倒防止機能（安全上重要な施設以外の安

全機能を有する施設）」の喪失 

・「火災の発生防止の機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設）」及び「火災の感知・消火機能」の同時喪失 

以下，これらについてそれぞれ重大事故の発生を仮定する機器の特定

結果を示す。 

(１) 「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失及び「排気機能」の喪失 

「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失及び「排気機能」の喪失

により，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性がある。 

① 地震の場合 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しているグローブボックスは地震により損傷等しないが，それ以外の

「プルトニウムの閉じ込めの機能」を有する安全上重要な施設とする

グローブボックスについては破損が想定されるとともに，動的機器で

ある「排気機能」も喪失する。基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計ではない安全上重要な施設とするグローブ

ボックスは損傷等する可能性はあるが，これらのグローブボックスは

耐震重要度分類がＳクラスであるため地震によりグローブボックスの

倒壊及びグローブボックスのパネル脱落はなく大規模に破損すること

は想定しにくいが損傷等する可能性があり，損傷等によりグローブボ

ックス内のパネルに付着したＭＯＸ粉末等の一部が，当該グローブボ

ックスを設置する工程室に漏えいする可能性がある。しかし，ＭＯＸ

燃料加工施設の特徴として，「プルトニウムの閉じ込めの機能」を有

する核燃料物質を取り扱うグローブボックス等の機器は地下階に設置
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するため，ＭＯＸ粉末は駆動力を有する事象が伴わなければ大気中へ

の放射性物質の放出には至らない。このため，「プルトニウムの閉じ

込めの機能」及び「排気機能」が喪失した場合には，グローブボック

スの負圧が維持できなくなり，グローブボックスから工程室へＭＯＸ

粉末が漏えいするが，グローブボックス排風機の停止によるインター

ロックにより工程室排風が停止するため地下３階から地上１階までＭ

ＯＸ粉末を上昇させ，大気中への放射性物質の放出に至る駆動力がな

いことから，グローブボックスからＭＯＸ粉末が工程室に漏えいした

としても，大気中への放射性物質の放出には至らない。 

なお，地震により「排気機能」が喪失しなかった場合は，「排気機

能」を有するグローブボックス排風機があるグローブボックス排気設

備が主たる大気中への放出経路となり平常運転時と同じ放出経路とで

あること，平常運転時の公衆への影響評価は，ウラン粉末を１ｍの高

さから落下させた際の気相中への移行率である７×10-5 を使用して算

出していること，グローブボックスが破損したとしてもＭＯＸ粉末に

駆動力は生じないことから，大気中への多量の放射性物質の放出には

至らないため，公衆への影響は平常運転時と同程度であるといえる。 

② 動的機器の多重故障の場合 

「排気機能」は喪失するが，「プルトニウムの閉じ込めの機能」を

構成する機器は静的機器であるため，機能を喪失しない。 

(２) 「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失，「排気機能」の喪失及

び「事故時の排気経路の維持機能」の喪失並びに「焼結炉等の閉じ込

めに関連する経路の維持機能」の喪失，「排気機能」の喪失及び「事

故時の排気経路の維持機能」の喪失 

「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失，「排気機能」の喪失及
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び「事故時の排気経路の維持機能」の喪失並びに「焼結炉等の閉じ込

めに関連する経路の維持機能」の喪失，「排気機能」の喪失及び「事

故時の排気経路の維持機能」の喪失により，工程室からの排気経路外

に放射性エアロゾルが漏えいする可能性がある。 

① 地震の場合 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しない「プルトニウムの閉じ込めの機能」，「排気機能」，「焼結炉等の

閉じ込めに関連する経路の維持機能」及び「事故時の排気経路の維持

機能」が喪失する。しかし，ＭＯＸ燃料加工施設の特徴として，「プ

ルトニウムの閉じ込めの機能」を有するグローブボックス等の機器は

地下階に設置すること，グローブボックス等内で取り扱う核燃料物質

の形態として粉末，グリーンペレット及びペレットの状態で取り扱う

が，グリーンペレット及びペレットの状態は容易に気相へは移行せず，

粉末の形態も駆動力を有する事象を伴わなければ大気中への放射性物

質の放出には至らない。このため，「プルトニウムの閉じ込めの機能」，

「排気機能」，「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」及び

「事故時の排気経路の維持機能」が喪失し，グローブボックス排風機

の停止によるインターロックにより工程室排風機が停止するため，地

下３階から地上１階までＭＯＸ粉末を上昇させ，大気中への放射性物

質の放出に至る駆動力がないことから，グローブボックスからＭＯＸ

粉末が工程室に漏えいしたとしても，大気中への放射性物質の放出に

は至らない。 

なお，地震により「排気機能」が喪失しなかった場合は，「排気機

能」を有するグローブボックス排風機があるグローブボックス排気設

備が主たる大気中への放出経路となり平常運転時と同じ放出経路とな
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ることから，公衆への影響は平常運転時と同程度であるといえる。 

② 動的機器の多重故障の場合 

「排気機能」は喪失するが，「プルトニウムの閉じ込めの機能」，

「事故時の排気経路の維持機能」及び「焼結炉等の閉じ込めに関連す

る経路の維持機能」を構成する機器は静的機器であるため，機能を喪

失しない。 

(３) 「排気経路の維持機能」の喪失及び「排気機能」の喪失 

「排気経路の維持機能」の喪失及び「排気機能」の喪失により，核

燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性がある。 

① 地震の場合 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しない「排気経路の維持機能」及び「排気機能」が喪失し，室内に放

射性エアロゾルが漏えいする可能性があるが，地震（耐震Ｃクラスの

設備・機器に適用する静的震度（1.2Ci）程度）が発生した場合には

全工程を停止すること，基準地震動を超える地震動の地震の発生時に

はグローブボックス排風機を含む送排風機を停止することから，大気

中への放射性物質の放出には至らない。 

② 動的機器の多重故障の場合 

「排気機能」は喪失するが，「排気経路の維持機能」を構成する機

器は静的機器であるため，機能を喪失しない。 

(４) 「ＭＯＸの捕集・浄化機能」の喪失 

「ＭＯＸの捕集・浄化機能」の喪失により，高性能エアフィルタに

より捕集される放射性エアロゾルが捕集されずに放出されることによ

り，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性がある。 

① 地震の場合 
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基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しない「ＭＯＸの捕集・浄化機能」が喪失し，高性能エアフィルタに

より捕集される放射性エアロゾルが捕集されずに放射性物質が大気中

へ放出される可能性があるが，地震（耐震Ｃクラスの設備・機器に適

用する静的震度（1.2Ci）程度）が発生した場合には全工程を停止す

ること，基準地震動を超える地震動の地震の発生時にはグローブボッ

クス排風機を含む送排風機を停止すること並びに駆動力を有する事象

が発生しないことから，大気中への放射性物質の放出には至らない。 

② 動的機器の多重故障の場合 

「ＭＯＸの捕集・浄化機能」を構成する機器は静的機器であるため，

機能を喪失しない。 

(５) 「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」の喪失及び「排

気機能」の喪失 

「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」の喪失及び「排

気機能」の喪失により核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可

能性がある。 

① 地震の場合 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しない「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」及び「排気

機能」が喪失するが，地震（耐震Ｃクラスの設備・機器に適用する静

的震度（1.2Ci）程度）が発生した場合には全工程を停止するため大

気中への放射性物質の放出が抑制される。また，焼結炉等内の核燃料

物質の形態はグリーンペレット又はペレットであり，これらが粉砕さ

れ粉末状になるような事象及び駆動力を有する事象がなければ放射性

物質が大気中に放出されることはない。このため，「焼結炉等の閉じ
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込めに関連する経路の維持機能」及び「排気機能」が喪失したとして

も，大気中への放射性物質の放出には至らない。 

なお，地震により「排気機能」が喪失しなかった場合，「焼結炉等

の閉じ込めに関連する経路の維持機能」が喪失しているが，焼結炉等

内に存在する核燃料物質は安定な形態であるグリーンペレット又はペ

レットであるため，核燃料物質が焼結炉等外に漏えいすることはない。 

② 動的機器の多重故障の場合 

静的機器である「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」

は喪失しない。 

(６) 「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」及び「排気機能」

の喪失 

「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」の喪失及び「排気

機能」の喪失により，排気機能喪失時に核燃料物質が工程室へ漏えい

する可能性がある。 

① 地震の場合 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しない「グローブボックス給気側のＭＯＸの維持機能」及び「排気機

能」が喪失するが，ＭＯＸ燃料加工施設の特徴として，「プルトニウ

ムの閉じ込めの機能」を有するグローブボックス等の機器は地下階に

設置すること，グローブボックス等内で取り扱う核燃料物質の形態と

して粉末，グリーンペレット及びペレットの状態で取り扱うが，グリ

ーンペレット及びペレットの状態は容易に気相へは移行せず，粉末の

形態も駆動力を有する事象を伴わなければ大気中への放射性物質の放

出には至らない。このため，「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕

集機能」及び「排気機能」が喪失したとしても，駆動力がないため大
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気中への放射性物質の放出には至らない。 

なお，地震により「排気機能」が喪失しなかった場合は，「排気機

能」を有するグローブボックス排風機があるグローブボックス排気設

備が主たる大気中への放出経路となり平常運転時と同じ放出経路とな

ることから，公衆への影響は平常運転時と同程度であるといえる。 

② 動的機器の多重故障の場合 

「排気機能」は喪失するが，「グローブボックス給気側のＭＯＸの

維持機能」を構成する機器は静的機器であるため，機能を喪失しない。 

(７) 「容器の落下防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設）」の喪失 

「容器の落下防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設）」の喪失により容器が落下してグローブボックスが破損し，核

燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性がある。 

① 地震の場合 

グローブボックス内に設置する基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮

した際に機能維持できる設計ではない機器の容器の落下防止機能（安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）が喪失することが考え

られるが，落下する容器はグローブボックスの内装機器に衝突するた

めグローブボックスへの衝撃が緩和されること，グローブボックス缶

体はステンレス製であるため容器が落下しても缶体は破損しないこと

及びグローブボックスのパネルは側面に設置されており落下した容器

が直接パネルに衝突することはないことから，グローブボックス内の

容器の落下によりグローブボックスが破損することはないため，事故

の発生は想定されない。 

② 動的機器の多重故障の場合 
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グローブボックス自体は静的機器であること，グローブボックスの

損傷を防止するための動的機器として，安全上重要な施設はないため，

安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設である，グローブボッ

クス内で重量物である容器を取り扱う動的機器が多重故障により，容

器の落下防止機能を喪失することを想定する。 

容器を取り扱う動的機器が多重故障により落下防止機能を喪失し，

容器が落下した場合，落下する容器はグローブボックスの内装機器に

衝突するためグローブボックスへの衝撃が緩和されること，グローブ

ボックス缶体はステンレス製であるため容器が落下しても缶体は破損

しないこと及びグローブボックスのパネルは側面に設置されており落

下した容器が直接パネルに衝突することはないことから，グローブボ

ックス内の容器の落下によりグローブボックスが破損することはない

ため，事故の発生は想定されない。 

(８) 「容器の落下防止機能，転倒防止機能（安全上重要な施設以外の安

全機能を有する施設）」の喪失 

「容器の落下防止機能，転倒防止機能（安全上重要な施設以外の安

全機能を有する施設）」の喪失により容器が落下又は転倒し，グロー

ブボックス内にＭＯＸ粉末が飛散することにより，グローブボックス

内の気相中の放射性物質の濃度が上昇し，核燃料物質等を閉じ込める

機能の喪失に至る可能性がある。 

① 地震の場合 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計で

はない動的機器のグローブボックス内の容器の落下防止機能及び転倒

防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）が喪失し，

容器が落下又は転倒することでグローブボックス内にＭＯＸ粉末が飛
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散することが考えられる。しかしながら，平常運転時の放射性物質の

年間放出量は，核燃料物質の気相中への移行率としてウラン粉末を１

ｍの高さから落下させた際のエアロゾル生成割合である７×10-5 を使

用して算出している。 

このため，グローブボックス内で容器の落下又は転倒によりＭＯＸ

粉末が飛散したとしても，平常運転時と同等の放出量であることから，

事故の発生は想定されない。したがって，公衆への影響が平常運転時

と同程度であるため，設計基準として整理する事象(×３)に該当する。 

② 動的機器の多重故障の場合 

グローブボックス内で容器が転倒又はグローブボックス内で容器を

取り扱う機器に安全上重要な施設はないことから，安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設である，グローブボックス内で容器を取

り扱う動的機器が，多重故障により容器の落下防止機能又は転倒防止

機能を喪失することを想定する。 

容器を取り扱う動的機器が多重故障により落下防止機能又は転倒防

止機能を喪失し，容器が落下又は転倒することでグローブボックス内

にＭＯＸ粉末が飛散したとしても，上記①と同様に，公衆への影響が

平常運転時と同程度であるため，設計基準として整理する事象（×３）

に該当する。 

(９) 「火災の発生防止の機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設）」及び「火災の感知・消火機能」の喪失 

「火災の発生防止の機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設」の喪失により火災が発生し，「火災の感知・消火機能」の喪

失により火災が継続することにより，核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失に至る可能性がある。 
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なお，大気中への放射性物質の放出に至る規模の火災を想定するこ

とから，露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油

を有する機器を設置するグローブボックスを対象とする。 

① 地震の場合 

潤滑油を内包する安全上重要な施設とするグローブボックス内を窒

素雰囲気とすること，潤滑油が機器に収納されていること，着火源が

ないことなどの発生防止対策を講じていることから，地震による複数

の動的機器の故障を想定しても，基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮

した際に機能維持できる設計とする静的機器（グローブボックスの支

持構造，火災源である潤滑油を内包する機器等）により，火災が発生

する条件が成立しない。また，火災が発生するためには，窒素循環設

備の系統が破損した状態でグローブボックス排風機の運転の継続によ

りグローブボックス内が窒素雰囲気から空気に置換されるとともに，

潤滑油の温度上昇及び着火源となるスパークの発生には動力電源等の

給電が必要であり，このためには偶発的な事象が同時に発生すること

が必要であるため，火災が発生することは想定できない。 

しかしながら，技術的な想定を超えて，設計基準事故で想定した機

能喪失である火災の発生を想定する。また，「火災の感知・消火機能」

は動的機器であることから，地震により機能を喪失する。 

以上より，地震の発生に伴い火災が発生し，「火災の感知・消火機

能」が喪失することにより発生した火災が継続し，火災による駆動力

により，大気中へ多量の放射性物質の放出に至ることを仮定する。 

大気中への放射性物質の放出の経路としては，グローブボックス排

気設備の他，グローブボックスからグローブボックス給気系又はグロ

ーブボックスのパネルの隙間等を経由して工程室に漏えいし，工程室
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排気設備を経由する経路が想定される。 

② 動的機器の多重故障の場合 

グローブボックス内を窒素雰囲気とすること，潤滑油が機器に収納

されていること，着火源がないことなどの発生防止を講じており，動

的機器の多重故障を想定しても，静的機器の機能が維持されること，

火災が発生するためには窒素循環設備の系統が破損した状態でグロー

ブボックス排風機の運転の継続によりグローブボックス内が窒素雰囲

気から空気に置換されるとともに，潤滑油の温度上昇及び着火源とな

るスパークの発生には動力電源等の給電が必要であり，このためには

偶発的な事象が同時に発生することが必要であるため，火災が発生す

ることは想定できない。 

しかしながら，技術的想な想定を超えて，設計基準事故で想定した

機能喪失である火災の発生と拡大防止対策の動的機器の単一故障に加

え，動的機器の多重故障として，「火災の感知・消火機能」が同時に

機能喪失することにより，火災が継続し，火災による駆動力により，

大気中へ多量の放射性物質の放出に至ることを仮定する。 

「火災の感知・消火機能」は，グローブボックス温度監視装置が火

災を感知し，その情報がグローブボックス消火装置へと伝送され，グ

ローブボックス消火装置から火災が発生したグローブボックスへと消

火ガスを放出する，という一連の機能である。多重故障の対象として

は，グローブボックス温度監視装置の機能喪失，グローブボックス消

火装置の機能喪失が考えられる。また，グローブボックス消火装置の

起動条件として，グローブボックス排風機が起動していることが条件

であることから，グローブボックス排風機の機能喪失も対象となる。

なお，これらの機器は，全交流電源喪失が発生した場合，すべてが機
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能を喪失する。このため，全交流電源喪失と，グローブボックス内の

火災が同時に発生した場合も，同様に火災が継続し，大気中へ多量の

放射性物質の放出に至る。 

大気中への放射性物質の放出の経路としては，グローブボックス排

気設備の他，グローブボックス給気系を経由して工程室に漏えいし，

工程室排気設備を経由する経路が想定される。 
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ニ．重大事故の発生を仮定する際の条件を超える条件による重大事故の発

生を仮定する機器の特定 

これまでの整理の結果，重大事故の発生を仮定する際の条件においては

「臨界事故」については，重大事故の発生を仮定する機器は特定されない

が，他の施設における過去の発生実績や事故発生時に考えられる影響とそ

れらの対処を踏まえて，以下に示すとおり重大事故の発生を仮定する際の

条件を超える条件を定めて事故の発生を評価する。 

臨界事故は気体状の放射性物質及び放射性エアロゾルが発生し，大気中

への放射性物質の放出量が増加すること及び核分裂の連鎖反応によって放

射性物質が新たに生成するといった特徴を有していることを踏まえ，以下

の考え方に基づき重大事故の発生を仮定する際の条件を超える条件を定め

て重大事故の発生を評価する。 

「ハ．(イ) 臨界事故」に示すとおり，地震の場合，基準地震動の1.2

倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としない静的機器は機能喪

失するものの，工程も停止し核燃料物質の移動も行われないことから重大

事故に至らない。 

動的機器の多重故障の場合，臨界を防止する設備として安全上重要な施

設の動的機器はなく，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設とし

て誤搬入防止機能を有する機器の機能の喪失を想定しても，誤搬入防止機

能は秤量器，ＩＤ番号読取機，運転管理用計算機，臨界管理用計算機及び

誤搬入防止シャッタと複数の機器で構成されており，これらが全て機能を

喪失することは想定されないことから，重大事故に至らない。 

設計基準事故の選定においては，発生防止対策である誤搬入防止機能

（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）の単一故障では核燃料

物質の誤搬入が発生しないことから，誤搬入防止機能（安全上重要な施設
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以外の安全機能を有する施設）を構成する複数の機器の機能喪失及び運転

員の誤操作により，核燃料物質の１回の誤搬入を想定しても，臨界は発生

しないことを確認している。 

重大事故の発生を仮定する際の条件下においても，上記のとおり臨界事

故の発生は想定されない。また，関連性の認められない複数の機器が同時

に機能を喪失することは想定しにくい。しかし，技術的な想定を超えて，

関連性が認められない偶発的な事象の一定程度の同時発生を考慮し，内的

事象により複数の異常が同時に発生し，かつ，それらを検知して核燃料物

質の移動を停止するための手段が機能しない状況に至るような重大事故の

発生を仮定する際の条件を超える条件として，複数の動的機器の多重故障

及び多重誤作動並びに運転員の多重誤操作により多量の核燃料物質が集積

することを想定し，臨界事故の発生の可能性を評価する。 

このため，設計基準事故の選定で想定した，誤搬入防止機能（安全上重

要な施設以外の安全機能を有する施設）の全てが喪失した状態が継続し，

共通要因では起こり得ない機器の故障及び運転員の誤操作が複数回続けて

起こるという重ね合わせにより，核燃料物質のグローブボックス内への誤

搬入が複数回継続する状況を想定することにより，臨界の発生の可能性を

評価する。 

具体的には，核燃料物質が収納された容器が貯蔵施設からグローブボッ

クスに継続的に搬入され，当該グローブボックスに設定された核的制限値

を超えて核燃料物質が集積する状況を想定する。この際，各グローブボッ

クスへＭＯＸを搬送する容器のうち，１回あたりの搬送量が も大きい容

器を用いて，未臨界質量まで搬入し続けることを想定する。ここで未臨界

質量とは，水反射体2.5cm，球形状モデルにて計算した中性子実効増倍率

が0.95以下となる質量であり，ＭＯＸの集積量が未臨界質量を超えなけれ
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ば，いかなる集積状態においても臨界に至ることはないと判定する。 

本検討を全ての安全上重要な施設のグローブボックスを対象に評価を行

った結果， も少ない設備で25回を超える多重の故障，誤操作の発生によ

る誤搬入に至るまで臨界の発生は想定できない。 

また，上記の多重の故障，誤操作による繰り返しの誤搬入に要する時間

は13時間であるが，ＭＯＸ燃料加工施設においては，臨界安全管理のため

の確認とは異なる以下の確認手段によって，核燃料物質が未臨界質量を超

えて集積するよりも前に，異常な集積を検知でき，工程を停止する等の措

置を講ずることができる。この確認手段は，臨界安全管理のための確認手

段とは原理が異なり，多様性を有していることから，信頼性が高く，異常

な集積が継続することによる臨界事故の発生は考えられない。 

(イ) エリアモニタによる線量当量率の上昇検知 

核燃料物質を取り扱うグローブボックスが設置される室には，ガンマ

線エリアモニタ及び中性子線エリアモニタが設置されており，測定値で

ある線量当量率については連続的に中央監視室において指示及び記録さ

れるため，測定値の変動を確認することができる。また，あらかじめ設

定した値を超えた場合には警報を発する設計としている。 

工程室のエリアモニタ付近の空間線量率は平常時で数から数十μSv/h

を想定している。また，万一，未臨界質量まで核燃料物質が異常に集積

した場合は，約500μSv/hから約２mSv/hと想定している。 

これを踏まえて警報設定値は，平常時に想定される放射線レベルの変

動を考慮した上で，未臨界質量の核燃料物質が集積した状態における放

射線レベルより低く設定する方針である。 

このため，エリアモニタが警報を発した場合は，設備の状態確認を開

始することができ，核燃料物質の異常な集積の有無を確認し，異常な集
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積が生じている場合には，工程を停止する等の措置を講ずることができ

ることから，臨界事故は発生しない。 

 

(ロ) 目視による異常な集積の有無の確認 

核燃料物質が平常運転時の取扱量を超えて異常に集積することを仮定

した場合，核燃料物質は容器から溢れ，グローブボックス内に一部が漏

えいしていることが想定される。 

ＭＯＸ燃料加工施設においては，設備の健全性を確認するために，交

代勤務の運転直切り替え時に複数の運転員が設備の状態を目視により確

認することとしており，仮に通常運転時の取扱量を超えて集積が発生し

ている場合には，目視により異常を検知できる。 

以上より，ＭＯＸ燃料加工施設においては，臨界事故に至るおそれは

ない。 
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の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
 

故
障

 
有

無
 

形
態

 

安 全 に 係 る 距 離 の 維 持 機 能 

（ 単 一 ユ ニ ッ ト 相 互 間 の 距 離 維 持 ） 

貯
蔵

容
器

一
時

保

管
設

備
 

一
時

保
管

ピ
ッ

ト
 

静
的

 
貯

蔵
容

器
一

時
保

管
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

 

地
震

に
よ

り
安

全
に

係
る

距
離

の
維

持
機

能
が

喪
失

し
て

も
，
貯

蔵

施
設

の
構

成
部

材
に

よ
り
核

燃
料

物
質

は
隔

離
さ

れ
て

い
る

た
め

，

核
燃

料
物

質
が

一
箇

所
に

集
積

す
る

こ
と

は
な

い
こ

と
か

ら
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

△
 

原
料

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末

缶
一

時
保

管
設

備
 

原
料

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
缶

一

時
保

管
装

置
 

静
的

 
原

料
受

払
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

 

地
震

に
よ

り
安

全
に

係
る

距
離

の
維

持
機

能
が

喪
失

し
て

も
，
貯

蔵

施
設

の
構

成
部

材
に

よ
り
核

燃
料

物
質

は
隔

離
さ

れ
て

い
る

た
め

，

核
燃

料
物

質
が

一
箇

所
に

集
積

す
る

こ
と

は
な

い
こ

と
か

ら
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

△
 

粉
末

一
時

保
管

設

備
 

粉
末

一
時

保
管

装
置

 
静

的
 

粉
末

一
時

保
管

室
 

〇
 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

 

地
震

に
よ

り
安

全
に

係
る

距
離

の
維

持
機

能
が

喪
失

し
て

も
，
貯

蔵

施
設

の
構

成
部

材
に

よ
り
核

燃
料

物
質

は
隔

離
さ

れ
て

い
る

た
め

，

核
燃

料
物

質
が

一
箇

所
に

集
積

す
る

こ
と

は
な

い
こ

と
か

ら
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

△
 

ペ
レ

ッ
ト
一

時
保

管

設
備

 
ペ

レ
ッ

ト
一

時
保

管
棚

 
静

的
 

ペ
レ

ッ
ト
一

時
保

管

室
 

〇
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
 

地
震

に
よ

り
安

全
に

係
る

距
離

の
維

持
機

能
が

喪
失

し
て

も
，
貯

蔵

施
設

の
構

成
部

材
に

よ
り
核

燃
料

物
質

は
隔

離
さ

れ
て

い
る

た
め

，

核
燃

料
物

質
が

一
箇

所
に

集
積

す
る

こ
と

は
な

い
こ

と
か

ら
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

△
 

 
 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

  
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
２
／
24
）
 

【
安
全
に
係
る
距
離
の
維
持
機
能
（
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
相
互
間
の
距
離
維
持
）】
（
１
／
２
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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機
能

 
設

備
 

安
全

上
重

要
な

施
設

 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
機

能
喪

失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
 

故
障

 
有

無
 

形
態

 

安 全 に 係 る 距 離 の 維 持 機 能 

（ 単 一 ユ ニ ッ ト 相 互 間 の 距 離 維 持 ） 

ス
ク

ラ
ッ

プ
貯

蔵
設

備
 

ス
ク

ラ
ッ

プ
貯

蔵
棚

 
静

的
 

ペ
レ

ッ
ト
・ス

ク
ラ

ッ

プ
貯

蔵
室

 
〇

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
 

地
震

に
よ

り
安

全
に

係
る

距
離

の
維

持
機

能
が

喪
失

し
て

も
，
貯

蔵

施
設

の
構

成
部

材
に

よ
り
核

燃
料

物
質

は
隔

離
さ

れ
て

い
る

た
め

，

核
燃

料
物

質
が

一
箇

所
に

集
積

す
る

こ
と

は
な

い
こ

と
か

ら
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

△
 

製
品

ペ
レ

ッ
ト
貯

蔵

設
備

 
製

品
ペ

レ
ッ

ト
貯

蔵
棚

 
静

的
 

ペ
レ

ッ
ト
・ス

ク
ラ

ッ

プ
貯

蔵
室

 
〇

 
ペ

レ
ッ

ト
 

×
 

〇
 

―
 

地
震

に
よ

り
安

全
に

係
る

距
離

の
維

持
機

能
が

喪
失

し
て

も
，
貯

蔵

施
設

の
構

成
部

材
に

よ
り
核

燃
料

物
質

は
隔

離
さ

れ
て

い
る

た
め

，

核
燃

料
物

質
が

一
箇

所
に

集
積

す
る

こ
と

は
な

い
こ

と
か

ら
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

△
 

燃
料

棒
貯

蔵
設

備
 

燃
料

棒
貯

蔵
棚

 
静

的
 

燃
料

棒
貯

蔵
室

 
〇

 
燃

料
棒

 
×

 
〇

 
―

 

地
震

に
よ

り
安

全
に

係
る

距
離

の
維

持
機

能
が

喪
失

し
て

も
，
貯

蔵

施
設

の
構

成
部

材
に

よ
り
核

燃
料

物
質

は
隔

離
さ

れ
て

い
る

た
め

，

核
燃

料
物

質
が

一
箇

所
に

集
積

す
る

こ
と

は
な

い
こ

と
か

ら
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

△
 

燃
料

集
合

体
貯

蔵

設
備

 

燃
料

集
合

体
貯

蔵
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

静
的

 
集

合
体

貯
蔵

室
 

〇
 

燃
料

 

集
合

体
 

×
 

〇
 

―
 

地
震

に
よ

り
安

全
に

係
る

距
離

の
維

持
機

能
が

喪
失

し
て

も
，
貯

蔵

施
設

の
構

成
部

材
に

よ
り
核

燃
料

物
質

は
隔

離
さ

れ
て

い
る

た
め

，

核
燃

料
物

質
が

一
箇

所
に

集
積

す
る

こ
と

は
な

い
こ

と
か

ら
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

△
 

 
 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
３
／
24
）
 

【
安
全
に
係
る
距
離
の
維
持
機
能
（
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
相
互
間
の
距
離
維
持
）】
（
２
／
２
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
 

故
障

 
有

無
 

形
態

 

プ ル ト ニ ウ ム の 閉 じ 込 め の 機 能
 

原
料

Ｍ
Ｏ

Ｘ

粉
末

缶
取

出
設

備
 

原
料

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
缶

取
出

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

原
料

受
払

室
 

粉
末

調
整

第
一

室
 

〇
 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

一
次

混
合

設
備

 

原
料

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
秤

量
・分

取
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
粉

末
調

整
第

２
室

 

粉
末

調
整

第
３
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

ウ
ラ

ン
粉

末
・回

収
粉

末
秤

量
・分

取
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
粉

末
調

整
第

３
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

予
備

混
合

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

粉
末

調
整

第
２
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
〇

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

 
 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 
〇

 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
事
象
 
 
 
 
 
 

×
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
  

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
  

※
２
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
重
量
物
が
落
下
し
た
と
し
て
も
，
内
装
機
器
と
衝
突
す
る
こ
と
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
パ
ネ
ル
は
側
面
に
あ
る
こ
と
か
ら
，
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
が
損
傷
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

※
３
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
，
転
倒
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
容
器
が
落
下
，
転
倒
し
て
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
が
飛
散
し
た
と
し
て
も
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量
は
 

平
常
運
転
時
と
同
等
で
あ
る
。
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
４
／
24
）
 

【
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
閉
じ
込
め
の
機
能
】（

１
／
10
）
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  機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

プ ル ト ニ ウ ム の 閉 じ 込 め の 機 能
 

一
次

混
合

設
備

 

一
次

混
合

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

粉
末

調
整

第
６
室

 

粉
末

調
整

第
７
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

二
次

混
合

設
備

 

一
次

混
合

粉
末

秤

量
・分

取
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
粉

末
調

整
第

４
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

ウ
ラ

ン
粉

末
秤

量
・分

取
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
粉

末
調

整
第

４
室

 
〇

 
ウ

ラ
ン

 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

ウ
ラ

ン
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

均
一

化
混

合
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
粉

末
調

整
第

５
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
〇

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

 
 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

  
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
５
／
24
）
 

【
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
閉
じ
込
め
の
機
能
】（

２
／
10
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
  

※
２
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
重
量
物
が
落
下
し
た
と
し
て
も
，
内
装
機
器
と
衝
突
す
る
こ
と
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
パ
ネ
ル
は
側
面
に
あ
る
こ
と
か
ら
，
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
が
損
傷
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

※
３
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
，
転
倒
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
容
器
が
落
下
，
転
倒
し
て
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
が
飛
散
し
た
と
し
て
も
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量
は
 

平
常
運
転
時
と
同
等
で
あ
る
。
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定
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料

物
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の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

※
２
 

有
無

 
形

態
 

プ ル ト ニ ウ ム の 閉 じ 込 め の 機 能
 

二
次

混
合

設
備

 

造
粒

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
粉

末
調

整
第

５
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
〇

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

分
析

試
料

採
取

設
備

 

原
料

Ｍ
Ｏ

Ｘ
分

析
試

料

採
取

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
粉

末
調

整
第

２
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
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替
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ロ

ー
ブ

ボ
ッ
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ス
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４
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〇
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Ｘ
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２
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３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
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機
能
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喪

失
し

た
場

合
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Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
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工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上
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で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

ス
ク

ラ
ッ

プ

処
理

設
備

 

回
収

粉
末

処
理

・詰
替

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

粉
末

調
整

第
６
室

 
〇

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
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，
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Ｘ
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末
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程
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す

る
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，
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Ｘ
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末
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階
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ら
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上
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で
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出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

 
 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し
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： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

  
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
６
／
24
）
 

【
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
閉
じ
込
め
の
機
能
】（

３
／
10
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
  

※
２
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
重
量
物
が
落
下
し
た
と
し
て
も
，
内
装
機
器
と
衝
突
す
る
こ
と
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
パ
ネ
ル
は
側
面
に
あ
る
こ
と
か
ら
，
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
が
損
傷
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

※
３
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
，
転
倒
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
容
器
が
落
下
，
転
倒
し
て
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
が
飛
散
し
た
と
し
て
も
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量
は
 

平
常
運
転
時
と
同
等
で
あ
る
。
 

 

7－添2－55



 

 

  機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
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地
震

※
１
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重
故
障

※
２
 

有
無

 
形

態
 

プ ル ト ニ ウ ム の 閉 じ 込 め の 機 能
 

ス
ク

ラ
ッ

プ

処
理

設
備

 

回
収

粉
末

微
粉

砕
装

置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

粉
末

調
整

第
１
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

回
収

粉
末

処
理

・混
合

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 

 

静
的

 
粉

末
調

整
第

７
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
〇

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

再
生

ス
ク

ラ
ッ

プ
焙

焼
処

理
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
ス

ク
ラ

ッ
プ

処
理

室
 

〇
 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
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あ
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能
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―
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故
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仮
定
す
る
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△
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に
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ら
な
い
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×
１
：
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象
の
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設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
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時
間
余
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よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

  
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
７
／
24
）
 

【
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
閉
じ
込
め
の
機
能
】（

４
／
10
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
  

※
２
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
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ス
内
の
機
器
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全
上
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要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
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す
る
落
下
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
重
量
物
が
落
下
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た
と
し
て
も
，
内
装
機
器
と
衝
突
す
る
こ
と
，
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ロ
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ブ
ボ
ッ
ク
ス
パ
ネ
ル
は
側
面
に
あ
る
こ
と
か
ら
，
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
が
損
傷
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

※
３
：
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ロ
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ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
，
転
倒
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
容
器
が
落
下
，
転
倒
し
て
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
が
飛
散
し
た
と
し
て
も
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量
は
 

平
常
運
転
時
と
同
等
で
あ
る
。
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り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

※
２
 

有
無

 
形

態
 

プ ル ト ニ ウ ム の 閉 じ 込 め の 機 能
 

ス
ク

ラ
ッ

プ

処
理

設
備

 

再
生

ス
ク

ラ
ッ

プ
受

払
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
ス

ク
ラ

ッ
プ

処
理

室
 

〇
 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
Ｍ

Ｏ

Ｘ
粉

末
を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

容
器

移
送

装
置

グ
ロ

ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
ス

ク
ラ

ッ
プ

処
理

室
 

分
析

第
３
室

 
〇

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
Ｍ

Ｏ

Ｘ
粉

末
を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

粉
末

調
整

工
程

搬
送

設
備

 

原
料

粉
末

搬
送

装
置

グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
粉

末
調

整
第

１
～

３
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
Ｍ

Ｏ

Ｘ
粉

末
を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

再
生

ス
ク

ラ
ッ

プ
搬

送
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
ス

ク
ラ

ッ
プ

処
理

室
 

〇
 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
Ｍ

Ｏ

Ｘ
粉

末
を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

添
加

剤
混

合
粉

末
搬

送

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

ペ
レ

ッ
ト
加

工
第

１
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
Ｍ

Ｏ

Ｘ
粉

末
を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

調
整

粉
末

搬
送

装
置

グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 

粉
末

調
整

第
１
～

７
室

 

粉
末

一
時

保
管

室
 

ペ
レ

ッ
ト
加

工
第

１
室

 

〇
 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
Ｍ

Ｏ

Ｘ
粉

末
を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

 

 
 

 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

 

 
 

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
８
／
24
）
 

【
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
閉
じ
込
め
の
機
能
】（

５
／
10
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
  

※
２
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
重
量
物
が
落
下
し
た
と
し
て
も
，
内
装
機
器
と
衝
突
す
る
こ
と
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
パ
ネ
ル
は
側
面
に
あ
る
こ
と
か
ら
，
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
が
損
傷
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

※
３
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
，
転
倒
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
容
器
が
落
下
，
転
倒
し
て
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
が
飛
散
し
た
と
し
て
も
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量
は
 

平
常
運
転
時
と
同
等
で
あ
る
。
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機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

プ ル ト ニ ウ ム の 閉 じ 込 め の 機 能
 

圧
縮

成
形

設
備

 

プ
レ

ス
装

置
（粉

末
取

扱
部

）グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 

静
的

 
ペ

レ
ッ

ト
加

工
第

１

室
 

〇
 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

プ
レ

ス
装

置
（A

/B
）

（プ
レ

ス
部

）グ
ロ

ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
ペ

レ
ッ

ト
加

工
第

１

室
 

〇
 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

〇
 

〇
 

―
※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

空
焼

結
ボ

ー
ト
取

扱

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク

ス
 

静
的

 
ペ

レ
ッ

ト
加

工
第

１

室
 

〇
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，
取

り
扱

う
核

燃
料

物
質

が
ペ

レ
ッ

ト
の

形
態

で
あ

る
た

め
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
か

ら
工

程
室

に
漏

え
い

せ
ず

，
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

グ
リ
ー

ン
ペ

レ
ッ

ト
積

込
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
ペ

レ
ッ

ト
加

工
第

１

室
 

〇
 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

 
 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
９
／
24
）
 

【
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
閉
じ
込
め
の
機
能
】（

６
／
10
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
  

※
２
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
重
量
物
が
落
下
し
た
と
し
て
も
，
内
装
機
器
と
衝
突
す
る
こ
と
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
パ
ネ
ル
は
側
面
に
あ
る
こ
と
か
ら
，
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
が
損
傷
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

※
３
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
，
転
倒
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
容
器
が
落
下
，
転
倒
し
て
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
が
飛
散
し
た
と
し
て
も
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量
は
 

平
常
運
転
時
と
同
等
で
あ
る
。
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機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

プ ル ト ニ ウ ム の 閉 じ 込 め の 機 能
 

焼
結

設
備

 

焼
結

ボ
ー

ト
供

給
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
ペ

レ
ッ

ト
加

工
第

２
室

 
〇

 
ペ

レ
ッ

ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，
取

り
扱

う
核

燃
料

物
質

が
ペ

レ
ッ

ト
の

形
態

で
あ

る
た

め
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
か

ら
工

程
室

に
漏

え
い

せ
ず

，
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

焼
結

ボ
ー

ト
取

出
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
ペ

レ
ッ

ト
加

工
第

２
室

 
〇

 
ペ

レ
ッ

ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，
取

り
扱

う
核

燃
料

物
質

が
ペ

レ
ッ

ト
の

形
態

で
あ

る
た

め
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
か

ら
工

程
室

に
漏

え
い

せ
ず

，
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

研
削

設
備

 

焼
結

ペ
レ

ッ
ト
供

給
装

置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

ペ
レ

ッ
ト
加

工
第

３
室

 
〇

 
ペ

レ
ッ

ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，
取

り
扱

う
核

燃
料

物
質

が
ペ

レ
ッ

ト
の

形
態

で
あ

る
た

め
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
か

ら
工

程
室

に
漏

え
い

せ
ず

，
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

研
削

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

ペ
レ

ッ
ト
加

工
第

３
室

 
〇

 
ペ

レ
ッ

ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，
取

り
扱

う
核

燃
料

物
質

が
ペ

レ
ッ

ト
の

形
態

で
あ

る
た

め
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
か

ら
工

程
室

に
漏

え
い

せ
ず

，
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

研
削

粉
回

収
装

置
グ

ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

ペ
レ

ッ
ト
加

工
第

３
室

 
〇

 
ペ

レ
ッ

ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，
取

り
扱

う
核

燃
料

物
質

が
ペ

レ
ッ

ト
の

形
態

で
あ

る
た

め
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
か

ら
工

程
室

に
漏

え
い

せ
ず

，
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

ペ
レ

ッ
ト
検

査
設

備
 

ペ
レ

ッ
ト
検

査
設

備
グ

ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

ペ
レ

ッ
ト
加

工
第

３
室

 
〇

 
ペ

レ
ッ

ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，
取

り
扱

う
核

燃
料

物
質

が
ペ

レ
ッ

ト
の

形
態

で
あ

る
た

め
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
か

ら
工

程
室

に
漏

え
い

せ
ず

，
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

 

 
 

 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

 

 

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
 

 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
10
／
24
）
 

【
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
閉
じ
込
め
の
機
能
】（

７
／
10
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
  

※
２
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
重
量
物
が
落
下
し
た
と
し
て
も
，
内
装
機
器
と
衝
突
す
る
こ
と
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
パ
ネ
ル
は
側
面
に
あ
る
こ
と
か
ら
，
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
が
損
傷
す
る
こ
と
は
な
い
。
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機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

プ ル ト ニ ウ ム の 閉 じ 込 め の 機 能
 

ペ
レ

ッ
ト

加
工

工
程

搬
送

設
備

 

焼
結

ボ
ー

ト
搬

送
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 

粉
末

調
整

第
１
室

 

ペ
レ

ッ
ト
加

工
第

１
～

３
室

 

ペ
レ

ッ
ト
一

時
保

管
室

 

〇
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，

取
り
扱

う
核

燃
料

物
質

が
ペ

レ
ッ

ト
の

形
態

で
あ

る
た

め
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ

ク
ス

か
ら

工
程

室
に

漏
え

い
せ

ず
，
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

ペ
レ

ッ
ト
保

管
容

器
搬

送
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
ペ

レ
ッ

ト
加

工
第

３
、
４

室
 

〇
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，

取
り
扱

う
核

燃
料

物
質

が
ペ

レ
ッ

ト
の

形
態

で
あ

る
た

め
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ

ク
ス

か
ら

工
程

室
に

漏
え

い
せ

ず
，
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

原
料

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
缶

一
時

保
管

設
備

 

原
料

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
缶

一
時

保
管

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 

静
的

 
粉

末
調

整
第

１
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，
Ｍ

Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

粉
末

一
時

保
管

設
備

 

粉
末

一
時

保
管

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

粉
末

一
時

保
管

室
 

点
検

第
１
，
２
室

 
〇

 
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，
Ｍ

Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

ペ
レ

ッ
ト

一
時

保
管

設
備

 

ペ
レ

ッ
ト
一

時
保

管
棚

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

ペ
レ

ッ
ト
一

時
保

管
室

 
〇

 
ペ

レ
ッ

ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，

取
り
扱

う
核

燃
料

物
質

が
ペ

レ
ッ

ト
の

形
態

で
あ

る
た

め
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ

ク
ス

か
ら

工
程

室
に

漏
え

い
せ

ず
，
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

焼
結

ボ
ー

ト
受

渡
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 

ペ
レ

ッ
ト
加

工
第

１
，
４

室
 

ペ
レ

ッ
ト
一

時
保

管
室

 

〇
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，

取
り
扱

う
核

燃
料

物
質

が
ペ

レ
ッ

ト
の

形
態

で
あ

る
た

め
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ

ク
ス

か
ら

工
程

室
に

漏
え

い
せ

ず
，
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

 

 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
11
／
24
）
 

【
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
閉
じ
込
め
の
機
能
】（

８
／
10
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
  

※
２
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
重
量
物
が
落
下
し
た
と
し
て
も
，
内
装
機
器
と
衝
突
す
る
こ
と
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
パ
ネ
ル
は
側
面
に
あ
る
こ
と
か
ら
，
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
が
損
傷
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

※
３
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
，
転
倒
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
容
器
が
落
下
，
転
倒
し
て
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
が
飛
散
し
た
と
し
て
も
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量
は
 

平
常
運
転
時
と
同
等
で
あ
る
。
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※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
  

※
２
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
重
量
物
が
落
下
し
た
と
し
て
も
，
内
装
機
器
と
衝
突
す
る
こ
と
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
パ
ネ
ル
は
側
面
に
あ
る
こ
と
か
ら
，
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
が
損
傷
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

※
３
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
，
転
倒
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
容
器
が
落
下
，
転
倒
し
て
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
が
飛
散
し
た
と
し
て
も
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量
は
 

平
常
運
転
時
と
同
等
で
あ
る
。
 

 

 

機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

プ ル ト ニ ウ ム の 閉 じ 込 め の 機 能
 

ス
ク

ラ
ッ

プ
貯

蔵

設
備

 

ス
ク

ラ
ッ

プ
貯

蔵
棚

グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
ペ

レ
ッ

ト
・ス

ク
ラ

ッ
プ

貯
蔵

室
 

〇
 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

ス
ク

ラ
ッ

プ
保

管
容

器

受
渡

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 

静
的

 
点

検
第

３
，
４
室

 
〇

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

製
品

ペ
レ

ッ
ト
貯

蔵

設
備

 

製
品

ペ
レ

ッ
ト
貯

蔵
棚

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

ペ
レ

ッ
ト
・ス

ク
ラ

ッ
プ

貯
蔵

室
 

〇
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

核
燃

料
物

質
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
核

燃
料

物
質

を
地

下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

ペ
レ

ッ
ト
保

管
容

器
受

渡
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
点

検
第

３
，
４
室

 
〇

 
ペ

レ
ッ

ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

核
燃

料
物

質
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
核

燃
料

物
質

を
地

下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

小
規

模
試

験
設

備
 

小
規

模
粉

末
混

合
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
分

析
第

３
室

 
〇

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

小
規

模
プ

レ
ス

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

分
析

第
３
室

 
〇

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

 
 

 

 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

 
〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
12
／
24
）
 

【
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
閉
じ
込
め
の
機
能
】（

９
／
10
）
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※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
  

※
２
：
動
的
機
器
の
多
重
故
障
を
想
定
す
る
。
 

※
３
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
重
量
物
が
落
下
し
た
と
し
て
も
，
内
装
機
器
と
衝
突
す
る
こ
と
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
パ
ネ
ル
は
側
面
に
あ
る
こ
と
か
ら
，
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
が
損
傷
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

※
４
：
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
機
器
（
安
全
上
重
要
な
施
設
以
外
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
が
有
す
る
落
下
防
止
機
能
，
転
倒
防
止
機
能
が
喪
失
し
て
容
器
が
落
下
，
転
倒
し
て
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
が
飛
散
し
た
と
し
て
も
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量
は
 

平
常
運
転
時
と
同
等
で
あ
る
。
 

機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

プ ル ト ニ ウ ム の 閉 じ 込 め の 機 能
 

小
規

模
試

験
設

備
 

小
規

模
焼

結
処

理
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
分

析
第

３
室

 
〇

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

小
規

模
研

削
検

査
装

置
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
分

析
第

３
室

 
〇

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

資
材

保
管

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

 
静

的
 

分
析

第
３
室

 
〇

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
※
２
※
３
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

焼
結

設
備

 
焼

結
炉

 
静

的
 

ペ
レ

ッ
ト
加

工
第

２
室

 
〇

 
ペ

レ
ッ

ト
 

×
 

〇
 

―
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，
取

り
扱

う
核

燃
料

物
質

が
ペ

レ
ッ

ト
の

形
態

で
あ

る
た

め
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス

か
ら

工
程

室
に

漏
え

い
せ

ず
，
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

貯
蔵

容
器

一
時

保
管

設
備

 
混

合
酸

化
物

貯
蔵

容
器

 
静

的
 

貯
蔵

容
器

一
時

保
管

室
 

原
料

受
払

室
 

〇
 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

 
×

 
〇

 
―

 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

小
規

模
試

験
設

備
 

小
規

模
焼

結
処

理
装

置
 

静
的

 
分

析
第

３
室

 
〇

 

Ｍ
Ｏ

Ｘ
 

粉
末

，
 

ペ
レ

ッ
ト
 

×
 

〇
 

―
 

地
震

に
よ

り
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
13
／
24
）
 

【
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
閉
じ
込
め
の
機
能
】（

10
／
10
）
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機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 

 

選
定

 

結
果

 

核
燃

料
物

質
の

 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

排 気 経 路 の
 

維 持 機 能
 

グ
ロ

ー
ブ

ボ

ッ
ク

ス
排

気

設
備

 

安
全

上
重

要
な

施
設

の
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス

か
ら

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク

ス
排

風
機

ま
で

の
範

囲
 

静
的

 
燃

料
加

工
建

屋
内

 
〇

 
－

 
×

 
〇

* 
―

 

地
震

に
よ

り
排

気
経

路
の

維
持

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，
地

震

に
よ

り
工

程
及

び
全

送
排

風
機

が
停

止
し

，
核

燃
料

物
質

は
安

定

な
状

態
と

な
る

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

 

*地
下

３
階

の
工

程
室

か
ら

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
の

漏
え

い
を

防
止

す
る

た

め
の

範
囲

は
，
全

て
の

起
因

事
象

に
対

し
て

機
能

喪
失

し
な

い
。
 

－
 

窒
素

循
環

設
備

 

安
全

上
重

要
な

施
設

の
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス

に
接

続
す

る
窒

素
循

環
ダ

ク
ト
 

静
的

 
燃

料
加

工
建

屋
内

 
〇

 
－

 
×

 
〇

* 
―

 

地
震

に
よ

り
排

気
経

路
の

維
持

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，
地

震

に
よ

り
工

程
及

び
全

送
排

風
機

が
停

止
し

，
核

燃
料

物
質

は
安

定

な
状

態
と

な
る

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

*地
下

３
階

の
工

程
室

か
ら

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
の

漏
え

い
を

防
止

す
る

た

め
の

範
囲

は
，
全

て
の

起
因

事
象

に
対

し
て

機
能

喪
失

し
な

い
。
 

－
 

窒
素

循
環

フ
ァ

ン
 

静
的

 
冷

却
機

械
室

 
〇

 
－

 
×

 
―

 
―

 
全

て
の

起
因

事
象

に
対

し
て

機
能

喪
失

し
な

い
。
 

－
 

窒
素

循
環

冷
却

機
 

静
的

 
冷

却
機

械
室

 
〇

 
－

 
×

 
―

 
―

 
全

て
の

起
因

事
象

に
対

し
て

機
能

喪
失

し
な

い
。
 

－
 

 
 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

 
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
14
／
24
）
 

【
排
気
経
路
の
維
持
機
能
】（

１
／
１
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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  機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

Ｍ Ｏ Ｘ の 捕 集 ・
 

浄 化 機 能
 

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
気

設
備

 

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
気

フ

ィ
ル

タ
（安

全
上

重
要

な
施

設
の

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

に

付
随

す
る

も
の

。
） 

静
的

 

全
て

の
安

全
上

重
要

な
施

設
の

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

の
あ

る
工

程

室
 

〇
 

－
 

×
 

〇
* 

―
 

地
震

に
よ

り
Ｍ

Ｏ
Ｘ

の
捕

集
・浄

化
機

能
が

喪
失

す
る

が
，
地

震
に

よ

り
工

程
及

び
全

送
排

風
機

が
停

止
し

，
核

燃
料

物
質

は
安

定
な

状
態

と
な

る
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

*重
大

事
故

の
発

生
を

仮
定

す
る

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

の
排

気
に

係
る

範
囲

に
つ

い
て

は
，
全

て
の

起
因

事
象

に
対

し
て

機
能

喪
失

し
な

い
。
 

－
 

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
気

フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
 

静
的

 
排

気
フ

ィ
ル

タ
第

１
室

 
〇

 
－

 
×

 
―

 
―

 
全

て
の

起
因

事
象

に
対

し
て

機
能

喪
失

し
な

い
。
 

－
 

 
 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

 
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
15
／
24
）
 

【
Ｍ
Ｏ
Ｘ
の
捕
集
・
浄
化
機
能
】（

１
／
１
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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  機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

排 気 機 能
 

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
気

設
備

 

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
風

機
（排

気
機

能
の

維
持

に
必

要
な

回
路

を
含

む
。
） 

動
的

 
排

風
機

室
 

〇
 

－
 

×
 

〇
 

〇
 

地
震

及
び

多
重

故
障

よ
り
排

気
機

能
が

喪
失

し
た

と
し

て
も

，
核

燃
料

物

質
を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

 
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
16
／
24
）
 

【
排
気
機
能
】（

１
／
１
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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  機
能

 
設

備
 

安
全

上
重

要
な

施
設

 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

事 故 時 の 排 気 経 路 の 維 持 機 能 及 び 事 故 時 の 

Ｍ Ｏ Ｘ の 捕 集 ・ 浄 化 機 能 

－
 

・以
下

の
部

屋
で

構
成

す
る

区
域

の
境

界
の

構
築

物
 

原
料

受
払

室
，
原

料
受

払
室

前
室

，
粉

末
調

整
第

１
室

，
粉

末
調

整
第

２
室

，
粉

末
調

整
第

３
室

，
粉

末
調

整
第

４
室

，
粉

末
調

整
第

５
室

，
粉

末
調

整
第

６
室

，
粉

末
調

整
第

７
室

，
粉

末
調

整
室

前

室
，
粉

末
一

時
保

管
室

，
点

検
第

1
室

，
点

検
第

2
室

，
ペ

レ
ッ

ト

加
工

第
１
室

，
ペ

レ
ッ

ト
加

工
第

２
室

，
ペ

レ
ッ

ト
加

工
第

３
室

，
ペ

レ
ッ

ト
加

工
第

４
室

，
ペ

レ
ッ

ト
加

工
室

前
室

，
ペ

レ
ッ

ト
一

時
保

管

室
，
ペ

レ
ッ

ト
・ス

ク
ラ

ッ
プ

貯
蔵

室
，
点

検
第

3
室

，
点

検
第

4

室
，
現

場
監

視
第

１
室

，
現

場
監

視
第

２
室

，
ス

ク
ラ

ッ
プ

処
理

室
，
ス

ク
ラ

ッ
プ

処
理

室
前

室
，
分

析
第

３
室

 

静
的

 
各

工
程

室
 

×
 

―
 

―
 

―
 

―
 

全
て

の
起

因
事

象
に

対
し

て
機

能
喪

失
し

な
い

。
 

－
 

工
程

室

排
気

設

備
 

安
全

上
重

要
な

施
設

の
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
等

を
設

置
す

る
工

程

室
か

ら
工

程
室

排
気

フ
ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
ま

で
の

範
囲

 
静

的
 

燃
料

加
工

建
屋

内
 

×
 

―
 

×
 

〇
* 

―
 

地
震

に
よ

り
機

能
を

喪
失

し
て

も
，
核

燃
料

物
質

を
取

り
扱

わ
な

い
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

*地
下

３
階

の
工

程
室

か
ら

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
の

漏
え

い
を

防
止

す
る

た
め

の
範

囲
は

，
全

て
の

起
因

事
象

に
対

し
て

機
能

喪
失

し
な

い
。
 

－
 

工
程

室
排

気
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
 

静
的

 
排

気
フ

ィ
ル

タ
第

１
室

 
×

 
―

 
―

 
―

 
―

 
全

て
の

起
因

事
象

に
対

し
て

機
能

喪

失
し

な
い

。
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
〇

 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

 
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
17
／
24
）
 

【
事
故
時
の
排
気
経
路
の
維
持
機
能
及
び
事
故
時
の
Ｍ
Ｏ
Ｘ
の
捕
集
・
浄
化
機
能
】（

１
／
１
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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  機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

非 常 用 電 源 の 供 給 機 能
 

非
常

用

所
内

電

源
設

備
 

非
常

用
所

内
電

源
設

備
 

動
的

 
非

常
用

発
電

機
Ａ

室
 

非
常

用
発

電
機

Ｂ
室

 
×

 
－

 
×

 
〇

 
〇

 

地
震

及
び

多
重

故
障

に
よ

り
非

常
用

電
源

の
供

給
機

能
喪

が
喪

失
し

た
場

合
，
工

程
停

止
等

の
措

置
を

講
じ

る
こ

と
か

ら
，
重

大
事

故
に

進

展
し

な
い

。
 

－
 

 
 

 
 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

 
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
18
／
24
）
 

【
非
常
用
電
源
の
供
給
機
能
】（

１
／
１
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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  機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

熱 的 制 限 値 の 維 持 機 能
 

焼
結

設
備

 
焼

結
炉

内
部

温
度

高
に

よ
る

過
加

熱
防

止
回

路
 

動
的

 

ペ
レ

ッ
ト
加

工
第

２
室

 

南
第

２
制

御
盤

室
 

制
御

第
１
室

 

×
 

－
 

×
 

〇
 

〇
 

地
震

及
び

多
重

故
障

に
よ

り
熱

的
制

限
値

の
維

持
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

，
故

障
等

を
検

知
し

て
工

程
を

停
止

す
る

こ
と

か
ら

，
重

大
事

故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

小
規

模
試

験
設

備
 

小
規

模
焼

結
処

理
装

置

内
部

温
度

高
に

よ
る

過

加
熱

防
止

回
路

 

動
的

 
分

析
第

３
室

 

制
御

第
１
，
４
室

 
×

 
－

 
×

 
〇

 
〇

 

地
震

及
び

多
重

故
障

に
よ

り
熱

的
制

限
値

の
維

持
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

，
故

障
等

を
検

知
し

て
工

程
を

停
止

す
る

こ
と

か
ら

，
重

大
事

故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

 
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
19
／
24
）
 

【
熱
的
制
限
値
の
維
持
機
能
】（

１
／
１
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
  

 

7－添2－68



 

 

  機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

焼 結 炉 の 閉 じ 込 め に 関 連 す る 経 路 の 維 持 機 能
 

焼
結

設
備

 

排
ガ

ス
処

理
装

置
グ

ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

（上
部

） 
静

的
 

ペ
レ

ッ
ト
加

工
第

２

室
 

×
 

―
 

×
 

〇
 

―
 

地
震

に
よ

り
焼

結
炉

の
閉

じ
込

め
に

関
連

す
る

経
路

の
維

持
機

能
が

喪
失

し
た

と
し

て
も

，
場

合
，
核

燃
料

物
質

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
核

燃
料

物
質

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有

さ
な

い
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

排
ガ

ス
処

理
装

置
 

静
的

 
ペ

レ
ッ

ト
加

工
第

２

室
 

×
 

―
 

×
 

〇
 

―
 

地
震

に
よ

り
焼

結
炉

の
閉

じ
込

め
に

関
連

す
る

経
路

の
維

持
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

，
核

燃
料

物
質

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
核

燃

料
物

質
を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

小
規

模
試

験
設

備
 

小
規

模
焼

結
炉

排
ガ

ス

処
理

装
置

グ
ロ

ー
ブ

ボ

ッ
ク

ス
 

静
的

 
分

析
第

３
室

 
×

 
―

 
×

 
〇

 
―

 

地
震

に
よ

り
焼

結
炉

の
閉

じ
込

め
に

関
連

す
る

経
路

の
維

持
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

，
核

燃
料

物
質

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
核

燃

料
物

質
を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

小
規

模
焼

結
炉

排
ガ

ス

処
理

装
置

 
静

的
 

分
析

第
３
室

 
×

 
―

 
×

 
〇

 
―

 

地
震

に
よ

り
焼

結
炉

の
閉

じ
込

め
に

関
連

す
る

経
路

の
維

持
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

，
核

燃
料

物
質

が
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

が
，
核

燃

料
物

質
を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

 
 

 
 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

 
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
20
／
24
）
 

【
焼
結
炉
の
閉
じ
込
め
に
関
連
す
る
経
路
の
維
持
機
能
】（

１
／
１
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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  機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

水 素 濃 度 の
 

維 持 機 能
 

水
素

・ア

ル
ゴ

ン
混

合
ガ

ス
設

備
 

混
合

ガ
ス

水
素

濃
度

高
に

よ
る

混
合

ガ
ス

供
給

停
止

回
路

及
び

混
合

ガ
ス

濃
度

異
常

遮
断

弁
（焼

結
炉

系
，

小
規

模
焼

結
処

理
系

） 

動
的

 

混
合

ガ
ス

受
槽

室
 

混
合

ガ
ス

計
装

ラ
ッ

ク

室
 

×
 

－
 

×
 

〇
 

〇
 

地
震
及
び
多
重
故
障
に
よ
り
水
素
濃
度
の
維
持

機
能

が
喪

失
し

た

場
合

，
故

障
等

を
検

知
し

て
工

程
を

停
止

す
る

こ
と

か
ら

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

×
 

 
 

 
 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

 
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
21
／
24
）
 

【
水
素
濃
度
の
維
持
機
能
】（

１
／
１
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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  機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

焼 結 炉 等 内 の 負 圧 維 持 機 能
 

焼
結

設
備

 

排
ガ

ス
処

理
装

置
の

補
助

排
風

機
（安

全

機
能

の
維

持
に

必
要

な
回

路
を

含
む

。
） 

動
的

 
ペ

レ
ッ

ト
加

工
第

２
室

 
×

 
―

 
×

 
〇

 
〇

 

地
震
及
び
多
重
故
障
に
よ
り
焼
結
炉
等
内
の
負
圧
維
持

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，
核

燃
料

物
質

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

小
規

模
試

験
設

備
 

小
規

模
焼

結
炉

排
ガ

ス
処

理
装

置
の

補
助

排
風

機
（安

全
機

能

の
維

持
に

必
要

な
回

路
を

含
む

。
） 

動
的

 
分

析
第

３
室

 
×

 
―

 
×

 
〇

 
〇

 

地
震
及
び
多
重
故
障
に
よ
り
焼
結
炉
等
内
の
負
圧
維
持

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て

も
，
核

燃
料

物
質

を
地

下
階

か
ら

地
上

ま
で

放
出

す
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

た
め

重
大

事
故

に
進

展
し

な
い

。
 

－
 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

  
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
22
／
24
）
 

【
焼
結
炉
等
内
の
負
圧
維
持
機
能
】（

１
／
１
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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  機 能
 

設
備

 
安

全
上

重
要

な
施

設
 

機
能

の

特
性

 

（静
的

/

動
的

） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の
 

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

小 規 模 焼 結 処 理 装 置 の 加 熱 停 止 機 能
 

小
規
模
試

験
設
備
 

小
規
模
焼
結
処
理
装
置

へ
の
冷
却
水
流
量
低
に

よ
る
加
熱
停
止
回
路
 

動
的
 

分
析
第
３
室
 

制
御
第
１
，
４
室
 

×
 

－
 

×
 

〇
 

〇
 

地
震
及
び
多
重
故
障
に
よ
り
小
規
模
焼
結
処
理
装
置
の
加
熱
停
止

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，
故

障
等

を
検

知
し

て
工

程
を

停
止

す
る

こ

と
か

ら
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

 
 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

 
 

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
23
／
24
）
 

【
小
規
模
焼
結
処
理
装
置
の
加
熱
停
止
機
能
】（

１
／
１
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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機
能

 
設

備
 

安
全

上
重

要
な

施
設

 

機
能

の
特

性
 

（静
的

/動

的
） 

設
置

室
 

内
包

物
 

起
因

事
象

に
よ

る
 

機
能

喪
失

の
有

無
 

重
大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

 
選

定
 

結
果

 
核

燃
料

物
質

の

取
り
扱

い
 

可
燃

物
の

 
有

無
 

(潤
滑

油
) 

地
震

※
１
 

多
重
故
障

 

有
無

 
形

態
 

火 災 の 感 知 ・ 消 火 機 能 

火 災 防 護 設 備 

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

温
度

監

視
装

置
 

動
的

 

全
て

の
安

全
上

重

要
な

施
設

の
グ

ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

の
あ

る
工

程
室

 

×
 

―
 

×
 

〇
 

〇
 

地
震
又
は
多
重
故
障
に
よ
り
火
災
の
感
知
・
消
火

機
能

が
機

能
喪

失
し

，
発

生
し

た
火

災
が

継
続

し
た

場
合

、
重

大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

が
あ

る
。
 

〇
 

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

消
火

装

置
（安

全
上

重
要

な
施

設

の
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
の

消

火
に

関
す

る
範

囲
。
） 

動
的

 

全
て

の
安

全
上

重

要
な

施
設

の
グ

ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

の
あ

る
工

程
室

 

×
 

―
 

×
 

〇
 

〇
 

地
震
又
は
多
重
故
障
に
よ
り
火
災
の
感
知
・
消
火

機
能

が
機

能
喪

失
し

，
発

生
し

た
火

災
が

継
続

し
た

場
合

、
重

大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

が
あ

る
。
 

〇
 

延
焼

防
止

ダ
ン

パ
（安

全

上
重

要
な

施
設

の
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
の

排
気

系
に

設
置

す
る

も
の

。
） 

動
的

 

全
て

の
安

全
上

重

要
な

施
設

の
グ

ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

の
あ

る
工

程
室

 

×
 

―
 

×
 

〇
 

〇
 

地
震
又
は
多
重
故
障
に
よ
り
火
災
の
感
知
・
消
火

機
能

が
機

能
喪

失
し

，
発

生
し

た
火

災
が

継
続

し
た

場
合

、
重

大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

が
あ

る
。
 

〇
 

ピ
ス

ト
ン

ダ
ン

パ
（安

全
上

重
要

な
施

設
の

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

の
給

気
系

に
設

置
す

る
も

の
。
） 

動
的

 

全
て

の
安

全
上

重

要
な

施
設

の
グ

ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

の
あ

る
工

程
室

 

×
 

―
 

×
 

〇
 

〇
 

地
震
又
は
多
重
故
障
に
よ
り
火
災
の
感
知
・
消
火

機
能

が
機

能
喪

失
し

，
発

生
し

た
火

災
が

継
続

し
た

場
合

、
重

大

事
故

に
進

展
す

る
可

能
性

が
あ

る
。
 

〇
 

Ｍ Ｏ Ｘ の 捕 集 ・ 

浄 化 機 能 

グ ロ ー ブ ボ ッ ク ス 

排 気 設 備 

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

排
気

設

備
の

う
ち

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

の

閉
じ

込
め

の
機

能
を

有
す

る
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
の

給

気
側

の
う
ち

，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
の

閉
じ

込
め

機
能

維

持
に

必
要

な
範

囲
 

静
的

 

全
て

の
安

全
上

重

要
な

施
設

の
グ

ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

の
あ

る
工

程
室

 

×
 

―
 

×
 

〇
 

－
 

地
震
に
よ
り
Ｍ
Ｏ
Ｘ
の
捕
集
・
浄
化
機
能
が
喪
失
し
た

と
し
て
も
，

核
燃

料
物

質
が

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
が

，

核
燃

料
物

質
を

地
下

階
か

ら
地

上
ま

で
放

出
す

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
た

め
重

大
事

故
に

進
展

し
な

い
。
 

－
 

 
 

 

 
 

 

〇
 
： 

あ
り
 

×
 
： 

な
し

 

〇
 
： 

機
能

喪
失

あ
り
 

―
 
： 

機
能

喪
失

な
し

  

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

第
１
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
24
／
24
）
 

【
火
災
の
感
知
・
消
火
機
能
】（

１
／
１
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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重
大
事
故
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
 

安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
 

起
因
事
象
に
よ
り
安
全
機
能
喪
失
の

組
合
せ
が
発
生
す
る
可
能
性
 

安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
に
よ
る
重
大
事
故
に
進
展
す
る
可
能
性
 

選
定

結
果
 

区 分
 

安
全
機
能
１
 

安
全
機
能
２
 

安
全
機
能
３
 

地
震

※
１
 

多
重
故
障
 

臨 界 事 故
 

搬
送
す
る
核
燃
料
物

質
の
制
御
機
能
（
安

全
上
重
要
な
施
設
以

外
の
安
全
機
能
を
有

す
る
施
設
）
 

核
的
制
限
値
 

（
寸
法
）
の
 

維
持
機
能
 

 
〇
 

－
 

地
震
に
よ
り
安
全
機
能
１
及
び
２
が
喪
失
し
た
場
合
，
機
器
の
搬
送
機
能
が
喪
失
す
る
と
と
も
に
，
全
工
程
停
止
の
措
置
も
と
る
こ

と
か
ら
，
核
燃
料
物
質
は
搬
送
さ
れ
ず
，
臨
界
事
故
に
至
ら
な
い
。
 

×
１
 

単
一
ユ
ニ
ッ
ト
間
の

距
離
の
維
持
機
能
 

 
 

〇
 

－
 

地
震

に
よ

り
安

全
機

能
１
が

喪
失

し
た

場
合

，
仮

に
機

器
が

変
形

し
，
核

燃
料

物
質

間
の

距
離

が
制

限
さ

れ
た

条
件

か
ら

逸
脱

し
た

場
合

に

お
い

て
も

，
核

燃
料

物
質

は
構

造
材

で
隔

離
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

，
核

燃
料

物
質

同
士

が
近

接
す

る
こ

と
は

な
く
，
臨

界
事

故
に

至
ら

な

い
。
 

△
 

核
燃
料
物
質
の
誤
搬

入
防
止
機
能
（
安
全

上
重
要
な
施
設
以
外

の
安
全
機
能
を
有
す

る
施
設
）
 

 
 

〇
 

〇
 

地
震
に
よ
り
安
全
機
能
１
が
喪
失
し
た
場
合
，
核
燃
料
物
質
は
搬
入
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら

核
燃

料
物

質
の

誤
搬

入
に

は
至

ら
な

い
。
 

×
 

多
重

故
障

を
想

定
し

て
も

，
安

全
機

能
１
を

構
成

す
る

機
器

の
全

て
が

喪
失

す
る

こ
と

は
な

く
，
核

燃
料

物
質

の
誤

搬
入

に
は

至
ら

な

い
。
ま

た
，
技

術
的

な
想

定
を

超
え

て
，
核
燃
料
物
質
の
複
数
回
の
誤
搬
入
を
想
定
し
て
も
，
臨
界
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
状
態
に

到
達
す
る
ま
で
の
時
間
余
裕
が
長
く
，
異
常
の
検
知
及
び
進
展
防
止
可
能
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
臨
界
事
故
に
至
ら
な
い
。

 

△
 

〇
：
安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
発
生
可
能
性
あ
り
 

－
：
安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
発
生
可
能
性
な
し

 

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

第
２
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
）（

１
／
３
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
な
い
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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重
大
事
故
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
 

安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
 

起
因
事
象
に
よ
り
安
全
機
能
喪
失
の

組
合
せ
が
発
生
す
る
可
能
性
 

安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
に
よ
る
重
大
事
故
に
進
展
す
る
可
能
性
 

選
定

結
果
 

区 分
 

安
全
機
能
１
 

安
全
機
能
２
 

安
全
機
能
３
 

地
震

※
１
 

多
重
故
障
 

核 燃 料 物 質 を 閉 じ 込 め る 機 能 の 喪 失
  

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
閉

じ
込
め
の
機
能
 

排
気
機
能
 

 
〇
 

－
 

地
震

に
よ

り
安

全
機

能
１
及

び
２
が

喪
失

し
た

場
合

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
か

ら
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

可
能

性
が

あ
る

。
た

だ
し

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

へ
移

行
さ

せ
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

こ
と

か
ら

大
気

中
へ

の
放

射
性

物
質

の
放

出
に

は
至

ら
ず

，

重
大

事
故

へ
の

進
展

の
可

能
性

は
な

い
。
 

－
 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
閉

じ
込
め
の
機
能
 

排
気
機
能
 

事
故
時
の
排
気
経
路
の

維
持
機
能
 

〇
 

－
 

地
震

に
よ

り
安

全
機

能
１
，
２
，
３
が

喪
失

し
た

場
合

，
核

燃
料

物
質

が
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
等

及
び

排
気

経
路

か
ら

工
程

室
へ

漏
え

い
す

る

可
能

性
が

あ
る

。
た

だ
し

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
地

下
階

か
ら

地
上

へ
移

行
さ

せ
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

こ
と

か
ら

大
気

中
へ

の
放

射
性

物
質

の

放
出

に
は

至
ら

ず
，
重

大
事

故
へ

の
進

展
の

可
能

性
は

な
い

。
 

－
 

排
気
経
路
の
維
持
機

能
 

排
気
機
能
 

 
〇
 

－
 

地
震

に
よ

り
安

全
機

能
１
及

び
２
が

喪
失

し
た

場
合

，
放

射
性

エ
ア

ロ
ゾ

ル
が

排
気

経
路

か
ら

工
程

室
に

漏
え

い
す

る
可

能
性

が
あ

る
。
た

だ
し

，
放

射
性

エ
ア

ロ
ゾ

ル
を

地
下

階
か

ら
地

上
へ

移
行

さ
せ

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
こ

と
か

ら
建

屋
外

へ
の

放
出

に
は

至
ら

ず
，
重

大
事

故
へ

の
進

展
の

可
能

性
は

な
い

。
 

－
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
の
捕
集
・
浄

化
機
能
 

 
 

〇
 

－
 

地
震
に
よ
り
安
全
機
能
１
が
喪
失
し
た
場
合
，
放
射
性
物
質
が
高
性
能
エ
ア
フ
ィ
ル
タ
に
よ
り
捕
集
さ
れ
ず
に
大
気
中
へ
放
出
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
，
地
震
が
発
生
し
た
際
に
は
工
程
を
停
止
す
る
こ
と
，
基
準
地
震
動
を
超
え
る
地
震
動
の
地
震
の
発
生

時
に
は
全
送
排
風
機
を
停
止
す
る
こ
と
か
ら
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
に
は
至
ら
ず
，
重
大
事
故
へ
の
進
展
の
可
能
性
は

な
い
。
 

－
 

焼
結
炉
等
の
閉
じ
込

め
に
関
連
す
る
経
路

の
維
持
機
能
 

排
気
機
能
 

 
〇

 
－

 

地
震

に
よ

り
安

全
機

能
１
及

び
２
が

喪
失

し
た

場
合

，
核

燃
料

物
質

が
焼

結
炉

等
か

ら
工

程
室

に
漏

え
い

す
る

可
能

性
が

あ
る

。
た

だ
し

，

核
燃

料
物

質
を

地
下

階
か

ら
地

上
へ

移
行

さ
せ

る
駆

動
力

を
有

さ
な

い
こ

と
か

ら
大

気
中

へ
の

放
出

に
は

至
ら

ず
，
重

大
事

故
へ

の
進

展

の
可

能
性

は
な

い
。
 

－
 

焼
結
炉
等
の
閉
じ
込

め
に
関
連
す
る
経
路

の
維
持
機
能
 

排
気
機
能
 

事
故
時
の
排
気
経
路
の

維
持
機
能
 

〇
 

－
 

地
震

に
よ

り
安

全
機

能
１
，
２
及

び
３
が

喪
失

し
た

場
合

，
核

燃
料

物
質

が
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
等

及
び

排
気

経
路

か
ら

工
程

室
に

漏
え

い

す
る

可
能

性
が

あ
る

。
た

だ
し

，
核

燃
料

物
質

を
地

下
階

か
ら

地
上

へ
移

行
さ

せ
る

駆
動

力
を

有
さ

な
い

こ
と

か
ら

大
気

中
へ

の
放

出
に

は

至
ら

ず
，
重

大
事

故
へ

の
進

展
の

可
能

性
は

な
い

。
 

－
 

〇
：
安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
発
生
可
能
性
あ
り
 

－
：
安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
発
生
可
能
性
な
し

 

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

第
２
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
）（

２
／
３
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
る
設
計
の
設
備
・
機
器
以
外
の
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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重
大
事
故
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
 

安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
 

起
因
事
象
に
よ
り
安
全
機
能
喪
失
の

組
合
せ
が
発
生
す
る
可
能
性
 

安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
に
よ
る
重
大
事
故
に
進
展
す
る
可
能
性
 

選
定

結
果
 

区 分
 

安
全
機
能
１
 

安
全
機
能
２
 

安
全
機
能
３
 

地
震

※
１
 

多
重
故
障
 

核 燃 料 物 質 を 閉 じ 込 め る 機 能 の 喪 失
  

容
器
の
落
下
防
止
機

能
（
安
全
上
重
要
な

施
設
以
外
の
安
全
機

能
を
有
す
る
施
設
）
 

 
 

〇
 

〇
 

地
震

及
び

多
重

故
障

に
よ

り
安

全
機

能
１
が

喪
失

し
た

場
合

，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
内

で
容

器
が

落
下

す
る

が
，
内

装
機

器
と

衝
突

す
る

こ

と
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
パ

ネ
ル

は
側

面
に

あ
る

こ
と

か
ら

，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
は

破
損

し
な

い
た

め
，
重

大
事

故
へ

の
進

展
の

可
能

性
は

な
い

。
 

－
 

容
器
の
落
下
防
止
機

能
又
は
転
倒
防
止
機

能
（
安
全
上
重
要
な

施
設
以
外
の
安
全
機

能
を
有
す
る
施
設
）
 

 
 

〇
 

〇
 

地
震

及
び

多
重

故
障

に
よ

り
安

全
機

能
１
が

喪
失

し
た

場
合

，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
内

で
容

器
が

落
下

又
は

転
倒

し
，
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス

内
で

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

飛
散

す
る

が
，
大

気
中

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

量
は

平
常

運
転

時
と

同
等

で
あ

る
た

め
，
重

大
事

故
へ

の
進

展

の
可

能
性

は
な

い
。
 

×
３
 

火
災
の
発
生
防
止
の

機
能
（
安
全
上
重
要

な
施
設
以
外
の
安
全

機
能
を
有
す
る
施

設
）
 

火
災
の
感
知
・
消
火
機

能
 

 
〇
 

〇
 

地
震
に
よ
り
安
全
機
能
１
及
び
２
が
喪
失
し
て
も
火
災
は
発
生
は
想
定
さ
れ
な
い
が
，
技
術
的
な
想
定
を
超
え
て
火
災
の
発
生
を
想

定
し
た
場
合
，
場
合
，
火
災
が
消
火
さ
れ
ず
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
が
有
す
る
「
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
閉
じ
込

め
の
機
能
」
が
喪
失
し
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
。

 

〇
 

多
重
故
障
に
よ
り
，
安
全
機
能
２
が
喪
失
し
た
と
し
て
も
，
安
全
機
能
１
は
喪
失
し
な
い
た
め
，
重
大
事
故
に
進
展
し
な
い
。
し
か

し
，
技
術
的
な
想
定
を
超
え
て
，
火
災
が
発
生
し
た
状
態
（
安
全
機
能
１
が
喪
失
し
た
状
態
）
で
，
安
全
機
能
２
が
喪
失
し
て
い
る

と
，
発
生
し
た
火
災
が
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
。

 

〇
 

〇
：
安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
発
生
可
能
性
あ
り
 

－
：
安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
発
生
可
能
性
な
し

 

〇
：
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
事
象
 
 
 
 

△
：
評
価
に
よ
っ
て
事
故
に
至
ら
な
い
事
象
 
 
 

×
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
で
収
束
可
能
 
 
 

×
２
：
時
間
余
裕
に
よ
り
安
全
機
能
の
復
旧
可
能
 

×
３
：
公
衆
へ
の
影
響
が
平
常
運
転
時
と
同
程
度
 

－
：
重
大
事
故
事
象
選
定
対
象
外
 
 
 
 
 
 
  

第
２
表
 
重
大
事
故
の
選
定
結
果
（
安
全
機
能
喪
失
の
組
合
せ
）（

３
／
３
）
 

※
１
：
基
準
地
震
動
の

1.
2
倍
の
地
震
動
に
対
し
て
機
能
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
る
設
計
の
設
備
・
機
器
以
外
の
設
備
・
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
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第３表 重大事故の発生を仮定する機器の特定選定結果 

 

機器名称 基数 地震 多重故障 備考 

予備混合装置グローブボックス １ 〇 〇 地震の場合，８基のグロ

ーブボックスにおいて火

災が発生することを仮定

する。 

多重故障の場合，１基の

グローブボックスにおい

て火災が発生することを

仮定する。 

均一化混合装置グローブボックス １ 〇 〇 

造粒装置グローブボックス １ 〇 〇 

添加剤混合装置グローブボックス ２ 〇 〇 

回収粉末処理・混合装置グローブボ

ックス 
１ 〇 〇 

プレス装置（プレス部）グローブボ

ックス 
２ 〇 〇 

〇：重大事故の起因として想定する事象 

×：重大事故の起因とならない事象 

  

7－添2－77



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 重大事故の発生を仮定する機器の特定フロー 

要因ごとに安全機能喪失状態を特定 

安全機能の喪失又は 
その組合せが発生するか？ 

No 

Yes 

設備ごとの安全機能の整理 

異常の発生防止機能、異常の拡大防止及び
影響緩和機能 

安全機能喪失に至る要因の整理 

運転管理等を考慮した候補事象の

抽出 

ステップ３： 
重大事故の発生を仮定する 
機器の特定 

ステップ１： 
設備ごとの安全機能の整理と 
機能喪失により発生する事故の分析 

重大事故の発生を仮定する機器として特定 

事故（大気中への放射性物質
の放出）に至るか？ 

 
重大事故に至るか？ 

事故が発生しないため 

重大事故には至らない 

設計基準の事象 

Yes 

No 

Yes 

ステップ２： 
安全機能喪失状態の特定 

機能が維持されるため重

大事故に至らない 

No 

重大事故の起因 

適用 
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ＭＯＸ燃料加工施設における仮想的な 

臨界事故の評価について  



イ．はじめに 

当社が計画しているウラン・プルトニウム混合酸化物（以下「ＭＯＸ」

という。）燃料加工施設は，主要な工程は乾式であり，十分な臨界防止対

策が講じられていることから，技術的な観点から臨界事故の可能性を検討

した結果，臨界事故の発生が想定されない施設である(１)。 

しかしながら，平成14年４月11日に原子力安全委員会で決定された「ウ

ラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設に対する仮想的な臨界事故の

評価について」に従い，念のため，臨界事故を仮想し，一般公衆に放射線

障害を与えない施設であることを確認するために評価を実施した。 

なお，仮想的な臨界事故の評価に当たっては，「ウラン・プルトニウム

混合酸化物燃料加工施設に対する仮想的な臨界事故の評価について」の別

紙「仮想的な臨界事故の評価方法について」（以下「仮想的な臨界事故評

価方法について」という。）に従って，事故の設定及び被ばく評価を実施

した。 
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ロ．事故の設定 

事故の発生箇所については，ＭＯＸ粉末を取り扱う設備・機器のうち最

大容積となる成形施設の粉末調整工程の二次混合設備の均一化混合装置

（以下「均一化混合装置」という。）とする。 

また，総核分裂数は，「仮想的な臨界事故評価方法について」に記載の

最大値である５×1018個とする。 
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ハ．判断のめやす 

仮想的な臨界事故を評価し，ＭＯＸ燃料加工施設が一般公衆に放射線障

害を与えない施設であることを確認するに当たっては，「仮想的な臨界事

故評価方法について」に示された「原子炉立地審査指針」及び「原子炉立

地審査指針を適用する際に必要な暫定的な判断のめやす」に関する「非居

住区域」に係るめやす線量を参考とするほか，「核燃料施設の立地評価上

必要なプルトニウムに関するめやす線量について」を参考とし，判断のめ

やすを以下のとおりとする。 

(イ) 「非居住区域」に係る「ある距離の範囲」を判断するためのめやすと

して，以下の線量を用いる。 

(１) 甲状腺（小児）に対して1.5Sv 

(２) 全身に対して0.25Sv 

 

(ロ) 着目する必要のある各組織別の「めやす線量」として，以下の線量を

用いる。 

(１) 骨の「めやす線量」は，骨表面近くの細胞の線量として2.4Sv 

(２) 肺の「めやす線量」は，３Sv 

(３) 肝の「めやす線量」は，５Sv 
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ニ．被ばく評価の種類 

(イ) 敷地境界外での以下の線量を求め，「原子炉立地審査指針」に記載さ

れている「非居住区域」に係るめやす線量と比較し，一般公衆に放射線

障害を与えない施設であることを確認する。 

(１) 大気中に放出される放射性物質による敷地境界外での被ばく（放射

性物質吸入による内部被ばく及び放射性雲からのガンマ線による外部

被ばく）に係る甲状腺（小児）の等価線量及び放射性雲からのガンマ

線等による全身に対する線量を求める。 

(２) ガンマ線等の直接線及びスカイシャイン線による敷地境界外での甲

状腺（小児）の等価線量及び全身に対する線量を求める。 

(ロ) 敷地境界外での以下の等価線量を求め，「核燃料施設の立地評価上必

要なプルトニウムに関するめやす線量について」に記載されているめや

す線量と比較し，一般公衆に放射線障害を与えない施設であることを確

認する。 

(１) 大気中に放出される放射性物質による敷地境界外での被ばく（放射

性物質吸入による内部被ばく及び放射性雲からのガンマ線による外部

被ばく）に係る骨，肺及び肝の等価線量を求める。 

(２) ガンマ線等の直接線及びスカイシャイン線による敷地境界外での骨，

肺及び肝の等価線量を求める。 
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ホ．線量評価の条件 

仮想的な臨界事故による放射性物質の移行と放出量の評価は，以下の仮

定により行う。 

(イ) 臨界に伴って新たに生成する放射性物質量は，次式で算出する。 

     ｑｉ＝λｉ･Ｙｉ･Ｐ ····························· （１） 

ここで， 

      ｑｉ：ｉ核種の生成量（Bq） 

      λｉ：ｉ核種の崩壊定数（s-1） 

      Ｙｉ：ｉ核種の収率（－） 

      Ｐ ：核分裂数（５×1018個） 

希ガスについては，希ガスによる影響が大きくなるようにウラン－

235の核分裂を想定する。よう素については，よう素による影響が大き

くなるようにプルトニウム－239の核分裂を想定する。 

均一化混合装置における仮想的な臨界事故時の放射性物質生成量及び

諸定数を第１表に示す。 

 

(ロ) 均一化混合装置におけるＭＯＸ粉末量は270kg・ＭＯＸ（kg・ＭＯＸ

はＭＯＸの質量の合計を表す。以下同じ。）とする。ここで，プルトニ

ウム富化度は最大の18％を想定し，プルトニウム量は43kg・ＨＭ（kg・

ＨＭは，金属質量を表す。）とする。 

 

(ハ) 気相中に放出される放射性物質の割合は以下のとおりとする。 

      希ガス      臨界に伴う生成量の100％(２) 

      よう素      臨界に伴う生成量の100％(２) 

      ＭＯＸ粉末    270kg・ＭＯＸの0.07％(３) 
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(ニ) 放射性物質を含む気体は，グローブボックス排気設備を経て排気筒の

排気口から放出されるものとする。 

 

(ホ) グローブボックス排気設備の高性能エアフィルタ２段は，均一化混合

装置を設置している粉末調整第５室から離れた排気フィルタ第１室に設

置しており事故の影響を受けないため健全であり，高性能エアフィルタ

２段の捕集効率を99.999％(４)とする。 

希ガス及びよう素は，高性能エアフィルタで捕集されずに100％放出

されるものとする。 

上記の解析条件に基づいて計算した一般公衆の線量に寄与する放射性物

質の大気中への放出量は，第２表のとおりである。 
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ヘ．線量の計算 

(イ) 評価の前提 

(１) 相対濃度 

仮想的な臨界事故時に放出される放射性物質が，敷地周辺の一般公

衆に及ぼす影響を評価するに当たって，放射性物質の大気拡散状態を

推定するのに必要な気象状態については，現地における出現頻度から

みて，これより悪い条件がめったに現れないと言えるものを選ばなけ

ればならない。 

そこで，仮想的な臨界事故時における影響評価に用いる放射性物質

の相対濃度（以下，「χ/Ｑ」という。）を，地上高10ｍ（標高69ｍ）

における2013年４月から2014年３月までの１年間の観測資料を使用し

て求めた。すなわち，（２）式に示すように風向，風速，大気安定度

及び実効放出継続時間を考慮したχ/Ｑを求め，方位別にその値の小

さい方からの累積度数を年間のデータ数に対する出現頻度（％）とし

て表すことにする。横軸にχ/Ｑを，縦軸に累積出現頻度をとり，着

目方位ごとにχ/Ｑの累積出現頻度分布を書き，この分布から，累積

出現頻度が97％に当たるχ/Ｑを方位別に求め，そのうち最大のもの

を仮想的な臨界事故時における影響評価に使用する相対濃度とする。 

ただし，χ/Ｑの計算の着目地点は，各方位とも敷地境界とし，着

目地点以遠でχ/Ｑが最大になる場合は，そのχ/Ｑを着目地点におけ

る当該時刻のχ/Ｑとする。 

χ/Ｑ＝ 
１ Ｔ 

Σ 
ｉ＝１ 

(χ/Ｑ)ｉ･δｉ ························· （２） 
Ｔ 

ここで， 

 χ/Ｑ  ：実効放出継続時間中の相対濃度（s/ｍ3） 
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 Ｔ   ：実効放出継続時間（h） 

 (χ/Ｑ)ｉ：時刻ｉにおける相対濃度（s/ｍ3） 

 δｉ  ：時刻ｉにおいて風向が当該方位にあるとき 

      δｉ＝１ 

      時刻ｉにおいて風向が他の方位にあるとき 

      δｉ＝０ 

(χ/Ｑ)ｉの計算に当たっては，方位内で風向軸が一定と仮定して

（３）式で計算する。 

(χ/Ｑ)ｉ＝ 
１ 

exp(－ 
Ｈ2 

) ········· （３） 
π･σｙｉ･σｚｉ･Ｕｉ 2σｚｉ

2 

ここで， 

 σｙｉ：時刻ｉにおける濃度分布の水平方向の拡がりの 

     パラメータ（ｍ） 

 σｚｉ：時刻ｉにおける濃度分布の高さ方向の拡がりの 

     パラメータ（ｍ） 

 Ｕｉ ：時刻ｉにおける風速（ｍ/s） 

 Ｈ  ：放出源の有効高さ（ｍ） 

方位別χ/Ｑの累積出現頻度の計算に使用する風向風速は，地表付

近の風を代表する地上高10ｍ（標高69ｍ）の風向風速とする。静穏の

場合には風速を0.5ｍ/sとして計算し，その風向は静穏出現前の風向

を使用する。 

また，放出源の有効高さは０ｍとする。 

以上により求めた方位別χ/Ｑの累積出現頻度を第１図及び第２図

に示す。 

これらの図から，臨界事故の影響評価に使用するχ/Ｑは，8.1×
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10-5s/ｍ3となる。 

(２) 相対線量 

放射性雲からのガンマ線による空気カーマについては，χ/Ｑの代

わりに空間濃度分布とガンマ線による空気カーマ計算モデルを組み合

わせた相対線量（以下，「Ｄ/Ｑ」という。）をχ/Ｑと同様な方法で

求めて使用する。ただし，空間濃度分布の計算に当たっては，方位内

で風方向軸が一定と仮定する。ガンマ線による空気カーマの計算には，

（４）式を使用する。 

Ｄγ＝Ｋ１･Ｅγ･μen 




0

∞ 

 



-∞

 ∞ 

 



0

∞ｅ-μｒ

4πｒ2 

･Ｂ(μｒ)･χ(ｘ,ｙ,ｚ)ｄｘｄｙｄｚ ······· （４） 

ここで， 

      Ｄγ：計算地点（ｘ',ｙ',０）におけるガンマ線による 

         空気カーマ率（μGy/h） 

      Ｋ１：空気カーマ率への換算係数 

         （4.46×10-4 
dis･ｍ3･μGy

ＭeＶ･Bq･h
） 

      Ｅγ：ガンマ線の実効エネルギー（ＭeＶ/dis） 

      μen：空気に対するガンマ線の線エネルギー吸収係数（ｍ-1） 

      ｒ ：放射性雲中の点（ｘ,ｙ,ｚ）から計算地点 

         （ｘ',ｙ',０）までの距離（ｍ） 

         ｒ＝ (ｘ'－ｘ)2＋(ｙ'－ｙ)2＋(０－ｚ)2 

      μ ：空気に対するガンマ線の線減衰係数（ｍ-1） 

   Ｂ(μｒ) ：空気に対するガンマ線の再生係数 

         Ｂ(μｒ)＝１＋αＢ･(μｒ)＋βＢ･(μｒ)2＋γＢ･(μｒ)3 
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 χ(ｘ,ｙ,ｚ) ：放射性雲中の点（ｘ,ｙ,ｚ）における放射性物質の濃度 

         （Bq/ｍ3） 

空気カーマ率の計算に当たっては，評価対象核種から放出されるガ

ンマ線エネルギーの相違を考慮し，評価対象核種のガンマ線の代表エ

ネルギーとして0.5ＭeＶに対する線エネルギー吸収係数，線減衰係数

及び再生係数を用い，ガンマ線の実効エネルギーを0.5ＭeＶ/disとし

て計算した値に，0.5ＭeＶ/disに対する各評価対象核種のガンマ線実

効エネルギーの比を乗じて，空気カーマ率を求める。 

このため，μen，μ，αＢ，βＢ，γＢについては，0.5ＭeＶのガン

マ線に対する値を以下のとおりとする。 

μen＝3.84×10-3ｍ-1，μ＝1.05×10-2ｍ-1 

αＢ＝1.000，βＢ＝0.4492，γＢ＝0.0038 

以上により求めた方位別Ｄ/Ｑの累積出現頻度を第３図及び第４図

に示す。 

これらの図から，臨界事故の影響評価に使用するＤ/Ｑは，6.5×10-

19Gy/Bqとなる。 

(３) 大気中へ放出される放射性物質による線量 

排気口から大気中へ放出される放射性物質による線量の計算は，以

下の仮定に基づいて行う。 

① 放射性物質吸入による内部被ばくに係る線量 

χ/Ｑに放射性物質の全放出量を乗じて敷地境界外の地表空気中

濃度を求め，これを吸入するものとして内部被ばくに係る線量を

計算する。 

② 放射性雲からのガンマ線等による外部被ばくに係る線量 

ガンマ線による外部被ばくに係る線量については，Ｄ/Ｑに放射
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性物質の全放出量（ガンマ線実効エネルギー0.5ＭeＶ換算値）を

乗じて求める。 

ベータ線外部被ばくに係る線量については，ベータ線の飛程が短

いことより，サブマージョンモデルを用いて計算する。 

(４) ガンマ線等の直接線及びスカイシャイン線による線量 

臨界に伴って発生した核分裂により放射されるガンマ線及び中性子

線を線源と考え，これによる外部被ばくに係る線量の計算を以下の仮

定に基づいて行う。

① 中性子線は，評価が保守側になるようにプルトニウム－239の核分

裂に伴い放射されることを想定する。核分裂当たりのガンマ線及び中

性子線のエネルギー範囲別発生数は，文献(５)(６)に基づき設定し，第

３表に示すとおりとする。 

② ガンマ線及び中性子線は，均一化混合装置から放射される。均一化

混合装置は，地下階に設置されており，部屋壁，建物外壁等のしゃへ

い効果が期待できるが，ここでは保守側の評価として厚さ1.8ｍの普

通コンクリートを考慮する。 

 

(ロ) 解析方法 

(１) 大気中へ放出される放射性物質による線量 

敷地境界外の線量は以下の方法で計算する。 

① 放射性物質吸入による内部被ばくに係る線量 

(ＤＢ,Ｔ)ｊ＝Ｒ･χ/Ｑ･
ｉ

 {Ｑｉ･(Ｈ50,Ｔ)ｉ,ｊ} ············· （５） 

ここで， 

       (ＤＢ,Ｔ)ｊ：着目する組織ｊの内部被ばくに係る等価線量（Sv） 

7－添3－11



 

  

         Ｒ  ：呼吸率（ｍ3/s） 

呼吸率Ｒは，「発電用軽水型原子炉施設の安全評

価に関する審査指針」に基づき活動期間中の呼吸

率を用いる。 

骨，肺，肝の等価線量の場合 

Ｒ＝3.33×10-4ｍ3/s (７) 

甲状腺（小児）の場合 

Ｒ＝8.61×10-5ｍ3/s (７) 

        χ/Ｑ  ：相対濃度（s/ｍ3） 

        Ｑｉ  ：核種ｉの事故期間中の大気放出量（Bq） 

     (Ｈ50,Ｔ)ｉ,ｊ：核種ｉの吸入摂取による着目する組織ｊに対する 

             内部被ばくによる等価線量への換算係数 

             （Sv/Bq）(８) 

② 放射性雲からのガンマ線等による外部被ばくに係る線量 

敷地境界外におけるガンマ線外部被ばくに係る線量Ｄｒ（Sv）は，

次式で計算する。 

Ｄｒ＝Ｋ･Ｄ/Ｑ･Ｑｒ ································ （６） 

ここで， 

     Ｋ ：空気カーマから線量への換算係数(９)(10)（Sv/Gy） 

        全身に対する線量の場合 Ｋ＝１ 

        骨以外の組織の場合   Ｋ＝１ 

        骨の組織の場合     Ｋ＝２ 

    Ｄ/Ｑ ：相対線量（Gy/Bq） 

     Ｑｒ：事故期間中の放射性物質の大気放出量（Bq） 

        （ガンマ線実効エネルギー0.5ＭeＶ換算値） 
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また，放射性雲からのベータ線による外部被ばくに係る線量Ｄβ

（Sv）は，ベ－タ線の飛程が短いことより，サブマージョンモデルに

基づき皮膚の等価線量を計算し，これに組織荷重係数（0.01）(９)を

乗じることにより次式で求める。 

Ｄβ＝0.5･Ｋ１･Ｋβ･Ｅβ･χ/Ｑ･Ｑβ･ 
10-6

3600
･0.01 ········· （７） 

ここで， 

Ｋ１：空気吸収線量への換算係数 

（4.46×10-4
dis･ｍ3･μGy

ＭeＶ･Bq･h
） 

Ｋβ：ベータ線空気吸収線量から皮膚の等価線量への換算係数 

（1.25Sv/Gy）(11) 

Ｅβ：ベータ線の実効エネルギー（ＭeＶ/dis） 

χ/Ｑ：相対濃度（s/ｍ3） 

Ｑβ：事故期間中の放射性物質の大気放出量（Bq） 

(２) ガンマ線等の直接線及びスカイシャイン線による線量

臨界に伴い放射されるガンマ線及び中性子線による外部被ばくに係

る骨，肺，肝及び甲状腺（小児）の等価線量の計算は，ＡＮＩＳＮコ

ード(12)で放射線束を算出し，国際放射線防護委員会のICRP 

Publication74（９）の換算係数を用いて行う。なお，甲状腺（小児）

の等価線量への換算係数は，甲状腺の値を使用する。また，全身に対

する線量の計算は，ガンマ線については国際放射線防護委員会のICRP 

Publication74(９)及び「平成12年科学技術庁告示第５号」の換算係数

を，中性子線については「平成12年科学技術庁告示第５号」の換算係

数を用いて行う。 
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(ハ) 線量の評価結果

上記の(イ) 評価の前提及び(ロ) 解析方法に基づいて評価した敷地

境界外の線量は以下のとおりである。 

骨の等価線量 6.9×10-3Sv 

肺の等価線量 5.3×10-3Sv 

肝の等価線量 3.5×10-3Sv 

甲状腺（小児）の等価線量 4.6×10-2Sv 

全身に対する線量     3.6×10-3Sv 

なお，ガンマ線等の直接線及びスカイシャイン線による甲状腺の等価

線量は1.2×10-6Sv程度であり，無視できる程度である。 
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ト．結論 

平成14年４月11日に原子力安全委員会で決定された「ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物燃料加工施設に対する仮想的な臨界事故の評価について」

に従い臨界事故を仮想し評価した結果，「仮想的な臨界事故評価方法につ

いて」の判断のめやすに示された線量を十分下回り，ＭＯＸ燃料加工施設

は一般公衆に放射線障害を与えない施設であることを確認した。 
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第１表 均一化混合装置における仮想的な臨界事故時の 

放射性物質生成量及び諸定数(13)(14)(15)(16) 

 

核種 （Ｘ+γ）線 

実効ｴﾈﾙｷﾞｰ

(ＭeＶ/dis) 

半減期 

 

崩壊定数 

（s-1） 

Ｕ－ 

235 

収率 

（％） 

Ｐｕ－ 

239 

収率 

（％） 

生成量 

（ＧBq） 

0.5ＭeＶ 

換算生成量 

（ＧBq） 

よう素        

Ｉ－129 0.024 1.57×107y 1.40×10-15 0.66 1.51 1.06×10-7 5.07×10-9 

Ｉ－131 0.381 8.06d 9.95×10-7 2.84 3.74 1.86×102 1.42×102 

Ｉ－132 2.253 2.28h 8.44×10-5 4.21 5.27 2.23×104 1.00×105 

Ｉ－133 0.608 20.8h 9.26×10-6 6.77 6.93 3.21×103 3.90×103 

Ｉ－134 2.750 52.6min 2.20×10-4 7.61 7.29 8.01×104 4.40×105 

Ｉ－135 1.645 6.61h 2.91×10-5 6.41 6.31 9.19×103 3.02×104 

 小計     1.15×105 5.75×105 

希ガス        

Ｋｒ－83m 0.0025 1.83h 1.05×10-4 0.53 0.29 2.79×103 1.39×101 

Ｋｒ－85m 0.159 4.48h 4.30×10-5 1.31 0.55 2.82×103 8.95×102 

Ｋｒ－85 0.0022 10.73y 2.05×10-9 0.29 0.13 2.97×10-2 1.31×10-4 

Ｋｒ－87 0.793 76.3min 1.51×10-4 2.54 0.95 1.92×104 3.05×104 

Ｋｒ－88 1.950 2.80h 6.88×10-5 3.58 1.32 1.23×104 4.80×104 

Ｋｒ－89 2.067 3.18min 3.63×10-3 4.68 1.46 8.50×105 3.51×106 

Ｘｅ－131m 0.020 11.9d 6.74×10-7 0.040 0.052 1.35 5.39×10-2 

Ｘｅ－133m 0.042 2.25d 3.57×10-6 0.19 0.23 3.39×101 2.85 

Ｘｅ－133 0.045 5.29d 1.52×10-6 6.77 6.97 5.13×102 4.62×101 

Ｘｅ－135m 0.432 15.65min 7.38×10-4 1.06 1.56 3.91×104 3.38×104 

Ｘｅ－135 0.250 9.083h 2.12×10-5 6.63 7.47 7.03×103 3.51×103 

Ｘｅ－137 0.181 3.83min 3.02×10-3 6.13 6.24 9.24×105 3.35×105 

Ｘｅ－138 1.183 14.17min 8.15×10-4 6.28 4.89 2.56×105 6.06×105 

 小計     2.11×106 4.57×106 

 合計     2.23×106 5.15×106 
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第２表 放射性物質の大気中への放出量 

 

核種 放出量 

（Bq） 

 核種 放出量 

（ＧBq） 

0.5ＭeＶ換算 

放出量（ＧBq） 

Ｐｕ－238 8.41×107 よう素   

Ｐｕ－239 4.47×106 Ｉ－129 1.06×10-7 5.07×10-9 

Ｐｕ－240 8.04×106 Ｉ－131 1.86×102 1.42×102 

Ｐｕ－241 1.77×109 Ｉ－132 2.23×104 1.00×105 

Ａｍ－241 2.00×107 Ｉ－133 3.21×103 3.90×103 

合計 1.89×109 Ｉ－134 8.01×104 4.40×105 

  Ｉ－135 9.19×103 3.02×104 

  小計 1.15×105 5.75×105 

  希ガス   

  Ｋｒ－83m 2.79×103 1.39×101 

  Ｋｒ－85m 2.82×103 8.95×102 

  Ｋｒ－85 2.97×10-2 1.31×10-4 

  Ｋｒ－87 1.92×104 3.05×104 

  Ｋｒ－88 1.23×104 4.80×104 

  Ｋｒ－89 8.50×105 3.51×106 

  Ｘｅ－131m 1.35 5.39×10-2 

  Ｘｅ－133m 3.39×101 2.85 

  Ｘｅ－133 5.13×102 4.62×101 

   Ｘｅ－135m 3.91×104 3.38×104 

   Ｘｅ－135 7.03×103 3.51×103 

   Ｘｅ－137 9.24×105 3.35×105 

   Ｘｅ－138 2.56×105 6.06×105 

   小計 2.11×106 4.57×106 

   合計 2.23×106 5.15×106 
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第３表 核分裂当たりのガンマ線及び中性子線の 

エネルギー範囲別発生数（１／３） 

（ガンマ線）(５) 

上限エネルギー 

（ＭeＶ） 

核分裂当たりの 

ガンマ線発生数 

（γ/fission） 

1.40×101 0.00 

1.20×101 0.00 

1.00×101 0.00 

8.00 0.00 

6.50 1.20×10-2 

5.00 5.80×10-2 

4.00 1.59×10-1 

3.00 2.45×10-1 

2.50 5.90×10-1 

2.00 7.30×10-1 

1.66 9.58×10-1 

1.33 1.37 

1.00 2.25 

8.00×10-1 3.66 

6.00×10-1 3.66 

4.00×10-1 1.34 

3.00×10-1 1.33 

2.00×10-1 1.20 

1.00×10-1 3.70×10-1 

5.00×10-2 1.68×10-1 

計 1.81×101 
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第３表 核分裂当たりのガンマ線及び中性子線の 

エネルギー範囲別発生数（２／３） 

（中性子（１／２））(６)(17) 

上限エネルギー 

（ＭeＶ） 

核分裂当たりの 

中性子線発生数 

（ｎ/fission） 

上限エネルギー 

（ＭeＶ） 

核分裂当たりの 

中性子線発生数 

（ｎ/fission） 

1.49×101 1.97×10-4 1.22 1.17×10-1 

1.35×101 5.26×10-4 1.11 1.08×10-1 

1.22×101 1.25×10-3 1.00 9.93×10-2 

1.11×101 2.66×10-3 9.07×10-1 9.05×10-2 

1.00×101 5.17×10-3 8.21×10-1 8.20×10-2 

9.05 9.23×10-3 7.43×10-1 7.39×10-2 

8.19 1.53×10-2 6.72×10-1 6.63×10-2 

7.41 2.36×10-2 6.08×10-1 5.92×10-2 

6.70 3.43×10-2 5.50×10-1 5.27×10-2 

6.07 4.72×10-2 4.98×10-1 4.67×10-2 

5.49 6.19×10-2 4.50×10-1 4.13×10-2 

4.97 7.75×10-2 4.08×10-1 3.64×10-2 

4.49 9.34×10-2 3.69×10-1 3.21×10-2 

4.07 1.09×10-1 3.34×10-1 2.81×10-2 

3.68 1.22×10-1 3.02×10-1 2.46×10-2 

3.33 1.34×10-1 2.73×10-1 2.16×10-2 

3.01 1.43×10-1 2.47×10-1 1.88×10-2 

2.73 1.49×10-1 2.24×10-1 1.64×10-2 

2.47 1.52×10-1 2.02×10-1 1.43×10-2 

2.23 1.53×10-1 1.83×10-1 1.24×10-2 

2.02 1.51×10-1 1.66×10-1 1.08×10-2 

1.83 1.47×10-1 1.50×10-1 9.38×10-3 

1.65 1.41×10-1 1.36×10-1 8.14×10-3 

1.50 1.34×10-1 1.23×10-1 7.05×10-3 

1.35 1.26×10-1 1.11×10-1 1.37×10-2 
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第３表 核分裂当たりのガンマ線及び中性子線の 

エネルギー範囲別発生数（３／３） 

（中性子（２／２））(６)(17) 

上限エネルギー 

（ＭeＶ） 

核分裂当たりの 

中性子線発生数 

（ｎ/fission） 

上限エネルギー 

（ＭeＶ） 

核分裂当たりの 

中性子線発生数 

（ｎ/fission） 

8.66×10-2 9.64×10-3 1.67×10-4 8.49×10-7 

6.74×10-2 6.65×10-3 1.30×10-4 5.83×10-7 

5.25×10-2 4.61×10-3 1.01×10-4 4.01×10-7 

4.09×10-2 3.18×10-3 7.89×10-5 2.76×10-7 

3.18×10-2 2.20×10-3 6.14×10-5 1.89×10-7 

2.48×10-2 1.52×10-3 4.79×10-5 1.30×10-7 

1.93×10-2 1.05×10-3 3.73×10-5 8.95×10-8 

1.50×10-2 7.20×10-4 2.90×10-5 6.15×10-8 

1.17×10-2 4.95×10-4 2.26×10-5 4.23×10-8 

9.12×10-3 3.41×10-4 1.76×10-5 2.90×10-8 

7.10×10-3 2.35×10-4 1.37×10-5 2.00×10-8 

5.53×10-3 1.61×10-4 1.07×10-5 1.37×10-8 

4.31×10-3 1.11×10-4 8.32×10-6 9.43×10-9 

3.35×10-3 7.63×10-5 6.48×10-6 6.48×10-9 

2.61×10-3 5.25×10-5 5.04×10-6 4.46×10-9 

2.03×10-3 3.61×10-5 3.93×10-6 3.06×10-9 

1.58×10-3 2.48×10-5 3.06×10-6 2.10×10-9 

1.23×10-3 1.70×10-5 2.38×10-6 1.45×10-9 

9.61×10-4 1.17×10-5 1.86×10-6 9.94×10-10 

7.49×10-4 8.05×10-6 1.45×10-6 6.83×10-10 

5.83×10-4 5.53×10-6 1.13×10-6 4.70×10-10 

4.54×10-4 3.80×10-6 8.76×10-7 3.23×10-10 

3.54×10-4 2.61×10-6 6.83×10-7 2.22×10-10 

2.75×10-4 1.80×10-6 5.32×10-7 1.52×10-10 

2.14×10-4 1.24×10-6 4.14×10-7 3.35×10-10 

計 3.15 
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第
４
表
 
仮
想
的
な
臨
界
事
故
評
価
に
お
け
る
見
直
し
前
後
比
較
表
 

該
当
箇
所
 

項
目
 

見
直
し
前
 

見
直
し
後
 

ホ
．

線
量

評
価

の
条
件

(
ロ
)
均
一
化
混
合
装
置
に
お
け

る
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
量

36
0k
g・

Ｍ
Ｏ
Ｘ
 

（
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
を
取
り
扱
う
設
備
・
機
器

の
う
ち
最
大
容
積
と
な
る
均
一
化
混
合
装

置
で
取
り
扱
う
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
量
）
 

22
00
kg
・
Ｍ
Ｏ
Ｘ
 

（
均
一
化
混
合
装
置
下
部
か
ら
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末

が
繰
り
返
し
漏
え
い
し
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
が
集

積
し
て
臨
界
が
発
生
す
る
こ
と
を
想
定
し
た

Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
量
）
 

(
ハ
)
気
相
中
に
放
出
さ
れ
る
放

射
性
物
質
の
割
合

Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
：
0.
07
％
 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
：
１
％
 

（
参
考
文
献
の
見
直
し
）
 

(
ニ
)
放
射
性
物
質
を
含
む
気
体

の
放
出
経
路

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
を
経
て
排

気
筒
の
排
気
口
か
ら
放
出
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
及
び
工
程
室

排
気
設
備
の
２
つ
の
経
路
か
ら
燃
料
加
工
建

屋
外
へ
放
出
 

ヘ
．
線
量
の
計
算
 

(イ
)
評
価
の
前
提

(１
)
相
対
濃
度
（
χ
/Ｑ

）
7.
3×

10
-5
s/
ｍ

3  
8.
1×

10
-5
s/
ｍ

3  
(２

)
相
対
線
量
（
Ｄ
/Ｑ

）
5.
8×

10
-1
9 G
y/
Bq
 

6.
5×

10
-1
9 G
y/
Bq
 

(
４
)
ガ
ン
マ
線
及
び
中
性
子
線

の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン

線
に
よ
る
線
量

厚
さ

1.
2ｍ

の
普
通
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
考
慮
 
厚
さ

1.
8ｍ

の
普
通
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
考
慮
 

ヘ
．
線
量
の
計
算
 

(
ハ
)
線
量
の
評
価

結
果

骨
の
等
価
線
量
 

6.
2×

10
-3
Sv
 

7.
5×

10
-3
Sv
 

肺
の
等
価
線
量
 

4.
8×

10
-3
Sv
 

5.
6×

10
-3
Sv
 

肝
の
等
価
線
量
 

3.
2×

10
-3
Sv
 

3.
6×

10
-3
Sv
 

甲
状
腺
（
小
児
）
の
等
価
線
量
 

4.
2×

10
-2
Sv
 

4.
6×

10
-2
Sv
 

全
身
に
対
す
る
線
量
 

3.
3×

10
-3
Sv
 

3.
6×

10
-3
Sv
 

ガ
ン
マ
線
及
び
中
性
子
線
の
直
接

線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
線
に
よ

る
甲
状
腺
（
小
児
）
の
等
価
線
量
 

９
×
10

-5
Sv

程
度
 

4.
7×

10
-4
Sv

程
度
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